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開 会◎

これより平成19年11月定例県○坂口博美議長

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員44名。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、10番松村○坂口博美議長

悟郎議員、39番井上紀代子議員を指名いたしま

す。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、今期定例会の会期日程○坂口博美議長

に係る議会運営委員長の審査結果報告を求めま

す。議会運営委員会、32番濵砂守委員長。

〔登壇〕 御報告いたします。○濵砂 守議員

去る11月14日に、閉会中の議会運営委員会を

開き、本日招集されました平成19年11月定例県

議会の会期日程等について協議をいたしまし

た。

今期定例会に提案されます知事提出議案は合

計15件、その内訳は、補正予算案２件、条例８

件、予算、条例以外の議案が５件であります。

この５件のうち１件は、「平成18年度決算の認

定」の議案であります。このほか１件の報告が

あります。また、人事案件が追加提案される予

定であります。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において慎重に審査をいたしました結果、会期

については、本日から12月21日までの31日間と

することを決定いたしました。会議日程は、お

手元に配付されております日程表のとおりで確

認決定いたしました。

なお、この会期日程につきましては、今回、

特に慎重な決算審査ができますことに配慮し、

設定したことを申し添えます。

まず、「平成18年度決算の認定について」の

審議に当たりましては、11月27日に各会派１名

による総括質疑を行った後、普通会計決算特別

委員会を設置の上、同委員会に当該議案を付託

することにしております。休会中の11月28日か

ら12月６日までの間に、普通会計決算特別委員

会を開催し、審査していただきます。次に、12

月10日から５日間の日程で一般質問を行いま

す。質問人数は合計21名以内とし、質問順序は

６日の通告締め切り後に行う抽選により決定い

たします。質問時間は１人30分以内といたしま

す。以上のとおり、質問について確認決定いた

したところであります。

一般質問終了の後、議案・請願の所管常任委

員会への付託を行います。12月17日、18日の２

日間で各常任委員会を開催していただき、12

月21日の最終日に、付託された議案・請願の審

査結果報告を願います。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

以上で当委員会の報告を終わります。議員各

位におかれましては、議会運営に特段の御協力

をいただきますようお願いをいたします。以上

でございます。〔降壇〕

議会運営委員長の報告は終わ○坂口博美議長

りました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたしま○坂口博美議長

す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

平成19年11月21日(水)
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平成19年11月21日(水)

員長の報告のとおり、本日より12月21日まで

の31日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○坂口博美議長

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

議案第１号から第15号まで上程◎

次に、お手元に配付のとお○坂口博美議長

り、知事より議案第１号から第15号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○坂口博美議長

明を求めます。

〔登壇〕 平成19年11月○知事(東国原英夫君)

定例県議会の開会に当たりまして、ただいま提

案いたしました議案の御説明に先立ち、２点ほ

ど御報告させていただきます。

第１点は、宮崎空港の国際線についてであり

ます。

去る11月１日に、宮崎―ソウル線に次ぐ宮崎

空港の２路線目となる国際定期便、宮崎―台北

線の開設が決定いたしました。また、あした22

日からは、宮崎―ソウル線が週４往復へ増便と

なります。これも県議会を初め、関係団体や県

民の皆様の大きな御支援と長年の取り組みの成

果であり、深く感謝を申し上げます。

宮崎空港の国際線の充実により、本県と東ア

ジアとの交流の拡大や地域の活性化が一層促進

されるものと期待しております。

県民の皆様におかれましても、これからは台

湾はより身近になり、韓国はより便利になりま

すので、宮崎空港の国際線を大いに利用くださ

いますようお願い申し上げます。

第２点は、高速道路の整備についてでありま

す。

去る10月11日に、九州横断自動車道延岡線の

建設促進中央大会、また、10月30日には、東九

州自動車道の建設促進中央大会が東京で開催さ

れ、私も参加いたしました。大会後は、沿線自

治体の長や地元経済界の代表者の皆さんととも

に、政府・与党を初め、国土交通省や総務省な

どの関係機関に対し、東九州自動車道及び九州

横断自動車道延岡線が九州の一体的発展に及ぼ

す効果や早期整備の必要性について、強く訴え

てまいりました。今後とも、東九州自動車道を

初めとする県内高速道路の早期整備に向け、全

力で取り組んでまいりたいと存じます。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案であります。今回は、公

共事業費の国庫補助決定に伴う経費、その他必

要な経費について措置することといたしまし

た。

補正額は、一般会計11億5,732万4,000円、公

営企業会計、減額7,333万4,000円であります。

この結果、一般会計の歳入歳出予算規模は5,682

億2,608万9,000円となります。

以下、その主なものについて御説明申し上げ

ます。

まず、公共事業関係では、砂防・治山事業を

中心に10億3,900万円余の追加補正を行うことと

いたしました。

農業関係では、台風や長雨等の影響により、

大幅な減収や品質低下が生じました早期水稲に

つきまして、総合的なセーフティネット対策を

講じ、災害に強い安定した生産体制を構築する
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ための経費を措置することといたしました。

以上、今回の補正予算の概要について御説明

申し上げましたが、これに要します一般会計の

歳入財源は、国庫支出金５億8,175万7,000円、

県債３億6,080万円、その他２億1,476万7,000円

であります。

次に、特別議案の概要について御説明申し上

げます。

まず、議案第７号｢平成18年度決算の認定につ

いて」であります。

これは、平成18年度宮崎県歳入歳出決算を地

方自治法第233条第３項の規定に基づき、議会の

認定に付するものであります。

このうち、一般会計歳入歳出決算の概要につ

いて御説明申し上げます。

決算の結果は、歳入6,004億1,527万6,000円、

歳出5,944億7,208万3,000円となっており、翌年

度への繰越事業に充当する財源を差し引きます

と、実質収支で19億2,560万9,000円となってお

ります。

第１期の財政改革推進計画の最終年度であり

ます平成18年度の財政運営につきましては、財

政の健全化を維持するため、義務的経費の圧縮

や投資的経費の縮減・重点化、指定管理者制度

の導入等を初め、行財政改革の徹底を図ります

とともに、重点施策の推進方針を踏まえた施策

・事業の重点化、効率化に努めてきたところで

あります。

しかしながら、本県の財政構造は、県税収入

等の自主財源比率が低いなど財政基盤が脆弱な

上に、地方交付税等の大幅な削減や今後の社会

保障関係費の増加などにより、一段と厳しさを

増しております。

このため、ことし６月に策定しました｢宮崎県

行財政改革大綱2007｣の財政改革プログラムに基

づき、将来にわたって健全性が確保される財政

構造への転換に向けた取り組みを着実に推進

し、地方分権時代にふさわしい新しい宮崎づく

りに取り組んでまいりたいと存じます。

議案第３号「教育関係の公の施設に関する条

例の一部を改正する条例」は、学校教育法の改

正による特別支援学校の名称変更及び延岡養護

学校高千穂分校(仮称)の開設に伴い、所要の規

定の整備を行うための条例の改正であります。

議案第８号は、一般国道448号地域連携推進事

業名谷トンネル工事の工事請負契約について、

議会の議決に付すべき契約に関する条例の規定

に基づき、議会の議決に付するものでありま

す。

議案第12号及び第13号は、先般行われました

県人事委員会の職員の給与等に関する報告及び

勧告を踏まえ、職員の給与改定に係る関係条例

の一部を改正する条例であります。

このほか、議案第４号「宮崎県における事務

処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例」外７件でありますが、説明は省略させてい

ただきます。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○坂口博美議長

あすからの日程をお知らせします。

あす22日から26日までは、議案調査等のた

め、本会議を休会いたします。

次の本会議は、27日午前10時開会、総括質疑

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時12分散会



11月27日（火）
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◎ 総括質疑

○坂口博美議長 ただいまの出席議員42名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、議案第７号「平成18年度決算

の認定について」に対する総括質疑でありま

す。

それでは、ただいまから総括質疑に入りま

す。

総括質疑についての取り扱いは、お手元に配

付の総括質疑時間割のとおり取り運びます。

〔巻末参照〕

質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、36番黒木覚市議員。

○黒木覚市議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の黒木覚市でございます。

冒頭に、去る22日、宮崎県の県政に大きな御

尽力と多大な御功績を残していただきました、

元衆議院議員江藤隆美先生が御逝去されまし

た。ここに、県議会自由民主党を代表し、御冥

福をお祈りしたいと思います。

議案第７号「平成18年度決算の認定につい

て」に対して、自由民主党を代表して総括質疑

を行います。

さて、昨年度を振り返りますと、県政におい

ては、安藤前知事の官製談合事件による逮捕と

いう事態に至り、知事選挙を勝ち抜いて東国原

現知事が誕生した年度であります。一方、国に

おいては、「戦後レジームからの脱却」「美し

い国」を標榜した安倍前総理が誕生し、小泉政

権の維持を訴えたものの、本年度行われた参議

院選挙で惨敗し、現在は福田内閣となっており

ます。いわば、県政及び国政においても、昨年

度は激動と変革の年であったのではないかと感

じております。

また、地方分権の流れが加速する中で、これ

からの地方自治体は、国への依存から脱却して

いく努力を重ねていくことはもとより、その地

域の人々が真に必要とするサービスを、しっか

りとした理念と自己責任のもとに選択し、決定

する地域経営への取り組みが求められておりま

す。

そのような中、平成18年度当初予算の基本的

な考え方について、前知事は、「国、地方を通

じて厳しさを増す財政状況の中で、限られた人

材や財源を活用し、より効率的で質の高いサー

ビスを実現する行政への転換、さらに、新たな

時代における県の役割を踏まえた改革を推進し

ていく必要がある」と言われております。現知

事においては、御自分が組んだ予算ではありま

せんが、行政は継続性であります。今回の質疑

に当たりましては、予算編成時に目指された方

向に基づいて予算がきちんと執行され、その結

果、行政上プラスになったのかマイナスになっ

たのか、県民の意向に沿って福祉の増進に役

立ったのかどうかという観点から、各分野にわ

たり通告に従い質疑をさせていただきます。

まず初めに、平成18年度決算の総括について

であります。

平成18年度の一般会計決算は、歳入が6,004億

円余、歳出が5,944億円余となり、前年度と比較

して、歳入が247億円余の減、歳出が251億円余

の減となっております。率で言うと、歳入が前

年度に比べ４％の減、歳出が4.1％の減、平成11

年度から８年連続で減少しております。一方、

翌年度への繰り越すべき財源を差し引いた実質

収支では19億2,560万円余となり、前年度と同程

度の黒字が確保されました。しかし、単年度収

支を見ると9,482万円余の赤字であります。

平成19年11月27日(火)
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内訳については、歳入において、県税収入

が、企業業績が堅調に推移したことにより法人

事業税等がふえ、3.7％のプラスとなったもの

の、三位一体改革の影響による地方交付税等の

減額により、依存財源の多い本県にとっては大

変厳しい状況になったところであります。歳出

については、款別に見ますと、土木費、農林水

産業費は、財政改革推進計画に基づく公共事業

の削減等により、それぞれ6.5％の減、10.9％の

減となっております。また、民生費及び衛生費

は、障害者自立支援法の施行に伴い、精神保健

福祉事業が衛生費から民生費に移行になったこ

となどにより、民生費は前年度比4.3％増、衛生

費は前年度比13.9％減となっております。

なお、県債発行額は828億9,100万円余と、前

年度に比べ47億3,400万円余の減と３年連続減少

となっておりますが、これまでの数次にわたる

経済対策や災害復旧対策、特例地方債の発行等

により9,173億9,800万円余と、今後の公債費負

担が本県財政にとって大きな圧迫原因となるこ

とが懸念されておるところであります。

また、監査委員からの指摘にもありましたと

おり、県の多くの機関で物品の購入事務等に係

る不適正な事務処理が行われていました。この

ようなことは、理由のいかんを問わずあっては

ならないことであります。今後、公金に対する

職員の意識改革及び内部チェック体制の強化等

に一丸となって取り組むとともに、財務規則な

どの定めに沿った正しい事務処理に努めること

により、県民の批判を二度と招くことのないよ

うに強く望むものであります。

地方財政を取り巻く環境は一層厳しさを増す

ことが予想される中、平成18年度の決算状況に

ついてどのように受けとめているのか、知事に

所見をお伺いいたします。

次に、財政改革の成果についてであります。

本県の財政は、県税等の自主財源比率が低い

などの構造的な課題を抱えており、先ほども申

しましたが、県債残高の累増、その償還の大き

な負担など極めて厳しい状況であります。さら

に、三位一体の改革による地方交付税等の大幅

な削減、今後の社会保障関係費の増加等によ

り、財政のかじ取りがますます難しいものと

なってきております。そのような中、平成18年

度においては、第１次と申しますか、財政改革

推進計画における最終年度であったわけであり

ます。一方、平成19年度以降もまた、新たな財

政改革推進計画に基づき、さらなる義務的経費

の圧縮や投資的経費の縮減・重点化に取り組ん

でおられるところでありますが、平成18年度に

おける財政改革の具体的な成果について、知事

にお尋ねをいたします。

また、短期的には財政再建団体への転落の回

避、中期的には財政の健全性が確保されること

が重要であります。今後の財政運営についてど

のようにかじ取りをされるのか、あわせて知事

にお伺いをいたします。

以上、壇上からの質疑とさせていただき、後

は自席から質疑させていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まずは、決算の総括についてであります。本

県財政は、自主財源の占める割合が低く、財政

基盤が脆弱な上に、地方交付税等の削減や社会

保障関係費の増大等により、大変厳しい財政運

営を強いられました。このため平成18年度の財

政運営に当たりましては、財政改革推進計画に

基づき、義務的経費の圧縮や投資的経費の縮減

・重点化、指定管理者制度の導入等を初め、行
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財政改革の徹底を図りますとともに、重点施策

の推進方針を踏まえた施策・事業の重点化に積

極的に取り組んだところであります。また、予

算の執行に当たりましても、本県の財政状況に

ついて職員一人一人が十分認識し、年度を通じ

て計画的、効率的な執行に努めるとともに、県

税収入を初めとする自主財源の積極的な確保

や、徹底した経費節減を図ったところでありま

す。このような取り組みの結果、平成18年度

は、全体としては厳しい財政状況に対応した堅

実な財政運営を図ることができたものと考えて

おります。

なお、不適正な事務処理に関しましては、再

発防止策を着実に推進し、県政に対する信頼の

一日も早い回復を図ってまいりたいと存じま

す。

続きまして、財政改革の成果についてであり

ます。平成18年度は、財政改革推進計画の最終

年度であることから、義務的経費の圧縮や投資

的経費の縮減・重点化、事業の徹底した見直し

や財源確保対策など、財政健全化に向けた取り

組みをさらに積極的に推進したところでありま

す。具体的には、一般会計に係る職員数で263名

削減したほか、予算編成に当たり、投資的経費

の縮減・重点化により180億円、事務事業や県単

補助金の見直しにより約100億円の削減効果が

あったものと考えております。しかしながら、

三位一体の改革等により、本県最大の歳入財源

である地方交付税等が大幅に削減されており、

また、社会保障関係費や公債費の増等により、

今後も多額の収支不足が見込まれるところであ

ります。このため、第２期の財政改革推進計画

に基づき、収支不足の圧縮と、将来にわたって

健全性が確保される財政構造への転換に向け、

財政改革を着実に推進していくことが最重要課

題と考えております。〔降壇〕

○黒木覚市議員 後は自席からさせていただき

ますが、財政構造の弾力性を判断するための指

標である経常収支比率、いわゆる人件費、扶助

費、公債費等の経常的に支出される経費、県税

や地方交付税などの一般財源がどの程度使われ

るかをあらわすものであります。経常収支比率

が低いほど、経常的な支出以外の政策的な経費

に充てることのできる財源が多くなり、弾力的

な財政運営ができるわけであります。一般的に

は、この比率が80％を超えると弾力性を失いつ

つあると言われております。本県においては平

成元年度は69.1％でありましたが、平成９年度

には80％を超え徐々に増加し、平成17年度

は91.1％となり、平成18年度は１ポイント増加

の92.1％となっております。一方、地方公共団

体の財政力を示す指数である財政力指数は0.289

と、平成17年度と比較して若干の増加、起債制

限比率は10.6％、公債費負担比率は22.8％と若

干低くなっております。財政力が類似している

他県と比較して本県の財政はどういう状況なの

か、知事にお伺いをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） お答えします。

本県と同じように財政力指数が0.3未満という

財政力の弱い他の９県の平均と比較しますと、

財政構造の硬直度をあらわす経常収支比率は、

平均95.1％に対し本県は92.1％で、ややよい状

況であります。しかしながら、柔軟性を失いつ

つあるとされる80％をはるかに上回っており、

悪化しているところであります。また、公営企

業の元利償還金に対する繰出金等を含めた実質

的な公債費負担の状況をあらわす実質公債費比

率は、平均14.6％に対し本県は11.8％と、現時

点ではよい状況ですが、今後、公債費の増が見

込まれていることから、十分留意していく必要
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があると考えております。いずれにしまして

も、財政力が脆弱な県との比較であり、今後の

社会保障費や公債費負担の増大、地方交付税の

削減の動きなど、本県財政を取り巻く厳しい情

勢を考えますと、引き続き、あらゆる分野にお

いて財政改革に取り組み、将来にわたり持続的

に健全性が確保される財政構造への転換を目指

すことが不可欠であると考えております。

○黒木覚市議員 次に、県税収入の状況につい

てであります。

地方分権を推進するために行われた三位一体

改革により、今年度から全国規模で３兆円の税

源移譲が行われております。地方にできること

は地方に、すなわち、国からの補助金ではな

く、みずからの財源はみずから賦課徴収し、住

民に身近な自治体が、その地域の人々が必要と

する多様な行政サービスを、自己決定と自己責

任の原則のもとに行うことが重要であり、県に

とっては県税収入は、地方分権を進める意味か

ら極めて重要な財源であります。

さて、県税収入の決算状況を見ますと885

億7,200万円余と、前年度と比べ31億2,800万円

余の増収となり、前年度に引き続き３年連続で

良好な成果を上げております。一方、不納欠損

は、市町村が賦課徴収する個人県民税を含め２

億8,300万円余と、前年度と比較して１億900万

円余り減少しておりますが、収入未済額は前年

度より300万円余ふえ、依然として21億9,400万

円余の収入未済額となっております。県民負担

の公平性といった観点からも、収入未済額の圧

縮が大きな課題であります。また、県税収入未

済額の約半分を占める個人県民税については、

三位一体改革により税源移譲が進み、増収が見

込まれるため、より一層、市町村と連携を密に

して効果的な徴収対策を講じる必要がありま

す。収入未済額の圧縮に対する平成18年度の取

り組みと今後の対策について、総務部長にお伺

いいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 県税の収入未済額

についてであります。収入未済額の圧縮につき

ましては、負担の公平性と財源確保の観点から

重要な課題と認識をいたしております。特に収

入未済額の約８割を占めます個人県民税と自動

車税を重点税目として、未済額の圧縮に取り組

んだところでございます。

まず、個人県民税につきましては、賦課徴収

権が市町村に委任をされているため、県では市

町村と緊密な連携を図りまして、共同徴収や徴

収実務研修などの従来の取り組みに加えまし

て、平成18年度から新たな取り組みとして、個

人住民税の滞納案件を県が引き継ぎを受け滞納

処分等を行う、直接徴収も行ったところでござ

います。また、自動車税につきましては、コン

ビニ収納を実施し納期内納付の促進を図りまし

たほか、九州では初めてとなります、タイヤ

ロック装置を活用した効果的な自動車の差し押

さえや、全国から参加を募ることができるイン

ターネットによる差し押さえ財産の公売を行う

など、対策の強化を図ってきたところでござい

ます。

今後の対策といたしましては、税源移譲によ

り増収が見込まれる個人県民税の徴収対策とし

まして、今年度、新たに税務職員の併任人事交

流制度を創設し、県税職員の市町村への派遣な

ど、市町村と一体となった徴収対策を実施して

いるところでございます。また、自動車税で

は、全国で初めてとなりますクレジットカード

による納税を実現させ、納期内納付の向上に努

めるほか、滞納整理のさらなる徹底など、収入

未済額の圧縮対策に取り組んでいるところでご
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ざいます。

○黒木覚市議員 次に、指定管理者制度の導入

の総括についてであります。

民間活力等の積極的な活用ということで、平

成18年４月から、62の公の施設について指定管

理者制度を導入され、うち48施設について新た

な民間業者等を指定されました。言うまでもな

く指定管理者制度は、公の施設について民間の

ノウハウなどを活用することにより、多様化す

る住民ニーズに効果的、効率的に対応し、これ

まで以上に住民サービスの向上や経費の節減を

図ることを目的として導入する制度でありま

す。指定管理者制度への移行目的の一つである

具体的な財政負担の軽減額と、指定管理者制度

の導入による効果が最大限に発揮できたのか否

かの総括について、総務部長にお伺いをいたし

ます。

○総務部長（渡辺義人君） 指定管理者制度の

導入効果についてでございます。指定管理者制

度の導入に当たりましては、本県ではすべて公

募を行いまして、導入による効果が最大限に発

揮できるのかどうか等の観点から、指定管理者

の選定を行ったところでございます。その成果

といたしまして、例えば、施設の開館日の拡大

や利用時間の延長、利用料金の引き下げ、ある

いは自主企画イベントの充実など、利用者の利

便性やサービスの向上が図られるとともに、県

の財政負担につきましても、年間で約４億円の

縮減が図られたところでございます。以上であ

ります。

○黒木覚市議員 次に、政策評価についてであ

ります。

県では平成15年度から、成果を重視した政策

の推進を図るため、施策・事業の成果や必要性

等について評価を行っており、平成18年度は189

の施策について評価を実施されております。政

策評価では、前知事が策定した「元気みやざき

創造計画」における施策体系の主な施策を評価

しておりますが、189施策のうち「順調」及び

「概ね順調」が148施策と、全体の78.3％を占め

ております。一方、「一部に努力を要するも

の」が41施策あり、見てみますと、「医療人材

の養成・確保」や「陸・海・空の輸送機能の強

化」など、どれも難しい県政の課題ではないか

と存じます。この評価結果をどのように県政に

生かしていくかが問題であります。平成18年度

の施策評価の結果が、今後の施策や事業の構築

にどのように反映されるのか、総合政策本部長

にお伺いをいたします。

○総合政策本部長（村社秀継君） 政策評価に

ついてでございます。平成18年度の施策の評価

は、「元気みやざき創造計画」に掲げました189

の施策について、数値目標の達成状況等を踏ま

え、評価を行ったところでございます。この評

価におきましては、各施策の課題と今後の展開

方向を明らかにすることによりまして、効率

的、効果的な施策の推進に生かすこととしてお

り、新たな総合計画の重点施策であります「新

みやざき創造戦略」の推進に資するとともに、

新規事業の構築など、今後の予算編成にも反映

させていくことといたしております。以上であ

ります。

○黒木覚市議員 平成19年度から事業仕分け委

員会なるものが設置されております。県が実施

している事務事業の198事業について、その必要

性や実施主体のあり方を抜本的に検討され、先

般、委員長から知事に対し最終提言が報告をさ

れました。この事業仕分け委員会と政策評価の

違いは何なのか。また、どのような役割分担で

施策や事業構築をしていくのか、総合政策本部
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長にお伺いいたします。

○総合政策本部長（村社秀継君） 政策評価と

事業仕分けの違いについてでございます。県政

の推進に当たっては、施策の成果を検証すると

ともに、施策を具現化するための手段でござい

ます事業を見直していくことが重要でございま

す。まず、政策評価につきましては、毎年度、

数値目標の達成状況に基づく施策の成果を検証

し、検証結果を次年度の新たな施策・事業の構

築や重点的な取り組みに反映させることにより

まして、総合計画の適正な進捗管理を図ること

を目的とするものでございます。一方、事業仕

分けにつきましては、社会経済情勢の変化等を

踏まえ、官民の役割分担を見直す必要性から、

県が実施している事業について、必要性や実施

主体のあり方を、外部の意見も取り入れながら

検証するものでございます。政策評価と事業仕

分けは、このような役割分担のもとで政策実現

に向け、それぞれの視点から取り組んでいるも

のでございまして、相互の連携を十分とりなが

ら、施策や事業の構築を図っていくことといた

しております。

○黒木覚市議員 次に、「元気みやざき県民運

動」についてであります。

「健康立県」「環境立県」「安全で安心して

暮らせる社会」の実現を図る目的で、県民との

協働による取り組みの中心的なものとして、元

気みやざき県民運動を約1,000万円かけて実施さ

れたところであります。今年度の予算では、こ

の元気みやざき県民運動は事業化しておられま

せんが、平成18年度における具体的な事業の成

果と、なぜ今年度事業化しておられないのか

を、あわせて総合政策本部長にお伺いをいたし

ます。

○総合政策本部長（村社秀継君） 元気みやざ

き県民運動についてでございます。平成18年度

におきまして、県民運動の周知を図るととも

に、取り組みの活性化に向けて、テレビコマー

シャルや「県広報みやざき」などを通して、サ

ポーターの募集や情報提供を行ってきたところ

でございます。県民運動の成果としましては、

お話にありましたように、３つのテーマであり

ます「健康づくり」「環境保全」「地域みまも

り」への取り組みに対する県民の意識が高ま

り、サポーターの登録者数が１万3,000人を超え

るなど、一定の成果が得られたものと考えてお

ります。

なお、この県民運動は、新たな総合計画を策

定することとしたことに伴いまして、サポー

ターを中心とした展開から、県の関係部局にお

ける具体的な施策に沿った運動等に移行させる

こととし、平成18年度末をもって、事業として

は終了したところでございます。

○黒木覚市議員 次に、「宮崎に来んね、住ま

んね、お誘い事業」等の移住対策についてであ

ります。

2007年の今年から大量定年を迎える団塊の世

代を初めとする都市住民の地方への回帰志向が

高まっているとともに、過疎化、高齢化に悩む

本県においても、都市住民との交流を通じた地

域活性化への期待が寄せられております。ま

た、今回策定された県の総合計画「新みやざき

創造計画」においても、移住促進については重

点施策として位置づけられております。そこ

で、団塊の世代を地域に取り込み、地域の活性

化につなげていくため、これらの都市住民を本

県に誘導し、まずは短期滞在、そして二地域居

住を経て長期滞在へとステップアップしてもら

う取り組みを推進する「宮崎に来んね、住まん

ね、お誘い事業」等の移住対策について、その
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成果と今後の取り組みについて、地域生活部長

にお尋ねをいたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 移住対策につ

いてであります。県では昨年、平成18年７月、

市町村やグリーン・ツーリズム関係団体、旅行

業者等約130名を対象にしたシンポジウムを開催

し、市町村等における交流居住に向けた環境づ

くりを推進したところであります。また、同じ

く昨年10月には、宮崎ふるさと暮らし情報サイ

トを県のホームページ内に開設し、各市町村に

おける生活環境や体験プログラム等の受け入れ

環境に関する情報を発信しております。さら

に、この情報サイトの開設に合わせまして、県

及び全市町村に相談窓口を設置し、移住希望者

等からのさまざまな問い合わせにワンストップ

で対応しております。これらの取り組みの結

果、平成18年度は、６カ月間で１万1,000件を超

える情報サイトへのアクセス、180件の相談、そ

して５世帯の移住が実現したところでありま

す。今後とも、市町村等と十分連携を図りなが

ら、情報発信力の強化や受け入れ体制の整備等

に取り組み、県の総合計画における「おもてな

し日本一移住促進」戦略を積極的に推進してま

いりたいと考えております。

○黒木覚市議員 次に、犯罪のない安全で安心

なまちづくりについてであります。

災害に強い県土づくりや犯罪のない社会づく

りを初め、安全・安心な県民生活の確保は最重

要課題であります。県では平成17年度に、「宮

崎県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」

を制定されております。条例の趣旨にもありま

すが、安全に安心して暮らせる地域社会を再構

築するためには、警察の活動に加え、私たち一

人一人が「みずからの安全はみずから守る」と

いう強い意識を持って、地域の安全を守るため

の自主的な活動に積極的に取り組むとともに、

地域の連帯感を高めるさまざまな活動の活性化

に努めていく必要があります。昨年度取り組ま

れた、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関

する施策の具体的な成果について、地域生活部

長にお伺いをいたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 県におきまし

ては、自治会連合会やＰＴＡなど86団体で構成

する県民会議を推進母体といたしまして、犯罪

の起こりにくい地域コミュニティーの構築を図

るため、各種事業を展開しております。平成18

年度におきましては、その活動方針を「子ども

の見守り運動」と定め、具体的には、自治会や

子ども見守り隊など県が26団体を指定しまし

て、パトロールの実施や地域安全マップ作成な

どの支援を行ったのを初め、安全で安心なまち

づくりリーダーを育成する講習会や、保育園な

どの防犯訓練に対してアドバイザーの派遣を実

施しました。また、こうした取り組みを広く県

民に情報提供するため、情報紙を年４回発行し

活動事例集を作成するなど、安全・安心の機運

を県内全域に醸成したところであります。この

結果、平成18年度は、自主防犯団体数が目標値

の２倍となる約200団体となり、地域安全マップ

の作成件数も目標値を大幅に上回る約150件を記

録するなど、地域安全活動の取り組みが県内各

地で順調に広がっているものと考えておりま

す。

また、昨年度は、ＪＡ共済連宮崎から56台も

の青色回転灯装備車両、いわゆる青パトを御寄

贈いただき、県内では185台の青パトが活躍する

など、県民の自主防犯活動に大きく寄与したも

のと考えております。

○黒木覚市議員 次に、県立看護大学について

であります。
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平成９年４月に開学した県立看護大学は、保

健・医療ニーズの多様化、高度化等の中で、看

護分野における質の高い人材を育成するため設

置され、10年目となりました。薄井学長のも

と、本県の看護教育・研究及び研修の中核機関

として、保健・医療・福祉の向上に大きく寄与

しております。しかしながら、県立看護大学の

卒業生の就職状況を見ますと、学部卒業生の約

半数が県外に就職しているようであり、過去の

決算特別委員会におきましても、そのような状

況を踏まえ、「県立看護大学については、より

一層、地域医療に貢献できる看護師の育成確保

と資質向上が図られるよう、大学の役割につい

て十分検討すること」という審査報告がなされ

ました。現在の看護師不足の折、県立看護大学

を設置したのは、まさに人材育成の点からも先

見の明がありましたが、運営費等で約10億円の

経費を支出しております。平成18年度の県内、

県外への就職状況及び今後の大学運営について

どのように考えるか、福祉保健部長にお伺いを

いたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県立看護大学

における平成18年度の卒業生の就職状況は、県

内が約４割、県外が６割となっております。平

成９年の開学以来、入学生の県内・県外出身者

の割合、卒業生の県内・県外就職者の割合は、

いずれをとりましても、年によって若干の変動

はありますものの、県内、県外がおおむね５対

５で推移してきております。県におきまして

は、入学生の県内出身枠を設けるとともに、県

内出身者に対する入学金の減額を実施するな

ど、県内出身の入学生の確保を通じまして、県

内就職の促進に努めてきたところであります。

県内就職の促進は、大学運営の基本であります

「地元に密着し、地元に貢献する大学」を目指

す上で大変重要であると認識しており、今後と

も創意工夫に努め、入学生の県内出身者の割合

を高めるとともに、県内関係、特に採用する病

院等の関係機関の御協力をいただきながら、県

内就職の促進に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○黒木覚市議員 次に、子育て対策についてで

あります。

平成17年の国勢調査によりますと、年少人

口、いわゆるゼロ歳から14歳が約17万人であ

り、前回の国勢調査が行われた平成12年と比較

すると約１万8,000人の減少となっております。

また、本県における合計特殊出生率は、全国平

均に比べると高いものの、平成17年は1.48と戦

後最低を記録しております。急速に少子化が進

行している現状であります。このような中、県

では、平成17年３月に策定した次世代育成支援

宮崎県行動計画に基づき、県民の積極的参加に

よる子育て支援のための新たな仕組みづくりを

進めておられます。近年の少子化の進行を初

め、核家族化、家庭等の子育て機能の低下、さ

らにはライフスタイルや子供に対する意識の変

化等に伴い、子育て支援の充実は最も重要な課

題となっております。安心して子供を生み、育

てることができる社会づくりを、より一層推進

していくことが必要でありますが、平成18年度

における子育て対策事業の取り組み状況と成果

について、福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 子育て支援対

策につきましては、次世代育成支援宮崎県行動

計画に基づき、乳幼児医療費助成事業や放課後

児童クラブの拡充を初め、各般の施策を全庁挙

げて推進しております。特に18年度からは、県

民全体で子育て家庭を支え合う社会づくりを進
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めるため、その機運づくりと仕組みづくりに取

り組んだところであります。具体的には、昨年

８月から、子育て家庭に割引や特典などさまざ

まなサービスを提供すること等を内容とする

「みんなで子育て応援運動」に取り組み、本

年10月末現在で、592の事業所、店舗等に参加、

御協力をいただくなど、子育て家庭を応援する

機運づくりが進んだところであります。また、

「みんなで子育て」地域づくり推進事業を県内

３市町で実施し、地域のＮＰＯや子育て支援グ

ループの連携が進むなど、地域における子育て

支援の仕組みづくりに一定の成果があったと考

えております。

○黒木覚市議員 次に、森林環境税を活用した

森林づくり事業についてであります。

県では、県土の保全、水源の涵養等、県民が

享受している森林の有する公益的な機能の重要

性にかんがみ、平成18年４月に、県民参加によ

る森林づくりなどを進める「宮崎県水と緑の森

林づくり条例」を施行しました。さらに、県及

び県民等が協働して取り組む森林環境の保全に

関する施策の費用に充てるため、あわせて森林

環境税が導入され、約２億2,000万円の税収入と

なっております。今後、森林の管理は、森林所

有者だけでなく、森林からの恩恵を受けている

県民一人一人が力を合わせて森林を守っていく

ということが大変重要であります。現在、県内

には約2,000ヘクタールの植栽未済地が存在する

と言われており、水資源の涵養や山地災害防止

など、森林の有する公益的機能の低下が懸念さ

れております。そこで、森林環境税を活用した

「水を貯え、災害に強い森林づくり事業」の具

体的な内容と実績について、環境森林部長にお

伺いをいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 水を貯え、災

害に強い森林づくり事業につきましては、森林

環境税を活用しまして、公益保全上重要な森林

を対象に、森林所有者と伐採制限などの協定を

締結いたしまして、県が森林所有者にかわって

造林や間伐を行うとともに、毎年度、流域ごと

に保安林の指定を促進するものであります。実

績といたしましては、荒廃した林地への広葉樹

の造林を８市町村の13ヘクタール、適切に管理

がされていない森林を針葉樹と広葉樹が入りま

じった森林へ誘導するための間伐を18市町村

の322ヘクタール、竹が侵入している人工林の整

備を８市町の19ヘクタール、合計で21市町村、

面積で354ヘクタールの森林整備を実施し、県土

の保全などに努めたところであります。また、

耳川流域におきまして、森林所有者に対して保

安林制度の普及啓発のための説明会を14回開催

いたしまして、今後５年間に約800ヘクタールを

保安林に指定することになったところでありま

す。以上でございます。

○黒木覚市議員 次に、循環型社会づくりにつ

いてであります。

平成17年４月から産業廃棄物税が導入されて

おり、その税収をもとに、産業廃棄物の排出抑

制、リサイクルの促進及び適正処理の推進を図

ることなど、循環型社会の形成に向けて施策が

実施されているところであります。特に廃棄物

の適正処理については、不法投棄による環境の

悪化を考えると、大変重要なことであります。

そこで、昨年度実施された「廃棄物適正処理推

進ネットワーク強化事業」における取り組み状

況と成果について、環境森林部長にお伺いをい

たします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 平成18年度に

おきましては、廃棄物監視員を２名増員いたし

まして、県内の７保健所に15名を配置し、産業
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廃棄物の排出事業者や処理業者への立入検査・

指導のほか、廃棄物の不法投棄を防止するため

の監視パトロールを行っております。この結

果、平成18年度における産業廃棄物の処理業者

への立入検査等の件数は9,285件で、前年度と比

較しまして1,285件、約16％増加をいたしており

ます。また、不法投棄などの悪質な事例につき

ましては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」に基づきまして、改善命令８件、措置命令

１件、許可取り消し１件の行政処分を行ってお

ります。さらに、不法投棄の早期発見、拡大防

止を図るため、新たにＪＡ宮崎中央会など民間

の９団体と協定を締結いたしまして、情報提供

に関する全県的な情報ネットワーク体制を強化

したところであります。以上であります。

○黒木覚市議員 次に、企業誘致促進について

であります。

本県の雇用情勢は、緩やかな改善が見られる

ものの、全国に比べますと依然として厳しい状

況であります。このため、商工業、農林水産業

などの諸産業の振興はもとより、企業誘致や新

たな産業の創出に積極的に取り組み、雇用の確

保を図ることが重要であります。特に企業誘致

については、即効性のある雇用対策であり、今

年度から企業立地促進補助金も最高限度額50億

円に増額されたところであります。企業が進出

する際の決定要因としては、高速道路の整備状

況や空港からの所要時間などインフラの整備の

ほか、用地や人材の確保、工業用水や電力の供

給量などを総合的に判断して決定されると言わ

れております。そこで、平成18年度における企

業立地促進補助金の交付状況及び企業誘致の件

数、最終雇用予定者について、商工観光労働部

長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業立地

促進補助金につきましては、平成18年度までに

操業を開始し、補助金申請のあった23社に対し

まして総額12億6,940万9,000円を交付したとこ

ろであります。また、平成18年度に立地調印を

行いました企業は、例えば人工腎臓用中空糸膜

製造の旭化成クラレメディカル、人工透析用カ

テーテル製造の東郷メディキット、大型コール

センターのトランスコスモス シー・アール・エ

ム宮崎など16社で、最終雇用予定者数は1,028人

となっております。

○黒木覚市議員 昨年度の実績からいけば、知

事のマニフェストである「４年間で企業誘致100

社、雇用人数１万人」はなかなか厳しい状況で

はないかと考えます。今年の新語・流行語大賞

の候補にもノミネートされている「宮崎のセー

ルスマン」として東奔西走され、テレビ出演も

数多く、宮崎で見られない東京の番組にも出て

おられるとのことであります。また、先日発表

された今年のヒット商品ランキングの第６位に

「宮崎」が入っており、「地鶏やマンゴー、県

庁ツアーなど、宮崎旋風が日本じゅうを吹き荒

れた」とありました。宮崎の知名度も大いに全

国的に認知されたところであります。今後は、

知事の行動力、ＰＲ力を、地元の経済振興・創

出の大きい企業誘致に向けてほしいものであり

ます。テレビ出演もよいが、これからは企業訪

問等にその行動力を向けていく時期ではないか

と考えます。今後の大型企業誘致の展開につい

て、知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 企業誘致に当たりま

しては、私みずからが積極的に誘致活動にかか

わる必要があると考えております。このため、

知事就任直後の平成18年度の２社を初め、これ

まで13社の企業を訪問したところであります。

また、これまでに企業立地セミナーを東京、名
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古屋、福岡の３カ所で行ったり、企業主催や新

聞社主催の講演会やごあいさつ等の場をかりま

して、企業誘致のプレゼンを行っているところ

でございます。今後とも１件でも多くの企業誘

致ができますよう、積極的にトップセールスに

取り組んでまいりたいと考えております。以上

です。

○黒木覚市議員 次に、新事業・新産業の創出

についてであります。

地元の中小企業が元気でなければ、雇用の確

保もできないのであります。そのようなことか

ら県では、地場企業の経営基盤を強化して、県

内産業の振興を図るため、新商品の開発や新た

な事業分野への進出など意欲ある取り組みを

行っている県内企業に対し、技術支援や研究開

発費の助成、低利融資による金融の支援などを

行っておられます。さらに、県産業支援財団が

核となって、産学官の連携を強化し、本県の基

幹産業である農業と工業、医療等が連携して開

発した新しい技術の事業化の研究も進められて

おります。そのような新事業が生まれやすい環

境の整備や、すぐれた新技術の企業への技術移

転に取り組んでいる新事業創出環境整備補助事

業における平成18年度の取り組み状況と成果に

ついて、商工観光労働部長にお尋ねをいたしま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 新事業創

出環境整備補助事業は、宮崎県産業支援財団を

通じまして、県内中小企業等の新商品開発や販

路拡大、さらには産業連携によるビジネスチャ

ンスの創出を図ることを目的といたしておりま

す。平成18年度の実績といたしましては、総合

相談窓口としまして、同財団内に６人のコー

ディネーターを配置し、1,001件の相談に対応い

たしております。また、ＩＴシステムの構築や

ＩＳＯの取得支援など、企業の抱えるより専門

的な課題の解決を図るために、21の企業に専門

家を派遣しておりまして、新商品・新サービス

の開発や、建設業などからの新分野進出につな

がっております。そのほか、新商品の発表の場

を提供するベンチャープラザ宮崎や、農業法人

と異業種企業とのマッチング会を通じまして企

業同士が連携する機会を提供するなど、新たな

事業の創出に努めたところでございます。

○黒木覚市議員 次に、若年者・障がい者への

就労支援についてであります。

国の発表によりますと、今年９月の全国の完

全失業率は4.0％となっており、昨年と比較する

と回復傾向であります。しかしながら、本県の

雇用情勢を見ますと、本県の有効求人倍率

は0.66倍と、全国の1.05倍と比較し、依然とし

て厳しい状況が続いております。特に、若年者

を取り巻く雇用環境は、高い失業率や離職率、

フリーター問題など厳しい状況にあります。ま

た、昨年の障がい者の雇用率を見ますと1.90％

となっており、全国平均の1.52％や法定雇用

率1.80％を若干上回っていますが、平成11年

の2.02％をピークとして、障がい者雇用率は低

下しております。このようなことから、就職活

動に悩める若年者や就職が困難な障がい者を初

め一般求職者など、さまざまな雇用ニーズに対

応するためのきめ細かな就労支援を促進してい

くことは、非常に大切な取り組みであります。

そこで、平成18年度に実施された若年者・障が

い者等就労支援強化事業の実施状況と、就労支

援の促進にどのような成果を上げているのか、

商工観光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 若年者・

障がい者等就労支援強化事業は、本県独自の就

職支援策としまして、主に、就職活動に悩む若
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年者や就職が困難な障がい者の就労の支援を目

的として実施したものであります。若年者を対

象とした事業としましては、これまでの県内就

職説明会やヤングＪＯＢサポートみやざきの運

営に加えまして、新たに、仕事情報発信サイト

「ＷＯＲＫ ＮＥＴ みやざき」を開設し、雇用

のミスマッチの解消や定着促進等に努めており

ます。

次に、障がい者を対象とした事業としまして

は、障がい者雇用コーディネーター設置事業に

加えまして、在宅での就業を促進する障がい者

在宅就業サポートセンター支援事業を実施する

など、障がい特性を踏まえた多様な就労支援に

努めたところであります。これらの結果、ヤン

グＪＯＢサポートみやざきでは、延べ2,281人の

利用があり、162人の就職決定に結びつきました

ほか、障がい者雇用コーディネーターを通じた

障がい者の就職決定者数が220人となるなどの実

績となっております。

○黒木覚市議員 次に、新みやざきブランド推

進対策についてであります。

本県の基幹産業である農業については、ＷＴ

Ｏ、ＦＴＡなどに象徴される、国内外の産地間

競争の激化、担い手の減少や高齢化等の構造的

な課題に加え、本県でも発生した鳥インフルエ

ンザや全国的に問題となっている食品の偽装表

示など「食」の信頼を揺るがす事件の発生、原

油価格の高騰など、さまざまな課題に直面して

おります。そのような中、本県は全国に先駆け

平成15年に、食の安全・安心の確保を目指した

食料供給県宮崎の取り組みや基本姿勢を「情熱

みざき産地とりくみ宣言」として公表し、安全

・安心な宮崎県農産物の取り組みを行っている

ところであります。そこで、平成18年度に実施

した本県農産物のブランド推進対策事業の成果

について、農政水産部長にお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） ブランド推進

対策事業の成果についてであります。平成18年

度は、花卉で初めてとなります「みやざきオリ

ジナルスイートピー」、それから「みやざきへ

べす」など５商品、10産地を商品ブランドに追

加いたしまして、消費者の求める商品づくりを

進めてまいりました。また、安全・安心な農産

物を供給できる産地体制の強化を図るため、分

析農薬の種類を新たに60種類追加いたしまし

て290種類に拡大するなど、全国トップの「宮崎

方式」と呼ばれる残留農薬検査体制の充実を

図ってまいりました。さらに、全国のテレビＣ

Ｍ放映などによる情報発信や、大消費地の量販

店等においての知事のトップセールスなど、消

費地における安定的な取引の推進や取引先との

パートナーシップの強化に取り組んでまいりま

した。これらの取り組みによりまして、本県農

産物の認知度の向上が図られますとともに、

「みやざき」の名前で支持されることによる商

品ブランドの付加価値の向上が図られておりま

す。以上でございます。

○黒木覚市議員 次に、担い手育成総合支援事

業についてであります。

2005年の農林業センサスによりますと、本県

の基幹的農業従事者、いわゆる16歳以上の農業

従事者において65歳以上の占める割合は51.5

％、60歳以上で見ると63.4％にもなります。ま

さに国内屈指の食料供給県である本県の農業振

興には、意欲があり、経営管理能力のすぐれた

担い手の育成確保が極めて重要であります。一

方、国においても、食料・農業・農村基本計画

を策定し、担い手を中心とした農業構造改革の

推進や高付加価値型の農業生産など、各地域の
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創意工夫に満ちた攻めの取り組みに対する積極

的な支援を行っております。そこで、平成18年

度に実施した担い手育成総合支援事業の成果に

ついて、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 担い手育成総

合支援事業の成果についてであります。本事業

におきましては、まず１つに、本県農業の核と

なります認定農業者を育成するため、経営改善

計画の策定指導、さらには経営相談活動等を実

施いたしております。２つ目といたしまして

は、農業経営の法人化を目指す農業者等に対す

る法人化研修会等を開催いたしております。ま

た３つ目といたしまして、集落全体で農業に取

り組む集落営農を進めるための集落リーダー等

を対象にした研修会や集落座談会等を開催する

ことなどによりまして、意欲ある担い手の育成

確保に努めてまいったところでございます。そ

の結果、18年度末現在で、認定農業者8,354経営

体、農業法人525法人、集落営農51組織など、平

成18年度の目標を達成しているところでありま

す。以上です。

○黒木覚市議員 次に、みやざき地頭鶏ブラン

ド対策事業についてであります。

本県の畜産については、言うまでもなく、本

県農業の先導役を担っており、平成17年の農業

産出額3,206億円のうち畜産は1,823億円で、全

体の56.9％を占めております。そのような中、

去る10月中旬に開催された「和牛のオリンピッ

ク」と呼ばれる全国和牛能力共進会で、９部門

中７部門で首席を獲得しました。特に種牛、肉

牛については、最高賞の内閣総理大臣賞を独占

し、「和牛日本一の宮崎県」をまさに名実とも

に知らしめました。関係者の皆さんの取り組み

に対し、心から敬意を表します。

ただ、残念なのは、知事のイラストつきの誤

表示という問題が生じたことであります。私も

養鶏をしておりましたので、地鶏についてはわ

かっているつもりでありますし、譲れない部分

でもあります。地鶏の誤表示というのは、ふん

まんやる方ないものであります。宮崎地鶏は、

東国原知事のトップセールスもあって、今年、

全国区の人気になりましたが、それが今、通信

販売サイトから次々に消えつつあるとのことで

もあります。知事のイラストつきの誤表示に

よって、本県産の地鶏に対する評価が下がって

いるのではないかと心配されます。食味性のよ

さから取引量も年々増加し、全国区となったみ

やざき地頭鶏の火を消すわけにはいきません。

今まさに、生産量の拡大や普及活動の強化が求

められておりますが、平成18年度のみやざき地

頭鶏ブランド対策事業の取り組み状況と成果に

ついて、農政水産部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） みやざき地頭

鶏ブランド対策事業についてでございます。こ

の事業は、食味性のよさから市場でも人気が出

ておりますみやざき地頭鶏の生産拡大や販売体

制の強化を図り、本県のブランド品として確立

するための事業であります。平成18年度につき

ましては、生産拡大を図りますために、美郷町

に20万羽の素ひな供給センターを整備しまし

て、小林市、日南と合わせまして年間50万羽の

素ひなの供給体制が整ったところであります。

また、みやざき地頭鶏普及促進協議会を中心

に、生産農場の指導やＰＲ活動等の販売体制の

強化を図りまして、平成19年３月には商品ブラ

ンド認証制度の商品認証を受けておるところで

ございます。以上でございます。

○黒木覚市議員 次に、おさかな消費拡大と流

通対策についてであります。

本県の水産業は、長引く魚価の低迷に加え、
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燃油高騰等により非常に厳しい経営状況が続い

ております。このような状況を改善するために

は、良質な宮崎水産物のブランド化を推進する

ことにより、漁業者の品質のよい水産物づくり

や高付加価値で販売する取り組みが必要であり

ます。県内外の消費者等に対する本県のブラン

ドや水産物のＰＲ及び流通対策について、平

成18年度の取り組み状況と事業の成果につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 水産物のブラ

ンド化の取り組み状況と成果についてでありま

す。平成18年度は、淡水魚として初めてとなり

ます「五ヶ瀬やまめ」のブランド認証に向け、

調査検討を進めたところでございます。また、

ブランド品を初め本県水産物の販売を促進する

ため、県内の漁協直販店等におけるＰＲ活動や

「初ガツオフェア」の開催、県外では「シー

フードショー」や「宮崎フェア」への参加等を

行いました。さらに、新鮮な水産物を消費者に

届けるために、養殖マサバの鮮度保持マニュア

ルを作成いたしまして、生産者及び流通関係者

への周知を図ったところであります。これらの

取り組みによりまして、認証品目の付加価値の

向上や販売先の増加が見られるとともに、漁業

者等による消費者への直接販売が伸びるなど、

成果が出てきておるところでございます。以上

でございます。

○黒木覚市議員 次に、平成18年度の道路整備

への取り組みと成果についてであります。

平成18年度は、宮崎県財政改革推進計画の最

終年度に当たり、前年度から引き続き投資的経

費の縮減に取り組まれてきました。計画では、

補助公共事業と直轄事業負担金を合わせた額に

ついては対前年比10％の削減、県単公共事業に

つきましては対前年比30％の削減となってお

り、平成18年度の道路事業費について見ます

と、前年度に比べて、補助及び県単公共事業と

合わせて、金額で約53億円の減、率にしまして

マイナス11％という厳しい結果となっておりま

す。一方、本県では、道路交通への依存度が極

めて高いにもかかわらず、高速道路の供用率

が40％、国県道の改良率が約64％と、ともに九

州最下位であり、当然、全国でも下位のほうで

あります。地域を活性化し、安全で安心して暮

らせる社会を実現するためには、体系的な道路

交通網の整備が不可欠であります。平成18年度

予算編成方針の中で、「幹線道路である国道や

県民生活に密着した県道などの重点的かつ効果

的な整備に取り組みます」と言われておりま

す。そこで、平成18年度、道路の整備にどのよ

うに取り組み、またどのような成果があったの

か、県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 本県の道路整

備につきましては、災害時の孤立化解消、救急

医療施設へのアクセス向上等、生命線道路の整

備や都市部における渋滞緩和のための環状道路

の整備、東九州自動車道等の事業進捗にあわせ

たインターチェンジへのアクセス道路の整備な

どを重点項目といたしまして、効率的、効果的

な整備に努めてきたところでございます。平

成18年度の具体的な成果といたしましては、延

岡市の国道388号無鹿バイパスや椎葉村の国

道265号下椎葉拡幅など、国道で３路線８カ所、

日南市の日南志布志線大窪工区や高鍋美々津線

の鬼ヶ久保工区など、県道で10路線11工区を完

成供用し、部分供用を含めまして国県道合わせ

て約23キロメートルを供用したところでござい

ます。今後とも、厳しい財政状況ではございま

すが、計画的な用地取得やコスト縮減を行い、

選択と集中に努め、道路整備に対します県民の
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皆様方の要望にこたえていきたいと考えており

ます。

○黒木覚市議員 さきの９月議会において、県

議会として「道路特定財源の確保と高速自動車

国道等の整備促進に関する意見書」を国に提出

いたしました。道路特定財源については、暫定

税率を延長し、受益者負担という当該制度の本

来の趣旨に基づき、全額を道路整備費に充当す

るとともに、国から地方への配分割合を高くす

るなど、地方における道路整備財源の充実を図

ることを要望しました。仮に暫定税率の適用を

しない場合、本県における減収額はどれぐらい

になるのか、県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 道路特定財源

諸税につきましては、平成19年度の県の税収152

億円をベースとして試算いたしますと、約69億

円の減収が見込まれるところでございます。

○黒木覚市議員 約69億円も減収になるという

ことでありますが、ただでさえおくれている高

速道路の供用率及び国道の改良率が一層低くな

るのは目に見えております。道路特定財源の一

般財源化反対と暫定税率適用の延期を強く国に

求めるべきであります。知事に対し、道路特定

財源に関する基本的な考え方及び今後の取り組

みについてお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 道路特定財源につき

ましては、来年度の税制改正に向けまして、一

般財源化や一部廃止などの議論が行われており

ますが、公共交通機関の利便性が低く、自動車

に頼らざるを得ない中で、道路整備水準が低い

現状をどげんかせんといかん本県にとっては、

暫定税率の延長や道路特定財源をすべて道路整

備に充当することが必要であると考えておりま

す。そのために我々ができることは、地方の声

や実情を中央にアピールしていくことであり、

これまでも、県内外の各種大会を通して道路整

備促進に向けた機運を盛り上げるとともに、国

や関係機関・団体などに対し、強力に要望活動

を行ってまいりました。今後も引き続き、地方

の道路整備財源の充実強化が図られるよう、あ

らゆる機会を通して、県民総力戦で取り組んで

いきたいと考えております。

○坂口博美議長 議題の範囲内で、よろしく。

○黒木覚市議員 次に、東九州自動車道の整備

についてであります。

経済交流を支える基盤整備、特に高速道路

は、産業の振興や地域の活性化に大きく寄与す

るところであります。そもそも高規格道路網に

ついては、昭和62年に閣議決定された四全総に

おいて、21世紀に向けた多極分散型国土形成の

ため、交流ネットワーク構想の必要性から、主

要拠点間の連絡強化を目標とし、１万4,000キロ

メートルで形成することとされております。本

県では、九州縦貫自動車道が91キロメートル、

東九州自動車道が187キロメートル、九州横断自

動車道延岡線が51キロメートルの３路線、約329

キロメートルが対象であります。既に21世紀に

なったわけでありますが、いまだ東九州自動車

道及び九州横断自動車道延岡線は開通しており

ません。主要拠点間の連絡強化という観点から

見ても、県庁所在地の宮崎市から隣県の大分県

の県庁所在地である大分市まで４時間半もかか

る状況であります。一方、鹿児島県では、平

成23年には九州新幹線が全線開通する予定であ

り、開通後は鹿児島中央駅から新大阪駅までは

約４時間前後で着くとのことであります。まさ

に交通の格差であります。国においては、真に

必要な道路整備を計画的に進めるため、12月中

旬には、今後の具体的な道路整備の姿を示した
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「中期的な計画」を作成することとされており

ます。県及び県議会としても、経済交流の根幹

となる東九州自動車道や九州横断自動車道延岡

線の高速道路を初め、災害時の孤立化防止や都

市部での渋滞緩和など、県民生活に不可欠な道

路整備が「中期的な計画」の中に盛り込まれる

よう要望していかなければなりません。

まずは東九州自動車道についてであります

が、早期の開通には、まず用地取得が大前提で

あります。補償を目的とした植栽行為という不

届きな問題もありますが、一刻の猶予もありま

せん。平成18年度における東九州自動車道用地

対策事業について、その成果と今後の取り組み

について、県土整備部長にお伺いをいたしま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 県におきまし

ては、東九州自動車道の早期完成を図るため、

西日本高速道路株式会社から有料道路区間の門

川―西都間、国土交通省から新直轄区間の大分

県境―北川間及び清武―日南間について、用地

事務の委託を受けているところでございます。

有料道路区間の平成18年度末までの用地取得進

捗率は、門川―日向間が95％、日向―都農間が

５％、都農―西都間が97％となっており、平

成22年度から26年度までの開通目標に向け、順

調に用地が取得されたところであります。新直

轄区間の用地取得進捗率は、同じく平成18年度

末までに、大分県境―北川間が１％、清武―北

郷間が43％、北郷―日南間が10％となっており

ます。

なお、新直轄区間につきましては、用地取得

の進捗に伴いまして、本年３月に北郷―日南間

におきまして、また、６月には大分県境―北川

間におきまして相次いで着工式が行われるな

ど、全区間で工事が行われることとなりまし

た。門川―西都間の懸案である補償金目的の植

栽行為箇所につきましては、昨日、西日本高速

道路株式会社から、高鍋―西都間における２カ

所につきまして行政代執行請求を受理したとこ

ろでございますが、今後とも自主撤去を呼びか

けるとともに、応じない場合には土地収用法に

よる手続を進めるなど、全区間で用地取得の促

進を図り、１日でも、１年でも早い開通に向

け、重点的に取り組んでまいりたいと存じてお

ります。

○黒木覚市議員 次に、県立高等学校通学区域

弾力化推進事業についてであります。

来年度から普通科の通学区域の廃止が予定さ

れております。通学区域の撤廃により、生徒た

ちがこれまで以上に、それぞれの個性や能力、

適性に合った高校を適切に選択でき、魅力ある

学校づくりが進むとされております。しかしな

がら、希望する学校に生徒が集中し、人気校と

そうでない高校との格差が広がっていくのでは

ないかと危惧しております。また、新聞報道に

よりますと、中学校の現場では「進学指導の方

向性が見えない」とか、保護者からも「生徒が

都市部に集中し、学校統廃合や地域衰退につな

がる」と、不安が訴えられております。生徒や

保護者のニーズを踏まえた県立普通科高校の通

学区域の撤廃については、導入に当たっての課

題について調査研究を行うということでありま

した。平成18年度事業である県立高等学校通学

区域弾力化推進事業の取り組み状況と成果につ

いて、教育長にお伺いいたします。

○教育長（高山耕吉君） 通学区域弾力化推進

事業につきましては、学校関係者やＰＴＡ代表

者等から成ります協力者会議におきまして、制

度導入に伴う課題への対応等について協議をい

ただいたところでございます。これらも踏ま
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え、新聞による広報や、全中学生、保護者等に

向けたリーフレットの作成・配付、入学志願手

続の改善、さらには各高校の特色ある学校づく

りの支援などを行ってきたところでございま

す。このような取り組みを通しまして、普通科

の通学区域撤廃の円滑な導入に向けまして、積

極的に取り組んでまいりたいというふうに考え

ております。

○黒木覚市議員 次に、県立学校耐震対策につ

いてであります。

学校施設は、児童生徒が安全で安心して過ご

せることが絶対条件であり、緊急の災害時には

応急避難所としての役割も担っております。安

全の確保が最重要課題であります。県立学校の

耐震化につきまして、平成22年度までの耐震診

断実施計画を全面的に前倒しし、平成18年度の

１年間でほぼすべての校舎の診断を実施すると

ともに、耐震補強が必要な建物について優先的

に補強工事を行うこととするということであり

ました。そこで、平成18年度事業である県立学

校耐震対策事業の成果及び耐震補強工事の進捗

状況について、教育長にお伺いをいたします。

○教育長（高山耕吉君） 平成18年度の県立学

校の耐震対策事業の成果でございますけれど

も、耐震診断を232棟、耐震補強工事を８棟実施

いたしました。これによりまして耐震診断はす

べて終了し、本年４月現在の耐震化率は80.1％

となっております。以上でございます。

○黒木覚市議員 次に、交番機能強化事業につ

いてであります。

最近の本県の治安情勢については、刑法犯認

知件数で見ますと、平成14年の１万8,000件を

ピークに徐々に減少しつつあります。しかしな

がら、昨年も１万件を超えており、県内でも殺

人、強盗などの凶悪事件が相次いで発生し、治

安に対する県民の不安もまだ解消されていると

は言えません。交番・駐在所は、地域住民の暮

らしの安全を守る生活安全センターであり、パ

トロールをする警察官の姿は、地域住民に安心

感を抱かせるなど、重要な役割を担っておりま

す。治安回復には交番機能の強化が必要であり

ます。そこで、昨年度実施された交番機能強化

事業の成果について、警察本部長にお尋ねをい

たします。

○警察本部長（相浦勇二君） 交番機能強化事

業の成果についてでありますが、県警察では、

街頭犯罪抑止のための交番機能強化事業におい

て、昨年度、交番相談員を９名増員し、11警察

署、38交番に合計で42名の相談員を配置したと

ころでございます。その活動実績につきまし

て、平成17年と平成18年を比較いたしますと、

警察官にかわって取り扱った地理教示、拾得処

理などの取扱件数が合計で9,000件以上増加して

おりまして、18年度増員分の効果のあらわれで

あると考えております。その結果、交番に勤務

する警察官の街頭活動が強化をされ、交番相談

員が配置されました警察署における交番勤務の

警察官の刑法犯検挙率が増加傾向を示すなど、

街頭犯罪に対する交番機能が高まったところで

あり、今後もこれを持続させていきたいと考え

ております。以上であります。

○黒木覚市議員 時間が少しありますので、最

後に、子育て支援対策について質疑します。先

ほど、福祉保健部長から答弁をいただきました

が、再度、知事にお伺いをいたします。

少子化の進行は、国や社会の存続にかかわる

重要な問題であり、地域の実情に合った子育て

支援に取り組む必要があります。県においては

今年７月に、知事を本部長とする「宮崎県子育

て応援本部」を立ち上げるなど、全庁的な体制
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で子育て支援に取り組まれております。また、

来年度予算の重点施策の一つに「子育て支援」

を掲げており、知事の熱い思いが感じられま

す。少子化対策の推進についてどのように考え

ているか、知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 議員のお話にもあり

ましたように、本県におきましても、少子化の

進行は深刻な状況にあります。私といたしまし

ても、今後の県づくりを進める上で、少子化対

策は大変重要な課題であると認識しておりま

す。このため、本年６月に策定いたしました

「新みやざき創造計画」におきましても、子育

て支援体制の充実を特に重点的に推進すべき戦

略の一つに位置づけたところであります。新し

い宮崎を創造していく上で、これから結婚し、

子育てを担う若い世代が、安心して子供を生

み、育てられる県づくりが欠かせません。これ

を県民総力戦で進めることが重要と考えており

ます。私も子育て応援本部長として、先頭に

立って、市町村や企業、地域の皆さんに働きか

けながら、子育て応援の県づくりに精いっぱい

取り組んでいきたいと考えております。

○黒木覚市議員 以上で総括質疑を終わります

が、後は分科会のほうでよろしくお願いしま

す。終わります。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質疑は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午前11時34分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、29番満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） それでは、

通告に従い総括質疑を行います。

平成18年を振り返ってみますと、国内外、大

きな出来事がありました。本当に激動の一年

だったと思います。世界的には、北朝鮮が地下

核実験、そしてイランは核開発、ゆゆしき事態

に陥っております。米軍のイラク侵攻も長期化

し、あの第二次世界大戦以上の長期化、そうい

うことになってしまいました。安倍政権が誕生

をしました。短命な政権でありましたけれど

も、教育基本法、そして防衛省の昇格、私たち

からすると、とんでもない内閣だったなと考え

ているところであります。官製談合事件が、福

島、和歌山、そして本県で発生をしました。防

衛施設庁の技術審議官も逮捕されたわけであり

ます。いろいろありました。宮崎はやっぱり変

わらないかん。そういう意味では、52代の知事

として東国原知事が登場しました。これが本県

では一番大きな話題だったかなという気がして

おります。

それでは、本題に入らせていただきたいと思

います。今回、議案第７号「平成18年度決算の

認定について」、知事より議案の送付を受けま

した。これは、平成18年度宮崎県歳入歳出決算

を地方自治法第233条第３項の規定に基づき、知

事は、「監査委員の審査に付した決算を監査委

員の意見を付けて次の通常予算を議する会議ま

でに議会の認定に付さなければならない」もの

であります。

一般会計歳入歳出決算の結果は、歳入6,004

億1,527万円余、歳出5,944億7,208万円余となっ

ております。翌年度への繰越事業に充当する財

源を差し引きますと、実質収支で19億2,560

万9,000円となっております。開会日の提案説明

で、知事は、「第１期の財政改革推進計画の最

終年度である平成18年度の財政運営について
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は、財政の健全性を維持するため、義務的経費

の圧縮や投資的経費の縮減・重点化、指定管理

者制度の導入等を初め、行財政改革の徹底を図

り、重点施策の推進方針を踏まえた施策・事業

の重点化、効率化に努めたが、本県の財政構造

は、県税収入等の自主財源比率が低いなど財政

基盤が脆弱な上に、地方交付税等の大幅な削減

や今後の社会保障関係費の増加などにより、一

段と厳しさを増した。今後、財政改革プログラ

ムに基づき、将来にわたって健全性が確保され

る財政構造への転換に向けた取り組みを着実に

推進し、地方分権時代にふさわしい新しい宮崎

づくりに取り組んでいきたい」と抱負を述べら

れております。

職員一丸となって歳出の抑制に努められてお

ります。地方交付税の削減や社会保障関係費の

自然増等、地方財政を取り巻く環境は一層厳し

さを増し、財政の健全性を維持するとして、義

務的経費の圧縮や投資的経費の縮減・重点化の

徹底が図られ、こうした努力が功を奏し、財政

調整等のための財政調整積立金等４つの基金の

平成18年度末の残高は690億円余と、前年度末に

比べ６億円余の減少にとどまったほか、県債発

行額も抑制されるなど、財政健全化の観点から

は一定の成果も上げています。ここで知事に、

改めて18年度決算の総括をお伺いします。

今回、県機関において預け等の不適正な会計

処理が明らかになりました。調査結果によれ

ば、平成14年度以降、約３億7,000万円に上る多

額の預けや書きかえ等が行われていたことが判

明しました。また、これらのうちには、公費負

担すべきでないものの購入など、不適正な支出

と言わざるを得ないものも含まれています。官

製談合事件に引き続く今回の不祥事は、県民の

県政に対する信頼を大きく損なうことになりま

した。こうした不祥事を二度と起こさないため

には、再発防止策の新たな構築が、執行部はも

ちろん、県議会にとっても何より重要でありま

す。しかし、提案説明では、18年度も引き続き

行われていた預け等の不適正な会計処理につい

ての言及はありませんでした。なぜ不適正な会

計処理が多くの職場で行われていたのか、その

根本となる原因をいま一度しっかり精査すべき

であります。このことを受けて、こうした不祥

事を二度と起こさないように、再発防止策の新

たな構築を行うことが何より重要であります。

なぜ不適正な事務処理が行われたのか、その原

因は何だったとお考えなのか、知事に伺いま

す。

平成18年度宮崎県歳入歳出決算審査意見書に

ついてであります。監査委員より知事に提出さ

れた意見書によれば、一般会計、特別会計合わ

せて14会計を審査対象とされ、審査意見では、

不適正な事務処理について、今年度新たに項目

を起こし、「この問題は、監査委員としても、

監査に対する信頼を確保するため、内部チェッ

ク体制が有効に機能しているかなどの監査の強

化、監査指摘事項等の実効性を確保するための

方策を検討するなど、これまで以上に厳正な監

査の実施に努める」とされております。代表監

査委員に、改めて18年度決算の総括をお伺いし

ます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

決算の総括についてであります。平成18年度

の財政運営は、財政改革推進計画に基づき、財

政健全化に向けた各種取り組みを積極的に推進

するとともに、重点施策の推進方針を踏まえた

施策・事業の重点化に取り組みました。また、

予算の執行に当たりましては、年度を通じて計
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画的・効率的な執行に努めるとともに、県税収

入を初めとする自主財源の積極的な確保や徹底

した経費節減を図ったところであります。この

ような取り組みの結果、平成18年度は、全体と

しては厳しい財政状況に対応した堅実な財政運

営を図ることができたものと考えております。

なお、入札談合事件や不適正な事務処理につき

ましては、県政への信頼を大きく失墜させたも

のであり、県議会並びに県民の皆様に深くおわ

び申し上げるとともに、県政に対する信頼の一

日も早い回復に向け、入札・契約制度改革や再

発防止策の推進に取り組んでまいりたいと考え

ております。

続きまして、不適正な事務処理発生の原因と

今後の対策についてであります。今回の不適正

な事務処理が行われた原因には、職員の公金意

識やコンプライアンス意識が希薄であったこ

と、物品の調達・管理システムが十分に機能し

ていなかったこと、そして予算の執行管理が適

正に行われていなかったことなどが挙げられる

と考えております。このため、これらの原因を

十分に認識し、外部調査委員会の御提言を踏ま

えながら、再発防止策を策定したところでござ

います。主なものについて申し上げますと、ま

ず、職員の意識改革については、全庁的なコン

プライアンス推進組織の整備や、職員研修の充

実強化等に取り組むこととしております。ま

た、物品調達システムについては、各地域の物

品調達事務を一元的に処理する体制を整備する

こと等を考えており、予算の執行管理について

は、緊急の必要がある場合に備え、連絡調整課

に一定額を調整事務費として配分するプールシ

ステムの導入等を行うこととしております。こ

れらの再発防止策を着実に遂行することで、県

民の皆様からの信頼を一日も早く回復できるよ

う努めてまいりたいと考えております。以上で

す。〔降壇〕

○代表監査委員（城倉恒雄君）〔登壇〕 お答

えいたします。

18年度決算審査についてであります。県の多

くの所属で不適正な事務処理が行われましたこ

とにつきましては、監査委員として非常に重く

受けとめております。このため、平成18年度決

算審査に当たりましては、まず、不適正な事務

処理が判明した所属については、早期にその手

法の解明と事実確認を行うために、定期監査の

前倒しや補充監査を実施したところでありま

す。次に、すべての所属長に対して、その責任

を明確にするため、物品等にかかわる予算の執

行状況や購入手続、検査・検収の体制などを確

認するチェクシートの提出を求めたところでご

ざいます。さらにまた、不適正な事務処理の再

発を抑止するため、監査結果の公表の範囲を拡

大するなど、これまで以上に慎重な審査に取り

組んだところでございます。以上です。〔降

壇〕

○満行潤一議員 １つ、代表監査委員にお尋ね

したいんですが、18年度決算審査意見書の５

ページの終わりから６ページにかけて、「指定

管理者の管理運営に対する指導等について」と

いうことで、「指定管理者がその施設に係る補

修工事において不適正な契約手続をしているも

のがあった」と。具体的にこれは契約書を交わ

さなくて工事を行っていた、そういうふうにと

らえていいわけでしょうか。具体的にここだけ

書いてあるのでちょっと疑問に思ったんですけ

れども、お願いします。

○代表監査委員（城倉恒雄君） これは、宮崎

市内の県営住宅を宅建協会に委託しているもの

でございますけれども、ここが生目台西の団地
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の防水工事をしたわけでございますが、その際

に、随意契約でやった部分が、本来であったな

らば一般競争入札にかけるべきものではないか

というふうに思うんですけれども、あえてそれ

を随意契約に持ち込むために予定価格を250万円

以下に抑えてあったということで、こういう指

摘をしたものでございます。

○満行潤一議員 よくわかりました。知事に再

質問させていただきたいと思うんですけど、１

つまた、知事の本が出ていました。「ニッポン

を繁盛させる方法」、これは島田紳助氏との対

談集ということで、686円、非常にリーズナブル

で、ぜひ皆さんも読んでほしいと思うんです

が、この裏表紙に過激なことが書いてあって

―読みます。「このままでは日本は沈没す

る。しかし、立ち直る希望はまだある。景気回

復などしていない。憲法９条は改正すべき。格

差社会はしょうがない。いま地方がすべきこ

と。自民党が変われば日本は変わる」、こうい

う裏表紙になっていて、非常に大胆な中身に

なっているわけですね。その中に社民党の下り

がありまして、そこをちょっと読ませていただ

きますけれども、「７月頃に、僕の支持率が90

何％だとかいう報道がされたんです。ちょうど

その頃、参議院選の間際でしたから、県庁にも

いろいろな方が会いに来られました。一番びっ

くりしたのは、社民党党首の福島みずほさんで

した。福島さんは「憲法９条はそのまんま」と

書いた掛け軸を携えて来られて、「知事、面白

いでしょう？」とかおっしゃるんですよ。そし

て、「知事、掛け軸を持って写真を撮りましょ

う」と。その写真を何にお使いになったか知り

ませんけど―そんな彼女も宮崎県出身です。

そこまで僕は協力したのに、県議会では社民党

がものすごく突き上げてくる」というふうに

なっているわけですね。これは認識の違いなん

だと思うんですけど、私は別に突き上げている

つもりは全くなくて、お互いに手を引っ張って

いこうというふうにしているので、そういうこ

とを踏まえて質問をさせていただきたいんです

けれども。

総括の中で、知事、特に不適正な事務処理が

行われた原因についてお尋ねしましたけど、職

員の公金意識、コンプライアンス意識の欠如、

予算執行管理の適正化が行われていなかった、

そういう答弁だったんですけれども、本当にそ

れだけなのかなという気がしているところなん

です。法令遵守、これは公務員である県庁職員

は率先垂範して法を遵守しています。これは疑

いのない事実だろうと思います。しかし、今回

明らかになった不適正な事務処理は、当然、法

令違反ですが、他県同様に暗黙の了解のもとに

行われていたんじゃないかと私は考えます。な

ぜこういうことになったのか。時の経済対策と

無関係ではないだろうと思います。

私が県議会に初登壇したのが1999年（平成11

年）ですけれども、この年、15カ月予算と呼ば

れる国の予算編成が行われておりました。当初

予算の国会提出から成立まで時間差が生ずるか

ら、年度初めの公共事業の落ち込みがある。そ

れを防ぐために、早目に成立・執行できる前年

度の第２次補正予算を活用して前倒しで予算を

計上する、こういうやり方を15カ月予算といっ

たようです。この補正予算は次年度に繰り越す

ために、この繰り越した分も翌年度分として計

上することから、時の宮沢蔵相が象徴的にこう

呼んだというふうになっています。

つまり、バブル経済が崩壊後、世論に押され

て、公共投資等の拡大、減税等の経済対策を平

成４年度から始めます。それから平成14年度ま
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で、11年間この経済対策を行うわけですけれど

も、総事業費145兆円です。国の一般会計予算２

年分に匹敵するぐらい大きな事業を行うことに

なるわけですけれども、このうち公共投資の拡

大が90兆円、これとは別に地方は、国の求めに

応じて約25兆円を負担して、国・地方で事業を

行っています。25兆円の１％が宮崎県の予算と

いうふうに仮定すると約2,500億円、その事業費

の５％から７％は事務費というのが機械的につ

いてきます。そうすると、中には人件費も入っ

ているんでしょうけれども、おおよそ150億円。

これを11年間で公共事業費の補正に次ぐ補正で

やっている。当然、通常ベースの事業費もあり

ます。事務費もあります。それプラス11年間で

大体150億円ぐらいの事務費がまた現場に来てい

ると、これを執行しているということですね。

時の国はどう言っているかというと、各省庁

は、補助金は使い切ってください、返さないで

くださいというふうに言われているわけです

ね。こうした背景があって残金をプールする、

そういったことが始まったんじゃないのかなと

私は考えています。

一方では、国の要請に基づいて大幅な県債発

行を余儀なくされるわけですね。無理やり、県

も事業をつくってやってください、後から金を

くれるから起債しなさいというふうに言われて

いるわけです。本県の県債残額、6,000億から

あっという間に9,000億に膨れ上がるわけです。

一方で、財政当局は財政健全化の策として、物

件費の一律カット、マイナスシーリングかけて

一律５％カットですよというふうに物件費を抑

えたり、そういうやり方をするわけですね。そ

うすると、もともと事務費のない事業課、部署

は仕事ができなくなる。それで、豊かな事務費

のあるところから融通をし合う、そういうこと

があって、こういう背景があるのかなと考えて

いるわけです。

ですから、そのころは予算を使い切るという

ことが必要だった、それが仕事だったんじゃな

いのかなと。今になれば不正だというわけです

けれども、当時の担当者だけを責めるわけにい

かん。そういう時代背景があるんじゃないかな

という気がします。確かに一部には不適正な予

算執行もありますけれども、大部分は県民の

サービス向上のために執行されている。そうい

う時代背景があることも原因の一つだというふ

うに知事、認識いただけないかなと思います

が、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、そ

ういった構造的な問題ですね、単年度主義、あ

るいは繰り越しの予算執行伺等の煩雑さ等のこ

とが背景にはあったと思います。そして御指摘

の歴史的な、国からの補助金等々の予算を使い

切るというのが美徳であるというような風潮も

あったのではないかと思います。これはあくま

でも予想でございますが。そういったものにも

う終止符を打つ時代ではないかと思っておりま

したので、私は、この県に不適正な事務処理は

ありませんかということを問いただした次第で

ございます。

○満行潤一議員 先ほど知事の答えの中で、外

部の意見等を取り入れて再発防止に努めたいと

いうふうにおっしゃっているんですけれども、

今まで外部の意見とか聞かずに内部だけで執行

していたかというと、たしかそうじゃないわけ

ですね。監査委員制度というのは、内部監査か

ら、その枠から出切れないというふうによく指

摘される方もおられますけれども、今は包括外

部監査というのができていまして、長いこと公

認会計士のプロ集団に委託しているわけです
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ね。それでもこの不適正な事務処理というのは

指摘ができなかった。それはやっぱり限界なの

かなと思うんですけれども、そのことについて

知事はいかがなんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） これまで外部監査も

しっかりした監査あるいは調査をしていただい

たと思っておりますが、やはりこういった預け

とか書きかえというのは、内部から出てこなけ

れば、なかなか日の目を見ることはないと思っ

ています。ですから私は、自主的にこういうこ

とは出していただきたいということを要望した

わけでございます。以上です。

○満行潤一議員 大変残念なことになったわけ

ですけれども、しかし、大部分の県庁マンは本

当に一生懸命仕事をし、立派な決算をつくろう

とされて、今日まで来ている。私も今回、総括

質疑をしようかどうしようか悩んだんですけれ

ども、一生懸命現場で頑張っている職員のこと

を考えると、やっぱりこれはしっかりと言うこ

とは言っていかないかんなと思っています。問

題は、今後どうするか、再発防止だと思うんで

すね。その中で忘れてほしくないのは、知事、

トップですから、職員が仕事がしやすい環境整

備に努めていただく。それをぜひ重ねてお願い

を申し上げたいと思います。もう二度とこうい

うことは行われないだろうと思っております。

今後とも、議会もしっかり襟を正すところは正

してやっていきたいと考えています。

以上で、私の総括質疑を終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、17番図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 11月５日か

ら７日にかけて、我々愛みやざきは、三重県松

阪市へ政務調査に行ってまいりました。その政

務調査の折、山の中の小さな生産者の方とお話

しすることができました。そこで、「私も牛を

飼っているから江藤先生には世話になりまし

た。帰ったらよろしくお伝えください」という

ことを頼まれて帰ってきて、それを江藤先生に

伝えようと思っていたところが、きのうの訃報

でした。改めて江藤隆美先生の偉大な功績と、

またその足跡を実感しております。心から江藤

先生の御冥福をお祈り申し上げます。

それでは、通告しておりました「平成18年度

決算の認定について」に対し、愛みやざきを代

表して総括質疑を行います。１期１年目からこ

のような大役を仰せつかり、この機会を与えて

くれた会派のメンバー、そして、ここまで支え

てくれたたくさんの方々に心から感謝を申し上

げます。ありがとうございます。

それでは、通告した内容について伺うもので

すが、質疑を行ったほかの会派と重複するとこ

ろは一部割愛させていただくことを御了承くだ

さい。

まず初めに、知事にお伺いいたします。今

回18年度決算について、前年度対比等の解説は

さきに述べられておりますので、省略いたしま

す。この決算について、全所属292部署の19.2％

に当たる56部署から申告のあった不適正な事務

処理に関する費用３億6,705万7,030円、この金

額も含まれている決算になっています。この事

態には深刻かつ複雑な気持ちでいっぱいです。

この不適正な事務処理により捻出された費用が

含まれる決算内容に対し、知事はどのような所

見を持たれているのか。知事は昨年の12月まで

民間人であられました。その感覚で推しはかる

とするならば、今回の決算が果たしてどのよう

に映っていらっしゃるのか、率直なお気持ち、

知事のお言葉でお聞かせいただきたいと思って

おります。
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次に、２番目に予定しておりました収入未済

額の状況と圧縮について、並びに14番目に予定

しておりました、みやざきブランド宣言定着化

事業及びみやざきブランド輸出促進事業につい

ては、黒木覚市議員にすっかり持っていかれま

した。せっかく準備しておったんですが、残念

です。重複いたしますので、ここは割愛させて

いただきます。ただ、我々愛みやざきと同じ視

点を持つ先輩議員がいていただけるというの

は、非常に心強く思ったところです。

特に、先日、我々愛みやざきは中国上海市に

行ってまいりました。これから県産品を売り込

むため、海外を視野に入れたブランド化の必要

性に確信を持って帰ってきたところでありま

す。この上海視察等につきましては、別の機会

で政策提言等させていただきたいと思っており

ます。

以上、後の質疑につきましては、自席より一

問一答式にてお伺いをいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

不適正な事務処理が行われていたことにつき

ましては、県議会並びに県民の皆様に心からお

わび申し上げますとともに、二度とこうした不

祥事が起きないよう、組織を挙げて再発防止策

の着実な実施に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

決算全体としましては、財政状況が厳しい中

において、財政改革推進計画に基づく取り組み

を着実に推進するとともに、重点施策の推進方

針を踏まえた施策・事業の重点化に取り組んだ

ところでございます。厳しい財政状況に対応し

た堅実な財政運営を図ることができたものと考

えております。以上です。〔降壇〕

○図師博規議員 淡々とした御答弁でありまし

たが、今の答弁内容を念頭に置き、不適正な事

務処理につきましては、後ほどまた質疑をさせ

ていただきます。

それでは、続きまして、目的税の使途及び成

果について関係部長にお伺いいたします。ここ

では、狩猟税、自動車取得税、軽油引取税、産

業廃棄物税、森林環境税について伺うものです

が、特にそれぞれの税の支出額が大きいものを

抜粋して説明いただき、その事業の内容と目的

税としての役割がどの程度果たされているのか

をお伺いいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 私のほうから、自

動車取得税と軽油引取税についてお答えをさせ

ていただきます。両税の平成18年度の税収につ

きましては、まず、自動車取得税が約32億円、

軽油引取税が約115億円、合計約147億円となっ

ております。このうち市町村への交付金等を除

く約116億円が県の事業の財源となっておりま

す。これら２税の使途につきましては、道路に

関する費用に充てることが法律で義務づけられ

ており、平成18年度の道路事業費に充当し、国

県道等の整備促進を図ったところでございま

す。以上であります。

○環境森林部長（髙柳憲一君） まず、狩猟税

についてであります。平成18年度の狩猟税の税

収は約8,100万円でありまして、鳥獣の保護及び

狩猟に関する経費に充てるため、狩猟者登録を

受ける者から徴収したものであります。主な使

途といたしましては、鳥獣保護区隣接地などで

野生鳥獣からの被害を防止するため、電気さく

等への助成を行いまして、852カ所で延長約369

キロメートルを設置したところであります。ま

た、有害鳥獣捕獲班、212班への捕獲活動に助成

を行いまして、シカ1,261頭、イノシシ948頭な
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どを捕獲したところであります。さらに、県内

各地に鳥獣保護員69名を配置し、鳥獣保護区の

監視あるいは狩猟取り締まりを実施いたしてお

ります。これらの取り組みによりまして、農林

作物等への被害の防止と鳥獣の適切な保護管

理、狩猟の適正化が図られたものと考えており

ます。

次に、産業廃棄物税についてであります。平

成18年度の産業廃棄物税の税収は約２億6,000万

円で、環境森林部を初め、商工観光労働部の環

境リサイクル技術開発支援や教育委員会の環境

教育推進など、14の事業に約１億4,000万円を充

当いたしました。主な事業といたしましては、

廃棄物監視員15名を配置し、廃棄物処理施設へ

の約8,000件の立入検査や、約1,300件の不法投

棄監視パトロールを実施いたしました。また、

廃棄物の適正処理等につきましては、排出事業

者や処理業者に対し11回の講習会を行うととも

に、新聞、テレビ、パンフレットによる県民へ

の啓発を実施いたしました。さらに、産業廃棄

物税の課税の適正化を図るため、産業廃棄物処

理業者が、廃棄物の重量を測定するために設置

いたしますトラックスケールに対し、14件の補

助を行いました。こうした事業によりまして、

産業廃棄物の排出抑制、再生利用の促進、その

他適正な処理の推進を図ったところでありま

す。

次に、森林環境税についてであります。平

成18年度の森林環境税の税収は約２億2,000万円

であり、県及び県民等が取り組む森林環境の保

全に関する施策の費用に充てたところでありま

す。主な使途といたしましては、29のボラン

ティア団体等が行います植樹活動に必要な苗木

約３万1,000本を提供し、約42ヘクタールの森林

づくり活動が行われました。また、公益上重要

な森林を対象に、広葉樹の造林を８市町村で13

ヘクタール、適切に管理がされていない森林を

針葉樹と広葉樹が入りまじった森林へ誘導する

ための間伐を、18市町村で322ヘクタール実施し

たところであります。これらの取り組みにより

まして、災害の防止など公益的機能の高い森林

の整備が進みますとともに、県民参加による森

林づくり活動の拡大につながったものと考えて

おります。以上でございます。

○図師博規議員 特に今、御説明いただいた目

的税の中でも、狩猟税につきましては、その徴

収方法が今年度から変わるという御説明も聞い

ております。有害鳥獣から中山間地域の農作物

を守るためにも、さらなる効果的・効率的な事

業展開を期待いたします。

続きまして、三位一体の改革に伴う本県財政

への影響について、総務部長にお伺いいたしま

す。国は地方分権を盾に、今年度から所得税を

県民税として徴収する税源移譲を実施していま

すが、本県のように税源が小さく税収が限られ

る自治体には、不足する部分について交付税措

置する旨の説明がされています。それでは実

際、平成16年度から18年度までの税源移行期間

には、地方交付税及び国庫支出金がどのように

推移し、また、所得譲与税や税源移譲特例交付

金等がどの程度減額部分に補てんされて今の財

源となっているのか、このあたりの御説明をお

願いします。

○総務部長（渡辺義人君） 三位一体の改革の

本県財政への影響額ということで申し上げさせ

ていただきます。平成18年度までの３年間の三

位一体の改革では、約４兆7,000億円の国庫補助

負担金改革が行われるとともに、廃止・縮減さ

れる国庫補助負担金に関しまして、引き続き地

方が実施する必要があるものについて、約３兆
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円の税源移譲が実施をされたところでありま

す。これに伴い、本県財政では、３年間で国庫

補助負担金が約279億円の削減となる一方、それ

に対する税源移譲による増収は約180億円にとど

まり、差し引きで99億円のマイナスとなってお

ります。このマイナスにつきましては、本来、

地方交付税により調整されることになっており

ますが、その地方交付税自体の総額がこの３年

間で約５兆1,000億円削減されておりますため

に、本県の地方交付税は約348億円の減額という

ことになっております。この結果、税制改正等

による県税の増が約95億円ございますけれど

も、この額を加えましても、トータルとして申

し上げますと、約352億円のマイナスということ

になっております。以上であります。

○図師博規議員 今の御説明では、補てんされ

るどころか、350億を超える減額、減収になって

いるという御説明でした。このことは、知事が

掲げられる財政再建施策である第２期財政改革

推進計画にも大きな狂いが生じてくるものと思

われますが、知事はこの事態をどう認識し、国

にはどう働きかけていくお考えがあるのか、お

聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 本県では、平成18年

度までの３年間にわたり、第１期の財政改革推

進計画に取り組んできましたが、本県最大の歳

入財源である地方交付税が、３年間で約348億円

も削減されたことにより、本県財政はさらに厳

しい状況になりました。本県のみならず、地方

財政が大変な窮地に陥っているのは、三位一体

の改革の名のもとに、一方的に地方交付税が大

幅に減額されたことが何よりも大きな原因と

なっており、地方交付税総額の復元等につい

て、国に強く訴えていく必要があると考えてお

ります。このため、去る11月22日、県議会議

長、市長会長など、県内の地方六団体の代表者

による「宮崎県自治体代表者会議」を開催しま

して、地方交付税の復元及び税財源の拡充・強

化を求める決議等を行ったところであり、九州

知事会、全国知事会とも連携しながら、国に対

し、強く要望してまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○図師博規議員 知事の国への働きかけには大

いに期待するとともに、我々も協同し、活動し

ていきたいと思っております。

続きまして、起債についてお伺いいたしま

す。平成18年度末で一般会計9,173億9,865

万7,000円の県債高となっておりますが、18年度

の事業区分別内訳と対前年比、さらに起債のう

ち、今御説明がありましたが、交付税措置され

る性質のものを除した理論上の実質県債残高

を、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 平成18年度末の県

債残高は、9,174億円でございますが、このう

ち、補助公共事業等に充当されます一般公共事

業債が3,673億円で約４割であります。次に、単

独事業に充当される一般単独事業債が2,898億円

で、パーセントで申し上げますと約32％でござ

います。それから、地方交付税の代替財源であ

ります臨時財政対策債が1,515億円で約17％と

なっております。また、残高は、平成17年度末

の9,063億円と比較いたしまして約1.2％の増と

なっております。なお、平成18年度末の9,174億

円の残高のうち、約６割弱、5,100億円程度が交

付税措置されると見込んでおりまして、これを

除きますと、実質的には4,000億円強が県の負担

になるものと考えております。

○図師博規議員 今の御説明を聞く限り、理論

的には約６割が交付税措置されるということに

はなっておるようですが、先ほどもお聞きした
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とおり、国から税源移譲後の交付税措置に対し

ては非情なるまでの削減がされております。

よって、今後とも起債時に交付税措置を約束さ

れた額については、国へ堅持していただくよう

に強く強く申し入れていく必要があるかと思い

ます。

続きまして、いわゆる公共三部の公共事業の

発注状況について、代表し県土整備部長にお伺

いいたします。

公共三部にお聞きしたいのは、一般競争入札

及び指名競争入札、そして随意契約の件数、さ

らに、平均落札額、最高落札額、最低落札額、

これは率でお答えいただきたいんですが、特

に、最高・最低落札率について、それに至った

理由、その最高、最低の額に至った理由につい

ても御説明ください。

○県土整備部長（野口宏一君） 発注件数につ

きまして、県土整備部、農政水産部及び環境森

林部の合計でお答えさせていただきます。建設

工事につきましては、一般競争入札が103件、指

名競争入札が2,274件、随意契約が938件の合

計3,315件となっております。次に、業務委託に

つきましては、指名競争入札が1,664件、随意契

約が1,205件の合計2,869件となっております。

次に、建設工事等の平均落札率、最高落札

率、最低落札率でございます。建設工事の平均

落札率につきましては、一般競争入札が82.4

％、指名競争入札が93.5％、合計で91.1％と

なっております。また、業務委託の平均落札率

は、指名競争入札のみになりますが、93.0％と

なっております。次に、建設工事の最高落札率

でございますが、指名競争入札における99.9％

となっております。最低落札率は、一般競争入

札のうち、最低制限価格を設定しない設計・施

工一括発注方式での48.3％となっております。

業務委託に関しましては、最高落札率は100％、

最低落札率は42.4％となっております。なお、

落札率は競争入札の結果でございまして、工事

場所や工事の内容等により異なるものと思って

おります。

○図師博規議員 それでは、今御説明いただい

た契約内容、契約率等についてお伺いします

が、事業契約後に工事費、委託費が増額及び減

額になっているものの件数とその割合、また、

なぜ増減額せざるを得なかったのか、そのあた

りの御説明をお願いします。

○県土整備部長（野口宏一君） まず、工事に

ついてでございますけれども、全体で3,315件の

うち、増額変更が1,858件で、全体の56.1％に当

たります。減額変更が484件で、全体の14.6％と

なっております。主な変更理由といたしまして

は、工事の実施過程におきまして、現地の形状

や地質、湧水等の状態が、設計図書に示しまし

た施工条件と一致しないため、施工数量や工法

等に変更が生じたことによるものであります。

次に、業務委託についてでございますが、全

体で2,869件のうち、増額変更が838件で率で申

しますと29.2％、減額変更が288件で率で申しま

すと10.0％となっております。主な変更理由と

いたしましては、例えばボーリング調査におき

まして、地盤が当初の想定と異なり、地質ごと

の数量等に変更が生じたことや、用地測量にお

きましては、当初予定しておりました面積と実

測による面積との間に増減が生じたことなどに

よるものでございます。

○図師博規議員 今の御説明、特に注意すべき

は工事についての内容です。契約後に減額変更

率が約15％あるというのはまだしも、全発注数

の50％以上が増額の工事費変更をされていると

いうことですが、これはいかがなものかと思わ
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れます。果たして競争入札制度が正常に機能し

ているのか、もしくは積算技術の向上が必要で

はないかと思われますが、県土整備部長の御意

見をお聞かせください。

○県土整備部長（野口宏一君） 先ほど答弁い

たしましたように、増減変更件数の割合は全体

の約56％となっておりますが、増額いたしまし

た合計金額は当初契約額の約４％となっており

ます。工事請負契約約款におきまして、当初明

示した施工条件と現場条件とが異なる場合は、

発注者と受注者が協議いたしまして、必要があ

ると認められる場合には設計変更を行うことと

しております。今後とも、当初設計の段階にお

きまして、現場条件等を正確に反映させるよう

努めますとともに、契約後の設計変更につきま

しても、適切に対応してまいりたいと考えてお

ります。

○図師博規議員 それでは、次に移ります。基

金運用についてお伺いいたします。関係部長並

びに教育長にお伺いしたいと思います。

ここでは、平成18年度において、基金原資が

全くかほとんど増減なかった５つの基金につい

てお伺いをいたします。１つは土地開発基金、

また美術品等取得基金、環境保全基金、国民健

康保険広域化等支援基金、県営林基金の５つで

す。基金を積み立てるには運用目的があり、特

に土地開発基金と美術品等取得基金につきまし

ては、監査委員からの基金運用状況審査意見書

の中にも、「基金の必要性あるいは基金規模の

妥当性及び基金のあり方について検討を要す

る」旨の意見が付されています。その目的と活

用内容と実績についてお伺いいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 私のほうからは、

土地開発基金についてお答えをさせていただき

ます。この基金は、公用もしくは公共用に供す

る土地をあらかじめ取得することにより、事業

の円滑な執行を図るために設けられているもの

であります。これまで、この基金を活用いたし

まして、庁舎等の外来駐車場や、学校、警察施

設用地などの先行取得を行ってきたところであ

りますが、近年は箱物整備凍結など厳しい財政

事情もありまして、当基金の利用はなされてい

ないところでございます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 国民健康保険

広域化等支援基金についてであります。この基

金は、国民健康保険事業の運営の広域化及び財

政の安定化を図ることを目的として、国民健康

法の規定に基づき、平成14年度に創設されたも

のであります。事業の内容としましては、国民

健康保険事業の運営の広域化や市町村合併に際

し、保険税の平準化を支援するための保険財政

広域化支援事業と、市町村の行う国民健康保険

事業において、財政赤字が見込まれる場合の赤

字を一時的に補てんするための保険財政自立支

援事業の２つから成っておりまして、いずれの

事業も、市町村に対して必要な資金を無利子で

貸し付けることとしております。なお、基金が

創設されましてから平成18年度までの利用実績

はございません。

○環境森林部長（髙柳憲一君） まず、環境保

全基金についてであります。環境保全基金は、

平成元年度に、地域住民等に対する地域の環境

保全に関する知識の普及や実践活動への支援な

どを行うことを目的として創設したものであり

まして、平成18年度末の現在高は４億円となっ

ております。この基金につきましては、基金本

体の取り崩しは行わず、運用して得た利子収入

を活用しているものでありまして、平成18年度

は333万8,000円の利子収入があり、地球温暖化

防止や循環型社会づくりに関する啓発事業や、
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ラジオを通じた環境情報の提供などに活用した

ところであります。

次に、県営林基金についてであります。県営

林基金は、県営林の管理運営に必要な経費を、

伐採収入などで賄えない場合に備えて昭和39年

度に設置したものでありまして、平成18年度末

の現在高は1,188万4,000円となっております。

平成18年度につきましては、森林整備費を伐採

収入で賄えたことから、取り崩しは行っており

ませんが、この基金は、県営林の安定的な経営

のために必要なものというふうに考えておりま

す。以上でございます。

○教育長（高山耕吉君） 美術品等取得基金に

ついてでございます。この基金は、美術品等の

取得を円滑かつ効率的に行うために設けられて

おりまして、これまで約1,800点の作品購入にお

いて計画的に運用をしてまいりました。最近の

厳しい財政状況を考慮いたしまして、現在購入

を控えているところでございます。以上でござ

います。

○図師博規議員 財政難の折ですので、条例改

正を含めて、この基金の運用もしくは取り崩し

等も視野に入れる必要があるかと思われます。

続きまして、社会福祉を支える人づくりにつ

いて、福祉保健部長にお伺いいたします。

本県は、全国を上回る速さで高齢化が進展し

ていることは周知のとおりです。平成18年には

高齢化率24.1％であったものが、近い将来30％

を超えると言われております。一方、その介護

を支える人材については、県内に介護福祉士養

成学校が８校あり、年次的に専門職を養成して

いるものの、どの学校も定員を大きく下回って

いる現状もあります。また、資格を取得して就

職しても、低賃金や過酷な労働条件に耐え切れ

ず、介護福祉士の定着率は非常に低いものに

なっています。条件のよい都市部への介護力流

出を防ぐためにも効果的と思われる、この介護

福祉士等修学資金貸付事業の実態とその成果に

ついてお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 介護福祉士等

修学資金貸与事業についてであります。この資

金は、質の高い福祉人材の養成確保を図るため

に、介護福祉士及び社会福祉士の養成施設に在

学しており、資格の取得を目指す学生に対し

て、月額３万6,000円を最大２年間貸し付ける事

業であります。平成18年度には、前年度からの

継続21名と新規19名の合わせて40名に1,728万円

の修学資金の貸し付けを行ったところであり、

平成５年度の事業開始からの累計では237名に貸

し付けを行っております。県内の介護福祉士に

ついては、事業開始前の平成４年度の298名から

平成18年度には7,658名に、また社会福祉士は６

名から516名と、大幅に増加しているところであ

り、この事業は本県の福祉の専門人材の養成確

保に一定の成果を上げたものと考えておりま

す。以上です。

○図師博規議員 資格を取られて就職をされる

方々がイコールではない。資格を取られている

方はたくさんいらっしゃるんですが、現場につ

かれない、もしくは、つかれてもすぐ退職され

る方もたくさんいらっしゃいますので、やはり

ある一定の介護力の確保のためにも、この事業

は非常に有効かと思われます。

通告しておりました項目、多岐にわたってお

るんですが、限られておる時間の中では全部消

化できそうにありません。幾つか省略いたしま

して、続きまして、いじめの実態についてお伺

いいたします。

文部科学省は今月15日に、2006年度いじめに

関する全国調査結果を発表いたしております。
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文科省は今回いじめの認定基準を変更したこと

から、前年度に比較し、約６倍の12万5,000件の

いじめを認定しています。本県については、前

年度比約14倍の664件の報告がされています。こ

こでは、その認定基準が変更になった主なもの

の説明を含め、いじめ増加の原因や内訳、及び

そのいじめに対してとられた対策を、教育長に

お伺いいたします。

○教育長（高山耕吉君） いじめについてであ

りますが、平成18年度の文部科学省の調査につ

きましては、従前のいじめの定義から、「一方

的に」とか「継続的に」などといった要件が削

除されたこともあり、この結果、本県の認知件

数は、小学校で294件、中学校で236件、県立学

校が134件と、前年度に比べまして増加をいたし

ている状況でございます。このうち、「冷やか

しやからかい」「仲間外れや集団による無視」

が全体の約７割を占めている状況でございま

す。学校におきましては、「いじめ・不登校対

策委員会」を設置いたしまして、定期的に状況

を把握するとともに、悩み調査や教育相談等を

実施するなど、きめ細かな対応をとっていると

ころでございます。また、県教育委員会といた

しましても、スクールカウンセラー等の学校へ

の配置や、子供専用の相談電話をＮＰＯ法人に

委託するなど、教育相談体制の充実を図るとと

もに、教職員の研修を行いまして、いじめの早

期発見・早期対応ができるよう取り組んでいる

ところでございます。以上でございます。

○図師博規議員 今の御報告にさらにつけ加え

て、文科省の報告によりますと、全国的には、

電子メールやインターネットの掲示板等を使っ

たいじめも5,000件近く報告がありました。これ

が今年度初めて報告された内容ですが、本県も

そのようなインターネット等を利用したいじめ

の実態があればお聞かせください。

○教育長（高山耕吉君） 平成18年度、本県に

おきましては、公立学校全体で28件認知をされ

ております。また、いじめの内容といたしまし

ては、嫌がらせや誹謗中傷するメールなどでご

ざいます。以上でございます。

○図師博規議員 近代的ないじめとでもいいま

しょうか、このようないじめに対しても、やは

り効果的な対策を講じる必要があるかと思われ

ます。

それでは、続きまして、総括質疑当初に申し

上げました不適正な事務処理についてお伺いし

ていきたいと思います。

知事は、就任あいさつの中で裏金について触

れられ、解明のため終始一貫その姿勢を貫かれ

てきました。そして、知事の「うみを出し切

る」という発言に勇気ある一職員が呼応し、県

政の事情調査が始まりました。県民は、誠実な

全容解明を望み、我々も県民に納得してもらえ

る結果を出すために、６月、９月の定例議会を

通して追及をしてまいりました。そして、こ

の11月議会をもって、知事のおっしゃる「うみ

を出し切る」ということをなし遂げ、新しい県

政、県民から信頼される県政にしなければなら

ないと切に思っております。まず伺いたいの

は、この不適正な事務処理が発生し温床化した

理由と、他県で次々に裏金問題が発覚していた

中、知事の呼びかけまで事態解明の動きが全く

なかった原因は何なのか、知事の御見解をお伺

いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） まず、不適正な事務

処理が発生し温床化した理由についてでありま

すが、職員の意識について、「業務上必要なも

のを購入するのだから許されるのではないか」

とか、「予算は使い切るもの」といった公金に
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対する誤った認識や、前例を安易に踏襲する職

場の組織風土があったことや、管理職の立場に

ある職員の認識不足などの問題があったことが

挙げられます。また、物品について、納品等の

検査等が適切に行われていないことや、特に出

先機関においては、要求から発注・検査・管理

まで物品管理事務の全体が同一の所属内で行わ

れていることなど、チェック体制にも問題が

あったと考えられます。さらに、本課から出先

機関への予算の令達が年度後半に偏る傾向や、

正規の物品購入や予算の流用に関する手続に時

間を要することを理由に、安易に預け等を行っ

ていたという、予算の執行管理面の問題もあっ

たものと考えております。

次に、私の呼びかけまで事態解明の動きがな

されなかったことについてですが、旅費や食糧

費の厳格な執行管理により、いわゆる裏金の発

生が考えにくい状況にあったことや、管理監督

の職にある者が、預けや書きかえが行われてい

ることをほとんど把握しておらず、裏金につい

ての意識が希薄な状況であったことが大きな原

因であったと考えられます。

○図師博規議員 御就任前のこのような事態で

あったにもかかわらず、みずからその調査を指

揮され、また、みずからの給料の減額の措置を

行った知事の行動は潔いと評価されると思いま

す。また、職員に対しても、停職２名を含む499

名を11月６日付で処分されたことは、一日でも

早く県政信頼回復を図りたいという知事のお気

持ちのあらわれだったものと思っております。

そこで伺います。今回の不適正な事務処理に

より捻出された３億6,705万7,030円のうち、県

の損害と想定される金額を県は7,611万3,670円

と設定しています。この額を、特別職を含む現

役職員と退職者及び取引業者からの返還金で充

当していくようですが、自主返還が基本となっ

ております。既に返還対象者には返還依頼文書

が送付されたとも聞きますが、返還期限は12

月14日、つまり、もう１カ月もありません。も

しこの返還期限までに返還金が損害想定額に達

しなかった場合にはどのような取り組みをされ

るお考えか、総務部長にお伺いします。

○総務部長（渡辺義人君） 県では、現在、退

職者も含めました対象職員に対して返還依頼文

を送付いたしまして、12月中旬を納付期限とし

て返還作業を進めている最中であります。もし

仮に、納付期限を過ぎても損害総定額を充足し

ていない場合にはどうかということであります

けれども、私どもとしましては、引き続き対象

者に対し、返還への協力を粘り強くお願いして

まいりたいと考えております。

○図師博規議員 言及したいのはやまやまです

が、次に行きます。

今回、預けにより、当該部署ならず、他部署

の物品購入の費用に流用する、いわゆる肩がわ

りや預けの配分も数多く見られております。裏

金を支出したほうの部署は処分の対象となって

いるようですが、肩がわりや預けの配分を要求

した部署、受け入れた部署についてはどのよう

な取り扱いになっているのでしょうか。総務部

長、御説明をお願いします。

○総務部長（渡辺義人君） 肩がわりや預けの

配分を受けた部署の職員への処分についてとい

うことであります。まず、肩がわりにつきまし

ては、今回、南那珂農林振興局の預けや書きか

えから５つの所属に対して行われていたところ

でありますが、肩がわりを受けた所属の職員

は、預け等から行われていたことを認識してい

なかったというのが実情でありまして、処分の

対象とまではしなかったところであります。一
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方、預けの配分につきましては、配分を受けた

部署には、当該部署の預けとして報告をさせて

おりまして、預けの一環として配分を行った部

署と同様に、処分の対象といたしております。

以上であります。

○図師博規議員 今の御答弁では、肩がわりを

行ったほうの部署は処分の対象となり、その肩

がわりの支出を求めたほうの部署はその処分の

対象ではないという説明でした。肩がわりとは

知らず、たまたま備品担当であった若い職員が

今回、返還対象者として処分されていることも

あります。しかし、その部署の上司は返還対象

になっていないというような、処分にバランス

を欠いておる部分があると私には見受けられる

んですが、このあたり、知事の御見解、いかが

でしょうか。

○知事（東国原英夫君） 今回の肩がわりとい

うのは、預けの部分から肩がわりされた５カ所

でございます。預けであったということを受け

手側は知らなかった、認識していなかったとい

うことで、処分の対象外とさせていただいたと

ころでございます。

○図師博規議員 次に行きます。監査のあり方

についてお伺いいたします。

現在の監査事務局の体制と監査能力向上への

取り組み状況について御説明ください。

○代表監査委員（城倉恒雄君） まず、監査事

務局の体制は、本年４月１日現在で、局長以

下19名の２課で５班体制となっております。ま

た、職員の経験年数は、複数回の勤務を含めま

して平均2.4年となっており、一番長い職員は５

年目となっております。

次に、監査能力の向上についてでございます

けれども、自治大学校の監査専門課程や会計検

査院の主催する講習会など、監査業務に関する

各種研修会に職員を積極的に参加させ、監査能

力の向上を図っております。また、公認会計士

や技術士を活用した監査アドバイザーによる専

門的な研修を行っているところでございます。

○図師博規議員 その監査体制をもってして

も、今回の不適正な事務処理は見抜けなかった

ということなんですが……。知事が「裏金はあ

りませんか」と問いかけられたことが、裏金発

覚に関する初めての投げかけのように受けとめ

られておりますが、平成18年９月議会におきま

して、民主党議員が、岐阜県や北海道、福岡

県、秋田県の裏金づくりの例を挙げ、本県に同

様な裏金がないかの質問をされています。ま

た、11月の総括質疑でも、社民党議員が静岡県

の例を挙げ、我が県にも裏金がないかという追

及をされております。つまり、このような不適

正な事務処理問題に取り組むきっかけは、知事

の発言より前にもあったわけですね。このよう

な発言に、なぜそのとき迅速に対応できなかっ

たのか、御見解をお聞かせください。

○代表監査委員（城倉恒雄君） 私どもといた

しましても、他県の状況も踏まえまして、現行

監査制度のもとで精いっぱい監査を実施してき

たつもりでございます。しかしながら、結果と

して監査機能を十分発揮できなかったことを反

省しておりまして、今後は、各所属での内部

チェック機能が有効に機能しているかの監査と

か、対象所属や対象事項を重点化した監査に取

り組んでまいりたいというふうに思っておりま

す。

○図師博規議員 では、最後に知事にお伺いい

たします。昨年度の県政トップの官製談合事

件、そしてことしに入っての裏金発覚と、決算

審査に今から入るわけでありますが、入る前か

ら、認定をするには非常に難しい状況がありま
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す。一方、地方自治法第233条には、議会が決算

の認定をしなくとも、知事を含む執行側は政治

的・道義的責任を負うことになるだけで、決算

の効力には一切影響がないともなっておりま

す。これらのことは、知事、どのように認識を

持たれておりますか、御見解をお聞かせくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 平成18年度は、全体

としましては、厳しい財政状況に対応した堅実

な財政運営を図ることができたものと考えてお

ります。官製談合や不適正な事務処理が行われ

ていたことにつきましては、県議会並びに県民

の皆様に心からおわびを申し上げたいと思いま

すとともに、二度とこうした不祥事が起きない

よう、組織を挙げて再発防止策の着実な実施に

取り組んでまいりたいと考えております。

○図師博規議員 以上をもちまして、愛みやざ

きを代表しての総括質疑を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、41番長友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） それでは、

公明党県議団を代表し、通告に従い平成18年度

決算に関し、総括質疑を行ってまいります。

平成18年度は、自主財源比率が低く、財政基

盤の脆弱な本県にとりましては、予算規模を縮

小せざるを得なかったという予算編成は、やむ

なきことであったと思います。しかしながら、

県民からは、これらの改革の痛みに対しまし

て、悲鳴にも似た声が数多く寄せられました。

そのようなさなかでありますけれども、県発注

工事に伴う談合事件の摘発が行われ、県民から

は大変な怒りの声が発せられました。また、今

年発覚したとはいえ、過去の預け等の不適正な

事務処理、すなわち裏金問題により、県政に対

する信頼は大きく失墜をいたしました。今回の

この総括質疑は、失われた信頼を一日も早く回

復し、真に公平・公正・透明な県政運営が実現

されるよう、監査の問題点を県民の前に明らか

にし、その改善が図られるよう、順次お尋ねを

してまいりたいと思います。県政の課題は山積

をしております。そのことに対する県の取り組

み、重点施策の成果等についても質疑を行って

まいります。県当局の明快な答弁をお願いいた

します。

初めに、平成18年度一般会計歳出決算につい

て、知事にお尋ねをいたします。

一般会計歳出決算性質別分類の状況を見てみ

ますと、義務的経費が圧縮される中にあって、

人件費のみ21億円余の増加となっております。

この主な要因は退職手当と思われますが、今後

団塊の世代の退職が続きますので、この傾向は

数年続くと思われます。これに対し、県は、行

政改革大綱によりまして大幅な人員削減を図ろ

うとしておりますけれども、18年度の内訳と今

後の人件費の動向について、お尋ねをいたしま

す。

次に、投資的経費は174億円余の大幅減となっ

ておりますが、県民生活への影響は大変大きな

ものがあったと思われます。予算編成に当た

り、県はその影響をどのように想定され、決算

後の結果についてどう分析しておられるのか、

お尋ねをいたします。

次に、知事は就任に当たり、「宮崎をどげん

かせんといかん」と訴えられましたが、その要

因の一つに多額の県債残高があったと思いま

す。財政規模を対前年251億円圧縮した18年度の

決算の結果でありますけれども、県債残高

は9,366億円と過去最高となりました。県債発行

額は前年より46億円余減の831億円余に踏みとど

まりましたが、公債費が889億円余で、ほぼ借金
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を返した分だけ新たに借金をする状況でありま

す。18年度の県債残高の結果も踏まえ、今後ど

のように県債を減らしていかれるのか、知事に

お尋ねをいたします。

次に、不適正な事務処理、預けについて、代

表監査委員並びに知事にお尋ねをいたします。

実に74所属において、長年にわたり３億円を

超える不適正な事務処理が行われていたこと

は、理由のいかんを問わず、あってはならない

ことであります。過去の監査において適正に処

理したものとして提出された書類の一部が不適

正であったことは、財務会計に対する県民の信

頼を根底から損ねるものであります。県政の信

頼回復に全力で取り組まねばならないと思いま

す。そこで、代表監査委員にお尋ねをいたしま

すが、このように常態化していたとも思われる

不適正な事務処理をなぜ発見できなかったの

か、どこに盲点があったのか、お尋ねをいたし

ます。また、二度とこのようなことが行われな

いためには、監査の立場からどのような点につ

いて取り組めばよいのか、お尋ねをいたしま

す。

次に、知事にお尋ねをいたしますが、知事は

今回の問題を受け、全庁調査、結果の公表、再

発防止策の策定、職員等の責任等、信頼回復に

向け全力で取り組まれました。そこで知事に、

原因等については先ほどお話がありましたの

で、改めてお尋ねいたしますけれども、この根

本要因というのは、地方財政法を初め、法や条

例に基づく財務会計処理に関する基本的なあり

方が県職員に徹底されていないのではないか、

このように感じます。つまり、そういうものに

関する研修等の充実をどう図られておるのか、

こういう点について知事にお尋ねをしたいと思

います。

次に、この際、県政への信頼を回復するため

には、ささいな問題でも、県政の一層の公平・

公正・透明性を高め、ガラス張りの県政運営を

県民に公開することが肝要と思います。した

がって、監査意見書に指摘された留意・改善す

べき事務処理、また予算の適正かつ効率的な執

行の指摘事項について、代表監査委員にお尋ね

をいたします。

まず、留意・改善すべき事務処理についてで

あります。収入事務、支出事務、契約事務、物

品及び財産管理、その他補助団体、出資団体に

ついての指摘がありましたが、その具体的な事

例と問題点についてお尋ねをいたします。

次に、予算の適正かつ効率的執行についてで

あります。同じく、一般随意契約、管理業務委

託、補助金交付団体、指定管理者、工事契約の

変更、特別会計の資金活用について具体的な指

摘がありましたけれども、その点についても、

具体的な事例と問題点についてお尋ねをいたし

ます。

以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 まず、人件

費についてであります。本県では、行政改革大

綱2006及び第１期の財政改革推進計画に基づ

き、職員数の削減や特別職の給料等の減額、給

与構造改革の推進等に取り組んでまいりまし

た。平成18年度の人件費につきましては、17年

度と比べ21億円余の増となっておりますが、こ

れは主として定年退職者の増等により、退職手

当が18億円余増加したためであります。今後に

つきましては、新しい大綱2007に基づき、引き

続き職員数の削減等を進めてまいりますが、退

職手当は当面多い状況が続くものと見込んでお

ります。
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続きまして、投資的経費の減についてであり

ます。平成18年度の投資的経費は、財政改革推

進計画に基づく縮減・重点化等により、17年度

に比べ174億円余の減となっております。三位一

体の改革による地方交付税の大幅な減や、社会

保障費、公債費の増大など、本県の財政状況は

厳しさを増していることから、今後も財政改革

に取り組んでいくことが不可欠でありますが、

地域の経済・雇用情勢にも十分配慮してまいり

たいと考えております。このため、公共事業の

シーリングを、第１期の県単公共事業対前年度

比30％減などから、第２期の財政改革推進計画

では原則５％減とし、東九州自動車道の整備や

公共施設の県単維持管理経費は所要額とするな

ど、地域経済への影響等にも配慮したところで

ございます。

続きまして、県債の削減策であります。県債

は、自主財源の乏しい本県にとって、社会資本

の整備を進めるために必要な財源であり、ま

た、世代間の負担の公平性を図る上でも重要な

役割を果たしているものであります。しかしな

がら、数次にわたる経済対策の実施や、財源不

足対策としての特例的な地方債の発行等によ

り、県債残高が累増しており、今後の公債費負

担が本県の財政運営を大きく圧迫することが懸

念されます。このため、財政改革推進計画に基

づく投資的経費の縮減・重点化等により、県債

発行額の抑制を図っているところであり、県債

残高は、平成18年度末の9,174億円をピークとし

て減少に転じる見込みであります。今後も、第

２期の財政改革推進計画の着実な推進により、

世代間の負担の公平性や当面の公債費負担の軽

減等も考慮しながら、可能な限り県債発行額の

抑制を図ってまいりたいと考えております。

続きまして、不適正な事務処理に関してであ

ります。今回の不適正な事務処理が行われた原

因には、職員に公金意識やコンプライアンス意

識が希薄であったこと、物品の調達・管理シス

テムが十分に機能していなかったこと、そし

て、予算の執行管理が適正に行われていなかっ

たことなどが挙げられると考えております。こ

のため、これらの原因を十分に認識し、外部調

査委員会の御提言を踏まえながら、再発防止策

を策定したところであります。具体的な内容と

しては、職員の意識改革、物品調達システムや

予算の執行管理の見直し等を掲げております

が、やはり職員の意識改革が何より重要である

と思われますので、職員全体として真摯に受け

とめ、気持ちを新たにして、再発の防止はもち

ろん、宮崎の発展のために改めて邁進してまい

りたいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○代表監査委員（城倉恒雄君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、預けの常態化がなぜ監査でわからな

かったかということについてでございますが、

毎年度実施しております定期監査におきまして

は、予算執行伺から決裁、検査・検収、請求・

支払い等の流れや処理方法について、証拠書類

は適正なのか、整合性がとれているか等の観点

から監査を行っているところであります。しか

し、監査の対象は、歳入歳出事務及び契約、物

品管理事務など多岐にわたっており、監査資料

が膨大であることや、また、監査日程等の関係

上、すべてを精査することは困難でありますの

で、抽出により監査を行っているのが現状でご

ざいます。その結果、書類の上で財務規則等に

のっとった事務処理がなされておりましたの

で、預け等の不正を発見することは大変難しい

面がありました。
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このような状況ではありますが、今回の事態

を深刻に受けとめまして、より一層厳格な監査

執行の必要性を痛感しておりますので、例えば

対象所属や対象事項の重点化、さらには不適正

事務抑止のための監査結果の公表範囲の拡大な

ど、監査手法等を工夫することによって、監査

効果を高めてまいりたいというふうに考えてお

ります。

次に、監査において指摘した具体的な事例に

ついてであります。まず、収入事務についてで

ありますが、北・西諸県福祉事務所におきまし

て、現金で収納した生活保護返還金を、収納

後、速やかに指定金融機関等に払い込まなけれ

ばならないのにもかかわらず、数日間、事務所

の金庫に保管していたものでした。

次に、支出事務についてでありますが、日南

保健所におきまして、旅費が他の団体から別途

に支給されているのにもかかわらず、調整がさ

れないまま、県費による旅費も支給されていた

ため、過払いとなっていたものでございまし

た。

次に、契約事務についてでありますが、南那

珂農林振興局におきまして、複写機の年間契約

の締結に際しまして、予算執行予定額が100万円

以上になると見込まれるにもかかわらず、予定

価格調書が作成されていなかったものでござい

ました。

次に、物品及び財産管理についてであります

が、日向土木事務所におきまして、郵便切手の

保有量が年間の必要枚数を大きく上回っていた

にもかかわらず、また新たに買い増していたも

のでありました。

次に、補助団体についてでありますが、延岡

地区森林組合におきまして、県単補助事業の実

績を証明する書類が添付されていなかったもの

でございました。

次に、一者随意契約についてでありますが、

宮崎土木事務所の沿道修景工事において、随意

契約の理由が明確でないものがありました。

次に、庁舎等の管理業務委託についてであり

ますが、延岡保健所の空調設備保守点検業務委

託において、見積参加業者が長期間同じで、競

争性の確保が実質的に行われていない事例が

あったということでございました。

次に、補助金交付団体への指導の強化につい

てでありますが、宮崎県漁業協同組合連合会に

おいて、平成17年度新操業形態実証化支援事業

補助金の一部が、対象事業以外のために使用さ

れていたものでありました。

次に、指定管理者の管理運営についてであり

ますが、県営住宅を管理している宮崎県宅地建

物取引業協会グループが、宮崎市生目台西団地

の屋根防水工事の発注において、不適正な契約

手続を行っていたものでございました。

次に、工事契約の変更についてであります

が、宮崎土木事務所の住吉海岸工事において、

当該年度に必要な数量を上回るブロック製作を

するために設計変更を行っていたものでござい

ました。

最後に、特別会計についてでありますけれど

も、平成18年度の小規模企業者等設備導入資金

特別会計では、総収入済額27億円余に対して、

支出した額は10億円余にとどまり、17億円余

が19年度に繰り越されております。このように

多額の繰越金の発生が常態化していることか

ら、資金の効果的活用について検討を求めたと

ころであります。以上であります。〔降壇〕

○長友安弘議員 知事に１点お伺いをします。

不適正な事務処理問題が起こりまして、いろい

ろ対策をとっていただいたわけでありますけれ
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ども、先ほど壇上でも申し上げましたが、やは

り法や条例に基づく財務会計処理に関する基本

的な知識というものが県庁全職員にきちんとあ

るのかどうかということが大事だろうというこ

とでお話をしました。したがいまして、そのよ

うな研修等が必要になろうかと思うんですけれ

ども、コンプライアンスを守っていただく上か

らも、その辺は非常に大事になるかと思います

が、今後どのような考えで、法とか条例に基づ

く財務会計処理の仕方を職員等に徹底されてい

くのかについてお尋ねいたしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 先ほども再発防止策

で答弁させていただいたとおり、外部調査委員

会の御提言を踏まえながら、今後対策を練って

いかなきゃいけないと思っております。御指摘

の財務会計処理に対する研修等も含めまして、

今後検討させていただきたいと思います。

○長友安弘議員 職員にとりましても、また県

民にとりましても、やはり予算が正しく使われ

るということは非常に大事でありますので、ひ

とつよろしくお願いをしたいと思います。

次に、代表監査委員のほうからいろいろと具

体例を出していただきましたけれども、この指

摘された事項をなくしていかない限り、毎年同

じような指摘事項が起こるわけでありまして、

その改善につきまして、関係各部のほうでどの

ように改善をされたのかについて伺ってまいり

たいと思います。

まず、収入事務あるいは支出事務の具体例が

ございましたけれども、これについてどのよう

に対策をとられたのか、福祉保健部長にお尋ね

をしたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） まず、収入事

務についてであります。生活保護費返還金の指

定金融機関等への払い込みの遅延につきまして

は、徴収者と会計員、出納員との連携が不十分

であったために生じたことから、相互の連携を

より緊密にすることにより、チェック体制の強

化を図らせたところでございます。

次に、支出事務についてであります。旅費の

過払いにつきましては、旅費調整がなされな

かったことが原因であるため、旅費が別の機関

から支給される出張者に対して、旅行命令書の

備考の欄に「旅費別途支給」を記載するよう徹

底させたところであります。以上です。

○長友安弘議員 同じく、留意・改善すべき事

務処理についてでありますけれども、契約事務

につきましては農政水産部、それから物品及び

財産管理につきましては県土整備部、補助団体

の件につきましては環境森林部の具体例が示さ

れました。それぞれ順次、その対策について答

弁をお願いしたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 南那珂農林振

興局における契約事務についてでございます。

南那珂農林振興局におきましては、複写サービ

ス料が月額で定められておりまして、その額

が100万円未満であることから、予定価格調書を

省略できるものと誤って認識していたものでご

ざいます。当該所属におきましては、指摘を踏

まえ、今後は適正な契約手続を行うことといた

しました。また、部内の各所属に対しまして、

財務規則等に基づいた事務処理について指導を

行ったところであります。

○県土整備部長（野口宏一君） 物品及び財産

管理についてでございます。関係出先機関に対

しまして、郵便切手の在庫管理を徹底するよう

指導するとともに、今後、料金別納郵便の活用

も検討してまいりたいと考えております。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 補助団体につ

いてということで、延岡地区森林組合に対する
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指摘でございますが、これは平成17年度の県単

独の補助事業であります長期施業受託推進事業

におきまして、森林組合の職員が作業に従事し

たことを証明する書類が添付されていなかった

ものでございます。今回の指摘を受けまして、

森林組合に対しまして当該書類の添付を指導

し、整備させたところでございます。補助事業

の実施に係る証拠書類の整備について、今後徹

底して指導してまいりたいというふうに考えて

おります。

○長友安弘議員 次に、予算の適正かつ効率的

執行についてでありますけれども、一者随意契

約問題、この対策をどのようにされたか、県土

整備部長にお尋ねをいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 対象となった

契約につきましては、国道220号のデパート前交

差点から県総合運動公園入り口までの区間の沿

道修景管理業務を委託したものであります。国

道220号は本県を代表する観光道路でありますこ

とから、この区間の沿道修景業務について、長

年にわたる経験と顕著な実績があり、イベント

等にも臨機に対応できる財団法人宮崎県公園協

会と契約したものであります。今後は、より競

争性、透明性に配慮した業務の委託を行ってい

きたいと考えております。

○長友安弘議員 同じく管理業務委託について

でありますけれども、これは福祉保健部長のほ

うに、その対策についてお尋ねいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 空調設備管理

業務委託における競争性の確保の件につきまし

ては、競争性が十分発揮されるような業者選定

方法等について、今後、十分に検討してまいり

たいと考えております。

○長友安弘議員 補助金団体の件についてであ

りますけれども、目的外使用ということで指摘

がございました。農政水産部長に、その改善策

についてお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 宮崎県漁業協

同組合連合会への補助金に関する指摘について

でございます。平成17年度に実施いたしました

新操業形態実証化支援事業の補助金２億5,053万

円のうち、補助対象以外に使用された補助

金6,215万9,326円の返還及び加算金として761

万564円の納入を、本年の６月に、事業主体であ

ります宮崎県漁業協同組合連合会に求めまし

て、いずれも速やかに納入されたところでござ

います。また、同連合会に対しましては、今後

このようなことがないように、事業実施に当

たっては規則の遵守等を徹底するよう指導した

ところでございまして、現在、内部チェック体

制強化に向けた取り組みが進められているとこ

ろであります。また、県といたしましても、補

助金の支出に当たりましては、法令等に照ら

し、一層厳格な審査を行ってまいりたいと考え

ております。

○長友安弘議員 次に、指定管理者の管理運営

並びに工事契約の変更について、この具体例に

対する改善策を県土整備部長に答弁をお願いし

ます。

○県土整備部長（野口宏一君） まず初めに、

指定管理者の管理運営についてでございます。

対象となりましたのは、県営住宅の指定管理者

が行った補修工事についてでありますが、今回

の指摘を受けまして、県といたしましては、指

定管理者から報告を求めるとともに、立入調査

を実施いたしました。その結果、一棟の工事を

複数の工区に分割するなどの例が見られたこと

から、直ちに改善の指導を行ったところであり

ます。これを受けて、指定管理者におきまして

は、新たに業務に精通した専任の職員を配置
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し、適正な契約手続に関する研修を実施するな

ど、体制の強化が図られたところでございま

す。

次に、工事契約の変更についてでございま

す。対象となりました工事は、消波ブロックの

製作・据えつけを一体的に行うものであります

が、気象条件の悪化等により、一部のブロック

据えつけが工期内に完了できなかったものであ

ります。これらについては、今年度の工事に使

用し、事業の進捗を図ることとしております。

○長友安弘議員 予算の適正かつ効率的執行に

ついての最後でありますけれども、商工観光労

働部長に、特別会計における改善策についてお

尋ねをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 対象とな

りますのは、小規模企業者等設備導入資金特別

会計でありますが、これは国の制度事業であり

ます小規模企業者等設備導入資金貸付などを実

施するために設置したものであります。近年、

資金の需要の低迷によりまして、新規貸付額が

償還額を下回ったために、多額の繰り越しが発

生しております。このため、平成15年度と16年

度に、国及び県一般会計に合計５億7,000万円余

を返還したところでありますが、いまだ17億円

余が繰り越しとなっております。今後、資金需

要の見込みや国の施策の動向等を見きわめなが

ら、資金の効果的な活用について検討していき

たいと考えております。

○長友安弘議員 今、るるお尋ねをしたわけで

ありますけれども、非常に基本的な、あるいは

ささいなものもあろうかと思いますが、中に

は、やはりもっともっと細かく精査していかな

くてはいけないものもあろうというふうに思い

ます。いずれにしろ、大事な県民の税金でござ

います。したがいまして、これが本当に公平公

正に、そして適正に、また効率的に活用され

る、そういう方向に改善がなされていきますよ

うに、ひとつお願いをしまして、次の質疑に移

らせていただきます。決算委員会で厳しく審査

をしていただきたいというふうに思います。

次に、重点施策の成果についてでございます

けれども、初めに、がん対策事業についてであ

ります。福祉保健部長にお尋ねいたしますけれ

ども、御案内のとおり、我が国の死因のトップ

は、がんとなっております。また、実に３人に

１人はがんで亡くなっております。がん対策の

かなめというのは、定期検診の受診率を向上さ

せ、早期発見と適正な治療を行うことと言われ

ております。また、患者や家族の負担を軽減

し、痛みを少しでも和らげる医療の推進が求め

られるわけであります。本県においては、高度

で質の高いがん医療を提供するために、全県レ

ベルでのがんの診療拠点として中央がんセン

ターが県立宮崎病院に整備をされました。同時

に、地域がん診療連携拠点病院整備事業が行わ

れましたけれども、この点につきまして、その

成果等についてお尋ねをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） がん診療連携

拠点病院についてであります。がん診療連携拠

点病院は、全国どこでも質の高いがん医療が受

けられる体制の整備に向けて、地域のがん診療

の拠点として国が指定をしております。本県で

は、県立宮崎病院、県立日南病院、県立延岡病

院及び国立病院機構都城病院の４病院が、地域

がん診療連携拠点病院の指定を受けているとこ

ろであります。18年度は、各拠点病院におい

て、院内がん登録、研修会、普及啓発事業を行

いました。また、各病院内に設置されたがん相

談支援センターにおいて、患者、家族からの相

談に対応しております。今後とも、がん診療連
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携拠点病院の充実を図ってまいりたいと考えて

おります。

○長友安弘議員 今、県民の安心・安全な生活

の確保についてお尋ねをしているわけでありま

すけれども、もう一点、福祉保健部長にお尋ね

をいたします。救急・災害医療体制の整備につ

いてでありますけれども、地域における医療格

差の問題は深刻でございます。医師不足、特に

産科医や小児科医の不足、そしてまた、救急医

療体制の後退は県民にとって深刻であります。

夜間や休日などの緊急時の医療の確保はもとよ

り、災害時の医療の確保は重要となります。18

年度は豪雨や台風による災害が発生し、亡くな

られた方や重軽傷の方が数多く出ました。本県

はさらに今後、南海・東南海地震あるいは日向

灘地震の発生も懸念されます。また、高齢者や

難病患者の方々を初め、災害弱者の方々への対

策が急務となってまいります。緊急時や災害発

生時において適切な医療サービスが受けられる

緊急・災害医療体制の確保が求められますが、

この事業の成果等についてお尋ねをいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 救急・災害医

療体制の充実についてであります。県では、救

急医療施設の運営費等の支援や県立病院の救急

機能の充実を図るなど、初期から三次までの救

急医療体制の整備充実に取り組んでいるところ

であります。その結果、産科については、本県

独自の医療体制が整備され、全国的にも高く評

価されているところでありますが、小児科につ

いては、医師不足などのために、なお不十分な

状況にございます。また、災害医療について

は、災害医療従事者研修会の開催や災害用備蓄

品の購入等に取り組んだほか、災害派遣医療

チーム、いわゆるＤＭＡＴの養成を図るなど、

災害医療体制の充実に努めたところでありま

す。県民の方々が安心して必要な医療サービス

を受けられるよう、今後とも救急・災害医療体

制の整備充実に努めてまいりたいと考えており

ます。以上です。

○長友安弘議員 次に、県土整備部長にお尋ね

をいたします。災害対策についてであります。

平成17年度に認可をされました河川激甚災害対

策特別緊急事業についてでありますけれども、

激甚な浸水被害を受けた大淀川水系並びに五ヶ

瀬川水系の一日も早い事業の推進が望まれま

す。事業の達成状況についてお尋ねいたしま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 大淀川や五ヶ

瀬川の河川激甚災害対策特別緊急事業につきま

しては、国と県で河川敷の掘削や堤防のかさ上

げなどの整備を進めているところであり、平

成18年度末までの進捗状況は、大淀川が約30

％、五ヶ瀬川は約40％となっております。

○長友安弘議員 台風のシーズンは終わりまし

たけれども、いつまたこのような事態が起こる

かもわかりませんので、できる限り進捗させて

いただきたい、こういうふうに思います。

次に、これは福祉保健部長、農政水産部長に

かかわると思いますけれども、食の安全管理に

ついてお尋ねをいたします。本年は、非常にた

くさんの食品偽装の問題が表面化してまいりま

した。ミートホープ社の問題、それから白い恋

人の問題、赤福の問題、そして本県におけるウ

ナギの問題、果ては老舗「吉兆」の食品に至る

まで、食品の表示に関する国民の信頼は大きく

失われました。そしてまた、食の安全に関する

生活者の感覚、私どもの感覚というのは、いや

が上にも鋭敏になっております。ともかく一日

も早い問題解決、改善が望まれます。生活者の
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健康や命を守ることが第一に優先されるべきこ

とであり、食への信頼こそが最も重要でござい

ます。農業を基幹産業とする本県においては、

安心・安全な製品の提供の確保が命でありま

す。安全・安心な食の生産・流通・消費システ

ムづくりに関する事業の成果等について、お尋

ねをしたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の農産物

に関する食の安全管理等についてでございま

す。本県では、平成16年に、副知事を会長とし

ます「宮崎県食の安全・安心対策会議」を設置

いたしまして、庁内関係各部局の連携により、

生産から流通、消費に至る一貫した食の安全・

安心確保対策を総合的に推進しているところで

ございます。生産段階では、農業者等に対しま

して、生産履歴の記帳など適正な生産工程を管

理する体制の整備を進めるとともに、科学的な

データに基づく安全性を確保するため、「宮崎

方式」と呼ばれる残留農薬検査体制の強化に努

めてまいりました。また、流通・消費段階で

は、県による小売店等の個別巡回調査の実施

や、県民からの電話相談窓口として「食品表

示110番」の設置、さらには、一般消費者である

「食品表示ウオッチャー」によるモニタリング

など、食品の品質表示適正化のための調査、監

視、指導に取り組んできたところでございま

す。今後とも、食の安全・安心対策会議を中心

に、消費者が安心できる食の安全管理のさらな

る推進に努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 食品衛生対策

の現状についてであります。本県では、毎年

度、「宮崎県食品衛生監視指導計画」を策定

し、食中毒予防の啓発推進や食品取り扱い施設

への重点的な監視指導、及び店頭での食品を収

去しまして検査する収去検査等を実施いたしま

して、食品の安全確保に努めているところであ

ります。特に昨年度は、ポジティブリスト制度

が導入されましたので、検査対象となる農薬数

の増加に的確に対応するために、衛生環境研究

所に高度な精密検査機器を導入し、検査体制の

充実強化を図ったところであります。今後と

も、監視指導や食品の検査を強化しながら、さ

らなる食の安全確保に努めてまいりたいと考え

ております。以上です。

○長友安弘議員 時間がなくなりましたので、

１点だけお許しをいただきたいと思いますが、

地域生活部長にお尋ねをいたしたいと思いま

す。効率的な物流体制の整備についてでござい

ますが、先日、首都高速道路並びに阪神高速道

路だったと思いますけれども、料金改定問題が

報道されました。それによりますと、遠距離に

なるほど費用負担が高くなるという報道があり

ましたけれども、大変な憤りを覚えました。本

県は現在、川崎航路を初めとしてカーフェリー

航路を失い、また、九州管内においても交通網

の東西格差が一段と拡大し、加えて燃油高騰に

よるコスト高で、流通は大変深刻な事態になっ

ております。一体何を考えているのかと、許せ

ない気持ちでいっぱいでございます。ちょっと

宣伝になりますけれども、私ども公明党県議団

は、３週間ほど前、打ちそろって国土交通大臣

に直訴に参りました。地域間格差を解消し、東

九州自動車道あるいは九州横断自動車道の一日

も早い完成実現を初め、総合交通網の整備、財

源の確保等について訴えてまいりました。ま

た、３日前、坂口元厚生労働大臣を総合推進本

部長とする地域活性化推進本部に来県してもら

い、西都・児湯地域と西諸県地域を対象に、地

域活性化について各界の皆様と率直、忌憚のな
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い活発な意見交換をさせていただきました。道

路の問題、財源の問題、燃油高騰の問題、農商

工連携の問題等、貴重な意見が数多く出まし

て、何としても地域の浮揚を図らねばならない

という地域の切実な思いが、大変伝わってまい

りました。そこで、本県産業の振興にとって

今、最も懸念される効率的な物流体制の整

備、18年度の事業でありますけれども、いかほ

どの成果を上げたのか、お尋ねをいたしたいと

思います。

○地域生活部長（丸山文民君） 物流体制の整

備についてのお尋ねでありますけれども、特に

海上航路につきまして答弁をさせていただきた

いと思います。海上輸送につきましては、平

成17年６月に京浜航路が休止をし、またその代

替航路として開設された大阪貝塚航路も休止を

しており、関東向け航路の整備が大きな課題と

なっているところであります。このため、県に

おきましては、関係事業者等への働きかけを行

い、昨年、平成18年８月に定期貨物船「南王

丸」の細島寄港が開始をされ、さらにことし１

月には寄港が週２回に増便されるとともに、東

京直行便となり、所要時間の短縮が図られたと

ころであります。県におきましては、この南王

丸のさらなる利便性向上を図るため、運航会社

に対する増便等の働きかけを行うとともに、南

王丸を利用した農産物輸送の実証実験を行うな

どの取り組みを実施しているところでありま

す。以上であります。

○長友安弘議員 以上で総括質疑を終わりま

す。（拍手）

○坂口博美議長 ここで暫時休憩をいたしま

す。

午後２時53分休憩

午後３時10分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、39番井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） ちょっと

風邪を引いておりまして、お見苦しいところが

あるかもわかりませんが、よろしくお願いをい

たします。

平成18年度決算の認定に対し、民主党県議団

を代表し総括質疑を行います。知事、各関係部

長、会計管理者、教育長、代表監査委員に答弁

を求めます。

昨年度は、官製談合事件による知事の逮捕、

裏金問題等々、県民の県政への不信を招いた１

年でした。二度とこのようなことが起こらない

よう、透明性を持って公正・公平な県政の運営

が図られなければなりません。

まず、財政運営についてお伺いいたします。

官製談合事件によって突然の知事選となりま

した。したがって、東国原知事にとっては全期

間が直接の執行者ではなかったものの、行政の

継続性を踏まえた立場で、この１年間の成果を

どのように総括されているか、お伺いをいたし

ます。

平成18年度は、第１期財政改革推進計画の最

終年度として、事務事業の見直しなど行政の効

率化を図られ、計画の成否が今後の財政運営に

も大きく影響を与える職員の削減目標も、職員

のメンタルヘルス、職場での意欲等を考慮しつ

つ取り組まれたことと思います。行財政改革の

進捗状況と、この計画の職員への浸透について

お伺いをいたします。

県税収入につきましては、現場で収納事務に

当たられる県税担当職員の皆さんの努力に感謝

いたします。今回の法人二税の収入増加の背景
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と自動車税コンビニ収納の成果について、お伺

いいたします。

過去の決算審査においても、一者随意契約に

ついては分科会において問題視されてきまし

た。公正性、透明性、競争性が求められる今

日、どのような理由であれ、一者随意契約の妥

当性はないと言わざるを得ません。今回、10

月18日付の監査報告書で県土整備部と病院局

が、11月８日に農政水産部が注意または要望を

受けています。監査報告書で指摘を受けた農政

水産部と県土整備部における一者随意契約の内

容と理由について、お伺いをいたします。

次に、不適正な事務処理についてお伺いいた

します。

毎年の監査においても実態がつかめなかった

不適正な事務処理は、慣例化、一般化していた

と言えます。財務規則や諸規定等の定めに沿っ

た事務処理について、担当者の研修などは行わ

れていたのか、お伺いをいたします。

次に、消防行政についてお伺いいたします。

県民の身体、生命・財産を守る観点から、消

防体制の充実は大切です。消防本部体制によっ

ては、装備、人材の確保において懸念される状

況もあり、設置主体である市町村の改革姿勢と

認識は重要であり、また県の役割も問われると

ころです。消防の広域化における県の役割と現

状についてお伺いをいたします。

次に、男女共同参画社会づくりについてお伺

いをいたします。

内閣府の男女共同参画の取り組みに関する調

査によりますと、宮崎県は地方自治体の管理職

に占める比率が全国ワースト２位となっていま

す。ここで比率を述べてみましても大変むなし

いので、省きます。再三指摘させていただいて

います、管理職に占める女性の比率が低いこと

への認識についてお伺いをいたします。

また、なぜこのように女性の登用が進まない

のか、分析と問題点をお聞かせください。

男女共同参画センターは、指定管理者制度の

効果と言えるのか、実施講座の出席者が格段に

ふえましたが、理由についてお伺いをいたしま

す。

次に、県政の課題の一つである、過疎地域等

の活性化についてお伺いをいたします。

過疎地域対策については、宮崎県過疎地域自

立促進計画に沿って、各部における事業の進捗

について管理が行われています。各部の政策的

効果が上がるように管理はなされなければなり

ませんが、各部との連携はどのように取り組ま

れているのか、お伺いをいたします。

次に、地方バス路線等の運行維持についてお

伺いをいたします。

毎回、予算、決算の報告の折に全く工夫が見

られず、また、予算的効果と政策的広がりがな

いことを残念に思っています。これまでも、こ

の事業の審査をする委員会に所属しました折に

は、不十分であっても繰り返し意見を述べてま

いりました。地方バス路線の確保が重要である

ことは、いささかも異論がありません。ただ、

予算、決算４億円がバス事業者等への支援のみ

が目立ち、利便性、地域的・予算的効果が上

がっているのか疑問があります。過疎地域が置

かれている現状を考えたとき、いかなる資源で

も、交流人口の増加に活用する発想と、地域磨

き上げの視点からどう生かしていくのかを考え

るべきではないでしょうか。繰り返しになりま

すが、地方バスの運行は重要です。だからこ

そ、どのようなバスでどのようなルートを走る

のかが大事なのです。予算を十分に活用し、さ

きに述べました視点からの運行を考えていくこ
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とも大事と思いますが、現状についてお伺いい

たします。

次に、生活習慣病及び寝たきり予防に向けた

取り組みの推進についてお伺いいたします。

地域医療の特別委員会での調査等でも感じる

のですが、基本的には治療より予防が大事と言

えます。県民の皆さんが生活習慣病にならない

ために、寝たきりにならないために、どう事前

の対応を図るかが大切と言えます。まずは基本

健康診査が十分に浸透することが必要ですが、

残念ながら受診率は低下しています。また、女

性の各種がん予防検診の受診率も伸び悩んでい

る状況です。現状と問題点をお伺いいたしま

す。

次に、商店街の振興についてお伺いいたしま

す。

その地域の町の顔は、やはり商店街と言えま

す。決定的な解決策が見出せないまま、各地域

の空き店舗率は上がっているのが現状です。各

委員会の県内調査の折に、必ず商店街をぶらり

と歩かせていただくのですが、以前のイメージ

を完全に変えるほど顔が見えない状況になって

いるところもあります。各市町村の商店街の育

成・支援の現状と、まちづくり三法を踏まえた

まちづくりの現状について、お伺いをいたしま

す。

次に、学力の向上を図る教育の充実について

お伺いをいたします。

子供たちの未来を見通せば、学力偏重には違

和感があるものの、必要な学力をマスターする

ことは、次へのチャレンジやステップを考えて

も必要と言えます。しかし今、学力も地域格

差、経済格差にさらされて議論される実態と

なっていることは、御存じのとおりです。宮崎

県の子供が置かれた条件の中で、最高の学力を

マスターできたらと考えます。過疎地域を抱え

ていることも含めて、教育環境の最大の工夫と

教師陣の熱意に期待をいたします。地域環境と

教師の指導力に支えられている、小中連携・中

高連携推進事業の現状とその効果についてお伺

いをいたします。

また、受験を控えた子供たちを巻き込んで混

乱しました必履修科目の未履修問題について

は、どのような再発防止策の現状となっている

かお伺いをいたします。

次に、監査の実態についてお伺いをいたしま

す。

監査委員の方から、特別会計における資金の

効果的活用に対する指摘を毎年されています

が、その内容はどういうものかお聞かせくださ

い。

また、裏金、不適正な事務処理につきまして

も、通常の監査で発見できない内容のものであ

るかお伺いをいたします。

以上で壇上からの質疑を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

財政運営の総括についてであります。本県財

政は、自主財源の占める割合が低く財政基盤が

脆弱な上に、地方交付税等の削減や社会保障関

係費の増大等により、大変厳しい財政運営を強

いられました。このため、平成18年度の財政運

営に当たりましては、第１期の財政改革推進計

画に基づき、義務的経費の圧縮や投資的経費の

縮減・重点化等を図るとともに、重点施策の推

進方針を踏まえた施策・事業の重点化に積極的

に取り組んできたところであります。また、予

算の執行に当たりましても、年度を通じて計画

的、効率的な執行に努めるとともに、自主財源
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の積極的な確保や徹底した経費節減を図ったと

ころであります。このような取り組みの結果、

平成18年度は、全体としては厳しい財政状況に

対応した堅実な財政運営を図ることができたも

のと考えております。

続きまして、行財政改革の進捗状況等につい

てであります。平成18年度における行財政改革

につきましては、行政改革大綱2006に基づき、

適正な定員管理や公社等改革、指定管理者制度

の導入等を進めますとともに、第１期の財政改

革推進計画の最終年度に当たることから、財政

健全化に向けた取り組みをさらに積極的に推進

したところであります。具体的には、総職員数

の273人純減や公社等６法人の統廃合等を行った

ほか、予算編成に当たり、投資的経費の縮減・

重点化により約180億円、事務事業や県単補助金

の見直しにより約100億円の削減効果があったも

のと考えております。また、行財政改革を着実

に推進するためには、職員一人一人が本県の厳

しい財政状況や改革内容等を十分認識すること

が重要であります。このため、本庁、出先機関

を問わず、財政の現状や行財政改革に関する庁

内説明会を実施し、職員への周知徹底を図った

ところであります。

続きまして、本庁の管理職に占める女性職員

の比率についてであります。平成19年４月１日

現在の知事部局の本庁における課長級以上の職

員のうち、女性職員の占める割合は1.5％であ

り、平成10年度との比較では0.7ポイント増加し

ておりますものの、依然として低い状況にある

と認識しております。女性職員の登用は時代の

流れであり、その能力を引き出して活用するこ

とが重要でありますので、今後とも意欲と能力

の高い女性職員の育成と登用に努めてまいりた

いと考えております。

続きまして、女性職員の登用についての分析

と問題点についてであります。知事部局の課長

級以上の管理職に占める女性職員の比率が低い

ことについては、昇任適齢期である50歳以上の

職員のうち女性職員の割合が12.8％と低く、さ

らにその半数近くが庶務業務の経験が中心の事

務職であるという現状によるものであります。

平成19年４月１日現在の本庁、出先機関を合わ

せた課長級以上の女性職員の比率が1.8％である

のに対し、課長補佐級では6.4％、係長ポストで

は15.4％を女性職員が占めており、今後、管理

職に占める女性職員の比率は確実に増加してい

くものと見込んでおります。職員の配置や登用

については、男女を問わず、本人の能力や適

性、意欲に応じて適材適所、公平公正に行うこ

とが基本でありますが、女性職員の能力の活用

はますます重要な課題となると思われますの

で、今後とも、育成に向けた管理職の意識啓発

や民間企業等への派遣研修等により、女性の人

材育成を図りつつ登用を促進してまいる必要が

あると考えております。

続きまして、過疎地域等の活性化についての

取り組み等についてであります。過疎地域対策

については、昭和45年の過疎地域対策緊急措置

法の施行以来、国、市町村と連携しながら、産

業の振興、交通通信体系の整備、生活環境の整

備など、全庁を挙げて総合的な対策に取り組ん

できたところであります。これらの事業につき

ましては、毎年度、宮崎県過疎地域自立促進計

画に基づき、事業の進行管理を行うとともに、

関係市町村と県で組織する過疎地域振興協議会

等を随時開催し、過疎地域の現状や今後の対策

に関する情報交換等を行い、新たな施策立案に

生かしているところでございます。また、市町

村等による個性と魅力ある地域づくりの取り組
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みを支援する「元気のいい地域づくり総合支援

事業」により、西米良村の小川作小屋村づくり

や日之影町の森林セラピー基地づくりなど、住

民主体の地域づくりによる過疎地域等の活性化

を支援してきたところでございます。以上でご

ざいます。〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、法人二税の収入増加の背景についてで

あります。平成18年度の法人二税の収入につき

ましては、約266億800万円となり、その内訳

は、法人県民税が47億1,200万円余、法人事業税

が218億9,500万円余となっております。平成17

年度の法人二税の収入と比較しますと約23

億2,900万円の増収となりますが、これは、卸売

・小売業、運輸・通信業、サービス業などの企

業業績が堅調に推移したことによるものと考え

ております。

次に、コンビニ収納の成果についてでありま

す。平成18年度のコンビニ収納につきまして

は、８月31日まで実施したところであります

が、件数にいたしまして７万7,826件、金額にし

て約29億円の収納があり、約20％の利用状況と

なっております。一方、自動車税全体の納期内

納付率は65.8％となり、前年度と比較いたしま

して0.7ポイント向上しているところでありま

す。これを各収納機関別の利用状況で見ます

と、金融機関等が前年度に比べ１ポイント減少

したのに対し、コンビニ収納は1.7ポイント増加

しており、コンビニ収納は納期内納付の向上に

も寄与したものと考えております。今後とも、

納期内納付の一層の促進に努めてまいりたいと

考えております。

最後に、市町村消防の広域化についてであり

ます。近年、災害や事故の形態が大規模化、多

様化しており、人口減少や高齢化の進展と相

まって、地域における防災力の低下が懸念され

ております。このような中で市町村消防は、こ

れらの変化に的確に対応し、今後とも住民の生

命・財産を守り、地域の安全・安心を確保して

いくことが求められております。このため国に

おきましては、平成18年度に消防組織法の改正

を行いまして、行財政上のさまざまなスケール

メリットが期待できる市町村消防の広域化を推

進することとしております。本県におきまして

も、消防を取り巻く環境は厳しさを増すものと

考えられまして、各市町村の現況や将来の見通

しを踏まえた「宮崎県市町村消防広域化推進計

画」を今年度中に策定し、市町村消防の広域化

を積極的に進めてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えします。

男女共同参画センター実施講座についてであ

ります。男女共同参画センターにつきまして

は、平成18年度から指定管理者制度を導入し、

開館日や開館時間の拡充など利便性の向上とと

もに、県民のニーズに対応した講座や研修会の

開催など、効果的な事業の展開を図ってきたと

ころであります。その結果、講座につきまして

も受講者が大きく増加をしておりますが、これ

は、男女共同参画の普及啓発を全県的に推進す

るため、都城市、日南市及び高鍋町など市町村

に出向いて開催する講座を積極的に行ったこ

と、また、若い世代に対する啓発を図るため、

高校生や教職員を対象に、ドメスティックバイ

オレンスをテーマとした講座を新たに行ったこ

と等の理由によるものであります。

次に、バス対策についてであります。県で

は、地方バス路線等運行維持対策といたしまし
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て、広域的、幹線的なバス路線や廃止路線代替

バス等の運行に対する補助などを行い、県民の

日常生活に必要な交通手段の維持・確保に努め

ているところであります。しかしながら、バス

事業者による不採算路線の廃止や県及び市町村

の財政負担を考えますと、今後は、より低コス

トで、地域の実情に応じ、将来にわたって安定

的に運行できる新たな交通システムの構築が必

要と考えております。このため平成18年度、新

たに県単独の事業である「地域バス再編支援事

業」を創設し、地域住民の参加も得ながら、利

用しやすいコミュニティバスの導入を図る市町

村への支援に取り組んだところであります。そ

の結果、19年４月から三股町が、10月からは

五ヶ瀬町が、新たにコミュニティバスの運行を

開始されたところであります。以上でありま

す。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 基本

健康診査及び女性のがん予防についてでありま

す。県民の健康づくりにとって、疾病の早期発

見・早期治療、そして疾病の予防のために、定

期的な健康診断が重要だと考えております。そ

のような中、市町村が実施する基本健康診査の

受診率は、平成18年度35.9％で、前年度と比較

して5.0％低下しております。また、女性のがん

予防につきましては、平成17年度の乳がん検診

の受診率が14.5％、子宮がん検診の受診率

が21.5％となっております。基本健診及びがん

検診ともに受診率が伸び悩んでいる状況であり

ますので、今後とも、乳がんの早期発見・早期

治療の啓発のために実施しておりますピンクリ

ボン運動を推進するとともに、市町村と連携し

た受診率の向上対策に取り組んでまいりたいと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、商店街の育成・支援の現状についてで

あります。県では、便利でにぎわいのある商店

街づくりを支援するため、空き店舗対策を初め

とする市町村や商店街などの取り組みを支援し

ているところであります。主な取り組みといた

しましては、空き店舗を活用した高齢者交流施

設の運営や、商店街におけるイルミネーショ

ン、モニュメントの整備などに助成をいたして

おります。また、個々の商店に対しましても、

経営指導員による経営支援や、専門家を派遣し

まして商品展示等の指導を行うなど、ハード、

ソフト両面から商店街の活性化に向けた支援を

行ったところであります。

次に、まちづくり三法を踏まえたまちづくり

の現状についてであります。まちづくり三法で

は、行政、地域住民、関係団体などが密接に連

携し、市町村を中心として、地域が主体的にま

ちづくりに取り組むことが求められておりま

す。平成18年度におきましては、宮崎市が、ま

ちづくりのコンセンサス形成のため、中心市街

地活性化協議会を設立し、国から中心市街地活

性化基本計画の認定を受けております。県で

は、このような取り組みに対しまして、庁内連

絡会議を設置して助言を行いますとともに、中

心市街地商業活性化基金事業などによりまし

て、基本計画に基づくさまざまな事業に対して

助成するなどの支援を行ったところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

農政水産部における一者随意契約についてで

あります。平成18年度におきましては、社団法

人宮崎県農業振興公社と、工事件数９件、約３

億8,990万円を随意契約しております。その工事
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内容としましては、農地の造成と区画整理であ

ります。公社と随意契約を行う理由につきまし

ては、現況地形の状況によっては、これまでの

公社の技術能力を生かすことが効率的、効果的

であること、公社が農地保有合理化事業等で土

地利用調整等を行い、その後の工事も一体的に

実施することが効率的、効果的であること、継

続地区での仕上げ工事の場合には、当該地区で

の事業経験から、土質条件、多数の受益者の意

向などを熟知した者による工事施工が効率的、

効果的であることなどの、それぞれの地区の状

況を踏まえまして、公社と随意契約を行ってお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 県土

整備部における一者随意契約についてでありま

す。これは、国道220号のデパート前交差点から

県総合運動公園入り口までの区間の沿道修景管

理業務を、宮崎県公園協会に約6,800万円で委託

したものであります。国道220号は本県を代表す

る観光道路でありますことから、この区間の沿

道修景業務について、長年にわたる経験と顕著

な実績があり、イベント等にも臨機に対応でき

る、財団法人宮崎県公園協会と契約したもので

あります。〔降壇〕

○会計管理者（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答

えいたします。

職員に対する財務会計事務研修についてであ

ります。会計機関としては、執行機関の会計事

務が公正かつ適正に執行されるよう、従来か

ら、出先機関の出納員や会計員を対象として、

財務会計事務研修を計画的に実施してきたとこ

ろであります。平成18年度には見直しを行い、

本庁及び出先機関の全職員を対象として実施す

ることとしたところでありまして、毎年、会計

事務に従事している職員の約半数に相当する500

名前後の職員が受講しているところでありま

す。特に本年度は、不適正な事務処理問題が発

生したことを重く受けとめまして、直ちに追加

研修を実施した結果、昨年度と比較して倍増

の1,000名を超える受講があったところでありま

す。さらに本年度、初めての試みとして、11月

前半に県内８地区に出向いて、各出先の会計機

関の責任者である出納員を集め、職務の重要性

を再認識させるとともに、公正かつ適正な会計

事務処理を行うための意見交換を行ったところ

であります。このほか、毎年、予算を執行する

出先機関に対する実地指導検査や支出証拠書類

検査を実施する中で、会計事務に対する個別指

導を実施してきたところであります。特に本年

度の実地指導検査においては、不適正な事務処

理が行われていたすべての出先機関を含めて実

施しているところであり、また、物品取扱業者

に対し、抽出ではありますが、現地確認調査を

行うこととしたところであります。以上であり

ます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、小中連携推進事業についてでありま

す。この事業は、基礎学力、基礎体力、基本的

な生活習慣等の確実な定着を目指し、小学校105

校、中学校44校の推進拠点校が連携いたしまし

て、系統性、一貫性のある学習指導や生徒指導

を行うものであり、平成17年度から取り組んで

いるものであります。平成18年度は、小中学校

教員の授業交流や小中合同授業研究会の開催等

によりまして、学習内容の定着状況の把握や授

業改善の一層の推進に努めるとともに、教科や

課題別に小中合同の研究組織を設置するなど、

推進体制の充実を図ったところであります。こ

れらの取り組みによりまして、小学校から中学
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校への円滑な移行が行われ、義務教育９年間の

中で学力向上が図られているものと考えており

ます。

次に、中・高連携推進モデル事業についてで

あります。この事業は、中・高間の系統性、一

貫性のある指導を行いますために、県内３地域

の普通科高校と近隣の中学校をモデル校に指定

いたしまして、連携と接続のあり方について実

践的な研究を行い、その成果を県内に普及する

ための事業でございます。各モデル地域におき

ましては、交流授業や教科研究会等を実施する

ことで、連携の必要性の認識が深まり、指導方

法の改善や中・高をつなぐ教材の開発など、中

・高の連携による学力向上等に向けた取り組み

が推進されております。

最後に、未履修問題の再発防止についてであ

ります。このことにつきましては、学習指導要

領にのっとった教育課程の運用や授業が円滑に

行われるよう、年度初めの校長会、教頭会、教

務主任会等で改めて周知徹底を図っているとこ

ろであります。また、各学校に提出させまし

た、履修すべき教科・科目等を示した教育課程

表を点検するとともに、その実施状況を学校訪

問時に確認するなど、点検の一層の充実を図っ

ているところであります。さらに、各学校では

校長が、実際の授業や定期テスト問題、使用教

材等の点検を行いまして、その結果を９月と３

月に県教育委員会へ報告させることといたして

おります。以上でございます。〔降壇〕

○代表監査委員（城倉恒雄君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、特別会計の決算審査についてでありま

す。平成18年度、13ある特別会計の中で、例え

ば小規模企業者等設備導入資金では、総収入済

額27億円余に対し、支出した額は10億円余にと

どまり、収入済額の63％が19年度に繰り越され

ております。同様に、沿岸漁業改善資金におい

ては77％が、林業改善資金においては69％が、

母子寡婦福祉資金においては71％が翌年度に繰

り越されております。このように多額の繰越金

の発生が恒常化している特別会計については、

制度の周知徹底や見直しに努めるなど、資金の

効果的活用について検討を求めたところであり

ます。

次に、不適正な事務処理についてのお尋ねで

ございます。監査は、事業が完了したものにつ

いて、証拠書類がそろっているか、整合性がと

れているかなどの観点から行っているところで

ありまして、現行の監査制度のもとでは、事務

処理の一連の手続に不備がなければ、通常の監

査では不適正な事務処理を発見することは困難

でございます。しかしながら、今般判明しまし

た不適正な事務処理の事態を深刻に受けとめ、

より一層厳正な監査の執行や、監査機能を高め

る工夫の必要性を痛感しております。したがい

まして、今後は、各所属の内部チェック機能が

有効に機能しているかの監査、及び対象所属、

対象事項等を重点化した監査などに努め、監査

に対する信頼の確保に取り組んでまいります。

以上です。〔降壇〕

○井上紀代子議員 再質疑をさせていただきま

す。今、代表監査委員からもありましたとお

り、不適正な事務処理というのはなかなか見つ

けることができない、そういう状況になってい

るという点では大変残念に思っています。先ほ

どもありましたが、県の損害想定額、それから

職員がこの返還にずっと取り組んでいくわけで

すけれども、12月14日が最終というふうになっ

ておりますが、この金額についての公表という

のはその時点でされるんでしょうか、それを総
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務部長にお尋ねしたいと思います。

○総務部長（渡辺義人君） まだ十分そのあた

りは詰めておりませんけれども、最終的には

トータル額としては公表したいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 県民にとってみても、ぜひ

明らかにするべきところについては明らかにさ

れたほうがいいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いしておきたいと思います。

決算審査をしておりますと、いつも、とても

むなしい気分になるんですけれども、自治体は

大体が予算主義で、決算についてある意味では

すごく淡泊であるという点で残念に思います。

決算審査の折、私どもも分科会において多くの

指摘というのをさせていただくわけですけれど

も、それが具体的に変えられたという認識をな

かなか持てないという点では、分科会での私ど

もの指摘についてももう少ししっかりと受けと

めていただけたらというふうに思っています。

今回、監査委員から特別会計の効果的な活用

に関する指摘というのを受けています。これ

は、昨年も同様にこの特別会計の問題について

指摘をされているわけです。ただ、小規模企業

者等設備導入資金につきましては、近年実績が

低迷しているということも含めて、事業の廃止

をした場合にどうなるかというと、繰越金の半

分を国に返還しなければならないとか、非常に

悩ましい問題もくっついています。ただ、制度

が現実と合っていないのではないかと思われる

点が幾つもあるわけです。知事は、このような

特別会計の現状について見直しを行っていくお

考えがあるのかどうか、そこを伺っておきたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 監査委員から指摘の

ありました特別会計につきましては、関係機関

とも連携しながら、制度の周知に努め、資金の

効果的な活用を図るとともに、制度の見直し等

も含めて、今後検討してまいりたいと考えてお

ります。

○井上紀代子議員 先ほど非常に淡泊な答弁を

いただきました、地方バス路線の運行維持のこ

となんですけれども、毎年大体４億円使ってい

るわけです。各市町村においてどういうバスを

走らせていくかということは―今、再編支援

をしているというふうに言われますが、これは

たかだか130万円程度の予算なんですね。実際は

この４億円の総体というのは、バス事業者のほ

うにお金が行くような丸投げ的な内容になって

いるのではないかと、私は非常に残念に思って

います。いわゆる過疎地域の対策は、交流人口

をふやしていくだとか、地域の皆さんの中で、

もっともっと地域の中でこのバスが走っている

と楽しいと思えるような、そういう予算の使い

方をしっかりとされていくということが大変重

要なのではないかというふうに思っています。

予算は立ててあって、その金額をただ使えばい

いということでは、予算的効果というのが本当

に出てこないのではないかというふうに思いま

す。そういう意味では、きょう、過疎地域の問

題について質疑させていただきましたが、各部

が同じような事業というのをたくさん持ってい

るわけです。ただ問題は、そこをコーディネー

トするところがいない、各部各部に任されてい

るというところに大変な問題があるのではない

かと指摘をさせていただきたいというふうに

思っています。

やっぱり、県民みんなからいただいた税金が

どう使われるかということが大変重要なわけ

で、決算の折にはそのことがきちんと皆さんの

中に認識されないといけないというふうに思っ
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ています。この不適正な事務処理の何が問題で

あるかと言われると、資金の管理全体を、だれ

も責任を持って管理した人がいないんです。よ

そのところで丸投げされたところで、どこかに

お金が宙に浮いたような状態になっていたわけ

です。これは公金なんです。公金が丸投げされ

た形でどこかで浮いたような状態になる。だれ

もその資金を管理した状況になっていないとい

う点では、私どもは深く反省をしなければなら

ないのではないでしょうか。ただ、もう一方で

言いますと、それを監査するところ、指摘をで

きるところがないというところにも大変な問題

があると思うんです。ですから、公金を扱う側

の、それこそ私どもの思いというか、公金を使

う側の気持ち、それからコンプライアンスが

しっかりとしていなければいけないということ

になっていくというふうに思います。

今回、議長からも強い要請もありまして、分

科会ですごく長い時間審議させていただくこと

になりました。私どもも一生懸命、十分な審議

をするわけですけれども、それを執行部がしっ

かりと受けとめていただくということが、両輪

としてのお互いのあり方ではないかというふう

に思っています。「県議会は何もチェック機能

を果たしてこなかった」という御批判を多くい

ただきました。申し開きになるような感じもい

たしますが、でも、私はそのことに対しては、

本当に県民の皆さんに改めて申し上げたいぐら

い、分科会等を含めて熱心な議論をさせていた

だいている、そういう思いがいたします。常に

両方で公平・公正な資金の使われ方をチェック

することが大変大事なのではないかというふう

に思います。

以上で私の質疑を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、13番前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。

平成18年度決算に関しての総括質疑を行いま

す。知事並びに関係部長、教育長にお答えをい

ただきたいと思います。

時間もありませんので、早速入らせていただ

きます。まず、財政運営についてです。

今回の決算の結果、一般会計において、歳

入6,004億1,527万6,000円、歳出5,944億7,208

万3,000円で、実質収支で19億2,560万9,000円の

黒字が確保されたとしています。しかし、単年

度収支では9,482万7,000円の赤字となっていま

す。その財政内容を見ますと、年度内の県債発

行額は、前年度よりも減少したものの82 8

億9,163万円余、年度末の県債残高は過去最高

の9,173億円余の膨大な額に達し、年間予算をは

るかに上回る深刻な状況です。公債費は、前年

度比で4.3％減少したものの883億800万円余に及

んでいます。近年の国の経済対策による県債の

増発で残高は累増し、公債費も一層の負担と

なっています。さらに、国の三位一体改革によ

る地方交付税の削減です。こうした財政危機、

借金財政をどのように総括し、地方自治体の本

旨を踏まえた打開策をどう図っていくのか、知

事の御見解を伺いたいと思います。

また、この間に、裏金問題、官製談合事件と

いう許されない税金の使い方も起きました。こ

の点についても総括をいただきたいと思いま

す。

後は質問者席から質疑をさせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

本県財政に対する所見であります。三位一体
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の改革等により、本県最大の収入財源である地

方交付税等が大幅に削減され、また、社会保障

関係費や公債費の増等により、今後も多額の収

支不足が見込まれるなど、本県財政はさらに厳

しさを増しているところであります。このた

め、第２期の財政改革推進計画に基づき、義務

的経費の圧縮や投資的経費の縮減・重点化、事

業の徹底した見直し、財源確保対策などに取り

組み、収支不足の圧縮と、将来にわたって健全

性が確保される財政構造への転換を目指してい

くことが必要であると考えております。

続きまして、財政運営についてであります。

平成18年度は、財政健全化に向けた各種取り組

みを推進するとともに、施策・事業の重点化に

取り組み、全体としては厳しい財政状況に対応

した堅実な財政運営を図ることができたものと

考えております。

なお、入札談合事件や不適正な事務処理につ

きましては、県政への信頼を大きく失墜させた

ものであり、県議会並びに県民の皆様に深くお

わびを申し上げるとともに、県政に対する信頼

の一日も早い回復に向け、入札・契約制度改革

や再発防止策の推進に取り組んでまいりたいと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 次に、歳入について伺いた

いと思います。まず、不動産取得税について、

２億761万円余の収入未済、1,846万円余の不納

欠損があります。また、軽油取引税についても

１億4,492万円余の収入未済があります。それぞ

れの理由と対策をお聞かせください。

○総務部長（渡辺義人君） お答えいたしま

す。

不動産取得税と軽油引取税の収入未済等につ

いてであります。まず、不動産取得税における

収入未済の理由といたしましては、法律に基づ

き納税が猶予されているものや分割納付をして

いるもの、また、納税する資力がないものなど

であります。軽油引取税の収入未済につきまし

ては、その大半は、法律で認められた納税の猶

予制度により、本来18年度収入となるべきもの

が19年度収入となったものであります。

次に、両税目の不納欠損の理由であります

が、法人の倒産や所在不明、滞納処分できる財

産が見当たらないことなどによるものでありま

す。これらの対策といたしましては、早期の滞

納処分の着手等に努めているところでございま

す。

○前屋敷恵美議員 では次、歳出に関して。繰

越明許費も多額に及んでおり、予算化をしても

年度内に事業が消化できないという状態があり

ます。また一方、不用額も23億3,500万円余と多

額になっています。その中で民生費の５億3,300

万円余、衛生費の１億1,700万円余、教育費の１

億5,600万円余、また災害復旧費の５億3,400万

円余については、林業災害復旧費及び港湾災害

復旧費について、その理由をお聞かせいただき

たいと思います。

また、災害復旧については、その復旧の状況

もお答えいただきたいと思います。それぞれの

関係部長にお願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 民生費及び衛

生費の不用額の主な理由についてであります。

まず、民生費の不用額につきましては、障害者

自立支援法の円滑な実施を図るために、全額国

庫により造成される「障害者自立支援対策臨時

特例基金」について、国からの交付額が見込み

を下回ったこと、障がい者に対する自立支援医

療費や子育て支援乳幼児医療費助成事業につい

て、患者数が見込みを下回ったこと等によるも

のであります。次に、衛生費の不用額は、特定
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疾患医療費の患者数が見込みを下回ったこと等

によるものであります。以上です。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 林業災害復旧

費の不用額についてであります。この主な理由

は、林道施設災害復旧につきまして、平成18年

災害の国の交付額が減額されたことによるもの

であります。以上であります。

○県土整備部長（野口宏一君） 港湾災害復旧

事業費の不用額の理由につきましては、災害査

定決定後の関係機関との協議の結果、工法変更

により減額となったものであります。港湾への

堆積土砂の排除という当初の目的は達成してお

ります。

○教育長（高山耕吉君） 教育費の不用額につ

いてでありますが、その主なものは、学校職員

の給料、職員手当等の人件費でございます。以

上でございます。

○前屋敷恵美議員 では、次の各種施策・事業

についてお伺いをいたします。

まず最初は、指定管理者制度の導入について

です。営利を目的とする特定の民間企業に公共

の施設の維持管理をゆだねたわけですが、どの

施設に導入が図られたのか。また、公正な運営

と県民サービスが提供されているのか、指定管

理者に対する県のチェック体制が必要ですが、

機能しているのか伺いたいと思います。

また、その施設で働く労働者の労働条件や身

分保障が確立をされているのか、その辺も伺い

たいと思います。

○総務部長（渡辺義人君） 指定管理者の導入

状況等についてであります。指定管理者制度に

つきましては、平成18年度から、県立芸術劇場

や県営住宅など62の施設に導入したところであ

ります。また、これらの制度導入施設につきま

しては、指定管理者に対する定期的な業務報告

の義務づけや実地調査等を行うことにより、協

定書等に基づく業務が確実になされているの

か、施設の安全管理が適切か、住民の平等な利

用が図られているか、人員配置は適正かなどに

ついてチェックをし、施設の適正な管理運営の

確保に努めたところであります。

なお、指定管理者がかわった場合として申し

上げさせていただきますと、働いている職員の

雇用をどうするかということは、まずは使用者

である指定管理者が対応すべき問題と考えられ

ます。前回の指定管理者の選定時には、応募者

から現在の職員を雇用したい旨の提案があった

施設もあり、県としても情報提供等に努めた結

果、新しい管理者に雇用された例もあると聞い

ております。なお、労働関係法令等の遵守につ

いては、適切に指導しているところでございま

す。

○前屋敷恵美議員 十分なチェック機能を働か

せていただきたいというふうに思います。ただ

一つ、私どものところにいろいろ声が届くんで

すが、身近な問題で県営住宅の管理について、

「電話や直接の対応が非常に悪い。もとの制度

に戻してほしい」というような声も直接聞いて

いるところです。サービス向上が図られること

も導入の大きな要因だったわけですから、こう

いうところもしっかりとチェック機能を働かせ

ていただきたいというふうに指摘をしたいと思

います。

次に、市町村合併についてお伺いをいたしま

す。これまで44あった自治体が、現在30自治体

に統合されました。合併後の自治体では、合併

特例債を活用しての新たな施設建設に批判が出

されていたり、国保税が高い水準に引き上げら

れてしまったという問題や、役場から一段と遠

くなった遠隔地住民のサービスの低下、また、
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役場を中心としたにぎわいがすっかりなくなっ

てしまったというようなさまざまな声、不利益

が今報じられているところです。県は、合併市

町の状況をどのように把握し、それらの市や町

が自治体本来の役割を果たしていくための支援

を行ってきたのか伺いたいと思います。

○地域生活部長（丸山文民君） 市町村合併に

ついての質疑であります。合併した市町におか

れましては、組織機構の効率化などによる行財

政基盤の充実強化を図りながら、合併に際して

策定した市町村建設計画などに基づきまして、

合併特例債や市町村合併支援交付金の活用によ

り、地域の速やかな一体性の確立と均衡ある発

展に取り組まれているところであります。合併

の効果は、今後あらわれてくるものと考えてお

るところであります。

県におきましては、これらの市町における地

域をつなぐ道路網や上下水道の整備のほか、電

算システムの統合や防災無線の整備などを財政

的に支援するとともに、地域自治区や合併特例

区など、地域住民の意向が合併後の行政の運営

に十分反映されるような地域づくりに対する助

言を行ってきたところであります。以上です。

○前屋敷恵美議員 合併をしたけれども、これ

では結果的にやらなかったほうがよかったなど

ということになっては、本当に住民は浮かばれ

ないというふうに思いますし、その点での県の

支援、そしてまた、自立を決定した自治体に対

する支援もあわせて、県の立場として進めてい

ただきたいというふうに思います。

次に、福祉関係について伺います。今、高い

国保税が払えず滞納世帯がふえていることが問

題になっていますが、18年度、各自治体におけ

る滞納の状況、及びその制裁措置とも言える短

期保険証や資格証明証の発行状況を伺いたいと

思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 国民健康保険

税の滞納状況等についてであります。平成18年

度の国民健康保険税の現年度滞納率は、県平均

で7.4％となっております。また、国民健康保険

加入世帯のうち、短期保険証を１万4,772世帯

に、資格証明証を3,496世帯に、それぞれ発行し

ております。以上です。

○前屋敷恵美議員 今、数の御答弁をいただき

ましたけれども、県民の暮らし、そして健康、

命を守る上からも、国保税の滞納についての解

消、また、人道的にも許されない保険証の事実

上の取り上げ、この解消は必要だというふうに

思っています。県のこれまでの取り組みについ

て伺いたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 滞納解消に向

けた取り組みとしましては、市町村では、納税

者の生計状況や納付状況に配慮し、分割納付の

相談や休日・夜間における納付窓口の開設、戸

別訪問、さらには滞納処分等を行っておりま

す。県としましては、各種会議や研修会、事務

監査等において、市町村に対し、滞納対策に必

要な助言等を行っているところであります。以

上です。

○前屋敷恵美議員 保険証がない暮らしがどの

ように不安なものであるかというところは、県

がしっかりと押さえて支援をしていかなければ

ならないところです。この保険証の取り上げに

ついては、今後の課題としても重要な問題だと

いうふうに思いますので、その辺も今後の予算

にも行政にも生かしていただきたい、その点で

の総括をしっかりと行っていただきたいという

ふうに思います。

次に、産業や経済の振興、雇用に関して、宮

崎フリーウェイ工業団地における企業誘致の現
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状、誘致件数や雇用人数についてお聞かせくだ

さい。

○商工観光労働部長（高山幹男君） フリー

ウェイ工業団地には、昨年５月から操業を開始

しました食品加工業者が１社立地しておりまし

て、その最終雇用予定者数は48人と見込まれて

おります。

○前屋敷恵美議員 あわせて、企業立地促進補

助で12億6,940万円が23企業に投じられていると

いうことですが、この事業で新規の雇用にどう

つながったのか、正規雇用か非正規雇用だった

のか、その現状も伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 18年度に

企業立地促進補助金を交付しました23社につき

ましては、新規雇用予定者数が最終的には2,823

人と見込まれております。また、雇用の態様で

ありますけれども、平成18年12月に実施しまし

た誘致企業に対するアンケートの結果によりま

すと、社員に占める正規社員の割合は約65％と

なっております。

○前屋敷恵美議員 次に、融資対策で、信用保

証協会の保証承諾状況、この件数と金額をお聞

かせください。

また、中小企業融資制度貸付金事業で309億円

ございますが、この制度利用の件数、そしてま

た、どういう業種の企業がこの制度を活用して

いるのかというところもお聞きしたいと思いま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 平成18年

度の信用保証協会の保証承諾件数6,698件、保証

承諾金額は635億2,000万円となっております。

前年度と比較しまして、件数で485件、率にし

て7.8％の増加、金額では117億5,000万円、率に

して22.7％の増加となっております。また、業

種別に見ますと、建設業に対するものが201億円

で全体の約32％、小売業が104億円で約16％、以

下サービス業となっております。

○前屋敷恵美議員 地域経済の活性化、また雇

用の拡大・振興という点で、誘致企業の取り組

みも非常に大事だというふうに思います。一方

では18年度の地元中小企業の振興について、県

もさまざまな施策を行ってきたと思いますが、

地域企業が活力を持つことが大変重要だと思い

ますので、これまで取り組んできたさまざまな

事業の効果についてお聞きしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 18年度の

中小企業振興のための主な取り組みといたしま

しては、県産業支援財団の取引あっせんや研究

開発などの支援を行いましたほか、工業技術セ

ンターや食品開発センターの技術指導を進めま

して、中小企業の新規取引の成立、あるいは新

商品開発、技術力向上につながっているところ

であります。また、商業者に対しましても、街

路灯の整備や空き店舗活用事業など、８件の商

店街活性化のための事業に支援を行っておりま

す。さらに、中小企業融資制度貸付金により

約304億円の新たな融資を行うなど、数多くの幅

広い支援策が、中小企業者のさまざまな取り組

みに活用されているものというふうに考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 地域経済をしっかり支えて

いく点では、誘致企業とあわせて、一方で地元

企業に対する支援を同時進行で進めていただき

たいというふうに思います。

最後になりますが、農業施策についてお伺い

をいたします。担い手育成対策事業の成果につ

いて伺いたいと思いますが、現在の県内の農家

戸数、そして就農人口の推移を、ここ数年で示

していただきたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） まず、農家戸
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数の推移について申し上げます。農林業センサ

スによりますと、農家戸数は、平成７年で６

万1,866戸に対しまして平成17年で５万735戸、

それから農業就業人口でございますけれども、

平成７年が８万6,210人に対しまして平成17年が

６万6,245人と減少いたしております。その中で

担い手対策ということでございますけれども、

平成18年度は、担い手育成総合対策事業により

まして、家族単位が主となっている認定農業者

の育成、それから農業経営の安定のための法人

化、さらには小規模農家や高齢農家も参加でき

る集落営農の組織化等を推進いたしまして、平

成18年度末現在では、認定農業者8,354経営体、

農業法人525法人、集落営農51組織など、地域の

核となる多様な担い手を育成確保しているとこ

ろでございます。

○前屋敷恵美議員 農家戸数や就農人口は、確

実に低下をしていることが数字ではっきりして

いるんですが、こういった中で農家の後継者不

足を補うという点で、今、国の施策ともあわせ

て規模拡大や法人化等に重点を置いた施策に転

換をしてきている、こういう状況だと思いま

す。しかし、本当に担い手を育てるという点で

は、家族農業を支える視点の施策も非常に重要

だというふうに考えているところです。こう

いった点もしっかり総括をしていただいて、食

料供給県である宮崎の農家自体が元気が出るよ

うな―高齢化とともに難しい課題もあります

けれども、そういう点で農家をしっかりと支え

ていくという施策につなげていただきたいと思

うところです。

時間も参りましたけれども、厳しい財政状況

の中で今、県民は税金のあり方に高い関心を

持っております。公明性、公正性が非常に求め

られているところですので、今後、財政運営を

健全にしていくためにも、私どもも力を尽くし

たいと思いますし、今度の決算は、今後、委員

会での質疑に移していきたいと思います。あり

がとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、３番川添博議員。

○川添 博議員〔登壇〕（拍手） いよいよ最

後になりました。無所属の会の川添博でござい

ます。

平成18年度決算の認定議案に対しまして、総

括質疑をさせていただきます。

まず、質疑に先立ち、先日急逝された江藤隆

美元衆議院議員に対して、一言申し述べます。

江藤先生は、かつて本県議会にも県議会議員と

して在籍され、その後、国務大臣を歴任して活

躍されるなど、約40年以上にわたる政治活動に

より、宮崎県の発展に大きく貢献されました。

ここに、心より哀悼の意を表したいと存じま

す。

それでは、通告に従い質疑に入らせていただ

きます。若干重複いたしますが、お許しくださ

い。

本県の平成18年度は、御承知のように、もと

もと自主財源の低い脆弱な財政基盤の上に、国

の三位一体改革の影響等により一般財源の３割

を占める地方交付税が減少するなど、より厳し

い財政運営を強いられた年でありました。宮崎

県経済は依然として低迷から脱し切れておら

ず、県民の暮らしぶりは閉塞感に包まれており

ます。そのような中に東国原県政が誕生したこ

とから、県民の県政改革への期待は高まりまし

た。今回の決算は、まさにその第一歩となる決

算であると言えます。私は、そういった県民の

視点から、18年度決算認定のための政策評価や

歳入歳出等の取り組みや成果について、総括的

な質疑を行ってまいります。
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まず初めに、財政改革の成果に関してであり

ます。平成18年度決算においては、歳入歳出と

も前年を下回る中、県債残高や人件費は増加を

しています。18年度における財政改革の取り組

みと成果について、総務部長にお伺いをいたし

ます。

次に、中小企業の振興に関しまして、商工観

光労働部長に、18年度における中小企業振興の

ための取り組みと成果についてお伺いをいたし

ます。

また、18年度における小規模企業者等設備導

入資金特別会計の収入未済額への取り組みと成

果について、お尋ねをいたします。

同じく、商工観光労働部長に、18年度におけ

る県制度融資の利用状況についてお伺いをいた

します。

次に、農産物の販路拡大に関しまして、農政

水産部長に、18年度における「みやざきブラン

ド輸出促進事業」の取り組み状況と成果につい

てお伺いをいたします。

さらに、災害復旧事業に関しまして、県土整

備部長に、17年度に発生した災害の18年度の復

旧の状況についてお尋ねをいたします。

最後に教育長に、18年度における小中学校の

不登校やいじめの実態と、学校及び県教育委員

会の取り組みについて、お伺いをいたします。

以上で壇上からの質疑を終わります。後は質

問者席から行います。ありがとうございまし

た。（拍手）〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えを

いたします。

平成18年度につきましては、財政改革推進計

画の最終年度でありますことから、義務的経費

の圧縮や投資的経費の縮減・重点化、事業の徹

底した見直し、財源確保対策など、財政健全化

に向けた取り組みをさらに積極的に推進したと

ころでございます。具体的には、一般会計に係

る職員数で263名を削減したほか、予算編成に当

たりまして、投資的経費の縮減・重点化により

約180億円、事務事業や県単補助金の廃止・縮小

等により約100億円の削減効果があったものと考

えております。しかしながら、地方交付税等の

大幅な削減や社会保障関係費、公債費の増等に

より、今後も多額の収支不足が見込まれており

ますので、第２期の財政改革推進計画を着実に

推進していくことが必要であると考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、中小製造業振興のための取り組みと成

果についてであります。平成18年度の主な取り

組みといたしましては、まず、企業の取引拡大

を支援するため、県産業支援財団を通じて441件

の取引あっせんを行い、50件の新規取引につな

がっております。また、新商品の研究開発や販

路拡大を支援するため、同財団に６人のコー

ディネーターを配置しまして、1,001件の相談に

対応したところでございます。さらに、技術力

向上や研究開発を支援するため、工業技術セン

ター及び食品開発センターにおいて、2,608件の

技術相談や863件の依頼試験に対応いたしまし

た。このほか、研究開発費の助成や低利融資に

よる金融支援など、中小製造業者のさまざまな

取り組みを支援したところであります。

次に、小規模企業者等設備導入資金特別会計

についてであります。平成18年度末における小

規模企業者等設備導入資金特別会計の収入未済

額につきましては、これまで抵当権の実行や連

帯保証人等に対する強制執行等により回収いた

しました残りが、20件の２億9,116万7,000円と
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なっております。平成18年度は、直接訪問いた

しましたり、電話や文書督促等により回収に努

めたところでありますが、主たる債務者や連帯

保証人の高齢化が進み、回収額は558万5,000円

にとどまっております。

最後に、県制度融資の利用状況についてであ

ります。18年度の県制度の新規融資額は304

億5,901万円で、このうち保証付融資は303

億6,068万円となっておりまして、県制度の99.7

％を占めております。県制度の新規融資額は、

前年度に比較しまして、額で87億6,870万円、率

にしまして40.4％の増加になっております。貸

付別では、経営安定貸付が41億3,760万円、緊急

経営対策貸付が14億7,840万円、産業立地貸付

が10億8,350万円増加しておりまして、この３つ

の貸付で約67億円増加をいたしております。業

種別では、建設業、サービス業、卸売業、小売

業などの利用が伸びておりまして、この４業種

で新規融資額の約７割を占めております。以上

であります。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 みや

ざきブランド輸出促進事業についてでございま

す。本事業では、東アジアを対象に農業団体の

行う本県農水産物輸出の取り組みを支援するた

め、台湾・マレーシアにおける海外市場調査

や、香港・シンガポールにおける農産物フェア

などを実施いたしました。また、「みやざき農

水産物海外輸出促進協議会」を中心として、輸

出促進に向けた体制の整備や輸出情報の共有化

に取り組んだところであります。その結果、香

港やシンガポールなどの高級量販店において、

カンショや完熟キンカンなど、本県農産物の継

続的な取引が行われまして、平成18年度の本県

の輸出量は、前年度の140％となるなど、7.8ト

ンという数量に伸びているところでございま

す。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 17年

発生災害に係る事業の進捗状況についてでござ

います。

まず、公共土木施設災害の復旧についてであ

ります。県が管理いたします道路や河川な

ど1,195カ所が被災しましたが、平成18年度末時

点で1,172カ所の復旧が完了し、残る箇所につい

ても本年度中にすべて完了する見込みでござい

ます。

次に、河川激甚災害対策特別緊急事業につい

てでございます。これにつきましては、平成21

年度の完成を目指しておりますが、平成18年度

末までの進捗状況は、大淀川が約30％、五ヶ瀬

川は約40％となっております。

次に、砂防関係でございます。宮崎市田野町

の別府田野川を初め37カ所において、災害関連
び ゅ う た の が わ

緊急砂防事業を実施しております。平成18年度

末時点で29カ所が完成し、残る８カ所について

も本年10月末で完成したところでございます。

美郷町島戸地区を初め４カ所について、砂防激

甚災害対策特別緊急事業を進めているところで

ございます。平成20年度の完成を目指しており

ますが、18年度末までの進捗状況は30％となっ

ております。

最後に、河川の堆積土砂につきましては、家

屋の浸水被害のおそれがある箇所など、緊急性

の高い箇所から除去を行ってきたところであ

り、平成18年度末までに約150万立方メートルの

除去を実施したところであります。県といたし

ましては、被災箇所の早期完成を目指し事業進

捗を図るとともに、河川の堆積土砂についても

引き続き除去に努めてまいりたいと存じます。

以上でございます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた
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平成18年度における不登校等の実態について

であります。不登校につきましては、小学校

が108名、中学校が768名、いじめの認知件数に

つきましては、小学校が294件、中学校が236件

となっております。各学校におきましては、

「いじめ不登校対策委員会」を設置いたしまし

て、定期的に状況を把握するとともに、児童生

徒・保護者を対象としました「命の大切さを考

える講演会」を開催しているほか、「悩み調

査」の実施などによりまして、早期発見・早期

対応に努めているところであります。また、県

教育委員会といたしましては、教職員のカウン

セリングの技術に係る研修を実施いたしますと

ともに、スクールカウンセラー等の学校への配

置や、子供専用の相談電話をＮＰＯ法人に委託

するなど、教育相談体制の充実を図っておりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○川添 博議員 御答弁ありがとうございま

す。

さて、ここからは政策評価についてお伺いを

いたします。

まず、環境森林部長に、「森林・林業・木材

産業を支える担い手の確保・育成」の施策評価

を「概ね順調」とした根拠について、お伺いを

いたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 評価の判断材

料の一つとなります林業就業者数につきまして

は、林業採算性の悪化など林業を取り巻く厳し

い状況から減少傾向にあり、目標値を下回って

おります。しかしながら、新規の林業就業者数

につきましては、「宮崎県担い手対策基金」を

活用した就労環境づくりや、「緑の雇用担い手

対策事業」による林業就業希望者に対する研修

などにより、87名の目標に対しまして、それを

上回る160名の新規就業者を確保したところであ

ります。また、指標であらわすことが困難であ

りますが、林業後継者で組織する林業研究グ

ループの学習活動等への支援、また、林業に必

要な免許や資格取得の研修などによる意欲ある

担い手の育成が図られるなど、一定の成果も得

られたことから、これらを総合的に判断して、

「概ね順調」と評価したところであります。以

上であります。

○川添 博議員 政策評価の重要性につきまし

ては、改めて申すまでもありません。私は、18

年度決算認定に当たり、その評価の妥当性につ

いて少し検討したいと思います。まず、18年度

の政策評価では、189の施策について評価が実施

され、148の施策、約80％を「順調」もしくは

「ほぼ順調」とされています。どういう判断基

準で評価を実施されたのか、総合政策本部長に

お伺いをいたします。

○総合政策本部長（村社秀継君） 政策評価に

ついてでございます。政策評価の評価基準につ

きましては、数値目標の達成状況に加えまし

て、例えば人材の育成だとか意識の醸成など、

数値化するのが困難な成果も判断材料とし、総

合的な評価を行ったところでございます。な

お、評価の結果につきましては、効率的、効果

的な施策の推進に生かすこととしておりまし

て、新たな総合計画の重点施策でもあります

「新みやざき創造戦略」の推進に資するととも

に、新規事業の構築など、今後の予算編成にも

反映させていくことといたしております。

○川添 博議員 先ほどの環境森林部長の御答

弁によりますと、新規林業就業者数が目標を上

回っており、総合的な判断で「概ね順調」とい

うことでございますが、実際には林業就業者数

はここ３カ年で1,000人減少しております。外部

平成19年11月27日(火)
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的な要因も多々あるとは思いますが、この目標

値の年間87人増加という目標自体が、今後の林

業担い手問題の課題解決のために資するかどう

か疑問でございます。私ならば、これから努力

をしようの「Ｃ」をつけて、もっと厳しい現状

認識を持ち、進捗状況や施策の再検討を行いま

す。人材育成など数値化できない部分で多大な

成果があった場合は、評価に値する具体例を明

示し、数値につながっていく理由を説明するこ

とも必要かと思います。

また、もう一つの例として、18年度の県内中

小企業の状況については、保証協会の制度融資

の利用等が順調に行われているようです。一

方、18年度工業統計調査によると、製造業にお

いては、製造品出荷額や付加価値額、また従業

員数ともやや上向いている傾向にはあるもの

の、事業者数については減少をしております。

依然として、いずれも九州７県で最下位であり

ます。一部の業種の増加はあるものの、全体の

底上げには至っていないと思います。中小企業

振興のほとんどの項目で「概ね順調」とされて

いますが、実際に県内中小企業に景況感は感じ

られません。

私は、政策評価のすべてがおかしいとは申し

ません。今回御答弁いただいた、県土整備部の

過年度に及ぶ災害復旧や、教育委員会の深刻な

いじめの問題等については、努力を要する

「Ｃ」評価となっており、厳しい現状認識で妥

当と考えます。18年度決算認定に当たって、こ

のような厳しい県政の実情を勘案したときに、

県民の満足度と県庁の満足度に乖離があるので

はないかと考えます。その理由は、施策の評価

が政策課題の根本的な解決に至っておらず、評

価と実態が一致しないものが見受けられるから

でございます。そこで、簡単なことではないか

と思いますが、政策課題の計画的で根本的な解

決のために、評価シートを改善する余地はない

のか、総合政策本部長にお伺いをいたします。

○総合政策本部長（村社秀継君） 施策の評価

でございますけれども、評価に当たりまして

は、まず、各施策の担当部局が、数値目標ある

いは具体的な成果に基づき評価を行いますとと

もに、さらに総合政策本部で全庁的な視点から

確認を行い、必要に応じて担当部局と協議・調

整するなど、できるだけ客観的な評価となるよ

う努めているところでございます。しかしなが

ら、政策評価はまだ十分完成された仕組みとは

言えませんので、今後とも、見直しや改善を加

えてまいりたいと考えておるところでございま

す。

○川添 博議員 政策評価は、県民の血税が

しっかりと諸課題の解決のために有効に使われ

たのか、また、我々県民がしっかりと県政を見

詰めていくためにも、大変意味のあることと思

います。目標値設定をもっと実態に即したもの

に改めることや、外部からの評価を取り入れる

など、政策評価の抜本的な改善を要望いたしま

す。

最後に、収入未済額の圧縮の取り組みでござ

います。

18年度一般会計の収入未済額は前年度比ほぼ

横ばいで、圧縮が図られておりません。県税及

び県税以外の主なものについて、収入未済額、

不納欠損額の改善の取り組みを総務部長にお伺

いいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 平成18年度の収入

未済額は28億6,535万円余、不納欠損額は２

億8,702万円余となっております。

次に、改善策でありますが、まず、県税につ

きましては、収入未済額の約５割を占めます個

平成19年11月27日(火)
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人住民税について、賦課徴収権が委任されてお

ります市町村を支援するため、滞納整理実務研

修等に加えまして、新たに県による直接徴収に

取り組んだところでございます。また、収入未

済額の約３割を占めます自動車税につきまして

は、新たにインターネット公売やタイヤロック

による一斉差し押さえ等の対策を実施したとこ

ろでございます。

県税以外の主なものとして申し上げますと、

公営住宅使用料につきましては、滞納整理強化

月間を設定し、組織的に納付指導に取り組んで

おりますほか、悪質な滞納者に対しては明け渡

し訴訟等の法的措置を講じているところでござ

います。また、児童保護費負担金につきまして

申し上げますと、未収金徴収強化月間を設定

し、保護者への重点的な納入指導や夜間の徴収

等に取り組んでいるところでございます。さら

に、本年10月からは債権管理事務嘱託員２名を

配置し、債権回収体制を充実させたところでご

ざいます。

なお、収入未済のうち、債権の消滅時効の完

成や破産法による免責の場合等は、不納欠損金

として整理することになりますので、時効の中

断等必要な対策をとりながら、適正な債権の確

保に努めてまいりたいと考えております。

○川添 博議員 この28億円余の収入未済額に

ついては、厳しい財政環境や、県民の公平な税

負担という見地から、積極的に圧縮していく必

要があります。私は、今までの縦割りの管理で

はなく、総務部による一括管理といいますか、

回収促進専担チームを設置するなどして、収入

未済額の圧縮目標額を決めて、基本計画に明確

に定め、より迅速で効率的な収入未済額の圧縮

方法へ発想を転換すべきときではないかと考え

ます。今後、管理の手法について御検討をお願

いしておきます。

最後になりますが、県民から見て、昨年度は

しっかりと県政運営ができたのか、すなわち適

正に歳入の処理が行われ、また効果的な施策が

実効を上げたのかを明確にすることが必要であ

ります。政策評価を含めて18年度決算をしっか

りと検証し、また深く精査することが、今後の

事業仕分けや財政改革にもつながっていくもの

と思います。今後とも県民のために新しい視点

で、実効性の上がる先進的な県政運営をお願い

申し上げて、以上、簡単ですが、私の質疑を終

わります。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で総括質疑は終わりまし

た。

◎ 議員発議案送付の通知

○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会より議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読いたさせます。

〔事務局長朗読〕

平成19年11月27日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 議会運営委員長 濵砂 守

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

普通会計決算特別委員会の設置について

◎ 議員発議案第１号上程、採決

○坂口博美議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号を議題といたします。

お諮りいたします。
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本案については、会議規則第39条第２項及び

第３項の規定により、説明、質疑及び委員会の

付託を省略して直ちに審議することに御異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

本案は原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、議員発議案第１号は原案のとおり可決され

ました。

◎ 議案第７号普通会計決算特別委員会付託

○坂口博美議長 次に、議案の委員会付託につ

いてお諮りいたします。

今回提案されました議案のうち、議案第７号

「平成18年度決算の認定について」は、ただい

ま設置が決定しました普通会計決算特別委員会

に付託することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

あすからの日程をお知らせします。

明日28日から12月９日までは、普通会計決算

特別委員会及び議案調査等のため、本会議を休

会いたします。

次の本会議は、12月10日午前10時開会、一般

質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時40分散会



12月10日（月）
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◎ 議長の報告（普通会計決算特別委員会

正副委員長互選結果）

○坂口博美議長 ただいまの出席議員45名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

ここで、さきに実施されました普通会計決算

特別委員会における正副委員長互選の結果を報

告いたします。

その氏名を事務局長に朗読いたさせます。

〔事務局長朗読〕

普通会計決算特別委員会

委 員 長 中 村 幸 一

副委員長 中 野 明

○坂口博美議長 以上で報告は終わりました。

◎ 議案第16号から第21号まで追加上程

○坂口博美議長 次に、本日の日程は一般質問

でありますが、お手元に配付のとおり、知事よ

り議案第16号から第21号までの送付を受けまし

たので、これらを日程に追加し、議題とするこ

とに御異議ございませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○坂口博美議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいま提

案いたしました議案の概要について御説明申し

上げます。

まず、議案第16号、平成19年度一般会計補正

予算案についてであります。今回は、東九州自

動車道の高鍋―西都間における行政代執行に要

する経費について、補正予算を編成することと

いたしました。補正額は一般会計1,000万円であ

ります。この結果、一般会計の歳入歳出予算規

模は5,682億3,608万9,000円となります。

今回の補正の内容について御説明申し上げま

す。東九州自動車道の門川―西都間につきまし

ては、現在34カ所の補償金目的の植栽行為が確

認されているところであります。このうち高鍋

―西都間の２カ所につきましては、去る10月４

日に宮崎県収用委員会が損失補償なしとの裁決

を行い、土地の明け渡し期限を11月23日までと

しておりましたが、いまだ樹木等の撤去がなさ

れていない状況であります。このため、11月26

日、起業者である西日本高速道路株式会社から

県に対し行政代執行の請求がありましたことか

ら、今般、樹木撤去等の代執行手続に要する経

費について措置することといたしました。これ

に要します歳入財源は繰入金62万2,000円、諸収

入937万8,000円であります。県といたしまして

は、西日本高速道路株式会社が公表している門

川―西都間の平成22年度から平成26年度までの

順次供用について、県民の皆様の強い期待にこ

たえるべく、一年でも一日でも早く開通できる

よう全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

続きまして、議案第17号は、収用委員会委員

稲留一哉氏が平成19年12月28日をもって任期満

了となりますので、その後任委員として田中寛

氏を任命いたしたく、また議案第18号は、収用

委員会委員熨斗新八郎氏が平成19年12月28日を

もって任期満了となりますので、その後任委員

として同じく熨斗新八郎氏を任命いたしたく、

土地収用法第52条第３項の規定により、県議会

平成19年12月10日(月)
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の同意を求めるものであります。

次に、議案第19号は、収用委員会予備委員眞

茅喜久氏の後任予備委員として同じく眞茅喜久

氏を任命いたしたく、また議案第20号は、現

在、収用委員会予備委員１名が欠員となってお

りますので、予備委員として島内清茂氏を任命

いたしたく、土地収用法第52条第３項の規定に

より、県議会の同意を求めるものであります。

最後に、議案第21号、拡大造林事業特別会計

補正予算案についてであります。県営林におけ

る農林漁業金融公庫からの借入金について、伐

採予定時期を10年以上延長することを借りかえ

条件とした低利の転換資金が創設されたことか

ら、利子負担の軽減を図るために、借りかえに

要する経費を措置することといたしました。補

正額は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ７

億5,900万円を追加するとともに、地方債につい

て、新たに７億4,460万円を措置するものであり

ます。よろしく御審議のほどお願いいたしま

す。以上です。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○坂口博美議長

一般質問◎

それでは、ただいまから一般○坂口博美議長

質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、13番前屋敷恵美議員。

〔登壇〕（拍手） おはよう○前屋敷恵美議員

ございます。きょうから始まりました一般質問

のトップを務めさせていただきます、日本共産

党の前屋敷恵美でございます。

それでは、早速質問に入ります。

まず、知事の政治姿勢について伺います。

先月28日、知事公舎で開いた県民ブレーン座

談会の場で、知事が「徴兵制はあってしかるべ

き」と発言した問題が、マスコミ各紙で報道さ

れました。そして、県内外から抗議が殺到した

ことも報じられています。我が党は30日、この

知事発言は戦争肯定につながる重大な発言だと

して抗議し、発言の撤回を求める申し入れを行

いました。徴兵制とは、国民が軍務に服するこ

と、すなわち国が軍隊を持つことを意味しま

す。しかし、現憲法は、日本の引き起こした戦

争の反省の上に立って、その９条で戦争放棄を

宣言し、戦力不保持を明記しています。した

がって、徴兵制は現憲法上認められないもので

あり、「徴兵制はあってしかるべき」などとい

う発言は、憲法遵守の立場に立たなければなら

ない知事としては許されるものではありませ

ん。まずは、この発言の撤回、取り消しを求め

るものです。

後は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 徴兵制発言○知事（東国原英夫君）

等についてであります。さきの発言につきまし

ては、今日の我が国において、国民の規範意識

の欠落、希薄化、あるいは道徳観の崩壊が強く

感じられる中で、教育論として、また社会構造

の変化への対応策として、農林水産業分野、医

療介護分野、災害復旧・消防分野等について、

若者を一定期間、義務的に学習させる制度を国

の政策として構築すべきではないかと常々考え

ていたことから申し上げたものでございまし

た。しかしながら、さきの発言については、例

え話としては飛躍し過ぎていて、不適切な発言

だったと認識しております。以上でございま

す。〔降壇〕
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私は、今回の知事の発言○前屋敷恵美議員

は、公人でないときの話であったとしても、今

の時代、問題だというふうに思いますが、まし

てや、知事の立場で例え話として片づけられる

ものではないというふうに思います。しかも、

知事は、マスコミに「カメラは回さないで」と

断って徴兵制発言をされましたが、十分に批判

が出ることを想定しての発言だったのではない

でしょうか。そうであれば、さらに問題だとい

うふうに私は思います。若者に道徳や倫理観、

社会のモラルが欠けている、だから強制的に規

律を重んじる機関で教育することが必要だと考

えておられるようですが、今、防衛庁を舞台に

繰り広げられている、軍事費に群がる企業や官

僚の規範意識、道徳や倫理観をどのようにお考

えでしょうか。社会のモラルハザードは、こう

した中から起きているのではないでしょうか。

ましてや、若者を徴兵や徴農などという絶対服

従の体制の中において教育すること自体、精神

主義で国民を戦争に駆り立てていった、間違っ

た教育に逆戻りすることではないでしょうか。

押しつけや強制の中では人の心は育ちません。

このことについてどうお考えでしょうか。

昨今、日本全体の倫○知事（東国原英夫君）

理意識、規範意識というのが欠如している、そ

う思っております。それは子供から大人までそ

うであると思っております。特にそういった社

会を是正するというか、そういうところでは教

育というものが非常に重要なポジションを占め

ると思っております。もちろん教育は、地域社

会あるいは家庭、学校の三位一体でやらなけれ

ばいけないことはもとより、その三位一体でや

らなければいけない教育が、今いかがでしょう

か。崩壊しつつある部分もあるのではないかと

考えております。少年犯罪の若年化 もちろ―

ん規範意識あるいはモラルを持った若者も大勢

おります。しかし、一部の人間といいますか、

かなり多くの部分でそういった規範意識、モラ

ル意識が欠如しているものと考えています。そ

の中で、今の学校教育、家庭教育、地域教育が

できない部分を、ある意味、ある程度義務化し

て、若者に就業体験などをさせる時期がある程

度あってもいいんじゃないかと考えての発言で

ございました。以上でございます。

子供たちや若者にだけ規範○前屋敷恵美議員

意識や道徳意識を強要するというのは、いかが

なものかというふうに思います。社会全体の問

題としてとらえていかなければならない問題だ

というふうに私は思っております。強制の中か

らは、決して素直な心も道徳も育つはずがない

というふうに私は思います。

ここで、改めて知事の平和や歴史の認識につ

いて伺いたいと思います。

知事はこれまで、外国人特派員協会の会見

で、「従軍慰安婦の存在は確証がない」との発

言や、靖国神社を参拝するなどしていますが、

従軍慰安婦を強制され犠牲となった韓国の方々

が、女性として、また人間としての尊厳をかけ

て、日本政府へ真摯な謝罪を求めています。ま

た、靖国神社は、日本の侵略戦争を正義の戦争

だったと正当化する場にしている神社です。そ

こに、日本が引き起こした侵略戦争への反省は

全くありません。ですから、政府の閣僚が参拝

すること自体、国内外で厳しい批判を受けてい

るわけです。一連の知事の発言や行動は、歴史

の史実を認めず、世界の平和の流れに逆行して

いるのではありませんか。知事の見解を伺いた

いと思います。

最初の質問でござい○知事（東国原英夫君）

ますが、強制は社会の秩序をなくすものではな
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いかというような発言がございましたが、義務

というのは、教育も、納税もそうですが、ある

程度強制を伴っております。そしてまた、従軍

慰安婦問題に関しましては、平成５年８月４日

の内閣官房長官談話が政府の基本的立場であり

ますので、私としてはこれを尊重したいと考え

ております。以上です。

知事、歴史の史実、真実は○前屋敷恵美議員

一つです。この史実をしっかりと踏まえて、戦

争放棄の平和憲法遵守の立場で、これからの県

政に当たっていただきたい、このことを強く申

し上げるものでございます。

次に、在日米軍再編に伴っての新田原基地で

の米軍訓練移転問題に関して伺います。

我が党は先月20日、在日米軍再編に伴う新田

原への米軍訓練移転の中止を求めて、防衛省に

要請を行いました。その中で防衛省は、日米両

政府が基地滑走路の補強や米軍宿舎の建設など

新たな基地強化を検討していることを明らかに

いたしました。このことは、ことしの３月、新

田原基地で日米共同の現地調査が行われて、滑

走路の損傷が激しいなどの指摘を受け、Ｆ15戦

闘機のみならず、Ｃ17大型輸送機も使用可能に

する、恒常的な大規模訓練に必要な施設の改善

が求められたことによるものです。我が党は、

こうした米軍の大規模訓練のための基地の整備

強化は、新田原基地の米軍基地化につながり、

騒音被害をさらに拡大させ、事件や事故の危険

性を増大させるもので許されないと、厳しく抗

議をいたしました。知事は、こうした基地の再

編強化が行われようとしていることについて、

どのように受けとめられるでしょうか。お伺い

したいと思います。

在日米軍再編は、我○知事（東国原英夫君）

が国の平和と安全保障に関することであり、国

において適切に対処されるものと認識しており

ますが、私は知事として、県民の生命や財産を

守る責務がありますので、地元の負担や不安が

軽減されるよう、機会あるごとに、地元自治体

と九州防衛局との協定書を遵守し万全の対策を

講じるよう、国に対して申し入れを行ってきた

ところであります。県といたしましては、今後

とも地元自治体と十分連携をとりながら、地域

の安全・安心の確保に努めてまいりたいと考え

ております。

その協定が今、非常に危う○前屋敷恵美議員

くなってきている状況があるわけです。この協

定では、基地の訓練使用は年４回、56日以内と

なっていました。ところが、この４回を取り

払って、年間56日以内であればいつでも使え

る、このような協定無視を平気で行うことを

今、明らかにしています。しかも、新田原基地

に配備されているＦ15戦闘機は、墜落事故を頻

繁に繰り返している機種です。先月もアメリカ

・ミズリー州で墜落事故を起こして、同機種の

訓練が一時ストップされました。しかし、十分

な原因調査も行われないままに訓練が再開をさ

れて、この新田原でも再び訓練がＦ15戦闘機を

使って行われています。これでどうして住民の

安心・安全の暮らしが保障されるでしょうか。

訓練再開に当たって、県のほうにそういう連絡

通知はあったのか、もしなければ、原因究明を

求めて公表することを要請するべきだというふ

うに思いますが、いかがでしょうか。

訓練に関しては、日○知事（東国原英夫君）

米安全保障条約のもとになされているわけでご

ざいまして、我が国の平和と安全の保障につい

ては、国において適切に対処されるものと考え

ております。

しかし、この協定がどんど○前屋敷恵美議員
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んなし崩しにされるという状況では、住民の安

全・安心は守れないわけですから、その一つ一

つに県として責任ある立場で対処していただき

たい、このように思うところです。

また、私どもは防衛省に、住民の健康被害に

ついて、特に難聴問題についても対応するよう

に求めました。ところが、防衛省は、平成９年

に調査したが因果関係は確認できなかった、だ

から今後も調査するつもりはないと、まことに

無責任な態度でありました。しかし、調査をし

た激甚地区の717世帯では、6.7％が難聴を訴え

ておられます。静かに暮らしたいという当たり

前の願いすら踏みにじってはばからない訓練

は、さらに米軍の訓練移転で騒音被害はより深

刻になるというふうに思われます。

また、先月５日から16日には、新田原基地も

参加をして日米共同統合演習が行われました。

今回の演習は、イラク戦争やアフガンを想定し

て、日本全土と周辺海域で弾道弾ミサイル対処

訓練など、より実践的な、大規模な演習が強行

をされたところです。アメリカのこうした地球

的規模で行う先制攻撃戦略に基づく在日米軍再

編の本質を、日本は今しっかり見きわめなけれ

ばならないときにあるのではないでしょうか。

日本がこうしたアメリカの先制攻撃戦略に加担

をして、再び戦争する国に向かっていこうとす

る、この国の誤りを今こそ食いとめなければ、

私どもは大きな禍根を残すというふうに思いま

す。そのためにも、この宮崎から米軍訓練移転

の受け入れを撤回する立場を、改めて知事とし

て表明すべきではないでしょうか。見解を伺い

たいと思います。

国の政策で、国際社○知事（東国原英夫君）

会貢献あるいは日米安全保障条約等に照らし合

わせて適切に対処してもらっていると思いま

す。以上でございます。

国がやることだから仕方が○前屋敷恵美議員

ないと、そのまま受けとめていたのでは、県民

の皆さんの暮らし、平和は守ることができない

というふうに思います。やはり問題が起きれば

対処していく、その立場を貫いていただきた

い、このように思います。

では、次に移ります。

次は、後期高齢者医療制度について伺いま

す。

来年４月から実施されようとしております後

期高齢者医療制度は、75歳以上の人を後期高齢

者と呼び、ほかの世代から切り離して独立した

医療保険にするもので、際限のない負担増と差

別医療をもたらすとして、実施を前に強い批判

が噴出をしております。具体的には、健康保険

等の扶養家族となっていて保険料を負担してい

ない人も含め、75歳以上のすべての高齢者が保

険料を払うことになります。しかも、介護保険

と同様に、年金から保険料は天引きをされる。

保険料を払えない人からは保険証を取り上げ、

医療が受けられなくなります。また、受けられ

る医療にも上限をつけて、包括払い（定額制）

という別建て診療報酬を設けるとしています。

保険料も示されたところですけれども、新たな

負担を強いられる高齢者には、まさに過酷な状

態が及ぼうとしています。

こうした余りにも高齢者の実態を見ない内容

に、日本医師会が制度の全般的な見直しを求め

る見解を発表し、全国で老人クラブを初め国民

の不安と怒りの声が上がっています。高齢者に

「これでは、うば捨て山じゃないか」と言わせ

るような後期高齢者医療制度の撤回を政府に求

めるべきと思いますが、福祉保健部長の答弁を

求めます。
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後期高齢者医○福祉保健部長（宮本 尊君）

療制度は、今回の医療制度改革の大きな柱の一

つである、超高齢社会を展望した新たな医療保

険制度体系の実現ということから、制度の創設

が行われたものであります。今後、高齢化のさ

らなる進展により老人医療費の増大が見込まれ

ていることから、国民皆保険を堅持し、将来に

わたり医療保険制度を持続可能なものとしてい

く必要があることから、この制度が円滑に行わ

れることが重要でありますので、県としても、

しっかり取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

政府はこれまでも、とりわ○前屋敷恵美議員

け高齢者に対して負担増を強いるなど、一連の

やり方を行ってきましたけれども、この後期高

齢者医療制度は、その中でも高齢者いじめのき

わみだというふうに思っています。この制度の

運営は、各県の広域連合が行うことになります

けれども、特に低所得者に対して、保険料や窓

口一部負担の減免を行うなど、医療を受けられ

ない事態が生じないようにすることが必要で

す。また、75歳以上であっても、病気の早期発

見・早期治療は大切です。これまで市町村が実

施をしておりました健診内容が後退しないよう

にすることが重要だというふうに思います。

そこで、県が、広域連合が独自に低所得者層

の保険料の減免措置を講じるための財源補助、

また健診事業に対しての補助をすることが求め

られていると思います。当然、国に対してもそ

の負担の責任を負うことを求めることも必要で

すが、県からのこうした助成をぜひ実現させる

べきだというふうに思います。部長の見解をお

願いいたします。

後期高齢者医○福祉保健部長（宮本 尊君）

療制度におきましては、低所得者に対する保険

料の負担軽減措置、こういったものがとられて

おります。この負担軽減のための支援措置とし

ての保険基盤安定制度、あるいは高額医療費の

負担に対する支援、こういったものは県が負担

をしておるところでございます。県としては、

こういった支援をしながら、関係機関と一体と

なって、制度運営が円滑に行われるよう取り組

んでまいりたいと思っております。また、後期

高齢者に対する健康教育とか健康相談、あるい

は健康診査などの保健事業につきましては、広

域連合が法律上、事業の一環として実施に努め

なければならないことになっておりますので、

県としては独自の支援については考えておりま

せん。

それは、制度の中で決めら○前屋敷恵美議員

れた減額措置が講じられるということでありま

して、高齢者に対しての負担は非常に重いもの

があるわけです。ですから、県の新たな助成と

いうのは、広域連合が、高齢者の健康と医療を

守る特別の公共団体として総合的な役割、責任

を果たしていくためには、とりわけ必要なこと

だというふうに思います。私は、ぜひ検討して

いただいて、宮崎の今日を支えてこられた高齢

者の皆さん方の健康と暮らしを守るためにも、

県はその責任の一端をぜひ担っていただきたい

というふうに思います。

今、政府は、この制度実施を前にして、制度

導入にあわせて始まる70歳から74歳の窓口負担

の１割から２割への倍加を１年延期する、ま

た75歳以上の被扶養者が新たに負担を迫られる

保険料を半年凍結する、このような負担軽減措

置を打ち出しております。しかし、負担の先延

ばしをする一時しのぎの対策でしかありませ

ん。導入前から、まさに欠陥のある制度だとい

うことも物語っているというふうに思うわけで



- 82 -

平成19年12月10日(月)

す。世界に例のない年齢差別の後期高齢者医療

制度の実施を中止して、だれもが安心してかか

れる医療制度に改革することこそが必要である

というふうに思います。このことを申し上げま

して、ぜひ県がその役割を担っていただくこと

を要望したいというふうに思います。

では次に、同じく福祉保健部長にお答えをい

ただきますけれども、障害者自立支援法施行に

伴う県の施策についてお伺いをいたします。

昨年４月にこの自立支援法が施行されて、１

年半が経過をいたしました。我が党国会議員団

は、ことし８月から９月にかけて、２回目の障

害者自立支援法の影響調査を行いました。既に

１回目の調査でも、利用料が応能負担から応益

負担に変わったことで、障がい者やその家族に

過酷な負担を強いていることが明らかになりま

したが、県内での状況も例外でないことは、

私、６月議会でも申し述べたところです。今回

の調査の中でも、ある身体障がい者入所授産施

設で、給食費負担が重くなったことで通所者が

給食をとらなくなった、こうしたことなどが生

じていることが報告をされています。政府が発

表した調査でも、施設利用を中止した人が1,625

人、利用日数を減らしている人は4,114人にも

上っています。また、事業所の運営も、報酬が

月払いから日払いになったことによって、１割

から２割の減収を余儀なくされ、運営が困難に

なり、その結果、利用者や家族に新たな負担を

求めたり、職員の削減にも及んでいます。改め

て、この自立支援法施行後、県内の利用者や施

設運営の状況などがどうなっているのか、ま

た、地域での生活の受け皿となるグループホー

ムの整備はどうなっているのか、お伺いしたい

と思います。

まず、障害者○福祉保健部長（宮本 尊君）

自立支援法施行後の施設の運営状況につきまし

ては、報酬の日額化などによりまして、収入の

減少が見られておりますけれども、国の特別対

策で、今年度から法律施行前の９割の報酬が保

障されることとなったため、一定程度の改善が

図られていると考えております。

次に、施設からの退所者につきましては、県

のほうでも調査をいたしておりますが、県内に

は約3,000名の施設利用者がおられます。このう

ち、昨年の４月から６月までの３カ月間で33名

の方が施設を退所されております。また、昨年

の７月からことし６月までの間では、１名の退

所にとどまっております。

それから、グループホームの整備につきまし

ては、現在85カ所、定員431名となっておりまし

て、引き続き必要な整備を進めることとしてお

ります。以上です。

この自立支援法の施行に○前屋敷恵美議員

よって負担が増大をしてきた障がい者の方や家

族の方には、大変な状況が強いられているわけ

です。政府はこうした実態の中で、利用料負担

の上限額の軽減などを含んだ1,200億円になる特

別対策を昨年12月に打ち出さざるを得なくなり

ました。しかし、障がい者が精神的にも金銭的

にも過酷な負担を強いられていることには変わ

りはありません。やはり応益負担の撤回こそ必

要ではないかというふうに思います。そこで、

国に応益負担の撤回を求めるとともに、利用料

の負担軽減、また作業所への助成など、県独自

の支援策を講じるべきだというふうに思います

が、改めて部長の答弁、見解を求めたいと思い

ます。

障害者自立支○福祉保健部長（宮本 尊君）

援法、１割負担ということでありますが、それ

につきましては、それ相応の低所得者に対する
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負担の軽減措置等が措置されておりまして、県

としては、それについての支援もやっておると

ころでございます。県独自の支援といいまして

も、今の制度の中での支援について取り組んで

いきたいというふうに思っております。

制度の中での支援だけでは○前屋敷恵美議員

足りないから、県の新たな助成を求めているわ

けでありまして、障がいを抱える方々の立場に

立った施策をぜひ検討していただきたい、この

ように思います。

また、障害程度区分の問題では、厚労省が示

しました、平成23年度までに入所施設利用者の

１万1,000人削減を目標にして、今、全国の自治

体で、障害福祉計画に基づいて、障がい程度が

３以下の人が施設退所の基準となることが、家

族にとっては大きな不安材料となって、もう既

にこういうことを聞いた方が退所をされてい

る、こういう状況が今、広がっております。特

に問題なのは、知的障がいや精神障がいについ

て、実態に即した程度区分の判定が行われるか

どうかということであります。直接は市町村が

判定を認定するわけですが、実態に合った認定

になっているのか、今の現状はどうかをお聞か

せいただきたいと思います。

障害程度区分○福祉保健部長（宮本 尊君）

につきましては、いわゆるコンピューターによ

る１次判定、それをもとに福祉や保健等の有識

者で構成する市町村審査会での２次判定を経て

認定を行っておるところでありますが、特に知

的障がい、精神障がいについては、障がいの特

性から、１次判定で低い認定結果になりがちで

あるということは認識をしております。このよ

うなことから、県におきましては、特に２次判

定を行う市町村審査会で、障がい者の実態を踏

まえ慎重な審査を行うよう、市町村を指導して

いるところであります。また、国に対しまして

も、１次判定が障がいの特性を反映したものと

なるように、全国知事会等を通じまして、見直

しを要望しているところであります。

ぜひ、認定に当たっては、○前屋敷恵美議員

機械的な判断で３以下の人を一律に退所させる

ことがないように、徹底して市町村への県の指

導を強めていただきたいというふうに思いま

す。

障害者自立支援法は、今、国民の声に押され

て、この１年の間に２回も制度の手直しを迫ら

れるなど、まさに欠陥法律であることが明らか

になっております。障がい者にとって最もふさ

わしくない法律だと言えるわけです。私は、早

急に県からも、応益負担の廃止や、施設への報

酬を月払いに戻し、経営の安定を保障するこ

と、小規模作業所への補助基準の大幅な引き上

げ、障がい者一人一人の実態に合った障害程度

区分の認定基準の見直し、また医療費１割負担

の撤回などを積極的に国に要望する、働きかけ

ていくことが必要だと思います。再度このこと

を要求したいと思います。ぜひ、国へも県内の

障がい者の実態を伝えて、制度の改善に向けて

取り組んでいただきたいと思います。

いろんな新し○福祉保健部長（宮本 尊君）

い制度で、始まった当初、いろいろ円滑にいか

ない部分もあるかと思いますが、それにつきま

しては、国に対して要望すべきところは要望し

ていきたいと思います。

では、次に移ります。○前屋敷恵美議員

入札制度改革に伴っての諸問題、特に建設業

の倒産と失業対策について伺います。

官製談合事件から１年が経過し、現在、司法

の場で一連の事件の解明が進められています。

県は、この事件で浮き彫りにされた県の談合体
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質の一掃に着手し、入札改革を進め、来月には

指名競争入札が全廃をされ、すべて一般競争入

札で行われることになります。談合を廃し、透

明性を確保し、条件に応じてだれでも入札に参

加できるという点では、開かれた公共事業の発

注・受注であることは間違いありません。とこ

ろが一方で、落札率が７割台に下がり、経営難

に陥る会社も出ています。また、公共事業の大

幅な削減と相まって、ことしに入って建設業の

倒産は10月までに50件、負債総額は119億円余に

上っていることが明らかにされています。この

ことは、地域経済にも大きく影響をし、何と

いっても多くの失業者をつくってしまうという

点でも大問題だというふうに思います。県は、

入札制度改革に当たって、県内業者や地元業者

優先の地域要件を加味するなどの手だてを講じ

られてきたというふうに思いますが、それが徹

底されているのか、お尋ねしたいと思います。

県土整備部長の答弁を求めます。

建設産業は、○県土整備部長（野口宏一君）

社会資本の整備を通しまして県民の生活を支え

るとともに、災害時の緊急対応や雇用の受け皿

として大きな役割を担っているところでござい

ます。このため、入札制度の改革に当たりまし

ては、地域における建設産業の役割を考慮し、

県発注工事については、原則県内業者に発注す

るとともに、工事の規模や種類などを勘案し

て、地域要件を設定しているところでございま

す。さらに、県発注工事の全受注者に対しまし

ては、契約ごとに、工事施工に当たり、その一

部を下請に出す場合には県内業者に優先的に発

注すること、また、建設資材を購入する際には

県内業者から購入することを要請しておりま

す。

先ほども申しましたが、公○前屋敷恵美議員

共事業の総額が大幅に縮小されるという状況の

中で、厳しい経営状況に置かれています建設産

業の活性化のために、県としてどのような施策

を講じているのか、また、建設業者が新たな分

野に進出する、また挑戦するために、県として

の支援を行っているというふうに聞いておりま

すが、どのような内容なのか、あわせてお答え

いただきたいと思います。

県におきまし○県土整備部長（野口宏一君）

ては、平成16年12月に宮崎県建設産業活性化プ

ランを策定し、関係部局と連携を図りながら、

経営革新に取り組む意欲のある企業を支援する

とともに、技術と経営にすぐれた企業が適正に

評価され、伸びていける環境づくりを進めてい

るところでございます。一例を申し上げます

と、専門家によります経営相談窓口の設置や、

新分野進出を促進するためのセミナーの開催、

経営革新プラン策定に要する経費助成等を行っ

ているほか、入札参加資格審査におきまして、

技術力のある企業を高く評価しているところで

あります。また、９月補正予算におきまして

は、建設産業支援対策事業等を創設いたしまし

て、専門家による地区別講習会の開催や新分野

への進出を促進するための助成などにも取り組

んでいるところでございます。

新しい分野に進出するそう○前屋敷恵美議員

いった企業を応援するために、助成も行ってい

ると聞いているんですけれども、その具体的な

中身についてお答えください。

この制度でご○県土整備部長（野口宏一君）

ざいますが、経営基盤の強化を図るため、建設

業を営みながら、新分野への進出・定着を図る

ために必要な経費を助成するものでございまし

て、設備整備に必要な経費や、新分野で必要と

される技術習得のための研修経費、販路開拓の
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ための見本市出展経費など広く助成の対象とし

ているところで、１社当たり50万円を限度とし

ております。なお、11月中旬から実施しており

ます地区別の講習会におきまして、助成制度の

内容について十分周知を図るとともに、現在、

補助金の交付申請を受け付けているところでご

ざいます。

限度額が50万円の支援とい○前屋敷恵美議員

うことでありますけれども、この程度では、新

分野に挑戦をして何とか経営をつないでいこう

という、それには少額過ぎるのではないかとい

うふうに私は思います。企業誘致の対策費など

と比較をしても、かなり少額だというふうに思

いますが、もっと手だてを講じてもいいのでは

ないか、そしてまた、系統的なその後の支援も

必要だというふうに思いますが、いかがでしょ

うか。

今回の助成制○県土整備部長（野口宏一君）

度につきましては、大幅な公共事業費の減少に

伴い倒産も倍増するなど、建設産業を取り巻く

環境が大変厳しくなっておりますことから、こ

れまでの支援策に加えまして、建設業者の新分

野への進出意欲をさらに高めるため、補助金の

給付にまで支援策を拡大したというものでござ

います。この補助金につきましては、機械器具

の購入やノウハウの取得など、初期経費の一部

を支援するものであり、本格的な事業展開に当

たりましては、中小企業融資制度など従来の支

援施策を活用していただくという形になりま

す。

いずれにしましても、企業○前屋敷恵美議員

の倒産を防いで、新たに地域で頑張っていただ

く企業を育てていくためにも、継続的な支援を

ぜひ、支援費の増額も含めて検討していただき

たいというふうに思います。

次に、失業対策について伺います。

現在、雇用情勢は極めて厳しい状況にありま

すが、相次ぐ建設業者の倒産などで新たな失業

者がふえています。10月の倒産はことし最多

の14件、そのうち７件が建設業者という状況に

あります。雇用を確保することも重要ですが、

失業者をつくらないことがより重要になってい

ます。建設業に限らず、企業を支えるこうした

方策を講じることが必要と思いますが、商工観

光労働部長の見解、対策をお聞きしたいと思い

ます。

失業者の○商工観光労働部長（高山幹男君）

対策についてでありますけれども、これにつき

ましては、ハローワークによる職業紹介のほ

か、雇用相談員によります就職相談、あるいは

新たな技能の習得を求める離転職者への職業訓

練などにより、再就職の支援に努めておりま

す。また、地域への影響が懸念されるような企

業倒産が発生した場合には、関係機関と一体と

なりまして、情報収集に努めますとともに、雇

用保険の早期支給などに取り組んでいるところ

でありますけれども、今後とも労働局等と緊密

な連携を図りながら、再就職の支援に努めてま

いりたいと考えております。

この失業対策は、雇用対策○前屋敷恵美議員

とあわせて非常に重要ですので、失業者を新た

につくらないという観点はぜひ持っていただい

て、その対策を進めていただきたいと思いま

す。

先ほども私、引き合いに出しましたが、誘致

企業対策費、かなりの高額ですし、また誘致企

業100社を目指しながら、一方では倒産企業がふ

えるという 所期の目的を達したことになら―

ないわけですね、100社を目指しながら、企業倒

産が出るということは。今、地元企業を支える
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県の役割、ぜひ果たしていただきたい、このこ

とも申し上げて、次に移りたいと思います。

次は、指定管理者制度についてです。

私、総括質疑の中でもこの問題を取り上げさ

せていただきましたけれども、現在、62の公的

施設の維持管理を特定の民間企業、団体にゆだ

ねております。しかし、民間にゆだねたといっ

ても、そこに公的責任や公共性が損なわれては

ならないことは言うまでもありません。質疑の

中でも例を挙げましたけれども、県営住宅の維

持管理について、電話や直接の応対が悪い、も

との制度に戻してほしい、こういう声も今、寄

せられているところです。管理が適正になされ

ているか、県民サービスの提供がなされている

か、指定管理者に対する県のチェックが必要で

あり、法的にも、自治体は常に指定管理者に報

告を求め、必要な指示をすることができるとさ

れています。自治体から具体的な指摘や働きか

けをするためにも、その施設の利用者の評価シ

ステムを構築することが必要ではないでしょう

か。施設によっては、利用者運営委員会を設け

たり、モニター制度を取り入れるなど、住民や

利用者が直接、評価にかかわる体制が必要と思

いますが、県民評価のシステムの構築ができな

いか、答弁を求めたいと思います。

今お話のございま○総務部長（渡辺義人君）

した第三者的な機関の設置ということでありま

すが、既に施設利用者代表を含む評価委員会を

設置している施設もあるところでございます。

ただ、私どもといたしましては、利用者の声に

つきましては、利用者アンケート等を実施し

て、その把握に努めているところでありまし

て、県としては、これらを十分に活用しなが

ら、利用者のサービスの向上が適切に図られる

ように、そのような対応を引き続き工夫を重ね

ながらしていくことが大事なことであろう、こ

のように考えております。

ぜひ公共性が損なわれない○前屋敷恵美議員

ように、また公的なサービスが十分に行われる

ような、こうしたシステムの構築、今後も検討

を重ねていただきたいというふうに思います。

それでは、残りの時間がなくなりましたが、

最後に、妊婦健診の促進について伺いたいと思

います。

厚生労働省は少子化対策の一環として、こと

し１月、胎児や母親の健康状態を診断する妊婦

健診について、公的助成による無料妊婦健診の

回数を現在の原則２回から５回以上に拡大する

ことを決め、平成19年度中の実施を目指すとし

て、既に各市町村へはその通知がなされており

ます。安心して元気な赤ちゃんを産みたいと願

うお母さんたちにとって、この通知は朗報とし

て、大きな期待を持って受けとめられておりま

す。宮崎県での受けとめと実施状況はどうか、

お聞かせください。

妊婦健診につ○福祉保健部長（宮本 尊君）

きましては、母体あるいは胎児の健康を確保す

るために重要であります。このため、妊婦健診

の公費負担につきましては、お話にありました

ように、今までの２回から５回程度へ公費負担

をふやすよう、国から通知が出ております。本

県におきましては、今年度は８市町村において

５回の公費負担が実施されております。また、

その他の市町村におきましても、健診の拡充に

向けて、現在検討中でございます。

現在、８自治体ということ○前屋敷恵美議員

ですが、30市町村のうちの８市町村ですから、

取り組みはこれからだというふうに思います。

最近、全国で出産に当たって胸を痛める出来

事が続けて報じられました。その一つが、こと
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し８月、奈良県で異常を訴えた妊婦を12の医療

機関に打診したけれども、受け入れる病院が見

つからず、救急車の中で死産をするという痛ま

しい事態でした。この事例は、周産期医療体制

の整備の問題などの原因はあったものの、かか

りつけ医での健診を全く受けていない妊婦で

あったということも原因していると見られま

す。妊婦の体調が全くわからない、いわゆる飛

び込み出産は高いリスクを負うために、受け入

れをためらう医療機関も少なくないと分析をさ

れています。現在、全国的にかかりつけ医での

診察を経済的な理由で受けない妊婦がふえてい

ることが言われていますが、宮崎県も決して例

外ではありません。来年春に出産予定だという

お母さんは、健診しないと不安だけれども、１

回5,000円から6,000円はかかる診察料負担がと

ても大きい、健診内容によってはもっとかかる

んだと。とりわけ若い世代にとって経済的な負

担が大きくのしかかっている状況が示されてい

ます。厚労省は都道府県に対しても、妊婦が受

けるべき健康診査は、公費負担で14回程度が望

ましい、経済的理由により受診をあきらめる者

を生じさせないためにも、５回程度の公費負担

を実施することが原則であるとして、その時期

や内容まで示して、市町村が積極的な取り組み

を図るよう、周知徹底することを通知していま

す。この間、県としてどのような取り組みをさ

れたのか、今後どのように促進を図るのか、県

としてどんな援助ができるのかも含めてお答え

いただきたいと思います。

妊婦健診の一○福祉保健部長（宮本 尊君）

層の促進に向けて、県としましては、関係機関

との調整 これはいわゆる健診料の問題でご―

ざいますが を今、図っておるところでござ―

います。それと、おっしゃるように、公費負担

制度がありながら健診を受けないという方もお

られるわけでして、受診の重要性について、妊

婦の方あるいは県民の皆さんに、より周知を徹

底していきたいと考えております。

赤ちゃんの元気な産声は、○前屋敷恵美議員

私たちに生きる勇気を与えてくれます。授かっ

た大事な命を失うことのないように、母子とも

に健康な出産ができるように、すべての市町村

での実施に向けて、県がその役割を十分に果た

していただくよう、要望したいというふうに思

います。

今、県も財政難の中で厳しい財政運営が迫ら

れておりますけれども、きょう質問をいたしま

した高齢者医療の問題、また障がい者の問題、

そして子供たちを抱える人への子育て支援の問

題など、いずれも県民の皆さんを大いに支えて

いく、こういう役割が今、県政に求められてい

るというふうに思います。国が次々と予算を

削ってくる、こういった中ではありますけれど

も、県民の皆さんの安心できる暮らしを支えて

いくというのが、自治体としての本来の役割で

すから、その立場にしっかりと立って、郷土の

平和と安全、暮らしを守る、この立場で県政運

営を進めていただきたい。このことを最後に要

望いたしまして、一般質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。（拍手）

次は、53番中村幸一議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） きょうも、○中村幸一議員

たくさんの傍聴者の皆さんが詰めかけられてお

ります。中村幸一の話を聞きに来られたのか、

あるいは知事の顔を見に来られたのか、定かで

はありませんが、来ていただいたことに感謝を

申し上げながら、一般質問をしていきたいと思

います。

今年もいろいろございました。やはり一番う
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れしかったことは、この４月の選挙で都城市民

の皆さん方の温かい御支援で当選させていただ

いたことであります。この議会にこうして参画

できているということは、本当にありがたいこ

とであります。これは一回落選してみないとわ

かりません。連続当選していると当たり前のよ

うに思いますから、やっぱり初心に返って、

ちゃんと議会で頑張らなくちゃいけない、この

ように思ったところでございました。

さて、非常に残念なことが11月17日にござい

ました。実は静岡県の沼津市で、沼津工業高校

だったんですが、全国の測量技術者大会がござ

いました。これに我が母校であります都城工業

高校が 宮崎県で優勝し、そしてまた九州で―

優勝しました 全国大会に行ったわけであり―

ます。私も同窓会長でありますから、沼津まで

見に行きました。測量の応援というのは、声を

出して応援するわけにいかないので、じっと見

ているだけですが、何と全国第２位になりまし

た。準優勝です。これが野球であったら、空港

から都城まで凱旋です。そして、マスコミも

わっと取り上げたでしょう。全国２位になって

も、どこの新聞社、テレビも取り上げない。教

育でこれだけ頑張って全国２位になるのに何も

取り上げないというのは、今のマスコミはどこ

かおかしいと私は思っております。本当に残念

でありました。一生懸命頑張っている人たちを

マスコミは取り上げてやらないといけないなと

いうことを感じたところでございました。残念

だというのはそのことでございました。

さて、通告に従って質問をしていきたいと思

いますが、知事にお尋ねいたします。私、長年

県議をやっていまして、県庁の職員にもたくさ

ん友達がおります。また、焼酎大好きですか

ら、たまには一杯飲むこともあるんですが、

今、県庁職員の一番の関心事というのは、やっ

ぱり知事のことなんですね。知事はどのくらい

宮崎県で腰を据えて知事職を全うされるんだろ

うか、こういう話なんです。「何でそんなこと

を言うか」「いや、あの人気ですから、衆議院

にくらがえするんじゃなかろうか」とか、そう

いう話が出るわけです。やっぱりトップがしっ

かりしておらないと ふらふらしているとい―

うわけじゃありませんが そういう疑問を持―

たれるようなことじゃいけませんので、当選す

ればのことですが、どのくらいの期間、はっき

り答えると３期ぐらいでしょうけれども、その

ぐらいおられるのか。トップに立つ人がひょっ

としたら逃げるんじゃないか、こう思われる

と、部下は一生懸命働けない。そのことをひと

つお答えをいただきたいと思います。

後は自席からやらせていただきます。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

私が知事を志しましたのは、地方の活性化

は、地方と国が力を合わせて車の両輪となって

やらなければならないわけですが、私としては

地方の立場で尽力したいという気持ちからであ

りました。特にまた、官製談合事件による宮崎

県政の危機、そして長年にわたって一向に宮崎

の元気な様子が中央には聞こえてこないという

ことに対して、宮崎県人としての悔しさ、じく

じたる思いがあったわけでございます。宮崎は

このままでよかっちゃろかい、宮崎のために私

ができることをとにかくすべてやりたい。宮崎

をどげんかせんといかん、何とかせんといか

ん、私がこれまで培ってきた経験や人脈、スキ

ルを今こそ宮崎のために還元して、この豊かな

宮崎を日本じゅう、世界じゅうに全力でＰＲし
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ていくことで、宮崎の再生を図りたいというこ

とでございます。そのような思いから、芸能界

を引退し、宮崎に骨を埋める覚悟で知事選に立

候補し、知事となって今日に至るまで、寝る間

も惜しんで東奔西走、日々力の限りに県勢の浮

揚に努めてきたつもりであります。私は、今後

とも知事を志した初心を忘れず、与えられた任

期の一日一日を県民の皆様との約束を果たすた

めに誠心誠意努めてまいることを、県民の皆様

にお誓い申し上げるわけでございます。以上で

ございます。〔降壇〕

今の答弁で、骨を埋める覚悟○中村幸一議員

ということでございましたから、このことを聞

いて、皆さん一安心したんじゃないかなと思い

ます。これも知事がまだ人気の衰えがないから

でありましょう。私の孫が今、東京から帰って

きているんですけれども、私にこう言いまし

た。グランパ グランパと言わせるんです―

ね。じいちゃんと言わせると年とったような気

がしますから、グランパ。知事がテレビに出て

いたんです。「この人、知っている」「だれな

の」、６歳なんですが、「これはね、東国原英

夫というんだよ」「何する人よ」「宮崎県の知

事だよ」、こう言うんですね。「おれは何か

知っている」「知らない」と言って逃げました

けれども、そのぐらい有名でありますから、皆

さんが心配をして、そういうことがいろいろ話

題になるんだと思います。

次に、副議長をさせていただいて、知事と何

回もいろんな会合で会うわけですが、知事があ

いさつされるのは非常にうまい、上手である。

これは認めます。しかし、そういう会合に行か

れたときに、来ていらっしゃる方は、何かおも

しろいことを言ってくれないかなという期待が

ある。知事もその期待にこたえようとなさる。

それで、笑いをとりたいということで、時々失

言をされるわけですが、やはり県議会、それか

ら職員をネタにすることは余りよくないんじゃ

ないか。差しさわりのない部分はいいんです。

県議会と職員をネタにする。ああ言った、こう

言ったとは言いませんが、それはやはり自粛さ

れたほうがいいのではないかなと思いますが、

御所見を賜りたい。

最近、講演会などで○知事（東国原英夫君）

県民の皆様に対してお話をすることが多々ござ

います。その際、最も心がけているのは、県政

を身近に感じてもらうことであります。話すに

際しまして、専門用語や抽象的な言い回しを多

く用いたのでは、一般の方の理解はなかなか得

られないと思います。まして、知事の話は難し

いとなれば、次から皆様に耳を傾けてもらえな

くなったりする懸念もございます。そこで、県

における私自身の失敗談や具体的なエピソード

を適度に交え、聞き手にリラックスしてもらう

中で、県政を語り、県政を考えてもらおうと努

めているところでございます。その際、どうし

ても議員の皆さんや職員の皆さんに触れずには

話が進まないような場面もあることを御理解い

ただきたいし、先ほど中村議員も冒頭、傍聴者

は知事を見に来たのかというような、私をネタ

にされている部分もございました。議員の方々

も、折に触れて私のネタをしゃべっているとこ

ろを生で聞いたりしております。それは持ちつ

持たれつということで、お互い、ウイン・ウイ

ンの形であればいいんじゃないかなと思ってお

ります。でも、議員の御指摘については、今

後、十分、心してまいりたいと考えておりま

す。

冒頭、私が、知事を見に来ら○中村幸一議員

れたのか、私の質問を聞きに来られたのかと言
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いましたが、これはジョークですね。知事の

は、たまにジョークじゃないんです。ぐさっと

来るようなことを言われるんです。具体的なこ

とは言いませんが、そういったことに気をつけ

てくださいということで、持ちつ持たれつじゃ

ないですから、ちゃんと襟を正していきましょ

う。そういったことでお願いします。

それから、副知事２人制について御提案を申

し上げたいと思います。

知事はマスコミに出過ぎだとか、テレビに出

過ぎだとか、いろいろと言われます。しかし、

私は、県政に支障がなければ、そして議会運営

に支障がなければ、今のままで十分結構だと

思っています。ここまで宮崎県を浮揚させてく

れたことは知事の力であると、高く評価するん

です。忙しい人ですから、今、宮崎県に骨を埋

めるということでしたが、長生きしてもらわな

いかんでしょう。そして、一生懸命頑張っても

らわないかん。そのためには、副知事を２人置

いたほうがいいと思うんです。

私は、河野副知事は大好きです。この人は人

相学上からいっても、本当にいい相をしている

んです。知事よりもいい相をしている部分があ

るんです。ですから、本当にすばらしい人だと

評価します。この前、議長代理で沖縄のひむか

いの塔に参拝に行きました。そのとき、副知事

も知事代理でお見えになっていました。私は半

日おくれて行ったんですが、そのとき、副知事

と話す機会がありまして、長い時間一緒に話し

たんですが、いろんな県政のこと、国の抱えて

いる問題等々お話ししました。だから優秀な人

であることはわかるんです。しかし、お二人と

も余りにも忙し過ぎる。また、副知事は総務省

に行く行くは帰らなければならない人です。守

屋次官みたいになったらいけませんが、次官ま

でなっていただかなければならない人です。こ

れがまた、ひいてはお帰りになって宮崎県のた

めになるんだということで……。

前、出納長という職がありました。副知事が

いわゆる官僚から来られますから、そういった

意味もあるんでしょうけれども、非常に積極的

に議会対策あるいは職員の面倒を見る、そう

いったことから、組合対策もそうでしょう、い

ろんなことをされる。そういう役目を担う人が

今いるのかどうか。見ておりましたところ、あ

のころは各会派にふらりと来られて、いろんな

意見も聞かれたりしておりました。そういう役

目をする人がいないといけないんじゃないかと

思います。内政を固める意味でも、そのような

方が必要ではないかと思いますが、知事はどう

考えていらっしゃるか、お聞かせください。

副知事の定数につき○知事（東国原英夫君）

ましては、私は、県財政の厳しい状況等を踏ま

え、当面１人と判断したものであります。さら

なる県勢発展を図る上での今後のトップマネジ

メントのあり方については、行財政改革の進展

や諸課題への対応等も踏まえながら、常に留意

してまいりたいと考えておりますが、もし仮に

副知事を２人置くとしたら、議員は これは―

あくまでも参考までですが だれか推薦され―

る方がいらっしゃいますか。

それはあくまで知事がお決め○中村幸一議員

になることですから、外部からということじゃ

なくて、宮崎県内に住んでいる方で宮崎県に骨

を埋める方、そして知事が何かしでかしたら泥

をかぶるぐらいの度量のある人、そんな人がお

れば、そういう人を見つけないといけないん

じゃないかと。私にだれがと聞かれても、

ちょっと困りますけれども、そういう人に遭遇

しませんか、知事は。そういう人は見当たりま



- 91 -

平成19年12月10日(月)

せんか。

見当たらないわけで○知事（東国原英夫君）

はありません。

だったら、私に、だれか推薦○中村幸一議員

する人がおりますかということは聞かないでい

ただきたいと思います。またこれは、私ども県

議が、だれがいいよということを言ってはなら

ないことであろうし、知事が執行部の皆さんと

よく相談されて、しかるべき人を選んでいただ

ければいいんじゃないか、このように思いま

す。

次に移ります。ヤミ金融対策、いわゆる多重

債務についてであります。

宮崎県の自殺者は人口10万人当たり31.5人

と、全国５番目に高い自殺率となっています。

そこで、県は11月19日、自殺防止に取り組む県

自殺対策推進本部(本部長・知事）を設置しまし

た。来年度から全庁的に相談体制の充実を図

り、市町村にも連携を呼びかけていくこととし

ています。自殺は、貧困も大きな原因の一つで

あります。また、本県も47都道府県の中で本当

に所得率も低いし、貧困家庭も多いと思われま

す。多重債務者は全国で230万人に上り、生活苦

が主因の自殺者は年間3,000人程度だと言われて

います。本県の生活苦による自殺者はどのくら

いの数字になるのか、福祉保健部長にお伺いを

いたします。

自殺の原因に○福祉保健部長（宮本 尊君）

ついては、特に多重債務ということで何名とい

うのは把握をしておりません。

多重債務になる原因は、やは○中村幸一議員

りヤミ金融に手を出すことから始まるんじゃな

いかというふうに思います。宮崎県議会では９

月定例会でも、高金利の引き下げに関する請願

の採択がなされました。過去にも１回なされた

経緯があるように記憶いたしておりますが、昨

年は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取

締りに関する法律」「貸金業の規制等に関する

法律」の改正がなされました。経済的弱者を救

う手だてというのは一応整ったわけであります

が、ヤミ金融に対しては万全の対策が整ってい

ない、このように思うわけであります。時々、

警察の手でヤミ金融の人たちが逮捕されたりし

ていますが、これはほんの氷山の一角でありま

して、まだまだたくさんいるわけです。

例えば、こういう例があるんです。５万円の

お金を貸しましょうということが決まった。３

万円、借りる人に渡す。２万円は利子として、

はなから２万円取っておく。そして、１週間以

内に５万円返さなければ、あと５万円を払うま

で、次の週にまた２万円を払わなくちゃならな

い、こういうような状況があるんです。こうな

ると、計算してみると、実質金利は約3500％ぐ

らいになるんです。どんどん繰り返していくと

天文学的な数字になっていくと言われておりま

す。こういう困窮者が自殺に追い込まれるとい

うことも 先ほど福祉保健部長は把握してい―

ないということでしたが 多分、宮崎県でも―

相当数の人に上るんじゃないかというふうに私

は思っております。

９月定例議会で、新見議員がこの前、質問さ

れました。国のほうから県等に窓口をつくりな

さいということだったんです。それを質問され

て、答弁の中で、８月１日に弁護士や司法書士

等で立ち上げをした、こういう話がありまし

た。国から言ってきているのは、相談体制の充

実、セーフティネット貸付の提供、金融経済教

育の強化、及びヤミ金の撲滅に向けた取り締ま

りの強化、この４つを県でちゃんとしなさいと

いうふうになって、８月１日にその立ち上げを
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したという地域生活部長の答弁だったと記憶し

ていますが、その後どのような取り組みがなさ

れているのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

多重債務問題○地域生活部長（丸山文民君）

を解決していくためには、相談者が気軽に安心

して相談できる体制の整備が必要であると考え

ております。それともう一点は、相談を受ける

職員の資質の向上、それもあわせて大事である

と考えております。最初の窓口の整備につきま

しては、県の消費生活センター、それと消費者

金融相談所に加えまして、県内すべての市町村

で窓口を設置しております。そこで相談に当

たっております。それから、資質の向上であり

ますけれども、それにつきましても、10月、弁

護士等を講師といたしまして、相談者との信頼

関係を築くための心構え、それから法律の知識

についての研修会も開催をしております。一方

では、ちょうどきょう、12月10日から16日ま

で、全国一斉に多重債務者相談ウィークが展開

されます。県におきましても、この期間中に、

弁護士会、司法書士会の全面的な協力により、

県内６市の７会場におきまして、無料相談会を

開催することにしております。それから、相談

件数が増加傾向にありますけれども、今言いま

したような取り組みによりまして、どこにも相

談ができずに一人で悩んでいらっしゃる方の救

済が図られるものと期待をしているところであ

ります。今申し上げましたような取り組みを、

市町村、関係団体と十分連携を図りながら、今

後とも相談窓口の充実に取り組んでまいりたい

と考えております。

それから、先ほどどのような取り組みかとい

う御質問でありましたけれども、１日に多重債

務者対策協議会を立ち上げまして、８日に第１

回目の全体会議を行ったところであります。関

係18機関で、情報の共有化と多重債務の現況等

についての情報把握を行ったところでありまし

て、その中で関係機関を２つのグループに分け

ました。一つは啓発・相談グループ、もう一つ

はヤミ金の取り締まりグループに分けまして、

最初の啓発・相談グループについては、第１回

目の会議を11月中に行ったところであります。

年が明けまして２月には全体の会議を予定して

おりますので、一層、多重債務者問題に対する

取り組みを強化してまいりたいと考えておりま

す。以上です。

偶然にそうなんでしょうが、○中村幸一議員

きょうそういう相談が行われるということです

が、私、知らないんですね、そういうことを。

県民に対する啓蒙活動というのが本当にされて

いるのか。相談は窓口がありますよといって

も、啓蒙活動をやらないことには、一般県民に

知らしめることはできませんね。啓蒙活動はど

うされているのか、伺いたいと思います。

これにつきま○地域生活部長（丸山文民君）

しては、県の「広報みやざき」等も通じて広報

しておりますし、市町村の広報紙等も通じて十

分啓発をしていただいているところでありま

す。問題意識のある人は、ちゃんと必ず自分で

どこに相談したらいいかをされるんですけれど

も、今御質問ありましたように、どこに相談に

行ったらいいかわからない、そういう人たちの

掘り起こし、それが一番大事であると考えてお

ります。

済みませんでした。読んでお○中村幸一議員

りませんでした。

次に、警察本部長にお伺いいたします。ヤミ

金の窓口は安全企画課ですか、そういうところ

の部署があると聞いています。前、一回聞いた
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ときは、今はそんなことはないかもしれません

が、警察に行くと、「金を借りて返すのは当た

り前の話だろう」ということもあった。そして

また、「これは民事でありますので、警察は取

り扱いません」みたいなこともおっしゃったこ

とが、以前はよくあっていたんです。ヤミ金

は、警察がヤミ金業者の電話番号を聞いて、

「あなた方はこういうことをやっていますか」

と聞いただけで、「もう結構です」ということ

があるという話を聞きました。やっぱり警察が

関与していかないといけないと思うんです。今

そういう相談があったとき、どのような対応を

されているのか、警察本部長にお伺いいたしま

す。

今、中村議員が○警察本部長（相浦勇二君）

御見解を示された点についてでございますけれ

ども、おっしゃるとおりでございまして、ヤミ

金融というものは、私どもは金融問題だと考え

ておりません。ただ、ずっと以前は、おっ

しゃったような発想があったのかもしれません

けれども、平成15年にヤミ金融対策の関連法を

強化して以降、そうした理解のもとではなく

て、暴力団等の背景勢力のもとに一般市民の方

が大変な目に遭っているという問題認識のもと

で取り組む、こういうスタンスで現在やってお

りますことを、まず申し上げておきたいと思い

ます。

警察におきましては、ヤミ金に関する相談

は、警察安全相談室という組織を警察本部、警

察署に設けておりまして、ここを通じて受け付

けております。ここにはいろんな相談が参りま

すけれども、ことしのデータを見ますと、相談

総数で１万4,752件あるんですが、このうち金融

関係取引に関する悪質商法という項目分けで、

このほとんどは、いわゆるヤミ金融であるとい

うふうに考えておりますけれども、この悪質商

法に関する相談で1,223件ございます。相談の全

体に占める割合は8.3％でございまして、昨年

が9.6％でございましたので、割合としてはほぼ

同一水準で推移しているというふうに考えてお

ります。私ども、ヤミ金融に関する相談に当

たっては、冒頭申し上げましたようなスタンス

に立って、我々警察をよりどころとして相談が

なされているということを十分に踏まえまし

て、まず誠実にお話を聞くということ、そして

無登録営業あるいは違法な高金利という法律に

抵触する事実があるなら、速やかな検挙に向け

た措置をとるとともに、それ以外の適切な対処

方法等についても教示をしているところでござ

います。

本県警察では、先ほど申し上げましたヤミ金

融対策を本格化させました平成15年以降現在ま

で、事件の数にしまして24事件、被害人員１

万2,736人、被害額にしますと約８億6,000万円

余に上る事件の検挙を行っているところでござ

います。また、事件検挙とは別でありますけれ

ども、電話等による悪質な取り立てが現に継続

しておりまして、電話でございますので、相手

の業者は直ちにわからないというケースも、実

は少なからずございます。その場合に、もちろ

ん相談者の意向も十分踏まえますけれども、と

りあえず、しつこい取り立てをやめてほしいと

いう御希望が強い場合には、警察のほうでか

わって電話に出まして、警察が事案に介入して

いるという事実を知らせた上で、警告をいたし

ます。そうした形で、当面の相談者の保護とい

うことにも留意をしておりまして、こういう警

察での電話警告という面で見ますと、昨年のデ

ータで75件ほど実施しているところでございま

す。いずれにいたしましても、ヤミ金融は大変
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悪質でございますので、先ほどお話が出ており

ました、県多重債務者対策協議会のネットワー

クも活用して、関係機関との緊密な連携を図り

ながら、今後とも適切な対応をしてまいりた

い、このように考えております。

力強い答弁をいただきました○中村幸一議員

が、どこの警察に行っても同じ取り扱いである

ように、本部長から各警察に通達をしていただ

くとありがたいと思います。

それから、多重債務に関する４つの柱の１つ

に、金融経済教育の強化というのがありまし

た。教育長にお伺いしますが、私どもの仲間の

司法書士の皆さんが、各学校に出向いて、ヤミ

金融の話から多重債務の話等々を子供たちに聞

かせておるということであります。これはよく

承知いたしておりますが、ボランティアでやっ

ているものだろうと理解しています。これを義

務づけて、今の時期、卒業を目の前にしておる

わけでありますから、高校あたりあるいは中学

校あたりに出向いて２時間ぐらいみっちり、お

金を借りるのはこういうリスクが伴うんですよ

というようなこと等を含めて、義務化して教育

ができないか、教育長にお伺いをいたします。

議員御指摘のとお○教育長（高山耕吉君）

り、子供たちが金銭感覚を身につけまして賢い

消費者となるよう、金融教育を初めとする消費

者教育に取り組むことは、大変重要なことだろ

うと私も考えております。現在、小・中・高等

学校では、発達段階に応じまして、家庭科や社

会科の教科で消費者教育に取り組んでおりま

す。特に高等学校では、家庭科におきまして、

すべての生徒を対象に消費者問題に関する指導

を行うほか、学校によりましては、今、議員も

述べられましたけれども、高校３年生を対象

に、司法書士会や消費生活センターからも専門

家を招きまして、消費者講座を開催いたしてい

るところでございます。今後とも、生徒が卒業

後、多重債務や金銭トラブルなどに巻き込まれ

ないように、金融教育につきましては、積極的

に取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。

そういう教育がなされている○中村幸一議員

ということは十分承知していますが、教育長、

私が申し上げたのは、これは、ぴしゃっと１年

に１回は卒業時ぐらいにやるという義務づけを

して、子供たちがこういうトラブルに巻き込ま

れないようにしてほしいということですが、そ

の件についてはどうですか。

現在、高等学校では○教育長（高山耕吉君）

家庭科が必修科目となっておりまして、そのほ

かに、司法書士会等から、そういった主催で、

高校生のための消費者講座をやっております。

そういった方向で今後、各学校とも十分検討を

重ねていきたいというふうに考えております。

指定管理者制度についてお尋○中村幸一議員

ねをしてみたいと思います。先日、前屋敷恵美

議員が、指定管理者制度に絡んで、宮崎土木事

務所がやっていた県営住宅の指定管理者につい

て、またきょうも先ほど、非常におかしいみた

いなことをおっしゃいました。そんなはずがあ

るのかなということで、私どもはそんな話は聞

いていませんでしたので、前屋敷議員の総括質

疑の後、不動産業界の会長さんと役員の方に来

ていただいて、「本当にいろいろこういう問題

があるのですか」と聞いてみた。「全くありま

せん。どこから聞いていらっしゃるんでしょう

か」ということなんです。

前屋敷議員が、チェック機能を働かせていた

だきたいということでありましたが、今、本県

の県営住宅の収入未済額は約１億円になるんで
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す。私は、職員が使用料等を徴収したりするこ

とが、本来の県職員のする仕事の範疇かなと思

うこともあって、いろいろ聞いてみましたが、

指定管理者制度になって宮崎土木事務所管内の

使用料金の徴収率が99.03％に上がったというわ

けです。いい方向になっているじゃないか、何

をとらえてそういうことをおっしゃるのかと、

いろいろ聞いてみましたが、聞き取り調査をし

ていると、指定管理者を受けてから、いろんな

ところで安全・安心で１日24時間安心して居住

できる環境をつくっております、こういうこと

でありました。いいことじゃないかなと思いま

す。

また後で申し上げますが、そういった意味で

は、宮崎土木事務所だけでなく、西臼杵支庁管

内と各土木事務所、都城、延岡、日向、西都、

高岡、高鍋、小林、串間、日南、121団地ありま

す。8,924戸、これを管理するのは県の職員で、

膨大な事務量だろうと思うんです。そうしたら

指定管理者にしてしまって、経費削減等もでき

るんじゃないかと思うんです。逼迫した財政を

救うためにもいいんじゃないかと思いますが、

県土整備部長の見解を聞かせていただきたい。

○県土整備部長（野口宏一君） ただいまの県

営住宅の指定管理者についてでございますが、

宮崎土木事務所管内の約4,500戸を対象として、

平成18年４月から指定管理者制度を導入したと

ころでございます。この制度の導入によりまし

て、経費の縮減を初め、例えば受付・相談窓口

を―今まで数が少なかったんですが―７カ

所に拡充したり、休日も含めて夕方７時半まで

業務を延長するなど、県民サービスの向上を

図っているという状況でございます。また、家

賃徴収につきましても、議員からただいまござ

いましたように、収入未済額の圧縮に大分努め

ることができたというような状況でございま

す。したがいまして、県といたしましては、現

時点で一定の成果を得ていると評価していると

ころでございます。

他の県営住宅への導入についてでございます

けれども、県営住宅全体の戸数の約半数を宮崎

土木事務所が占めておりますけれども、他の土

木事務所につきましては、管理戸数が少ないと

か、あるいは比較的規模の小さな団地が広い範

囲に点在しているというような状況もございま

す。このようなことを踏まえますと、現在の指

定管理者と同様の効果が得られるかどうか、ま

た、公営住宅法による市町村への管理代行制度

等との比較・検討なども含めまして、関係市町

とも連携して、総合的に検討させていただきた

いと思っております。

○中村幸一議員 ほかの地域では戸数が少ない

ので、市町村とも連携してということは、例え

ば都城土木事務所管内の県営住宅がある、都城

市が管轄する市営住宅もある、それを含めて指

定管理者制度にのせよう、そういう意味のこと

ですか。

○県土整備部長（野口宏一君） ただいま若干

言葉足らずだったと思いますけれども、公営住

宅法による市町村への管理代行制度と申しまし

たけれども、これは、県が現在管理しておりま

す県営住宅を市町村で管理を代行していただく

というような制度でございまして、県営住宅と

市営住宅をあわせて、指定管理者に管理をお願

いするということを今、直接お話しさせていた

だいたわけではございません。

○中村幸一議員 そのことは、例えば各市町村

とも今、お話を進めておられるというふうに理

解してよろしいんですか。

○県土整備部長（野口宏一君） 現在は、指定

平成19年12月10日(月)
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管理者制度の検証をさせていただいているとこ

ろでございまして、広くこれからの公営住宅の

管理のあり方ということを、今後検討させてい

ただきたいと思っております。

宮崎県宅地建物取引業協会の○中村幸一議員

会長さんや役員の皆さんの話を聞いたところで

すが、宮崎土木事務所管内の4,500戸ぐらいを管

理する実績を持っている、その実績を買ってい

ただきたいと。それから、今、指定管理者は３

年ですね。５年ぐらいにしてもらわないと、人

を雇うのに、安定した雇用ができないし、ま

た、なれたころにはかわらなくちゃいけないと

いうことがありまして、これも検討課題かなと

思ったところでございました。私は、前屋敷議

員と違って、指定管理者もこういうふうに、本

当にすばらしい指定管理者に育っていくんだと

いうふうに思っておりますから、ぜひ進めてい

ただきたいと思います。

時間がございませんので、次に進めたいと思

います。

建設業については、先ほどいろいろ出ました

ので、時間の都合上、割愛をいたします。残っ

たらまた後でさせていただきます。

私は、土地家屋調査士であります。皆さんに

地積測量図をお配りいたしております。土地家

屋調査士というのは、不動産の表示に関する登

記について必要な土地または家屋に関する調査

・測量をする、不動産の表示に関する登記の申

請手続をする、前号の手続に関する審査請求の

手続をする、こういうことです。公共三部門の

中で、県土整備部長に代表してお答えいただき

たいんですが、不動産登記法の第78条だったと

思うんですが、昔は分筆をするのに全地測量は

しなかったんです。全地測量というのは こ―

こは道路なんです。道路が拡張になったとき、

ここを分筆するわけです。ここを分筆すると、

昔はここまで責任を持てばよかったんです。と

ころが、全筆測量になったものだから、ここも

ここも全部、いわゆる座標値を与えて、公共座

標を与えなくちゃいけない、こういうことに

なっております。ですから、責任が重くなっ

た。大変な責任なんです。今ここに書いてある

んですが、例えば県の道路拡張でこのような分

筆をしたとすると、県に測量する人はおりませ

んので、コンサルがやります。ここに、こう書

くんです。宮崎県○○市○○番地、株式会社何

々コンサルタント、測量士何の何がしと書く。

ここに宮崎土木事務所主査、何の何がしと書

く。これは、はっきり言って違反なんです。地

積測量図は土地家屋調査士しか法務局に提出で

きない。これは便宜上、今、法務局が許してい

るわけです。コンプライアンス、コンプライア

ンスと言っているんですから、これは法を守ら

なくちゃいけない。法務局は地積測量図をこう

いう便宜的な形で受け付けておるということ

で、法務局もそれは認めておるんですが、これ

は本当におかしいことであります。ですから、

この辺をちゃんとしなくちゃいけない。

例えば宮崎土木事務所、何の何がしと書くで

しょう。この測量図は永久保存なんです。ここ

で紛争が起こった場合に、この県の職員が訴訟

に巻き込まれるおそれがある。そうなると、永

久保存ですから、これが残ると、退職してから

もずっと追及されるんです。そのためには、専

門家である土地家屋調査士がやらないと、今か

ら訴訟に巻き込まれたら大変なことになるとい

うことなんです。現に、都城市あたりで国土調

査係がおるんです。その担当者がやめて４～５

年になります。いまだにその担当者にいろいろ

苦情が舞い込んでくるということなんです。そ
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ういうことをやっておったらいけないと思うん

です。そして、きのう調べたんですが、法務局

も、法務省民事局長、民事第三課長 法務省―

民事局長等がはっきり言っているんです。地積

測量図の作成者欄に署名捺印するべき者は、実

際に現地を調査・測量し、その結果に基づいて

地積測量図を作成した者でなければならないこ

とになります。そして、その押印者がその後の

裁判上の責任を負うことになります。これは民

事局長あたりがちゃんと言っているんです。そ

ういうことで、これを放置しておいていいのか

どうか、県土整備部長にお伺いをいたします。

ただいまの地○県土整備部長（野口宏一君）

積測量図のお話でございますけれども、議員が

おっしゃいましたように、現在、県発注の公共

工事に伴う用地測量業務につきましては、九州

各県と同様、測量業者に委託をさせていただい

ているという形をとっております。現在、県の

考えとしましては、測量業者については、県の

担当者が現地を実際確認した後、調査・測量を

測量業者にお願いしているということで、作成

の主体はあくまで県だというふうに考えており

ますけれども、このことが土地家屋調査士法に

違反するかどうかにつきましては、今後、国等

の判断を仰ぎたいと考えております。また、御

質問のありました件のような形で、仮に測量業

者と土地家屋調査士の業務を区分して委託を行

いました場合、委託業務の内容の区分ですと

か、あるいは成果品の引き継ぎですとか、多数

の整理すべき事項があるものと考えておりま

す。したがいまして、今後、国でございますと

か、九州各県等の動向を見きわめながら、対応

してまいりたいと考えております。

各県の動向、国の動向じゃな○中村幸一議員

いんですね。これは明らかに法務省の民事局長

が違反だと言っているわけです。動向も何もな

い。やっぱり国にもちゃんと、おかしいことは

やめましょうよと。何のためにコンプライアン

ス、コンプライアンスとずっと言っているんで

すか。守るべきはちゃんと守らないといけない

と私は思いますね。これで大きな問題になった

ら大変です。早急に話し合いをされて、専門家

にちゃんとお任せするのが筋だと思います。だ

から、測量士と土地家屋調査士のすみ分けだっ

てちゃんとしなくちゃならない。我々も、例え

ば高低測量とか、あるいはセンター出しとか、

あるいは地形測量等々、そこまで口出ししよう

とは思いません。ただ、立ち会いをして、この

ような点を、境界点をぴしゃっと立ち会いで出

して、そしてそこに座標を持たせて、いつでも

復元できるような状況にしておかなくちゃいけ

ない、このように思います。そして、先ほど、

「県庁の職員も現地に行って確認をします」と

おっしゃいましたけれども、確認するだけじゃ

だめです。現地を調査し、測量して変わるんで

す。県庁の職員が測量しますか。昔は皆、測量

ができておりましたが、今だれも測量できな

い。そんなことを考えると、やはり法を守らな

くちゃいけないと思いますので、それは早急に

取り組んでいただきたい。知事もまた、いろい

ろな知事会あたりでそういったことが出たら、

取り組んでいただきたい。法務局とも一回協議

をしてみていただきたいと思うんです。法務局

がどういう見解を示すか。これは民事局長あた

りから答申が出ているわけですから、そんなこ

とはないと思いますから、よろしくお願いしま

す。

時間が来て、１つ建設業が飛びましたけれど

も、また次の機会にやらせていただきます。こ

れで質問を終わります。ありがとうございまし
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た。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○坂口博美議長

す。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午前11時38分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○坂口博美議長

ます。

次は、15番太田清海議員。

〔登壇〕（拍手） それでは、○太田清海議員

一般質問を行います。

私は、県会議員として、前期１期４年間で、

松形知事、安藤知事、東国原知事と３名の知事

に相対してきました。そして、それぞれの知事

に対する最初の一般質問等で、私は、「市町村

合併には慎重であるべき」との論調の質問を

行ってきました。それはなぜかというと、私に

は少年時代のある思い出があったからです。

40年前の話になりますが、私は、小学校２年

生から中学校１年生までの６年間、今は合併し

て美郷町となった旧北郷村に住んでいました。

当時、みんな貧しい生活をしていました。しか

し、私たち子供たちの魂の形成に当たっては、

大変すばらしい環境にあったのではないかと思

います。

小学校４年生のころだったと思いますが、近

くに住む私の友達の貧しい農家のおばあちゃん

が病の床に伏してしまいました。子供も多く貧

しい大家族で、やたら医者も呼べなかったよう

です。臨終間近になって医者が呼ばれ、カンフ

ル剤でしょうか、注射が打たれました。私は、

たまたまその光景をその友達の家の縁側から見

ていました。注射針を通して、おばあちゃんの

赤い血が注射器の水溶液の中に立ち上ってきま

した。それは後で知ったことですが、注射針が

目的の動脈なり静脈に本当に刺さっているのか

の確認のための医者としての所作であるとのこ

とでした。その赤い血、人間の最後の幕引きに

当たっての、注射器の中に立ち上ってきたその

おばあちゃんの赤い血の色を、私は今もはっき

りと覚えています。そして数日後、そのおばあ

ちゃんは亡くなられ、村の人たちの見守る中、

土葬に付されました。

思えば、私たちの少年時代は、人間の生き死

にというものが、私たちの家庭の身近なところ

にあったと思います。結婚も出産もそれぞれの

家庭で行われ、産湯を使う慌ただしさ、そして

仲人の奥さんに手を引かれて嫁入りをする、い

つになくきれいになったそのお嫁さんに、私た

ち子供はみんな集まって、あんなお嫁さんをも

らいたいなあというような将来の願望も込め、

立ちのぞいたものでした。

人間の尊厳というものを子供に伝承していく

という意味でも大切な人間の生き死に、結婚・

出産、こういったものが今では、私たちの家庭

からすべて遠のき、きちんと小ぎれいに整えら

れた近代的な病院や葬祭場、介護保険施設、結

婚式場へと移しかえられました。人間の生き死

に、結婚・出産というものが、今では子供の実

体験からも遠のいてしまったと思うのです。合

理性ゆえの世の中の移ろいかもしれませんが、

それによって失われたものの重大性は、家庭の

崩壊など道徳性や共感性のない今日の社会が証

明しているように思えてなりません。私は、都

会とは違って、田舎というもの、地方と言われ

るもの、中山間地と言われるものが、人間の生

き方や人間の魂の形成にとっても大きな意味を

持っていると思うのです。

以上の視点に立って、以下、知事に質問をい
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たします。

ことしの４月、県北の旧北川町出身の人が、

家族と一緒にふるさとにＵターンで戻ってこよ

うとしたのですが、その地区では小学校が既に

廃校になっており、泣く泣くふるさとの北川町

に戻ることを断念し、小学校のある町なかの延

岡市内に転入してきました。この実例は、小学

校がないばっかりに、ますます過疎化が加速度

的に相乗的に進行するのではないかという例で

あります。このように、地方においては、公の

施設がなくなれば、たちどころに廃れていくと

いうことであり、私がこれまで合併問題に否定

的な論調であったのはこのためであります。

「官から民へ」という流れがある中で、市町村

合併や学校の統廃合など、広い意味での公がな

くなることで、地域の疲弊が加速してくると思

います。地域に公というものを粘り強く絶やさ

ないことが重要と考えますが、公の役割につい

て、知事の認識を伺います。

以下の質問については、質問席にて行いま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

戦後の高度経済成長とともに、国や県、市町

村が担う公の領域は量的に拡大してまいりまし

たが、近年さらに、質的にも、子育て支援や介

護といった、従来、個人や家庭が担ってきた分

野についても公的な関与が求められるなど、そ

の領域がますます広がっております。一方で、

少子高齢化、人口減少社会が到来し、年金、医

療など財政需要が増大する中、国、地方を通じ

て、財政状況は一段と厳しくなっているところ

であります。このような中、民間企業による公

共サービスの実施やＮＰＯ活動などさまざまな

分野で、公を担う新たな主体が登場してきてお

ります。したがって、これからは、県や市町村

といった行政機関とともに、自治会などの地域

団体や企業、ＮＰＯなど多様な主体が、それぞ

れの立場や特性を尊重しながら公の役割を分担

し、連携・協働して地域のニーズや課題に対処

していくことが必要であり、これがまさに、私

の県政運営の基本理念であります県民総力戦に

つながるものと考えております。〔降壇〕

公の役割ということで、知事○太田清海議員

の哲学といいますか、その考え方、思想なりを

お伺いしたところであります。それで、模範の

回答というのはないかもしれませんが、それぞ

れの人生観によって、ある程度こうなったらい

いというのが出てくるのではないかと思ってお

ります。

実は今、私たち、「官から民へ」という言葉

でもあらわされるその中で、「自治体間競争」

という言葉があります。私は前々から思ってい

たんですが、自治体間競争というよりも自治体

間共生、「共生」というテーマが、今後はキー

ワードになってくるんではないかというふうに

思っていました。というのは、もう御存じのと

おり、地球環境問題とかこういった問題は、全

世界的な人類的な規模で、みんなが共通して考

えなければ解決しない問題だと思います。私た

ち自治体でも、まちづくりとかいろんな形で、

お互いに競り合ってという意味ではいいことで

はあると思いますが、何か人口の奪い合いとい

うような気もして、もっと大事なものがあるん

ではないかという気もするんです。実は、気を

つけて見ておりましたら、政府の経済財政諮問

会議が、今月の３日にありまして、その中

の2008年度の予算方針、来年度の予算方針の中

の「基本方針のポイント」というところで、

「共生」という言葉が使われています。私の言
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う共生ということと一致するかどうかわかりま

せんが、こういう言葉が使われてきているなと

いうふうに感じたところです。読んでみます

と、「「共生」の考え方に基づき、地方の声に

耳を傾け、地方の再生に取り組む」というよう

なポイントが書かれてありました。自治体間競

争 競争して疲弊をしていってはいけない。―

これはあんまりいいことではありませんが、人

間で言えば、競争の中でうつになったりとかあ

るわけですね。もしかして自治体でも、そうい

う疲弊というものがいろんなところに出てくる

んではないか。何かみんなと共生していこうと

いうことを、自治体として、それぞれの知事

や、そういった人たちが考えていかなきゃなら

ない状況になっているのではないか。それは一

つの例として、先ほど環境問題も含めて言った

んです。そういうことで自治体間共生がキーワ

ードになるのではないかと思いますが、知事の

お考えをお聞きいたします。

地域がそれぞれの特○知事（東国原英夫君）

色を生かしながら活性化していくためには、地

域間競争は必要であると考えております。また

一方で、行政課題が広域化している現状を踏ま

えますと、県単位で取り組む施策には限界があ

りますことから、それぞれの政策課題に共同で

取り組みます地域間共生も必要だと考えており

ます。例えば、現在、九州各県と連携いたしま

して、観光ＰＲや環境問題 大気汚染観測な―

どを共同して行ったり、災害時における相互応

援協定を締結したりするなど、九州各県が一体

となった取り組みを進めてきているところでご

ざいます。したがいまして、各地域が切磋琢磨

しながら、競争を行う分野では競争を行いつ

つ、共同での取り組みが必要な分野におきまし

ては、共生を行うことが必要であると考えてお

ります。

わかりました。○太田清海議員

次に、もう一つのテーマは、「頑張る地方応

援プログラム」、こういう制度が本年度から地

方交付税の中に導入されたというふうにも聞い

ています。そしてまた、地方と都市との問題で

は、地方法人二税の再配分の問題等が議論もさ

れています。法人事業税、法人県民税を、東京

とか愛知とかそういったところから地方に持っ

てきたらどうかということでありますが、私は

基本的に、もともとある地方交付税を充実させ

るということが基本ではないかというふうに思

うんです。知事もふるさと納税制度等にも述べ

ておられますが、こういった制度というのが煩

雑になることは、果たしていいことだろうか。

知事もふるさと納税制度とか道州制の問題を言

われるときには、必ずその前に、「地方にとっ

てよいということであれば賛成であります」と

いうような意味のことも言っておられますの

で、地方という立場を常に考えておられるなと

いうふうに理解はしております。ただ、今の日

本の税制とかいろんな制度が複雑化してくるこ

とは、本来のものではない、地方交付税をきっ

ちりと充実させたほうが、より明快に地方も財

政の運営ができるような気がいたします。

租税の原則というのがあります。税金、租税

の原則でありますが、これには公平、中立、簡

素という３つの基本原則があります。公平、中

立、その中のもう一つが簡素という言葉なんで

すね。いわゆる税制というのは簡素に、県民か

ら見ても国民から見てもわかるような、そして

仕組みもできるだけ簡便なという意味であろう

と思いますが、そういう簡素というのも一つの

原則であります。そういう意味で、こういった

頑張る地方応援プログラムとか、いろんな制度
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の改正が今なされようとしていますが、地方交

付税の充実が基本と思っております。知事のお

考えをお聞きしたいと思います。

お答えします。○知事（東国原英夫君）

本県では、平成18年度までの３年間にわた

り、第１期の財政改革推進計画に取り組んでき

ましたが、本県最大の歳入財源である地方交付

税が３年間で約348億円も削減されたことによ

り、本県財政はさらに厳しい状況となりまし

た。本県のみならず、地方財政が大変な窮地に

陥っているのは、三位一体改革の名のもとに、

一方的に地方交付税が大幅に削減、減額された

ことが何よりも大きな要因となっております。

このため、去る11月22日、県議会議長、市長会

長など、県内の地方六団体の代表者による宮崎

県自治体代表者会議を開催し、地方交付税の復

元及び税財源の拡充強化を求める決議等を行

い、県選出国会議員、総務省、財務省等に対す

る要望活動を実施したところであります。今後

も、九州知事会、全国知事会とも連携しなが

ら、地方交付税の充実を強く要望してまいりた

いと考えております。

九州知事会等で、そういった○太田清海議員

地方交付税というものを充実させないかんとい

う趣旨で、いろいろ集会も持たれたようであり

ますが、今お聞きしましたところ、11月22日に

集会といいますか、県民集会という名の九州知

事会で決議された内容のものがなされたと言わ

れましたが、実は地方交付税を守ろうじゃない

かというような県民集会については、我が会派

の髙橋議員が以前、三位一体改革を押しつけら

れたときに、２～３年前になると思いますが、

そういう県民集会をやったらどうかということ

で提案をしておりました。今、県内の地方六団

体の代表でということもお聞きしましたが、本

来ならば、この前、高鍋でやったような合併の

シンポジウムとかああいう規模の、できるだけ

県民が参加するような、地方の議員も含めいろ

んな方が参加できるような形を期待していたん

だがなという気持ちもあります。そういったこ

とに近い将来取り組めることがあれば、ぜひお

願いしたいと思っております。

次に、高千穂線の現状でありますが、これも

地方のそういった公共施設を守っていこうとい

う立場での質問になりますけれども、私もこと

しの２月の代表質問の中で、談合事件もあった

後でありますし、いろんな改革をして、例えば

宮崎県の場合の土木部の落札価格が620億円と、

これが96.82％であったと、またずっと下がって

長崎県並みの87％程度に下がったとしたなら

ば63億円節約できる、これをぜひ高千穂鉄道に

持っていったらどうかという提案をしたことが

あります。高千穂鉄道は当時、26億円あれば全

線復旧できるというようなことでもありました

ので、それを補って余りあるわけです。63億円

という数字はですね。こういう具体的な提案も

させていただいたんですが、今日の高千穂線の

状況、現状についてどう思われるか、知事のお

考えをお聞きしたいと思います。

高千穂線についてで○知事（東国原英夫君）

ありますが、高千穂線は、地域の生活路線、ま

た観光資源の一つとして、長年多くの人に親し

まれてきました。しかしながら、台風被害や将

来にわたっての経営の見通しに立ち、県や沿線

市町で十分検討した結果、やむなく鉄道の経営

を断念したところであります。こうした中、住

民の生活を支えるためには、持続可能な公共交

通の確保が重要であり、高千穂線の運休後、県

と沿線市町では、道路網の整備や路線バス、コ

ミュニティバスなど地域交通の充実に取り組ん
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できております。また、先般、西臼杵３町の取

り組みが、国の地方再生モデルプロジェクトに

採択されるなど、地域の活性化に向けた新たな

動きも始まっております。今後とも、県といた

しましては、沿線市町と連携し、地域の振興に

努めてまいりたいと考えております。

地方の公共施設、そういった○太田清海議員

ものをぜひ粘り強く残してほしいという意味か

ら、質問させていただきました。

関連して、総務部長にお聞きしたいと思いま

す。宮崎県の事業仕分け委員会の検討の結果で

ありますが、この仕分け委員会の位置づけにつ

いて、また、仕分け委員会の答申についての取

り扱いをどうされるのか、その辺を伺いたいと

思います。

事業仕分けにつき○総務部長（渡辺義人君）

ましては、第２期の財政改革推進計画に基づき

まして、外部の委員により構成される事業仕分

け委員会で、事業の必要性や実施主体のあり方

について検証するものでございます。この委員

会では、１日６時間に及びます検討会議を延

べ18回実施いたしまして、事前に配付いたしま

した資料等により、県の裁量の余地の大きな県

単独事業など198の事業につきまして、「本来ど

うあるべきか」という視点と、現実的な問題点

等も考慮した「現実的な対応」という２つの視

点から、熱心に御議論をいただいたところでご

ざいます。事業仕分け委員会の提言内容や、仕

分けの過程でいただきました御意見、評価等に

つきましては、県民フォーラムですとか県民ブ

レーン座談会、県民の声などと同様に、今後の

予算編成や事務事業の見直しの参考とさせてい

ただきたいと考えているところでございます。

以上であります。

答申についてとやかく言うつ○太田清海議員

もりはありませんが、その中で気になったの

は、例えば「官から民へ」という今までの流れ

があるから、やみくもにそっちに行ってしまう

のかなという気もするんです。例えば、具体的

にはハッピーライフローンというのがありま

す。これなどは、もともと県が協調融資し

て3,000万を労金に貸して、それを融資して貸し

付けるというやり方で、県民にとっては極めて

低利な借り方ができるという制度であると思う

んです。これを民間でやれとなれば、通常の金

利を取らないかんということで、かえって県民

に負担が来るのではないかなということでもあ

ります。ですから、行政の側としては、今言わ

れたように参考にしたいということであります

が、私の意見がすべてだとは思いませんが、果

たして県民にとってどうなのかということは、

行政の側の責任として、それぞれ判断をしてい

ただきたいというふうに思いますので、要望と

して挙げておきます。

次に、総務部長にお聞きします。消防の広域

化・常備化の問題についてでありますが、本県

の消防力の現状について伺いたいと思います。

市町村の消防力の○総務部長（渡辺義人君）

現状でありますが、市町村の消防力の整備目標

といたしましては、消防庁が「消防力の整備指

針」を示しており、この指針に基づきまして全

国と本県の整備状況を比較いたしますと、消防

ポンプ車、救急自動車を初めとする車両関係に

つきましては95％と、ほぼ全国平均並みの整備

率となっております。また、消火栓、防火水槽

などの消防水利につきましては、全国平均

が80.6％に対し本県71.3％、また、消防職員の

配置につきましては、全国平均76％に対して本

県68.1％と、いずれもやや整備がおくれている

状況になっております。「消防力の整備指針」
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は、法的な拘束力を持つものではございません

けれども、全国と比較いたしまして整備水準の

低いものにつきましては、今後一層の充実が図

られるよう、市町村を指導・支援してまいりた

いと考えております。以上であります。

消防力については、基準より○太田清海議員

下回っておるということであります。ぜひこれ

を高めて、県民の命や財産を守るという立場で

の消防力をぜひ充実させていただきたいと思い

ます。そういう中で、昨年の６月に消防組織法

が改正されて、その考え方によりますと、消防

庁の指針では、１消防本部の管轄人口おおむ

ね30万人以上というような決め方をされていま

す。宮崎県でいうと３つの消防本部になってし

まうということになりますが、宮崎市では人口

がそれだけありますので、エリアとして見た場

合、まあまあどうにか有機的に機能するエリア

があるかなと思うんですが、周辺になっていけ

ば、例えば県北が延岡市、日向市あたりが中心

になったとしても、椎葉村とか川南町あたりも

入るのかなという感じの広い範囲を30万人でく

くらないかんということになると、どうもこ

の30万人の構想は大都会にしか当てはまらない

指針ではないか。こういった宮崎県のような地

方では、30万人でくくったらもう手薄になって

しまう、そういう問題が生じるんではないかと

いうふうに思います。消防の広域化の問題につ

いて、その点も含めてどうお考えになっている

か、総務部長にお尋ねいたします。

市町村消防の広域○総務部長（渡辺義人君）

化につきましては、近年、災害そのものが大規

模化、複雑化といった傾向にありますし、ま

た、救急の需要増大や高度化など、消防に対す

るニーズが大変高まってきているところでござ

います。一方で、人口の減少や高齢化の進展、

消防団員の減少など、地域における防災力の低

下が懸念されているところでございます。した

がいまして、これらの課題に対処するために

は、お話にございました市町村消防の広域化と

いうことが必要でありまして、この広域化によ

りまして、消防体制の効率化ですとか基盤強化

を図っていく必要性は高いと思っております。

国におきましては、昨年７月に策定いたしまし

た「市町村の消防の広域化に関する基本方針」

におきまして、御質問にありましたように、管

轄人口おおむね30万人以上の消防本部体制とす

ることを目標にいたしておりますけれども、本

県の広域化推進計画策定に当たりましては、各

市町村の現況や将来の見通しを踏まえ、地理的

・地形的条件、交通事情等を十分勘案しなが

ら、本県の実態に合った広域化計画を策定して

まいりたいというふうに考えております。以上

であります。

本県の実態に合った整備をす○太田清海議員

るということであります。実態というのがどう

いうふうになるか、またどういうふうに認識さ

れるかの問題もあろうと思いますが、県のほう

でもいろんな関係団体のお話、要望なり聞いて

おられると思います。現場で働く人たちの声と

か、実際一生懸命働いて、その中でのノウハウ

を持っているところもありますので、ぜひいろ

んな意見を吸い上げていただきたいというふう

に思っております。

さきの９月の県議会でも明らかになりました

けれども、非常備の市町村、全国40ほどあるそ

うですが、そのうちの21が離島と言われており

ます。離島でありますから、やむを得ないとこ

ろがあるかもしれませんが、陸地で言うと19市

町村が常備消防を持っていない、そのうちの７

つが宮崎県に存在するということが９月県議会
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で明らかになったわけですが、こういった非常

備のところ、宮崎県が７つ抱えている、そこを

どうしていくかということが、今後の課題にな

ろうかと思います。

実は私たちも、これは11月17日ですけれど

も、日之影町で地域医療のフォーラムというの

をやらせていただきました。これは、宮崎県の

自治問題研究所、そして私たち社民党も後援に

加わってやったところ、地元の人たちを含め700
※

名の方が日之影町の会場にお集まりになったと

いうことで、地域のそういった非常備、それか

ら救急医療というところに物すごく不安感を

持っておられる、どうにかしてもらいたいとい

う気持ちのあらわれだろうと思うんです。救急

医療だけを考えてはなかなか先に進まない、常

備化というものがあってこそ救急医療というの

がきちっとなっていくということもありますの

で、その辺の救急体制の整備について、今後、

県としてこの広域化計画の中でどう対応してい

かれようとするのか、お伺いしたいと思いま

す。

ただいま御紹介に○総務部長（渡辺義人君）

ありましたように、宮崎県内では７町村が、い

わゆる消防非常備町村となっております。これ

らの町村におきましては、救急業務に関する専

門知識や技術を有する専任の職員がいませんこ

とから、十分な救急体制が整っていないのが現

状であります。このため、先ほど申し上げまし

た市町村消防の広域化とあわせまして、非常備

町村の常備化につきまして、現在、関係町村に

対し働きかけを行っているところでございま

す。

先ほど私は700名という数字を○太田清海議員

申し上げましたが、失礼しました。170名の数字

の間違いでありました。訂正いたします。

次に、長浜海岸の侵食問題に移らせていただ

きます。実はこの問題については、私が９月議

会で 延岡の長浜海岸、昔は遠足もできるよ―

うな広々とした砂丘があったわけですが、無残

にもこれが見事に削り取られています。この原

因はいろいろ説はあるかもしれませんが、その

砂が延岡新港に流れ込んで、新港を守るために

はその砂を取らないかんという作業、その砂は

本来なら長浜海岸に戻してほしいんだけれど

も、いろんな必要なところがあったんでしょ

う、遠いところに持っていっていたという事実

があります。ぜひ長浜に戻そうじゃないか、そ

のほうが、遠いところにトラックで運ぶよりか

税金の無駄遣いにならんのじゃないかというこ

とで訴えてきたところでありますが、その後ど

うなったのかを県土整備部長にお伺いしたいと

思います。

延岡新港の○県土整備部長（野口宏一君）

しゅんせつ土砂を長浜海岸の侵食対策に有効利

用するための必要な事項につきまして、地元関

係団体との調整を行ってまいりましたが、この

たび協議が調ったところでございます。これを

受けまして、先般、しゅんせつ工事を発注させ

ていただきまして、現在、着工に向けて準備を

進めているという状況でございます。

わかりました。一歩前進とい○太田清海議員

うことでとらえさせていただきます。

次に、人事委員会委員長にお伺いしたいと思

います。県職員採用についてでありますが、要

項を見てみますと、職員採用試験において、大

学卒枠と高卒枠を設けております。そしてま

た、年齢制限を見ると、高卒の場合は17歳か

ら21歳までという年齢制限、大卒の場合は21歳

から29歳まで、そのあたりの年齢の制限がある

ようですが、この大卒、高卒と分けた意味と年

※ 104ページに訂正発言あり

平成19年12月10日(月)
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齢制限の意味についてお伺いしたいと思いま

す。

まず、職員採用○人事委員長（黒木奉武君）

試験の区分についてでございます。職員採用試

験は、御指摘のとおり、大学卒業程度、それか

ら短期大学卒業程度、高等学校卒業程度の３つ

に分けて実施をしているところであります。こ

れは主に高等学校卒業者の就業機会に配慮いた

しますとともに、それぞれに必要な知識、技

術、その他の能力に応じて平等な競争を確保す

るためのものであります。なお、いずれも、在

学、卒業等の学歴は必要ありませんけれども、

年齢の制限がございます。職員採用試験におけ

る受験資格の年齢につきましては、試験実施年

度の初日 ４月１日でございますが の前― ―

日に当たります３月31日現在の満年齢で、議員

御指摘の、高等学校卒業程度は17歳以上21歳未

満、短期大学卒業程度は19歳以上27歳未満、そ

れから大学卒業程度は21歳以上29歳未満といた

しております。したがいまして、21歳以上の大

学生、卒業生などは、高等学校卒業程度の試験

は受験できないことになっております。この年

齢制限につきましては、職員を計画的に幅広く

さまざまな行政分野で経験を積ませながら育成

していく必要があるという観点から、国や他の

都道府県と同様に、新規卒業者等を念頭に置き

ながら設定しているところでございます。

大学卒、高卒というところを○太田清海議員

見てみますと、高卒程度、大学卒程度という

「程度」という言葉が入れてありまして、これ

がそういう考え方なのかなというふうに理解い

たしました。高卒の方が、自分は大卒の学歴を

自分で勉強して身につけたという人は、大学卒

程度というふうに自認して受けてもいいという

ふうにお聞きしましたが、高卒の人が大卒は受

けられないという意味ではなくて、受けられま

すよという、門戸を広くしているという意味で

は理解しました。

私も一つ経験があるんですが、Ｕターンで宮

崎県に帰ってきた高卒の方が、県を受けてみよ

うかということで調べたら、もう年齢オーバー

していたと、22歳、23歳とかいうことで。22

～23といったら若いんだがなと思いながら、年

齢制限だけで断念せざるを得なかった。しか

し、その高卒の人が、私は大卒の学歴を身につ

けたと思って受けることはできると言われまし

たけれども、一企業に就職していて大卒の学歴

をつけるというのは、なかなか至難のわざじゃ

ないかなと思いまして、高卒21歳までというよ

うな制限がありますが、これを多少１～２年で

も延ばしていくことの検討はしてもらえんだろ

うかなというふうな要望であります。これはＵ

ターンの人たちを考えたときの提案でありま

す。

もう一つは、大卒、高卒という枠があるわけ

ですが、高卒の方が職場に入っていろんな勉

強、法律などの勉強をしながら、職場の中でど

んどん実績が上がってくる、そういうものもあ

ると思います。いっぱいそういう人たちがい

る。ぜひそういう意味では人材を 高卒の人―

も普通の人と変わらないようにという言葉でい

いのかどうかわかりませんが、その人のいろん

な人物なり業績なりを見て、どんどん採用して

いくということをぜひやっていただきたいと

思っています。それは、その組織の活性化にも

つながるし、展望といいますか、モチベーショ

ンといいますか、そういったものの啓発にもな

ろうかと思います。ぜひそういったところを総

務部長にお聞きしたいと思います。

職員の登用につき○総務部長（渡辺義人君）
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ましては、学歴や採用時の職種に必ずしもとら

われることなく、個々の職員の持ちます能力で

すとか特性を把握いたしまして、それらを十分

活用した上で、公平公正かつ適材適所となるよ

うに取り組んでいるところでございます。多様

化する県民ニーズや県民の視点に立った施策の

推進等を図る上では、意欲と能力のある優秀な

職員の育成が不可欠でありますので、今後とも

幅広く職員の育成や登用に努めたいと考えてお

ります。以上であります。

幅広く職員の登用をしていき○太田清海議員

たいということでありますので、ぜひそういう

形でお願いしたいと思います。私も経験がある

んですが、私の部下といいますか、職場に高卒

の方がおりました。その人は自分の弟を大学に

出したいという思いで役所に入ってきた人で、

一生懸命仕事をしておりました。いろんな条件

の人がおられると思いますので、ぜひ、人材登

用といいますか、積極的な登用をお願いしたい

と思います。

次に、定時制高校等の問題であります。これ

は定時制と書いてありますが、通信制とかその

現状について、在籍者数、退学者数について、

全日制、定時制、通信制を含めた形でお伺いを

したいと思います。教育長、お願いいたしま

す。

まず、今年度の県立○教育長（高山耕吉君）

高等学校の在籍者数についてでございますが、

定時制は854人、全日制は２万4,417人が在籍い

たしております。通信制につきましては3,390人

在籍いたしておりますが、このうち、今年度、

受講手続をしている生徒は1,330人でございま

す。

次に、退学者数についてでございますが、平

成18年度は、県立高等学校の定時制、通信制合

わせまして145人、全日制は339人となっており

ます。以上でございます。

通信制という学生が非常に比○太田清海議員

率としては大きいなという気がいたします。恐

らく12％程度になるのではないかと思います

が、その中には休眠生、ちょっと休んでおると

いう人たちもおられるようです。ただ、最初、

勉強してみようという思いに至った12％の高校

生が存在するということ、通信制の12％という

のは非常に大きなものがあると思うんです。私

たちの調べた中では、これはまだあいまいであ

りますけれども、都城、小林、そういったとこ

ろで通信制と思われる生徒が500名を超えていま

す。そういう数字ではないかと思っておるわけ

ですが、そうであれば、都城方面に通信制の学

校を整備すべきではないかということを、ぜひ

要望としてつけ加えておきます。

もう一つ問題なのは、今、定時制高校 昔―

は社長然とした人が、中小企業の社長というよ

うな人が、おれは勉強したいということで、中

学校卒業でしかなかったものでということで一

生懸命勉強に来られていた。そういう社長然と

した人が、かえって、職場でいろんな課題を

持った子供さんたちが来ている中で一緒に勉強

して、いい影響を与えていった時代というのも

あります。今でもそうだろうとは思います。た

だ、いろいろ聞いてみますと、言われているよ

うに、発達障がいとか、いろんな家庭での問題

を抱えた子供さんたちも数多く来られているん

ではないかという状況です。そういう学校が発

達障がいの人が多いとかいうことは、断定して

はいけません。言葉を選んで言わなきゃなりま

せんが、いろんな学校で、いじめに遭ったりと

か、発達障がい等でそういう人たちがもし来ら

れているとするのであれば、定時制という学



- 107 -

平成19年12月10日(月)

校、この学校が果たす社会的な役割 先生た―

ちが人格陶冶をしながら一生懸命教えて、その

子が見事に立派になって卒業していくとするな

らば、私は、宮崎県の教育、宮崎県の人材とし

ても多大な貢献をしていると思います。むし

ろ、警察とも関係がありますが、自殺とか犯罪

とかそういった発生なんかのことを関連して考

えた場合、定時制の先生たちが学校の中で一生

懸命頑張っているというのは、本当に大きな社

会貢献しているという意味では、通信制も含め

てでありますが、定時制高校等にぜひ光を与え

てほしいと思うんです。光を与えてほしいとい

うのはどういうことかというと、職員をふやし

なさいとか、学校の整備、プレハブであれば少

し直してあげなさいとか、そういうこともある

かもしれません。ぜひそういう立場で光を与え

ていただきたいと思いますが、教育長の見解を

伺います。

お話にありましたよ○教育長（高山耕吉君）

うに、定時制、通信制の高等学校につきまして

は、働きながら学ぶためだけではなく、中途退

学者の学び直しの場となるなど、大変重要な役

割を果たしていると私も考えております。この

ため、平成15年度に、すべての定時制・通信制

高等学校に単位制を、また平成18年度には、宮

崎東高校と延岡青朋高校に昼夜開講型の定時制

を導入するなどの制度変更を行ったところでご

ざいます。

また、生徒たちが自信と誇りを持って学ぶた

めに、生徒生活体験発表大会等を実施いたしま

すとともに、悩みを抱える生徒たちの相談に応

じるため、ハートサポーターを設置いたしてお

ります。さらに、就職支援など進路指導の充実

も図っているところでございます。これから

も、このような取り組みを一層充実しながら、

定時制・通信制高等学校が多様化する学びのニ

ーズに対応できるよう、積極的に支援を行って

まいりたいというふうに考えております。以上

です。

そういうことで、ぜひ光を当○太田清海議員

ててほしいと思います。県のプランの中にも定

時制のことが述べられています。学びの場であ

るということでありますが、そういった社会的

な貢献というところも、ぜひ考えていただきた

いと思っております。

次に、外部立会人制度についてお伺いいたし

ます。これは、平成16年11月の県議会で私が、

当時県内の福祉施設で、指定施設で、投票者に

成り済まして不正投票が行われた、これをどう

にかせないかんとじゃないかということで質問

しましたところ、外部立会人制度というものを

つくっていただきました。これは選挙管理委員

会委員長でありますが、この活用状況について

お伺いしたいと思います。

病院だとか○選挙管理委員長（若友慶二君）

老人ホーム、この指定施設における不在者投票

の公正さというものを確保しなきゃならないこ

とは当然であります。そういう中で、施設の関

係者以外の第三者が立ち会う、いわゆる外部立

会人制度、これは全国でも２～３県ありますけ

れども、県内すべての指定施設を対象に、さら

に外部立会人の候補者名簿等を作成する制度、

これは本県が初めてであろうというふうに認識

をしております。ことし４月の県議会議員選挙

から導入したところでありますが、制度の導入

に当たりましては、市町村選挙管理委員会の御

理解と御協力を得て、指定施設に対しまして、

県内各地での説明会、さらに文書を通じてのお

願いをして、コンセンサスを得たわけでありま

すけれども、制度の積極的な活用をお願いして
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まいりました。その結果でありますけれども、

県議会議員の選挙では、県内に272の指定施設が

ありますが、そのうち83の施設で御活用いただ

いたわけであります。７月の参議院議員選挙に

おきましては、87の施設が外部立会人を活用さ

れたということであります。さらに、選挙管理

委員会といたしましては、この制度が定着し、

選挙の公正と信頼が確保されるように、今後と

も市町村の選挙管理委員会だとか明るい選挙推

進協議会の方々と連携を図りながら、制度の活

用について、指定施設に対して御理解と御協力

を求めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

ありがとうございました。少○太田清海議員

しずつ伸びてはおると思いますが、この外部立

会人については、その指定施設のほうが報酬の

費用負担をしているというふうにも聞きまし

た。本来、選挙でありますので、公的なものが

きちっと保障していかないといけないのではな

いかと思います。公費で負担すべきではないか

と思いますが、選挙管理委員長のお考えをお伺

いいたします。

御指摘のと○選挙管理委員長（若友慶二君）

おり、現時点では、報酬とか旅費につきまして

は、施設の負担ということになっております。

これは制度そのものが、不在者投票所の管理者

が施設の長ということになっておりますので、

その範囲内での委嘱であったわけであります

が、今回も外部立会人制度、そういう意味での

御理解を得ながらお願いをしておりますので、

現時点では公費負担の対象にはなっていない。

公費負担というのは、国会議員等の選挙執行経

費の基準法の中で定められているわけでありま

すので、今のところその対象になっていない。

そういうことでありますが、こういう制度を私

ども自身つくったわけでありますので、この制

度が法制化されるように、現在もいろいろ国に

対して働きかけをいたしておるわけでありま

す。都道府県の選挙管理委員会連合会等を通じ

まして、全国的な制度として行っていただける

ように働きかけをしていきたい、そんなことを

思っております。さらに、報酬等の公費負担に

ついても、研究はしてみたいと思っております

ので、よろしくお願いします。

太陽光発電の一般家庭への設○太田清海議員

置について、県の支援ができないかということ

で、地域生活部長、最後の質問でありますが、

お願いしたいと思います。

県におきまし○地域生活部長（丸山文民君）

ては、平成16年３月に策定をいたしました「宮

崎県新エネルギービジョン」に基づきまして、

新エネルギーの導入促進に取り組んでいるとこ

ろであります。このような中で、本県の恵まれ

た日照条件を利用した太陽光発電につきまして

は、県総合農業試験場あるいは県工業技術セン

ターなどの県有施設への率先導入や、一般県民

を対象としたセミナーの開催等によりまして、

普及啓発事業などを行っているところでありま

す。また、一般家庭への導入につきましては、

本県は導入率が全国でもトップクラスであり、

県民の関心も高いと認識をいたしております。

県といたしましては、このような状況を踏まえ

まして、今後とも県民、事業者、市町村等と連

携を図りながら、より一層の導入促進のための

方策を検討してまいりたいと考えております。

以上であります。

時間も来ましたので、終わり○太田清海議員

たいと思います。

太陽光発電については、次回また資料を出し

て質問したいと思っております。
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どうもありがとうございました。（拍手）

次は、43番鳥飼謙二議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） 先月、鹿児○鳥飼謙二議員

島市で開かれました南九州観光振興会議に出席

いたしました。宮崎、鹿児島、熊本３県の県議

会議員72名と、行政や観光関係者などで、総

勢150名が参加する大規模なものでありました。

本県の会長は外山三博議員であります。そこ

で、南九州３県連携による観光誘致等につい

て、今後も３県議会が連携して取り組んでいく

ことを確認したのであります。

各県の話を聞きながら、宮崎は取り残されつ

つあることを実感したのであります。九州新幹

線鹿児島ルートが３年前に一部開通し運行して

いることは、周知の事実ではありますが、しか

し、ペーパーにして福岡市―鹿児島市間は、在

来線時代でも所要時間３時間50分であったもの

が、新幹線一部開業後は２時間10分、４年後、

全線開業後は１時間20分と言われ、言葉を失っ

たのであります。日豊本線とでは本当に大きな

差があるのであります。しかも、開業１年前の

利用客が141万人であったものが、開業３年目に

は335万人と2.5倍となっているのであります。

来年のＮＨＫ大河ドラマは「天璋院篤姫」であ

りますけれども、鹿児島県が舞台とのことで、

最近、島津家の参勤交代の録画が市内の橋公園

で行われたということでありました。確かに台

湾―宮崎間の航空路線が来年から開設されると

いう明るい話題、これも大変な当局の御苦労が

あったと思いますけれども、そういう明るい話

題はありますが、両県には遠く及ばないことを

実感して、何とか頑張らねばと思いながら帰っ

てきたのであります。

今、宮崎県は、東国原知事の誕生で熱気があ

ると言われ、県庁も観光スポットとなり、ツア

ー客でにぎわっております。しかし、知事個人

の人気に頼っている現状は極めて表面的であ

り、それだけでは、宮崎県の将来はどうなるの

だろうかと心配する毎日であります。だからこ

そ、じっくりと腰を落とした政策議論を展開

し、地道に努力し、その努力を積み重ねていく

ことが必要ではないかと思うのであります。

それでは、既に何人か質問をいたしましたの

で、一部割愛し順番を少し変えまして、一般質

問をいたしてまいります。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

知事は、県民総力戦を掲げた「そのまんまマ

ニフェスト」で、新規立地企業100社、新規雇用

者１万人、100世帯移住促進、高千穂地域のＤＭ

Ｖ等を視野に入れた交通基盤整備の支援、民間

のプロの視点で県の事業を棚卸しする等をうた

われております。そして、知事マニフェストを

具現化する具体的な戦略を示し県政運営の指針

とするとして、宮崎県総合計画「新みやざき創

造計画」をことし６月に策定されたところであ

ります。そこで、間もなく知事就任１年になろ

うとしておりますので、知事マニフェストの達

成状況と、今後に向けての知事の決意について

お伺いをいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、質問

者席から質問いたします。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

私のマニフェストを実行するために、就任後

速やかに、新たな総合計画「新みやざき創造計

画」を策定したところであり、計画に掲げた具

体的な数値目標の達成を目指し、施策・事業を

着実に実行しているところであります。就任か

ら現在までの達成状況につきましては、統計の

手法等により、現時点で数字が把握できないも
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のもありますが、例えば、新規立地企業件数に

つきましては16件、移住世帯数については30世

帯となっております。また、宮崎のＰＲや災害

時安心基金の設置、さらには、入札制度改革や

事業仕分けの実施等による行財政改革にも鋭意

取り組んでいるところでございます。なお、こ

れらの取り組みは緒についたばかりであり、今

後とも県庁一丸となって、スピード感を持って

施策や事業の改善に取り組むことで、マニフェ

ストの達成を目指してまいりたいと考えており

ます。以上です。〔降壇〕

ぜひマニフェストの達成に向○鳥飼謙二議員

けて頑張っていただきたいというふうに思いま

す。

次に、ひきこもり対策の現状と課題について

お尋ねをいたします。

１カ月ほど前、ひきこもりの家族を支援する

親の会、宮崎県「楠の会」のミーティングに特

別に参加をさせていただきました。また先日

も、親の会主催の「引きこもりサポーター講習

会」というところに行ってまいりまして、大変

苦労し頑張っておられる、本当に悩んでおられ

る親御さんたちのお話を聞いたところでござい

ます。「私は70歳になりました。先日夫が亡く

なり、親子２人で年金で何とか暮らしていま

す。部屋にひきこもっている息子は口をきいて

くれません。コミュニケーションもできませ

ん。いろんな方に相談していますが、万策尽き

た感じです」「息子が専門学校を卒業し、一時

働きましたが、その後、そのまま埼玉県のアパ

ートに７年間ひきこもり、28歳になります」

「中学校２年生から11年ひきこもり、現在24歳

になります」と、深刻な相談が相次いでおりま

して、一昨日のサポーター講習会では、講師で

あります新潟県佐潟荘副院長の精神科医師

中垣内先生に寄せられておりました。ＮＰＯ法
なかがいと

人全国引きこもりＫＨＪ親の会は、全国で100万

人を超える極めて深刻な社会問題であるとし

て、行政への積極的な支援を求めています。厚

生労働省が作成した「ひきこもり」対応ガイド

ラインによりますと、ひきこもりの実態は多彩

であり、精神保健福祉の対象であるとし、この

ガイドラインを全国の保健所・精神保健福祉セ

ンターで生かしてほしいとしています。そこ

で、本県のひきこもりの現状についてお尋ねを

いたします。

ひきこもりに○福祉保健部長（宮本 尊君）

つきましては、精神障がいとか発達障がいのほ

かに、人間関係や社会環境への不適応など、い

わゆる社会的ひきこもりがあると言われており

ます。ひきこもりにつきましては、問題を家庭

内で抱え込んでしまうケースが多く、また、家

族が相談支援の利用を敬遠したり、社会から孤

立する状況もありまして、実態を把握するには

非常に難しい面がございます。ひきこもり問題

の課題といたしましては、どのようにして実態

を把握するか、また、相談支援等の手法が確立

されていないこと、あるいは相談支援体制が整

備されていないことなどが課題として挙げられ

ます。

いろいろとお話をいただきま○鳥飼謙二議員

したけれども、やはり実態調査をすることだろ

うと思っているんです。京都府等では実態調査

をやっておりますし、非常に悲惨な家庭内の殺

人事件が起きてからやり出すというようなこと

も多いわけですから、ぜひ実態調査をやってい

ただきたいということを申し上げております。

また、問題が深刻であるにもかかわりませ

ず、本県ではどこが主体的に対応するのかとい

うのもはっきりしていない。ですから、ひきこ
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もり対策チームとか検討委員会を設置していく

べきではないかというふうに思いますので、お

尋ねいたします。

お話にありま○福祉保健部長（宮本 尊君）

すとおり、実態がなかなかつかめないというこ

とで、精神保健福祉センター等での相談の件数

等は一応は把握をしておるところですけれど

も、そういったことを通じてできるだけ実態を

つかんでいきたいというふうに考えておりま

す。

また、ひきこもりについての対策チームのお

話ですけれども、ひきこもりは社会的な問題と

なっておりますけれども、国においても平成15

年に、お話のあった精神保健の観点からのガイ

ドラインが示されたのみで、調査研究の緒につ

いたばかりであります。このため県としまして

は、国の動向とか他県の状況も把握しながら、

調査の方法等も含めて研究してまいりたいと考

えております。

緒についたばかりだというこ○鳥飼謙二議員

とですけれども、他県の動向を見なくても実際

困っている人はおられるんですよ。そこを押さ

えていただきたいというふうに思っておりま

す。

今、精神保健福祉センターのいろんなお話が

ございましたけれども、親の会とそれらの精神

保健福祉センターや保健所、児童相談所などの

行政機関、学校との連携を強化すべきではない

かというふうに思っておりますし、県として、

いろんな相談を含めて、親の会にもっと支援を

行っていくべきではないかと思いますけれど

も、部長の御見解をお尋ねいたします。

ひきこもり問○福祉保健部長（宮本 尊君）

題を抱えた家族は、親の会へいろいろ相談され

ることも多いと考えられますので、親の会の情

報が大変重要になってまいります。このため、

親の会と精神保健福祉センターを初め各機関が

連携を図ることは、ひきこもり対策を進める上

で大変重要であると認識しております。

積極的に取り組んでいただき○鳥飼謙二議員

たいというふうに思います。確かに国も15年か

らということで、それまでも長い運動があった

わけですけれども、そういうふうな最終版のガ

イドラインを出しておるわけですし、ぜひ行政

の支援をお願いしておきたいと思います。

それでは、高齢者の福祉と医療についてお尋

ねをいたします。

これも、私の知人の80代の両親の例をちょっ

と申し上げますと、父親は３月からある病院に

入院していますけれども、「退院してくださ

い」といつ言われるかと大変心配していると話

しておられます。それから、母親は、今はある

グループホームに入所しておりますけれども、

ことし３月ごろから痴呆が進行して、別のグル

ープホームで月曜から金曜までショートステイ

を受け、土日は自宅に連れ帰っていたそうであ

ります。しかし、当時の施設側から、「今後は

２週間以内しか預かれない」と言われ、別のホ

ームを探して、かけ持ちをして何とかしのい

だ。そして、ある長期療養病院に入院いたしま

したけれども、夜間の徘回があるということ

で、３日で退院された。本当に苦労しておられ

るようであります。そして、現在のグループホ

ームに入所して、特別養護老人ホームの待機申

請をいたしておるわけですけれども、これがま

た、いつになるかわからないというような現状

でございます。親族総出で高齢の両親のお世話

をしているわけですけれども、本当に大変だと

思います。父親は自己負担が、おむつ代を含

め、10月から老人医療の限度額というのが適用
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されて、ようやく約６万円。要介護度３の母親

は月10万円、合計で16万円という自己負担にな

るわけですけれども、２人の年金では不足する

ため、親族で負担し合っているということであ

りました。このように、要介護者を抱えた家族

の負担は、精神的にも肉体的にも経済的にも、

大変な困難があるわけでございます。そういう

中で、いろんな制度が変えられてきているとい

うふうに思います。

そこで、後期高齢者医療制度についてであり

ますけれども、これについては先ほど質問しま

したので割愛したいと思いますが、高齢者が受

診したときに自己負担金原則１割、現役並み所

得者３割負担、高齢者への影響は大変大きなも

のがあるのではないかというふうに思っており

ます。そこで、年金収入18万円以上という人

は、年金から介護保険料とあわせて天引きされ

て、18万円以下の人は普通徴収されることにな

ります。今後、医療費を支払えない高齢者や、

保険料さえも支払えない人が出てくるのではな

いかというふうに思いますけれども、これらの

低所得高齢者をどう救済していくのか、お尋ね

をいたします。

後期高齢者医○福祉保健部長（宮本 尊君）

療制度におきましては、保険料につきまして、

所得に応じて７割減額、あるいは５割、２割の

軽減制度が設けられております。広域連合によ

りますと、７割軽減対象者が全体の約51％、５

割軽減対象者が約３％、２割軽減対象者が約６

％と見込んでおりまして、合計で約６割の方が

保険料の軽減対象となっておるところでござい

ます。

低所得者にとっては、そうい○鳥飼謙二議員

うものがあるにしましても大変厳しいものが予

想されるというふうに思っているんですが、例

えば国民健康保険では保険料が払えない被保険

者、そしてまた一部しか払えない世帯について

は、保険証ではなくて被保険者資格証明書、ま

たは期限を定めた短期被保険者証が交付されて

いるわけですけれども、これらの人が医療機関

を受診するときは、全額自己負担しなくてはな

らない。実質受診できないという事例が出てお

ります。短期被保険者証、被保険者資格証明書

の交付状況についてお尋ねをいたします。

国民健康保険○福祉保健部長（宮本 尊君）

では、被保険者間の公平を図る観点から、市町

村において、災害とか病気、失業等の特別な事

情がない１年以上の国保税滞納者で、分割納付

等が可能な方には、通常の被保険者証の有効期

間よりも短い期間の短期証を交付しておりま

す。また、分割納付などにも応じない滞納者に

対しては、生計状況や納税状況等を考慮し、被

保険者証の返還を求め、これにかわる資格証明

書を交付する場合がございます。平成18年度の

交付状況は、県合計で、短期証が１万4,772世

帯、資格証明書が3,496世帯となっております。

今、お話がございましたけれ○鳥飼謙二議員

ども、これは世帯ですから、短期証１万5,000世

帯ですね、これは３万人ぐらいでしょうか。そ

れから資格証明書が3,500世帯ですから、5,000

人ぐらいなんでしょうか。納めようとしないん

じゃなくて、納められないんですね。納められ

ないから、借金をして２カ月分ぐらい納めて、

短期間の受診をする、そういう状況が出てきて

いるということをぜひ考えていただきたいなと

いうふうに思うわけです。

それから、今回の後期高齢者医療制度、これ

も同様の取り扱いになるのではないかなと、本

当に心配しているわけですけれども、この場合

はどのようになるのか、把握しておられればお
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答えいただきたいと思います。

後期高齢者医○福祉保健部長（宮本 尊君）

療制度におきましても、現在の国民健康保険と

同様の取り扱いをする予定になっております。

先ほど前屋敷議員もこの制度○鳥飼謙二議員

これはなぜ制度かというと、保険じゃない―

からですね。保険というのは反対給付があるわ

けですが、時間がありませんから省略しますけ

れども……。では、そういう人たちが出てくる

ということをどうするのかということになるわ

けです。そこで、最後のセーフティネットとい

うことで生活保護制度というのがあるわけです

けれども、北九州市の例にもあるように、水際

作戦として申請書さえも渡さない。そんなこと

が行われているのはもってのほかだというふう

に思いますし、当然、宮崎県はそんなことはな

いと私は信じておりますけれども、本県の生活

保護の現状についてお尋ねをいたします。

生活保護であ○福祉保健部長（宮本 尊君）

りますが、平成19年４月現在で、県内全体で

約9,600世帯、１万2,700人が生活保護を受給さ

れております。人口1,000人当たりの保護率で

は11.1パーミルで、全国平均の11.9パーミルよ

りやや下回っております。この数字は平成８年

を底に、徐々に高まってきている数字でありま

す。世帯の類型としましては、高齢者世帯が

約50％と最も多く、次いで傷病者世帯が約22％

となっております。生活保護の基準額の例を挙

げますと、宮崎市での保護費が、住宅費とか医

療費を除いた場合、30歳代夫婦と小学生１人の

３人世帯で月額15万7,790円、70歳の単身世帯で

月額６万8,950円となります。今後とも、生活保

護の実施につきましては、適正な保護を行うと

ともに、自立・自活に向けた総合的な支援に努

めてまいりたいと考えております。

生活保護の話は、また後ほど○鳥飼謙二議員

お伺いするといたしまして、地域ケア体制の整

備についてお尋ねをいたします。

国は、療養病床のうち、介護保険適用の介護

療養病床約12万床を2011年度までに全廃、医療

保険適用の医療型病床約23万床を2012年度まで

に15万床に削減するとしています。国は、病床

転換や老人保健施設等で代替するとしています

が、このままでは介護施設から追い出される大

量の介護難民が発生し、大きな社会問題となる

ことが予想されます。本県においても、これで

は3,000人以上の高齢者が施設や病院から追い出

されることになるとして、特別養護老人ホーム

や介護老人保健施設等を整備するとした地域ケ

ア対策の試案を示しておられますが、今後どの

ように介護施設を整備していこうとするのか、

部長にお尋ねをいたします。

療養病床の再○福祉保健部長（宮本 尊君）

編に対応した受け皿の整備につきましては、各

医療機関の転換への意向や入所者の状況等を十

分に踏まえながら、県医師会、地元市町村等と

検討を重ねて、今回、「地域ケア体制整備構

想」として取りまとめたところであります。整

備の方向性としましては、医療的な介護や長期

療養が可能な老人保健施設や特別養護老人ホー

ムなどの施設・居住系サービスを中心に整備

し、転換前の介護療養病床のベッド数を確保す

ることとしております。また、整備に際しまし

ては、在宅医療をサポートする観点から、訪問

看護などの医療と介護サービスの連携を図るこ

ととしております。今後とも、介護保険料の急

激な上昇を招かないよう十分配慮しながら、引

き続き、地元市町村や医療機関等と協議を重

ね、地域に望まれる受け皿の整備を図ってまい

ります。
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施設整備は、厚労省ともいろ○鳥飼謙二議員

いろとあつれきがあるかもしれませんけれど

も、ぜひ頑張って整備に取り組んでいただきた

いというふうに思っております。

これは私の試算なんでありますけれども、平

均介護保険料4,133円、これと合算いたします

と、平均8,600円程度が年金から控除される、そ

の上に１割の自己負担が出てくるということに

なります。老齢年金等が年額 先ほど10万と―

かいろいろありましたが 18万でありますけ―

れども。18万円以下の高齢者や、生活保護を恥

ずかしいと考えて受給していない人たち、こう

いう人たちもたくさんおられるわけですが、こ

の人たちも普通徴収をされるわけであります。

このため、生活できない人、受診しない人がか

なり出てくるのではないかというふうに心配を

いたしております。最低生活を保障するため、

生活保護等で救済をしていくべきではないかと

いうふうに私は考えております。積極的な法の

活用をお願いしたいと思いますが、部長のお考

えをお尋ねいたします。

現在の国民健○福祉保健部長（宮本 尊君）

康保険制度におきましても、いわゆる被扶養者

でない高齢の方は国民健康保険税を支払ってお

ります。また、窓口での１割負担を現在もやっ

ておられる。そういう状況ですので、この後期

高齢者医療制度が円滑に進むように、県民の皆

さんの御理解をいただくとともに、おっしゃる

ように所得の低い方、そういう方に対する減免

措置 窓口負担もそうですけれども がご― ―

ざいますので、そういったものを周知していき

たいというふうに考えております。

私は、この制度は、果たして○鳥飼謙二議員

うまくいくのかなと思っているんですね。私は

この間60歳になりまして還暦になったんですけ

れども、もうちょっとしますと後期高齢者に

入っていきますが、やはり年をとると病気をす

る、これはほとんどの人が負うわけですから、

その人たちだけで保険をつくるといいますか、

この制度をつくるということ自体に無理がある

と私は思っております。このことを部長と話し

ても、これはどうにもならないわけであります

けれども、そういう制度の中で保険料がだんだ

んと上がってくることが想定されるわけです。

その際に、やはり餓死者とかいろんなことが出

ないように、そういう最低生活を保障する制度

があるわけですから、これを積極的に活用をし

ていっていただきたいというふうに思っており

ます。

それから、高齢者の健康増進とシルバー人材

センター事業についてお尋ねをいたします。

シルバー人材センター事業は、「自主・自立

・協働・共助」の理念のもと、高齢化が急速に

進展する我が国におきまして、定年退職等によ

り現役をリタイアした高齢者が、樹木の剪定や

家事援助サービス、事務等の、主として雇用関

係でない何らかの就業を通じまして、追加的収

入を得るとともに社会参加を図るものでありま

す。全国シルバー人材センター事業協会が実施

した高齢者の社会活動と健康維持・増進に関す

る調査によりますと、センター会員の医療費は

一般高齢者より平均で３万円低く、要介護者率

も4.7％と、一般高齢者より３％低くなっていま

す。また、センターを通じて働いた収入は家計

の足しとなるのは当然でありますけれども、社

会参加意識や生活満足度も向上するなど、大き

な効果が見られると報告をしております。そこ

で、県内での活動状況、シルバー人材センター

活動に対する基本的な認識について、関係部長

にお尋ねをいたします。
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また、老人クラブ活動などの元気老人対策

は、つまるところ、高齢者が生きがいを持って

健康に暮らしていくことにあるわけですが、高

齢者の生きがい・健康づくりについてどのよう

に考えておられるのか、福祉保健部長にもあわ

せてお尋ねをしておきたいと思います。

シルバー○商工観光労働部長（高山幹男君）

人材センターは、平成19年３月末現在でありま

すけれども、6,579名の会員を擁しまして、各市

町村において高齢者の方々に多様な就業の場を

提供いたしております。また、ボランティア活

動やスポーツや芸術などの同好会活動にも取り

組んでおりまして、生きがいづくりや社会参加

に大きく貢献をいたしております。今後、高齢

化が進む中で、その役割はさらに重要になって

くると考えておりますので、８月に宮崎県シル

バー人材センター連合会が事業活性化計画とい

うものを策定しておりますので、それを踏まえ

まして、国等とも十分な連携を図りながら、会

員数の拡大など活性化の支援に努めてまいりた

いというふうに考えております。

高齢化が進む○福祉保健部長（宮本 尊君）

中で、高齢者が住みなれた地域で元気に暮らし

ていくためには、スポーツや文化活動等を通じ

た生きがい、あるいは健康づくりが大変重要と

なっております。このために県では、老人クラ

ブが行う健康づくりや、県社会福祉協議会が開

催する宮崎ねんりんピックへの支援などを通じ

て、高齢者のスポーツ・文化活動の促進を図っ

ているところであります。今後とも、活力ある

長寿社会づくりを進めるために、市町村や関係

機関と連携し、高齢者の生きがい・健康づくり

に取り組んでまいります。

ぜひよろしくお願いをいたし○鳥飼謙二議員

ます。

次に、県立病院改革についてお尋ねいたしま

す。疾病構造の変化や国の医療制度改革等、医

療を取り巻く環境が大きく変化する中で、県立

病院の経営状況は大変厳しいものがございま

す。こういう中、病院局は、経営の健全化を図

り、高度で良質な医療を効果的、安定的に提供

するとして、2006年度から５年間を期間とする

中期経営計画を策定し、経営改善に取り組んで

おられます。そこで、県病院の運営状況につい

て何点か、病院局長にお尋ねをいたします。

医師確保についてであります。病院経営を安

定的に行うためには、公的病院の目的を理解

し、地域医療の担い手として定着し、患者から

信頼をかち得る医師を確保することが極めて重

要であると考えます。しかし、最近の研修医制

度の影響もあり、県病院では医師が十分に確保

されていないようでありますが、現在何名の医

師が不足をしているのかお尋ねいたします。

医師の確保につき○病院局長（植木英範君）

ましては、県立病院が高度で良質な医療を提供

する上で、また、経営の健全化を着実に進めて

いく点からも、極めて重要なものと認識をいた

しております。ちなみに、この12月１日時点の

県立病院全体の医師数は、充足率89.1％、定

数193名に対して21名の不足となっており、医師

の確保は依然として喫緊かつ最重要の課題でご

ざいます。抜本的な医師確保策がない中で、大

変厳しい状況ではありますが、宮崎大学を初め

各大学の医局への派遣要請はもとより、県出身

の医師や臨床研修医への個別の働きかけなど、

引き続き、各病院長ともども医師の確保に積極

的に取り組んでまいりたいと存じます。

医師が不足をするということ○鳥飼謙二議員

は、結局、そこでの診療報酬が下がってくると

いうことであります。先ほど申し上げたような
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医師のもとには患者が集まってくる、当然であ

りますけれども、この医師不足の具体的な影響

をどのように受けとめておられるのか。また、

医師確保のためにどのような努力をしておられ

るのか。病院局長マニフェストが出されており

ますけれども、収益の確保、費用の縮減等は述

べられておりますが、最も重要である医師の確

保については触れられていないのでありますけ

れども、その理由についてもあわせてお尋ねを

いたします。

先ほどお話もござ○病院局長（植木英範君）

いましたが、県立病院は、全県レベルあるいは

地域の中核病院として、政策医療や高度医療な

ど、一般的に県内の他の医療機関では対応困難

な医療を中心として担っているところでござい

ます。したがいまして、医師が不足いたします

と、このような県立病院としての使命と役割が

果たせず、県民の皆様への医療サービスの低下

につながるのではないかと考えております。ま

た、医師が不足することにより患者が減少し、

診療収入が減少しますと、安定した医療の提供

という面にも大きく影響することになりますの

で、医師の確保は大変重要であると認識いたし

ております。

答弁が十分じゃなかったです○坂口博美議長

ね。

失礼いたしまし○病院局長（植木英範君）

た。医師確保の件がマニフェストに書いてな

かったということについてお答えをいたしてお

りませんでしたが、実は、医師不足ということ

は、鳥飼議員も十分御承知のとおり、全国的な

厳しい状況であるわけでして、これは全体とし

まして、先ほども申し上げましたように、私を

先頭に各病院長ともども、各病院、九州管内の

大学、そして特に宮崎大学を中心に、いろいろ

医師派遣についてお願いに回っている、そう

いった地道な活動を中心に行っている状況でご

ざいますので、どうか現状を御理解いただきた

いと思います。

現状はわかるんですけれど○鳥飼謙二議員

も、まず第一に医師を確保するという 医師―

がいないということは、先ほども局長がおっ

しゃいましたように、地域医療が確保されない

と県病院としての役割が果たせないということ

があるわけですから、やはりここは第１番目に

医師を確保する、これが第１番目であるべきと

いうふうに思っておりますし、知事の仕事とし

ても、医師の確保はなかなか難しいことは重々

わかっているんですけれども、医師を確保しま

すよという決意がないといけないと思うんです

ね。ぜひマニフェストに挙げられて、今後は全

力を挙げて取り組んでいただきますように、お

願いを申しておきたいと思います。

次に、看護師の確保でありますが、診療報酬

の2006年度改正で７対１看護基準が新設されま

した結果、全国的に看護師が不足し看護師争奪

戦争が起こっている。看護師が不足した結果、

本県では非常勤や臨時の看護師を募集して、夜

勤ができない、していない。その結果、常勤の

看護師に８時、９時まで残業が続きまして、負

担増となっておりますけれども、今後、看護師

確保をどう図っていくのか、お尋ねをいたしま

す。

お話の７対１看護○病院局長（植木英範君）

体制の確保は、診療報酬上評価の高い入院基本

料の取得につながりまして、経営改善の取り組

みに大きく寄与するものでございます。このた

め、昨年度、できる限り早期の導入を図ること

として、その体制確保に際しましては、県立病

院全体での病棟再編等による人的資源の再配分
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を実施いたしました。それでもなおかつ不足し

たことから、その不足分を臨時的任用職員の活

用により対応したところでございます。その臨

時的任用職員数は、本年12月１日現在12名で、

看護師全体の1.3％程度となっております。当然

のことでありますが、任用に当たりましては、

県立病院の看護師としてふさわしい能力の方々

を任用いたしますとともに、任用後は、必要な

指導・教育を継続的に実施し、サービスの低下

を生じないよう努めているところであります。

臨時的任用職員につきましては、病院事業の健

全化に向けて、今後とも、適切な配置という観

点を踏まえながら、必要な範囲において活用を

図ってまいりたいと考えております。

かなり看護職員が少ないとい○鳥飼謙二議員

うのが実態でありまして、今いろいろとお話が

ございましたが、例えば宮崎病院がございます

けれども、369名看護職員が必要だというふうに

言われておりますが、実際は329名しかいなく

て、40人不足しているわけなんですけれども、

あとは臨時職員とかそういうことで対応してい

るというのがあるわけです。４病院全体で臨時

職員を何名ほど配置して、何名正規の職員が配

置されているのかについて、そこに資料があれ

ば、お答えをいただきたいと思いますが、あり

ますか。

看護師の状況でご○病院局長（植木英範君）

ざいますが、ちょっとお待ちください……。

もしないようでしたら、ここ○坂口博美議長

で数字が出ないと 進行には影響ないです―

ね。では、後ほどということで……。

私の聞いているところでは、○鳥飼謙二議員

４病院全体で86名が臨時職員ということになっ

ておりまして、かなり今、産休とか育休とかあ

りますから、代替をするにしてもかなり大変な

状況がある。そして、そういう状況の中で、先

ほど申し上げた看護師争奪戦が起こっておるわ

けですから、大変厳しい状況にあるというふう

に思うわけであります。ですから、よっぽど頑

張っていかなくてはならないというふうに思っ

ているところであります。

関連しまして、看護師確保ということですけ

れども、県立看護大、大体100名卒業されるわけ

ですが、最初45～62名と、県内定着率もいろい

ろあったんですけれども、最近では38名、４割

程度というふうに聞いております。県民枠を拡

大するとか、いろんな努力をして定着してもら

う、そのことが大事だと思っているんですけれ

ども、福祉保健部長、今後の対策についてお尋

ねをしたいと思います。

県立看護大学○福祉保健部長（宮本 尊君）

卒業生の県内就職の促進といいますのは、本県

における質の高い看護師確保の観点から、大変

重要であると認識しております。そのために県

では、これまでも、入学生の県内出身枠を設け

るとともに、県内出身者に対する入学金の減額

を実施するなど、主に県内出身の入学生の確保

を通じた県内就職の促進に努めてきたところで

あります。今後も、医療機関を初め、県内関係

機関の御協力もいただきながら、入試における

県内出身枠の拡大など、多様な観点から、県内

就職の促進に努めていきたいと考えておりま

す。

ぜひ頑張っていただきたいと○鳥飼謙二議員

いうふうに思います。

次に、中期経営計画についてお尋ねをいたし

ます。2006年度決算は、前年比約13億円の改善

となっておりまして、計画より早い達成だとい

うふうに決算書では評価をしておられますけれ

ども、要因をどのように分析しておられるのか
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お尋ねします。

それでも17億円の純損失でありまして、これ

からが正念場であるというふうに思うわけです

が、2007年度の経営見通しと計画達成の手ごた

えについてお伺いいたします。

平成18年度の経営○病院局長（植木英範君）

の改善要因といたしましては、収入面からは、

７対１入院基本料の導入や高度医療の実施によ

る診療収入の増がございましたし、一方で費用

の面からは、現業部門の委託化、医薬品等の共

同購入の実施等の取り組みによるものと考えて

おります。特に７対１入院基本料の導入に係る

収益増は、年度途中の病棟再編を財源とする人

的資源の再配分をスピーディーに行えたことも

大きな要因でありました。このことも含め、18

年度の病院事業の経営改善は、何にも増しまし

て、病院局職員全体の経営改革への強い熱意の

あらわれであり、その結果と考えております。

次に、今年度の収支の見通しについてでござ

います。昨年度に比べ、病院事業全体では延べ

入院患者数の増加が見込まれますとともに、７

対１入院基本料の通年効果などにより経営改善

が進展しておりますことから、年度後半に大き

な状況変化がない限り、計画上の今年度の目標

は達成できるというふうに考えております。

それから、先ほどちょっと数字を言い漏らし

ましたので、ここでお答えさせていただきたい

と思います。臨時職員の12月１日現在の全体の

数字でございますが、95名でございます。正規

の職員920名に対して95名。それから、先ほども

申しましたように、７対１の関係では12名とい

うことでございます。大変失礼いたしました。

外部委託についてお尋ねをい○鳥飼謙二議員

たします。現業職員の任命がえ等により業務の

外部委託が増加をしております。質の低下とあ

わせ、管理・監督や責任の所在があいまいに

なっているのではないかというふうに懸念され

るわけですけれども、この点についてお尋ねを

いたします。

県立病院におきま○病院局長（植木英範君）

しては、平成18年４月から、調理給食業務や病

棟の看護補助業務等について民間委託を進めて

きております。これまでのところ、おおむね順

調に推移をしていると考えておりますが、今後

とも適宜、委託の事業者への指導を徹底するな

ど、サービスの質の低下を来すことのないよう

努めてまいりたいと考えております。

ぜひ頑張っていただきたいと○鳥飼謙二議員

思います。

次に、こころの医療センターについてお尋ね

をいたします。

子供の心の健康をめぐっては、うつ病や摂食

障がいなどで治療が必要な児童が増加をしてお

り、ＡＤＨＤ、高機能自閉症、ＬＤ児などの発

達障がいなど、早期の診断、治療、療育の必要

性が指摘されています。そこで、厚生労働省

は、乳幼児期から青年期までの心の問題を専門

的にケアする外来や病棟を備えた「子どもの心

の拠点病院」を全都道府県に設置する方針を固

めまして、全都道府県に１カ所指定し、一般の

病院や開業医では対応の難しい重症の児童を緊

急入院させたり、問題が起きたとき専門家を派

遣したりすると聞いております。今、児童思春

期でのＡＤＨＤなどの発達障がいや摂食障が

い、うつ病や虐待児へのＰＴＳＤなどの対応が

求められています。児童の６％程度が発達障が

いを有するとされておりまして、家庭や学校で

はその対応に苦しんでいるのが実態であります

が、本県ではどのように対応していかれるの

か、現状とあわせ福祉保健部長にお尋ねをいた
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します。

子供や家庭か○福祉保健部長（宮本 尊君）

らの、児童思春期に特有なさまざまな相談につ

きましては、児童相談所が専門的な知識や技術

に基づいて対応しているところであります。特

にＡＤＨＤやＬＤ等に対しては、児童心理士が

面談や心理検査、観察等により心理診断を行

い、それに基づいて子供や保護者に対して心理

療法やカウンセリング、助言指導等を行ってい

るところであります。また、児童相談所での対

応が困難な相談については、医療機関での治療

や発達障害者支援センターでの支援につなげる

など、他機関との連携を図りながら対応してい

るところであります。今後とも、児童相談所の

相談判定機能の充実や関係機関との連携を図り

ながら、効果的な対応を進めていきたいと考え

ております。

悩んでいる人が多いわけです○鳥飼謙二議員

から、ぜひ、よろしくお願い申し上げたいと思

います。

それから、こころの医療センター、当初案

は、２階は成人病棟、３階は児童思春期病棟と

２病棟に分かれておりましたけれども、現行案

は、２階の１病棟に成人と児童が入院して、真

ん中をナースセンターで仕切る形となっており

ます。これは重大な変更ではないか、パブリッ

クコメントを徴すべきではないかと思われます

けれども、なぜパブリックコメントを求めな

かったのか、お尋ねをいたします。

現在のこころの医○病院局長（植木英範君）

療センターの整備内容は、県民のパブリックコ

メントを経て決定いたしました「こころの医療

センター施設整備基本計画」の基本的な方向に

沿っているものでございます。したがいまし

て、当初の計画にありましたとおり、県立宮崎

病院に併設し、身体合併症などの治療におい

て、一般科との連携や民間精神医療機関との適

切な機能分担を図ることによりまして、本県の

精神疾患に関する全県レベルの中核病院として

の機能をさらに充実させることができるものと

考えております。

私がお聞きしたのは、３階建○鳥飼謙二議員

てから２階建てになって縮小しているけれど

も、それを公にすべきではないかということな

んですけれども、お答えいただきたいと思いま

す。

同じことを申し上○病院局長（植木英範君）

げまして大変恐縮ですけれども、県民のパブ

リックコメントを経て決定しました施設整備基

本計画、この基本的な方向に沿って現在は建設

を進めているということでございますので、御

理解をいただきたいと思います。

当初案は３階建てになってい○鳥飼謙二議員

るんですよね、基本設計。しかし、現在いただ

いているのは２階になっているということをお

尋ねしておるんですけれども、それは変更では

ないと。私は、そうしないと機能が果たせない

という意味でお尋ねをしているわけでございま

して、お答えをいただきたいと思います。

昨年２月に策定を○病院局長（植木英範君）

いたしました「こころの医療センター施設整備

基本計画」におきましては、成人と児童思春期

と合わせて55床程度といたしておりましたが、

その後、これまで想定をしておりました患者需

要等を精査いたしました結果、42床とすること

が適当と判断したところであります。今の患者

需要で２病棟を整備いたしますことで、当初の

建設コスト、後年度の減価償却等が経営を圧迫

することが見込まれたことや、成人及び児童思

春期を同一病棟とする他県病院の視察結果など
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も踏まえまして、２階建ての１病棟としたとこ

ろでございます。また、診療報酬点数の高い加

算の取得を前提に整備内容を決めた場合に、経

営上リスクが大変大きいこともあり、機能面と

経営面とのバランス、さらには富養園スタッフ

との協議など幅広い検討を行いながら、現在の

内容としたところでございます。

趣旨をもう一回伝えられます○坂口博美議長

か、鳥飼謙二議員。

パブリックコメントを徴する○鳥飼謙二議員

必要はなかったという理由を説明されたのかも

しれませんけれども、それは重要な変更である

というふうに思っております。受けとめていた

だくということで、この場を進めていきたいと

いうふうに思います。

患者数等精査の結果というふうに９月議会で

答弁しておられますけれども、成人では患者16

人に常勤医師が１名という診療報酬上の理由か

らではないのかなと私は思っているんです。ま

た、児童思春期精神科入院医療管理加算は取得

するつもりなのか。そしてまた、当該病棟とか

いろいろ条件があるんですけれども、診療報酬

上はクリアできるのか。この２点についてお尋

ねをいたします。

診療報酬につきま○病院局長（植木英範君）

しては、ただいま県立富養園で取得をいたして

おります、そういったものを基本に考えて、取

得の方向で計画をいたしているところでござい

ます。

余り深くは言いませんけれど○鳥飼謙二議員

も、県内の精神科救急、いろんな犯罪性を持っ

た人が来られますよ。そのとき対応できないと

いうことではどうにもならない。せっかくつく

るんですからね。ぜひしっかりしたものをつ

くっていただきたいと私は思っております。

それでは、年間何名の救急患者、小児の入院

・外来、どのくらい見込んでおられるのか。ま

た、入院期間はどの程度想定しておられるの

か。収支の見通しとあわせてお尋ねをいたしま

す。簡単で結構でございます。

まず、成人の患者○病院局長（植木英範君）

の場合、当初200名程度を予定しておりました

が、現在の計画では年間160名前後ということ

で、在院日数が約２カ月程度というふうに考え

ております。それから、児童につきましては、

当初、年間40名前後というふうに考えておりま

したが、現在の計画では年間30名前後、在院日

数が約４カ月程度ということでございます。こ

の数字につきましては、精神科救急の実績とか

他県の患者需要、現在の富養園の実績等を精査

した結果でございます。

収支の見通しにつきましては、中期経営計画

にも示しておりますとおりでございますが、何

しろ、こころの医療センターの所管する医療の

につきましては、大変収支の厳しい分野でござ

います。そういう意味では、ほぼ均衡する、年

間約1,000万円程度の黒字ということを予定いた

しております。

それでは、次に行きます。ス○鳥飼謙二議員

タッフの配置をどうするかということにもより

ますけれども、完全な不採算部門となることが

考えられます。必要な機能をしっかり果たす一

方で、また収入もしっかりと確保するというこ

とが大事です。宮崎病院の一部分となれば、宮

崎病院にも大きな影響が考えられますけれど

も、経理の処理方法は同一会計なのか。また、

医師、看護師、臨床心理士等のスタッフの配置

はどのようになっているのか、お尋ねをいたし

ます。

全体といたしまし○病院局長（植木英範君）
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ては、県立宮崎病院に併設するということでご

ざいますので、会計といいましょうか、経営は

一体で実施をいたす考えでございます。

それから、スタッフにつきましては、先ほど

お話のありましたとおり、こころの医療センタ

ーとしての５つの機能が十分果たせるような体

制づくりを、今検討を進めているところでござ

います。

精神保健福祉指定医が５人以○鳥飼謙二議員

上いないと、精神科救急では１日3,200点の点数

はとれないんですね。いろんな条件がありまし

て、これがとれますよと思っていても、社会保

険事務局が払いませんということになったら、

何億返せということになりますからね。要員の

配置というものをしっかり詰めていって、でき

るだけ早く私どもにもお知らせをいただきた

い。そのことで経営がどうなるかとなります

し、宮崎病院にもはね返っていくわけですか

ら、ぜひそこはしっかりとお願いをしたい、対

応していただきたいというふうに思っておりま

す。

それから、児童思春期の精神科医、何とか大

丈夫ですよと言っておられますけれども、どの

ような医師を想定しておられるのか、お尋ねを

いたします。

現在不在となって○病院局長（植木英範君）

おります児童思春期の医師につきまして、全国

的に専門医が極めて少ないということは、その

都度申し上げているところでございます。現在

でも大変厳しい状況であることは変わりござい

ませんが、オープンまでの医師の確保に向けま

して、全力で努力をしているところでございま

す。

専門医師というのは 医師○鳥飼謙二議員 ―

―はだれでも免許を持っておるわけですから

日本児童青年精神医学会の認定、実務経験では

５年以上の学会員で、レポート提出、診療実

績30人以上というような前提がついております

けれども、そこをクリアしたドクターが来ると

いうことで理解してよろしいでしょうか。

そのとおりでござ○病院局長（植木英範君）

います。

ぜひ立派な病院をつくってい○鳥飼謙二議員

ただきたいというふうに思います。

それから、雇用問題についてお尋ねいたしま

す。

非正規公務員の現状についてお尋ねをしたい

と思います。雇用の場の確保については大きな

課題でありますし、大変な問題がありますけれ

ども、この非正規の公務員というのが、県庁の

中でもふえてきております。特に財政改革推進

計画を策定いたしまして見直しをやっておりま

すので、こういう状況になっておりますけれど

も、総務部長、教育長、警察本部長にお尋ねを

いたしたいと思います。

非正規職員という○総務部長（渡辺義人君）

ことでありますが、非常勤職員と臨時的任用職

員ということで申し上げさせていただきます。

まず、非常勤職員でありますが、平成19年４

月現在の知事部局における配置人数は1,006名で

ございます。主な職種とその配置先につきまし

ては、用地調査員及び登記嘱託員が農林振興局

や土木事務所等に、また、農業研究補助員が総

合農業試験場や畜産試験場等に、さらには嘱託

検査員が食肉衛生検査所に配置をされておりま

す。

次に、臨時的任用職員でありますが、平成19

年４月現在の知事部局における配置人数は260名

で、本庁及び各出先機関におきまして、パソコ

ンによる集計や文書の収受などの事務補助を主
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な業務としているところでございます。以上で

ございます。

本年４月現在の教育○教育長（高山耕吉君）

委員会における非正規職員数は合計で2,158人で

ございまして、その内訳を申し上げますと、総

合博物館展示解説員などの非常勤職員が71人、

事務補助を行う臨時的任用職員が33人でありま

す。また、県立学校及び市町村立学校では、教

科補充などの非常勤職員が769人でございまし

て、講師などの臨時的任用職員が1,285人となっ

ております。以上でございます。

警察本部関係で○警察本部長（相浦勇二君）

ございますが、正規採用とは異なる形で職務を

行っている職員は、12月１日現在で合計149名で

ございます。その内訳はと申しますと、非常勤
※

の職員が104名、それと事務補助、いわゆる22条

職員と呼ばれるものが45名でございます。非常

勤職員の主な業務内容は、多種多様でございま

すけれども、最もボリュームのあるところは、

交番相談員あるいは警察安全相談員ということ

で、主として退職警察官の知識・技能を活用し

て、警察活動全体をさらに充実させようという

観点からの職員が中心になっております。以上

です。

総務部長、臨時職員の月収、○鳥飼謙二議員

把握しておられれば御答弁お願いしたいと思い

ます。

臨時職員の月収○総務部長（渡辺義人君）

は、勤務日数にもよります。勤務条件といたし

ましては、任用期間が最も長くて８カ月以内と

いうことでありまして、勤務日数と勤務時間は

正規職員と同様ということでありますが、賃金

につきましては、日額で5,580円というのが現在

の単価設定でございます。月収につきまして

は、これに20日間を乗じてということになりま

すので、11万円ぐらいということになろうかと

思います。以上です。

ありがとうございました。○鳥飼謙二議員

ここに、非常勤職員の、20日でありますけれ

ども、手取り、差し引き９万6,900円になってい

ます。これではダブルジョブでないと食ってい

けない、そんな状況であるわけでして、やは

り200万円程度は保障するべきではないかと思っ

ております。

それから、このような非正規の職員をなくそ

うと、「ヤングＪＯＢサポートみやざき」とい

うのが開設されましたけれども、その活動実績

についてお尋ねをいたします。

ヤングＪ○商工観光労働部長（高山幹男君）

ＯＢサポートみやざきは、平成17年５月に宮崎

市に設置いたしまして、就職相談、あるいは仕

事の魅力の発見とか面接の受け方のセミナーな

どを実施いたしまして、若年者の就職活動を支

援しているものでございます。また、ことし８

月に延岡サテライトを開設しまして、県北地域

の利用者の利便の向上を図ったところでありま

す。活動の実績といたしましては、開所時から

本年10月末までの間に延べ7,166名の方に利用い

ただきまして、374名の就職が決定したところで

あります。

ここで、警察本部長から答弁○坂口博美議長

訂正。

まことに申しわ○警察本部長（相浦勇二君）

けありません。先ほど149名の内訳を、非常勤職

員104名、臨時職員45名と申し上げましたが、12

月１日現在では若干数字が違っておりまして、

非常勤職員が103名、臨時職員が46名でございま

す。訂正させていただきます。

ヤングＪＯＢサポートセンタ○鳥飼謙二議員

ーで相談対応を行っている雇用相談員、若いけ

※ 122ページに訂正発言あり

平成19年12月10日(月)
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れども相当なキャリアの方がおられると聞いて

おりますが、その方が非常勤職員ということで

はいかがなものかと思うんですね。知恵を出し

工夫して正職員化を図るべきではないかという

ふうに思っておりますけれども、部長の答弁を

お願いします。

ヤングＪ○商工観光労働部長（高山幹男君）

ＯＢサポートみやざきの相談員、確かに非常に

詳しい人にやってもらっておるんですけれど

も、このヤングＪＯＢサポートみやざきが、こ

れからずっと継続するかどうかにつきまして、

まだ未確定の部分もありますので、当面、非常

勤職員で対応していきたいというふうに考えて

おります。

ぜひ十分な検討をお願いした○鳥飼謙二議員

いと思います。

最後に、不適正な事務処理については、時間

が参りましたので、もうお聞きをいたしません

けれども、一定の結論も出ました。ぜひ新たな

気持ちで再出発をしていただきますように、心

から願っております。

これで私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

ここで、暫時休憩をいたしま○坂口博美議長

す。

午後２時58分休憩

午後３時14分開議

休憩前に引き続き会議を開き○坂口博美議長

ます。

次は、49番米良政美議員。

〔登壇〕（拍手） 久しぶりに○米良政美議員

立ちました。けさ、出がけに家内が「久しぶり

じゃから、宮崎に私も行くわ」と言うから、

「何ごち来るか」と言ったら、「いや、知事の

顔を見に行きます」とこう言うから、あえて否

定はしませんでしたけれども……。きょうは30

分の与えられた時間でありますが、早く終わろ

うと思います。

議長経験者は質問がないんじゃないかという

誤解があるといけませんから、一言申し上げて

おきたいと思うんですが、できるだけ若い期の

皆さんたちにその機会を持っていただいて、エ

ネルギッシュな角度から一石投じていったほう

がいいんじゃないかということで、長いそうい

うことから議長経験者は遠慮いたした経緯があ

るわけでございます。そういうことでひとつ御

理解をいただいて、久方ぶりに立ちましたか

ら、知事並びに教育長を中心にしてお伺いをさ

せていただきたいと思うわけであります。

平成８年、中央教育審議会の答申に基づいて

示されました、小学校、中学校、高等学校の学

習指導要領は、詰め込み教育、学校における子

供たちの非行問題、そういう反省から、思考

力、表現力といった学力と、人を思いやる心の

醸成を提起いたしておりました。特に、生きる

力をどう育てていくのかを大きく教育目標に掲

げまして、小中学校において授業内容を３割削

減しよう、そして総授業時間数を１割減らして

「ゆとり教育」に重点が置かれております。本

県においても、ゆとりある教育の実現によっ

て、これまで大きな成果をおさめたと思いつつ

も、しかし、依然として非行問題や不登校の問

題、あるいは校内暴力、そういうさまざまな問

題が深刻化して、将来に不安を抱かざるを得な

い状況は明らかであります。今回検討されてい

る新たな学習指導要領は、脱ゆとりの動向に賛

否両論起こっているようであります。時々の社

会情勢や要因を勘案するとき、幾ばくかの是正

もやむなし、そういう議論もあるところであり
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ます。これまで本県が取り組んだゆとり教育の

効果をどう評価されておられるのか。また、中

央教育審議会が、これまで10年の学習指導要領

について異例の反省と批判をしているのであり

ますが、本県ではどう判断されるのか、教育長

にお尋ねをいたします。

知事、本県は農業・林業県と言われながら、

特に林業経営をめぐる中山間地は存亡の危機に

立っています。本県中山間地域の魅力創出とい

うのを知事は大きく掲げられておりますけれど

も、このことは議会のたびに議論をしてまいり

ました。が、本県は過疎が進行する中山間地を

多く抱えております。少子高齢化現象も一段と

進みました。過去の議会においても、地域の実

情を訴えながら、県土の均衡ある発展を標榜し

たところであります。道路改良率といえば50％

であります。所得は、ある村役場の統計で、１

人当たり169万7,000円、嫁を迎えたいけど、一

向に進まない。学校はなくなる、路線バスもな

くなる。山林伐採しても、収入を得たいが、切

れば切るほど赤字。私も猫の額ほどの山を40年

育てましたけれども、非常に悲哀を感じており

ます。年を追うごとに人口は減る。県議会では

この20年の間、山村地域振興対策を基本に、中

山間地域振興対策特別委員会など、実に20年の

間、13回の特別委員会を設置してきた背景があ

ります。平成６年ごろでありましたが、前にお

座りの城倉常勤監査委員が地域振興課長時代か

ら政策を提起いたしてきましたけれども、中山

間地の皆さんは、生まれ育ったふるさとを捨て

切れずに、絵にかいたもちに終わってしまっ

た。今その地域は、まさに空き家がふえており

ます。崩壊の域に達しています。我が党の濵砂

議員が９月の代表質問で、その窮状を訴えまし

た。まさに限界なんです。知事は30数年この宮

崎を離れられて、全国でさまざまな経験をして

こられた。いろいろな方と出会ってこられた。

東京から見た宮崎、これは十分なポテンシャル

が、あるいは魅力があるんではないか、こう

おっしゃっておりますけれども、一方でそれが

魅力が発揮されてないんじゃないか、こうおっ

しゃっています。私は大きな期待を持っておる

わけでありますが、本県山村地域の魅力創出を

これからどう考えていかれるのか、どう展開を

されていくのか、知事にお伺いをして、後は質

問者席から質問をさせていただきます。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

本県には、豊かな自然、温暖な気候、豊富で

新鮮な食材、神話や伝説、そして何よりも温か

な県民性と、どれをとっても全国に誇るべき魅

力が数多くあると確信いたしております。中で

も山村地域につきましては、地域住民が暮らす

場としてだけでなく、先人が築き上げた棚田や

大切に受け継がれてきた神楽など、日本のふる

さとの原風景とも言うべき個性や魅力が残され

ており、都市住民にとっての安らぎやいやしの

場にもなる、そのようなポテンシャルを持って

いると考えております。しかしながら、全国に

おける本県山村地域の市町村の知名度はまだま

だ低く、そのポテンシャルも十分に発揮されて

いないのではないかと感じております。このよ

うなことも踏まえ、中山間地域対策について、

本県が直面する喫緊の課題としてとらえ、平

成20年度重点施策の一つとして掲げたところで

あり、地域住民も巻き込んだ県民総力戦による

地域の活性化に取り組んでいかなければならな

いと考えております。

先般、日本一の評価を受けました宮崎牛の取
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り組みや、県産材、オンリーワンの特産品づく

り、さらには、ストーリー性のあるテーマ設定

等により地域資源を磨き上げ、県内外にその魅

力をアピールし、観光や移住で来られた方々を

地域住民の方々が温かくもてなす、このような

取り組みを県として支援していくことにより、

山村地域のさらなる魅力創出を図ってまいりた

いと考えております。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

ゆとり教育についてであります。生きる力の

育成を基本理念といたします現行の学習指導要

領の導入により生まれました、時間的なゆとり

や総合的な学習の時間などを活用いたしまし

て、本県では、ふるさと学習や体験学習、社会

奉仕活動等、特色ある教育が展開されておりま

す。その結果、各学校からは、「子供たちにみ

ずから学びみずから考える姿勢や、人前で堂々

と発表する力が身についた」など、評価する声

も多く聞かれているところでございます。現行

の学習指導要領につきましては、さまざまな意

見がございますが、生きる力をはぐくむことは

時代の要請にこたえるものであり、新たな学習

指導要領にも、基本理念としてしっかりと引き

継がれていくものと考えております。以上でご

ざいます。〔降壇〕

教育長、生きる力というの○米良政美議員

は、その人の生涯に果たしていく力量ではない

かと私は思っております。授業時間数の減少等

によって基礎学力が低下したとか、あるいは子

供の学習意欲に個人差が広がったのではない

か、そしてまた、思考力とか表現力が育成でき

なかったのではないかとも言われておりますけ

れども、その点、本県ではどう分析しておられ

るのか。そしてまた、子供たちにゆとりを持た

せるというのは大事です。ゆとりを活用した総

合学習にも取り組むことができた、そういう評

価をされる一面もありますし、緩みを生んだの

ではないかという結果も出ております。さらに

また、保護者の教育不信を招いたとか、こうい

うことも言われておりますけれども、教育長と

しては、総合学習を減らしていくという方向を

どのようにお考えなのか、所見をお伺いいたし

たいと思います。

まず、ゆとり教育に○教育長（高山耕吉君）

ついての分析でございますが、国際的な学力調

査の結果等から、我が国の子供たちの読解力の

低下や学ぶ意欲の低下などを懸念する声があり

ます。また、11月に公表されました中央教育審

議会の「審議のまとめ」で、生きる力をはぐく

むという現行の学習指導要領の理念を評価する

一方、それを実現するための具体的な手だて等

が必ずしも十分ではなかった、そういった反省

が述べられております。そのような側面が、国

際的な学力調査等の結果につながったものと考

えております。

また、学習指導要領の「総合的な学習の時

間」の見直しにつきましても、先般公表されま

した中央教育審議会の「審議のまとめ」におき

まして、知識や技能の習得・活用は主として教

科で担い、探求は総合的な学習の時間で担うと

いう役割分担が明確にされたことで、総合的な

学習の時間と各教科の学習とのより効果的な連

携が、今後一層図られていくものと考えており

ます。以上でございます。

ゆとりを活用した総合学習で○米良政美議員

ありましても、教育指導にばらつきがあっては

ならんと思うんです。ゆとりというのは、現場

の先生方自身もゆとりを持たなきゃならない。

子供だけが持つべきことではないと感じるんで
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す。すぐれた教育内容をつくり出すことができ

るというのは、先生もある程度ゆとりがないと

そういうことはできないと、私は思うんです。

近くに学校がございますが、10月25日でござ

いましたか、年に１回、おじいちゃん、おばあ

ちゃんの参観日があります。私は努めて行くん

です。小学校１年生と３年生と６年生がおりま

すので、２時間のうちに３つの教室を回りま

す。たまたま小学校３年生の教室に行きまし

た。性教育ではありませんけれども、学級活動

の一環として、その先生みずからが創意工夫を

して、妊娠から出産まで、もちろん教育効果を

ねらった、命のとうとさ、あるいは母親の心労

と、10カ月もおなかにおってはぐくんだ、その

とうとい10カ月間を、10枚の画用紙にみずから

したためて、そういう命のとうとさなるものを

教育しておった45分間でありました。

これがそうです（資料を示す）。これは、お

母さんが妊娠して３カ月目に赤ちゃんはこうな

るのよというところです。さっきから言います

ように、お母さんに対する一つの愛情も……。

ここで45分間、子供たちは身じろぎもしないで

この授業に熱中しておりました。そして、７カ

月目にはこういうふうになって、宇宙船みたい

にお母さんの腹の中で泳いでいるんですよとい

うことなんですね。これは10枚ぐらいありま

す。そして９カ月、いよいよ生まれるんです。

私はこれを見たとき、すごい教材だな、どこで

市販されているんだろうか、こう不思議に思い

ながら、先生を尊敬のまなざしで見たところで

ありました。教育長、実はこれはその先生みず

からがつくられたものです。教育現場としてこ

ういうことを子供たちに教えるということは、

ただ単なる性教育ではない。例えば、何年前で

したでしょうか、雌しべと雄しべがあって、

チョウチョが飛んできて、こういうふうに受粉

するんですよという話があったじゃないです

か。ところが、この先生はすごいところを突き

ながら、子供たちに感動と、母親に対する一つ

の愛情といいましょうか、感謝の気持ちを与え

て、さっき言いましたように、身じろぎもしな

いで授業を終えたということです。

私は何が言いたいかというと、こういうもの

を教えることによって、非行から守ってやろ

う、親を大事にしていこう、友達同士仲よくし

ていこうという基本的なことが、ここに教育効

果としてぴしっとあらわれたような気がしま

す。実は、きのう、おととい、校長先生や担任

の先生に話をして、「この教材を貸してくださ

い」「ああ、いいですよ」ということで借りて

きたものなんです。

私は、中教審のそういうものに対して、異論

を唱えようとは思いませんけれども、むしろそ

の方向に進められるべきものだと思っておりま

す。さっき言いましたように、学校によって内

容に差があったり、教師が現場で時間に追われ

て指導に欠けたり、あるいは教師の熱意に差が

生じるようなことがあってはいけない、そうい

う気がしたところでありました。

よく生きる力と申しますけれども、子供が、

家庭、学校、地域社会で培われ、子供自身の力

量で育っていくものと思っております。そし

て、ゆとりは、さっき言いましたように、子供

に与えるべきものでありましょうけれども、繰

り返しになりますが、先生自身にもゆとりは与

えるべきではないかな、そういう思いがして、

ここで教育長にお話をするわけであります。

こだわるようでありますが、学習指導要領の

改訂は10年の周期で来ます。つまり、時代の進

展に伴って改訂、対応していく必要があろうと
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思います。そして、そこで青少年犯罪、あるい

は子供同士のいじめの問題などが多く発生して

いるから、ゆとりを持たせる教育がそこに定着

し、実現してきたと私は思うわけであります。

生きる力にこだわるようでありますけれども、

ゆとりの理念を引き継ぎつつ、授業時間を詰め

込みの水準に戻すというのは、今回の改訂内容

から、時代に逆行していくような気がしてなり

ませんので、あえて申し上げるわけであります

が、現場の先生、保護者の不信が広がりそうな

気がいたします。宮崎の実情に合った教育が大

切ではないかな、このように思うからでありま

す。

次に移ります。次に、学社連携についてお伺

いをいたしますが、学社連携は、昔からよく、

その地域の教育のバロメーターとも言われてお

ります。歴史と必要性を重んじながら、家庭、

学校、そして地域社会の連携というのは 午―

前中も知事がおっしゃっていましたけれども

不可欠なんです。しかし、中教審では、反―

省として、家庭や地域の教育力の低下を指摘し

ておるわけであります。本県の学社連携の現状

について、教育長にお尋ねをいたしたいと思い

ます。

本県の学社連携の現○教育長（高山耕吉君）

状でございます。本県におきましては、これま

で、学校における地域人材の活用や、子供と高

齢者の方々との交流などに取り組みまして、学

校と地域社会の相互理解の促進に積極的に努め

てきたところでございます。また、昨年度か

ら、このような実績等も踏まえながら、「地域

で子供を育てる「地域教育システム創造」実践

モデル事業」を立ち上げまして、学校やＰＴＡ

等の教育関係団体、さらには老人クラブ、商工

会などの各組織が相互に連携いたしまして、読

み聞かせや公民館での学習・交流活動など、地

域ぐるみの教育を展開いたしているところでご

ざいます。今後は、このような取り組みを全県

的に普及し、学校、家庭、地域が一体となりま

して、健やかな子供の育成に積極的に取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。

次に、17年の調査であります○米良政美議員

けれども、「現在の義務教育に満足しています

か」という内閣府の世論調査で、小中学校に通

う子供の保護者の70％が、学校に対して満足し

ているという結果が出ております。恐らく本県

でも同じだと思いますけれども、本県の教育成

果をどのように評価されておられるのかという

ことでお尋ねをするわけであります。せんだっ

て全国の学力調査が行われましたが、本県教育

にどのように生かしていくおつもりなのか、改

めて教育長にその結果をお尋ねいたします。

調査結果につきまし○教育長（高山耕吉君）

ては、これまで県教育委員会が取り組んできた

戦略プロジェクトの小中学校学力向上推進事業

などさまざまな学力向上の施策や、市町村教育

委員会の取り組みはもとより、各学校が学習指

導に熱心に取り組んできた成果だろうというふ

うに考えております。今後は、調査結果に基づ

きまして、各学校で作成いたしております学力

向上のための改善計画書の見直しや、「教員の

指導力を高める授業研究会」などの施策の検証

を行うとともに、指導方法の改善等につきまし

て具体的な提案を行うなど、市町村教育委員会

と十分連携を図りながら、一人一人の子供たち

の学力向上を図ってまいりたいというふうに考

えております。

教育関連の最後にしたいと思○米良政美議員

いますが、知事に御所見をお聞かせいただきた

いと思うんです。今、いろいろ申し上げました
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ように、たくましい青少年を育てていくという

観点からして、これからも地域社会、学校、一

体となって進めていかなきゃならんと思ってお

るわけでありますが、教育もやっぱり一つの自

治事務としてとらえるならば、宮崎を全国に発

信していいんじゃないか、そういう気がしてな

らんわけでありますが、それに対する知事の意

気込み。それから、最近の社会教育について、

私は幾ばくかのいろいろ持っておるわけです

が、きょうは省略をいたしたいと思います。ち

なみに、知事として、婦人教育とか青年教育と

か成人の教育に関してどのような考えをお持ち

でしょうか、御披瀝願えませんか。

現在、県では、学○知事（東国原英夫君）

校、家庭、地域社会が一体となって、子育て目

標を共有しながら、学校を支援する校内環境美

化とか登下校の子ども見守り活動などを行う地

域ぐるみの教育の推進を重要な柱とした「明日

の宮崎を担う子どもたちを育む戦略プロジェク

ト」に全力で取り組んでいるところでございま

す。御案内のように、学力調査によりますと、

小学校が九州で２位でしたか、中学生になりま

すと１位という非常に優秀な成績をおさめてお

ります。また、「自宅で勉強する」「一定時勉

強する」という時間が最も長いというようなデ

ータも出ております。自宅で勉強する時間があ

るというのは、夜になると周りが暗いとか、

チャンネルが２チャンネルしかないとか、いろ

んな要素はあるんでしょうが、そういったもの

は全国に非常に誇れるものだと思いますので、

配信していく意義があるかなと思っておりま

す。今後とも、「全ての大人は全ての子どもの

教師たれ」、そういう理念のもと、県民との協

働による新しい宮崎を切り開く教育に取り組ん

でまいる所存でございます。

また、御質問の婦人教育、青年教育でござい

ますが、午前中にも申し上げましたとおり、日

本全体に何か社会規範とか倫理意識とか、そう

いったものの欠如、欠落というのが目立ってい

るんじゃないかなと。例えば、会社の社長とか

政治家とか、そういった組織の長とか模範たる

人間が、テレビで毎日のように謝罪をしてい

る、毎日のように不祥事が発覚している、こう

いったこと 私もそうなんでございますが―

は子供たちの教育上、非常に思わしくない―

ことではないかと。全国的に、倫理意識そう

いったものを立ちどまって考え直す時期に来て

いるんではないか、そういうふうな考えを持っ

ております。

ありがとうございました。○米良政美議員

ここで、深刻な格差社会について、知事に幾

つか求めておきたいと思うのであります。

御案内のように、大都市圏を中心とした景気

回復を背景に、地域間の税収に差が生じており

ます。もちろん、財政力の格差がますます拡大

傾向にあるわけでございますが、本県において

も、税源移譲でございますが、自主財源比率が

４割にも満たないという現状が長く続いておる

わけであります。財政基盤は脆弱であります。

地方分権や地方の政府と言われる中で、財源保

障機能をどう図っていくのかというのは、これ

は喫緊の課題であることは間違いないわけであ

りますが、一方、税収の格差も大きな課題であ

ります。平均税収を10 0とした場合、東京

が101、宮崎県64であります。税収がどんどんふ

える自治体もあれば、宮崎県のように減るとこ

ろもある。そういうところについては、地方交

付税で幾らか調整をしていくという 午前中―

もありましたけれども そして、財政力の弱―

い自治体に重点配分をしていくとか、あるいは
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また、最近、消費税の問題がどうこうされてお

りますけれども、これも今５％で、１％しか地

方に来ませんけれども、これを半分ぐらいは地

方に回していくような配分方法というのを考え

ていかなきゃならんのじゃないかな、こう思う

んです。

そこで、全国知事会というのがありますけれ

ども、そこらあたりで知事が、思い切ってそう

いう思いをぶつけるような方向づけというのは

大事だと思えて仕方がありません。そういうシ

ステムを構築していくということで、これから

知事に大きな期待を持っておるわけであります

が、御所見をお聞かせいただきたいと思うので

あります。

御指摘のとおり、地○知事（東国原英夫君）

方の疲弊、窮状というのは、この数年間で著し

く減らされた地方交付税交付金によるところが

大きいと思います。私は法人二税、あるいはふ

るさと納税等どういうものであっても、地方に

税収が回ることについて賛成でございます。こ

の際、最も重要なのが、地方の税収がふえたと

きに、それによって交付税が減らされるという

ことです。これはゆゆしき事態です。地方にふ

るさと納税、法人二税が回ってきても、配分さ

れても地方交付税が減らされない 全国知事―

会では交付税の復元と言っておりますが そ―

ういう確保が最も重要かなと考えております。

折に触れて、地方交付税については、私のブ

ログ、あるいは全国知事会、あるいはいろんな

テレビニュースなどのインタビュー等で発言さ

せていただいております。今御指摘がありまし

たが、消費税の地方の取り分、１％。法人二税

の場合、もう１％を地方に回して、つまり５％

中２％を地方の取り分にして、１％分に法人二

税を充てるというのが総務省の案なんですが、

私はこれに賛成だということは、かねてから申

し上げさせていただいています。今後とも、あ

らゆるメディアの場、あるいは発言の機会をと

らえて、地方交付税交付金については発言をさ

せていただきたいと思っております。

知事ならできると、私は大き○米良政美議員

な期待を持っておるわけであります。これは難

しいなと考えますけれども、できますよ。ぜひ

ひとつ宮崎から発信をしていただきたい、この

ように思っておるわけであります。

それから、地方六団体、私も議長時代に何回

となく議長会に行きました。議長会というのは

令達機関なんです。ただ報告があって終わり。

私は小泉総理時代に、総理大臣官邸で消費税に

関することをいろいろ要望しましたけれども、

何を要請しても全然受け合ってくれませんでし

た。議長会というのは、これはもう大したこと

じゃありません。だから、全国議長会 それ―

は坂口議長がおられるんだからそうではないけ

れども、やっぱり令達機関である。では、知事

会はどうなのかということ、私はそういう重み

があると思うんです。ですから、大きな期待を

持っておるわけでありますので、ぜひひとつ今

後の処遇改善に御努力をいただきたいなと思っ

ておるわけであります。

それから、私は、国体誘致について、知事の

御所見をお聞かせいただきたいと思うのであり

ます。本県は今、知事の人気によって元気が出

ております。県民に夢とロマンをという思いを

込めてお尋ねするわけでありますが、国体開催

県は、秋田県の第62回わか杉国体でありまし

た。来年はお隣の大分県だそうであります。69

回、７年後は長崎県。昭和54年、「日本のふる

さと宮崎国体」から28年たちました。国体は開

催約10年前に内定があるそうでありますが、10
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年後は愛媛県だそうであります。内定しており

ます。したがって、47のうち 何ぼだったで―

すか、ちょっと忘れましたが、開催をしており

ます。国体開催県として、あと16残っておるわ

けでありますが、知事の見解をひとつお聞かせ

いただきたいと思います。

国民体育大会は本年○知事（東国原英夫君）

度、秋田県で開催されまして、秋田わか杉国体

では、少年競技３種目での優勝を初め、数多く

の競技で上位入賞を果たし、県民に多くの感動

と夢を与えてくださったと思います。また、天

皇杯順位も36位と、４年ぶりに本県の目標とし

ている30位台を達成することができました。出

場されました選手・監督はもとより、応援・御

支援をいただきました皆様に、心より御礼を申

し上げる次第でございます。

現在、国民体育大会は２巡目の開催となって

おりまして、平成29年度開催地まで内定もしく

は予定されております。平成30年度以降の開催

につきましては、全国を東と中と西の３地区に

分けた全国規模での調整や、本県が属する西地

区及び九州ブロックでの調整を経て決定される

と聞いております。県といたしましては、現在

進められております国体改革の動向や県の財政

状況なども考慮しながら、総合的に検討してま

いりたいと考えております。

ぜひ前向きに対応いただくよ○米良政美議員

うに、お願いを申し上げたいと思います。

次に、福祉保健部長にお伺いをしたいと思い

ます。高齢者の口腔ケアについてお伺いをさせ

ていただきたいと思いますが、平成18年の高齢

化比率24.1％、老人医療費も増大して、県内医

療費の45％を占める状況であります。皆さんが

健康で、しかも自分の歯で食事をおいしく食べ

られたらどんなに幸せだろう。現在、80歳まで

に20本の歯を残そうと「8020運動」もありま

す。口腔ケアを怠りますと衛生状態が悪くなり

まして、虫歯や歯周液が多く発生して、食べ物

を誤って気管支に吸い込む、いわゆる誤嚥性肺

炎になると言われております。高齢者の口腔ケ

アに関係機関と連携して積極的に取り組まなけ

ればならない、こう思っておりますけれども、

県の取り組みを福祉保健部長に伺っておきま

す。

口腔の健康は○福祉保健部長（宮本 尊君）

全身の健康へつながり、大変重要であります。

そのため、お話にもありましたが、県では80歳

で20本以上の自分の歯を保とうという「8020運

動」を進めております。その一環として、研修

会等を通じて、市町村職員、介護施設職員など

に口腔ケアの重要性について啓発を行っている

ところであります。また、今年度からモデル市

町村において実施しております「いきいきはつ

らつ介護予防普及事業」においても、健康体操

や栄養改善とともに、県歯科医師会とも連携

し、口腔ケアにも着目した介護予防のプログラ

ムの開発に取り組んでいるところであり、この

成果を活用し、在宅はもとより、特養など介護

施設における口腔ケアの向上に努めてまいりた

いと考えております。今後、高齢者の口腔ケア

はますます重要となってまいりますので、県歯

科医師会や市町村等と十分な連携を図りなが

ら、効果的な健康づくりに取り組んでまいりた

いと存じます。

平成17年の厚生労働省の推計○米良政美議員

によりますと、75歳以上の方で肺炎患者が、本

県で１カ月に240人という推計が出ています。そ

のうちの６割145人の方が誤嚥性肺炎患者になる

と推計されております。したがいまして、年間

に1,740人の皆さんたちが肺炎患者として推計さ
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れる。それでは、肺炎患者１人当たり医療費ど

のくらいかかるかといいますと、50日入院した

場合、１人168万7,675円、1,740人ですから、実

に年間29億2,320万円という推計が出ているんで

す。これは、やっぱり早急に取り組まないか

ん、こう思います。現在、特別養護老人ホーム

等介護施設では、頭から下のケアは身ぎれいに

しておりますけれども、果たして歯の健康にど

う対応しているのか、調査をする必要があると

思うんです。ここでは求めませんけれども、施

設等への歯科医の訪問治療は必要ではないのか

どうか、あるいは介護保険制度において口腔の

評価が適切に行われているのか、私は疑問に思

うんです。

これを見てください。これは、誤嚥性肺炎に

間もなくかかるであろうという高齢者の皆さん

の口の中です。それは恐ろしい状態ですよ。見

てください、皆さん。ほうっておくとこうなる

ということでありますが、写真のように、口の

中が清潔に保たれていないから、不潔な唾液を

気管内に誤って吸い込んでしまう、こういうこ

とであるわけであります。ぜひひとつ部長、歯

科医師会、各関係と連携をとって早急な対応を

すべきではないかと思っておりますので、よろ

しくお願い申し上げたいと思います。

それから最後に、知事に求めておきたいと思

うのでありますが、九州横断自動車道と東九州

新幹線建設についてお尋ねをいたします。

この宮崎、遠い昔から「陸の孤島」と言われ

てきました。知事もいつもおっしゃいます。勝

手の悪い生活を強いられてきましたけれども、

他県と比較して、特にこの高速体系、東と西で

は大きな差があります。あと３年後、２年後で

しょうか、間もなく新幹線が西九州に完成する

という状況でありますが、これまでの背景を考

えますと、宮崎県でこれまで20年間、建設促進

大会とか要望活動とか、どのくらいやったとお

思いですか。実に1,400回ぐらいですよ。平成14

年から18年の間にも361回やっています。361

回。こういう不都合なことをまだ繰り返そうと

いうんですから、やっぱりやめにゃいかんで

す、こんなことは。国会議員に任せとけばいい

んですよ。私はいつもそう思って、そこらあた

りも悲哀を感じておるわけですけれども、こう

いうことは簡略化しなきゃならんと思うんで

す。これからいよいよ新幹線建設に向けて、知

事を先頭に立ち上がっていかなきゃならん大事

なときでありますから。こんなことをいつまで

も繰り返しておったらいかんと思うんです。国

会議員に任せましょう、そういうことは。そう

いう思いで、九州横断自動車道につきまして、

その前に知事の思いをひとつお聞かせいただき

たいと思います。

私も就任してから、○知事（東国原英夫君）

道路建設促進大会、一番数多く出ております。

それというのは、今までの慣例慣習を踏襲した

ものだと思うんです。地方からの声を大にしな

きゃいけないということを切に思っているんで

すが、本当にこの地方からの声というのが中央

に届くのだろうかというような一抹の不安とか

疑問も持っていることは事実なのです。しか

し、道路に関して言いますと、全国から中央

に、無数の陳情団あるいは要望団が来るわけで

す。そういうことが今までなされていて、それ

が功を奏した地域もあったでしょうが、そうで

ない地域もある。国会議員に任せておけばいい

というのはちょっと暴論でございまして、国会

議員の方たちも一生懸命、選出議員、頑張って

くださっていると思っております。全力を尽く

していらっしゃるということはわかっておるん
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ですが、それと連携して地方も声を大にしてい

かなきゃいけないということでございます。

確かに議員がおっしゃるように、もどかしい

です。何回行っても煙に巻かれたような答えを

出されて、本当に明確な答えを出さない。それ

は、市町村から県に来られても、私たちもそう

なんですけれども。答える側はいろいろ検討あ

るいは考慮しなきゃいけません。そういう気持

ちもわかるんですけれども、私の場合は、

ちょっと長くなりますけれども、市町村から要

請や陳情に来られると、右の耳から左の耳に抜

けないんです。私はどうしても、やってさしあ

げたい、してさしあげたいと思ってしまって、

本当に悩むんです。でも、国の中央の省庁の官

僚さんたちというのは、右から左に抜ける技術

を持っていらっしゃる、どうもその辺だと思う

んです。ですから、そこの魂に触れ込むよう

な、そして説得力のあるような陳情や要望の仕

方というのを今後も考えていかなきゃいけない

し、何か中央、そんなに期待はできないという

こともあります。ですから、国のメカニズムと

かシステムとかいうものも変えるように、地方

から声を大にしていく、そして中央からも動き

を示していかなきゃいけないと思っておりま

す。

横断自動車道につきましても、同じことが言

えます。横断自動車道については、ずっと声を

大にして主張あるいは要望させていただきまし

た。今回、この10年にかかる道路予算というの

が、来年の国会の法案なんでしょうけれども、

恐らくは大丈夫じゃないかなと。その中で一日

も早く整備できるように、これは無力かもしれ

ませんけれども、また、陳情とか要望とか、そ

ういった声を上げていかなきゃいけないと思っ

ております。

知事も私と大体同じような思○米良政美議員

いを持っていらっしゃるというふうに思うわけ

でありますが、これは本当にもったいないです

よ、要望活動とかいうのはですね。ぜひそうい

う思いで、あなたが先頭に立って、そういうこ

とはお任せしますから、ひとつ頑張っていただ

きたい、このように思っておるわけでありま

す。

それから、九州横断自動車道につきまして

も、今、その思いをお聞かせいただきました

が、山都―蔵田間というのは、まだいまだに未

着工なんです。これはぜひ実現していかなきゃ

なりませんし、政府・与党案では、10年間で59

兆円の事業量が確保されようといたしておりま

すから、特に大きな意味があると思うんです。

ややもいたしますと、ほったらかしになる可能

性もありますから、ひとつ土性骨を入れて取り

組んでいただくように、あえて要望申し上げて

おきたいと思うわけであります。

最後にしたいと思うんです。東九州新幹線で

す。これは、高速道路がやがて、あと10年もす

ると、あるいは９年もすると完成するという目

鼻がつきましたから、これからいよいよ知事を

先頭にして、新幹線建設に向けて御旗を上げて

いかなきゃならんと思いますけれども、知事、

いかがでしょうか、あなたの思いをひとつお聞

かせいただきたい。

東九州新幹線でござ○知事（東国原英夫君）

いますが、東九州新幹線の整備は、九州の東西

間格差を解消し、東九州地域の活性化や産業の

振興はもとより、九州一体となった発展を図る

上で非常に大きな効果をもたらすものと考えて

おります。御案内のとおり、西九州では2011年

の春には新幹線が全線開通します。博多―鹿児

島中央間が１時間20分で結ばれる見込みであり
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ます。今後一層の発展が期待されるところでご

ざいます。このような状況を目の当たりにしま

すと、やっぱり我が東九州地域にも新幹線をど

げんかせんといかんと思うわけでございます

が、現実的には財政状況など大きな課題がある

ことも事実であります。私としましては、今後

とも、福岡、大分、鹿児島の関係県とも連携し

ながら、九州知事会などあらゆる機会を通じ

て、東九州新幹線の整備計画線への早期格上げ

に向けて、財源の確保や地元負担の軽減を国に

強く要望してまいりたいと思います。

先ほど米良議員がおっしゃったように、国会

議員に頼んでも無力ではないかというような御

指摘がございましたが、私は決してそうは思わ

ないので……。県を代表して 国会議員とい―

うのは国の代表らいしいんですけれども 地―

域を代表して国政に行っておられるわけですか

ら、宮崎県のことは十分に考えてくださってい

ると思います。午前中、私は県に骨を埋めると

言ってしまいました、答弁させていただきまし

たので、国政というものは遠いものであると思

いますけれども、県選出の国会議員の方たちに

お願いして、連携して、今後とも東九州あるい

は宮崎県の発展に尽力、寄与していきたいと

思っております。

関連して申し上げますが、私○米良政美議員

は国会議員がだめだとは言っていないんです。

国会議員に任せるところは任せて、何も我々が

地方からアリの行列のように行って陳情しなく

てもできるような体制というのをつくりましょ

うということですから……。

日豊本線、大分―宮崎間で申しますと 新―

幹線に関することですが 207キロあるそうで―

あります。佐伯―延岡間にトンネルが幾らある

かといいますと、既設のトンネルが50個ありま

す。一番難所と言われる宗太郎峠、この前後25

キロメートル区間に実は37のトンネルがあるん

です。そういう状況の中でフリーゲージトレイ

ンを走らせましょうとか、何かそういうような

ことをずっと言ったことがありますけれども、

そういうことではだめだと思うんです。そうい

う難しいトンネルを50も60も通過できるような

フリーゲージトレインではないと思っているん

です。やっぱり、新幹線を前提にして考えてい

かないといかん、このように思えて仕方があり

ませんので、今、知事がおっしゃいましたよう

に、そういう面にも特に力点を置くようお願い

申し上げたいと思うんです。

最後に、私は10月の中旬に地域医療対策特別

委員会で新潟県に行きました。南魚沼市です。

そこは目の前に新幹線が通っておりました。田

中角栄さんの選挙地盤です。１時間半おりまし

たけれども、新幹線一本、姿は見えませんでし

た。あの雪深いところに新幹線が通っただけで

も、私たちはびっくりしておりました。やっぱ

りそれは田中角栄さんが総理大臣の時代でし

た。すごいなと思っておりましたけれども、利

用は果たしてと、私は興味深く見ておりました

が、見ませんでした。１時間半おりました。そ

して、南魚沼市のその新幹線の駅の前を通りま

した。田中角栄さんが例のポーズで、左手をポ

ケットに突っ込んだ銅像が建っていました。

やっぱり総理大臣にならんといかんなと思った

んです。宮崎県は総理大臣を輩出した県ではあ

りません。やっぱり総理大臣を輩出するぐらい

の宮崎県でありたいなと思った。それが本当の

政治力かなと思って、その銅像をずっと見詰め

て帰ったところでありました。きょうの中村議

員の話にもありましたけれども、宮崎から、は

るか永田町を見るということもいいでしょう

平成19年12月10日(月)
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が、永田町から宮崎県を見るということも、夢

と希望として追いかけていいような気がしてな

らんのです。そういう思いをしながら、地域医

療対策特別委員会、南魚沼市を後にしたところ

でありました。ぜひひとつ頑張っていただきた

いと思います。

以上で終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○坂口博美議長

した。

あしたの本会議は、午前10時開会、本日に引

き続いて一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時４分散会

平成19年12月10日(月)



12月11日（火）
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一般質問◎

ただいまの出席議員43名。○中村幸一副議長

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。質問の通

告がありますので、順次発言を許します。ま

ず、22番押川修一郎議員。

〔登壇〕（拍手） ２日目の○押川修一郎議員

トップバッターをあずかりました押川でござい

ます。

本日の朝刊を見られてお気づきだと思います

が、第21回国際青島太平洋マラソン大会が、９

日、国道220号と一ツ葉有料道路をメーンコース

として行われたということであります。今回、

国内外から過去最高の約１万人以上の方がエン

トリーされたというふうに記事に書いてありま

した。もちろん知事も走っておられるわけであ

りますけれども、その効果も少しはあったのか

なというふうに読ませていただいたところであ

ります。１万人を超える大会でありますから、

今後、恐らくメジャー大会の一つになってくる

のかなという期待もしておるところでありま

す。そうであれば、メーンストリートでありま

す橘通りを往路か復路に使うようなことになれ

ばとつぶやきながら、実は新聞を読んだところ

でありまして、その日が来ることを期待しなが

ら、通告に従いまして一般質問をさせていただ

きます。

既に12月、師走となりました。師走とは、主

な語源説として、師匠の僧がお経を上げて回る

ために東西をはせる、いわゆる飛び回るという

ふうに解釈をされております。東国原知事にお

かれましては、ことしの１月知事就任以来、ま

さに東奔西走、宮崎のＰＲに、東京を初め精力

的に走り回り、毎月が師走ではなかったかなと

いうふうに思うところであります。そこで、就

任後約１年、県政運営はどうであったのか、ま

た、この約１年を振り返って、率直な感想を知

事にお願いいたします。

それから、就任後約１年、知事のキャッチフ

レーズでありました「どげんかせんといかん」

が流行語大賞ともなったほど、宮崎、いや、東

国原英夫知事の知名度が上がったのではないか

というふうに認識をしておるところでありま

す。その中で、私は知事のブログを拝見させて

いただいています。知事のマニフェスト達成の

ためのお考えや行動など、御活躍が手にとるよ

うにわかるような記事もよく目にします。例え

ば、これもブログでありますから、読ませてい

ただきますが、11月14日、「まさに殺人的スケ

ジュールである。いや、殺人スケジュールであ

る。12日、福岡で企業立地説明会や県産木材の

ＰＲなど。夜、東京へ飛び、代官山のフランス

料理店でテレビ収録」、私は行ったことがあり

ません。「終わったのが夜中の２時過ぎ。翌朝

の13日は朝５時30分起床というか、ほとんど寝

ていない。朝一の飛行機で宮崎へ。県庁で各種

レク、表敬など。その後また東京へ。御飯を食

べる暇もろくにない。東京で要望活動、その

後、全国知事会。終わってテレビ収録など」、

とても尋常な人間には体力、精神力とも続かな

いと思います。知事、お体を御自愛いただきた

いと思いますが、この忙しさはいつまでお続け

になるのでしょうか、あわせてお伺いをいたし

ます。

一方、県職員から、レクに対する知事の反応

がそっけないというような意見をよく耳にいた

平成19年12月11日（火）
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します。部下ですから、何もテレビ出演みたい

なリアクションは要らないと思いますし、職員

と十分な議論がされるかどうかということが大

事ではないかなと思います。昨年から続く、官

製談合事件、裏金問題での処分、返還金等、当

然、不適正な処理をしてきた責任は負うべきで

すが、職員の士気が下がっていくのではないか

というふうに感じております。山積する県政の

課題解決に向けた、県民と地域の視点に立った

事業の実施、今後の事業展開など、実働部隊で

あります職員と十分な検討、議論をされますよ

うに、また、そのような時間が本当にあるの

か、これもお考えをお聞かせください。

次に、県立高等学校通学区弾力化推進につい

てであります。

いよいよ来年度から、普通科の通学区域の廃

止が予定されております。通学区の撤廃によ

り、生徒たちがこれまで以上に、それぞれの個

性や能力、適性に合った高校を適切に選択で

き、魅力ある学校づくりが進められるというふ

うに書いてあります。しかしながら、希望する

学校に生徒が集中し、人気校とそうでない高校

との格差が広がっていくのではないかと危惧さ

れております。また、新聞報道によりますと、

中学校の現場では、進学指導の方向性が見えな

いとか、保護者からも、生徒が都市部に集中

し、学校統廃合や地域衰退につながると、不安

が訴えられております。生徒や保護者のニーズ

を踏まえた県立普通科高校の通学区域の撤廃に

ついては、導入に当たっての課題について調査

研究を行うということでありますが、平成18年

度事業である県立高等学校通学区域弾力化推進

事業の取り組み状況と成果について、教育長に

お伺いをいたします。

壇上の質問はこれで終わり、後は自席のほう

で質問をさせていただきます。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

顧みますと、官製談合事件後、高病原性鳥イ

ンフルエンザが相次ぎ発生するという大変厳し

い状況の中で県政運営がスタートし、見るも

の、聞くものが新しいものばかりの未経験の世

界で、全身全霊を傾け、必死の思いで取り組ん

できた月日であったように思います。具体的な

取り組みとしては、入札・契約制度改革を初め

とする県政改革の推進や、本県の将来を描く総

合計画の策定等に努めるとともに、本県を県内

外に積極的にＰＲしてまいりました。おかげを

もちまして、いろいろな県産品が人気を呼び、

県庁舎には県内外から連日大勢の方が来訪さ

れ、加えて、「どげんかせんといかん」という

本県の方言が流行語大賞を受賞するなど、県産

品の売り上げや観光客の増加、宮崎の知名度の

向上については、一定の成果を上げることがで

きたと考えております。

しかしながら、建設産業を初め厳しい状況下

にある諸産業の活性化や、雇用の促進、高速道

路など交通網の整備、さらには医療・福祉や教

育といった暮らしの充実など、まだまだ解決し

ていかなければならない課題が山積しておりま

す。また、今のこの宮崎ブームが未来永劫いつ

までも続くわけではありません。今後とも、議

会の皆様を初め県民の皆様の御理解と御支援を

いただきながら、県民総力戦で宮崎の高次安定

に努め、ブームから定番へをモットーに、新し

い宮崎の実現に向けて、初心を忘れず精いっぱ

い努力してまいりたいと考えております。

続きまして、私のスケジュールについてであ

ります。私は24時間、いつでも、どこでも知事
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としての職務を遂行する立場にあり、また、多

くの県民の皆様からの要望に可能な限りこたえ

ていきたいとの気持ちから、各種行事やイベン

トの対応を初め、表敬、陳情、県内各地の現場

の実情把握、各種メディアを通じた宮崎県のＰ

Ｒなど、県民の皆様の福祉の向上のために精

いっぱいの努力をしているつもりであります

が、結果として、スケジュールが過密になって

いる面があるかと思います。今後は、スケジュ

ール管理を含め、健康に十分留意しながら、ま

た、県政全般をつかさどる知事としての職責を

踏まえて対応してまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、職員との議論、関係についてで

あります。よりよい県政運営を行っていく上

で、職員と大いに議論し、職員の持つ知識や経

験といった力を最大限に引き出すこと、また、

議論を通じて課題や施策に対する認識を共有す

ることは、大変重要であると考えております。

このため、可能な限り時間を確保し、県政の課

題に関する検討の場や、予算編成、各種行事・

大会等の打ち合わせ、さらには職員とのランチ

ミーティング等々、いろいろな場所で職員と率

直に話し合い、意見交換をし、力を合わせて県

政運営に取り組めるように努力しているところ

でございます。以上です。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

通学区域弾力化推進事業につきましては、普

通科の通学区域撤廃の円滑な導入を図るため

に、ＰＴＡ代表者や学校関係者等から成ります

協力者会議におきまして、制度導入に伴う課題

やその対応等につきましての御協議をいただ

き、入学志願手続の改善などに取り組んできた

ところでございます。また、新聞による広報や

全中学生と保護者に向けたリーフレットの作成

配布を行いまして、制度の趣旨や内容を周知い

たしますとともに、各高校の特色ある学校づく

りの推進を図ってきたところでございます。以

上でございます。〔降壇〕

それぞれありがとうござい○押川修一郎議員

ました。知事におかれましては、ただいま答弁

があったように、まさにトップセールスとして

の行動なり活動というものを、私たちもありが

たく見守ろうと思っておるところであります。

また、特に、職員のレクを初め、大会・行事等

の打ち合わせ、これは今お聞きしたとおり、十

分に職員の皆さん方とそういうことをやってい

ただかないと、知事がトップセールスとしてよ

そに出られる機会が多い。留守は、副知事初め

優秀な職員の皆さん方が宮崎県を守っていただ

くという形の、２つの看板といいますか、持ち

つ持たれつ、車で言えば前輪後輪でしょうけれ

ども。そういう中で、知事が職員の皆さん方を

今後どう自分の行動の実働部隊として網羅して

いただけるかということが大事だろうと思いま

すから、ぜひそのような方向で頑張っていただ

きたいと思います。

次に、教育長にお伺いいたしますが、教育長

の今の答弁は、当然納得ができるような答弁で

はないと私は思っております。宮日新聞が３日

間にわたって記事の連載等もされております

が、その中で特に、宮崎、都城、延岡市などの

都市部を中心とし、郡部から私立高校を受験し

ていた成績優秀な子供たちが参戦することに

よって、合格ラインが上がるんじゃないかと

か、受験競争の激化や大学進学率など、学力だ

けにとらわれた高校の序列化が進むことを心配

する声など残っておるという記事が載っておっ

たところであります。私も、そういう都市部集
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中の中で、郡部の高校の定員割れ等も出てくる

のではないかという危惧をしているところであ

りまして、そういったことが起こらないという

ことで理解をしてもいいのかどうか、教育長に

再度お伺いをいたします。

本県の普通科高校○教育長（高山耕吉君）

は、地域の方々の御支援もいただきながら、こ

れまで、進学や就職や部活動などで着実な実績

を残しておりまして、地域にしっかりと根づい

ております。生徒は、各学校の特色を十分理解

した上で、通学距離等の条件も考慮しながら、

個性や能力・適性に応じた学校を適切に選択す

るものと考えておりまして、通学区域撤廃後

も、志願者の大きな変動はないというふうに考

えております。現在、普通科高校では、教育内

容の工夫改善や部活動の活性化、魅力ある学校

行事など、特色ある学校づくりに鋭意取り組ん

でいるところでございます。県教育委員会とい

たしましても、これまでのいろんな事業、ハイ

スクール学力アップ総合推進事業とか中・高連

携推進モデル事業等を積極的に推進しまして、

普通科高校の特色づくりを進めてまいりたいと

いうふうに考えておりますので、御理解をいた

だきたいと思います。

今まではそういうことで我○押川修一郎議員

々も理解をしておったところでありますけれど

も、今回は普通科高校の区域の撤廃であります

から、今まで行きたくても行けなかったという

ことが、生徒にとっては広き門になりつつある

のではないか。今、教育長が言われたとおり、

本年度までは、地域の皆さん方も地域の高校と

いうことで、地域の学校が発展してもらうよう

な形での協力があったというふうに考えており

ますけれども、今、教育長のお話ではそうであ

りますが、20年度は校区撤廃されるわけであり

ます。この状況を十分見ていただいて、必ず検

証していただいて、見直しをする点が出てくれ

ば、これも早速そういう方向の中で改善をして

いただくというふうにお願いをしておきたいと

思います。

次に、物流対策であります。

言うまでもなく本県は、大消費地である都市

圏から遠隔地にあるということであります。産

地間競争に打ち勝つためには、農産物を初めと

する県産品の品質向上はもとより、輸送コスト

をいかに引き下げるかということが不可欠だと

考えております。しかしながら、原油高騰によ

るコストの増加により、物流を担う陸・海・空

の関係業者の経営が大変厳しい状況にあるわけ

であります。物流は、生産・流通の関係先が多

岐にわたっており、産業活動を支える基盤とな

る効率的な物流体制の構築に向け、関係団体や

民間事業者とともに連携を密にしていくことが

必要ではないかというふうに考えております。

今回、スカイネットアジア航空と全日空の共同

による宮崎―東京間の貨物事業再開という喜ば

しい状況はありますけれども、本県の物流対策

について、今までどのように取り組んでこられ

たのか、また、今後どのように取り組んでいか

れるつもりなのか、知事にお伺いいたします。

これまで県では、大○知事（東国原英夫君）

消費地から遠隔地にある本県の物流効率化を図

るために、高速道路を初めとする道路網の整備

や、国内外との海上輸送の充実を図るための重

要港湾の整備などを積極的に進めてまいりまし

た。昭和40年代には、当時としては画期的で

あった本県と関東を結ぶ長距離フェリー航路を

誘致し、その後、大阪航路等の就航も相まっ

て、本県の物流体制の整備が進んできたところ

でございます。特に、農産物につきましては、
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川崎市の県有地の荷さばき基地としての整備

や、海上輸送コスト削減のための冷蔵コンテナ

と専用シャシーの導入支援などを行ってまいり

ました。そのような中で、本県物流は、昨今の

相次ぐ海上航路の休止や原油価格の高騰などに

より、大変厳しい状況にあると認識しておりま

す。このため、東九州自動車道や九州横断自動

車道の早期整備を図るとともに、昨年就航した

南王丸の利便性向上による海上輸送の拡充、Ｊ

Ｒ貨物の利用促進など、本県物流の効率化に積

極的に努めてまいりたいと考えております。

遠隔地という中で、緊急に○押川修一郎議員

燃料等が高騰してきた、そういう中で、海上等

がなかなかうまく使えないというようなデメ

リットというものが出てきておりますし、この

遠隔地の中で、今言われたような形で、過去の

ものと、今後の新しいものを構築しながら、何

とか物流対策にも取り組んでいただきたいと思

います。

あわせまして、平成18年度の政策評価におい

ても、人・物の交流が広がる社会の中で、鉄道

輸送、航空輸送、海上輸送機能の強化や効率的

な物流体制整備など、どれをとってもＣ評価と

いうことであり、一部に努力を要することと評

価されております。物流は、ＪＲや船、航空会

社などの民間企業と荷受け先の調達など、生産

・流通の関係者による調達が最も重要であると

いうことであります。多岐にわたる物流の効率

化を十分施策に反映させるためには、例えば、

農林水産業、商工業などにおける流通に精通し

た職員を配置し、横断的な分野、いわば今の総

合政策本部の中に、物流を専門的に担当する課

を設置すべきではないかと考えております。こ

の専門的な担当課の設置については、何度も本

会議でやりとりされております。私も18年度の

９月に質問させていただいたところであります

が、設置に至っておりません。知事、どのよう

にお考えでしょうか。私は、県政における重要

課題こそ、縦割り行政ではなく、組織として横

断的な体制、専門的な部局や課を設置すべきだ

と考えますが、前向きな回答をお願いいたしま

す。

物流の専門組織の設○知事（東国原英夫君）

置についてでありますが、農産物を初めとする

県産品の競争力向上や、企業立地の促進などに

よる県内産業の活性化を図るためには、物流体

制を整備し、物流の効率化を図ることが大変重

要であると考えております。また、物流は、農

林水産業を初め産業全般にわたり、荷主や運送

事業者など関係者が多岐にわたることから、庁

内の関係部局間はもとより、民間事業者の実情

も十分把握しながら施策を進めることが必要で

あると考えております。このため県では、庁内

に物流協議会を設置し、関係部局間の連携のも

とで、物流に関する情報や課題の共有化を図り

ながら物流対策に取り組んでおるところでござ

います。御質問の組織につきましては、より効

果的な推進体制のあり方という観点から、今後

研究させていただく所存でございます。

ただいま知事から答弁をい○押川修一郎議員

ただきました。その中に、物流協議会が設置さ

れておるということでありますけれども、この

物流協議会のメンバー並びに開催の頻度、内容

等はどういうものを協議されておられるのか、

地域生活部長にお願いいたします。

物流協議会に○地域生活部長（丸山文民君）

つきましては、平成８年度に設置しておりまし

て、部としては、総合政策本部、地域生活部、

環境森林部、商工観光労働部、農政水産部、県

土整備部及び警察本部の各担当リーダーで構成
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をしております。活動内容でありますけれど

も、総合交通課が事務局となりまして、関東航

路への対応など横断的な取り組みを要する物流

対策について協議を行いますとともに、日ごろ

から、構成メンバー同士での情報交換や課題の

共有化を図っているところであります。開催頻

度でありますけれども、協議内容によります

が、年に２～３回は開いて、その都度課題等の

解決策とか対応方策を協議しているところであ

ります。以上であります。

ただいま地域生活部長から○押川修一郎議員

お話を伺ったところでありますが、これだけ多

岐にわたる宮崎県産品の消費地への流通をどう

するかということが一番大事なわけでありま

す。それを、今お話があったとおり、県の各部

の皆さん方がお集まりになって、年に２回か３

回程度協議をされる。そういう頻度で果たして

この遠距離の宮崎の農業を初めとした県産―

品が大消費地に行く中で、コストが下がるかと

いうことが大事だと思いますし、これはやはり

先ほど知事にも申し上げましたけれども、この

頻度を、開催を多くしながら、一番の解決策は

流通対策をどうするかということだろうと私は

思っております。今まで私も３名の知事に接す

ることができました。松形元知事、安藤前知

事、そして現在の東国原知事であります。知

事、やはり新しい発想の中で、知事がこれだけ

お忙しい方でありますから、知事がやはりトッ

プセールスとして、大都市圏を中心にいろんな

ところに出向いていただいて宮崎県のＰＲをし

ていただく。そういう外に向けて知事が活躍さ

れれば、私は、宮崎県においては、副知事を中

心として、新しく部署を開設して、そこに横断

的に職員が入って、専門的な物流体制、流通体

制に特化する、そういう課をつくっていかない

といけないというふうに考えておりますが、再

度知事にお願いをしたいと思います。

おっしゃるとおり、○知事（東国原英夫君）

物流というのは総合的な面があります。例えば

農産物とか鉱工業製品といったものを、一つの

コンテナ、一つの物流手段で集積して運ぶとい

うのは、コスト的にも安くなりますし、非常に

効率がいいわけでございますが、民間の方たち

も含めて、なかなかそれを集積できない、集積

するのが難しいというのが現状だったような気

がします。そうも聞いております。ですから、

今後は、私も県民総力戦と言っておりますか

ら、そういったものの集中・集積も図りなが

ら、そういう組織をつくるかどうかは別にし

て、今後、部局横断的に考えていかなきゃいけ

ないとは思っております。

ぜひそういう方向で、知事○押川修一郎議員

にはお願いをしておきたいと思います。私は、

そのことができるかできないかで、宮崎県のこ

れからの農業を中心とした第１次産業の発展に

必ず貢献できる、そのように考えております。

そのことは、職員の皆さん方に専門的な形の中

でやっていただく、そういうことに期待をし

て、次の質問に移りたいと思います。

御案内のとおり、施設園芸の重油高騰対策で

あります。今も申し上げましたとおり、本県は

畜産と並び施設園芸の盛んなところでありま

す。世界的な原油高騰を受けて、最新の重油価

格も80円を超えたという状況であります。これ

は16年度の同期、12月と比べると２倍近くの価

格にはね上がっておるところであります。生産

農家は悲鳴を上げておられます。例えばピーマ

ンで試算をしてみますと、16年度、重油44

円、10アールの所得が125万4,000円でありま

す。18年度、重油85円と仮定したときに、10ア
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ール当たりの所得が55万3,000円でありますか

ら、44％に落ち込むということでありまして、

さらに重油等が値上がりをすると、営農も維持

できないのではないかと危惧しておるところで

あります。そこで、現在、県が実施しておりま

す代替エネルギーの検討状況について農政水産

部長にお伺いいたします。

代替エネルギ○農政水産部長（後藤仁俊君）

ーの検討状況についてでございますが、昨年８

月に、宮崎県農業用新エネルギー検討に関する

連絡会議を設置いたしまして、木質ペレット等

の実用性について検討を行いまして、Ａ重油と

同等の暖房効果を確認したところでございま

す。本年度につきましては、木質ペレットを燃

料とした加温機に加えまして、ヒート用ポンプ

を活用したハイブリット式加温機について、ピ

ーマン、マンゴーで実用性の検討を進めている

ところでございます。

私も、木質ペレット加温機○押川修一郎議員

で、今回、ピーマン栽培の展示圃の池田さんの

ところに足を運んでみました。新聞で見たとき

には大型の木質を使う加温機だったんですが、

コンパクトに改善をされておりまして、ハウス

の中にその施設も入っておるような状況であり

ました。そして、燃料を燃やすときの音等も、

現在のネポン社製の加温機あたりと遜色がない

というようなお話も聞いたところであります。

池田さんの話によりますと、私が行ったのが

ちょうど12月の初めでありましたから、11月

いっぱいと仮定すれば、対照区の圃場とこの木

質ペレットを入れた加温機の燃料あたりを試算

されておりましたけれども、旧来のネポン社製

のほうが約16万円、木質ペレットを使っておら

れるのが４万円ということで、４分の１のコス

トで加温ができるという話をされておられまし

た。それから、もう一つのハイブリット式であ

りますけれども、これも西都の堀田さんのとこ

ろに行ってみました。ここでもハウスの中にネ

ポン社製と併設でハイブリット式の、ファンで

ありますけど、これは電気で起こすものです。

これが設置してありまして、それを見てきたと

ころであります。御本人にもお話をしたところ

でありますけれども、ここも深夜料金を使って

やられるということで、深夜料金がどのくらい

になるかわからないけれども、重油の換算で

は、何と、加温機が入っているほうが800リッタ

ーの80円と仮定して６万4,000円、そしてファン

が入っているほうが、40リッターだったという

ふうに記憶しておりますけれども、3, 4 0 0

～3,500円ということでありますから、いかに効

果が出ておるかということは、私も両方の展示

圃を見せていただいて理解したところでありま

す。価格がどうも高いというふうに聞いており

ます。ネポン社製の加温機3 0 0型で恐らく

今、100万円近くするのではないかと思います。

そこで、この両方の価格を教えていただければ

ありがたいと思いますが、部長、お願いいたし

ます。

木質ペレット○農政水産部長（後藤仁俊君）

加温機につきましては、現在開発中であります

ことから、重油加温機の約３倍程度の価格と

なっております。それから、ハイブリット式加

温機につきましては、重油加温機にヒートポン

プを追加して設置しますために、重油加温機単

体に比べまして、約２倍から３倍の導入コスト

がかかるというふうに承知しております。

ただいま部長から答弁が○押川修一郎議員

あったとおり、現状のネポン社製加温機あたり

とすると両方２倍から３倍するということであ

りまして、この効果はいいというふうに、恐ら
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く来年の５月あたりには結果が出るだろうとい

うふうに、私も期待をしておるところでありま

すけれども、これを農家の皆さん方に導入して

いただくと、かなりのコスト高になってくる。

せっかくいいものを代替エネルギーとして今研

究される中で、これが実用化になれば、何とか

これを国庫補助等の対象にするような形で、国

あたりに要望とかできないものだろうか、知事

にお伺いいたします。

今の段階で補助制度○知事（東国原英夫君）

があるかどうかというのは把握しておりません

が、十分検討して、もし補助とかそういうもの

が出るのであれば、国に対して要望はしていき

たいと思っております。

これは横断的な中でも結構○押川修一郎議員

でありますから、それぞれ協議をしていただい

て、ぜひそういう方向で前向きにお願いをした

いと思います。

それから、優良牛の県内保留についてであり

ます。10月11日から14日、鳥取県で開催された

第９回全国和牛能力共進会で、御案内のとお

り、本県が誇る宮崎牛が大会史上最高の成績を

おさめました。38道府県から選ばれた約500頭が

参加した今大会、本県は種牛と肉牛の２部門９

区分で28頭を出品し、７区分で優等首席を獲

得、さらに内閣総理大臣賞を両部門で受賞し、

名実ともに日本一となったわけであります。全

国から熱い視線が注がれておるということであ

りまして、関係者の皆さん方には本当に心から

おめでとうございますと言葉を添えたいと思い

ます。そこでお尋ねいたしますけれども、優良

牛の県内保留について、県はどのような対策に

取り組んでおられるのか、農政水産部長にお伺

いいたします。

優秀な遺伝資○農政水産部長（後藤仁俊君）

源を後世に残しまして、本県の肉用牛の生産基

盤をさらに強化するためには、優良な雌子牛の

県内保留を進めることが重要であります。県と

いたしましては、県単独事業と国庫補助事業に

よりまして保留牛に対する助成を行うことで、

県内保留に努めてきたところであります。県内

保留対策につきましては、国庫事業の要件が厳

しくなりましたけれども、県単独事業におきま

して、保留枠666頭を見直しまして880頭に拡大

したところであります。今後とも、優良雌子牛

の県内保留を推進し、良質な宮崎牛の生産の拡

大を図ってまいりたいと思っております。

ただいま部長からも、県単○押川修一郎議員

事業の中で県の優秀な牛を保留していくという

ことで、666を880頭に拡大して本年度は対応さ

れたということでありまして、まさにありがた

いことだなと思います。知事も今回のこの和牛

品評会、物すごく喜んでおられたようでありま

す。私たちももちろんそうでありますけれど

も、国のこういった事業等が少なくなってくる

中で、この５年間、日本一の宮崎県の保留牛を

どう対策していくかということが今後大事だろ

うというふうに思うわけであります。20年度以

降も、これはぜひ県単事業で保留枠を維持ある

いは拡大してほしいと思うわけでありますが、

率直な知事の考え方をお聞かせください。

全国共進会で日本一○知事（東国原英夫君）

の栄誉に輝いたことから、本県産の優良な雌子

牛が今まで以上に注目されております。今後、

他県から繁殖用素牛としての需要がさらに高ま

ることが予想されます。このため、優良な雌子

牛を県内に残すことにより、全国共進会でいた

だいた宮崎牛ブランドの評価をさらに高め、確

立していくことが極めて重要であり、関係機関

一体となりまして、県内保留対策を今後とも推
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進していきたいと考えております。

ぜひよろしくお願いをして○押川修一郎議員

おきたいと思います。

次に、平成19年早期水稲でありますが、長

雨、日照不足、台風の相次ぐ来襲によって、過

去55年で最悪の被害となったところでありま

す。特に今回の被害においては、収穫前に品質

低下が予想できず、収穫後に初めて規格外米の

発生等がわかった状況でありまして、これは９

月議会で質疑が相当あったところであります。

このことを受けて、私たちは、稲作農家の今後

の減収補償と、来年、意欲を持って米づくりが

できるような支援政策を、政治としてしっかり

やらないかんということで、８月20日でありま

したが、自民党の本県選出の江藤、古川両国会

議員と一緒になりまして、自民党環境農林水産

正副部長とで、若林農林水産大臣、自民党本部

には八頭総合農政調査会長にお会いいたしまし

て要望したところであります。若林大臣から

は、共済制度の対応は難しい、何らかの対応を

考えたいということでありましたけれども、八

頭総合農政調査会長は、政治的決着を図らない

かんだろうということで、ありがたいお言葉を

いただいたところであります。そのことを受

け、県もあるいは農業団体も、農林水産大臣等

に要望されたというふうに聞いておりますし、

これらの活動が、今回、農業共済の特別積立金

を活用した経済的支援措置の創設につながった

のではないかというふうに考えております。そ

こで今回、この農業共済による早期水稲被害農

家への支援措置についてどう評価されておられ

るか、農政水産部長にお伺いいたします。

農業共済によ○農政水産部長（後藤仁俊君）

る支援措置につきましては、県といたしまして

は、８月24日に現地を訪れられました農林水産

省の保険監理官に対し、また８月29日には、若

林農林水産大臣に対しまして、早期水稲被害農

家への救済措置の実施を要望したところであり

ます。また、それぞれの関係者の要望活動等も

ございまして、今回、宮崎と鹿児島だけを対象

として、初めて、先ほどお話ございました農業

共済の特別積立金を活用しました経済的支援措

置の創設につながったと認識しております。こ

れによりまして、県内の早期水稲農家の今年産

の収入補てんの一助となりますとともに、来年

も米生産に意欲を持って取り組んでいただける

ように期待いたしておるところであります。

ただいま農政水産部長から○押川修一郎議員

もお答えがあったところでありますが、過去に

例のないような対策を今回打っていただいたと

いうことでありまして、生産農家からも喜びの

声が我々自民党のほうにも届いておることは事

実であります。そこで、県は、来年度に向け

て、農家が意欲を持って生産に取り組めるよう

に、どのような対策を講じようとしているの

か、補正予算を含めて知事にお伺いいたしま

す。

本議会に補正予算と○知事（東国原英夫君）

して計上させていただいた早期水稲被害緊急対

策事業につきましては、災害に強い安定した生

産体制を緊急に構築するため、担い手対策や災

害補償対策の周知徹底と品質低下にも対応でき

る共済制度への加入促進、土づくりなど災害に

強い技術対策の推進などによるセーフティネッ

ト対策を実施するとともに、災害により不足し

た来年用の早期水稲種子確保対策を実施するも

のでございます。県といたしましては、今回の

支援対策にとどまらず、来年度以降、再発防止

に向けた収穫前品質判定体制の構築を図るとと

もに、国、市町村、農業団体、それぞれが講じ
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る対策を一体的に進めることによりまして、農

家が意欲を持って今後も早期水稲の生産ができ

るよう努めてまいりたいと考えております。

よろしくお願いしておきた○押川修一郎議員

いと思います。

次に、農地・水・環境保全向上対策について

であります。本年度から、戦後最大の農政改革

と言われます品目横断的経営安定対策が導入さ

れ、担い手の育成確保に向けた取り組みが始

まったところであります。さらに、その車の両

輪という施策の位置づけ、農地・水・環境保全

向上対策が地域振興策として実施されていると

ころであります。本県におきましては、農業従

事者の減少、高齢化、混住化等が進み、農村地

域の集落機能といいますか、いわゆる地域力が

減退していく中、農業者、地域住民が一体と

なって、極めて貴重な資源である農地、農業用

水等の農業資源や農村の環境を守り育てていく

という、この農地・水・環境保全対策の果たす

役割は、今後ますます大きくなっていくと思わ

れます。そこで、本県における農地・水・環境

保全向上対策の本年度の取り組みについて、対

策と効果を農政水産部長にお伺いいたします。

本年度の農地○農政水産部長（後藤仁俊君）

・水・環境保全向上対策につきましては、農業

者に加え、地域住民、自治会及び子供会などが

幅広く参画して設立した197の組織が、約１万ヘ

クタールの農地を対象に活動に取り組んでおり

ます。これらの組織では、水路の草刈りなどに

加えまして、従前は余り実施されていなかった

施設を長寿命化させる活動、それから、ホタル

の再生などの環境を維持向上させる取り組みも

数多く実施されております。このような地域ぐ

るみでの活動によりまして、農村地域の集落機

能が向上しますし、地域の活性化につながるも

のと考えております。県といたしましては、平

成20年度からの新たな地区の取り組みも含めま

して、積極的に推進してまいりたいと考えてお

ります。

実は、私の集落も、本年度○押川修一郎議員

からこの事業に取り組んだところであります。

農村といえば、稲刈り等が終わったところあた

りは、次年度に田植えをするぐらいまで、車が

通る道がわからないような農道というのも実は

あるわけでありますが、今回は、集落の皆さん

方が一緒になって、自分が通っても通らんで

も、そういったところの草刈り等を初め、用水

路の整備とかそういったものをしております

し、沿道等については、草花を植えたりしなが

ら環境の保全等に努めておるところでありま

す。ぜひこの運動を広げていただくような形

で、私のほうからもお願いをしておきたいと思

います。

次に、中山間地対策についてであります。中

山間地域は、農林水産物の供給はもとより、国

土の保全や水資源の涵養、地球温暖化の防止等

の多面的な機能を果たしていますが、人々が定

住することが基本だろうというふうに思いま

す。中山間地域の森林や農地を適正に管理して

いくためには、それを担う人が安心して定住で

きる環境、生活できる所得を確保することが不

可欠であるというふうに思います。そこで、中

山間地域では、気象条件や標高差などの変化に

富んだ立地条件を生かして、露地野菜や花卉な

どの立体園芸や、地域に伝承されてきた作物な

ど、中山間地域の特性を生かした取り組みも多

く見られます。このような状況を踏まえ、中山

間地域の特性を生かした農業の振興、所得の確

保について、農政水産部長にお伺いします。

中山間地域の○農政水産部長（後藤仁俊君）
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農業を振興するためには、地域の気象条件等を

生かした商品性の高い農産物の生産に取り組む

ことが重要であると認識しております。このた

め、県といたしましては、デルフィニウムやト

マトなどの施設園芸品目の導入や、肉用牛の増

頭対策等に取り組むとともに、直接支払制度を

実施しまして、農業所得の確保に向けた支援を

行ってまいりました。また、県外の加工業者と

も連携しまして、地域特産品の開発・販売を行

うなど、所得確保に向けた独自の取り組みも行

われつつあります。県といたしましては、地域

農業の担い手の主体的な取り組みの促進や、地

域の特徴を生かした生産性の高い品目の導入と

商品価値の向上、さらには、地域の条件に即し

た生産基盤の整備など、農業分野の取り組みを

進めるとともに、関係部局と緊密に連携しなが

ら、地域全体の所得の確保につながる総合的な

取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

ぜひ、林業プラスそういう○押川修一郎議員

形の中で、所得の確保というのが大事だろうと

思いますし、これは以前から議論がされており

ますとおり、建設業関係の雇用の場の一つでも

ありますから、そういったものを含む中できっ

ちりと所得の確保をしていただきたい、そのよ

うに思います。

そういう中で、長伐期施業について質問した

いと思います。林業の採算性の悪化に伴って、

一たん伐採しても再造林の費用がかさむことか

ら、森林所有者の造林意欲がわかない状況にあ

ります。山での所得を確保していくためには、

皆伐せずに間伐を繰り返しながら定期的に収入

を得ていく長伐期施業の取り組みを進めていく

ことが必要だと考えますが、基本的な考え方に

ついて、環境森林部長にお伺いいたします。

伐採時期を通○環境森林部長（髙柳憲一君）

常の２倍程度に延長しまして、その間、間伐を

繰り返して行います長伐期施業については、森

林資源が充実している本県にとりましては、森

林の公益的機能の維持を図りながら、森林所有

者の安定的な所得を確保する上で、大変有効な

施業方法であると考えております。しかしなが

ら、長伐期施業につきましては、施業に適した

地形や地質等の自然条件を明らかにするととも

に、大径木 これは直径の大きい木のことで―

すが 生産のための間伐の方法などを確立す―

る必要がございます。このため、今年度、長伐

期施業の技術指針を作成することとしており、

今後、この指針をもとに、高齢級間伐の補助金

等を活用しながら、森林所有者等に対する普及

を図ってまいりたいと考えております。

ありがとうございます。ぜ○押川修一郎議員

ひそういう形で、今後、モデルでも結構であり

ますから、そういったものを進めながら、宝の

山が本当に存続するような形でお願いをしてい

きたいと思います。

それから次に、限界集落についてでありま

す。こういう名前を使っていいのかわかりませ

んけれども、長野大学の大野教授によれば、過

疎化、高齢化が著しく、人口の50％以上が65歳

以上の高齢者になり、冠婚葬祭など社会的共同

生活の維持が困難になった集落を限界集落と言

われておるそうであります。平成12年（西

暦2000年）に限界自治体となっていたのは、中

国地方の１自治体であったものが、2015年に

は51自治体、2030年には144自治体に拡大してい

くと言っておられます。国土交通省の調査で

も、10年以内に消滅する可能性のある集落が全

国で422集落、いずれ消滅する可能性のある集落

が2,219集落、合わせて2,641集落が極めて厳し
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い状況に置かれているという調査報告が出てお

ります。

限界集落に関係する146市町村が政策提案をし

ていこうと、全国水源の里連絡協議会を11月30

日に設立、本県からは諸塚村が参加されており

ます。こういう動きを踏まえ、国においても福

田首相を本部長とする地域活性化統合本部が、

やっと地方再生戦略の柱として限界集落対策を

掲げ、地域の自由な発想を尊重した施策を関係

省庁横断で支援していこうという方向を示した

ということであります。

そこで、県におかれましても、平成20年度の

当初予算編成方針において、厳しい財政事情の

中でありますけれども、重点施策の一つとして

中山間地域対策を取り上げられておりますが、

限界集落 と呼んでいいのかわかりませんが―

を初めとする中山間地域の振興について、―

知事の認識と基本的な考え方をお伺いいたしま

す。

中山間地域を取り巻○知事（東国原英夫君）

く状況というのは、過疎化・高齢化の進展に伴

い、生活利便性や集落機能の低下など非常に厳

しいものがあり、御質問にありましたように、

限界集落の問題も叫ばれているところでござい

ます。このような限界集落や中山間地域は、地

域住民の生活の場であるだけでなく、国土の保

全、水源の涵養など、重要な役割を担うととも

に、日本のふるさとの原風景とも言える個性や

魅力があり、安らぎやいやしの場にもなってお

ります。したがいまして、中山間地域対策につ

いては、本県が直面する喫緊の課題としてとら

え、平成20年度重点施策の一つとして掲げたと

ころであり、中山間地域の活力再生を図るた

め、その実態を踏まえた短期的・中長期的施策

を総合的に展開する必要があると考えておりま

す。

国においては、20年度から○押川修一郎議員

３カ年で都道府県ごとに複数の計画を選び、毎

年度数千万円規模の支援を行う見込みだと聞い

ておりますが、このことについて知事はどう対

応されるか、最後にお聞きいたします。

今後、国の施策等も○知事（東国原英夫君）

十分に勘案しながら、県といたしましても対応

してまいりたいと考えております。

食育並びに一般財源につい○押川修一郎議員

ては、時間がありませんので、以上をもちまし

て私の質問を終わりますけれども、知事、こう

いう状況の中であります。ぜひ横断的な職員の

部・課の設置あたり、再度要望を申し上げまし

て、すべての質問を終わらせていただきます。

（拍手）

次は、９番黒木正一議員。○中村幸一副議長

〔登壇〕（拍手） 黒木正一で○黒木正一議員

ございます。通告どおり一般質問を行います。

私の住んでおります諸塚村から、昭和38年か

ら46年までの２期８年間、県議会議員を務めら

れた古本十三郎さんという方がおられます。も

う既に亡くなられましたが、今からおよそ40年

前、山村の田舎からどういう思いで県議会議員

に出ておられたのだろうか、そういう興味で古

い会議録を調べてみました。議会での質問は、

８年間ずっと一貫して、山村の抱えている困難

な状況を訴えたものでありました。昭和42年６

月議会での質問を引用いたします。「現在の山

村は、政治の谷間にあります。山村地帯の実情

を認識されまして十分な手を差し伸べていただ

きたいものであります。山村対策はおくれてお

り、格差は次第に離れつつあります。手の打ち

方によっては山村を生かすことは不可能ではあ

りません。県はいろいろ手を打っており、県の
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計画に対しては敬意と感謝をしておりますが、

現在の対策ぐらいでは山村の格差是正は不可能

と思います。思い切って急速な手を打たなけれ

ば手おくれとなって、救うことは困難になりま

す」、このように述べ、交通網の整備、医療や

教育格差の是正、産業の振興などを訴えており

ます。

確かに、道路交通網の整備は進みました。当

時は、日向市から椎葉までバスで４時間かかっ

ていたそうでありますが、日向から諸塚までは

２時間半ということで、現在は約半分の時間短

縮が行われております。そのように道路網整備

は進みました。生活も便利になりました。しか

し、本質的な問題は現在とぴったりと重なり合

うのに驚きました。40年たっても、社会格差は

より複雑になって拡大していると思えてなりま

せん。先輩の質問も参考にしながら、押川議員

に引き続き、再び中山間地域の抱える諸問題に

ついて質問をいたします。

最初に、知事に、来年度予算編成方針につい

てお伺いします。来年度予算編成の重点施策と

して、中山間地域・植栽未済地対策、子育て・

医療対策、建設産業対策を特に重点的に取り組

む方針を示しておりますが、その理由について

お伺いいたします。

後は自席から質問を行います。(拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

平成20年度重点施策についてでありますが、

厳しい財政状況の中、予算編成に当たっては、

選択と集中の理念のもと、真に必要な施策・事

業について重点的措置を講じる必要がありま

す。このため、「新みやざき創造戦略」に掲げ

る重点施策や、本県が直面する喫緊の課題を踏

まえ、平成20年度においては、中山間地域・植

栽未済地対策、子育て・医療対策、建設産業対

策の３つを特に重点的に取り組む施策として、

当初予算編成方針にも明記したところでござい

ます。

１つ目に、中山間地域対策と植栽未済地対策

を掲げておりますが、本県の県土の多くを占め

る中山間地域については、人口減少や高齢化の

進行等により、地域活力が低下しており、維持

・存続が危ぶまれる集落も見られるところであ

ります。また森林・林業においては、現在

約2,000ヘクタールの植栽未済地が存在し、水資

源の涵養や山地災害防止など、森林の有する公

益的機能の低下が懸念されております。「森林

が滅びれば国土が滅びる、地方が滅びれば国が

滅びる」、私はこのような思いから、中山間地

域の振興や植栽未済地の解消を重点施策の筆頭

に掲げたところであります。次に、少子化や医

師不足といった課題に的確に対応するために、

子育て対策と医療対策を、さらに、近年の建設

投資の大幅な減少や入札制度改革により、大変

厳しい経営環境にある建設産業対策を掲げたと

ころであります。以上、いずれも解決が困難な

施策テーマではありますが、来年度の予算編成

において、その解決の糸口を目に見える形で県

民の皆様にお示ししていきたいと考えておりま

す。以上です。〔降壇〕

私は、前回の質問のときに、○黒木正一議員

知事のマニフェストには中山間地域への思いが

伝わってこないと申しましたが、中山間地域対

策と植栽未済地対策を、本県が直面する喫緊の

課題として来年度予算編成方針重点施策の筆頭

に上げていることを、大変うれしく思うもので

あります。先月末、政府の地域活性化統合本部

は、地域格差是正に向けた地方再生戦略、いわ



- 151 -

平成19年12月11日（火）

ゆるマスタープランを決定し、その柱の一つと

して限界集落対策を掲げたほか、来年度から地

方の元気再生事業を創設し、地域の自由な発想

を尊重した施策にも取り組む方針とされており

ます。また、国においては、地球温暖化防止対

策の観点から、今後６年間で330万ヘクタールの

間伐を推進することが必要として、昨年度に引

き続き、平成19年度補正予算の検討作業が進ん

でいると聞いております。中山間地域は、過疎

化・高齢化に加えて、長期的な材価の低迷、公

共工事の減少に伴う建設産業の不振など、極め

て厳しい状況にあり、これらの施策の展開に、

地元は大いに期待をしているところでありま

す。どうか植栽未済地の解消ばかりでなく、間

伐の推進などの森林の整備にも積極的に取り組

んでいただいて、安定した所得や雇用の確保に

つながるような対策をお願いするとともに、一

過性で終わることのないよう、腰を据えた中山

間地域対策に取り組んでいただきたいと、強く

要望しておきたいと思います。

次に、中山間地域の総合的な対策について質

問をいたします。10月中旬に中山間地域振興特

別委員会で、中国地方の山口・広島・島根県の

中山間地域振興の取り組みについて調査を行い

ました。山口県においては中山間地域振興条例

を平成18年度に制定、広島県においては全国で

も早い時期、平成９年に中山間地域活性化対策

基本方針を策定、島根県においては全国唯一の

中山間地域研究センターを設置するなど、中山

間地域の役割、定義の明確化と県の責任の明確

化を図り、活性化に向けて取り組んでおりまし

た。また、島根県の中山間地域研究センターを

核として、中国５県で連携し、共同研究、共同

事業を行うなど、地域再生へ向けての取り組み

も行われておりました。本県においても、活力

再生を図るための施策を総合的に展開する必要

があると思いますが、どのように進められるの

か、総合政策本部長にお考えをお伺いいたしま

す。

中山間地域○総合政策本部長（村社秀継君）

を振興していくためには、そこで暮らしている

住民の生活環境の整備はもとより、集落機能の

維持あるいは産業の振興、都市部との交流の促

進、あるいは多面的機能の確保など、総合的な

対策を講じていく必要があると考えておるとこ

ろでございます。このようなことを踏まえ、関

係する部局間において、十分連携を図りながら

対応を図っていくとともに、御質問にもありま

した他県の取り組み事例なども参考にしなが

ら、施策の構築を進めてまいりたいと考えてい

るところでございます。

島根県の中山間地域研究セン○黒木正一議員

ターのパンフレットの表紙に、「生命地域宣

言」と題して、「中山間地域は、私たちの生命

地域です。20世紀は、都市の世紀でした。多く

の人々が、自然豊かな緑の大地を離れ、日々暮

らすようになりました。しかし、生命を育む地

域のことを忘れた文明は、行き詰まろうとして

います。21世紀、「奪う」暮らしから「育て

る」暮らしへ。中山間地域へ、そして中山間地

域から、新しい生き方を始めませんか。新しい

地域をつくりませんか。今ここに、環境の世紀

における先進空間として中山間地域の再生を宣

言します」、こう書かれてあります。行き詰ま

ろうとしている社会、東京でさえ10年後には高

齢化率が３割近くになると予想されています。

不利な条件ゆえに、高齢化という将来の日本の

最大の問題に直面する中山間地域、ここを最前

線ととらえ、この地にこそ新しい生き方が生ま

れてくると位置づけております。宮崎県の希望



- 152 -

平成19年12月11日（火）

に満ちた中山間地域対策を望むものでありま

す。

次に、集落の状況調査についてお伺いしま

す。国土形成計画策定のための集落の状況に関

する現況把握調査、つまり国の集落状況調査が

発表されて、厳しい集落の実態が明らかとな

り、各方面で話題となっております。本県にお

いても調査が行われておりますが、その状況は

どうなっておりますか、地域生活部長にお尋ね

いたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 御質問の調査

につきましては、県内の過疎地域等市町村の集

落の実態を把握いたしますとともに、前回、平

成13年度に実施をしておりますけれども、その

調査データと経年比較をいたしまして、過疎地

域における集落状況の変化を把握すること等に

よりまして、今後の集落整備のあり方に関する

検討の基礎資料とするため、市町村に対してア

ンケート調査を実施したものであります。現

在、市町村からの回答を集計し、精査中であり

ますので、近日中に調査結果を公表できるもの

と考えております。以上です。

○黒木正一議員 今後の集落整備のあり方に関

する検討の基礎資料を得るために実施している

ということでありますが、島根県の中山間地域

研究センターが、「集落の衰退・消滅のメカニ

ズム」という研究成果を出しています。それに

よりますと、限界化の初期は世帯や人口が急激

に減少するが、集落機能の低下はまだまだ穏や

かである。しかし、臨界点を超すと機能は急速

に低下し、どんな対策をとっても再生は難し

い。対策は臨界点までの勝負である。臨界点

は、世帯の数が役の数を下回ったときと言って

おります。つまり、一人が二役を持つように

なったときが対策の臨界点と分析しておりま

す。結果を十分に検討されまして、適切な対策

をとっていただきたいと思います。

次に、過疎法についてお尋ねをいたします。

昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定され

て以来、平成12年に過疎地域自立促進特別措置

法が制定され、これらの法律に基づき、全国で

は76兆円に及ぶ投資が行われ、宮崎県におきま

しても計画を策定、多くの事業に取り組み、道

路等社会資本の整備、生活環境の改善・向上が

図られてきました。これまでの過疎法が本県に

おいて果たしてきた役割についてどう考えてお

られるのか、お伺いします。また、過疎法が延

長されないというような事態になりますと、過

疎地域は極めて深刻な状況になると考えられま

す。広島県においては、２年後に期限切れとな

ることに備えて、過疎法対策プロジェクトチー

ムを設けるなど、積極的に新法へ向けて取り組

みをしているようであります。本県の取り組み

についても、地域生活部長にお尋ねいたしま

す。

○地域生活部長（丸山文民君） 過疎地域対策

につきましては、昭和45年の過疎地域対策緊急

措置法の施行以来、国、市町村と連携しなが

ら、交通・通信体系の整備、生活環境の整備な

ど、全庁挙げて総合的な対策に取り組んできた

ところであります。こうした取り組みの結果、

過疎地域における社会資本の整備は着実に進捗

するなど、一定の成果を上げてきたと考えてお

るところであります。しかしながら、急速な少

子高齢化の進行、あるいは過疎地域を取り巻く

環境は依然として厳しいものとなっており、県

といたしましても、過疎地域に対するさらなる

支援が必要であると考えております。したがい

まして、今後とも国、市町村と連携をしなが

ら、引き続き、社会資本の整備を進めますとと
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もに、産業の振興や交流人口の拡大に努めるな

ど、地域の実情に応じたさまざまな施策を総合

的に講じながら、過疎地域の振興を図ってまい

りたいと思います。

それと、過疎法の延長についてですけれど

も、今、庁内でもいろいろ議論を始めておりま

すので、地方にとっていい内容の法律となりま

すよう頑張っていきたいと考えております。以

上です。

知事にお尋ねしますが、２年○黒木正一議員

後に期限切れとなる過疎法の後の新法につい

て、どのように取り組むか、お尋ねをいたしま

す。

新法の国の法案等々○知事（東国原英夫君）

も十分に勘案しながら対処していきたいと思っ

ております。

現在、政府においても、新法○黒木正一議員

へ向けての取り組みが始まっているようであり

ますので、ぜひ過疎地域を多く抱える宮崎県と

いたしましても、新法へ向けて熱心に取り組ん

でいただきたいというふうに思います。

次に、シカの食害について、以下、環境森林

部長にお尋ねをいたします。

鳥獣害の問題については、前回も質問いたし

ました。今回は、特にシカの食害対策について

お伺いします。野生鳥獣による農産物被害は全

国で約200億円。けもの類が約６割、鳥類が約４

割。イノシシや猿、シカによる被害が全体の約

５割、けもの類の被害の約９割を占めていると

言われております。西日本を中心に多かったイ

ノシシによる被害が東日本にも拡大するなど、

被害は全国に広がっております。生息分布域

は30年前と比べて、イノシシが1.3倍、ニホンジ

カが1.7倍、ニホンザルが1.5倍と拡大してお

り、シカが最も生息域を広げていると言われて

おります。本県では、シカの生息密度調査を実

施されておりますが、調査の方法とその結果に

ついてお伺いいたします。

シカにつきま○環境森林部長（髙柳憲一君）

しては、平成７年度から、県内を６ブロックに

分けまして、毎年度１から２ブロックを対象

に、一定区域のシカのふんの数から生息数を推

定する、いわゆるふん粒法という方法を用いて

生息数の調査を実施しております。また、平

成18年度につきましては、耳川と一ツ瀬川に挟

まれたブロックについて調査を行ったところで

ありまして、県全体の生息数は約５万2,000頭と

推定され、平成17年度と比較しますと約9,000頭

の増加となっております。

部長に確認いたしますけれど○黒木正一議員

も、9,000頭というのは１年間でふえた数でしょ

うか。

平成18年度が○環境森林部長（髙柳憲一君）

約５万2,000頭ということで、17年度との比較で

ございます。１年で9,000頭ということになりま

す。

9,000頭ものシカが１年でふえ○黒木正一議員

ると。１頭１頭数えたわけではありませんで

しょうけれども、これは異常なふえ方ではない

かというふうに思います。このままでは山村は

サファリパークのような状況になるのではない

かというふうに、本当に心配されます。先日、

椎葉村尾前というところに行きました。そこで

イノシシやシカ狩りをしている猟師の方の話を

聞きました。宮崎、熊本、鹿児島３県合同で年

数回狩猟し、相当数のシカを捕獲するけれど

も、シカによる食害が一年一年多くなっている

と。造林したヒノキ、杉だけではなく、雑木の

若芽を食べているので、これからは雑木も育た

なくなるのではないかと。実際、椎葉村にあり
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ます九州大学の演習林などでは、下草が食べら

れて、ほうきで掃いたようにきれいになってい

る、そういう状況もありますし、森林の保水力

の低下が懸念されます。東京都奥多摩町では、

シカが森林の下草を食べ尽くしたため、裸地が

広がり、流出土砂で水道水源に深刻な被害をも

たらした例があるなど、全国各地で被害が報告

されております。昆虫や土壌微生物などの減

少、一方でヒルやダニなどの増加拡大と、地域

の生物の変化が起こっております。シカがふえ

ている原因の一つが、狩猟者数の変化と言われ

ております。また、狩猟者も次第に高齢化し

て、狩猟人口も減少していると聞いております

が、本県の状況はどうなっているのか、お伺い

いたします。

平成18年度末○環境森林部長（髙柳憲一君）

の狩猟免許の保有者につきましては、銃器を用

いる免許の保有者数が4,966名、網・わなを用い

る免許の保有者数が1,949名、計6,915名となっ

ております。これを５年前の平成13年度と比べ

ますと、約700名減少しておりますが、県としま

しては、有害鳥獣対策の面からも、狩猟者をふ

やすことが課題となっておりますので、新規取

得者の研修や、試験日を休日にするなど、受験

しやすい環境づくりに努めているところであり

ます。

〔「自衛隊を出せ、自衛隊を」と呼ぶ者

あり〕

全国の狩猟登録者数は53万人○黒木正一議員

がピークで、現在は16万人と言われておりま

す。平均年齢も60代というふうに言われており

まして、免許者数もかなりの勢いで減少してい

る状況のようであります。今回、特にシカの食

害について質問をしますのは、古い会議録に、

シカに関する次のような質問を目にしたからで

あります。今から36年前の昭和46年の県議会に

おいて、椎葉村出身の椎葉保さんが、次のよう

な質問をしています。「シカは、九州ではカモ

シカとともに非常に珍しい野獣の一つとなって

きたのでありまして、いまにして保護をしなけ

れば、かつての祖母山のツキノワグマのように

絶滅が心配されるのであります。ただいまアオ

バト、ヒヨドリなど保護鳥の鳥害が問題になっ

ておりますが、この鳥類よりもむしろシカのほ

うが非常に珍しい野生の動物となっております

ので、これを保護獣とする考えはないか」。こ

れに対し当時の林務部長は、「シカの保護でご

ざいますが、現在、雄のシカは狩猟してもいい

ということになっておりまして、雌のシカは保

護されております。しかし最近狩猟されますシ

カの数がだんだん減ってきておりまして、生息

数もそういうことから推察しますと、減ってい

るのじゃないかというぐあいに考えますが、な

おその生息状態などもよく調査いたしまして、

積極的に保護を必要とするような状態であれ

ば、またこの保護対策を考えてまいりたいと考

えております」と答えております。今から36年

前、今は厄介者のシカが絶滅の危機にあったの

です。わずか30数年で自然生態環境は大きく変

わるのです。当時の宮崎県の狩猟人口は１

万2,300人で、年々５ないし10％増加、１シーズ

ン43万羽の鳥と３万3,000頭の獣が殺されてい

る。これは多過ぎる、シカは減少するし、狩猟

税を倍にしてでも狩猟人口を減らすべきと、当

時主張しています。本県の捕獲頭数は現在どう

なっておりますか、お伺いをいたします。

平成18年度の○環境森林部長（髙柳憲一君）

シカの捕獲頭数につきましては、狩猟によるも

のが8,043頭、有害鳥獣捕獲によるものが1,261

頭、合計で9,304頭となっておりまして、５年前
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の平成13年度と比較しますと、約2,800頭の増と

なっております。

シカの捕獲数も相当数ふえて○黒木正一議員

いるようでありますし、また、シカのネットを

張っているところにも、山奥を歩きますと、そ

こにひっかかって死んでおるというシカも見受

けられますので、まだ相当多いのではないかと

いうふうに思います。鳥獣害被害が特に深刻な

のは山間地であります。あの手この手の対策が

講じられていますが、被害は拡大する一方。営

農意欲や植林意欲をそぐ原因や、人口流出の遠

因ともなっております。シカの被害を防ぐため

に、侵入防止のさくやネットの設置など多額の

費用を使ってその対策をするものの、被害は広

がる一方と思われます。シカ害を防ぐにはオオ

カミを放つしかないと真剣に主張している人も

おります。また、狩猟で捕獲したシカを特産食

材として生かすために、食肉処理販売に関する

マニュアルをつくって、捨てられることも多

かったシカ肉を食材として売り出そうと、長野

県では取り組んでおります。被害の深刻さか

ら、先ほどもだれか言っておりましたけれど

も、自衛隊を出動させろという、ある政党もあ

るようでありますが、国会においても、対策を

強化するために、生産現場に近い市町村が主体

的に対策に取り組めるようにする、鳥獣害対策

特別措置法の制定に向けた動きもあると聞いて

おります。県は被害防止対策にどのように取り

組んでいかれるのか、お伺いをいたします。

シカによる農○環境森林部長（髙柳憲一君）

林作物への被害額は、平成18年度には１億円を

超えるなど、深刻な状況となっております。こ

のため県では、これまで、被害を防止するた

め、防護ネットの設置や有害鳥獣捕獲活動に対

しまして助成を行ってきたところであり、今年

度から、雌ジカの狩猟区域を県下全域にすると

ともに、シカの狩猟期間を１カ月延長する区域

を拡大し、シカの捕獲促進に取り組んでいると

ころであります。また、昨年度からは、南九州

３県合同で、県境付近におけるシカの一斉捕獲

を実施しているところであります。今後とも、

市町村等関係機関と一体となって、より実効性

のある被害防止対策に努めてまいりたいと考え

ております。

なお、先ほどございましたが、今国会に鳥獣

被害防止特措法案というのが提案されておりま

す。この辺の経緯等も十分踏まえながら対応し

てまいりたいというふうに考えております。

私は、鳥獣害の被害の話を聞○黒木正一議員

いたり現場を見ておりますと、鳥獣害の問題

は、現在の山村、林業の問題点がそのまま反映

されていると思わざるを得ません。30数年前、

保護しなければシカは絶滅すると言われました

が、今の山村は人間が絶滅の危機にあります。

一定の人が定住し、豊かな山をつくることなし

に、鳥獣害の根本的な解決はないし、国土を守

ることもできないと考え、林業対策についてお

伺いをいたします。

現在の林家の置かれている状況について、農

林水産省の2005年の調査によりますと、山間地

域の販売農家１戸当たり総所得437万円、このう

ち、農業の所得が79万円、林業所得はわずか８

万円であります。主として年金や農林業外から

の収入に頼っているという状況であります。所

得金額は別といたしましても、林業による収入

は極めて少ない、なきに等しいのであります。

現在の林業の状況がよくあらわれていると思い

ます。木材価格が安いので、皆伐したとしても

再造林の費用が出ない。主伐の手控え化、皆伐

放置・未済地化。国内の人工林資源が成熟し、
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輸入材との価格が逆転、いよいよ国産材の時代

が到来したのに、長年の山元価格を圧縮する形

で進んだ価格低下で、人も流出し、手入れの行

き届かない森林が増加、山の境界さえわからな

くなりつつあります。このままでは、多くの努

力を払って植林し、年月をかけて育ててきた森

林が、一度も富をもたらさないまま、一度も日

の目を見ないままに、災害に遭うことになるか

もしれない。この最悪の状況、それを避けるた

めには、生産・加工・流通の新しい効率的な流

れをつくって、林家の所得を上げる対策をとら

なければならないと思います。そしてそれは、

林齢や植生の多様化を図るチャンスでもありま

す。林家の所得確保につながる森林整備対策に

どのように取り組んでいくのか、お伺いいたし

ます。

今お話があり○環境森林部長（髙柳憲一君）

ましたように、林家の所得を確保し、植栽や保

育など適切な森林整備を進めるためには、林業

の採算性の向上を図ることが極めて重要である

というふうに考えております。このため県で

は、国の補助事業等を積極的に活用いたしまし

て、施業の集約化や路網の整備、あるいは高性

能林業機械の導入などによる生産性の向上や、

経営コストの縮減などに取り組んでいるところ

であります。また、戦後一斉に植林をされまし

た本県の人工林は、利用可能な資源として充実

しつつあることから、今後は、伐採時期を迎え

た高齢級の森林を対象に、重点的に間伐を実施

し、長伐期施業への誘導を図るなど、森林所有

者などの安定的な所得の確保に努めてまいりた

いと考えております。

続きまして、林業担い手の確○黒木正一議員

保について質問をいたします。日本の持ってい

る循環可能な資源は、唯一、森林資源と言われ

ておりますが、森林の循環活用になる林業を営

んでも適正所得を稼げない状況の中で、林業就

業者数は、平成12年は７万人で、10年前の６割

の水準となっています。また、高齢化も進行

し、平成12年には65歳以上が４分の１を占める

状況となっており、林業の担い手づくりが課題

となっております。現在、緑の雇用担い手対策

事業等の効果もあって、新規就業者の数は増加

傾向で推移しておりますが、今後、人工林が成

熟し、長伐期施業への移行も考えると、より専

門的な技術者が必要になると思われますが、林

業の担い手確保についてどのように取り組んで

いかれるのか、お伺いをいたします。

今お話があり○環境森林部長（髙柳憲一君）

ましたように、本県の森林資源が充実する中

で、素材生産等を担う林業就業者の確保という

のは、大変重要な課題であります。このため、

「宮崎県担い手対策基金」を活用いたしまし

て、林業への就業を目指す高校生への育英資金

の貸与、あるいは林業技術者の養成などの人づ

くり、また、高性能林業機械の活用促進などの

基盤づくり、そして３つ目に、事業主の負担す

る社会保険への助成などの就労環境づくり、こ

ういった３つを柱に今取り組んでいるところで

あります。さらに、林業後継者を育成するため

に、林業研究グループの学習活動などにも支援

をいたしているところであります。また、お話

にありましたように、林業就業者が減少・高齢

化する中で、平成15年度からは「緑の雇用担い

手対策事業」に取り組み、これまで４カ年で364

人が新たに雇用されたところであります。今後

とも、これらの施策を通じまして、若者にも魅

力ある職場づくりを促進し、林業担い手の確保

に努めてまいりたいと考えております。

次に、シイタケの振興につい○黒木正一議員
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てお尋ねをいたします。林業は長い時間を要す

ることから、山村地域にとって短期換金作物で

あるシイタケは、重要な特用林産物として、本

県においては過去に生産日本一を目指して取り

組んできております。しかし、中国からの輸入

増加によって次第に国産シェアが低下、価格も

低迷し、生産量、生産者も年々減少しておりま

す。生産農家も高齢化が進み、原木であるクヌ

ギ伐採跡地に針葉樹を植えかえるという傾向が

見られます。このことは、健全で多様な森づく

りに逆行することにもなります。シイタケ栽培

が発展することは、広葉樹を植林することにつ

ながり、災害に強い森林をつくることでもあり

ます。これまで県は、生産体制の整備や消費拡

大など、その振興のために取り組んでおられま

す。中国産が残留農薬等の問題で敬遠されてい

る中、価格も上昇し、生産農家も少しは元気を

取り戻しております。国内消費を国産で賄い、

再び輸出作物の地位を築くまで振興していくべ

きだと思いますが、お考えをお伺いいたしま

す。

乾シイタケは○環境森林部長（髙柳憲一君）

山村地域の貴重な収入源でありますが、価格の

低迷、あるいは生産者の減少・高齢化などによ

りまして、生産量が減少傾向にあります。この

ため、労力の軽減を図るための人工ほだ場の設

置や管理道の開設など、効率的な生産体制の強

化に努めているところであります。また、消費

者ニーズが「食の安全・安心」へと急速に高ま

る中で、乾シイタケにつきましても、国産品を

求める動きが高まっておりますことから、産地

偽装を防止するため、科学的な判別調査やトレ

ーサビリティシステムをスタートさせたところ

であります。さらに、みやざきブランドの認証

取得を目指した取り組みも行っているところで

あります。今後とも、これらの取り組みを強化

し、安全で安心な乾シイタケの生産振興に努め

てまいりたいというふうに考えております。

次に、情報格差についてお尋○黒木正一議員

ねをいたします。携帯電話のサービスエリア

は、関係の方々の努力により広がっていること

に、感謝をするものであります。世帯数はかな

りカバーしておりますが、面積でいくと、山間

部はまだまだサービスの届かないところが広い

のが現状であります。救急や台風災害時におけ

る重要な通信手段でもあり、これからのエリア

拡大を願うものであります。

さて、国において、平成23年に地上アナログ

放送から地上デジタル放送へ全面移行すること

になっておりますが、県としての対策はどのよ

うに考えておられますか、地域生活部長にお伺

いいたします。

地上デジタル○地域生活部長（丸山文民君）

放送への移行につきましては、国策として推進

されているもので、国及び放送事業者におい

て、円滑な移行のための措置がなされることが

必要不可欠であると考えております。県といた

しましても、山間部において新たな難視聴世帯

が発生することのないよう、デジタル化を円滑

に進めることが大変重要であると認識をいたし

ております。このため県では、国等に対し、地

上デジタル放送への移行に必要な支援措置の創

設等を重点的に要望してまいりました。その結

果、地上デジタル化に対する国の交付金制度が

本年度創設されたところであります。しかしな

がら、この制度におきましては、助成対象者が

市町村に限られていることや、対象事業が共同

受信施設の改修のみであることなどから、さら

なる支援策の拡充が図られますよう、全国34の

道府県で構成いたします地上デジタル放送普及
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対策検討会におきまして、国に強く要望をして

いるところであります。以上です。

知事にお尋ねしますが、知事○黒木正一議員

はきょう何時に新聞を読まれましたか。

朝８時半ぐらいだと○知事（東国原英夫君）

思います。

私もきょうは県議会議員寮に○黒木正一議員

泊まっておりましたから、朝、新聞を読んでこ

こに参りました。私の家は諸塚村ですけれど

も、新聞は郵便で配達されています。ですか

ら、大体昼に届きます。郵便による配達が、山

間の僻地においてはかなりの数に上っておりま

す。新聞の購読料とは別に配達料も支払わなけ

ればなりませんし、所によりましては日曜の新

聞が月曜に届く、そういうところも実際あるわ

けです。ただ、不便なところに住んでいる人は

ある程度の不便さは覚悟しなければいけません

し、そのこと自体については、テレビがありま

すから、テレビでニュースを見ますから、別に

私としてはそんなに不都合は感じていないんで

すけれども、平成23年７月24日、山村におる老

人がテレビを見ていたら、突然テレビが消えた

ということになったら、これは許されないので

はないかと思うのです。国の試算では、山間地

域において難視聴地域が拡大するなど、全面移

行の期日以降、テレビが受信できない世帯が生

まれるおそれがあるとされています。地上アナ

ログ放送でカバーしていた地域に、100％デジタ

ル放送を受信できる環境を整備する必要がある

と思いますが、地域生活部長に、100％受信でき

るかどうかお尋ねをいたします。

今、100％とい○地域生活部長（丸山文民君）

うお話がございましたけれども、なかなか今の

ところはめどが立たない状況であると認識して

おります。県内の状況を申し上げますと、昨

年12月に、鰐塚山の中継局の開局によりまし

て、宮崎県における地上デジタル放送が開始さ

れ、現在、県内の約87％の地帯で地上デジタル

放送の視聴が可能となっている状況にございま

す。今後、平成22年までに順次中継局を設置す

ることによりまして、県内ほぼ全域でデジタル

放送が開始される予定となっているところであ

ります。ことしの９月に総務省が発表いたしま

した「市町村別ロードマップ」によりますと、

電波の直進性が強いこと等のデジタル放送の特

性から、現在のアナログ放送と同様には見るこ

とのできない新たな難視聴世帯が、県内におい

て、山間部などを中心に約4,000世帯と想定され

ているところであります。これらの世帯につき

ましては、より高性能なアンテナへの交換や共

同受信施設の新設・移設などにより、受信が可

能になると伺っているところであります。

今、23年という話がございましたけれども、そ

れに向けて、円滑な移行のために、国のほうで

も、特に総務省あたりで、一生懸命、難視聴世

帯の解消対策にいろんな手を尽くして今考えて

おられるところでありますので、それらの国等

の動向を見ながら、県としての対策も今後検討

してまいりたいと考えております。以上です。

これは国策としてデジタル放○黒木正一議員

送に移行するわけでありますから、新たな情報

格差とならないように、その対策を国に対し強

く要望していただきたいと思います。

次に、地域医療の問題についてお尋ねいたし

ます。医師不足については、昨日も質問があり

ましたが、全国的に医師不足・偏在が深刻に

なっており、本県も同様の状況にあります。過

去にも、昭和40年代の初めには、４つの県立病

院においても、医師定員が85名のところ、74名

しか確保できない、そういう状況があったよう
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でありまして、特に山間僻地にあっては深刻で

あったようであります。例えば、これは一番最

初に紹介いたしました諸塚村出身の古本議員の

質問をまた引用させていただきますが、昭和45

年３月議会で、次のように述べております。

「医師を雇うにしましても、僻地には容易に来

てくれません。雇い入れるまでには何回も村長

や村会議員が交渉に行き、多額の旅費を使いま

して幸いに話をつけて雇い入れても６カ月か１

年しますと、もうおりたくなくなって出ていく

のであります。こういうことで特別の住宅まで

提供しなければならないのであります。入郷地

区の医師の俸給はおそらく宮崎県一の俸給とり

ではないかと思っております。諸塚村では欠員

となり、なかなか見つからない。やむを得ず厚

生省にお願いいたしまして、赤江診療所から医

師が１週間交代でしばらく診療してもらうこと

になっております」。当時の医師の俸給、給料

でありますが、これは37年前ですが、椎葉村の

院長38万円、税金は村で負担していたというこ

とですが、西郷村が35万円、南郷村が26万円、

諸塚村が25万円、村によってかなり差がありま

す。諸塚村が一番財政状況が悪かったのでしょ

うか、一番給料が安かった。そのためかどうか

はわかりませんが、当時、医師を見つけており

ません。過去に大変苦労して医師を確保してい

た状況がわかります。宮崎県にも医科大学をつ

くって何とかこの状態を緩和してほしいと、当

時訴えていたのであります。昭和40年代の後半

に無医大県解消構想なるものが策定され、宮崎

県にも医科大学が昭和49年に開学しておりま

す。開学して33年がたち、さまざまな医療を取

り巻く状況は変わったにせよ、もう少しはよく

なるはずが、医師不足。この原因についてどの

ように考えておられますか。また、県も各種の

医師確保対策に取り組んでおられますが、県の

対策だけで医師不足が解消されるのか、福祉保

健部長にお伺いいたします。

現在の全国的○福祉保健部長（宮本 尊君）

な医師不足の原因は、これまでの大学医学部の

定員削減や、特に平成16年４月からの新しい臨

床研修制度の導入など、さまざまな要因がある

と考えております。その結果、医師の都市部へ

の偏在や小児科等の医師の不足など、地域医療

に大きな影響を及ぼしております。このため県

では、医師修学資金貸与制度や医師派遣システ

ムなどによりまして医師の養成確保を図ってい

るほか、今年度は、県と関係市町村で構成する

「医師確保対策推進協議会」を設立し、求人情

報の全国への発信等、一体となって医師確保対

策に取り組んでおります。また、医師不足は全

国的な問題であり、県レベルでの対応には限界

がありますので、臨床研修制度の改善や医師の

僻地勤務の義務化など、抜本的な対策を国に対

して強く要望しているところであります。今後

とも、市町村や県医師会、宮崎大学等の関係機

関と連携し、地域医療の現場を担う医師の安定

的な育成確保に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

来年度予算編成の重点施策の○黒木正一議員

中に建設産業対策があります。建設業を取り巻

く状況は、もう御承知のとおりでありますが、

中山間地域にとりまして、農業、林業が不振の

中で、建設業は雇用力のある重要な地場産業で

あります。ほかに大きな雇用の場がないため、

大きく依存してきました。建設業に従事し現金

収入を得ることで、山も辛うじて守ってきたの

が現実であります。建設業従事者が失業し、地

域を離れるようなことがあるとすれば、人口は

ますます減少しますし、ただでさえ少なくなっ
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ている消防団など、防災組織も弱体化するのは

間違いありません。急速な改革は過疎に拍車を

かけることにもなります。正月を不安な気持ち

で迎える若い人たちのことが心配です。どうか

優秀な建設業の育成と総合的な雇用対策に強く

取り組んでいただくように要望いたしまして、

私の質問を終わります。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○中村幸一副議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時42分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○坂口博美議長

ます。

次は、18番松田勝則議員。

〔登壇〕（拍手） いつもお世○松田勝則議員

話になりまして、ありがとうございます。延岡

市選出、愛みやざきの松田勝則でございます。

大変緊張しております。

今、全国でまちおこし、村おこしが大変盛ん

です。そのきっかけになったのは、大分県の平

松知事が提唱された一村一品運動、あれが大き

くこの輪を広げてくれたと思います。私も去年

の９月まで東京でサラリーマンをしておりまし

た。その中で、こういった村おこしというよう

なことをやってきたんですけれども、成功した

例、幾つかのパターンがありました。成功法則

というのがあったような気がいたします。村お

こし、まちおこしが成功した例、１つ、地元で

生まれ育った人が一回都会に出て、戻ってきて

から何かを始めた、２つ目、都会に住んでいた

人が仕事をやめて地元宮崎に移り住んで何かを

始めた、３つ目、地元以外の土地に多くの友人

とか知り合いを持っている人が宮崎に帰ってき

て何かを始めた、この３つのうちのどれかに当

たるそうです。外の世界と交流を持ち、外の世

界を知っている人が、新しいそして楽しいアイ

デアを持ち込み、活性化のきっかけをつくって

いるようです。その試み、アイデアが受け入れ

られるかどうかというのはわかりません。しか

し、ああだこうだと論議するよりも、まず何か

を起こす、そういった変わった人、いわばドン

・キホーテ 特定の企業の名前ではありませ―

ん 的な人の出現によって、まちおこし、村―

おこしはまず第一歩を起こすというデータがあ

ります。まさに、今、宮崎県がそのいい例であ

ろうかと思います。我が愛するふるさと宮崎を

こんなに活気づけてくれました知事、それか

ら、それを支えられた県の職員の方々に感謝と

敬意を払いつつ、質問に移ります。

最初に、不適正な事務処理問題に関しまし

て、再発防止という観点から質問させていただ

きたいと思います。

去る12月６日、県議会普通会計決算特別委員

会は、平成18年度の一般会計と特別会計決算を

不認定といたしました。理由は言うまでもあり

ません。３億円を超える預けなど不適正な事務

処理が含まれており、信頼できないという判断

だったからです。決算不認定の採決を下したの

は、2005年度の官製談合事件の決算に引き続き

２年連続で、全国的にも、そしてこの宮崎県政

史上でも異例のことで、私たち議員としても恥

ずかしい思いをいたしております。私の所属す

る環境農林水産分科会でも現地調査を行いまし

た。行ったところ、さまざまな疑問点が見出さ

れました。その中でも大きな疑問点は、裏金の

存在や預けなどの不正行為に加担した特定業者

の存在でした。外部調査委員会の報告でも、不

自然な取引を指摘しています。しかし、それ以
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上は追及せず、業者への事情聴取などが行われ

ない事実に、真相解明の意欲のなさとか早目の

幕引きを意図しているんじゃなかろうかという

ことを感じずにはおられません。数々の不備が

指摘された内外の調査結果に対して、知事は

「精いっぱいのことはやった」という答弁をさ

れましたが、県民といたしましては、まだまだ

釈然としない気持ちが残っております。副知事

に、調査委員会の責任者として見解をお聞かせ

いただきたいと思います。

後は自席にて質問させていただきます。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○副知事（河野俊嗣君）

します。

不適正な事務処理に係る調査についてであり

ます。このたびの全庁調査は、今回の問題に対

する深い反省に立ち、組織を挙げて徹底的に事

態を究明するという観点から、庁内調査委員会

が実施主体となって行うとともに、この調査の

客観性、公正性を確保するために、調査の準備

段階から、弁護士、公認会計士から成る外部調

査委員会の厳格な指導助言・検証を受けながら

実施したものであります。取引事業者に対する

調査につきましては、関係する所属のみなら

ず、各部の連絡調整課や庁内調査委員会の作業

チームが出向いて、徹底した調査や事情聴取を

行い、二重三重のチェックを経た上で、その内

容を外部調査委員に詳細に報告し、専門的かつ

公正公平な第三者の立場からの指導・検証を受

けております。さらに、預け等の金額の大きな

所属や著しく不適切な使途のあった所属に対し

ましては、外部調査委員みずから現地調査やヒ

アリングも実施して、報告内容のチェックや原

因の分析を行うなど、徹底した検証をしていた

だいたところであります。このように、庁内調

査委員会の徹底した調査と外部調査委員会の厳

正な検証を経た上で、私的流用については確認

されなかったと判断したものでありまして、私

どもとしては、できる限りの調査を行ったもの

と考えております。なお、外部調査委員会に

は、このほか再発防止策や職員等の責任に至る

まで具体的な提言をいただくなど、大きな役割

を果たしていただいたと考えております。以上

であります。〔降壇〕

私的流用がなかった、この言○松田勝則議員

葉に大変私たちも安心を覚えてはおるんですけ

れども、今回私たちが現地調査を行いました、

その中で、「疑惑の総合商社」という言葉を

使ったら不適切かもしれませんけれども、そう

いった業者の存在が見えてまいりました。普通

に見てそういった業者があった場合に、いろい

ろな取引があったんじゃなかろうか、接待が

あったんじゃなかろうかということを、みんな

ひとしく思いました。この件に関して、副知

事、いかがでしょうか。

特定の事業者に取引○副知事（河野俊嗣君）

が集中していたという御指摘であります。ま

ず、認識といたしまして、このような取引につ

きましては、公正性、公平性のみならず、競争

性にも問題があるものであり、大変適切さを欠

いて遺憾であると考えております。その上で、

今回のこういった特定の取引業者との取引が行

われた理由について分析をいたしますと、預け

の残額がある限り、その事業者との取引は継続

されやすいということですとか、簡便な物品購

入の手法に迅速に対応できる事業者であると

いったようなことから、このような状況が安易

に生まれやすいと考えております。調査の過程

におきましては、このような所属及び取引事業

者につきましても、また、それ以外の全体の事
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業者についても、ただいま御指摘がありまし

た、私的流用がないかという視点を厳しく持ち

ながら、入念に使途のチェックを行いました

が、購入した品目や発注金額などにつきまし

て、私的流用が疑われるような不自然なものは

確認されなかったところでございます。

今回は、どうやったらこれを○松田勝則議員

再発防止できるかというところで議論を進めた

いと思いますので、次に移ります。

今回の事件、さまざまな意見をちょうだいし

ております。その中で、どうしてこんなことが

起こったんだろうか。一つは、国庫補助金に付

随する事務費というのがあったんではなかろう

かと私は感じました。補助公共事業の予算に

は、国庫補助金が大きなウエートを占めており

ます。その国からの補助金には、一定額の事業

費が付随してきますが、それが余ったとしても

返すしかないから使い切った形をとる。これが

裏金を生み出した一つの原因ではないかという

見方をする人もあります。現状なりお考えなり

を知事、お聞かせください。

使い切りの慣例が○知事（東国原英夫君）

あった、慣習があったというのが、今回の不適

正な事務処理の要因になったことは否めないと

感じております。

そうなんですが、そういった○松田勝則議員

余った事務費等と、地方自治体の努力や創意工

夫によって削減できた事業費の何割かを、この

地方に、宮崎県に与える制度があれば、地方

は、この宮崎県は、新たな意欲で事業費節約に

取り組むんじゃなかろうかなと思っておりま

す。ぜひ全国知事会などでのそういった議論を

知事にお願いしたいと思いますが、いかがで

しょうか。

議員の御指摘という○知事（東国原英夫君）

のは、メリット制とかプール制のことをイメー

ジされているんでしょうか。そうでなければ、

国庫補助金というのは本県にとって重要な財源

でございます。適正な使途の範囲内で最大限活

用していきたいと考えております。

活用のほうは当然だと思って○松田勝則議員

おります。ただ、仮にそれが残った場合とか、

そういった工夫によって残した場合どうするの

かということをちょっとお尋ねしました。

もう一つ、これは提案という形になるんです

が、こちらのほうはちょっと割愛しておきま

す。ありがとうございます。

もう一つ挙げさせてもらいますと、備品購入

費というものを、今回の再発防止策の中に入れ

ていらっしゃるかと思います。当初予算の中

で、予備費としてプールしたものの中から緊急

性のあるものの支出を考えたいというようなこ

とがあったと思います。その予備費というの

は、こういう考え方があるんじゃないかと思い

ます。事業費の残ったものをプールしておくと

いう考え方、事業の節約分をプールしていくと

いう考え方、そして、今回お示しいただいたよ

うな当初予算から予備費的にプールするのに使

うという考え方、この３つは大いに違うんじゃ

なかろうかと思います。それは、県単事業とい

うのが、ピーク時に比べますと今、半減してお

ります。一番小回りのきく県単事業が減る中

で、行政が、仕事がやりやすい、スピードアッ

プを図るための、自分たちが使う事業費を優先

して、つかみ取りと言っていいんでしょうか、

そういった形で確保する、そのやり方はどうだ

ろうかと。というのは、一番県民サービスに対

して小回りのきく県単事業、これを支出目的が

定まっていない備品購入費というような形でプ

ールするのはいかがなものかなと思っておりま
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す。考え方としては大変よく理解できるんです

が、予算のあるべき編成の仕方であるのかな

と、私は個人的に思いました。住民の納得のい

く形で、こういった予算編成の手法を確立する

べきではなかろうかと思っております。これは

要望として申し上げておきます。

次に、高千穂線についてお伺いいたします。

高千穂線、ちょうどきのうの今の時間に、高

千穂町におきまして、神話高千穂トロッコ鉄道

が臨時株主総会を開きました。そこで、神話高

千穂トロッコ鉄道の存続をどうするかというこ

とで、大方の見方が、もう清算に入るだろうと

思われていた中で、残った個人株主たちが頑張

りまして、神話高千穂トロッコ鉄道を存続する

ということになりました。さきに、大株主であ

りますところの高千穂町観光協会が、臨時株主

総会で同社から資本の引き揚げを決定いたしま

した。これで、トロッコ社は命運を絶たれたと

いう見方が広がりましたが、高千穂線の存続を

訴える地元住民の活動はとどまりません。去

る11月20日、上京いたしました。国交省に対

し、高千穂線早期復旧に関する嘆願書を提出い

たしました。そのとき、こんなコメントをも

らって帰ってきております。「国が動くには県

や沿線自治体の協力が不可欠です」というコメ

ントでした。また、地元での支援イベントも大

変盛んです。先週、今週と日曜日には、「よみ

がえれ高千穂線！」と銘打ったコンサートが川

水流、日之影温泉の駅舎で開かれました。そし

て、ここ宮崎市内の喫茶店でも開かれておりま

す。このコンサート活動は、地元のバンドが今

後３年間をかけて、すべての高千穂線の駅で開

催する意気込みです。

さて、休止期限の12月26日以降、高千穂線は

どんげなっとかという気持ちが、地元であふれ

ております。既に、線路の中には、危険性を指

摘されて踏切の撤去に至った延岡市三軒家の

例、それから、この夏の台風で鉄砲水を引き起

こす元凶となりました曽木橋の例、この撤去が

予定されております。西臼杵では、12月26日以

降、一挙に線路をはぐんじゃなかろうか、線路

の撤去が始まるんじゃなかろうかという不安を

呼んでおります。今後の高千穂線はどう会社清

算を進めることになるのでしょうか、地域生活

部長にお伺いいたします。

高千穂線であ○地域生活部長（丸山文民君）

りますけれども、高千穂鉄道株式会社は、運営

資金がなくなります平成21年３月までに会社を

清算する必要がございます。このため、高千穂

鉄道では、鉄道事業の廃止が確定した後、清算

までの間に、安全上支障のある踏切施設の撤去

等を行いまして、その他の資産は、本年２月に

高千穂鉄道、県、それから沿線市町で合意しま

した内容に基づきまして、基本的には沿線市町

に寄附するということになります。今、休止中

でありますので、廃止が確定するのは、通常で

言いますと、廃止の届け出から１年ということ

になっております。以上です。

そうしますと、地元が今一番○松田勝則議員

話題にしております、26日が来たら県が率先し

てレールをはぐんだそうな、そのレールはどこ

どこの駅に集積するんだそうなという、これは

デマと考えてよろしゅうございましょうか。

今申し上げま○地域生活部長（丸山文民君）

したとおり、廃止が確定しないと撤去等はでき

ないということになっております。以上です。

さて、きのうトロッコ鉄道株○松田勝則議員

式会社の存続が決まったわけでありますけれど

も、全国から寄せられました支援金、約半年

で3,800万円が寄せられました。目標額にはほど
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遠いものの、全国から寄せられた浄財に熱い期

待を感じております。そのトロッコ社ですが、

きのう、大株主の高千穂観光協会の撤退に対し

まして、株主たちが毅然とした態度をとりまし

た。高千穂線の全線復活に向けて活動を続ける

と、新たにかたい意志を示したわけです。そう

はいいましても、県や市や町の財政を当てには

できず、寄附金も不足しております。知恵には

限りがあり、孤立無援の中での再々スタートを

切ったわけです。このような中、特定目的鉄

道、いわゆる観光鉄道など考えられる方策を、

前回の質問でもさせていただきました。その中

で、国が廃止の相次ぐ地方路線を支援するため

鉄道事業法改正を検討しているというニュース

が入ってきました。まだ検討段階ですが、鉄道

資産は地元公共団体が持ち、その上の運営につ

いては民間がやるといった上下分離方式と名前

がつけられております。こういったまだ検討中

の案ではございますけれども、どのように県は

とらえられているのか、再び地域生活部長にお

伺いいたします。

御質問にあり○地域生活部長（丸山文民君）

ましたように、国では、経営の厳しい鉄道路線

に対しまして、地方公共団体が施設を保有し、

その整備等に要する費用を負担するという内容

の鉄道事業法の改正を検討されているようであ

りますけれども、詳細については、まだ具体的

に把握いたしておりません。示されていないと

ころであります。一方、高千穂線は、第三セク

ターの鉄道として、施設の整備から運営まで、

行政からの多額の財政負担によって経営してま

いりましたけれども、将来にわたり経営の見通

しが成り立たないとの判断から経営を断念した

路線であります。このような経緯から、鉄道事

業法の改正による制度が地方公共団体の財政負

担を前提とするものであれば、当該制度により

高千穂線を存続することは困難であると考えて

おります。以上です。

まだ確定していない制度であ○松田勝則議員

りますから、これが適用できるかどうかわから

ないという答弁は当然かと思いますが、例えば

こんな例があります。「青い森鉄道」というの

が青森県にございます。これは、もともとＪＲ

の東北本線だったんですが、新幹線の新設に伴

い、だんだん乗降客数が減りまして、今申し上

げました実質的な上下分離といった形で運営し

ているところなんですけれども、県が地元に無

償譲渡をされて、その上物あるいは列車等々を

地元の民間業者が走らせているといった知恵を

集積して運営している会社になります。今、高

千穂沿線の住民の会、支援する方々の中で、県

や国から補助金をとか、そういった思いは持っ

ておりません。もともとが神話高千穂トロッコ

鉄道は民間会社でございますので、そういった

すがるという考えはないんですが、地域住民が

必要としているという声が残っている鉄道に対

しまして、県が何かできないか、もっと知恵と

工夫を凝らしていただけたらというふうに思っ

ております。

たまたまこういったことを発見いたしまし

た。先日お亡くなりになりました江藤隆美代議

士が、国鉄高千穂線が廃止の憂き目に遭ったと

きに県庁に乗り込んでこられて、「地元のもん

が残せと言うちょっとやから県は残さんか」と

一喝されたということも聞いております。今、

地元では、まだまだ高千穂線を残してほしいと

いう声が多うございます。決して県にすがろう

という考えではありませんが、そういった、前

向きに地域振興のためにさまざまな分野で高千

穂線を残してほしいという声があることをお考
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えいただきたい、このように思っております。

続きまして、西臼杵の観光振興について、高

千穂線を絡めまして知事にお伺いいたします。

内閣府は11月27日、地域経済の活性化策を支援

する平成19年度地方再生モデルプロジェクト

に、西臼杵３町の西臼杵観光振興プロジェクト

など県内２事業を含む８道県17事業を採択しま

した。このプロジェクトは、熊本県阿蘇地方と

の連帯強化による広域的な観光振興を図り、観

光客増加と雇用の創出を目指すとなっていま

す。この中でも大きなポイントになるのが交通

です。交通の確保は不可欠です。熊本空港との

連携、西臼杵エリア内での移動についても、地

元住民の利用も考えた対応策が求められており

ます。高千穂線の存続により、同地域の振興に

さらなる効果が期待できると考えられます。ど

うお考えでしょうか。

西臼杵３町では、先○知事（東国原英夫君）

般、御案内のとおり、国の地方再生モデルプロ

ジェクトの採択を受けまして、熊本空港や阿蘇

方面からの路線バス、地域内の観光地を結ぶデ

マンド型乗り合いタクシーの導入に向けた実証

運行など、新たな交通手段の確保によって、地

域の活性化に取り組むこととしております。今

後とも、県といたしましても、こうした地域の

新たな取り組みも踏まえながら、関係自治体と

十分連携し、高千穂沿線を含めた地域の振興に

努めてまいりたいと考えております。

ぜひお願いしたいと思いま○松田勝則議員

す。

次の質問に移ります。宮崎の女性の健康につ

いて考えるということで質問させていただきま

す。

本県、宮崎の女性たちは、日々の暮らしの中

でさまざまな問題を抱えています。例えば、結

婚、出産などで退職した後の再就職の困難さ、

パート労働の賃金の安さ、子育てや介護などが

ずっしりと肩にかかってきています。また、同

僚の西村議員がさきの９月議会で質問いたしま

したが、ＤＶ問題、これは県警や関係機関への

相談件数は倍増しておりまして、昨年、過去最

多の214件に上ったということでございました。

これらは個人的な問題のように見えて、実際の

ところ、個人では解決の困難な社会的課題だと

認識すべきです。

さて、それらの諸問題の中で、再三この県議

会で議論されてきた項目がございます。妊娠中

絶に関することです。平成17年度の「母体保護

統計報告」によりますと、宮崎県の人工妊娠中

絶率は、全国で悪いほうから12位、しかも順位

は年々上昇傾向にあります。そして、注目すべ

きは人工死産率、人工死産率とは同じ人工妊娠

中絶のことなんですけれども、12週以降のもの

をこう区別しているようです。この順位は47都

道府県中ワースト１位です。それも断トツで１

位です。昭和63年からずっとワースト１位を続

けております。20年間、自慢のできない実績で

ございます。ちなみに２位以下を見てみまし

た。平成16年の「母子保健の主なる統計」によ

りますと、高知、熊本、長崎、福岡、鹿児島、

そして北海道と続いております。この10年間の

結果で言えば、おおむね九州各県が上位を占め

ていますが、それでも２位以下のランキングは

変動しているんです。その中にあって、本県だ

けが不動の地位にあります。しかも、２位の県

に比べ、毎年２から３ポイント大きく突出して

おります。これはどうしてでしょう。県はこの

ような厳しい実態が長く続いていることをどう

認識し、どんな対策を講じてこられたでしょう

か、福祉保健部長にお伺いいたします。
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人工死産は母○福祉保健部長（宮本 尊君）

体への負担が大きく、女性の健康を阻害するも

のでありまして、本県の大きな課題であると認

識しております。このような中、県では平成17

年度から18年度にかけて、健やか妊娠推進事業

において、人工死産に至った方々への調査を

行ったところであります。この調査によります

と、人工死産をされた方の半数は、過去に妊娠

あるいは出産の経験者であったことから、宮崎

県医師会と協力して、産後や人工妊娠中絶の際

に、家族計画や避妊指導の充実を図ったところ

であります。また、教育委員会や大学と連携を

とり、望まない妊娠を防ぐために、健康教育や

そのパンフレット等の提供や関係者への研修を

行うとともに、望まない妊娠に至った方への相

談窓口を設置しております。人工死産の総数あ

るいは人工死産率は確かにワースト１でありま

すが、それ自体は近年だんだん減少してきてお

ります。今後とも、人工死産の低減に向けて、

施策の充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。

施策の充実ということで大変○松田勝則議員

期待するところですが、「赤ちゃんポストをつ

くっては」みたいな声も後ろから聞こえてきた

んですが……。人工死産率、つまり12週以降の

人工中絶率が高いだけじゃないんです。この問

題を出した理由といいますのは、この件、人工

死産率の高さには問題が２つございます。先ほ

ど部長がおっしゃいました、高齢の方が多い。

宮崎県、30代の割合が全国より高いんですね。

それから、もう一つ、２つ目です。妊娠、出産

経験者が半数以上であるということです。母体

への影響がより高い年代が多いということ、妊

娠、出産の知識がある層が多いということが本

県の一つのポイントであると思われます。

なぜか、理由を見てみました。人工死産に

至った理由です。平成17年～18年度の宮崎県の

調査によりますと、第１位、それは望まない妊

娠だった。先ほどの部長のお言葉の中にもあり

ました。では、どうしてこんな結果になったの

か。１つ、正確な避妊の知識がなかった。２つ

目、女性が避妊の意思を明確にできなかった。

３つ目、パートナーの協力がない。この結果か

ら何が見えるでしょうか。いろんな要素が考え

られると思うんですが、一つには、本県では避

妊に関する正しい知識がまだまだ普及していな

いのではなかろうかと考えられます。また、付

随しまして、性病についても意識が希薄だとい

う声を聞きます。罹患率が高いなどという話も

聞いたりいたします。性感染症の実態について

の把握はどうか、続けてお伺いいたします。

性感染症につ○福祉保健部長（宮本 尊君）

いては、感染症発生動向調査事業の中で、発生

状況や流行状況の把握を行っております。ま

ず、ＨＩＶ感染症と梅毒については、患者の発

生が確認された場合には、すべて医師から保健

所へ患者発生の届け出がなされる仕組みになっ

ておりまして、平成18年には、ＨＩＶ感染者及

び患者の届け出が３件、梅毒の届け出が８件ご

ざいました。また、クラミジアや淋菌等の性感

染症につきましては、県内13の指定医療機関か

ら毎月患者数の報告を受けて、流行状況の把握

を行っているところであり、平成18年には、ク

ラミジア感染症の１指定医療機関当たりの報告

数は年間38.1件、淋菌感染症の報告数は年

間20.8件でありました。クラミジア感染症、淋

菌感染症、いずれも報告数は減少傾向にありま

すが、本県の１指定医療機関当たりの報告数

は、依然として全国より高い状況にございま

す。
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やはり全国より高いというデ○松田勝則議員

ータが出たわけでありますけれども、では、そ

の対策はどうなっておりますでしょうか、続け

てお伺いいたします。

本県では従来○福祉保健部長（宮本 尊君）

から、エイズの検査・相談窓口を設置しており

ますが、新たに本年６月から、その他の性感染

症についても、無料、匿名で受けられる検査・

相談窓口を全保健所に開設したところでありま

す。相談者に対しては、適切な指導を実施する

とともに、感染がわかった人には医療機関での

治療を勧め、性感染症の発生予防及び蔓延防止

に取り組んでいるところであります。また、高

校生等を対象とした性感染症の感染予防のため

の講演会を開催するとともに、エイズブロック

作戦として、12月１日の世界エイズデーを中心

に、若者に人気のあるラジオ番組やライブコン

サートとタイアップしたキャンペーンを実施し

ております。今後とも、性感染症に関する知識

の普及啓発に努めるとともに、検査・相談窓口

の一層の周知を図るなど、性感染症の減少に向

けた対策を推進してまいりたいと考えておりま

す。

こういった問題を取り上げた○松田勝則議員

背景には、命のとうとさということが、まず根

底に流れているかと思います。きのう米良議員

も再三訴えておられましたが、こういった性教

育あるいは性感染症等々の問題対策の根底に

は、命というものを大きく打ち出す必要がある

かと思っております。そして、妊娠や中絶にい

たしましても、特に教育現場での性教育のあり

方が重要との見方もあると聞いております。本

県でのそういった学校教育現場での取り組みは

いかがか、教育長にお伺いいたします。

学校における性教育○教育長（高山耕吉君）

は、単に知識だけを教えるのではなくて、子供

たちが、命を尊重する態度や男女平等の精神に

基づく正しい異性観などを身につけることを目

的といたしております。学校におきましては、

学校保健委員会や家庭教育学級等で、子供の性

に関する対応につきまして、保護者、教職員の

共通理解を深めますとともに、学校を挙げて発

達段階に応じた性教育に取り組んでいるところ

でございます。また、県教育委員会といたしま

しては、産婦人科医などを学校に派遣いたしま

して、専門的な立場から子供たちに命の大切さ

を伝えるとともに、管理職等を対象としました

研修会などを実施いたしまして、指導力向上を

図っているところでございます。今後とも、家

庭、地域及び関係部局と十分な連携を図りなが

ら、学校における性教育の一層の充実に努めて

まいりたいというふうに考えております。以上

でございます。

性教育のあり方については、○松田勝則議員

以前から熱心に取り組んでいらっしゃるという

ことは聞いております。ただ、その中で、こう

いったお話も伺いました。ある国会議員の方か

ら伺ったんですが、宮崎市の小学生が性教育の

授業を受けて帰ってきた。そうしましたら、早

速、男の子と女の子が実習、復習していた、そ

ういったところを見て親が大変に驚いた。そこ

で何が言えるかというと、性教育は大変デリケ

ートな問題でございます。それは教え手側、伝

え手側によっては過剰なこともあるかもしれな

いし、また、受けとめ方によっては、そういっ

た親がびっくりするような結果をもたらすこと

もあるかもしれないということで、あり方はど

うなんだということも聞いておりました。

また、性教育に関しましても、命というもの

が一番大事になってくるかと思いますが、この
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ような例がございます。延岡市の離島、島浦島

という島がございます。人口1,200人の小さな島

でございますけれども、そこに94歳の井戸口ス

ミ子というおばあさんがいらっしゃいます。10

年前まで現役のお産婆さん、助産師でございま

した。昭和12年から10年前までずっと産婆とい

う仕事をしてこられて、島浦の住民はほとんど

その井戸口先生の手によって取り上げられたと

いうことになっておりますが、この先生の一番

の自慢は、昭和12年の開業以来、一人として島

浦で、あるいは御自分が手がけられた妊婦で死

産を出さなかった、また、母体が亡くなると

いった悲惨なことがなかった、それだけを念頭

に置いて仕事に取り組んでこられたということ

を言っておられます。このおばあちゃんが引退

して10年ですが、今、方々から講演の依頼が舞

い込んでおります。つい先日も、日向市の財光

寺小学校で講演されました。その中で、戦争の

話ですとか、昔はこんなに大変だったといった

思い出話が主体になってくるんですけれども、

子供たちは、やはり命は大事なんだと。そこで

性教育的なことが取り組まれて、大変相乗効果

をもたらしたという称賛の声も聞いておりま

す。性教育、真正面からだけじゃなくて、そう

いった側面からも、いろんな先人たちのアドバ

イスをいただきながら子供たちに説いていった

ら、もっともっと効果が広がるんじゃなかろう

か、このように思っております。

続けます。また、このように厳しい現状、人

工死産率にいたしましても、性病罹患率にいた

しましても、本県の場合は厳しい現状にあるわ

けなんですが、背景を追求していきますと、男

女の格差というものもその一つとして見えるん

じゃなかろうか、このように思います。決して

本県の女性の地位が低いというわけではないん

ですけれども、子供を産みにくい、産んでも育

てにくいというさまざまな要素が考えられま

す。再就職の場を確保するのが難しい、パート

になると賃金の低下が著しいという経済的なこ

とであったり、出産・育児、また介護は妻の仕

事といった意識であったり、どれも一朝一夕で

なせることではありません。しかし、行政がそ

れらのために率先して対応すべきではないかと

考えております。そこで、男性側からの理解や

協力度合いを伺いたく、県庁内における育児あ

るいは介護休暇の実態をお聞かせいただきたい

と思います。総務部長、お願いいたします。

お答えいたしま○総務部長（渡辺義人君）

す。

平成18年度について申し上げますと、男性職

員の育児休業取得者は３名であります。また、

介護休暇取得者は４名となっております。

これは、知事部局だけじゃな○松田勝則議員

くて全部局の職員さんの話なのでしょうか。

失礼いたしまし○総務部長（渡辺義人君）

た。県庁内の全部局ということであります。

わかりました。決して少ない○松田勝則議員

数字じゃないと思います。しかし、もっともっ

と促進するために、県の男性職員に育児休暇と

か介護休暇をさらに勧めるような取り組みはど

うかと思います。私も民間会社におりましたと

きに、いろいろな休暇制度がありましたけれど

も、やはり、忙しいときにやってくる出産ある

いは介護といったものに対して、休むのに少し

後ろめたさがあったりしました。そういうとき

に、上司からあるいは会社から一声声かけがあ

ると、そういった制度を利用しやすいという経

験がありました。こういった部分で、県の中で

推進の取り組みはいかがか、重ねてお伺いいた

します。
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職員が仕事と家庭○総務部長（渡辺義人君）

の両立を図ることができるように、男女いずれ

においても、必要に応じて、先ほど申し上げま

した、育児休業制度あるいは介護休暇制度の活

用がなされるということは、大変重要なことで

あるというふうに考えております。これまで

も、これらの育児休業や介護休暇のほかに、例

えば男性職員の育児参加休暇というものがござ

います。それから、子供に対する看護休暇とい

うものもございます。そういった休暇など、育

児や介護等を行う職員を支援する制度につきま

して、会議、その他の方法を通じまして、職員

への普及啓発を図ってきたところでありますけ

れども、御指摘のあったような趣旨は、十分、

私どもとしても理解できるところでありますの

で、今後とも、制度の一層の周知徹底を図りま

すとともに、何よりも、職場での所属長の理解

ですとか、周囲の職員の協力というのが欠かせ

ませんので、そういった取得しやすい環境づく

りに努めてまいりたいと考えております。以上

であります。

今、県庁内おける介護・育児○松田勝則議員

休暇の推進について伺いましたが、一番主眼と

すべきは、県内の民間企業、とりわけ中小企業

への指導をもっともっと県庁が率先してやりま

しょうということを申し上げたいと思います。

県内の法人企業に、そういった制度がどこまで

普及しているのかわかりませんけれども、その

制度の推進のために、もっと県庁が率先して汗

をかくべきではなかろうか、このように提言さ

せていただきたいと思います。

次の質問に移らせていただきます。ほかの議

員、先輩議員が再三再四質問しておりまして、

取り尽くされたなという感じがしておりますけ

れども、いわゆる限界集落について伺いたいと

思います。

限界集落、最近、本当によく聞く言葉になり

ました。これまでは過疎地として表現されてき

た集落、村が、限界といういささかショッキン

グな響きをまとってクローズアップされており

ます。では何をもって限界なのか。２つの要件

があります。その集落の人口の半分以上が65歳

以上のお年寄りであるということ、２つ目、共

同生活の維持が困難な状態だということ、冠婚

葬祭がもはや村では行えないという状態。この

限界集落、先ほどの答弁にもありましたけれど

も、正式な行政用語じゃなかったんですね。そ

うだと思います。限界というレッテルを張られ

たら、もう村おこしに立ち向かう意欲もうせて

しまいます。本県では、国土交通省と同じく、

こう呼んでおります。「維持・存続が危ぶまれ

る集落」という表現をとっておられます。私は

舌をかむといけませんので、「いわゆる限界集

落」という言葉を使わせていただきます。

平成18年度、国交省の「限界集落調査・国土

形成計画策定のための集落に関する現況把握調

査の最終報告書」には、農山漁村集落の今後の

あり方を検討するとして、さまざまなデータが

記載されております。予想どおり、今後消滅の

可能性のある集落は、規模が小さくて山間地に

あると。九州圏では消滅可能性のある集落が１

万5,277集落とされているんですが、一番驚いた

データは、予測がつかないということです。い

つ消滅するのか、10年後に消滅するだろう、20

年後に消滅するだろう、５年以内は大丈夫だろ

う、さまざまなシミュレーションがあります

が、それにのっとらずに集落は消滅していると

いう事実がございました。

さて、宮崎の過疎地域市町村は17カ所です。

県土の約半分以上56.2％、県人口の12.6％に当
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たります。昭和45年の過疎地域対策緊急措置法

以来、平成17年まで、宮崎では35年間で、県、

市町村合わせまして２兆1,800億円を投資してき

ました。その投資額の55.3％が道路網の整備と

のことですが、依然、道路整備の要望は後を絶

たない状態です。ドキュメントの映画がありま

した。「寒川」です。宮崎の小さな村々への関

心もぐっと高まりました。西米良の寒川のよう

な既に消滅した集落がどれぐらいあるんだろう

かと、お尋ねをいたしましたら、これも驚きま

した。県には、宮崎県内で消滅した集落のデー

タがないということでございました。どんな厳

しい時代にも先人たちが守り、子供たちの笑い

声が絶えなかったふるさとの村々です。その村

が皮肉にも、こんな豊かな時代に消えようとし

ています。ひとり山里の暮らしの存続云々にと

どまらず、国土保全といった大きな環境の視点

からも、日本の国にとり大きな課題となる集落

対策、宮崎県が今まさに進めております集落の

現状に関する調査の進捗状況について、地域生

活部長にお伺いいたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 現在、県が

行っております集落の調査でございます。これ

につきましては、午前中も黒木議員にお答えし

ましたように、県内の過疎地域等市町村の集落

の実態を把握するということが一つ、それか

ら、平成13年度、前回調査しましたデータと経

年比較しまして、過疎地域における集落状況の

変化を把握すること等によりまして、今後の集

落整備のあり方に関する検討の基礎資料とする

ため、市町村に対してアンケート調査を実施し

たところであります。現在、市町村からの回答

を集計中、そして精査中でありますので、近日

中には公表できるものと考えております。以上

です。

○松田勝則議員 データをもとにした前向きな

施策を期待いたします。

時間がなくなりました。最後になります。県

北の悩みです。進まぬ道路整備の状態について

お伺いいたしたいと思います。

宮崎をどんげかせにゃいかんというプロジェ

クトの羅針盤たるべき「新みやざき創造計画」

の基本目標は、県内の格差をなくすこと、県土

の均衡ある発展を目指すことだとうたっており

ます。私は、その昇華した形が県民総力戦であ

ろうと思っております。そうしますと、宮崎の

地域振興ビジョンは、一律的じゃなくて、それ

ぞれの地元の特性を踏まえた独自性のある発展

ビジョンでないといけないと思っております。

将来にわたって自立のできる県土の形成に向け

た施策の展開を期待しております。

さて、自立のできる県土の形成、さまざまな

要素が挙げられますが、なかんずく急務とされ

るのがインフラの整備です。特に県北地域、宮

崎県は高速交通ネットワークの空白地帯と言わ

れております。東九州自動車道や九州横断自動

車道延岡線の早期完成は、地域の流通経済に不

可欠であるといたしまして、国、県の努力によ

り着々と進行しています。しかし、地元に目を

向けますと、生活道路はおくれ、地元住民の生

活の発展を大きく阻止しております。平成18年

４月１日現在の道路施設現況調査を見ました。

土木事務所別の道路改良補装現況を見ると、5.5

メーター未満の路線を含む規格改良率、宮崎土

木事務所は土木事務所計で81.1％、日南土木事

務所は74.6％、都城土木事務所89.2％、日向土

木事務所46.9％、延岡土木事務所57.2％、西臼

杵支庁45.4％。総合改良率の64.5％と比べて

も、県北は格段に低いというデータがありま

す。また、県南との格差もございます。地形の
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条件など県北が不利であることは承知ですが、

それにしてもこの格差は看過できません。この

結果は予算の執行にも起因するのではないか

と、地元は歯ぎしりをしております。県北の道

路、特に日常の生活や集落の維持に大きくかか

わる地方道の整備のおくれについて、県の見解

を県土整備部長にお伺いいたします。

県北地域の道○県土整備部長（野口宏一君）

路整備、県道整備についてでございますが、県

北地域は、今、議員からお話がございましたよ

うに、山地部の占める割合が約87％と、県全体

の約76％を大きく上回っておりまして、整備に

当たっては、橋梁を初めとした構造物が非常に

多くなるなど、建設コスト、整備コストが割高

になるという課題があり、県道整備のおくれに

大きく影響しているものと考えております。し

かしながら、今お話がございましたように、日

常生活の利便性向上を図るためには、県道の整

備が大変重要でございますので、延岡市街地へ

つながる八重原延岡線を初めといたしまして、

日之影宇目線や樫原細見線などの整備に現在努

めているところでございます。今後も、県北地

域の生活道路でございます県道について、事業

の重点化やコスト縮減を図りながら、整備推進

に努めてまいりたいと考えております。

特に県北は急峻な山岳地帯で○松田勝則議員

あり、そういったトンネル、橋がかかると聞い

ております。そのためには、予算の段階でも、

そういったことを御勘案いただきまして、県北

の道路、また、宮崎県全体の道路にも目を向け

ていただきたい、このように思います。

以上をもちまして私の質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

次は、５番武井俊輔議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） 愛みやざ○武井俊輔議員

き、武井俊輔でございます。今回で２回目の質

問になりますが、どうぞよろしくお願い申し上

げます。

私は、宮崎市内の橘橋のたもとにあります観

光宮崎の父、岩切章太郎像の前で演説をしてお

るのでございますが、その岩切章太郎の言葉の

中に「心配するな工夫せよ」という言葉がござ

います。今回の質問は、お金をかけてこれをつ

くれ、あれをつくれ、これをやれということで

はなく、いかに現状において工夫して改革する

か、こういった岩切の理念に基づいて、その観

点をもって質問してまいりたいと思っておりま

す。壇上で５問、後は自席での質問とさせてい

ただきます。執行部の皆様には、30分、短い時

間ですので、明確な答弁をお願いいたします。

では早速、通告に従いまして質問に移らせて

いただきます。

まず、宮崎県事業仕分け委員会についてお伺

い申し上げます。

これは、知事のマニフェストに基づきまして

設置されたものでございますが、宮崎県が行っ

ております約4,300の事務事業に対し、精査した

ものであります。宮崎県において初めて実施さ

れた事業でもありますし、私も、暑い夏でした

けれども、何度も傍聴に行きました。そういた

しますと、多くの市民の皆さんが暑い中、一つ

一つの内容について誠実に議論しておられまし

た。本来ならば議会の役割である部分も大きい

のかなということも率直に感じました。しか

し、これは１回目の事業ということであり、ま

た、検討課題もいろいろとあったのではないか

と思います。知事にお伺いいたします。今回の

事業仕分け委員会の提言への感想、並びにその

重みについてどのように認識をお持ちなのか、

お伺いしたいと思います。
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続きまして、知事のイラストの問題について

でございます。

私は、さきの６月議会においても、この問題

を取り上げましたが、その後にも、残念ながら

台湾産ウナギ、地鶏の誤表示など、これに関連

する問題も多くございます。しかしながら、知

事は定例記者会見等におきましても、県として

管理するのは難しいといった姿勢を一貫して貫

いておられます。現状の県としての公的な対応

は、ホームページに注意喚起をした程度でござ

います。私が所属する商工建設常任委員会にお

きましても、商工観光労働部は、業者がつくる

のも自由、使うのも自由という見解を相変わら

ず崩しておりません。しかしながら、町なかに

は広告や表示に知事の顔があふれた状況にあり

ます。中には、知事や県の品格を汚すようなも

のもあるのではないかと思います。知事は宮崎

県の顔であります。その重みも踏まえますと、

これは重ねて県において管理する必要があると

考えますが、知事の御見解をお伺いしたいと思

います。

続きまして、県内学校卒業生を宮崎に残すた

めの対策についてでございます。

昨今、全国的に学力低下が叫ばれており、こ

の議会でも取り上げられておりますが、県教育

委員会でもさまざまな対応がありまして、私の

母校でもございます県立宮崎西高校などで中高

一貫教育を取り入れるなど、積極的に取り組ん

でおられることは評価できるところでございま

す。しかし、現在、高校を卒業し、県外の大学

に進んだ学生が宮崎に戻ってくるのはなかなか

難しい状況にあります。確かに就職先の問題も

ありますが、私も東京の大学を卒業しまして宮

崎県内の民間企業に就職いたしましたし、もっ

と宮崎に関心を持ち続け、常に宮崎の情報に触

れ、コミュニケーションを持ち続けることが大

変重要ではないかと考えております。つきまし

ては、まず県立高校においては、普通科、実業

系を問わず、宮崎で活躍する人材を育成すると

いうことも大変重要な課題であると思います

が、教育委員会としての認識及びそのための取

り組みについて、教育委員長の見解をお伺いし

たいと思います。

続きまして、職員の皆さんが力を出せる環境

づくりについてでございます。

議員になりまして、職員の皆さんとも話す機

会が多いのですが、そこでよく伺いますのは、

昼休みが45分というのは大変きついという話で

ございます。現在、県職員の昼休みは、労働基

準法に基づきまして、12時15分から１時まで

の45分となっております。以前は、12時から15

分間は休息時間ということで、自席での食事等

は可とされておりましたが、現在はそれも許可

されておりません。近隣の自治体等を見ます

と、15分の休息時間も維持し、また事実上は12

時からの食事等の外出も許可されておるところ

もございます。私も複数の民間企業に勤務して

おりましたが、昼休みはいずれも１時間ござい

ました。この昼の15分というのは大変貴重でご

ざいます。これは皆様もおわかりになるのでは

ないかと思いますが、例えば、銀行での用務を

したりとかスポーツ・マラソンをされる方もい

らっしゃいます。また、それによって、県庁や

県の出先機関周辺の食堂などにもいろんな経済

効果もあるでしょうし、また、同期や同僚と食

事をしたりすることで情報交換もできるなど、

多くのメリットもあると思います。もちろん、

介護や育児、遠距離通勤による電車の都合もあ

るでしょうから、例えば選択制にするなどとい

うことも考慮しながら、昼休憩を１時間行うこ
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とができないか、総務部長にお伺いしたいと思

います。

壇上から最後でございますが、公衆浴場法施

行条例についてであります。

これは通告に混浴と書きましたので、一部誤

解を生じてはいけないのですが、これは公衆浴

場において家族湯を認めるべきだという問いで

ございます。昨今、旅行の個人化が進み、また

団塊の世代と言われた皆さんの退職によりまし

て、熟年夫婦の旅行も大変ふえております。ま

た、乳がん患者の体験者でつくる「１・２の３

で温泉に入る会」代表の俵萌子さんも、昨年11

月の朝日新聞へのコメントで、「大浴場に入れ

なくなってしまった。貸し切りぶろを利用して

いるが、いろいろ障がいを負っている人から楽

しみを奪うというのはどうか」というような意

見を述べておられます。

例えば大分県では、施行条例の中で公衆浴場

の中での家族ぶろの設置は認められておりま

す。別府の温泉などでは家族湯がある温泉も多

く、それもまた風物の一つとなっております。

また、兵庫県など、利用者の氏名の記載を条件

に条例改正を行った自治体もございます。しか

しながら、宮崎県では、条例の中で８歳以上の

男女混浴は禁止としています。同じく、昨年11

月19日付の朝日新聞によりますと、全国47都道

府県で公衆浴場 旅館ではなくて公衆浴場。―

ですから、宿泊施設を伴わないところなんです

が の家族ぶろが認められていないのは12都―

府県、そのうち兵庫県は認められるようになり

ましたので、残りは11県、九州では宮崎県のみ

ということのようでございます。旅館業法にお

ける旅館については、確かに現状も認められて

おりますが、昨今、さまざまな市町村にいわゆ

る立ち寄り温泉もふえてまいりました。本県で

も、それらの視点にかんがみ、家族湯が認めら

れますよう条例の改正を図るべきだと考えてお

りますが、福祉保健部長の見解をお伺いいたし

ます。

以上で壇上の質問は終わらせていただき、後

は自席に参ります。ありがとうございました。

（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

事業仕分け委員会についてでありますが、事

業仕分けについては、１日６時間にも及ぶ検討

会議を計18回実施していただき、198事業につい

て、「本来どうあるべきか」という視点と、現

実的な問題点等も考慮した「現実的な対応」と

いう２つの視点から、熱心な議論をしていただ

きました。去る11月13日に最終提言をいただい

たところでありますが、提言内容や仕分けの過

程でいただいた貴重な御意見、評価等につきま

しては、県民フォーラムや県民ブレーン座談

会、県民の声などと同様に、今後の予算編成や

事務事業の見直しの参考とさせていただきたい

と考えております。

続きまして、イラストについてであります

が、似顔絵は、私の一身専属の肖像権に基づく

ものであり、私の肖像権は私個人の財産であり

ます。これまで似顔絵は、県産品の販路拡大や

地元企業振興の一助になればとの純粋な思いか

ら、基本的には私の肖像権に関連させることな

く、自由に使っていただいている状態でありま

すが、似顔絵がついているからといって、私や

県がその商品等を推奨したり品質を保証したも

のではありません。議員のそういった周知をホ

ームページに書いただけという御指摘がござい

ましたが、私はテレビ、メディア等に出演した

折に触れまして発信させていただいているとこ
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ろでございます。このような中で、産地偽装等

の事例がありましたが、これらは本来、企業と

してやってはならないことをやってしまった

り、企業としてやるべきことをやらなかったこ

とから生じた問題であり、仮に似顔絵を管理し

たとしても防げなかったのではないかと考えて

おります。しかしながら、似顔絵の使用が広

がっていく中で、さまざまな課題が出てきてお

りますので、似顔絵の使用のあり方について

は、現在、専門家や法律家の御意見も踏まえ、

検討しているところでございます。以上でござ

います。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えい○総務部長（渡辺義人君）

たします。

職員の休憩時間についてであります。休憩時

間につきましては、御質問にありましたよう

に、労働基準法で定める基準、すなわち勤務時

間が８時間までの場合には、少なくとも45分の

休憩時間を与えなければならないこととなって

いることなどから、現在の休憩時間45分を設定

しているところでございます。休憩時間を含む

勤務条件につきましては、地方公務員法により

まして、国等の職員との間に権衡を失しないよ

う考慮する必要がございますけれども、今年の

国の人事院の報告におきましては、国家公務員

の勤務時間が民間企業の勤務時間に比べ、１日

当たり15分程度長いことから、来年を目途に勤

務時間の見直しについて勧告が行われる見込み

となっております。御質問の休憩時間の延長や

選択制の導入につきましては、そういった国の

動向や行政サービスへの影響等を踏まえ、今後

検討してまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（宮本 尊君）

えいたします。

公衆浴場における混浴についてであります。

不特定多数の方が利用される公衆浴場における

混浴につきましては、公衆浴場法及び国の要領

に基づき、全国的に条例等で禁止されておりま

して、本県におきましても、条例で「介助を必

要とする場合等を除き、８歳以上の男女を混浴

させないこと」と規定しております。一方、ホ

テル・旅館などの旅館業におきまして、客室等

に付設されております露天ぶろ等につきまして

は、宿泊客などの特定される方が利用されます

ので、混浴等での利用も可能となっておりま

す。県といたしましては、今後とも、風紀上の

観点から、混浴可能な家族ぶろ等につきまして

は、利用者が特定される旅館業法に基づいて対

処していきたいと考えております。以上です。

〔降壇〕

〔登壇〕 答弁の○教育委員長（江藤利彦君）

機会を与えていただきまして、まことにありが

とうございます。

それでは、お答えいたします。

子供たちの県内への就職の必要性や認識につ

いてであります。職業選択の自由との兼ね合い

で、非常に難しいテーマだろうというふうに考

えます。そこでまず、教育とは、子供たちの持

つ無限の可能性を引き出すとともに、人類の

培ってきた文化を継承していく崇高な営みであ

ります。一方、地域の社会や産業を支える人材

を育成するという重要な役割があることも当然

でありますが、地域で活躍したいと願う子供た

ちの夢が十分にかなえられない現状もあります

ので、産業界との連携による県内求人拡大への

さらなる取り組みが必要であると存じておりま

す。私は、子供たちが世界のどこでどのような

仕事につこうとも、宮崎を愛し誇りに思えるこ

とは、人生の大きな支えになるものと考えてお
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ります。また、そのような子供を育てることが

宮崎の発展を支える人材の育成につながってい

くと信じております。このような思いで本県教

育の充実に邁進してまいります。

次に、県内就職への取り組みについてであり

ます。たしか本年の初めごろであったと思いま

すが、私は、母校の「ようこそ先輩」という職

業講座にお招きいただきました。そこで、私ご

とではありますが、農業の経験や、本物の火消

しである消防士から人の争い事の火消しである

弁護士になった経緯や人生観、それにふるさと

宮崎への思いなどについて話をさせていただき

ました。子供たちは真剣なまなざしで聞いてお

り、将来の宮崎を託す子供たちが確実に育って

いると感じたところでございます。このように

地域や企業の方々と交流したり、地域産業のす

ばらしさを知ることは、子供たちの職業選択の

ためにも大変意義深いことでありますので、県

教育委員会では、産業界などとも連携しなが

ら、職業体験やインターンシップなどを推進し

ているところであります。また、求人開拓等の

就職支援やキャリア教育等を積極的に推進して

おります。さらに、郷土の自然や文化、先ほど

議員の御質問にありましたが、「大地に絵を描

く」「心配するな工夫せよ」と県民を鼓舞され

ました岩切章太郎翁を初めとする先人など、ふ

るさとのよさを伝えることにより、幼いころか

ら宮崎への思いが自然に芽生えるような取り組

みも進めているところでございます。県内就職

の向上は、魅力ある地域づくりや産業振興な

ど、県全体の取り組みの成果でもありますの

で、さきに申し上げました取り組みを積極的に

推進しますとともに、知事部局はもとより、産

業界等との連携もさらに深めてまいりたいと存

じます。以上であります。〔降壇〕

御答弁ありがとうございまし○武井俊輔議員

た。

では、引き続きまして、自席から、まず事業

仕分け委員会について御質問いたします。この

件につきまして、総務部長にお伺いしてまいり

ます。この仕分け委員会ですが、4,300ある宮崎

県の事業の中から議論していったわけですが、

この4,300の中から200を執行部が抽出して、そ

の上で議論しているんですが、そもそもこの200

はだれがどのような基準で議論すると決めたの

か、御説明ください。

事業仕分け委員会○総務部長（渡辺義人君）

で検討の対象とした事業につきましては、県の

すべての事業の中から これは公共事業を除―

きますけれども 県単独事業など県の裁量の―

余地の大きな事業や多額の一般財源を要する事

業を中心に、担当部局と協議して決定したとこ

ろでございます。なお、義務的経費や施設の管

理運営経費といった県の裁量の余地が小さい事

業につきましては、１次検討として県内部で事

業の仕分けを実施いたしましたが、その検討状

況につきましては、事業仕分け委員会の各委員

にも配付いたしまして、それらの事業の中から

仕分け委員会のほうでも取り上げたいとの要望

・意見があれば対応できるようにいたしたとこ

ろであります。なお、このような措置をいたし

ましたけれども、結果として追加はございませ

んでした。以上であります。

確かに追加はなかったような○武井俊輔議員

んですが、ただ、これは全部県の事業なんです

けど、これを全部読んでみましたが、読み込む

のに本当に３日かかりました。ですから、これ

をちょっと見せて、その中であるかないかとい

うのは、これはどだい無理な話じゃないかなと

私は思います。そういう意味では、実際には財
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政課と担当課が選んだものがそのまま議論に

なっているということに、結果としてならざる

を得ないのかなと思っております。

その上で御質問です。今、裁量の余地という

ようなお話がありましたけれども、例えば、県

単予算と言われる県の裁量の大きいものでも、

ちょっと挙げてみますと、例えば広報紙「広報

みやざき」の作成経費というのは、このファイ

ルによりますと4,760万3,000円。ほかにも高額

なものはいっぱいありまして、宮崎県情報発信

マガジン「Jaja」発行事業2,529万5,000円、新

聞広報8,402万7,000円、テレビ・ラジオ放送事

業7,260万4,000円とか、非常に高額かつすべて

県予算のものもあるんですね。もちろんテレビ

とかラジオというのは当然必要ですよ。だか

ら、もちろん、別にやめろとか言っているわけ

ではないんです。ただ、こういったものはすべ

て現状だということで議論されていないんです

が、一方では、例えばえびの高原の清掃ボラン

ティア補助金39万3,000円といったものは議論の

対象になって改善すべきだとか、附帯意見とし

ては、アウトソーシングすべきだとか見直せと

か、いろんなことが出ているんです。財政課と

本課で話し合ったんですが、では、そもそもな

ぜこういった県の裁量もあって高額でかつ非常

に重複するようなものが、議論の俎上にのらな

かったのかということについて、御見解を伺い

たいと思います。

先ほど私は、県の○総務部長（渡辺義人君）

裁量の余地の大きな事業とか多額の一般財源を

要するような事業を中心にということで申し上

げましたけれども、今、議員から御紹介のあっ

た事業につきましては、余り私どもとしては、

県としての裁量の余地はそれほど大きくない、

いわば広報経費とかいったものは、県のプロパ

ー事業として、当然、外部委託等は活用します

けれども、そういった中で粛々と進めていかな

ければならないという視点で担当部局と協議の

上で、そういった整理をさせていただいたとい

うことでございます。

大変苦しい答弁じゃないかな○武井俊輔議員

と思います。というのは、例えば県庁の写真広

報、あれで300万ぐらいですか。ああいったもの

とかも本当に必要性とか、いろいろ見直してい

くものはあると思うんです。だから、同じ時間

をかけるのであれば、こんな何千万のものを、

例えば金額で一定額で切ってあるとかならばわ

かるんですけれども、非常にその辺の基準が不

明確だなというのは感じております。

引き続いて、産業開発青年隊の問題につい

て、それを踏まえてお伺いします。青年隊存続

問題の経緯については、報道でも出ております

ので、改めてここでは申し上げませんが、この

青年隊は、この委員会の中で不要とされた２つ

のうちの１つでございます。ところが、これは

県土整備部の９月の委員会で配られた資料です

が、ここを見ますと、平成18年度に庁内で検討

委員会を設置して、いろいろ縮小など考えた

が、非常に存続は厳しいという結論が出たと書

いてあるんです。つまり、県として、執行部と

して議論して、もうやめようというような方向

が出ていたんですけれども、あえてこういうも

のをわざわざここで取り上げた必要というの

は、どういう意味があったのでしょうか。全

部、総務部長にお願いします。

総務部長ですか。○坂口博美議長

仕分け委員会ですので、総務○武井俊輔議員

部長にと思ったんですが、いかがでしょうか。

県土整備部長がお答えになれば、どちらでも結

構です。
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ただいまの産○県土整備部長（野口宏一君）

業開発青年隊の件でございますけれども、議員

からお話がございましたように、県庁内部で18

年度に、これからの存続等につきまして検討し

たというような経緯がございまして、その中で

は存続についていろいろな方法を検討させてい

ただいたと。最終結論ではなくて、その中の一

つ、選択肢として幾つかのものを挙げさせてい

ただいているというような状況で、そのときま

での答えを出させていただいているということ

でございます。

では、続いて青年隊ですの○武井俊輔議員

で、県土整備部長に続けてお伺いします。結

局、この事業が200のうちの２つを廃止するとい

うふうに決めたものになった。もっと言ってし

まえば、4,300のうちの２つということになるん

ですが、これを見ますと、本来、現実的な対応

とはどうあるべきかとか、いろんなことが書い

てあるんですが、この青年隊についてのみ、６

人の委員のうち５人が要らないと、現実的にも

要らないと、１人が民間にすべきだと、ほかの

ものに比べて、非常に突出してこれだけがそう

いう数字が出ているんですね。その上で、この

青年隊の これは９月の県土整備部から出さ―

れた委員会資料なんですけれども、これを見ま

すと、ここに３番ということで事業仕分け委員

会の意見というのがありまして、平成19年９月

５日の事業仕分け委員会において、「役割は終

わった」「費用対効果は低い」などの意見が出

され、６人中５人から「青年隊に係る事業は必

要ない」という評価を受けたというようなこと

が書いてあるんです。結局、18年には庁内で要

らないんじゃないかという結論を出していて、

ある意味では理由づけみたいなものなんですよ

ね、こういう形で出しているというのは。です

から、あくまでも仕分け委員の皆さんというの

は民間の方ですよね。民間の方が民間の視点で

議論するということで、にもかかわらず、いざ

やめるとなったときに、こういった形で出すと

いうのは、民間人というか仕分け委員会に責任

を転嫁しているような説明ではないかと、大変

問題があると思うんですが、いかがでしょう

か。県土整備部長にお願いします。

先ほどお話し○県土整備部長（野口宏一君）

いたしましたように、18年度の検討におきまし

ては最終結論というところまでは至っておりま

せんので、途中で選択肢としてこういうものが

あるということを挙げさせていただいたもので

ございます。

これは突っ込んでいってもな○武井俊輔議員

かなかしようがないと思いますので、この件に

ついて知事にお伺いしたいと思います。確認し

ますが、これから県がいろいろやめるとか、予

算もないわけですから、やめるとか閉めると

か、いろんなものを削減するということがいっ

ぱい出てくると思うんですね。そうしたときに

「仕分け委員会が言ったから」といった説明を

議会とか県民の皆さんにするというのは、大変

よくないと思いますので、ぜひやめていただき

たい、今後はないようにしていただきたい。あ

くまでもこの委員の意見というのは、知事なり

執行部が参考にし、そしゃくして、最終的にど

うするか、どう議会に言うか、どう県民に言う

かというのは、県が自分たちの判断で行うべき

でありますし、こういうのは一歩間違いますと

民間人に責任をおっかぶせることにもなりかね

ないと思いますので、今後はこういった説明な

り対応はしないということをぜひお約束いただ

ければと思うんですが、いかがでしょうか。

罪をおっかぶせると○知事（東国原英夫君）
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いう意識は毛頭ございません。責任をおっかぶ

せるとか、そういう考えは毛頭ございません。

この事業仕分け委員会というのは、これまで官

がやってきたその事業について、一つ一つ民間

の視点を入れようじゃないかというのが原点で

ございます。その提言は、今後、予算編成や県

政運営を行っていく上で、あくまでも参考にさ

せていただくという立場でございます。最終的

には県として意思決定をして、予算案等につい

ては、当然ながら議会の議決で決定するもので

ございます。県民の皆様からの御意見や御提言

については、これまでも県民フォーラムや県民

ブレーン座談会、県民の声などの機会を通じて

伺ってきております。さまざまな角度からの御

意見に耳を傾けるということは、県政運営を

やっていく上で重要かと考えております。御指

摘の議員の意見は、今後、検討させていただき

たいと思います。

お答えに、ちょっと不満なと○武井俊輔議員

ころもあるんですが、結局、県土整備部からこ

ういう形でのプレゼンがありました。そうする

と、当然委員会では、ではこれはだれが議論し

たのかとか、どれぐらい議論したのかとか、我

々は初めて聞いて、これだけ大きな形で取り上

げられれば、そういうふうに感じるわけですか

ら、こういうことは非常に問題があるというこ

とを重ねて申し上げておきたいと思います。

続きまして、この仕分け委員会については最

後でございますが、この仕分け委員会がなぜ議

案として提案されなかったのかということにつ

いて、これは議案ですから総務部長にお伺いし

たいと思います。

この事業仕分け委○総務部長（渡辺義人君）

員会、議案ということは予算であろうと思いま

すけれども、予算は確かに当初予算等には計上

いたしておりませんので、財政課が所管してお

ります一般管理費の中で措置いたしたものでご

ざいます。この事業仕分け委員会を公式に実施

するということを決めましたのは、本年の３月

に財政改革推進計画、第２期の分でありますけ

れども、これを策定したときに、その中で県と

して公式に明記したものでありますので、当該

段階においては当初予算の編成は既に終えてお

りました。ただ、経費としては、内容的にはこ

れまで事務事業の見直し等も行ってきておりま

すので、そういった既定経費で十分対応できる

ということで判断したところでございます。

当然、補正で出すということ○武井俊輔議員

もできたわけですよね。私、財政課から資料を

取り寄せてみたんですが、それを見てみます

と、委員の日当が１日２万円、全委員総計で315

万円払っているんです。旅費はもちろん別です

よ。これを財政課の調整費でというのは、非常

に問題があると思うんですね。謝礼金として300

万以上払う審議会なんて県内にそうないです

よ。先ほど、えびの高原のボランティアという

のを取り上げましたけど、それから考えると７

～８倍ありますよね、300万というと。知事の諮

問委員会とはいえ、これは別に知事のお金で

やっているわけじゃなくて県費でやっているわ

けですから、こういったものはちゃんと事業概

要がこうで経費がこうでと、必要ならば補正す

るということもできたと思うんですが、何で補

正で上げられなかったのかというのをもう一度

お伺いしてよろしいですか。

先ほどお答えいた○総務部長（渡辺義人君）

しましたとおりでありますけれども、ただいま

の議員の御意見については、御指摘として受け

とめておきたいと思います。

こういった形で非常に内容は○武井俊輔議員
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よく議論されていたことは、私もこういった委

員会に民間人であったときに何度も入っていま

したから、よくわかっております。ただ、こう

いったあり方をきっちりしていかないと、せっ

かくのものも台なしになってしまいますので、

ぜひ今後は、今の問題点を踏まえてよろしくお

願いしたいと思います。

時間も大分超過してしまいましたので、次に

進みます。イラストの問題を質問させていただ

きます。ちょっと済みません、話がずれてしま

うんですが、きのう知事の紅白の審査員の出演

というのが一部に報道されていたんですが、出

演の御予定というのはいかがなんでしょうか。

そういったオファー○知事（東国原英夫君）

は、今のところ一切私のところには来ておりま

せん。

ありがとうございます。とは○武井俊輔議員

いえ、こういうふうに話題になるぐらいですの

で、流行語大賞ということも含め、まさにこの

１年を象徴するようなことでございまして、こ

とし１年は、まさに知事に始まって知事に終わ

るのかなというような感じもいたします。た

だ、このイラスト問題、まさにそんなときだか

らこそ、私はしっかりと対応するべきだと思っ

ております。まず、個人的に検討されていると

いうことが先ほど答弁でもありましたが、大体

いつぐらいまでに結論を出して、いつぐらいか

らどういう対応をしたいというふうにお考えで

しょうか。

今のところ、できる○知事（東国原英夫君）

だけスピード感を持ってと思っております。専

門家あるいは法律家等と意見交換をしておりま

すが、これは非常に複雑で多岐にわたる問題を

含んでおりますので、具体的な期日というのは

明言できませんけど、年内はちょっと無理かな

という感じはしております。

検討されているのはわかりま○武井俊輔議員

した。しかしながら、事態は非常に深刻なんで

すね。配付資料をごらんください。これは知事

のイラストの数々でございます。右側は私が６

月に取り上げたものですが、一番左のものは、

いわゆる出会い系サイトの広告でございます。

風俗店の広告なんですが、本来ならば、これ全

体を配ろうかと思ったんですけれども、およそ

口に出せないような表現もありましたので、あ

えてこの部分だけ抜き出したんですが、にやけ

た感じで知事が描いてあるんですが、多分、知

事は把握されていらっしゃらなかったと思いま

すが、これを見てどのようにお感じになります

か。

風俗店の宣伝に私の○知事（東国原英夫君）

イラストが使われているというのは、非常に因

縁めいたものを感じます。（笑声）

ですから、そういった過去の○武井俊輔議員

イメージまで含めて使われてしまうんですね。

いいですか、これはちょっと厳しく申し上げな

いといけないんですが、知事の顔は宮崎県の顔

ですから、この顔が風俗店の広告に使われてい

るというのは、宮崎県民 私、議員というよ―

り一県民として耐えられません。私たちは東国

原英夫さんに質問しているんじゃなくて、宮崎

県知事に御質問しているんです。もうちょっと

しっかり答えていただけませんか。

私は県知事としてお○知事（東国原英夫君）

答えしております。

わかりました。しかし、これ○武井俊輔議員

は因縁だとかおっしゃいますけれども、知事が

そうやって自主性に任せて、県がこの方針を貫

いてきた、その結果がこういうイラストを生ん

でしまったんです。これはつまり、起こるべく
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して起こった、しようがないというような理解

でよろしいということですね。

こういうことに関し○知事（東国原英夫君）

ましては、先ほどと重複しますけれども、食べ

物あるいは道具あるいはそのデバイス、そう

いったものに関して、品質管理、県のイメージ

をおとしめることなくということは、業者さん

にお願いを、再三、注意喚起をしているわけで

ございます。

風俗店の広告にどういう品質○武井俊輔議員

があるのか、さっぱりわかりませんけれども、

そういうことなんですね。非常に何かお答えの

しようもないところなんですが、何度も申し上

げますが、これは県として管理する機関を設置

するべきなんですよ。委員会で議論しても、こ

れは知事の似顔絵ですから秘書広報課、これは

物品ですから商工観光労働部、農産品ですから

農政と大変残念な対応で、正直言って話になり

ません。先日、私たち特別委員会で島根に行っ

てきたんですが、島根県では県産品の活用のた

めに、しまねブランド推進課というものを、島

根県の農林水産部、商工労働部、共管の組織と

してつくっています。こういった縦割りという

か、非常にいろんな部がこれはこうで、これは

こうでと言いますから、こういった知事の似顔

絵、ブランドにしっかり対応する組織を、部を

超えたところでつくるべきじゃないかと私は思

うんですが、知事、いかがでしょうか。

先ほどから再三申し○知事（東国原英夫君）

上げますとおり、専門家の意見も踏まえなが

ら、どういった取り扱いができるか、例えば全

部中止するのか、一部中止するのか、あるいは

存続する、維持するのかといったことを、いろ

んな視点に立って今検討中でございます。例え

ば、この不適切なと議員がおっしゃった広告で

すけれども、こういったものを県が管理して、

全国あるいは世界に広がったときに、どうやっ

てどこまで管理できるのか、私は疑問ですね。

知事は一身専属の肖像権とい○武井俊輔議員

うことをおっしゃって、結局それを行使しない

という形で、最初はずっと県産品の向上とか、

そういうことをおっしゃっていましたよね。確

かに、知事のイラストがつくことで宮崎県のも

のが売れるのであれば、宮崎県の工業とか商業

の方が元気になるのであればいいですよ、わか

りますよ、それが全国に、世界に行っても。で

も、これは県外のこういったものにまで使われ

てしまう。ほうっておくということがいかに危

険かということを、改めて執行部の皆様全員に

御認識いただきたいと思います。

その上で、まだ続けてこの問題をやります

が、今おっしゃったような問題もありますか

ら、時間がかかると思うんですが、私はすぐや

るべきことがあると思うんですね。今回の地鶏

の誤表示の問題でもそうなんですが、結局は県

外のお客さんは、幾らホームページでうたおう

が知事がおっしゃろうが、知事の似顔絵がつい

ていれば宮崎県が推奨しているものだと思うわ

けですね。そうであれば、例えばたばこの広告

のように宮崎県非公認とか、そういうことを業

者にちゃんと書かせるといったことを 業者―

の中でもイラストを扱っている大手は５社ぐら

いということですから 業者に対して要請し―

ていくとか、そういうお考えはありませんか。

県が管理することが○知事（東国原英夫君）

できないのであれば、県が公認しているもので

はないと表示しろということは、よく考える

と、県が管理することができないのであれば、

県が公認しているものではないと明示させろ

と、これは同じ管理ですよね。県が公認してい
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るものではないというのを明示させろという、

これはある意味強制ですから管理が伴う、同じ

管理でございますよね。例えば、公認している

ものではないというものがどれぐらいの字の大

きさなのか、目に見える大きさなのか、小さく

書いてもいいのかとか、そういったものも含め

て、どういった管理をしなきゃいけないのか。

非常に膨大なエネルギーと手間暇がかかるよう

に予想されます。ただ、私は再三申し上げます

とおり、業者さんには、品質管理あるいは不良

商品を出さないようにという注意喚起を、あら

ゆるところで行っているところでございます。

質問にお答えいただいていな○武井俊輔議員

いように思うんです。つまり、知事はイラスト

に対して一身専属の肖像権をお持ちなんです

ね。一身専属の肖像権をお持ちでしたら、一身

専属の肖像権を持つ東国原英夫氏が宮崎県知事

である、ついては、私のイラストがついている

と宮崎県の産品と誤解されるおそれがあるの

で、それはそうでないということを表示してほ

しいということを言うのは、何ら不自然なこと

ではないですし、大きさとかそういうことは別

に後で考えればいいことで、決してそれ自体の

管理を今宮崎県がしているものはないからでき

ないということにはならないのではないかと思

いますが、いかがでしょうか。

県が公認しているも○知事（東国原英夫君）

のではないということを表示してくださいとい

うお願いはできますよ。それを管理はできない

と申し上げております。

では、それをお願いする意思○武井俊輔議員

はございますか。

検討させていただき○知事（東国原英夫君）

ます。

ぜひよろしくお願いします。○武井俊輔議員

引き続いてでございますが、例えば車のロー

ンのＣＭで、御存じかわかりませんが、知事が

車に乗ってきて、イラストが動画になってしゃ

べるものとかあるんですね。あと、例えばイラ

ストから吹き出しがあって、これは紙でもコメ

ントが出るようなものとかあるんですが、特に

こういうものは内容を推奨していると誤認させ

る度合いが非常に強いと思うんです。こういっ

たものもあわせて一定の規制を行うべきではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。

その動画について○知事（東国原英夫君）

は、私は把握しておりませんものですから、ど

ういった程度のものかという現状を把握してい

ないので、コメントできないと思います。

わかりました。この問題もま○武井俊輔議員

だいろいろあるんですが、また今後、委員会等

でも進めていきたいと思います。イラスト関係

は以上で終わります。

時間がありますので次に移ります。県立看護

大学の問題についてでございます。県立看護大

学が非常に質の高い教育を行っていらっしゃる

ことは、先日伺って薄井学長にナイチンゲール

看護のお話などもお聞きしまして、よく理解い

たしました。しかしながら、この看護大学でご

ざいますが、今議会でも黒木覚市議員、鳥飼謙

二議員が取り上げておられますが、卒業生に占

める県内就職者の少なさが非常に懸念されま

す。昨年度で言いますと、96名の卒業者のうち

県外が55人、県内が35人、県内就職率37％でご

ざいます。また、県内でも、鳥飼議員のきのう

のお話にもありましたが、非常に看護師が不足

しているという中でございます。19年度の入学

者の割合でいきますと、県内からの入学者が102

人中66人、率にして64.7％、つまり率がほぼ逆

転しているわけです。ということは、県内の学
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生の多くが県外に流出しているということを示

しているわけでございますから、非常にその問

題は根が深いのではないかと思います。これは

民間ではなくて県立の看護大学でございますか

ら、県立の看護大学である以上は、県内就職率

を高める対策が必要であると考えております

が、福祉保健部長の見解をお伺いしたいと思い

ます。

県立看護大学○福祉保健部長（宮本 尊君）

は、開学から10年経過いたしまして、その間に

７期の卒業生を出しております。この卒業生の

県内・県外への就職の割合は、昨年度は御指摘

のとおり38％台でありましたけれども、おおむ

ね５対５で推移しております。入学生も同じよ

うな県内・県外の比率でございます。県におき

ましては、これまで入学生の県内出身枠 18―

名でございますが を設けるとともに、県内―

出身者に対する入学金の減額を実施するなど、

主に県内出身の入学生をふやすことを通じまし

て、県内就職の促進に努めてきたところであり

ます。県といたしましては、御指摘のとおり、

県内就職の促進は大変重要であると認識してお

りますので、卒業生の就職先であります県内の

医療機関を初め関係機関の御協力もいただきな

がら、今後、入試における県内出身枠の拡大な

ど、多様な視点から創意工夫に努めてまいりた

いと考えております。

続いて、この問題、知事に１○武井俊輔議員

点お伺いしたいと思います。例えば、昨年の卒

業後の就職先の資料をもらってきたんですけれ

ども、昨日から植木局長のいろんなお話も聞き

ましたが、昨年は県病院が７人、それに対して

東京の慈恵医大だけで12人行っているんです。

こういった状況が改善されなければ、県立とし

てこの大学を運営していくということに対する

意義は大きく問われてくると思うんですが、知

事は、今の一連の答弁を聞かれて、どのような

問題認識をお持ちかお聞かせください。

まず、県といたしま○知事（東国原英夫君）

しては、ナースバンク事業の中で、本県での就

職を希望する県外で就職している看護師に対し

て、県内の求人情報などを提供するなどの取り

組みは行っております。看護大学として、県外

で働く同大既卒者への県内就職の働きかけにつ

いては、優秀な看護職者確保のための方策の一

つとして、今後、研究していく所存でございま

すが、県内から県外に就職されるということ

は、県内では、それだけの魅力ある医療施設、

充実した医療施設が、都市部よりは少し劣るの

が現実なのかなという把握はしております。

それは宮崎県の医療機関に魅○武井俊輔議員

力がないということなのかというふうにも聞こ

えてしまうんですが、とはいえ、これはつくる

ときに100億円以上かかっているわけですよね。

この看護大、120億だったと思うんですけど、

今、交付税措置もありますけれども、莫大なお

金をかけて、県として運営しているわけですか

ら、職業選択の自由があるとはいえ、ちょっと

他人事のように感じます。ぜひこれは、もっと

ちゃんと具体的に計画等も含めて考えていただ

いて、これが看護大学として県民に愛される大

学になるように希望したいと思います。

続きまして、今、県内の話を、先ほどの教育

委員長のお話も含めてしましたが、今度は県外

に出た学生のフォローアップについて、これは

総合政策本部長にお伺いしたいと思います。宮

崎県は県外に、東京、大阪、福岡に出先の事務

所を持っております。それぞれ情報取得、企業

誘致などの役割を担っておりまして、私も東京

事務所には、東京に行くたびにお伺いさせてい
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ただくようにしております。しかし、私も宮崎

の高校を出て東京の大学に行ったんですが、そ

の存在感はほとんどないと思います。事実、私

も東京の大学に行きましたが、この宮崎県東京

事務所というのは存在すら知りませんでした。

そこで、これから宮崎に戻ってきてもらうと

いうことも考えますと、この県外事務所がもう

ちょっと情報発信機能みたいなものを担えない

かと考えております。例えば、今は事務所とい

う感じなんですけれども、もっと気軽に訪問し

てもらえるような雰囲気づくりをするとか、そ

ういうちょっとしたスペースをつくるとか、そ

ういうこともあるでしょうし、あとは例えば定

期的なメールマガジンの発行とか、宮崎県出身

者や宮崎県の経営者が見えたときに講演会をす

るとか懇親会をするとか、そういった形で学生

にもっと関心を持ち続けてもらう対応をするこ

とによって、宮崎へのＵターンに関心を持続さ

せていくことができるのではないかと考えてお

ります。私は、海外、シンガポールに住んでい

たことがあるんですが、大使館が当然ありまし

て、大使館から定期的なメールマガジンがいろ

いろ送ってくるんです。そういうものは、遠く

母国を離れた人間には大変貴重なものでござい

ました。県外事務所が、もっと学生にそういっ

た機能を担えるような存在になるべきではない

かと思いますが、御見解をお伺いします。

県外事務所○総合政策本部長（村社秀継君）

についてのお尋ねでございますけれども、県外

事務所におきましては、御案内のとおり、観光

・コンベンションのＰＲですとか県産品の販路

拡大、企業誘致、あるいは本県への就職・移住

などの相談、こういった業務を通して、さまざ

まな情報発信・提供を行っているところでござ

います。東国原知事の就任に伴いまして、全国

的に本県の注目度は飛躍的に高まっており、県

外事務所への問い合わせ、あるいは相談等も増

加いたしております。しかし、一方では、先ほ

どありましたように、本県出身の学生等を含

め、事務所の存在を知らない方も多数おられる

ものと思っているところでございます。したが

いまして、いろいろな機会を通じて事務所の周

知を図りますとともに、先ほど言われましたよ

うに、若者が気軽に利用できるような事務所の

あり方についても工夫してまいりたいと考えて

おるところでございます。

ぜひよろしくお願いしたいと○武井俊輔議員

思います。このようにいろいろ、先ほどから教

育委員長、福祉保健部長含めて御答弁いただき

ましたが、県内の学校で、そして県外に出てか

ら、それぞれが、それぞれの立場でアプローチ

していくこと、これが非常に効果的だと思いま

す。何だかんだいっても、人口が減っていくと

いうのは、何ら明るい将来の展望はないわけで

すから、こういう形で、少しでも県外に出た

人、優秀な方が戻ってくるような仕組みづくり

を、部を超えて連携して取り組んでいただきた

いと思います。

最後でございます。あと１分も時間がないん

ですけれども、昼休みの待遇改善でございます

が、これは確かに、国との調整というのもなか

なか難しいということはよくわかります。た

だ、今、待遇改善といっても、給料を上げると

いうのもなかなか難しい現状でございます。こ

ういった形で、できることから知恵と工夫で能

率を上げていくと。こういうことは県民サービ

スにもつながってきますので、重要なことだと

思うんですが、どうでしょうか。部長自身は、

個人的にはお昼休みが１時間あったほうがいい

んじゃないかなとお思いになりませんか。
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武井議員から、職○総務部長（渡辺義人君）

員の声について、実態のいろんな生の声のお話

がございましたけれども、確かに従前、60分間

の休憩時間ということで、ゆったりお昼休み時

間はとれていましたので、その間にスポーツと

か、外出して食事をしたりとか、そういった時

間等も十分とれたわけですけれども、いかんせ

ん国のほうで45分という指導等もございまし

て、それとの権衡上、45分ということにせざる

を得なかったわけであります。私自身は45分間

でも十分でありますけれども、今後、先ほどお

答えいたしましたように、人事院の報告等もな

されておるところでありますので、それらの状

況等を十分踏まえながら検討してまいりたい、

このように考えております。

ありがとうございます。やは○武井俊輔議員

り、そういったところで県の職員の皆さんが元

気を出して働いていただく、また、この県とい

う職場がいつまでも学生の皆さんに人気のある

職場であるというのも、大変活性化のためにも

大事ですので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。

きょうは、なかなか厳しい質問もさせていた

だきましたが、知事人気の中で見えなくなって

いるもの、後回しになっているものがないか、

執行部の皆様にはまた改めて見詰め直していた

だきまして、それぞれの部署で答えをいただき

ますようお願いを申し上げまして、質問を終わ

らせていただきます。本日はまことにありがと

うございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○坂口博美議長

した。

あすは午前10時開会、本日に引き続いて一般

質問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午後２時42分散会



12月12日（水）
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◎ 一般質問

○中村幸一副議長 ただいまの出席議員41名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、14番髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 昨日の質問

で、知事は、暮れのＮＨＫ紅白歌合戦の出場を

否定されましたが、あるスポーツ新聞の報道に

よりますと、審査員として出場が内定されてい

るということを伺っております。もし実現すれ

ば、政治家としては50年ぶり―田中角栄元首

相が郵政大臣のころだったそうですが―だそ

うです。実現すれば、新語・流行語大賞とあわ

せてお喜びを申し上げたいと思います。

その新語・流行語大賞に同じようにノミネー

トされました、御存じでしょうか、「そんなの

関係ねえ」の小島よしおさん、後方にお座りの

先輩方、おわかりでしょうか。海パン一枚でテ

レビに出ていらっしゃる方であります。（「早

稲田出やね」と呼ぶ者あり）そうです、早稲田

を出られて国語の先生になる予定が、どうして

もお笑い芸人になりたいということで、今の世

界がある方でございます。沖縄出身の方で、そ

の方が、「そんなの関係ねえ」の一通りの芸を

された最後に、「オッパッピー」という、私

は、わけのわからない言葉というふうに受けと

めていましたら、これ、実は意味があったんで

すね。「オ」は「オーシャン」、「パ」は「パ

シフィック」、「ピ」は「ピース」、「オーシ

ャン・パシフィック・ピース」の略で、つま

り、沖縄の海を平和にしたい、こういう願いが

込められている言葉だそうです。芸能界にはさ

まざまな分野がありまして、この小島よしおさ

んとか、知事も含めてお笑いの分野もあります

が、いろんな演技の中の一言一言に、信念とま

では言いませんが、大事な意味が含まれている

と思ったところであります。知事も、「すべて

の大人は、すべての子どもの教師たれ」という

すばらしい言葉を発せられております。人権週

間は10日まででした。知事の発言にさまざまな

賛否や御批判もあろうかと思いますが、思いや

りの心を持って人と接すること、言葉を発する

ことが大事なことだと、改めて感じました。

早速でありますが、質問に入っていきます。

12月に入りまして、街の繁華街ではイルミネ

ーションの光が華やかさを演出しています。し

かし一方で、異常とも言える燃油高騰があらゆ

る産業へ悪影響を及ぼしています。特に、本県

産業経済を支えてきました農林水産業の不振、

さらに公共事業の急激な落ち込みによる基幹産

業である建設業の衰退で街が活気を失っており

ます。支え合う社会が崩壊している今日、結果

として深刻な格差社会を生んでいると思いま

す。格差には、所得格差を初め、教育格差、医

療格差、情報通信格差、交通格差、文化の格

差、安心・安全の格差などがあります。これら

のすべてを都市と地方の格差でくくれるのでは

ないかと考えます。競争を否定するわけではあ

りません。節度ある、人格ある競争、結果の格

差であれば妥協も必要だと思います。人の尊厳

までをも奪う命の格差など、異常なまでの今日

の格差を憂うものであります。深刻な格差社会

についての知事の所見を伺います。

後は質問者席で行います。ありがとうござい

ました。（拍手）〔降壇〕

平成19年12月12日（水）
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○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

格差社会についてであります。現在、日本経

済は全体として回復基調にあると言われており

ますが、大都市と地方の間、あるいは企業の規

模等によって、その回復にはばらつきが見られ

るところであります。また、フリーターなどの

非正規雇用者やニートやワーキングプアの増加

も指摘されているところであり、こうした状況

が長期化すると、いわゆる経済的格差が固定・

拡大する懸念があります。けさの新聞にも載っ

ておりましたが、県民所得などは都市部との格

差が拡大しております。このような状況を見ま

すと、農林水産業や商工業など、本県経済を活

性化させ、働く場を確保することはもとより、

本県が自立的に発展していくためには、地域や

企業、個人がそれぞれの能力を最大限に発揮

し、さまざまな分野でオンリーワンを目指して

いくことが重要ではないかと考えております。

また同時に、環境や医療・福祉、防犯や防災な

ど、安全で安心な暮らしの確保にかかわる問題

については、引き続きその基盤整備に努めると

ともに、地域や個人がともに助け合い、協力し

合うことが大変重要でありますので、今後と

も、県民総力戦によるさまざまな取り組みを通

じて、社会のきずなをより深めていかなければ

ならないと考えております。以上です。〔降

壇〕

○髙橋 透議員 11月27日の総括質疑で、我が

会派の満行議員が、知事と島田紳助さんの対談

をまとめられた本を紹介しましたが、きょうも

持ってきました。「ニッポンを繁盛させる方

法」という本であります。表紙を開きました

ら、宮崎県知事東国原英夫、2007年11月27日、

サインがしてあるんですよ。実はこの本、私の

本なんです。私が書店で買ったんですが、満行

様と書いてあるんですけれども、これは髙橋様

の間違いじゃないかと思うんです。御存じな

かったからしようがないんですが……。先ほど

壇上で言葉の大切さを申し上げました。この本

に知事としての発言の重みをちゃんと言われて

いる項があるんですね。ちょっと紹介してみた

いと思います。118ページから119ページなんで

すが、前は省略します。「私が「右向け」と

言ったら、右を向いてしまう状況が、少なから

ずある。90％以上の支持してくださっている方

の声としては、「テレビに出演して宣伝してく

ださい」という期待感が一番大きいと思いま

す。それによって恩恵を受ける方々がたくさん

いますから。ＰＲによって生産量が増えて、周

辺産業が栄える。でもそうじゃない人たち、恩

恵を被れない人たちも実際いらっしゃるんです

よね。だから一歩間違えると、僕らはポピュリ

ズム、大衆迎合主義になってしまう。その危険

は常に意識しておかなければならない」。徴兵

制度で、我が党は厳しく知事に抗議をしました

が、知事は深く反省されていると信じたいと思

います。

次に移りたいと思います。格差の問題で、教

育格差について、知事にもう一度お伺いしたい

と思います。所得の格差で子供の将来が決まっ

てしまうと言う方もいらっしゃいます。子供を

取り巻く環境は、現在どうなっているんでしょ

うか。私も以前の質問で指摘しましたが、普通

科高校通学区域の撤廃あるいは中高一貫教育も

今進められて、宮崎市にも新しくつくられまし

た。あるいは高校再編の問題など、地域で伸び

伸びと学べる環境が後退しているような気がし

てなりません。財政問題を理由に、教育の効率

化とか学力向上が優先されて、いかにして、だ
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れもが地域で学べる環境をつくるかという議論

は置き去りにされているような気がしてなりま

せん。個々の子供の能力の差は認めたとして

も、子供の成長にかかる格差、環境の格差、社

会的格差は、行政が埋めるべきだというふうに

私は思うんです。知事の所見を伺いたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 子供たちを取り巻く

環境が大きく変化している中で、あすの宮崎や

日本を支える子供たちをはぐくむためには、よ

りよい教育環境と、より質の高い教育を提供す

ることが、何よりも大切であると考えておりま

す。このため、県教育委員会におきましては、

各地域のニーズ等に適切に配慮しながら、一貫

教育や高等学校再編整備計画の推進、また、学

校力・教師力や家庭・地域の教育力の向上な

ど、子供たちの人間力を育成する県民全体によ

る教育県みやざきの実現に、全力で取り組んで

いると認識しております。人づくりは、これか

らの県づくりの基本でありますので、今後と

も、郷土を愛し、郷土に誇りを持ち、郷土を支

える、知・徳・体の調和のとれた宮崎人を郷土

の宝として、社会全体ではぐくんでまいりたい

と考えております。

○髙橋 透議員 学校には非効率な面もたくさ

んあるのが現実なんですよ。だから、小規模校

ほど子供１人当たりの税投入というのは多くな

るんですね。私もたまたま、小規模校で極端に

子供の少ない学校区に住んでいるものですか

ら、肌で感じるわけですが……。それぞれ大規

模校もメリット、デメリットあると思います。

例えば修学旅行の問題。保護者負担を紹介しま

すけれども、小規模校ほど実は不利なんです

ね。数が少ないと１人当たりの単価が高くなる

んです。これは当たり前なんです。ですから、

小規模の学校は、２校合同で中型バスで行くと

か工夫されています。それでもまだ満席になら

ないんですね。人数が少ないと団体割引もきき

ません。遠足なんかもやりくりに非常に苦労さ

れているというふうに聞きますが、県内の実態

を教育委員会で把握されていれば、教育長、お

聞かせください。

○教育長（高山耕吉君） 修学旅行につきまし

ては、小規模校では、修学旅行の保護者負担の

軽減を図るために、例えば近隣の学校が合同で

実施したり、５・６年生をまとめて実施するな

どの工夫を行っております。こういったさまざ

まな工夫につきましては、これからも県内の各

学校に紹介して、こういった方法があるという

ことを周知していきたいというふうに考えてお

ります。

○髙橋 透議員 複数校で修学旅行を計画でき

ない学校もあって―例えば、私の母校で、

今、私の子供も通学していますが―そういう

ところは２年生、３年生で行くんです。だから

修学旅行は隔年になるんです。そして、私の子

供も通学しています酒谷小学校は、吉野方小学

校と行っているんですが、来年から吉野方小学

校は飫肥小学校と行く。ちょっと大きい学校で

すけれども。ですから、単価も上がりますね。

中学校区も飫肥中ですから、当然の結果じゃな

いかなと思うんです。となると、連携していけ

る学校がなければ、またここの学校も５・６年

生で行く。それでも14人なんですよ。そういう

現実があって、非常に苦労されているというふ

うに思います。今、いろいろと周知していきた

いという教育長の答弁もありましたから、大連

立ならずとも、学校間の小連立、ぜひ効果的な

教育をお願いしたいと思うんです。

そして、あともう一点訴えますが、小規模校
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ほどいろいろ苦労があることを申し上げます。

いろいろ保護者の参加がありますが、特徴的な

のは運動会とか奉仕作業があります。大規模校

も小規模校も、運動場の広さ、あるいは体育館

の大きさとか、余り変わらないんですね。プー

ルの大きさだって。でも、やることは同じなん

です。ですから、準備とか掃除は、保護者、児

童生徒、教職員、それこそ総力戦でやらないと

終わらないんです。ですから、きょうは、学校

というところは十把一からげに整理できない面

がたくさんあるということを、都市部の方々に

特にわかっていただきたいという思いで申し上

げたところであります。

次に移りたいと思います。燃油高騰対策につ

いて関係部長にお尋ねします。

先ほども壇上で申し上げましたが、異常なほ

どの燃油高騰であります。とりわけ、暖房コス

トが増加し続けている施設園芸農家の経営は深

刻なんです。働けば働くほど収入が減っていく

というのが、農家の現状だというふうに伺って

おります。水産業も同様であります。農林水産

業を初め、県民生活に与える影響ははかり知れ

ないものがあると思いますが、運輸業を含めた

燃油高騰の影響とその対策について、関係部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 燃油高騰

に関することでありますけれども、全日本ト

ラック協会の調査によりますと、運送事業者が

使用します軽油の価格は、最も安価なタンクロ

ーリー買いで、10月が１リットル当たり98.1円

と、平成16年３月に比べ、約1.5倍となっており

ます。また、県が11月に宮崎県トラック協会の

会員に対して行った緊急アンケートの結果によ

りますと、回答のあった101社のうち、91％が運

賃に転嫁できておらず、81％が収益が大きく悪

化したとのことでございました。また、宮崎県

バス協会への聞き取り調査におきましても、同

様に大変厳しい状況にあるということでござい

ました。

このような中、国におきまして、昨日、関係

閣僚会議が開催され、運送業界など業種別の緊

急対策を打ち出されたところでありまして、今

後、具体的な対応が実施されるものと考えてお

ります。県におきましては、県中小企業融資制

度の緊急経営対策貸付など、さまざまな貸付制

度の利活用を、引き続き呼びかけていきたいと

考えております。

○農政水産部長（後藤仁俊君） まず、施設園

芸に対する影響と対策についてでございます。

Ａ重油１リットル当たりの県内平均価格は、平

成16年５月の44円に比べまして、平成19年11月

には79円と、約２倍程度高騰しております。特

に、経費に占める暖房費の比率が高いピーマン

におきましては、経費が約２割程度増大してい

るなど、経営に多大な影響を及ぼしているとい

うふうに認識しております。このため、県とい

たしましては、農家みずからが行うことができ

る省エネルギー対策の紹介・周知を、関係機関

と連携して進めております。また、県単独事業

や国の緊急対策事業の活用により、複層フィル

ム、循環扇などの省エネルギー資材の導入を進

めるとともに、さらに、木質ペレット等の代替

エネルギーの実用性の検討を進めることで、農

家経営の負担軽減に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、水産業についてでございますが、Ａ重

油の価格は、先ほど申し上げたとおり、約２倍

程度高騰いたしておりまして、特に、経費に占

める燃油費の比率が高いかつお・まぐろ漁業に

おきましては、経費に占める燃料費の比率が５
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％から10％程度増大しているといった状況な

ど、経営に大きな影響を与えていると認識いた

しております。このため、県といたしまして

は、漁場の選択が容易となるよう、新たな海洋

情報の提供システムを開発しまして、現在、そ

の情報の提供を行っております。また、効率的

な操業を促進するため、操業方法の改善やグル

ープ操業など、国の事業も活用しながら進めて

いく考えでございます。今後とも、これらの取

り組みの実施や、国との連携を図りながら、漁

家経営の負担軽減に努めるとともに、農業・水

産業ともに、国に対し、省エネルギー促進のた

めの技術開発・導入の支援を要望してまいりた

いと考えております。以上であります。

○髙橋 透議員 年を越せるかどうかという不

安を抱いている方々が、大変多くいらっしゃる

と思うんです。県におかれましても、いろんな

制度事業の周知あるいは相談事業、窓口を広げ

てしっかりと対策をとっていただきたいと思い

ます。

次に移りますが、本県の労働事情についてお

尋ねしていきたいと思います。

いざなぎ景気を超える戦後最長の景気拡大と

いうふうに言われていますが、先ほど知事も言

われました県民所得、すごく下がりました。本

県の実態は非常によくないわけであります。特

に雇用状況が悪過ぎます。有効求人倍率をここ

で紹介します。８月の数字で申しわけないんで

すが、全国1.06に対して本県は0.66なんです。

回復基調にあった失業率も最近では落ち込んで

いるんですね。後退しています。そういう状況

です。経営金融課からいただいたデータであり

ますけれども、本県のことし１月から11月まで

の負債額1,000万円以上の倒産件数は95件であり

ます。失業者数は1,041人となっています。一方

で、ことし１月からの誘致企業数と新規の雇用

者数はどうなっているんでしょうか、商工観光

労働部長に答弁を求めます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ことし１

月から11月までの誘致企業の件数であります

が、これは16社でございまして、最終雇用予定

者数は1,146人となっております。

○髙橋 透議員 倒産件数95件はあくまでも負

債額1,000万円以上ですから、倒産件数はまだほ

かにもあるというふうに認識したほうがいいん

ですね。当然、失業者数も1,041人を超えてきま

す。単純な数字合わせをしてはいけないと思う

んです。そういう認識をした上で申し上げるん

ですが、県内でリストラなり失業された方の雇

用確保ができていないという現実があると思う

んです。追跡調査ができていませんから、正確

なところは言いにくいかもしれませんが、恐ら

く県外へ―どうしてもない方は県外に出て行

きますから―職を求めて転出されていると思

いますが、どう分析されていますか、商工観光

労働部長に答弁をお願いします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 宮崎労働

局の調査によりますと、ことし１月から10月ま

でに、ハローワークを経由した就職件数が２

万3,486件となっておりまして、このうち、県外

への就職件数は2,127件というふうになっており

ます。ただ、これらの方々がどのような理由で

転出されたのか、倒産に伴うものなのかにつき

ましては、国においても、統計資料がないため

に把握できない状況でございます。

○髙橋 透議員 企業誘致には、知事初め職員

の方々も一生懸命御努力されて、それなりの成

果は上げられていると思いますが、企業立地促

進補助金がありまして、本年度は50億円という

九州では最高額の予算をつけていただきました
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けれども、この補助金がどのように生かされて

いるのか、説明をお願いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業誘致

につきましては、自治体間の競争が大変激化し

ており、優遇制度も多様化・高額化している傾

向にあることから、ことし７月に、これまで５

億円でありました補助金の最高限度額を50億円

に増額したところであります。これによりまし

て、大きな経済効果と大量の新規雇用が見込め

る大型投資案件に対し、これまで以上に魅力あ

る提案ができるようになりまして、積極的な誘

致活動に役立っているところでございます。そ

の結果、本年11月には、初めての大型案件とし

て、150億円の投資と150人の新たな雇用が見込

まれる昭和シェルソーラーの第２工場の立地が

決定したところでございます。

○髙橋 透議員 誘致企業、いろいろと大なり

小なりあると思いますが、今後とも御努力いた

だきたいと思います。

もう一点、補助金の関係でお伺いします。な

いとは思いますが、倒産とかリストラで補助金

返還を受けた企業はあるのでしょうか、商工観

光労働部長にお尋ねします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 補助金の

返還を受けた企業はあるかということでありま

すけれども、これまで、企業立地促進補助金を

交付した企業に対して、県が返還を命じた例は

ございません。

○髙橋 透議員 わかりました。私、これは誘

致企業と聞いておるんですけれども、実は９月

に県内で採用された方で、10月に横浜の本社に

転勤になった方がいるんです。会社からは、住

民票は宮崎に置いたままで横浜に行ってくれと

いうふうに言われたそうなんです。これは企業

立地促進補助金が関係しているというふうに私

は思うんですが、もしこれが事実であれば、補

助金返還でしょうか、商工観光労働部長にお尋

ねします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 基本的に

は、県内での雇用に対して雇用割の補助金を出

しておりますので、詳細を見ないとわかりませ

んが、例えば、研修で行ってくれとか、５カ月

間研修で行くという場合もございますので、そ

の辺は実情をよく見ないとわからないというふ

うに思っております。

○髙橋 透議員 転勤なんですね。転勤で行っ

てくれという職務命令なんですよ。これは補助

金返還にならないんですか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 転勤とい

うことで、ずっとこちらに帰ってくる予定がな

いということであれば、可能性はあるというふ

うに思っております。

○髙橋 透議員 これは雇用の偽装だと私は思

うんです。結局この方は、体調を壊されて11

月25日で退職されています。私もまた聞きで申

しわけないんですけれども、そういう事実を確

認しております。こういった事例は、ひょっと

したらほかに埋もれているんじゃないかという

心配をするんです。税金の無駄遣いにもなるわ

けで、商工観光労働部長は実態をどこまでつか

んでいらっしゃるのかわかりませんが、労働基

準監督署も労働相談をやっているでしょう。行

かれたことはありますか、商工観光労働部長。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 私が直接

行ったことはありません。

○髙橋 透議員 部下は行かれたことがありま

すか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） あると思

います。

○髙橋 透議員 ぜひ調査をしていただいて、
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例えば連合宮崎は労働相談をやっていまして、

いろんな情報を持っていますので、もし労働基

準監督署以外でも行けるのであれば、実態を

しっかりとつかんでいただいて、そういう埋も

れた労働者がいないように調査していただきた

いと思います。

次に移ります。労働実態について、もっと

突っ込んで申し上げていきたいと思うんです。

これは平成18年の厚生労働省の賃金構造基本統

計調査でありますが、本県の初任給は、大卒で

全国下位から６番目、高卒で下位から５番目で

あります。平均賃金は、全国平均33万900円で、

本県は24万7,900円です。全国で下位から３番目

となっています。知事は、ある市町村長との懇

談会の中で、労働力が安いということが本県の

武器だと言われているんですね、御存じだと思

うんですけど。そのことは、結果的に本県の所

得水準を低くして、経済低迷の要因となってい

ないのか、知事の見解を求めたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御質問の内容が

ちょっとわからないんですけれども、労働力が

若いとか安いとかいうことを武器にして企業誘

致をするということは、企業誘致が促進され

て、結果、所得というのは上がるんじゃないか

なと思っております。企業誘致に当たりまして

は、本県の特性である、すぐれた住環境とか、

安価な土地と豊かな水資源などに加えまして、

豊富で良質な労働力を大きなセールスポイント

として推進しております。企業誘致は、新たな

雇用の創出だけではなく、関連産業の進出や地

場企業との取引の拡大が見込まれるなど、本県

経済の活性化に大きく寄与するものであり、ひ

いては、県民所得の向上につながるものと考え

ております。県といたしましては、今後とも誘

致活動に積極的に取り組み、１件でも多くの企

業誘致の実現に努めてまいりたいと考えており

ます。

○髙橋 透議員 採用される方が若いというの

は、別に何も否定するものじゃありませんし、

ぜひ若い人たちをどんどん雇用してほしいし、

そういう企業に来てほしいですね。ただ問題

は、初任給については仕方ないにしても、スキ

ルアップすることによって賃金が上がらない

と、これは話にならないんですよ。そういう実

態にないということを、私は先ほど、平均賃金

で全国が33万900円、本県は24万7,900円ですよ

と申し上げたんです。全国で下位から３番とい

うことを。先ほども言いました、誘致企業は大

なり小なりあると思うんです。誘致企業の実態

についてはどう把握されていますか、商工観光

労働部長。賃金の実態を把握されていれば教え

てください。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 本県に誘

致しました企業の給与・賃金等の詳細な実態に

つきましては、把握しておりません。ただ、

今、議員の御質問にもありましたけれども、国

の平成19年賃金構造基本統計調査で、県内の平

成19年度新規大学卒業者の初任給平均額は18

万1,400円となっておるんですが、ことし８月に

宮崎市で開催した県の就職説明会に参加しまし

た誘致企業のほとんどが、この金額を上回る内

容で求人計画を出しているというふうに聞いて

おります。

○髙橋 透議員 今の部長の答弁によります

と、誘致企業の初任給は、今のところいいレベ

ルで、高いレベルできているという認識をしま

した。ただ、先ほど私も言いました、知事も話

をされましたが、県民所得、また下がっちゃっ

たんですね。けさの宮日新聞にも出ていまし

た。これは県が発表した数字です。県民所得、
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平均221万円。全国平均を100としたときに76.9

なんですね。前年度から1.3ポイントまた下がっ

ちゃった。拡大したということです。私は、全

国平均の８割、東京の６割という認識をしてい

たんです。全国平均、大体3 0 0万です。私

は、240万という数字を覚えていたんですが、そ

れからまた221万に下がったわけですから、いか

に今、働く人の賃金が下げられているかという

実態がこれでわかると思うんです。もちろん第

１次産業の方々も含めるんですが……。知事効

果がいろいろと言われています。しかし、ピン

ポイント効果と言う人もいるんですね、観光面

と県産品が非常にふえていますから。問題は、

これからこの効果が税収につながっていくの

か、あるいは雇用にしっかりとつながっていく

かだと思うんです。確かに今すぐあらわれない

と思います。２～３年見る必要もあると思うん

です。そこで県民所得も一緒に上がっていく、

知事はこのことをセットにして認識した上で、

今後も御尽力いただきたいというふうに思って

います。

次に移ります。指定管理者が導入されて、そ

こで働く労働実態も非常に劣悪といいますか、

調査しましたら、非情なところがありました。

最低賃金をやっと上回る賃金、あるいは休みが

とれない、こんな実態も私は聞きました。そう

いう認識を、総務部長はされているかどうか。

これは指定管理者制度に限らずに、公の施設等

で雇用されるすべての方を対象にして伺いたい

と思います。

○総務部長（渡辺義人君） 指定管理者なり、

公の施設につきましては、それぞれ所管部局が

ございますので、詳細についてはそちらの所管

部局で把握しているかと思いますが、今お話の

ありましたような従業員の労働条件等につきま

しては、基本的には、指定管理者における就業

規則などにより定まっておるものと考えており

ます。県では、指定管理者制度を導入した施設

につきましては、適切な管理運営の確保等を図

るために、各施設の所管部局が行っております

指定管理者に対する実地調査等を通じて、法令

遵守等も含めて把握に努めているところであり

まして、これまでのところ、法令遵守という面

では特段の問題は生じていないというふうに聞

いておるところでございます。

○髙橋 透議員 私は、法律を守っているから

いいというふうに申し上げているんじゃないわ

けですね。これは９月議会でもたしか言ってい

ると思うんです。こういう方が来ましたよ、指

定管理者が入って20％給料が下がったという人

が。30万だったら24万になりますよ。これは、

賃金の高い人はそう大したことはないんでしょ

うけれども、大変な問題なんですよ。そして、

この方は、来年、再来年に指定管理者で選定さ

れるかどうかも保証されていないわけだから、

非常に不安なんですよ。そして、これは指定管

理者のところじゃなかったんですが、休みをと

るときに自分でかわりの人を探す。病院の電話

交換の方ですけど、パートさんに、こんな実態

があるんです。業者の就業規則がちゃんとして

いるからと、それは当たり前の答弁なんです。

私はもうちょっと実態を見ていただいて―こ

の前、質問時間がなくてできなかったんですが

―公契約制度はつくってほしいなと思うんで

す。これは最低賃金を守れば別に問題ないわけ

ですが、公の施設で働いてもらっているわけだ

から、例えば全国平均でここを下回らない条件

をつけるとか。今、東京が739円で宮崎は619円

なんですね。下から２番目ですよ、宮崎は。せ

めて全国平均687円、ここを下回ったら選定しま
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せんよという条件をつけていいじゃないです

か。きのう、おとといですか、県庁の臨時職

員、日額5,580円とおっしゃいました。８時間で

割ったら697円、これも基準にしていいじゃない

ですか。あるいは、社会保険はちゃんとつけて

いるの、福利厚生はしっかりあるんですか、休

みをとれるんですか、年金付与はあるんです

か、そういうところにしっかりと条件をつけた

制度をつくってくださいよ。ただ、全国ではこ

れはつくっていないんです。この公契約制度を

どうされるか、答弁してください。

○総務部長（渡辺義人君） 今いろいろお話が

ございましたけれども、公契約であるか、ある

いはそうでないかを問わず、賃金等の労働条件

につきましては、労働基準法等の関係法令を遵

守していくことが必要であるというふうに考え

ております。以前にも、公契約条例に関しまし

てお話がございましたけれども、また繰り返し

になりますが、我が国では、国際労働機関（Ｉ

ＬＯ）の「公契約における労働条項に関する条

約」の批准をしておらず、国の公契約法も未制

定という状況でありますので、引き続き、その

動向を踏まえてまいりたいと考えておるところ

でございます。

○髙橋 透議員 いろんな情報を調査して、労

働者が切り捨てられない、そういうものにして

ほしいなと思います。

時間がなくなりまして、準備していました特

定健診、これはまた次の機会に質問したいと思

います。福祉保健部長、残念でした。またよろ

しくお願いします。

観光行政について質問しますが、日銀宮崎事

務所が発表しました10月の主要ホテル・旅

館、11軒ですけれども、宿泊者数は前年度

比11.6％、7,790人増加しておるようです。しか

し、主要な観光施設、これは５カ所ですが、天

候不順もあって前年度比4.6％、１万479人減と

なっています。しかし、私は知事効果で県外観

光客が、ことしはふえているというふうに思う

んですが、知事、どう考えていらっしゃいます

か。

○知事（東国原英夫君） 平成18年の観光客数

は、全体では５年ぶりに増加したものの、県外

の観光客が10年連続の減少となりまして、宮崎

の観光再生のためには、より一層の努力が必要

と改めて強く感じたところでございます。私

は、知事就任以来、あらゆる機会をとらえて、

宮崎の魅力を全国に向けてＰＲしているところ

でございます。その結果、全国的に宮崎の認知

度が高まってきております。例えば、新しい観

光スポットとなった県庁には、４月以降25万人

を超える方々にお越しいただいております。主

要ホテル・旅館の宿泊者数も増加しているな

ど、一定の手ごたえを感じているところでござ

います。

○髙橋 透議員 このまま順調に推移していく

と、知事のマニフェスト達成も可能かなという

気もいたしますが、本県観光地の観光客上位を

申し上げますと、１位から、高千穂峡、西都原

古墳群、綾・酒泉の杜、道の駅フェニックス、

えびの高原、そして鵜戸神宮という順番になっ

ているんです。中でも、観光客数が前年度―

これは18年度の数字ですから―17年度を超え

たところは、西都原古墳群、道の駅フェニック

スと鵜戸神宮となっているんです。そこで、９

月議会でも質問がありましたが、鵜戸神宮の海

岸斜面崩壊の復旧見込み―その後、地元日南

市とかいろんな関係機関の御尽力もあって、宮

崎、日南市の「「青島再勢」による観光活性化

プロジェクト」で整備される道筋ができたよう
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ですが、復旧の見通しについて、知事から御答

弁いただけませんか。

○知事（東国原英夫君） この案件につきまし

ては、私も現地を見まして、何か手だてはない

ものかと考えていたところでございます。しか

し、日南市と対応を検討する中で、市町村が事

業主体となる国庫補助事業のまちづくり交付金

が活用できるとの見通しがつきましたので、県

としましても、早急に対策が図られるよう、直

ちに国に対して要望を行い、その結果、先月、

国の承認が得られたところでございます。これ

により、早速、事業主体である日南市が調査と

設計を行うことになりました。完了の時期につ

きましては、詳細な調査の結果を踏まえてのこ

ととなりますが、日南市は来年度中にもすべて

を終えたい意向でありますので、県としまして

も、速やかにかつ安全に整備されますよう助

言、調整に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 まだ具体的にいつということ

にはならないんでしょうが、来年度中に復旧が

できるということで答弁いただきましたので、

これ以上申し上げませんが、知事は鵜戸神宮に

行かれたんですね。ありがとうございます。鵜

戸神宮は、先ほども言いましたように、前年度

の観光客数を超えたということで、県内の主要

な観光施設の一つであると認識いただいている

と思うんです。この鵜戸神宮は、実は神社の中

でも格が違うということで申し上げるわけです

けれども、神宮と、名前が違いますね。「神

宮」をつけるためには、特別な由来があって、

皇室を祭っているからだそうですが、鵜戸神宮

は神武天皇のお父さんみたいですけれども、こ

れは九州で６カ所しかないんです。本県では宮

崎神宮があるでしょう。隣の鹿児島県に霧島神

宮と鹿児島神宮、大分県の宇佐神宮、福岡県の

英彦山神宮、全国でも24カ所なんです。それだ

け格式がある鵜戸神宮ですから、県庁と同じく

もっと観光ＰＲをしていただくと、そのことが

年５％の県外観光客増に貢献できると思います

ので、よろしくお願いします。

次に行きます。最後になりますが、障がい者

にやさしいまちづくりについて質問いたしま

す。障がい者には自動車税の減免があります

が、納期限内に申請できないと減免の対象にな

らないんですね。ただ、障がいをお持ちの方、

いろいろ環境が違って、家族で住んでいらっ

しゃる方、いろんな条件のある方がおられまし

て、うっかりということもありますし、納期限

を過ぎても、例えば月割り減免で救済できない

のか、総務部長に伺いたいと思います。

○総務部長（渡辺義人君） 自動車税について

ということでお答えをさせていただいてよろし

いでしょうか。自動車税につきましては、地方

税法では、賦課期日であります４月１日を基準

として、年額を課税することになっておりま

す。このことから、本県では、年度途中で減免

の要件を備えた場合につきましては、翌年度か

ら自動車税を全額減免することにいたしており

ます。また逆に、年度途中で減免の要件に該当

しなくなった場合につきましては、その年度は

全額を減免して、翌年度から課税することにい

たしております。お話のありました月割りの減

免につきましては、ただいま申し上げましたよ

うに、自動車税が年額課税であるという原則と

の整合性ですとか、減免の要件に該当しなく

なった場合に、実際の課税対象者の実態をどう

やって把握するのかといった難しい課題がござ

いますので、それらを踏まえて研究すべきもの

というふうに考えております。
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○髙橋 透議員 申し上げたいことはいっぱい

あるんですが、時間がありませんので、自動車

税減免のもう一点の課題を申し上げていきたい

と思います。知的障がい者には、療育手帳Ａの

交付があった方は減免を認められていますが、

Ｂ１、Ｂ２の方はだめなんですね。これは長年

の要望でありまして、例えば、子供を養護学校

とか病院へ同じように送っていくのに、Ａを

持っている子の親は減免の車、そうじゃないＢ

１、Ｂ２の親の車は当たり前に自動車税を払っ

ている。非常に不公平もあるんですが、これは

全国的に６県が拡充しています。県内の市町村

でも６市町村拡充しています。本県も長年の要

望をぜひ聞いていただけるように、どうされる

か、総務部長に答弁をお願いします。

○総務部長（渡辺義人君） 自動車税の減免に

つきましては、日常生活を営む上で、歩行困難

等によりまして、自動車が日常生活に欠くこと

のできない生活手段になっている障がい者の方

々に対して減免するという制度の趣旨から、今

お話のありました特別支援学校、知的障がい者

ということで判断させていただきますと、知的

障がいを持たれる方につきましては、身辺処理

等が困難な重度の障がいのあるＡ判定の方に対

して、減免を実施しているところでございま

す。このため、減免の範囲を、知的障がい者の

全体に拡大するということにつきましては、た

だいま申し上げました制度の趣旨などから、困

難ではないかというふうに考えております。な

お、お話にございました特別支援学校への通学

に使用する自動車に係る減免ということに限定

させていただきますと、我々のほうで実態調査

等を進めまして、保護者の自動車による送迎を

必要とする児童生徒がいるという実態は把握し

ているところであり、関係部局の意見も聴取い

たしているところでありまして、現在、検討を

進めている段階でございます。

○髙橋 透議員 Ｂ１、Ｂ２の療育手帳を受け

て保護者が養護学校などに送迎している数を把

握されていると思いますが、教育長、どうで

しょうか。

○教育長（高山耕吉君） 特別支援学校の児童

生徒の療育手帳の保持でございますが、Ａ

が446、Ｂ１、Ｂ２につきましては382というこ

とで、その中での減免ということについては把

握いたしておりません。以上です。

○髙橋 透議員 私、地元の日南養護学校で調

べましたら、18名親が送迎している中で、その

うちの５名はＢ１、Ｂ２なんです。障がいを持

つ子供の親としては、障がいの程度の差はあっ

ても、子供を送迎する負担は同じなんです。ぜ

ひここは早急な見直しをしていただきたいと思

うんです。条件をつけて拡充することも困難な

んですか、総務部長。

○総務部長（渡辺義人君） 特別支援学校への

通学に自動車を使用している実態は、先ほど申

し上げましたように把握いたしております。そ

れで、減免の趣旨というのは、自動車が日常生

活に欠くべからざるものであるということが判

断の基準になろうかと思います。そういうこと

で御理解を賜りたいと思います。

○髙橋 透議員 必要なんですよ。保護者の車

での送迎は必要なんです。そうしたら、総務部

から教育委員会に言って、隅々までスクールバ

スを走らせてください。そういう論法だってで

きるわけですから。そしてまた、この方々が社

会に出る―この方々も社会に出る権利はあり

ますよ。特に田舎に行けば公共交通機関は整っ

ておりませんから、どうしても自家用車が必要

になります。そのこともしっかり踏まえた上
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で、ぜひ前向きな検討をお願いしたいと思いま

す。

時間がもうありませんから、養護学校のスク

ールバス、医療的ケアの車いす対策について

は、次回に先送りしたいと思います。

最後に、日南養護学校の創立30周年式典が先

月あったものですから、そこに行きましたとき

の感想を述べて終わりにしたいと思うんです

が。その中で学習発表会がありましたが、高等

部全員で、「見上げてごらん夜の星を」をすご

く上手に歌ってくれました。しかし、全員がう

まく歌えるわけじゃないんです。ただ声を出し

ている子供、あるいは歌に合わせて後方で踊っ

ている子供、でも、みんなが一生懸命で、一体

感がありました。終わった後に大きな拍手が起

こりました。目頭がとても熱くなりました。私

が直接聞いた保護者の言葉が印象的だったんで

すが、「障がいを持つ子供を抱えたときに、最

初は現実を受け入れることができなかった。子

供を隠そう、隠そうとした。しかし、障がいを

持つ子供を育てていく中で、世の中がむしろわ

かってきた。物事をゆっくり見られるように

なった」と話をされました。その方は、来年３

月に卒業するけれども、ＰＴＡのＯＢとして支

援していきたい、活動していきたいということ

を話されていました。

養護学校は来春から特別支援学校と呼び名は

変わりますが、普通校と違って、重度障がいを

持つ子供に対しては、３名に対し先生が１名つ

きます。このことがもったいないという方がい

らっしゃったら、これは大きな問題でありま

す。障がい者に対する認識が希薄であり、バリ

アフリーがおくれている、そういう環境がまだ

整っていないということを認識すべきだと思う

んです。校名を変えても、中身が、周りが変わ

らなくてはなりません。だれもが安心して暮ら

せる共生社会にしていくために、知事と教育長

に、今後の御尽力をよろしくお願いしまして、

質問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○中村幸一副議長 次は、28番新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎

県議団宮崎市選出の新見でございます。よろし

くお願いいたします。

この一年を振り返ってみますと、知事選に挑

むそのまんま東候補の「宮崎をどげんかせんと

いかん」という熱い訴えに始まり、東国原英夫

知事の「どげんかせんといかん」のユーキャン

新語・流行語大賞の受賞で終わる一年なのかな

という思いでありますが、私にとっては、この

「どげんかせんといかん」と聞かされるたび

に、この言葉に宮崎市が席巻されそうで、「う

ん、どんげかせんといかん」と、宮崎市バー

ジョンに修正しつつ走った一年でもありまし

た。

とはいうものの、昨年の今ごろは、官製談合

事件の余波を受け、忘年会は自粛、例年だとに

ぎわうはずの夜の街は寂しい限りであったし、

多くの県民が元気を失っておりました。そう

いった中、年が明けて行われた知事選以降、こ

の年末まで、我が県が曲がりなりにも全国で話

題になり続けられたのも、ひっきょう、知事の

精力的な活動のおかげでもあり、そのことは虚

心に認めるところであります。願わくは、来年

も本年同様に、知事には、県勢発展と県民の福

祉の向上に向けて率先の行動をお願いしたい。

そのことを念じつつ質問に入ります。

なお、通告しておりました食育運動について

は割愛させていただき、そのほかについて、通

告に従って順次一般質問を行ってまいります。
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ふるさとに貢献したいというだれにでもある

気持ちを、個人住民税の一部を居住地以外の自

治体に納めるということで形にする、いわゆる

ふるさと納税制度、来年度に実現する可能性が

高まってきております。そのような中、先月

の10億円を寄附した女性のニュースには、大変

に驚かされました。報道によれば、40数年前に

教育基金づくりに10億円ためると決めて、以

後、宝石も買わず、風呂水を洗濯、トイレにも

使うということで、節約に節約を重ねて、先

月、米寿の記念に生まれ故郷の南足柄市に現金

で寄附したというものでありました。テーブル

の上に積み上げられた1,000万円の新札の束

が100個、本当に市長がうれしそうにしている写

真がありましたが、南足柄市の今年度一般会計

予算の6.7％に相当する額と聞けば、納得できる

ものでもありました。その女性がすごいのは、

平成11年、今住んでいる大磯町にも福祉目的で

５億円を寄附しているところであります。本当

に感服の至りであります。この女性の例は、極

めてレアだと思いますが、厳しい財政難に苦し

む地方自治体にとって、住民や企業・団体から

の善意としての寄附金、また土地や物品の寄

附、これは本当に貴重な経営資源になっている

ことと思います。そこでまずは、本県の平成18

年度決算における寄附金の現状をどのようにと

らえておられるのか、あわせて、寄附金はどの

ように推移してきたのか、まずは総務部長にお

伺いいたします。

次に、防災士の育成について、同じく総務部

長にお伺いいたします。

防災士は、平成７年に発生した阪神・淡路大

震災において、被災者の多くが近隣の住民に助

けられたといったことを教訓にして、住民の初

期対応力を高める目的で平成14年に設立された

日本防災士機構が認証する民間の資格でありま

す。最近、この資格を取得する人がふえてきて

いるようであります。同法人のホームページに

よれば、全国の資格取得者数は、本年の10月31

日現在で１万9,717人、平成17年３月に5,000人

を達成していますので、わずか２年半で約４倍

近くになったということになります。平常時に

は、身につけた知識と実践力を生かして、それ

ぞれの地域で住民の防災意識の啓発、また訓練

に努める。いざ災害が発生したときには、消防

や自衛隊などの公的な機関が来るまで、その地

域あるいは職場で、人命救助、避難誘導、また

避難所の運営、そういったものをやっていく

と。地震や台風など相次ぐ自然災害に対する住

民の防災意識の高まり、そして、高齢化で形骸

化が指摘されている自主防災組織の機能向上を

目指して、その育成に本格的に乗り出そうとす

る自治体の増加が相まって、防災士は、これか

らもますますふえてくると思われます。そこで

伺いますが、防災士の育成に向け、県としては

具体的にどのように取り組んでおられるのか。

また、認定された防災士の中に県職員は何人い

るのかお伺いいたします。

次に、観光資源のＰＲについて伺いたいと思

います。

県庁に観光客が訪れるようになってからどれ

くらいになるでしょうか。「引きも切らず」と

いう表現が誇張でないほど、いまだに押し寄せ

ています。最近はバスを誘導する警備員まで配

置されている、およそ去年までは想像もできな

い状況であります。ところで、９月議会で私

は、地域資源の活用について質問をいたしまし

た。本年６月に施行された中小企業地域資源活

用促進法に基づいて、全都道府県から申請され

た「地域産業資源活用事業の促進に関する基本
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的な構想」が、８月末に経済産業省から認定さ

れておりますが、本県の基本構想で特定された

地域資源のうち、観光資源は121個、これは九州

・沖縄の中では沖縄の167個に次いで２番目、宮

崎の次は大分の85個ですから、かなり多い部類

に入るわけでございますが、県は、観光資源の

一つに県庁舎、すなわち県庁の本館を選定して

おられます。知事の発案が観光ルートの一つに

組み込まれた結果であるとは思いますが、観光

資源としての県庁本館、今後どのように活用し

ていく考えなのか、知事にお伺いいたします。

次に、関連ですが、先ほど述べた121個の観光

資源を活用して行う「中小企業地域資源活用プ

ログラム」の推進について、県としてはどのよ

うに取り組んでいかれるのか、商工観光労働部

長に伺いたいと思います。

また、観光資源として認知したのであれば、

しっかりとそのＰＲ、観光客が現場で簡単に情

報を入手できるような観光ＰＲにも取り組む必

要があると考えますが、同じく商工観光労働部

長に見解を伺います。

次は、５歳児健診についてであります。

現在の乳幼児健康診査は、母子保健法の第12

条及び第13条の規定によって、市町村が行って

いるところであります。その対象年齢は、零

歳、１歳半、３歳、その後は初等教育に就学す

る直前の11月30日までに行うことになっている

就学前健診となります。実は、３歳児健診から

就学前健診までの期間の開き過ぎ、これが、特

に近年増加している発達障がいにとって重要な

意味を持っているということです。なぜなら、

発達障がいは早期発見・早期療育の開始が重要

であって、５歳程度になると健診で発見するこ

とができるわけでありますが、就学前まで健診

の機会がなく、ようやく就学前健診で発見され

たときには遅いと言われております。発達障が

いは、対応が遅れるとそれだけ症状が進むとい

うふうに言われております。また、就学前健診

で発見されても、親がその事実を受け入れるの

に時間がかかって、適切な対応・対策を講じる

ことなく子供の就学を迎えることになって、状

況を悪化させてしまうという現実もございま

す。厚生労働省による平成18年度の研究報告書

によれば、鳥取県の５歳児健診では9.3％、栃木

県の健診では8.2％もの児童が、発達障がいの疑

いがあると診断されたそうですが、そういった

児童の半数以上は、３歳児健診では何ら発達上

の問題を指摘されていなかったということであ

ります。そしてその報告書は、現行の健診体制

では十分に対応できないと結論づけておりま

す。このような中、長野県の駒ヶ根市では３年

前から、ほかにも香川県東かがわ市と三木町、

鳥取県米子市、静岡県御前崎市、熊本県城南町

などが本格的に導入を始めているようでありま

す。早期発見で多くの子供たちを救うための５

歳児健診の導入を急がなければならないと思い

ます。そこでまずは、本県において５歳児健診

を実施している市町村の現状はどうなっている

のか、また、県として当該市町村にどのような

支援を行っているのかもあわせて、福祉保健部

長にお伺いいたします。

次は、長期生活支援資金貸付制度について、

同じく福祉保健部長に伺います。

先日、「自宅担保に老後資金、リバースモー

ゲージ広がる」というタイトルでの新聞報道が

なされておりました。リバースモーゲージ、久

々に目にした言葉でありました。これについて

は過去２回質問したことがありますので、興味

を持って読み進んでいくと、質問したときの趣

旨と少々異なった内容となっていました。生活
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困窮者の話ではなくて、月に数十万の年金があ

る高齢者夫婦の話でありました。「今は高齢者

いじめの時代で不安が募る。老後だからこそ、

生活水準を下げずに、ゆとりを持って生活した

くてリバースモーゲージを利用した」というコ

メントでありました。リバースモーゲージの

「リバース」は「逆の」、「モーゲージ」は

「担保あるいは抵当権」という意味でありまし

て、普通の住宅融資が家を取得した後に毎月借

入金を返済するのに対して、逆の形で年金方式

の生活資金を借り入れるという方法でありま

す。居住用の住居や土地を持ってはいるもの

の、現金収入の乏しい高齢者の方々が、持ち家

の土地を担保に、年金のような形で定期的に生

活資金を借り入れるというものであります。借

入金の返済は、借り受けた本人が死亡した後

に、土地を売却して借入金を一括返済するシス

テムであります。このような制度が利用できれ

ば、生活に不安を持つ高齢者が、持ち家を手放

すことなく、住み慣れた地域、また愛着のある

自宅で暮らすことができると同時に、豊かな老

後を送ることが可能となるわけであります。

リバースモーゲージ制度は、我が国において

は、1980年代初頭に東京都の武蔵野市が最初に

導入して、その後、都市部の一部自治体で実施

されていたところでありますが、厚生労働省

が、生活福祉資金貸付制度の一部門としてリバ

ースモーゲージ方式による「長期生活支援資金

貸付制度」を全国一律の制度として創設したの

は、平成15年でありました。この長期生活支援

資金貸付制度は、「一定の居住用不動産を有

し、将来にわたりその住居に住み続けることを

希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保

として生活資金の貸し付けを行うことにより、

その世帯の自立を支援することを目的とする」

というふうにうたっております。本県では、既

に５人に１人が65歳以上という超高齢社会を迎

えており、県内でも該当する高齢者への生活支

援制度として相応の効果を上げるものと期待し

たところでありましたが、利用例が極めて少な

い状況にあるというふうに聞いております。そ

こで、制度創設以降、今日までの申し込み件

数、実際の利用件数はどうなっているのか、ま

ずは伺いたいと思います。

次は、宮崎―台北線の開設について伺いま

す。

去る11月1日、日本と台湾の関係団体との間で

国際定期便、宮崎―台北線の開設が合意された

ところでありますが、関係者の皆さんにとって

は、本当に長年の苦労が実を結んだ日でありま

して、喜びもひとしおであったのではないかと

思います。これによって、文化、経済、スポー

ツの交流が深まる、また、観光・リゾート産業

を始めとする本県の諸産業の振興にも寄与する

というふうに思いますが、いずれにしても早期

開設が待ち望まれるところであります。ＣＩＱ

体制の整備、観光客の誘致活動など、開設に向

け、現在どのような準備を行っているのか、地

域生活部長並びに商工観光労働部長に伺いま

す。

最後に、県立図書館の蔵書に関して、教育長

に伺います。

少々旧聞に属するところでありますが、今年

８月26日の宮崎日日新聞の一面トップは、「蔵

書63万5,000冊超、県立図書館収蔵ピンチ」とい

うものでありました。ほかに大きな出来事がな

い日だったのか、なぜ一面のトップなのかとい

う思いはありましたが、その内容はといえば、

県立図書館の深刻な状況がうかがえるものであ

りました。昭和63年のオープン時、33万7,000冊
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だった蔵書数、毎年２万冊のペースで増え続け

て、現在は先ほどの数字となっているようであ

ります。規模的に64万冊程度が適正だというこ

とですが、財政難で書庫の増加もできずに厳し

い状況にあるということでありました。最近の

県立図書館は、ビジネス支援や緑の図書館、緑

陰コンサート、図書館シアター、こういった多

種多様な事業を展開されておりますが、蔵書を

抜きにして図書館は語れない。その収蔵がピン

チということはゆゆしき問題であって、知恵を

絞って解決を図っていかなければならないと考

えます。県民に積極的に活用してもらい、貸し

出しを多くすることは、ささやかな解決法の一

つになるかもしれません。県立図書館には、現

在、市町村立図書館・図書室と県立図書館とを

結ぶマイラインというコンピューターネットワ

ークが構築されております。自分の町の図書館

・図書室から、マイラインによって県立図書館

の本の検索、借り受け申し込みができるという

便利なシステムであります。そこで、マイライ

ン利用による貸し出しの状況は、どのように推

移しているのか、また、周知にはどのように取

り組んでおられのか、伺いたいと思います。

壇上からの質問は以上で終わりまして、後は

自席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 観光資源と

しての県庁本館の活用についてであります。昭

和７年に竣工した県庁本館というのは、九州で

最も古い県庁舎であり、九州運輸局による九州

遺産にも選定された歴史的な建造物でございま

す。県におきましては、この貴重な資源を活用

して、４月以降、県庁ツアーの実施や県庁カ

フェテラスの設置、本館ライトアップ、あるい

は楠並木の持つポテンシャルを引き出すことな

ど、おもてなしの取り組みを進めながら、観光

客誘致に努めてきたところでございます。ま

た、県庁にお越しいただいた方々に対して観光

情報を提供するなど、県内周遊を促進してきた

ところでもありますが、今後とも、旅行会社へ

のセールスやメディアを活用しながらのＰＲに

努め、県庁訪問を契機とした県内各地へのさら

なる観光客誘致につなげていきたいと考えてお

ります。〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えを

いたします。

まず、寄附金についてであります。平成18年

度の寄附金の決算額は２億9,200万円余となって

おります。また、寄附金の推移を平成13年度以

降について見ますと、まず、特異な年度のほう

から申し上げますと、平成16年度が、全国植樹

祭実行委員会から剰余金の寄附が約２億円あり

ましたので、４億円余となっております。ま

た、それに続く平成17年度が、みやざき21世紀

戦略財団の解散に伴う寄附金約10億円がありま

したので、12億円余となっております。そのほ

かの年度につきましては、おおむね２億円程度

でございます。

次に、防災士の育成についての取り組み状況

等であります。防災士は、防災に関して十分な

知識・技能を有する者で、日ごろは、地域住民

への防災意識の啓発や防災訓練等の推進に当た

り、また災害発生時には、地域における避難誘

導や救助・救命、避難所の運営等に当たるな

ど、地域の防災力向上に重要な役割を果たす存

在であります。県では、平成17年の台風14号災

害の教訓を踏まえまして、地域の自主防災組織

の育成強化を図る役割を担っていただくため

に、防災士の育成に取り組むことにしたところ

であり、昨年度は10名、今年度は15名の防災士

の資格取得に支援を行っているところでござい
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ます。また、県内で防災士の資格を取得してい

る人は、人員にして131名でございまして、この

うち１名が県職員でございます。以上でありま

す。〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えいたします。

宮崎―台北線についてであります。宮崎―台

北線につきましては、去る11月１日に路線の開

設が決定し、現在、台湾当局において航空会社

の選定が進められているところであります。県

といたしましても、早期の就航を期待している

ところであります。宮崎空港の税関や出入国管

理、それから検疫といった、いわゆるＣＩＱ体

制につきましては、平成13年のソウル線の就航

を機に整備が進められ、現在では、国際チャー

ター便を含めまして年間７万人を超える利用者

を受け入れていただいておるところでありま

す。今回の台北線の開設に加え、ソウル線につ

きましても、先月22日から週４往復へと増便に

なっておりまして、国際線の利用者がさらに増

加することが見込まれますことから、出入国の

手続等が円滑に進みますよう、国に対して、各

ＣＩＱ機関の人員増など、体制の充実強化を強

く要望しているところであります。以上であり

ます。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

５歳児健診の市町村の実施状況等についてで

あります。このことにつきまして各県に照会し

ましたところ、全国では56の市区町村で実施し

ているという回答がございました。本県では、

平成17年度から日之影町、平成18年度から高千

穂町及び五ヶ瀬町が実施しております。５歳児

健診は、発達障がい児の早期発見等を目的に市

町村が行いますが、３歳児健診で把握できな

かった軽度の発達障がい児等の発見ができたと

の報告もありまして、健診の意義はあるものと

認識しております。県としましては、市町村職

員等を対象とした研修会の実施、関係機関等と

の調整、連携及び情報提供等を行い、市町村の

健診事業を今後とも支援してまいりたいと考え

ております。

次に、長期生活支援資金貸付制度についてで

あります。長期生活支援資金貸付制度は、高齢

者の方々が、居住用の不動産を担保に生活資金

を借り入れることにより、その世帯の自立を支

援する制度であります。宮崎県社会福祉協議会

が事業を行っておりまして、相談及び申し込み

窓口は、各市町村社会福祉協議会となっており

ます。平成15年６月の制度開始から現在まで111

件の相談を受け、このうち４件の借り入れ申し

込みがあり、この４件とも貸し付けがされてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、観光面における中小企業地域資源活用

プログラムの活用についてであります。このプ

ログラムは、地域間格差が叫ばれる中、各地域

の有する資源を活用した中小企業の取り組みを

支援することを目的に、今年度創設されたもの

であります。具体的には、県内の中小企業が、

県の基本構想で指定した観光資源を活用し、新

たな観光メニューの開発に取り組もうとする場

合、開発に必要な市場調査の実施や専門家の招

聘などについて、国が支援を行うものでありま

す。県では、制度の活用を促進するため、11月

に、市町村や観光関係団体等を対象にした説明

会を開催したところでありますが、今後とも、

この制度の周知に努めてまいりますとともに、

観光事業者等から相談があった場合には、国な
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どとも連携いたしまして、的確な助言を行って

まいりたいと考えております。

次に、観光ＰＲの取り組みについてでありま

す。本県を訪れる観光客に対して、きめ細かな

観光情報を提供しますことは、観光客の満足度

を高めるとともに、県内周遊を促進していく上

でも極めて重要であると認識をしております。

このため、ホームページやパンフレット、情報

誌などにより、本県観光の情報発信に努めてい

るところであります。このほか、簡単に情報を

提供する方法としてＱＲコードというのがあり

ますが、現在実施中の「ぽかぽか！宮崎キャン

ペーン」のＰＲに活用しておりますほか、県内

各地の観光案内板への導入を、今年度から順次

行っていくことにしております。今後とも、こ

のようなＱＲコードの活用を含めまして、観光

客への迅速かつ的確な情報提供に努めてまいり

たいと考えております。

最後に、台湾からの誘客対策についてであり

ます。台湾からの観光客につきましては、平

成15年以降、チャーター便利用の団体客を中心

として増加傾向にありまして、平成18年には１

万9,400人の方々においでいただいております。

今回、台北―宮崎間に定期便が就航することと

なりますので、従来の団体周遊型観光に加えま

して、ゴルフやスキー、マリンスポーツなど宮

崎ならではの体験メニューを取り入れた新たな

観光プランの提案を行うなど、個人客もター

ゲットにして、さらなる誘客を図ってまいりた

いと考えております。また、本県は南九州で唯

一、台湾との定期路線を有することとなります

ことから、南九州各県や九州観光推進機構とも

連携を図りながら、周遊ルートの開発や修学旅

行の誘致など、積極的な誘客対策に取り組んで

まいりたいと存じております。以上でございま

す。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

県立図書館のマイラインシステムについてで

あります。マイラインシステムは、県民が、県

立図書館の図書を、身近な市町村の図書館等を

通じて借りることができるシステムでございま

す。このシステムを利用いたしまして、年

間5,000冊から6,000冊の貸し出しを行っており

ます。また、このシステムを周知するために、

県立図書館のホームページに掲載いたしますと

ともに、市町村の図書館等とも連携しながら、

利用者への呼びかけを行っているところでござ

います。以上でございます。〔降壇〕

○新見昌安議員 それぞれ答弁いただきまし

た。ありがとうございます。

寄附条例についてお伺いしたいと思います。

現在、全国から寄附を募って、それを財源にし

て施策を実現するための寄附条例を制定する動

きがあるようであります。これは、自治体があ

らかじめ複数の政策メニューを提示し、全国の

個人や団体から政策を選んで寄附してもらっ

て、それを基金として積み立て、目標額に達し

たら事業化して政策を実行するというものだそ

うです。平成16年に長野県の泰阜村が全国で初
やすおか

めて制定し、その後、各地に広がってきている

ようであります。現在、ほとんど市町村が中心

となっているようでありますが、新たな自主財

源の調達手段となるだけでなくて、示した政策

がどのような評価なのかという、外部評価の効

果も得られるのではないかと。これは、県レベ

ルでも有効に活用できるのではないかと思いま

す。

現在、ふるさと納税に先駆けて、ホームペー

ジで寄附を呼びかけている県もあるようであり
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ます。寄附に当たってのルール、また寄附を募

る根拠を明確にするのが、この寄附条例であり

ます。知事の奮闘によって今、本県が全国的に

注目されておりますし、今こそ、この寄附条例

を制定し、前向きに取り組んで、全国に訴える

政策を示すことによって、多くの寄附金が集ま

るのではないかと思うわけですが、知事の寄附

条例に対する所見を伺いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 寄附金についてであ

りますが、本県は、寄附金は毎年度２億円程度

の収入があり、貴重な財源となっておるところ

でございます。来年度からは、納税者が任意の

自治体に寄附した金額に応じ住民税が控除され

る、いわゆるふるさと納税制度が導入される見

込みとなっております。このため、全国の納税

者に、本県に寄附したいと思っていただけるよ

う、本県の魅力を高め、情報発信に努めるとと

もに、納税者が寄附しやすい仕組みを検討して

まいりたいと考えております。寄附条例につい

ては、お話がありましたが、こうした寄附環境

を整える点から、どういう手法がよいのか、研

究してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 防災士の育成について、総務

部長にお伺いをしたいと思います。先ほどの答

弁で、県職員が１名ということでありました。

ちょっと少な過ぎるんじゃないかと思います。

いろいろインターネットなどで調べてみます

と、栃木県栃木市は、今後５年間で全職員―

今は618名いるそうですが―に防災士の資格を

取得させることを決めたそうであります。これ

は何でかといいますと、７月の新潟県中越沖地

震の際、栃木市も柏崎市に職員を派遣したそう

でありますが、その派遣された職員が、全く災

害復旧作業の経験がないために、物資運搬作業

をしただけだったそうです。そのため、地域の

防災適応力を高めるためには、職員一人一人の

危機管理能力が必要と判断し、市長みずからこ

れを提案して、要する費用は５年間で700万円か

かるそうです。本県においても、全職員とまで

は言いませんけど、少なくとも関係する部局あ

るいは出先機関の職員には防災士の資格を取ら

せるべきじゃないかと思いますが、見解をお伺

いしたいと思います。

○総務部長（渡辺義人君） 防災力の向上に

は、いろんなアプローチの方法が考えられます

けれども、自助・共助・公助と言われますよう

に、個人、地域、行政機関が、それぞれの立場

で災害対応力を高めて、連携していくことが大

事であるというふうに考えております。地域の

防災力を高めるためには、それぞれの地域の自

主防災組織の育成強化が何よりも重要でありま

して、先ほども申し上げましたが、防災士に

は、そのリーダーとしての役割を担っていただ

きたいと考えておりますので、当面は、その地

域のリーダーとして活動していただける方々を

対象に、資格取得を支援していきたいと考えて

いるところでございます。なお、県職員の防災

適応力につきましては、日ごろの防災関係業務

の推進や研修会の開催等を通しまして、その強

化を引き続き図ってまいりたいと考えていると

ころであります。

○新見昌安議員 防災士は、一回資格を取った

らそれで終わりじゃない。その得た知識と技能

を常に維持向上させる必要があるわけでありま

す。しかし、その維持向上は、個人レベルでは

なかなかでき切らないと、限界もあるんじゃな

いかと思います。県として、この防災士のスキ

ルアップにどのようにかかわっているのか、も

う一度、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（渡辺義人君） お答えいたしま
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す。

防災士は、平成15年度から資格取得が始まっ

た新しい制度でありまして、防災等の現場にお

いて経験を積むことにより、知識・技能の向上

が図られるものと考えております。県といたし

ましては、県内に防災士のネットワークが設立

されておりますので、この組織と十分連携を図

りながら、ただいま議員から御意見がございま

したけれども、各種の防災訓練への参加や研修

会講師等への活用など、活動、活躍の場を提供

していくことによって、支援してまいりたいと

考えているところでございます。

○新見昌安議員 そういったＯＪＴでしっかり

支援をしていっていただきたいと思います。

それと、防災士の育成を加速させるために

は、資格取得に要する費用についても、市町村

と連携して一定額補助をすべきじゃないかと思

いますが、再度、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（渡辺義人君） 県では、平成18年

度から、自主防災組織活動強化事業といたしま

して、昨年度は10名、今年度は15名、先ほど申

し上げたとおりでございますけれども、防災士

研修講座の受講料、資格取得受験料等、資格取

得に必要な経費について助成しているところで

ございます。なお、防災士希望者の掘り起こし

など、市町村との協力も不可欠と考えておりま

すので、今後とも連携しながら、防災士の育成

を推進してまいりたいと考えているところでご

ざいます。

○新見昌安議員 壇上でも言いましたけど、こ

れから防災士をもっともっとふやしていかない

といけないと思いますので、市町村としっかり

連携をとりながら、育成に努めていっていただ

きたいと思います。

５歳児健診についてお伺いいたします。先ほ

ど壇上で鳥取県と栃木県を紹介したのは、両県

が全国に先駆けて全市町村で５歳児健診を実施

しているからであります。平成17年４月１日に

施行された発達障害者支援法の中では、国、都

道府県、市町村の責務として、発達障がい児に

対して、発達障がいの症状の発現後、できるだ

け早期に発達支援を行うことが重要であること

から、発達障がいの早期発見のために必要な措

置を講じなさいというふうに定めてあります。

この法の趣旨にのっとって、県の責務を果たし

ていくためにも、５歳児健診は全県的に実施し

ていく体制をつくるべきだというふうに思いま

すが、福祉保健部長に見解を求めたいと思いま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ５歳児健診の

実施に当たっては、発達障がいについて専門性

の高い知識・技術を持った医師、臨床心理士、

保育士、あるいは保健師等が必要とされてお

り、市町村の人的資源に応じた健診の実施方法

を検討する必要があるものと考えております。

県内では、西臼杵の３町以外では５歳児健診を

実施しておりませんが、５歳児の相談事業や乳

幼児を含めた発達相談、遊びの教室等を実施し

ているところもありまして、地域の実情に応じ

て、発達障がい児の早期発見に取り組んでおり

ます。県としましては、研修会等の実施や、管

轄保健所等を通じて、市町村へ専門的技術支援

を行ってまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 この５歳児健診については、

過去に外山議員も質問されておりますが、なか

なかそのときの答弁から、今回も越えるものは

ないということで、厳しい状況があるとは思う

んですが、壇上からも言いましたように、本当

に発達障がいの発見には、この５歳児健診が非
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常に大事な健診になってくるんですね。いろい

ろ厳しい状況もあると思うんですが、前向き

に、また検討をお願いしたいと思います。

長期生活支援資金貸付制度について、いま一

度、福祉保健部長にお伺いいたしますが、この

制度の創設が平成15年６月ですから、既に４年

半たっているわけです。利用件数もさることな

がら、相談件数が111件というのはちょっと少な

過ぎるんじゃないかと思います。こういった制

度があることを県民が知らないというふうに考

えるんですが、九州各県の状況、またあわせ

て、この制度の県民への周知はどんなふうに取

り組んでおられるのか、お伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 平成18年度末

の時点で、九州各県の状況につきましては、100

件を上回る相談件数を有するのが３県ございま

す。また、貸付決定件数は、福岡県が60件、熊

本県が25件と多数に及んでおりますが、他の県

につきましては10件未満で、本県と余り変わら

ない状況となっております。

次に、県民への周知の方法につきましては、

貸付主体である県社会福祉協議会及び県内各市

町村社会福祉協議会の広報誌により、県民に周

知をしているところであります。また、各地区

の民生委員・児童委員連絡協議会等においても

制度の説明を行い、利用を図っているところで

あります。県におきましても、一層の利用の促

進を図るため、県広報誌等を通じて周知・ＰＲ

等に努めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 利用件数が、４件申し込んで

一応４件とも貸し付けられたということですけ

れども、これもやっぱり実績としては少ないと

いうふうに思います。制度における貸付対象と

か貸し付けの内容を見てみると、結構細かく規

定されておりますね。このあたりにも原因があ

るんじゃないかと思うんですが、この制度の現

在の課題、そしてまた、将来どういうふうにこ

れを持っていこうと考えておられるのか、お伺

いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本制度の借り

入れ申し込みあるいは貸し付け実績の少ない理

由としましては、抵当権等が設定されている資

産は対象外となることや、連帯保証人を確保す

ることが難しいこと、さらには、昨今の金利で

は民間金融機関との金利差がほとんどないこと

などと聞いております。県としましては、御利

用いただく高齢者や御家族の方々の相談内容に

応じた、きめ細かな対応が図られるよう、県社

協及び各市町村社協との連携により、一層の利

用促進に向けて取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 壇上でも言いましたけど、こ

の制度は、持ち家のある高齢者にとっては非常

にいい制度でありますので、しっかりＰＲして

いただいて、利用促進に努めていただきたいと

思います。

県立図書館の蔵書について何点か、教育長に

お伺いをいたします。先ほどの答弁で、マイラ

インシステム利用は、年間で5,000冊から6,000

冊、予想したほどではなかったなという感じが

するんですが、せっかくの便利なシステムです

から、もっと利用されるように周知に努めてい

ただきたいと思っております。

ところで、群馬県では今年度から、県立高

校60校の図書館が地域住民でも利用できるよう

になったそうであります。ここ群馬県において

は、去年、モデル事業として、公立図書館がな

い地域で、県立高校の図書の閲覧・貸し出しと

いったことを実施したところ、非常に好評だっ

たということで、今年度から対象高校を60校ま
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で拡大したと。学校の図書資源を住民に活用し

てもらうことによって、地域に開かれた学校づ

くり、これが一つの目標だとは思うんですが、

資料が不足している高校に対しては、県立図書

館が１校当たり最大で300冊まで図書を貸し出す

というサービスをしているそうであります。全

校が最大冊数まで借りたとすると、１万8,000冊

もの県立図書館の蔵書が図書館外に出て行くこ

とになります。県立高校では図書館が充実す

る、県立図書館では蔵書の有効活用ができると

いうことで、一石二鳥だというふうに思いま

す。本県でマイラインシステムを利用した貸し

出しがありますが、これ以外の図書館外への貸

し出し、どういったものがあるのか、お伺いを

いたしたいと思います。

○教育長（高山耕吉君） 県立図書館における

館外貸し出しといたしましては、移動図書館車

「やまびこ」によります学校や市町村の図書館

等への巡回貸し出し、それに、子供たちに読み

聞かせ等を行います読書団体への長期貸し出し

がございます。以上です。

○新見昌安議員 今の答弁でも、取り扱い量は

少ないんじゃないかと考えられます。収蔵のス

ペースが乏しくなってきたら、そこにある蔵書

は、何らかの形で処理する必要が出てくるわけ

でありますが、現在どのように処理を行ってい

るか、また、処分する場合、費用はどのくらい

かかっているのか、お伺いをしたいと思いま

す。

○教育長（高山耕吉君） 県立図書館におきま

しては、雑誌・新聞で３年以上経過したもの

や、汚損、破損により利用できなくなった資料

等につきまして、計画的に処分を行っておりま

す。処分に当たりましては、リサイクル業者に

処理を依頼いたしておりますけれども、年間５

万円前後の費用がかかっている状況でございま

す。以上です。

○新見昌安議員 廃棄処分の話が先になってし

まったんですけれども、廃棄する前にもっとい

い方法があるんじゃないかと思います。これは

国立大学法人愛知教育大学というところの話な

んですが、11月15日から30日まで約半月間、古

くなった蔵書を１万4,000冊ほど、１冊100円で

売りますという呼びかけをしたところ、全国か

ら注文が殺到した、ほぼ完売しそうだという話

であります。もちろん採算はとれないと思うん

ですけれども、140万近い売り上げにはなるわけ

ですね。廃棄する前に、こういった販売という

形はとれないのか、伺いたいと思います。

○教育長（高山耕吉君） 不要になった蔵書に

つきましては、ほとんどが価値のないものであ

りまして、販売することは困難であると考えて

おります。以上です。

○新見昌安議員 ばっさり切られましたが、い

ずれにしても、手をこまねいていると、収蔵ス

ペースはいずれ満杯―時間の問題だと思いま

す。館外の貸し出し、販売、こういったものを

しっかり視野に入れて、対応策を考えていただ

きたいと思います。

ＪＴＢが、任天堂の携帯ゲーム機、ニンテン

ドーＤＳというのがあるんですが、「ＤＳもっ

て旅にでよ♪京都」という観光案内ソフトを来

年の２月末に発売するというのが新聞に載って

おりました。販売目標は10万本だそうです。観

光案内がゲームソフトになる時代でもありま

す。この京都版の売れ行きが順調だったら、ほ

かの観光地のソフトも制作しようという考えも

あるようです。宮崎はどうかなと、期待は少々

ですね。また、先ほど答弁がありましたが、携

帯カメラでＱＲコードを読み込んで―これは
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文字によって観光案内を入手するという方法で

すけれども、最近では、読み込むと音声によっ

て観光ガイドを電話から流すというものもある

そうであります。本当に日進月歩の世界だと思

いますが、121というすばらしい観光資源がある

宮崎県でありますので、しっかりアンテナを張

りめぐらして、観光客のニーズを的確にとらえ

ながら情報を発信していただきたい。ことしの

流れを来年まで続けられるように要望して、以

上で私の質問を終わります。（拍手）

○中村幸一副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時42分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、33番水間篤典議員。

○水間篤典議員〔登壇〕（拍手） きょうは12

月12日、私、12番目の質問者であります。本来

であれば12時12分から始まればまだよかったん

ですが、１時となりました。小林市選出の水間

であります。一括方式でお尋ねをしてまいりま

す。

ことしのいのしし年は、政治経済激変の年と

して幕をあけました。知事選に始まり、県議

選、市議選、そして市町村長選、また参議院選

挙、さらには総理総裁選挙まで行われ、まさに

選挙一色の年でもありました。食品の偽装問題

やサブプライムローンによる株の乱降下、ある

いは、お話にありますように原油高による物価

上昇、まさに波乱の年でありました。そういう

中で、第52代東国原知事の誕生によりまして、

マンゴーや地鶏、そして和牛の日本一、県庁ツ

アー、また、知事の言われました裏金問題、夢

とロマンのツアー問題、県政も波乱の年であっ

たのではと思います。もう一つ言いますと、決

算の２期連続の不認定もありました。気が早い

かもしれませんが、来年は皆様にとりましても

すばらしい年でありますことを念願いたしなが

ら、通告順に質問をしてまいります。

初めに、第２期の地方分権改革、新地方分権

改革について、知事にお伺いをいたします。

新地方分権改革につきましては、昨年末の分

権委員会設置以降、国、地方に対する意欲的な

ヒアリング及び現地調査が重ねられ、今日に

至っていると聞き及んでおります。去る11月16

日に地方分権推進委員会は、勧告に向けての方

向性を示す中間まとめを行い、いよいよ地方自

治体の自由度や自主性を高めるため、地方固有

の事務に国が法令で事業内容や実施方法を縛る

義務づけの原則廃止を明記するなど、条例の上

書き権の承認や国の出先機関の縮減などを示し

たところであります。今後、こうした方針で順

次政府に対し勧告がなされ、平成22年の新地方

分権一括法案の国会提出を目指すことになりま

した。

こうした中、増田総務大臣はその後の記者会

見で、法案の提出については―知事がよく言

われますが―「スピード感を持って対処し、

少なくとも半年は前倒しをしたい」とし、当初

予定の平成22年の通常国会提出予定を、平成21

年秋の臨時国会に前倒しすることを公表されま

した。まさに地方にとって、いよいよ新たな時

代の幕あけがスケジュールに乗ったのではない

かと感じさせる出来事であります。

地方分権改革は、まずは平成12年の第１期の

地方分権改革におきまして、地方分権推進一括

法の施行により、中央集権の象徴でありました
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機関委任事務が廃止され、国と地方の関係は、

上下・主従の関係から対等・協力への関係へ

と、法の上では位置づけされました。しかしな

がら、税財政面での分権化は果たされないまま

先送りとなりました。そして、第１期改革の置

き忘れと言われた税源移譲の壁を突破すべく、

小泉内閣により三位一体改革が提唱され、３兆

円規模の税源移譲が平成16年、17年で行われた

のは、記憶に新しいところであります。この三

位一体改革による国から地方への税源移譲の実

現は画期的なものでありまして、まさに戦後の

政治史にさん然と残るはずであったのでありま

すが、残念ながら現実は、地方自治体の中から

は、この三位一体改革を評価する声は余り聞こ

えてきません。それは、中央省庁の抵抗と、国

の財政改革優先の方針が押し通され、３兆円の

税源移譲とともに、4.7兆円の国庫補助負担金の

削減、さらには5.1兆円に上る地方交付税の削減

が同時に行われたからであります。補助金の削

減、地方交付税の縮小、税の移譲はバランスの

とれたものとして行うべきであったにもかかわ

らず、地方の財源は結果として６兆円以上の純

減という著しくバランスを欠いたものになりま

した。地方自治体に大きな弊害と不信を残すこ

とになったのは、非常に残念なことでありま

す。三位一体改革が、いつの間にか国の財政健

全化に置きかえられたという気がいたします。

この交付税の大幅な減は、地方全体を衰退へ

と向かわせるとともに、税源移譲により税源の

偏在が増大したことも重なり、地域間格差とい

う新たな、そして大きな問題を生じさせまし

た。一方で、不交付団体である東京都を中心と

した大都市圏は、好調な税収増を背景に福祉施

策などの充実を図るなど、対照的な光景が見ら

れております。こうした結果は、地方分権とは

単に勝ち組と負け組、いわゆる強い者が勝つと

いう世の中をつくっただけという感想を抱いて

いる自治体関係者も多いと思います。

この第２期の地方分権改革において、今まで

の反省の上から、税財源の格差を生じさせない

ように税財政を抜本的に見直し、地方交付税の

総額確保をした上で自治体の自由度を高め、地

域の個性を生かした活性化を図ることにより、

地域間格差の問題も解決していくべきだと考え

ております。全国知事会など地方六団体で一致

団結して取り組むべきだと思います。知事もい

ろいろな講演会、あるいは記者とのトークを含

めて、そういう中でお話をされておりますが、

真に地方のための地方分権改革となるように働

きかけていくべきだと思いますが、改めて知事

の御所見をお伺いいたします。

また、税源移譲により都市と地方の財政力格

差がさらに増大いたしました。今後、地方税源

の偏在度あるいは格差是正に向け、国レベルで

も、ようやくいろんな方策が模索されていると

ころであります。県としては、どのように国に

働きかけ、また提言を行っていくのか、あわせ

て知事にお尋ねをいたします。

次に、財政健全化法についてであります。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律が

本年６月22日に公布されました。従来は、財政

状況の悪化した地方公共団体については、地方

財政再建特別措置法によって、財政再建制度が

用意されてきたわけであります。これは、御承

知のとおり、赤字が生じた団体みずから申し出

て財政再建計画を策定し、総務大臣の同意を得

ることにより計画的な財政再建を行う仕組みで

あります。再建法によって再建するかしないか

は、あくまでも当該地方公共団体の自主性にゆ

だねられております。標準財政規模に対する赤
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字の比率が、道府県で５％、市町村で20％以上

となっているものについては、起債の制限がか

かることになります。このような現行制度に比

べ、今回の財政健全化法による新しい制度は、

夕張市の教訓などを踏まえてつくられたとも聞

いております。起債制限比率などは若干緩めら

れるなどとも報じられておりますが、基本は旧

法の精神が生きているのだと思っております。

新しい基準は、一体どういう特徴、ねらいがあ

るのでしょうか。最近、佐賀県などでは、この

法律の成立もあって、さらに財政健全化に取り

組み出したとのことであります。本県において

は、どのような対応をとられるおつもりか。ま

た、普通会計以外の会計を連結した指標やその

他の指標により、財政健全化計画策定の対象と

なるおそれはないのか、総務部長にお伺いをい

たします。

次に、平成20年度の財政見通しについてお尋

ねいたしますが、今年度の予算以上に、来年度

に向けては予算規模を確保できるのかどうか。

また、財政４基金については、新たな財政改革

推進計画の中ではどのように推移しているの

か、お尋ねをいたします。

次に、品目横断的経営安定対策についてお伺

いをいたします。

今年度から国においては、米、麦、大豆など

を対象とした品目横断的経営安定対策が開始さ

れ、一定規模の担い手や経営体のみを対象とし

た安定対策に移行しているところであります。

野菜や畜産においては、品目別の経営安定対策

が実施されるなど、担い手の育成確保の視点か

ら、対象農家の見直しが進められております。

県においても、集落営農の組織化・法人化や認

定農業者の育成確保、農地の集積について、市

町村、関係機関と一体となった対策を図られて

いるところであります。そこで、品目横断的経

営安定対策への取り組みの現状についてお聞か

せください。

また、国の対策に加入できない小規模農家や

兼業農家を含めた、宮崎ならではの宮崎型農業

を今後どのように育成していこうとされている

のか、農政水産部長にお尋ねをいたします。

またあわせて、麦の生産対策については、県

はどのように奨励されているのかお聞かせくだ

さい。

次に、食育推進についてであります。

食育基本法が平成17年７月に施行され、はや

２年半が経過しようとしております。本県の基

幹産業は農林水産業であります。そうであるな

らば、本県は、食育に関してはぜひ先進的であ

り、また先進県であってほしいと考えます。食

育とは、食育基本法の中では、生きる上での基

本であって、知育、徳育、体育の基礎となるべ

きもので、さまざまな経験を通じて、「食」に

関する知識と「食」を選択する力を習得し、健

全な食生活を実践することができる人間を育て

ることと位置づけられております。また、「食

育」という言葉は、明治期には、「通俗食物養

生法」という本の中で、「今日、学童を持つ人

は、体育も智育も才育もすべて食育にあると認

識すべき」、また、同じ時期に報知新聞編集長

であった村井弦斎が連載していた人気小説「食

道楽」の中でも、同様の内容のものが記述され

ております。これらは、食料事情が現在よりも

劣った時代背景があるとはいえ、食育というの

は大変古くからのものであると感じます。最近

では、すぐにキレやすい、怒りっぽい子供がふ

えるなど、その原因を食事に求める向きもあ

り、やはり食育は子供たちに大変必要であると

感じます。
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一方で、食文化及び食の伝統は、その地域で

とれる農産物を食材として利用することで成り

立っておりました。その地で生産される農産物

は、昔からそこに住む人たちにとって体に一番

合っているとも言われております。これが地産

地消の本来の目的でもあります。まずは、学校

給食から地産地消をしていくことが必要であり

ますし、学校給食に地場産品を活用すること

は、新鮮で安全な食材を確保することにより安

心・安全であるということ、地元の産業に直接

還元される経済効果、また、学校教育の中で、

総合学習や給食指導などにより子供たちが生産

者と交流し、食の大切さを知り、地元の産業を

学ぶことで地域への理解や郷土の伝統、食文化

への関心を深める機会になるのではないでしょ

うか。

そこでまず、教育長にお尋ねいたします。平

成18年度から食育に関する新規事業で食育推進

モデル事業をやっておられます。その成果及び

課題、今後の展開方針についてどのようにお考

えでしょうか、お尋ねをいたします。

また、農政水産部長にお尋ねをいたします

が、地産地消と食育の一体的な推進を図る「食

ルネサンス「いただきます」推進事業」の成

果、課題、今後の進め方についてお答えくださ

い。

次に、有機農業の推進についてであります。

環境や生態系を考え、化学合成物質の利用を

やめ、有機物による肥料を用いるなど、自然の

仕組みに逆らわない農業に有機農業がありま

す。本県においても、綾町を初め多くの取り組

みがあり、心強いものがあります。農産物は、

消費者に対して安全・安心で、栄養面も心配が

ないことが不可欠です。そのため、有機農産物

に対する消費者のニーズは高く、生産性と経済

性の向上を追求してきた近代農業とは異なる理

念に基づいて、土づくりを十分に行い、自然と

調和することによって環境負荷を軽減するよう

に行われている有機農業の重要性は、さらに高

まっているように感じます。現在、有機農産物

は消費者をとりこにし、少々高くても有機農産

物を買おうという消費者もふえているようであ

ります。また、有機・無農薬野菜、天然魚など

のオーガニック食材だけを使うレストランも人

気があるようであります。有機農業の取り組み

については、まだまだ面の広がりに欠ける状況

かと存じますが、栽培方法の工夫や独自の販路

開拓をするなど、頑張っておられる方もたくさ

んおられます。こういった方々を支援するため

に、昨年の12月15日、超党派の議員立法として

「有機農業の推進に関する法律」が施行されま

した。また、これを受けて、国の有機農業の推

進に関する基本的な方針がことしの４月27日に

公表され、これに対する国の来年度予算要求

も10倍の５億円に拡大するなど、有機農業の推

進は、今や国を挙げた施策として取り組まれる

ようになりました。そこで、農政水産部長にお

尋ねいたします。そもそも有機農業とはいかな

る農業であると認識されておられるのか。ま

た、それが今日においてかくも重視されるよう

になった理由、有機農業は本県においてどの程

度普及し、今後の取り組みはどうなっているの

か、お伺いをいたします。

次に、医師確保についてであります。

毎議会ごとに問題となっておりますが、全国

的な医師不足が大きな社会問題になっているの

は御案内のとおりであります。国においても平

成16年度より、地域における医療対策協議会の

開催、17年度、小児・産科における医療資源の

集約・重点化の推進、また、18年度新医師確保
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総合対策の策定、本年度は医師確保等支援チー

ムの設置など、医師確保に関する政府・与党の

協議会等々、緊急の医師確保対策をまとめるた

めに160億円の予算要求もされておりまして、施

策の展開を図っておるようであります。さらに

は、この緊急医師確保対策に基づき労働者派遣

法の改正を図り、医療機関に限り派遣できるよ

うに改正を考えているようでもございます。そ

こでお尋ねをいたしますが、県においても、医

師確保対策として、さまざまな対策が講じられ

ておるようでありますが、これらの進捗状況は

どうなっているのかお聞かせください。

また今回、国においては、全国の大学医学部

定員増の方針を発表し、各県で５名、北海道

で15名、公立で20名を含め、年間285名の増員と

なる見込みのようであります。当宮崎大学医学

部の増員は５名のようであります。しかも自治

医大方式というふうに聞き及んでおります。そ

うなりますと、修学資金の手当てまでしなけれ

ばならないと感じますが、宮崎大学との話は進

んでいるのか。また、本県独自の修学資金制度

と重なることになると思いますが、お聞かせく

ださい。

また、自治医大卒業生の本県定着率が全国の

平均よりも低いと聞いておりますが、どの程度

なのか。また、その理由はどこにあるのかお聞

かせ願います。

今は、医師国家試験の合格者の３分の１が女

性と言われております。近い将来、医師の３分

の１は女性になると予想されますが、本県の女

性医師の割合はどうなっているのか。また、今

後の女性医対策として、就業環境の充実が求め

られますが、院内保育所の設置状況はどうなっ

ているのかお尋ねをいたします。

次に、獣医師確保についてお尋ねします。

最近また、中国で鳥インフルエンザが発生し

たようであります。本県における今回の鳥イン

フルエンザの発生時には、発生源周辺における

防疫対策、初動態勢の整備、発生農場における

鳥の殺処分など、獣医師が中心となり24時間態

勢で対応した結果、まさに最小限の被害で食い

とめることができましたのは、御案内のとおり

であります。発生の３農場もそれぞれ違う振興

局管内であったために、畜産課を中心に関係機

関の力を結集して終息させることができまし

た。鳥インフルエンザ防疫対策は、獣医師でな

ければ対応ができない業務がほとんどでありま

す。また、県内においては家畜保健衛生所、あ

るいは５カ所の食肉衛生検査所がありますが、

食鳥検査羽数は約１億2,000万羽、また、ＢＳＥ

全頭検査を含めると、獣医師の皆様方は過酷な

勤務状況にあるようであります。また、団塊の

世代の退職を迎え、30人近い皆さんが欠員にな

ることが予想されるところでもあります。そこ

で、本県の獣医師の体制整備と確保対策はどの

ように考えておられるのか、農政水産部長、ま

た福祉保健部長にお尋ねをいたします。

最後に、国県道整備についてお尋ねをいたし

ます。

本県においては、県内１時間構想を軸として

鋭意努力をいただいているところであります。

しかも、本県の高速道路問題を最優先として、

東九州道あるいは九州横断道の整備促進に向け

て頑張っておられることに敬意を表する次第で

あります。ただ、一般国県道の整備について

は、昨日も質問がありましたように、公共事業

等の縮小により、舗装率、改良率は、若干の伸

びはあるものの、ストップしている状況に近い

と言わざるを得ないのであります。国道221号線

人吉―都城間の問題であります。小林地区の石
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氷地区（通称種子田地区）の路線であります。

昭和63年から始まり、平成10年までに35億の総

事業費により全面４車線に改良したところであ

ります。しかし、その後は、10年を経過した現

在でも、いまだにもとの２車線のままでありま

す。その先では、先般、死亡事故や接触事故が

起きておりまして、近くは観光農園、ブドウ、

ナシの有名なところで、観光バスも出入りする

地区でもあります。今後の整備の進捗について

お聞かせください。

またあわせて、県道の石阿弥陀五日市線、奈

佐木高岡線、宮崎須木線について、今後どのよ

うに整備をされていかれるのかお聞かせくださ

い。

以上、壇上からの質問といたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地方分権改革についてであります。地方の自

主性、自立性を高め、地域の特性に応じた個性

豊かで活力に満ちた地域づくりを進めてまいり

ますためには、今後とも地方分権を推進してい

く必要がございます。これまでも、国から地方

への権限移譲や関与の見直しがなされてきては

おりますが、先般の第１期改革は、地方の裁量

を高めるという点で、真の地方分権につながる

ものとは言いがたいものでありました。

このような中、国では、昨年12月に制定され

た地方分権改革推進法に基づき、本年４月から

地方分権改革推進委員会における協議を開始し

たところでありますが、地方といたしまして

も、この第２期改革こそ、権限移譲や税源移譲

を伴う真に実効性のある分権改革につなげてい

かなければならないと考えております。現在、

全国知事会等におきまして、具体的な権限移譲

項目などの協議を続けておりますが、第２期改

革が大きな成果を上げるためには、やはり、地

方が一致団結することが大切であります。今後

とも、真の分権型社会の構築に向けて、全国知

事会議等の場で議論を深めながら、国や地方分

権改革推進委員会等に働きかけてまいりたいと

考えております。以上です。〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、地方公共団体財政健全化法についてで

あります。この法律のねらいは、財政の健全性

に関する比率の公表制度を設け、その比率に応

じて財政健全化計画や財政再生計画を策定する

制度を定めることによりまして、地方公共団体

の財政の健全化に資することを目的とするもの

であります。基準となる健全化判断比率は、こ

れまでもあった実質赤字比率、実質公債費比率

に加えまして、新たな指標であります連結実質

赤字比率、将来負担比率の４つでございます。

まず、実質赤字比率は、普通会計を対象とした

実質赤字の標準財政規模に対する比率でござい

まして、現行の財政再建法でも用いられている

指標であります。これに、公営企業の資金の不

足額及び普通会計の対象とならない特別会計の

実質赤字を加えたものが、連結実質赤字比率で

あり、地方公共団体のすべての会計を対象とし

た場合の状況を示す指標であります。また、実

質公債費比率は、公営企業の元利償還金に対す

る繰出金等を含めた実質的な公債費負担に関す

る指標であり、平成18年度から導入されている

ものであります。以上の３つはフローの指標で

ありますが、将来負担比率は、これまでなかっ

たストックに関する指標であり、公営企業、出

資法人等を含め、普通会計が将来負担すべき実

質的な負債の状況をあらわすものとなっており

平成19年12月12日（水）
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ます。

次に、財政健全化法に対する本県の対応等に

ついてであります。健全化判断比率の公表は、

平成19年度決算から適用されることとなってお

り、去る12月７日には各比率に関する基準値が

公表されたところでありますが、詳細な算出方

法等は、現在、国において検討されているとこ

ろであります。したがいまして、現時点で、本

県の健全化判断比率の状況がどうなのかを申し

上げることは難しいところでありますが、例え

ば、実質公債費比率で申しますと、早期健全化

基準が25％であるのに対し、本県は11.8％と

なっているなど、いずれの指標も財政健全化計

画や財政再生計画の策定が必要な状況にはない

のではないかと考えております。いずれにいた

しましても、本県におきましては、今後とも健

全化判断比率の状況に十分留意しながら、第２

期の財政改革推進計画を着実に実行することに

よりまして、財政の健全化を図ってまいりたい

と考えております。

次に、平成20年度予算についてであります。

現在、鋭意、予算編成作業に取り組んでいると

ころでありますが、予算の規模等は、今後明ら

かになります国の予算案や、地方財政対策を含

めた地方財政計画の動向、とりわけ本県最大の

歳入財源であります地方交付税がどうなるかと

いうことなど、さまざまな要因が関係してまい

りますので、現時点でどの程度になるのかとい

うことを申し上げることは困難なところでござ

います。

最後に、基金の推移についてであります。財

源調整のための４つの基金は、第１期財政改革

推進計画開始前の平成15年度末が約765億円であ

るのに対し、その翌年度の16年度末が約722億

円、17年度末が約684億円、18年度末が約667億

円と、15年度末に比べまして約100億円減少いた

しております。なお、本年11月補正後の19年度

末見込み額は約425億円となっております。以上

であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、医師確保対策の進捗状況についてであ

ります。県では医師確保についていろいろ取り

組んでおりますが、まず、山間僻地の医療を確

保するため、自治医科大学卒業医師10名及び医

師派遣システムで採用した医師１名を、僻地公

立病院等へ派遣しております。また、僻地医療

はもとより、小児科、救命救急科といった特定

診療科の医師を確保するため、昨年度は８名、

今年度は６名の医学生に医師修学資金の貸与を

決定したところであります。さらに、現在、医

師派遣システムによる採用につきまして、医師

と個別に交渉をしているほか、関係市町村と設

置した医師確保対策推進協議会のホームページ

等で、自治体病院等の求人情報を広く全国に発

信していくなど、関係機関一体となって医師確

保に取り組んでいるところであります。

次に、大学医学部の定員増についてでありま

す。今回の措置は、国の緊急医師確保対策の一

環として、平成21年度から９年間にわたって、

地元大学の定員を最大で５名までふやすことを

認めるというものであります。また、県には、

定員増の条件として、知事が指定する医療機関

に原則９年間勤務すれば返還を免除するという

奨学金の創設が求められております。この制度

を導入するためには、宮崎大学の受け入れ体制

や既存の県の医師修学資金との整合性、さらに

は、定員増分が確実に地元定着につながるよう

な入試方法の検討など、解決しなければならな

い課題もありますことから、今後、宮崎大学と

平成19年12月12日（水）
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十分に協議してまいりたいと考えております。

次に、自治医科大学卒業医師の県内定着につ

いてであります。本県の県内定着率は、平成19

年６月段階で57.1％と、全国平均の約70％を下

回っている状況にあります。これは、自治医科

大学卒業医師の多くが、義務終了後に、医療技

術の進んだ大都市圏での専門研修を希望し、県

外に出てしまうことが主な要因となっておりま

す。今後、こういった状況を踏まえ、医師派遣

システムの活用を初め、自治医科大学卒業医師

の県内定着に向けた取り組みについて検討して

まいりたいと考えております。

次に、女性医師対策についてであります。県

内の女性医師数は、平成16年12月末現在で318人

であり、医師総数の12.5％となっております。

また、女性医師が働きやすい就業環境を整備充

実していくことは、今後、女性医師の増加が予

想される中でますます重要になってくるものと

思われます。特に院内保育所は、女性医師の就

労継続に大きな役割を果たしており、本年４月

には宮崎大学に開設されたほか、国立病院機構

の３病院、民間の12病院、合わせて16の病院に

設置されております。

最後に、獣医師の体制整備と今後の獣医師確

保対策についてであります。福祉保健部におい

ては、本県における食の安全・安心確保のた

め、５つの食肉衛生検査所に62名、８つの保健

所に27名、衛生環境研究所に４名等、合計101名

の常勤獣医師を配置しております。さらに、食

肉衛生検査所においては、獣医師の資格を持っ

た非常勤の嘱託検査員を現在54名雇用しており

ます。食肉衛生検査所では、屠畜検査はもとよ

り、ＢＳＥ検査や、早朝からの食鳥検査等、休

日における検査にも柔軟に対応しております。

このような中で、福祉保健部においては、今後

５年間で獣医師職員29名の退職が見込まれてお

ります。また、近年の獣医科大学生の就職希望

が小動物診療に向かっているため、公務員獣医

師の確保はますます困難な状況にあります。こ

ういうことから、今後とも各獣医科大学訪問等

による本県への就職勧誘を実施するとともに、

県獣医師会を初めとした関係機関とも連携しな

がら、獣医師確保に努めてまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、品目横断的経営安定対策の取り組みに

ついてであります。この対策は、認定農業者な

どの担い手の経営安定を図る上で重要でありま

して、県及び関係機関等で構成する担い手育成

総合支援協議会が中心となり、説明会の開催や

加入手続の支援などをきめ細かく行ってきたと

ころであります。平成19年産の加入状況は1,063

経営体、1,915ヘクタールで、品目別では、米

が1,062経営体、1,756ヘクタール、麦が16経営

体、30ヘクタール、大豆が31経営体、129ヘクタ

ールであります。県といたしましては、今後と

も、本対策を活用しながら、認定農業者や集落

営農組織など意欲ある担い手の育成確保に向け

た支援に努めてまいりたいと思います。

次に、本県農業の振興方向についてでありま

す。本県では、温暖な気候や豊かな自然を最大

限に活用して、意欲のある生産者を中心に、米

と野菜や畜産などの複合経営を主体に農業経営

が展開されてきました。その結果、平成18年の

農業産出額は全国第５位の3,211億円でありまし

て、全国有数の食料供給県であると認識してお

ります。一方、国の対策等におきまして想定さ

れる経営耕地面積の大きい農業経営体は、本県

では3.8％にすぎず、小規模な農業経営が農業生
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産の主体となっております。このため県といた

しましては、多様な品目を組み合わせて経営を

展開する認定農業者や農業法人などの個別経営

体はもとより、小規模農家等を含む集落営農の

育成など、地域の特徴を最大限に活用した取り

組みを進めることにより、経営として成り立つ

農業の展開に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、麦の生産対策についてであります。本

県の麦の作付面積については、価格の低下や収

穫期の気象条件等による品質低下等から面積が

減少しておりましたが、平成19年度では78ヘク

タールと増加に転じております。その要因とい

たしましては、焼酎用原料として生産者と県内

の酒造会社等との間で播種前契約が行われる大

麦の生産増加が挙げられます。県といたしまし

ては、今後とも、冬作として輪作体系に組み込

める地域を中心に、大麦を主体とした播種前契

約の拡大を推進するとともに、品目横断的経営

安定対策への加入を進めながら、取り組んでま

いりたいと考えております。

次に、「食ルネサンス「いただきます」推進

事業」の成果等についてであります。本県で

は、食育基本法の制定を受け、平成18年９月に

「「いただきます」からはじめよう！みやざき

の健全な食生活」を基本目標とした宮崎県食育

推進計画を策定し、あわせて本事業を実施して

おります。本事業では、テレビＣＭによる啓発

活動や学校給食における県産食材の利用促進、

さらには地産地消推進協力員による自発的な活

動に対する支援等を行っております。これによ

り、自主的な食育活動グループによる特徴ある

取り組みが見られ始めるなど、家庭、学校、地

域等に食育、地産地消に対する関心が高まって

おります。今後は、県民全体の活動へと発展さ

せるため、市町村における食育推進計画の策定

を促進しながら、関係機関・団体が一体となっ

て、より一層の推進を図ってまいりたいと考え

ております。

次に、有機農業についてであります。有機農

業とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使

用せず、環境への負荷をできる限り低減した農

法でありますが、安定した収量・品質を確保す

るなどの面からは、解決すべき課題が多くある

ものと認識しております。近年、有機農業は、

消費者の環境問題や安全・安心な食に対する関

心が高まる中、環境に優しい農業として重視さ

れるようになってまいりました。県内でも綾町

を初め各地域で、露地野菜や茶などで実践され

ておりますが、多くは個別的な取り組みとなっ

ております。このため県としましては、有機農

業の実践者や関係機関による検討会を立ち上

げ、技術の開発や消費者等との連携を進めなが

ら、本県の温暖多湿な条件のもとでの定着、拡

大の可能性について検討を行ってまいりたいと

存じます。

最後に、獣医師の体制整備と今後の獣医師確

保対策についてであります。農政水産部におい

ては、現在62名の獣医師が勤務しており、その

うち家畜保健衛生所に44名を配置しておりま

す。今回の高病原性鳥インフルエンザのような

緊急事態においては、法律上、全国の獣医師に

応援を依頼し体制を整え、その対応を行うこと

ができることとなっております。しかしなが

ら、近年、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ

など海外悪性伝染病が相次いで発生しており、

予防や発生予察調査等、その業務量は増加傾向

にあります。今後とも、家畜伝染病の予防と獣

医師の重要性は増加することが見込まれる一方

で、公務員獣医師への就職希望者が減少してい
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ることから、関係大学や他部局とも連携を図り

ながら、獣医師の確保に努めてまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

国道221号種子田地区の道路整備についてであ

ります。本路線につきましては、特に線形の悪

い石氷橋の前後約1.5キロメートルにつきまし

て、平成10年度までに整備を完了したところで

ございます。これに続く区間につきましては、

一部線形、見通しの悪い箇所があり、交通安全

などの観点から道路整備が必要であると考えて

おります。このため、本地区の道路整備につき

ましては、他の事業中箇所の進捗状況等を踏ま

えて、整備について検討していきたいと考えて

おります。

次に、県道石阿弥陀五日市線の道路整備につ

いてであります。小林市とえびの市境の約２キ

ロメートルについて、現在整備が完了したとこ

ろでありますが、これに続く未整備区間の鍋倉

地区につきましては、農道等と一体的に整備効

果を発揮するため、整備が必要であると考えて

おります。他の事業中箇所の進捗状況等を踏ま

えて、整備着手について検討していきたいと考

えております。

次に、県道奈佐木高岡線の道路整備について

であります。本路線につきましては、須木中心

部と内山地区間の交流促進のため、県道宮崎須

木線や大規模林道宇目須木線と連携を図りなが

ら、一連の区間として整備を進めております。

事業中の須志原工区、延長約１キロメートルに

つきましては、平成14年度に事業着手し、既に

用地取得を完了しており、これまでに新出之口

橋を完成させるなどしております。本年度は、

切り土や盛り土などの道路改良工事を進めるこ

ととしており、早期完成に向け事業推進を図っ

ていきたいと考えております。また、奈佐木地

区につきましては、厳しい地形条件や交通量を

勘案し、特に幅員の狭い箇所や急カーブ箇所の

部分的な整備について検討してまいりたいと存

じます。

最後に、県道宮崎須木線の道路整備について

でございます。本路線につきましては、広域観

光ルートとして重要な路線であることから、現

在、綾町の大口工区や小林市須木の下田工区の

整備を鋭意進めているところでございます。残

る未改良の綾町から小林市須木間につきまして

は九州中央山地国定公園内であり、綾の照葉樹

林の保護にも配慮する必要があることから、今

後、整備手法について検討していきたいと考え

ております。以上でございます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

心と体を豊かにする食育推進モデル事業につ

いてであります。本県におきましては、平成18

年度から、食に関する指導を推進するモデル校

を指定いたしまして、食育の専門家である栄養

教諭を新たに配置し、子供たちに正しい食習慣

を身につけさせるための授業や、偏食や肥満傾

向のある子供への個別相談、さらには食に関す

る校内研修会などに取り組んでいるところであ

ります。これまでの取り組みによりまして、食

生活の改善が図られますとともに保護者や職員

に食育の認識が高まり、朝食を食べない子供が

減少したり、給食時での残食量が減少するな

ど、一定の効果が見られてきております。今

後、県教育委員会では、これらの状況を踏まえ

まして、学校における指導マニュアル作成に取

り組みますとともに、関係部局との連携強化を

図っていきたいと考えております。以上でござ

平成19年12月12日（水）
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います。〔降壇〕

○坂口博美議長 ここで、総務部長にちょっと

申し上げますけど、先ほどの答弁の中で、平

成18年度末の県債残高667億と答えられたと思う

んですけれども、我々が今いただいております

議案の中の決算書では690億となっておりますの

で、そこのところの説明を追加してお願いしま

す。

○総務部長（渡辺義人君） 後ほど、確認した

上でお答えさせていただきます。

○水間篤典議員 るる御答弁をいただきまし

て、ありがとうございました。

知事もちょっとお疲れのようですね。先に知

事にお伺いしますが、今、私が財政改革の問題

で基金の問題をお聞きしました。基金が今、

ちょっと数字が違うということでしたが、私の

手元にある数字で言いますと、なぜお聞きした

かというと、これは15年度が764億7,700万、16

年度が722億、17年度684億、18年度667億、そう

いう中で、ことしの19年度予算の概要の中で、

実はこの６月補正の不足額が256億円、これを基

金で取り崩したということで、667億から256億

を引くと412億円、これが平成19年度末の基金残

高ということになるんです。そこまではいいん

です。ところが、今度は17年度になります

と、684億あった基金から222億取り崩すんで

す。結果、462億しか残らないところであります

けれども、現実、執行部の皆さん方の一つの努

力もあります。あるいは人件費であったり事務

事業であったり投資的経費、こういうもの、こ

れは県民の皆さん方に痛みを与えながらも、そ

こにまた200億程度の積み戻しをしているんです

よ。その結果が667億という数字になっていくん

です。

ですから、毎年、そういう意味では、139億と

か206億、16年度になりますと265億も積み戻し

になっている。こういう状況を考えますと、私

が言いたいのは、やはり、今倒産も―さっき

の質問にありました―92社倒産をする中で、

建設業者は50社を超えているんです。そういう

流れ。そしてまた、先ほど説明もありました、

県民所得が221万2,000円、去年よりも9,000円下

がっているんですよ。そのことを先ほども指摘

されたと思います。こういうことを考えます

と、やはり、積み戻しも大事なんですが、少し

はその中で、県民生活の安定のためには何ら

か、200億もそんな必要ないんじゃないかという

のが私の持論で、そのうちの半分か、あるいは

３分の１かは、何か県のために、県民のために

……。こんなに倒産がふえている状況の中で、

どうすれば景気対策につながるか、経済対策に

なるのか。そこらあたりもひとつ考えていただ

きたいということで、これは、来年度もありま

すが、知事、お聞かせいただけますか。どのよ

うに考えていかれるか。取り崩しをしろとまで

は言いませんけれども、もうちょっとそういう

ところ、経済対策、景気対策まで考えるのかど

うか、お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 積み戻しを半分ぐら

いは景気対策に回せということなんですけれど

も、基金がなくなって、あるいは財政再建団体

は標準財政規模の５％ということは御存じです

よね。それを踏まえて言います。本県の財政状

況は、地方交付税等の大幅な削減や社会保障関

係費の増大等により一段と厳しさを増しており

ます。これまでの財政改革の取り組みにより、

財源調整のための基金については一定額を確保

できましたが、今後も、毎年度200億円を超える

収支不足が見込まれ、財政改革に取り組まなけ

れば財政が破綻し、県民生活に極めて甚大な影
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響が生じるという事態も危惧されるところであ

ります。したがいまして、将来に禍根を残さな

いためにも、財政改革を着実に実行し、持続可

能な財政構造へ転換していくことが必要不可欠

と考えております。

なお、特別枠に関しましては―いわゆる議

員御指摘の生活関連枠でございますが―第１

期財政改革推進計画においては、県単公共事業

について対前年度比30％減などの厳しいシーリ

ングを設定したことから措置したものでありま

す。第２期財政改革推進計画においては、東九

州自動車道の整備や公共施設の県単維持管理経

費を除き、対前年度比５％減としていることか

ら、実質的には３％減程度となっており、シー

リングによる減額幅が大きく異なることや、本

県の厳しい財政状況等を踏まえますと、特別枠

を措置することは、今のところ困難であると考

えております。しかしながら、建設産業の厳し

い状況は認識しておりますので、建設産業対策

を平成20年度重点施策の一つとして位置づけ、

予算編成において重点的措置を図ることとした

ところでございます。

○水間篤典議員 来年度のそういう予算規模、

あるいは来年度の予算の流れでは、ぜひ景気対

策をお願いしたいと思います。

それと医師確保対策についてお尋ねをいたし

ます。医師確保といいますと、いつも２次医療

圏の問題になると小林市民病院の話になるんで

すが、県は２次医療圏ごとに地域災害医療セン

ターを指定しているんです。通称災害拠点病院

と言いますが、この指定の重み、あるいは役割

はどのように考えておられるのか。指定をして

いるのであれば、人的なもの、医師の派遣、あ

るいは施設の整備、こういうものに……。その

重み、あるいは役割をもうちょっと検討すべき

ではないかと思うことが第１点。

もう一つは、今、長崎県を初めとして全国７

県で、地元大学に寄附講座を設けているという

ことでありまして、本県としても、宮崎大学か

ら申し入れがあったと聞き及んでおるんです

が、どのように受けとめておられるのかお聞か

せください。福祉保健部長。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 地域災害医療

センターは、災害時の拠点病院として、多く発

生します救急患者の受け入れを初め、医療救護

チームの派遣等の重要な役割を担っておりま

す。このため県では、災害拠点病院として必要

な施設や設備整備費の補助を行い、県内の災害

医療体制の充実を図ってきたところでありま

す。しかし、市町村立の病院につきましては、

国の三位一体改革の一環として、平成18年度に

施設・設備の整備に係る国庫補助が廃止され、

市町村に財源が移譲されたために、現在は市町

村に対する財政支援は行っていないところであ

ります。一方、医師の確保につきましては、市

町村や県医師会、宮崎大学等の関係機関と十分

連携し、県のさまざまな取り組みを通して協力

してまいりたいと思います。

寄附講座につきましては、地方財政法の特例

として、自治体等が地元大学に寄附を行い、地

域医療のあり方等を研究するためのものであ

り、本来は地域への医師派遣等を目的としたも

のではございません。全国では、お話にありま

したように７県で取り組まれておりますが、大

学の医師が研究の一環として、週に数日程度の

診療を行うことにより、医師不足解消の一助と

なっている例もあると伺っております。本県に

おきましても、宮崎大学にそういう構想がある

と聞いておりますが、地域の医師不足の解消に

どの程度の効果があるのか等、検討すべき課題



- 222 -

平成19年12月12日（水）

もあり、今後、宮崎大学と協議、研究してまい

りたいと考えております。

○水間篤典議員 寄附講座についてであります

が、非常に部長としては頭の痛い問題といいま

すか……。一つはこの問題は、先ほども申しま

したように、やはり大学も自治体も双方の意思

が一緒にならないと、大学だけではだめ、こち

ら側からどうの―というのは、予算の問題が

出てきますね。教授の問題、いわゆるスタッフ

の問題を含めて考えますと、非常に難しい問題

かもしれません。先ほど言いましたように、修

学資金の問題、講座の設置期間、こういうもの

も出てきます。あるいは総務大臣の同意が必要

だということもありますから。これは知事がそ

の会に出られてお聞きになったのか。また、聞

かれておれば知事の見解を、寄附講座について

はどういうお考えをお持ちか、突然ですが、ど

うでしょう。

○知事（東国原英夫君） その説明会には出て

おりません。ただ、寄附講座は、今後、先ほど

福祉保健部長からの答弁ありましたとおり、そ

の効果も含めて検討する余地はあると思いま

す。

○水間篤典議員 これは全国で７県しかやって

いない、非常に財政の持ち出しも、自治体の持

ち出しもあるということで、大変な問題かもし

れませんが、ただ、一体何が必要かというと、

医師の確保なんですよ、問題は。大変なことで

すから、そこはどうにか、お金がかかっても必

要な分は必要ということで、ひとつ検討してい

ただきたい。

それからもう一点は、国県道の問題です。先

ほどの221号線の種子田地区ですが、これは部長

も現場を視察されたようでありまして、あのま

まの状況では、とても管理責任のある県の対応

が万全とは言えないと思います。早急な御検討

をいただきたいと要望いたしまして、質問を終

わります。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 総務部長。

○総務部長（渡辺義人君） 失礼いたしまし

た。基金残高の件でございますけれども、18年

度末の４基金の残高、私、約667億円というふう

に申し上げましたが、その数字に関してであり

ますが、決算書の上では、毎年３月31日現在で

作成をいたしておりますので、そのベースで

は690億円ということでございます。その後の出

納整理期間中の移動がございますので、それを

考慮いたしました18年度末として申し上げます

と、先ほど私が申し上げました約667億円という

ことでありますので、時点のとらえ方というこ

とで御理解を賜ればと存じます。

○坂口博美議長 今、我々は、決算書をまだ預

かったままなんですね。あくまでも議員の頭の

中にはその数字がありますので、そこについて

の違いがあるときは、やっぱり一貫性を必要と

しますので、説明を補足しながらその数字を示

していただきたいと思います。

次は、46番井本英雄議員。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） それでは、

フィンランドの教育についてお話をしたいと思

います。

私は、学生時代に２年間、60カ国を旅しまし

て、そのときフィンランドにも行きました。

フィンランドは別名「スオミの国」と言うんで

す。スオミというのは湖という意味ですが、地

図を拡大しますと、ほとんど湖というか、まる

で網の目のように湖がある。そこに針葉樹林が

ずうっと湖の横に生えておりましてね、原生林

が。その間を道が縫うように走っている。私は

ヒッチハイクで車に乗せてもらってそこを行っ
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たという記憶がありますけれども、まあ、きれ

いな国でありました。

ところが、このフィンランド、1991年、ソビ

エトが崩壊し、その後ベルリンの壁が崩壊し

て、それこそ未曾有の経済危機に陥りました。

失業率20％以上というひどい経済不況に陥った

わけであります。そこで、フィンランドは何と

かせないかん、それこそどんげかせないかんと

いうことで、教育に力を入れたわけです。その

ときかんかんがくがくのいろいろな議論があっ

たそうであります。その結果、世界経済フォー

ラムにおきまして、フィンランドが国際競争力

で３年連続して１位という評価をされるまでに

なりました。そして、先日発表されたＯＥＣＤ

の生徒の学習到達度調査、いわゆるＰＩＳＡと

いうんですが、このＰＩＳＡは2000年から３年

ごとにずっとやっているんです。2000年、2003

年、2006年とやって、2006年はつい先日発表さ

れまして、そこでも総合評価ではナンバー１と

いうことで、連続３回してナンバー１という評

価になりました。それで、俄然今、フィンラン

ドとは何ぞや、フィンランドの教育とは何ぞや

ということで注目されているわけであります。

フィンランドの教育とはどんなものかといい

ますと、まず、先生はすべて大学院の修士号を

取得しております。先生になるまでに50回以上

の研修を受けなきゃなりません。先生はなりた

い職業ナンバー１ということで、みんなから尊

敬されております。授業時間は日本より短い。

それから少人数、大体25人前後。小学校では１

人の先生が１年から６年まで担当する。教育費

は大学に至るまで無料。そしてまた教科書検定

制度はない。要するに先生が自分勝手に何でも

使っていいということであります。成績表もあ

りません。能力のある者はどこまでも育てるけ

れども、また、落ちこぼれが出ないようにいろ

んな手だてをしております。そして、何よりも

読み書きに力を入れているわけであります。こ

れについては、家庭内においても読書が非常に

盛んで、大体図書館が自治体の数の２倍ぐらい

あるそうですけれども、年間の図書館から貸し

出された本が大体１人当たり21冊というふうに

言われております。

そんなフィンランドの教育は、どんな人間を

つくろうとしてそういう教育を始めたか。前に

述べましたように、フィンランドは未曾有の経

済危機に陥りましたので、ともかく21世紀に向

けて、たくましい、自分で考え、自分で切り開

ける、要するに生きる力のある人間を育てたい

ということで、このような教育になったんです

ね。これは考えてみると、日本におけるゆとり

教育の目的と同じなんだ。何でフィンランドの

教育はＰＩＳＡで評価されて、日本のゆとり教

育は何でこんなに評価されなくなったのか、な

ぜなのか。これを私たちはもう一回ここで真剣

に考えないかんと思うんです。私は、ゆとり教

育の目的は間違っていなかったんじゃないか、

どうもやり方に問題があったんじゃないか。や

り方が未熟だったんじゃないかと私は思ってお

ります。ところが、現在、報道によりますと、

中央教育審議会は、ＰＩＳＡの報告を受けまし

て、ゆとり教育を反省し、再び詰め込み教育に

戻りつつあるように見えます。しかし、実はＰ

ＩＳＡが測定しようとしたのは、21世紀に求め

られるリテラシー―リテラシーとは応用力と

いう意味だそうですけど―でありまして、旧

来の学力ではないのであります。中央教育審議

会の行き先はＰＩＳＡが求めているものに逆行

しているのではないかと、私は思うのでありま

す。私は、21世紀に向けてＰＩＳＡで求められ
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ているリテラシー（応用力）の育成を目指すべ

きではないかと考えるのでありますが、教育長

の御見解をお聞かせ願いたいと思います。

次に、豊かな森づくりについてであります。

先日、日本熊森協会の森山さんの話を聞くこ

とができました。これはそのときの話が全部

入っている冊子でありまして、皆さん方の控え

室のほうに既に配ってあると思います。これを

読んでもらえば、私はもうしゃべらなくてもい

いんですが、ぜひともひとつ読んでいただきた

いと思います。これは本当は全部配ろうと思っ

たんですけれども、配っちゃいかんということ

になりましたので、この中の１ページだけコピ

ーして皆さんの手元に配ってあります。この新

聞記事に写真がありますが、これをちょっと読

んでみましょう。「オラこんな山いやだ 雑木

消え腹ぺこ眠れぬ 真冬なのに里へ…射殺 ツ

キノワグマ環境破壊に悲鳴」というふうに書い

てあります。この記事を発端として、ある兵庫

県の中学生たちが、ともかくこれはクマを守ら

ないかん、そして森を守らないかんという運動

を展開していって、それが今度は市民を巻き込

んでいったという話がこれに書いてありますの

で、ぜひとも読んでいただきたい。

かつてこの九州にもツキノワグマがすんでい

たんでありますが、絶滅してしまっておりま

す。理由は、猟師がとり過ぎたわけじゃないん

です。熊森協会の森山会長によりますと、針葉

樹林が40％を超すと、その森にはクマはすめな

くなるそうであります。我が宮崎県は58％が針

葉樹林であります。人里にイノシシが出てく

る、猿が出てくる。きのうはシカが出てくると

いうことで、シカがふえ過ぎているんじゃない

かという話をしましてね。黒木正一さんと私と

は兄弟みたいなものですから―私が兄さんで

すよ。私と違う意見を述べられて、私もちょっ

と困っておるんですが……。私としては、基本

的に、森にえさがない、それなのに動物がふえ

ておるというのは、ちょっとおかしいんじゃな

いかなと思っているんです。カウントの仕方が

問題か、もしかするとシカだけふえておるとい

うこともあるかもしれませんけどね。いずれに

しても根本的解決は、私はやっぱり、森の奥に

実のなる広葉樹林をふやさない限りは、獣害対

策は根本的な解決にならんのではないかと思っ

ております。

それから、針葉樹林が多いということは、山

に保水力がないということであります。そのた

めに、台風が来ますと、水がそれこそ鉄砲水の

ように川に下ってきまして、災害を引き起こ

す。そして、杉の木というのは根が浅いですか

ら、台風が来るたびに倒れて、それがまた流木

になって、この前の台風５号のときには海まで

流されて、そのまままた北浦や島浦の養殖場を

壊してしまったということであります。そして

海は、昔は近海に藻がたくさんあったんです。

それが今はもうほとんどなくなっております。

何でか―これは皆さん御存じでしょうけど、

広葉樹林がなくなったためであります。広葉樹

がたくさん落ち葉を落として、その落ち葉の上

から雨が降って、その雨がやがては、何年か何

カ月後かは知りませんが、川になり、そして海

になって出てくるころには栄養豊かな水にな

る。実はその水のために藻が茂っていたわけで

ありますけれども、それがなくなってしまっ

た。そういうことでありまして、「漁民の森づ

くり」というのが今、日本各地でやられておる

というのは、皆さん御存じだと思います。そう

いうことから、大型動物を守る、あるいは逆に

獣害を守る、災害から守る、そしてまた海の藻
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場を育てる、漁場を育てる、そういう観点から

して、やはり今後は広葉樹林を育てていかない

かんと、私は思うのであります。

県では、未植栽地3,000ヘクタールを３年のう

ちになくしてしまおうという計画を立てておら

れます。本当にすばらしい計画でありますが、

私は、そういう計画であるならば、先回の質問

で太田議員が、奥山を広葉樹林、下のほうを針

葉樹林―これはいいんですが、その割合を私

は６対４ぐらいに、広葉樹林６、針葉樹林４と

いうような計画にすべきではないかなと思って

おりますが、今、計画はどのように立てられて

いるのか、環境森林部長の御見解をお聞かせ願

えたらと思います。

次に、裁判員制度についてお聞きします。

裁判員制度が遅くとも21年５月には実施され

ることになっております。私の周りでも、「ど

うしてこんな制度が始まっちゃろか」「私はも

う裁判員なんか絶対ならんよ」という人がたく

さんおるんです。去年の12月の内閣府の調査に

よりましても、「私はやりたくない」という人

は78％。そういう世論調査をするたびごとに、

裁判員制度は必要ないという人がだんだんふえ

ているんですね。この裁判員制度というのは、

本来国のほうで決めた制度でありますから、私

が知事に聞いても、知事も答えようがないんだ

ろうと思うんだけれども……。しかし、これは

国会議員が通した法律でありますから、彼らも

いろいろ問題があるということは今わかってい

ても、自分たちが通した手前、議論をすること

はできないんだろうと思うんです。そういうこ

とから、私は、地方からこれは声を上げないか

んなということで取り上げた次第であります。

そもそもこの裁判員制度は、アメリカからの

日本に対する、かの悪名高き「年次改革要望

書」の中で弁護士増員を要求したことが発端で

あります。国民の司法への参加というならば、

なじみのある民事事件を避けて、なぜなじみの

ない重大犯罪だけに限定したのかわからんので

ありますが、実はその裏にはアメリカからの圧

力があったという話もあります。というのは、

アメリカで日本企業がパテント問題などで巨額

の賠償金を支払わされた。これに対して日本国

民が、今度はアメリカ企業に対して仕返しをす

るおそれがあるからだという―本当かどうか

わかりませんけれども―話もあります。ま

た、この法律は憲法違反のデパートだという論

議がなされておりますし、果たして公平な裁判

ができるんだろうかという疑問もあります。ま

た、当然、裁判員には日当が支払われるわけで

すが、費用がかかり過ぎるんじゃないかという

批判もありまして、ともかくいろんな議論がな

されております。この法律はわずか国会を３カ

月で通過したという代物でありまして、私はこ

れは論議されていない、まともに論議されてい

ないと思うのであります。私は、地方から、こ

の制度はもう一度論議し尽くさないかんという

ことで声を上げるべきだというふうに思うので

ありますが、知事の御見解をお聞かせいただき

たいと思います。

次に、脳内汚染についてであります。

脳内汚染とは何ぞやと、皆さん知っておられ

るのかなと思ったんですけど、何人かから聞か

れるものだからですね。「脳内汚染」という本

があるんですよ。岡田尊司さんという人が書い

て、ベストセラーになったんです。読んだ方は

おられますか―勉強不足ですね。少しばかり

内容を説明しますと、1990年ぐらいから、とも

かく世界的に少年犯罪、それも凶悪犯罪がいろ

んなところで起こるという現象が起きているわ
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けです。それで、何か共通した原因があるん

じゃないのかなということで、一つの仮説を立

てて、この岡田先生が検証していったわけで

す。1999年に、アメリカのコロラド州の高校で

２人の高校生による乱射事件というのがありま

した。13人死亡、24人負傷という事件でありま

したが、そういう事件がアメリカでは高校の中

で何度も起きているんです。そのときに、プロ

の目から見て、彼らの射撃のやり方は訓練され

た兵士のようだというんです。彼らの撃ち方が

プロみたいだと。何でだろう。彼らはもちろん

それまで、銃なんか撃ったことがないんです

よ。撃ったことはないけれども、彼らの撃ち方

を見てると訓練された兵士みたいだと、プロは

言うわけです。なぜだろうかということで、彼

らの生活をずっと探っていったときに、たどり

着いたのがテレビゲーム、ビデオゲームであっ

たのではなかろうかというわけですね。という

のは、ビデオゲームで、そういう射殺するよう

なのとそっくりの―「ＤＯＯＭ」というらし

いんですけれども―をやっていたということ

であります。

話は少し飛びますけど、かつてフォークラン

ド紛争というのがありました。御存じでしょ

う。若い人は知らんかもしれんが、フォークラ

ンド紛争というのがありました。そのフォーク

ランド紛争で、アルゼンチン軍とイギリス軍と

の戦いでありましたが、アルゼンチン軍の兵士

は、訓練のときに昔ながらの黒い的を標的に用

いていたわけです。ですから、実際に現実の人

間を見たときには、当然撃つのをためらうわけ

です。ですから、アルゼンチン軍がそのとき発

砲した発砲率は大体10％から15％と言われてい

ます。ところが、対するイギリス軍は90％以

上、見るなりバンと発砲しているというわけで

あります。その違いは何か。イギリス軍は、よ

く見られると思いますが、人型シルエット、

ぱっと出てくるやつがありますけど、あれを見

ながら訓練していたわけです。その違いだと。

話はもとに戻りますけど、この高校生たちが

使っていたビデオゲームはもっとリアルだと。

ＦＢＩの捜査官が言うには、「我々が射撃訓練

で使っている装置と基本的に同じだ」というこ

とでありますから、毎日彼らは人殺しの練習を

しているようなものだということであります。

そこで、岡田先生は精神科の医者でありますの

で、そのゲームに没頭しているときの脳内の状

態を調べてみました。すると何と、麻薬を服用

したときと同じほどのドーパミンというホルモ

ンが分泌されていた。何でも１つのことを３時

間続けるということは苦痛なんですね。ところ

が、これをやり続けることができるということ

は、もう既に中毒症状だというんです。そうい

う状態でありまして、ゲームソフトを開発する

人たちは、これをよくわかっていて、もっとす

ごいもの、もっとすごいものといって開発して

いるんです。ですから、子供たちはそれに乗せ

られておる。この中毒が慢性中毒となれば、前

頭前野の機能が低下して、人間的な思考や思い

やりがなくなるそうであります。やがては感情

のコントロールができなくなって、ささいなこ

とでいらいらしたり、最終的には無感覚、無気

力、無関心になると言われております。今、若

者の間で起きているさまざまな精神的な症状、

発達障がい、ひきこもり、いじめ、不登校、家

庭内暴力、ＡＤＨＤとかありますけれども、あ

んなのなんかもこれに関係するんじゃないかと

いうふうに、この先生が言っております。

ヨーロッパやアメリカでは、ゲーム依存症と

いうのは既に確立された概念であります。ＥＵ
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では既に暴力ゲームの規制に乗り出しました。

しかし、日本ではその対応がおくれておりま

す。日本においてはどのような取り組みがなさ

れているのか、教育長にお伺いいたします。

次に、海外行政調査についてお伺いいたしま

す。

知事も御存じのように、今年度の県議会議員

による海外行政調査は取りやめということにな

りました。私は４期目でありまして、60歳にな

りましたから、私はもう行かなくてもいいとい

うふうに思っております。しかし、私はやっぱ

り、後輩のためには道を開いておきたいなと

思っておるわけであります。さっきも申しまし

たように、私は学生時代、２年間60カ国を旅し

ました。「百聞は一見にしかず」という言葉が

ありますが、私は本当にためになったと思って

おります。さっきのフィンランドの話もそうで

しょう。私は、フィンランドに行っていなけれ

ば何も関心はないんですよ、実は。やっぱり

行っていればこそ、そういうところに関心が出

るんです。この経験は、私の財産だ、宝だと。

それで私は今食っていると言っても本当に過言

ではないわけであります。

その旅の中でこんなことがありました。ブラ

ジルで三菱商事の独身の社員、それからイラン

で、今度は三井物産の独身の社員と会う機会が

ありました。男ですよ、もちろん。彼らは１年

間、ともかくその国をよく見なさい、そしてそ

の周辺の国もよく見なさい、そしてもう一つ、

その国の言葉を覚えてきなさいと。そして彼ら

は毎日のように一流ホテルを転々転々としてい

るわけです。その金はどこから出るか、全部会

社が出すんですね。私はぼろなホテルを転々転

々として、向こうは一流。こんなに大企業とい

うのは社員教育に金を使っているのかなと、私

は本当に感心いたしました。私はやっぱり県議

会議員も同じだと思う。県議会議員を育てるた

めには、少しはそういう金を使うことは必要

じゃないのかなと思うんです。

この宮崎からは総理大臣が出ておりません。

先日亡くなった江藤隆美先生も県議会議員出身

者でありました。県議会議員にお金を使うのが

もったいないと言う人もおります。それなら、

それだけの政治家しか育たないということであ

ります。自分のお金で行ったらいいと言う人も

おります。県議会議員は、はっきり言ってそれ

ほど豊かじゃないんですよ。今、政務調査費の

ことも言われておりますけれども、我々は退職

金がないんです。４年に１回は必ず選挙せにゃ

いかん。選挙には随分金がかかるでしょう、皆

さん。私は選挙が終わった後は借金しか残って

ない、実は本当。はたから見てるほど楽じゃあ

りませんよ。先日は、テレビでワーキングプア

の特集をやっておりました。お年寄りが食うや

食わずの生活をしているのを見ていますと、本

当に無駄遣いはできないというふうに思いま

す。私たちも、これを機会にこの制度を見直し

て、無駄遣いと言われないように、根性を入れ

て海外行政視察に取り組みたいと思いますの

で、県民の御理解を何とぞお願いしたいと思っ

ております。

そこで、知事に質問ですが、知事は県議会の

海外行政視察を愛とロマンの海外ツアーとか、

嗅覚が悪いとかやゆされました。しかし、知事

自身、既に30カ国ほど外国を訪問されておりま

す。知事は海外を見て回ることの大切さをよく

理解しておられるのではないかと思います。県

議会の海外行政視察の今後についてどのように

お考えなのかお聞かせください。

壇上での質問をこれで終わります。（拍手）
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〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいまの

井本議員の、一般質問というよりはトークと

いった、あるいは漫談といった、非常に有意義

で楽しい、おもしろい話をずっと聞いておりた

かったんですけれども、一応、一般質問に答え

なきゃいけないということでございまして、答

えさせていただきます。

裁判員制度についてであります。裁判員制度

につきましては、国は、国民にとって裁判が身

近になることや、国民が自分を取り巻く社会に

ついての問題を真剣に考えることにつながるな

どの効果を期待していると伺っております。一

方で、この制度については、さまざまな御意見

もあり、また、国民の制度に対する参加意識が

低いなど、まだまだ課題があることも事実であ

ります。国の司法に係る制度でありますので、

私といたしましては、国において、これらの課

題等を十分に踏まえ、今後、適切に対応される

ものと考えております。

続きまして、議員の海外行政調査についてで

あります。グローバル化が進展する中、議員の

皆様が、県民福祉の向上を目的として、より幅

広い視野から県政を考えていくため、海外の先

進的な事例を学ばれることは、大変有意義だと

考えております。なお、実施に当たっては、財

政状況が厳しい中、県民の皆様の理解が得られ

るような方法を模索、検討していただきたいと

考えております。以上です。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

広葉樹林等の多様な森林づくりについてであ

ります。国の新たな森林・林業基本計画におき

ましては、100年先を見通した森林づくりとし

て、広葉樹林化や長伐期などの多様な森林づく

りを推進することとされております。県では、

昨年４月に「宮崎県水と緑の森林づくり条例」

を施行いたしまして、これに基づいて今後の森

林の目指す姿や、その具体的な整備・保全の手

法などを示した「森林の整備及び保全に関する

指針」を作成いたしました。その中で、林地生

産力の低い森林や野生動物のすみかとなる奥山

等におきましては、天然林の保全や、徐々に広

葉樹林等へ誘導することとしております。ま

た、昨年から導入しました森林環境税を活用し

て、広葉樹の植栽や針葉樹と広葉樹が入りま

じった森林の造成など、多様な森林づくりを展

開しているところであります。今後とも、野生

鳥獣との共生や災害の防止など、森林が有する

公益的機能を十分に発揮できる森林づくりを推

進してまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

ＰＩＳＡ調査についてであります。ＰＩＳＡ

は、知識や技能を実生活の場面でどの程度活用

できるかを調べる国際的な学習到達度調査であ

ります。この調査の目的は、それぞれの国が国

際的に通用する人材を育成するという観点か

ら、自国の教育水準を知るとともに、結果の検

証を行いまして、教育の改善に役立てることに

あります。この調査で求められますリテラシ

ー、すなわち応用的な学力は、みずから考え、

みずから切り開く力など、これまで取り組んで

まいりました生きる力にもつながるものであり

ます。新たな学習指導要領では、基礎・基本の

習得とともに、知識・技能を活用する力の育成

を基本理念とすることとされております。本県

におきましても、基礎と応用を車の両輪として

伸ばしていくために、学校において子供一人一
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人を大切にしたきめ細かな指導がなお一層充実

するよう、教員の資質向上に努めてまいりたい

と考えております。

次に、いわゆる脳内汚染についての問題であ

ります。暴力的なゲームなどが児童生徒に与え

る影響につきましては、現在、文部科学省が調

査研究を行うとともに、中央教育審議会におき

ましても審議をされており、本年１月の答申に

おきましては、ゲームにおける暴力表現が、児

童生徒の暴力への志向性を高める可能性や、脳

の発達に重大な影響を及ぼす危険性があるなど

の指摘がなされております。ゲームを含めイン

ターネットなど、子供たちを取り巻く環境が大

きく変化をいたしておりますが、どんな時代に

あっても必要な、相手を思いやる心や社会性な

どを子供たちに身につけさせることが極めて重

要でありますので、今後とも学校、家庭、地域

との連携を十分図りながら、命を大切にする教

育に積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。〔降壇〕

○井本英雄議員 ありがとうございました。少

し時間がありますので……。

ことし４月に全国一斉の学力テストが行われ

ました。新聞情報によりますと、我が宮崎は、

全国で小学校が25位、中学校は10位という成績

でありました。日本自体の学力が低下している

中ではありますけれども、これはなかなかの快

挙ではなかったのかと思いますが、その原因は

どの辺にあるのか、教育長にお伺いします。

○教育長（高山耕吉君） この４月に行われま

した全国学力・学習状況調査についてでありま

すが、本調査におきまして本県の小中学生の正

答率は、実施された各教科Ａ・Ｂ問題のほとん

どで全国平均を上回っておりました。この結果

は、これまで県教育委員会が取り組んできまし

た戦略プロジェクトの小中学校学力向上推進事

業などさまざまな学力向上の施策や、市町村教

育委員会の取り組みに加えまして、各学校が学

力向上改善計画書を作成して指導方法の工夫改

善を図るなど、地道な取り組みを進めてきたこ

とがこの成果につながったものだと考えており

ます。今後は、調査結果に基づきまして施策の

検証を行いますとともに授業改善を図りなが

ら、一層の学力向上に努めてまいりたいと考え

ております。以上です。

○井本英雄議員 先ほどは議員の海外行政調査

を質問しましたが、職員はどうなっているの

か。何か中断しているという話も聞きました。

しかし、確かに宮崎県も厳しい財政状況であり

ますけれども、小泉前総理が引用した米百俵の

精神が今こそ必要ではないのかなと。こういう

ときこそ人材を育成することが肝要ではないか

と思いますが、県職員の海外研修について、総

務部長にお伺いいたします。

○坂口博美議長 総務部長でいいですか。知

事。

○知事（東国原英夫君） 現在、職員の海外研

修につきましては、まず長期研修として、宮崎

県産業貿易振興協会上海事務所、外務省在ヒュ

ーストン総領事館、自治体国際化協会シンガポ

ール事務所の３カ所で、各１名の本県職員が２

年間の予定で勤務しております。また、自主企

画の短期研修としましては、今年度は６名を欧

米、アジア、オセアニアに７日から15日間派遣

しております。この研修は、研修課題の設定や

訪問国の選定、海外での訪問先や調査内容、移

動手段など、すべて職員みずから企画して、み

ずから手配を行うものであり、職員から公募し

た企画の内容を十分審査の上派遣しておりま

す。海外研修は、国際関連業務に有益な人材の
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育成というだけではなく、国際感覚、交渉力あ

るいは自主性等、県職員の資質の向上を促進す

る効果が期待でき、また、職員の意欲喚起にも

つながることから、今後とも積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 決算審査の採決は終わってい

ないのですが、知事は、今回の件でうみを出し

切ると言われましたけれども、本当にうみを出

し切ったと知事は考えておられるのか、お聞か

せください。

○知事（東国原英夫君） 預け等の不適正な事

務処理につきましては、今回、外部調査委員会

の指導や検証も受けながら厳正に調査し、その

実態を明らかにできたものと考えております。

また、不適正な事務処理が発生した原因や背景

も分析の上、職員の責任を明確にするととも

に、二度とこのようなことが起きないよう再発

防止策も策定したところであり、私としてはで

きる限りの調査を行ったと認識しております。

さらに、今回の問題では、職員のコンプライ

アンス意識の希薄さが大きな原因の一つでもあ

りましたが、調査を通じて、すべての職員がこ

のような事務処理があってはならないものであ

ることを深く認識し、改革のスタートラインに

立つことができたと思っております。そういっ

た意味で、私としては、今回、うみを出し切れ

たものと考えておりますが、一日も早く県民の

皆様の信頼を回復するために、職員全員が気持

ちを新たに、県勢の発展に邁進していく所存で

ございます。

○井本英雄議員 私は南那珂農林振興局に調査

に行ったのでありますが、取引業者は１業者

だったということでありますが、どのような経

緯でこの１業者のみと取引をするようになった

のか。また、いつごろからの取引なのかお聞か

せください。農政水産部長、お願いします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 南那珂農林振

興局が預けを１業者のみと行っていたことにつ

きましては、具体的な経緯や預けが始まった時

期は明らかではありませんが、預けの残額があ

ると、当該業者との取引が継続されやすい状況

にあったこと、振興局側に簡便に物品を調達し

たいという間違った考えがあったことなどか

ら、結果的に預けが常態化していったものと考

えております。以上であります。

○井本英雄議員 その業者の年商はどのくらい

のものであったのか。また、従業員は何人いる

のか。総務部長、お聞かせください。

○総務部長（渡辺義人君） 今回の全庁調査に

関しましては、取引事業者が特定される情報は

公表しないということを条件として御協力をい

ただいており、お尋ねの年商、それから従業員

といった経営に関する情報につきましては、公

にすることにより事業運営上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあり、情報公開条例第

７条第３号に規定します「法人等に関する情

報」に該当するというふうに考えられますの

で、御理解を賜ればと存じます。

○井本英雄議員 それでは、南那珂農林振興局

だけではなくて、ほかの部署との取引はなかっ

たのか。また、取引があればその額はどのくら

いのものなのか、お聞かせください。

○総務部長（渡辺義人君） お尋ねの業者につ

いてでありますが、今回の調査におきまして、

預け及び書きかえについて、南那珂農林振興局

ほか６つの所属と取引がございまして、その６

つの所属との取引の合計額は2,141万2,877円と

いうことになっております。

○井本英雄議員 ということは、南那珂農林振

興局とは4,000万円、そしてあと2,000万円、結
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局6,000万円の裏金、これが１社ということであ

ります。本当にこういうのがどうして表に出な

いのか不思議なことでありますが、外部調査委

員会は彼らと実際会っていないということであ

ります。それなのに知事はこれをよしとされ

た。その根拠はどの辺にあるのか、これで幕引

きされるのか、お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 全庁調査に当たって

は、外部調査委員会に調査段階に応じて調査状

況を逐一報告するなど、十分な情報提供を行っ

た上で検証していただきました。また、外部調

査委員会が直接調査する必要があると判断され

た場合には、委員みずからが実地調査や事情聴

取を実施していただきました。このような３カ

月にわたる調査の結果、外部調査委員会として

も、できる限りの調査はされたと判断いただい

たものと考えております。私としましても、こ

うした外部調査委員会の検証等をいただきなが

ら、可能な限りの客観的で公正な調査を行えた

ものと思っております。

今回のことに関し、井本議員を初め県議会の

皆様、県民の皆様から大変厳しい御批判をいた

だいたことを真摯に受けとめますとともに、今

後、職員全員が一丸となって、県民の皆様の信

頼回復と県勢の発展に全力を尽くしてまいりた

いと考えております。

○井本英雄議員 最後に、五ヶ瀬川河床掘削に

ついてお伺いします。

延岡市の五ヶ瀬川を、今、国土交通省、それ

から県のほうもやっていただいているようであ

りますが、支川のほうは、まだ掘っていないと

か、これで掘ったのかと言われることが多いの

でありますが、どのような状況なのか、取り組

み状況をお聞かせ願えたらと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 国が管理して

おります五ヶ瀬川や大瀬川におきましては、河

川激甚災害対策特別緊急事業により、平成17年

度から18年度末までに、本小路や鷺島地区など

の河川敷で約70万立方メートルの掘削が実施さ

れており、今年度はさらに約10万立方メートル

が実施される予定と聞いております。この掘削

した土砂につきましては、堤防や道路などの公

共工事のほか、砂利採取許可により、コンクリ

ートの砂などの骨材として約10万立方メートル

の活用が図られており、さらに、公募により選

定された民間の造成工事などにも利用されてい

るところでございます。また、県におきまして

は、五ヶ瀬川や北川などにおいて、家屋の浸水

被害のおそれがある緊急性の高い箇所から堆積

土砂の除去を実施しており、平成18年度末まで

に約18万立方メートルを除去したところであ

り、ことしの台風５号により新たな対応が必要

となったため、曽木川などの支川も含め、今年

度はさらに約５万立方メートルを除去する予定

でございます。掘削した土砂の処理につきまし

ては、公共工事への利用を原則としております

が、公募選定により骨材業者に砂利採取を許可

し、河川から搬出させる制度を平成17年度から

試行しておりまして、有効活用を図っていると

ころでございます。

○井本英雄議員 北方などの川では土砂がた

まったままになっております。ひとつよろしく

お願いします。

これで私の質問をすべて終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

明日は午前10時開会、本日に引き続き一般質

問であります。

きょうは、これにて散会いたします。
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◎ 一般質問

○中村幸一副議長 ただいまの出席議員44名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、37番中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） ことし１年

の象徴の漢字、知事は「縣」を選ばれました。

県の意味と地方、田舎の意味があるということ

で、地方の時代にふさわしい漢字ということで

あります。私も縣の中の縣、宮崎県諸県地方に

住む者であります。特にまた、一番西の外れの

西諸県郡地方に住んでいる者でありますから、

私の思いも知事と一緒であります。日本の社会

のすべてで、相変わらず東京への一極集中が続

いております。そのために、宮崎県と東京都の

格差は一段と拡大しました。これはけしからん

と宮崎県民はみんな思っております。その宮崎

県内も、宮崎市への一極集中が今日までずっと

続いております。私は、この状態はおかしい、

地方あっての宮崎市、また東京都と、かたくな

に言い続けてきました。これからもこの主張は

変えません。なぜなら、本当の日本人が育つ日

本の原風景が、日本人の心のふるさとが、えび

の市を初めとする宮崎県の各地方にあるからで

あります。その思いを込めて、ただいまより一

般質問をいたします。

毎日、県庁見学者がたくさん朝、昼、夜と来

ておりますけれども、それが知事の人気の証明

でもあるわけであります。知事の人気の理由、

私は９月議会で私なりに分析をいたしました。

それは、完全なる民間人であるということがそ

の大きな理由であるというふうに決定づけてい

るわけでありますが、今回、知事が就任して初

めてのすべての予算を編成されます。けさも大

阪のことで載っておりましたが、県民は知事

に、前例のない型破りの改革を望んでおるわけ

であります。そういう意味で、完全なる民間人

としての発想で、その予算編成に取り組んでい

く必要がある、そのようにお願い申したいわけ

であります。そのことが知事のマニフェストの

実現にもつながる、このように思っているとこ

ろでございます。それで、来年度予算編成に当

たっての知事の基本的な考え方、思いも含めて

お願いしたい。それと、本年度まで６年間ずっ

と、当初予算はマイナスでありました。今回の

質問でも何回か出ましたが、まだ予算の規模の

発表はありませんけれども、マイナスかプラス

かぐらいはここで公表していただきたい。

そのことをまずは質問いたしまして、後は自

席からいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

来年度予算編成についてでありますが、本県

の財政状況はさらに厳しさを増しており、多額

の収支不足を圧縮し、持続可能な財政構造へ転

換していくために、まずは財政改革に着実に取

り組んでいくことが最重要課題と考えておりま

す。一方で、県が抱える政策課題に的確に対応

していくため、私のマニフェストを踏まえて策

定した「新みやざき創造戦略」に基づく重要施

策については、積極的に展開していく必要があ

ると考えており、特に平成20年度については、

中山間地域・植栽未済地対策、子育て・医療対

策、建設産業対策を重点的に推進すべき施策と

したところであります。平成20年度当初予算

平成19年12月13日(木)
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は、私にとって初めての本格的な予算編成とな

るわけですが、財政改革を着実に推進し、財源

の捻出に努めながら、選択と集中の理念のも

と、優先度の高い施策や事業には積極的に取り

組み、マニフェストの実現を目指してまいりた

いと考えております。なお、20年度当初予算に

ついては、詳しくは検討がつかないということ

でございます。〔降壇〕

○中野一則議員 予算規模等まだ詳しくは聞い

ていないと答弁されるところが民間人らしから

ぬ答弁であると。官に押されないような予算編

成を私はお願いしたい。そのことで前例のない

ような型破りの県政運営ができる、改革ができ

ると思っておりますから、ひとつ努力をしてほ

しい。特に、財政当局からは、財政の健全化な

り、県債発行の抑制なり、マイナスシーリング

でとか、いろいろ要求も来ておりますから、そ

ういうことに押されないような予算をぜひ知事

自身でつくってほしい。もう一度、その取り組

みの姿勢をお披瀝願いたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 重複しますけれど

も、20年度予算については見通しがつかないわ

けでございますが、私の重要施策というものを

重点的に踏まえて予算編成したいと考えており

ます。

○中野一則議員 ぜひ知事の思いが通じる予算

になるように、私もそのように願っているとこ

ろでございます。予算編成とか政策決定には、

何といっても県民の生の声を反映してほしいと

思います。サイレントマジョリティー、声なき

大多数を念頭に置くのが政治家あるいは行政マ

ンだとよく聞きますが、要は生の声をいかにし

て知事がきちんと反映できるかということだと

思います。県庁見学者、毎日多いわけですし、

いろいろと聞いてみますと、知事に対しては表

敬訪問も多いと聞いております。私、調べさせ

ていただきましたが、その表敬訪問の割には直

接陳情の件数が意外と少ない。４月から11月ま

で55件、これは月平均にしますと、月７件だけ

の陳情であります。陳情だけが生の声ではあり

ませんけれども、そういうことで、知事への生

の声が本当にきちんと入っているのかなという

心配もするわけですが、その辺は大丈夫なの

か、生の声が反映されるかを知事にお尋ねいた

します。

○知事（東国原英夫君） 陳情が少ないという

ことは、それだけ不満・不平が少ないというこ

とではないでしょうか。それを踏まえてお答え

します。私は、知事就任以来、市町村や各種団

体等から、提案・要望を数多く受けておりま

す。その内容は、社会基盤整備に関するものや

福祉・医療の環境整備に関するものなど、種々

さまざまであります。要望等をお受けする際に

は、いずれの内容も県民の方々の切実な声であ

りますが、本県の財政状況では、すべての要望

等におこたえすることは到底できる状況にはな

く、そのたびに心が痛む思いをしております。

私としては、今後とも、徹底した行財政改革や

諸産業の振興等により歳入増を図り、また、地

方交付税等の充実強化を国に対して要望するな

ど、可能な限り県民の皆様の声に対応できる予

算の確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。なお、各部局で対応いたしました要望等に

つきましては、現在、その都度、私への報告が

なされているところでございます。生の声は伝

わっております。

○中野一則議員 いろいろと部長等から生の声

が届いているということですから、安心しまし

たが、ぜひその生の声を、県民の声を反映され

た予算になるように、よろしくお願いしたいと

平成19年12月13日(木)
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思います。

次に、決算についてでありますが、18年度の

一般会計は２年連続の不認定となるようであり

ますけれども、私はこの決算については不思議

に感じているわけです。ことしも19億円余の実

質収支額、つまり19億円の黒字決算であった、

こういう内容であるわけですけれども、実は、

平成９年から今回18年まで過去10年間、ずっ

と19億円から20億円余の毎年似通った数字の黒

字計上がされているわけです。19億円余が実に

７回、そして20億円そこそこが３回でありま

す。これは出納整理期間というのが２カ月間あ

りますから、その中に調整されたのではと言い

たくもなるわけであります。なぜなら、決算は

黒字でも毎年数百億円ずつの県債残高がずっと

積み重なっていくわけであります。それから、

平成16年度の県のバランスシートを見ました

が、166億円、平成17年度が352億円、県の正味

資産が減っている。もちろん行政と一般企業で

は会計の手法が違うわけでありますけれども、

生の声、生の状態ではないんじゃないかなと思

うわけであります。こういう状態を知事はどの

ように思われるか、感想をお聞きしたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 実質収支は、歳入決

算額から歳出決算額を差し引いたいわゆる形式

収支から、事業の繰り越し等に伴い翌年度へ繰

り越すべき財源を控除したものでございます。

本県におきましては、歳入歳出それぞれについ

て、当初予算や補正予算の各段階で可能な限り

正確な把握に努めるとともに、実質収支が赤字

に陥ることのないよう留意しながら、堅実な財

政運営に心がけているところであります。こう

したことから、近年では、ほぼ20億円程度の黒

字を確保できているものと考えております。

○中野一則議員 平成19年度の決算は、100％知

事が執行されるわけでありますが、実質収支額

が過去の繰り返しにならないよう、19億円何が

し、20億円そこそこの繰り返しにならないよう

に、現実、実態を反映した金額、ひとつ御指導

を含めた決算になるよう要望しておきたいと思

います。

次に、出先機関の再編についてであります

が、農林振興局と農業改良普及センターなどを

統合、あるいは３年後には高岡、串間、高鍋の

土木事務所が廃止されるという方向づけがされ

ております。この背景には、市町村合併の進展

あるいは道路交通網の整備、ＩＴ化の進展、行

政改革の推進などがあるわけでありますけれど

も、出先機関の再編は、県民に等しいサービス

の提供、地域間格差の是正、中央から離れたと

ころへの配慮、こういう原点に返って再編を行

うべきだと思っております。特に、宮崎市や延

岡、都城の拠点都市から離れたところ、１時間

以上かかるところ、言うなれば西臼杵地方とか

椎葉、諸塚とか西米良、串間、そしてえびの、

こういうところに配慮した出先機関のあり方

を、もう一度再検討してほしいなと思っている

わけであります。全国に高等裁判所が８カ所あ

りますよね。支部というのはわずか６つしかな

いわけでありますが、福岡高等裁判所の支部が

宮崎にあるわけですけれども、鹿児島や大分あ

るいは長崎にはありません。これはなぜかとい

うと、裁判というのは公平でなければならんわ

けですから、よく言われる「陸の孤島」宮崎

県、鹿児島よりも遠い宮崎県で公平な裁判がで

きるようにということで、裁判もそういう一番

中央から遠いところに配慮されて、この高等裁

判所の支部というのはできているわけです。そ

れと同じような考え方で、県庁がある宮崎から
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離れた、さっき言ったようなところに、再編の

ときに重きを置いて取り組むべきだと思ってお

ります。知事の御所見をお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 県といたしまして

は、極めて厳しい財政状況の中で、行財政改革

大綱2007に基づきまして、徹底した事務事業の

見直しや投資的経費の縮減・重点化はもちろん

のこと、職員数の削減や、より簡素で効率的な

組織体制の整備など、さまざまな改革への取り

組みを行っていくことといたしております。こ

のような中、先般、お示しさせていただきまし

た出先機関の再編案におきましては、簡素効率

化に加え、現場に必要なマンパワーの確保、部

門内の関係機関相互の一層の連携強化等を図る

観点から、総務、福祉、商工、農政、県土整備

など、ほとんどの部門の組織体制を見直すこと

としております。この中には、統廃合を伴うも

のもありますが、新たな組織がしっかりと業務

を引き継ぎ、所管区域全体において業務を的確

かつ着実に遂行することで、引き続き県民サー

ビスの維持確保を図ってまいりたいと考えてお

ります。

○中野一則議員 次に、知事マニフェストの実

現がどうかということで、２点ほどお伺いいた

したいと思います。

まず、観光振興についてであります。観光動

向調査によりますと、県外からの観光客数

は、10年連続減少、平成８年が574万人でした

が、これが平成18年441万人になっております。

これを年間５％増加させるというのが知事のマ

ニフェストであるわけですが、最近、新聞にも

ちょっと載っておりましたけれども、年間５％

増のマニフェストの実現は可能なのかを知事に

お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、いろんな講演

会とか発表の場で、マニフェストの中で一つ間

違ったのは、年間５％の観光客の増加というこ

とで、４年間で５％の４を省いてしまいまし

て、年間５％としてマニフェストに発表させて

いただいて、完全に私のミスであったというこ

とは方々で言わせてもらっているんですけど、

それを前提にして話をさせていただきます。間

違いだったということを皆さんに言っているわ

けじゃなくて、間違いを訂正しなかったので、

あれを実行するのが私のマニフェストだという

ことを御理解いただきたいと思います。その観

光客の誘致なんですけれども、宮崎の経済活性

化のためには、観光の再生が不可欠であるとは

考えております。マニフェストでも、観光振興

を最も重要な課題の一つとして位置づけて、宮

崎のＰＲに全力で取り組んでいるところでござ

います。その結果、全国的に宮崎の知名度が高

まりまして、新しい観光スポットとなった県庁

には、御案内のように４月以降で25万人を超え

る方々にお越しいただいておりますし、主要ホ

テル・旅館の宿泊者数も増加しておると聞いて

おります。また、宮崎市以外の地域におきまし

ても、日南市や高千穂町などの―えびのは

入っていないんですけれども―主要観光施設

について、ことしの状況をお聞きしましたとこ

ろ、前年に比べて１割から２割ぐらい増加して

いるということを聞いております。

○中野一則議員 毎年５％、これは計算します

と121万人を超えるわけですね。実際は、任期中

５％というのが本心だったということでありま

す。そうすると、これはわずか22万人ですが、

私はこれでもいいと思うんですよね。これは間

違いなく達成されるわけですね。

○知事（東国原英夫君） まだ本年度の数字が

出ていませんので正確な数字はわからないので
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すが、私の予想ですけれども、恐らくは、本年

度で全体的に５％ぐらいは上昇したんじゃない

かと感じております。

○中野一則議員 ぜひこの数字では達成するよ

うに、いま一度の御努力をお願いいたします。

それと、先ほども知事が言われました、県庁

は大変にぎわっておりますし、25万人を突破し

たという話です。確かに宮崎市内のホテル・旅

館の利用者は、ことしの１月から７月で3.4％増

加しているという数字が出ているわけでありま

す。今後、景気も少しずつ回復するだろうし、

知事の御努力でソウル線も増便、台北線の開設

等も図られる。また、残念ながら鹿児島県を通

る線でありますけれども、九州新幹線も平成23

年４月には開通するわけですから、観光客の増

加というものは大いに期待できると思っており

ます。そういう中で、先ほど、えびのは入って

おりませんということでありましたが、高千穂

等少しずつふえてはいるんです。宮崎周辺から

離れた地域、日南海岸の南部とか西臼杵、東臼

杵の山地あるいは霧島周辺、このあたりの観光

客をいかにしてふやすかというのが大きな課題

だと思います。その辺の取り組みを部長にお伺

いいたします。商工観光労働部長。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県内全域

で観光客をふやすということでございますけれ

ども、まず知事のマニフェストを達成するため

には、観光客の皆さんに何度でも来てみたいと

言われる、そういった魅力ある観光地づくりが

非常に大事であるというふうに思っておりま

す。そして、宮崎市以外ということであります

けれども、県内各地にすばらしい地域資源がた

くさんありますので、県におきましては、市町

村と連携しながら、これらの資源を磨き上げて

いくということに努めていきたいと思います。

あわせまして、観光キャンペーンの実施とか積

極的な情報発信などにより、さらなる観光客の

誘致と県内周遊の促進に努めていきたいと考え

ております。

○中野一則議員 やはり、観光客をそこに滞在

させる、宿泊させるということが一番大きな課

題だと思うんですよね。先ほど知事も言われま

したし、私も事前に調査しましたが、ホテル・

旅館の利用者数、これは宮崎市の20社だけを観

光・リゾート課が調査しているわけですね。で

きたら、さっき言った県南・県西あるいは県

北、こういうところも調査して、先月はどう

だった、今月はどうなると、その辺のデータを

調べるべきだと思うんですよね。中央は黙って

いても人が来るわけですから、そういう周辺の

ことをどうするかというのが行政だと思いま

す。その辺の調査をされる気があるのかないの

かを、商工観光労働部長に再度お尋ねいたしま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ホテルの

宿泊者数の調査でありますけれども、日本銀行

の宮崎事務所が、やはり宿泊者の数を調査して

いるんですが、これは宮崎県内のホテルを対象

にいたしております。その数で見ましても、約

５％ぐらいふえているというような状況が、10

月までには出ておるようであります。あと、県

でどういった調査をするかについては、検討さ

せていただきたいと考えております。

○中野一則議員 他の調査に頼らずに、宮崎市

は調べるわけですから、県が率先して、今言っ

たところは調査するように、ぜひ取り組んでい

ただきたいと思います。

次に、企業誘致についてでありますが、まず

商工観光労働部長、ことしの企業誘致件数と雇

用予定者数は現在幾らになっているでしょう
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か。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 企業誘致

の状況でございますが、今年度、これまでに13

社を誘致しまして、その最終雇用予定者数は771

人となっております。

○中野一則議員 知事のマニフェストは、企業

誘致100社、雇用１万人ということでありました

が、知事、このマニフェストの実現は可能でご

ざいましょうか。

○知事（東国原英夫君） 可能になるように一

生懸命努力していくということです。

○中野一則議員 商工観光労働部長にお尋ねし

ますが、ことしの企業の倒産件数とその従業員

数、そのうちの建設業者の数字がわかれば、そ

の数字もお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 今年度の

４月から11月までの数になりますけれども、件

数といたしましては全体で72件でございます

が、そのうち建設業は39件となっております。

改めて申し上げますけれども、倒産件数全体

で72件でありまして、それに伴う離職者数が950

人、建設業が39件の512人となっております。

○中野一則議員 倒産件数はわかりました。そ

のうち建設業者が大変ウエートを占めているわ

けでありますが、県土整備部長、建設業者の廃

業者件数と従業員の数というのは把握しておら

れないでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 手元に今、た

だいまの詳細な数字がございませんので、後ほ

ど御報告させていただきます。

○中野一則議員 後で答弁してください。その

数もいろいろと新聞等に載っておりますから、

かなりの数字に上っているんだろうと思いま

す。県内の有効求人倍率が10月で0.65でありま

した。これは平成18年が0.70ですから、景気が

回復したという中では減っている傾向にあるわ

けですし、また、県内には0.50以下が随所にあ

ります。県内は雇用の状況が大変厳しいわけで

すが、企業誘致とか雇用を考えた場合に、この

数字しか雇用状況を示す数値はないわけですか

ら、知事のマニフェストの中にも、県のいろん

な雇用の目標の中にも、この有効求人倍率を上

げるという目標を追加すべきだ、このように思

います。このことがどうかということと、雇用

対策の予算あるいは政策を充実すべきだと思い

ますが、知事はどのようなお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 議員がおっしゃる誘

致企業の数と倒産件数を単純に比較するという

のは危険じゃないかと私は思っています。県内

には、誘致企業だけではなく、起業される方も

いらっしゃるんですね。それで、倒産して転職

される方もある。転職も一つの雇用数でござい

ますから、そういったことで短絡的に有効求人

倍率が下がる、上がるといったことに結論づけ

るのは、ちょっといかがなものかと思っており

ます。いずれにしろ、御質問にあったように、

有効求人倍率を上げるというのは我々の責務だ

と思っていますので、企業誘致並びに地場産業

の強化・拡充に努め、よりよい雇用の拡大に努

めてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 そういう誘致企業と地場産業

の何とかとか、いろいろあるわけですから、雇

用ということを考えた場合に、有効求人倍率と

いう数値をいかにして上げるかということを政

策に取り入れるべきだ、それをまた目標の中に

も取り入れるべきだということを申し上げまし

た。ぜひ検討していただきたいと思います。

それから、企業誘致を成功させるためには、

誘致の条件、いわゆる土地とか水とか道路とか

電気、こういうインフラの整備が大変重要だと



- 242 -

平成19年12月13日(木)

思うんです。土地、水、道路というのは、行政

が取り組み、対応するべきものですが、電気に

ついては、九電にお願いするよりほかにありま

せん。実は、電力供給量とか供給のための設備

が、宮崎県は余り充実していないのじゃないか

なという事例が発生しております。フリッカー

現象といって、ちかちかする現象だそうです

が、こういう現象もあって、思うように誘致企

業が設備増設できないという現状があります。

福岡に行かれる機会も多いわけですので、ぜひ

九電等に、電力供給を宮崎県に増強するよう、

陳情をお願いしたいと思います。知事、どうで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 私は、これまで企業

誘致セミナー等々で、あるいは宮崎県に立地し

てくださった企業等にお話を聞きますと、宮崎

県は非常に水とか電気、労働力が充実している

ということをお伺いします。交通的なインフ

ラ、物流的なインフラがちょっと問題だという

ことは伺っておりますが、おおむね水、電気、

労働力に関しては充実しているということは

伺っております。いずれにしろ、地方に進出を

検討している企業におきましては、道路や港湾

などの整備状況や労働力の確保、あるいは電力

や工業用水の供給体制、自治体の支援体制な

ど、さまざまな観点から検討して立地を決定し

ていただいていると思っております。県といた

しましては、市町村や関係機関・団体とも連携

・協力して、引き続き、これら立地環境の充実

強化に努めてまいりたいと考えておりますし、

御指摘の九電に対しても要望・陳情を行ってま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひお願いいたしたいと思い

ます。

次に、地方分権改革の進展という観点から、

２～３質問をいたします。

まず、道州制でありますが、福田総理が誕生

されてから、余り地方分権改革とか道州制の話

を聞きません。報道がないのかもしれません。

知事は、全国知事会あるいは九州地方知事会に

出席されて、道州制についてもいろいろと議論

されていると思うんですけれども、大体この道

州制というのはどの辺まで検討されているんで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 道州制につきまして

は、現在、国や全国知事会、九州地方知事会等

さまざまな機関で、道州と国の役割分担を初め

とした制度の基本的な枠組みについて検討を

行っている段階であります。道州制の導入は、

我が国統治機構全体の改革であり、国と地方の

役割分担の見直し、地方が真に自立できる行財

政システムの確立など、検討すべき課題が数多

く残っております。また、国民生活に大きな影

響を与えることになりますことから、国民的な

議論の深まりが必要でありますが、道州制が国

民生活にどのような変化をもたらすかについて

十分理解されているとは言いがたい状況にあ

り、このような状況を踏まえますと、具体的に

いつごろ導入されるかを見通すことは困難であ

ります。県としましては、道州制への移行が本

県にとってプラスとなるよう、何よりも住民に

とってどのようなメリットがあるのかに力点を

置きながら、その道州制の真にあるべき姿等に

ついて検討するとともに、全国知事会や九州地

方知事会などにおいて議論を深めてまいりたい

と考えております。

○中野一則議員 いろいろと説明されました。

知事としての道州制に対するスタンスはどうな

んでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 今の中央集権の国家



- 243 -

平成19年12月13日(木)

体制のシステムが限界値に来ているかなという

感想は抱いております。では、その次にどうい

うシステムになるか、国家機能、国家統治のシ

ステムがどういったものかというのは、今、模

索、検討する段階に来ていると考えておりま

す。

○中野一則議員 私も、地方分権の推進のため

に、道州制の実現というのは大変必要だという

思いでおります。ぜひ具体的な取り組みが進む

ようにお願いしておきたいと思います。

次に、市町村の合併でありますが、合併で行

財政の基盤を強化し、住民サービスの向上、効

率的な行財政の運営を図るということで、44市

町村が今、宮崎県では30市町村になりました。

それで、今の新法の中で―これは平成22年の

３月まででありますが―いろいろな取り組み

をされておりますし、けさの新聞には、昨日、

宮崎市議会が法定合併協議会の設置を決めたと

載っておりましたけれども、この新法の中での

合併の実現可能性というのは、具体的には幾つ

の市町村になるのかを、地域生活部長にお尋ね

いたします。

○地域生活部長（丸山文民君） 市町村合併で

ありますけれども、今、御質問にありましたよ

うに、従来44市町村が現在30市町村に合併が進

んでいるところであります。今後、何組の合併

ができるかという御質問でありますけれども、

県内におきましては、現在、日南市、北郷町及

び南郷町による合併協議会が既に始まっており

ます。それから、今お話にありましたように、

宮崎市と清武町の合併も、宮崎市におきまして

は、昨日、法定合併協議会の設置が議決されま

して、清武町においてもそういう動きがあると

ころであります。それからまた、県西のほうで

すけれども、高原町と野尻町、小林市、この１

市２町におきまして、住民説明会等が野尻町、

高原町で既に終了しております。現在、大きな

動きはその３地区でありますけれども、県とし

ては、去る10月に行いましたように高鍋町での

合併シンポジウム、あるいは前の日曜日です

か、小林でありました同じような集会に出かけ

まして、合併の必要性等を今後も強く訴えかけ

ていくつもりであります。以上であります。

○中野一則議員 合併旧法での合併パターンが

８～18でした。ということは、一番合併が進ん

だときに、８つの市か町になるというパターン

もあったわけですね。合併新法がそのパターン

を幾つにしているのかわかりませんが、道州制

等を見越した場合に、かなりの合併をせざるを

得ないということになると思うんです。私は以

前、総務省に行ったときに、総務省のお役人か

ら、将来は全国を300の市町村にするということ

を言われました。道州制になればそうなるんだ

ろうなと思っております。そういう意味から、

将来を見据えた基礎的自治体である県内の市町

村のあり方というものを、もっと大胆という

か、逆に言えば具体的に早く示しておくことも

いいのじゃないかなと思っております。知事は

どのようにお思いでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 市町村合併は、地域

の住民の方たちが自主的・主体的に判断される

べきものでありますが、合併新法の期限まで残

り２年余りとなっていることを踏まえて、県と

いたしましても、各地域で合併に向けた一層の

取り組みがなされるよう、引き続き、説明会の

開催等による合併機運の醸成に努めるととも

に、市町村に対して積極的に働きかけを行って

まいりたいと考えております。いずれにいたし

ましても、地方分権の進展や少子高齢化の進

行、さらに今後議論が本格化すると思われる道
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州制を見据えますと、これからの市町村には、

より多様化・高度化する住民のニーズに的確に

対応し、必要かつ十分な行政サービスを提供で

きる自治体であることが求められると考えてお

ります。

○中野一則議員 続いて、市町村への権限移譲

について質問いたします。住民サービスあるい

は利便性の向上、事務処理の迅速化等を図るた

めに、市町村への権限移譲が進んでいるわけで

すが、総務部長、現在の取り組み状況、特に各

市の権限移譲の状況というものはどうなってい

るんでしょうか。

○総務部長（渡辺義人君） 市町村への権限移

譲につきましては、平成18年３月に策定いたし

ました権限移譲推進方針に基づきまして推進し

ているところであります。具体的には、平成19

年４月時点では、住民の利便性の向上や事務処

理の迅速化等が図られると考えられる約1,800の

事務を移譲対象として市町村に示し、その中か

ら移譲を希望する事務を主体的に選択していた

だくメニュー方式として進めておりまして、こ

のうち既に692の事務が移譲済みとなっていると

ころであります。なお、今議会におきまして、

さらなる移譲に向けて、事務処理特例条例の改

正に係る議案を提案させていただいております

けれども、今後とも、権限移譲を積極的に進め

てまいりたいと思っております。

それから、特に市の動きということでありま

すけれども、市町村別の権限移譲事務数で申し

上げますと、一番権限移譲が進んでいる都城市

でありますが、平成22年４月１日の予定で申し

上げますと、都城市に対して531の事務が移譲予

定。これまでの分も含めて531ということになり

ます。それから次に、宮崎市が381、日南市

が342。そういったことで、当然のことながら、

市に対する権限移譲が多いという状況でござい

ます。

○中野一則議員 同じ県民ですから―市にお

いてもかなりばらつきがあるようでありますが

―住民サービス、利便性ということを考えれ

ば、県は今回も議案を提案されておるわけです

けれども、もっと力強く指導して取り組むべき

だ、このように思います。ぜひ要望しておきま

す。

次に、農業政策について質問いたします。ま

ず、品目横断的経営安定対策でありますが、こ

れは今回、議会でいろんな人が質問されまし

た。これは何といっても、宮崎県に余りマッチ

しない大型農業、あるいは耕種型で単作地帯の

北海道ないしは東北地方の政策であると。この

ことは、我々環境農林水産常任委員会でことし

の８月に北海道に行きまして、ここでも北海道

庁の職員の発言からも確認ができたわけです。

これじゃいかんということで、全国各地から農

業団体を中心に見直しの要求が上がっておりま

すが、やはり宮崎県は、宮崎県として、宮崎県

型ということで、対象品目の拡大等も含めて、

この際、国に対して要望すべきだ、行政として

要望すべきだと思いますが、農政水産部長、い

かがでしょうか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 御指摘の品目

横断的経営安定対策につきましては、米、麦、

大豆などを一定規模以上経営する認定農業者や

集落営農組織が対象となっておりますけれど

も、農地が少ない場合の特例措置等もございま

して、また、小規模農家につきましては、集落

営農に参加することで経営安定が図られること

から、加入を推進してきたところでございま

す。この対策につきましては、本年度、国では

現場の意見を聴取しており、この中で対象品目
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の拡大等について要望したところでございま

す。県といたしましては、国の検討状況を見き

わめながら、関係団体と連携して、引き続き見

直しを要望していくとともに、本県の特徴でご

ざいます畜産、野菜、果樹の品目別経営安定対

策の加入拡大を進めてまいりたいと考えており

ます。

○中野一則議員 次に、米の生産調整について

お尋ねします。ことしの宮崎の早期水稲は、作

況指数が43、規格外米が69％ということで、記

録的な大不作だったわけです。しかし、全国的

に見ますと、作況指数99という平年並みであり

ました。ところが、それなのに米価は大暴落を

いたしております。理由は過剰作付、いわゆる

生産調整を守らない都道府県がかなりふえたと

いうことであります。その状況は平成16年から

どんどん続いておりますし、特にことしから行

政は情報提供だけということになりましたか

ら、なおさら加速すると思っております。既

に20年度の作付が国からおろされているわけで

すけれども、その中で、過剰作付に対してはペ

ナルティーが科されました。宮崎県にそれが

あったのかなかったのか、あるいはあったとす

れば、各市町村ごとに過剰作付というのがある

のか、あるところへペナルティーを科せられる

のかどうかということを、まずお尋ねいたしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 国が12月５日

に発表しました平成20年産米の都道府県別需要

量の算定結果を見ますと、本県については過剰

作付はございませんので、ペナルティーによる

需要量の削減はなされておりません。

○中野一則議員 ないということは、市町村に

もないということだろうと思いますが、指導の

ほうは、需要量の情報提供だけじゃなくて、

もっと強力にしてもらわないと、宮崎県は守

る、守っているから他県にも力強く文句を言え

るということになりますから、今後の御指導を

よろしくお願いいたします。

次に、圃場整備でありますが、水田、おかげ

さまでえびのを含めた西諸県は、かなりの整備

率であります。えびのは実施中が今３地区あり

ますが、これが完成しますと、整備率31.9％と

いうことになります。ところが、せっかく整備

された圃場、旧態依然とした農業形態でありま

す。やはり、新しい水田の高度利用というのが

必要だというふうに思います。新しい農業を展

開してこそ、その土地が有効利用されるわけで

すから、その辺の御指導をどのようにされるの

か、えびのを含めた西諸地区の水田農業、どん

な方向づけをされているのか、担当部長にお尋

ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 需要に見合っ

た米生産を進めるとともに、転作・裏作などの

水田の高度利用を図ることは、農家の所得の向

上と経営安定につながるものと考えておりま

す。したがいまして、国の産地づくり交付金等

を活用して、水田における地域振興作物の導入

・定着を進めているところでございます。西諸

地区におきましても、産地づくり交付金を活用

して、地域の特色を生かした園芸作物等の導入

を図り、水田の高度利用や生産性の向上がさら

に促進されるよう、関係機関・団体一体となっ

て推進してまいりたいと考えております。

○中野一則議員 今、県北は高速道路をもっと

何とかせないかんと一生懸命取り組んでおられ

ますが、幸いにえびのはいち早く開通いたしま

した。おかげさまで、えびのから福岡市まで２

時間半、あるいは北九州市まで３時間で行ける

わけです。ということは、大消費地がそこにあ



- 246 -

平成19年12月13日(木)

るわけですから、そこをターゲットにした農業

というものを展開すべきだろうと思います。そ

ういう意味合いで野菜とか、そういうことを含

めた農業を御指導いただくように要望しておき

たいと思います。

ところで、西諸県の畑かん事業は大分進んで

おります。国の事業、１期が平成25年度、２期

が平成26年度、ところが、県の事業は31年度と

いうことであります。これは国に合わせるべき

であろうと思いますが、もっと前倒しにできな

いものかお聞きいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県営の関連事

業を前倒しにという御質問でございます。関連

事業は、国の基幹水利施設等が完成しました後

に実施されることになりますので、そういった

観点からは、国の事業が完了した後、つまり平

成26年度以降になりますけれども、そういう中

でいろいろな予算、地元の意向、そういったも

のを踏まえながら、進捗・推進に努めてまいり

たいと考えております。

○中野一則議員 ぜひ一年でも早く畑地かんが

いができるようにお願いしたいと思います。西

諸全体では4,150ヘクタールがその受益面積であ

りますから、そこが新しく展開されると、すば

らしい西諸地方の農業が展開される、こう思っ

ております。特に、えびのは今まで稲作中心の

農業でしたから、この畑地の基盤整備事業に、

農家の理解を得るのはなかなか厳しいものがあ

るんじゃないかなと思っております。その理解

を深めるためにも、畑地かんがいモデル圃場の

設置をえびのにもお願いしたい。既に、小林、

高原、野尻にはあるわけですから、一年でも早

くこの事業の取り組みをお願いしたいと思いま

すが、農政水産部長のお考えをお願いいたしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 畑かん地域に

おきまして、収益性の高い農業経営を実現する

ためには、水利用の効果が高く、地域の特性を

生かせる野菜の積極的な導入拡大が重要である

というふうに考えております。このため、実証

モデル圃場を設置しながら、新品目導入や収量

増加、品質向上等の実証を行い、効率的な営農

体系を構築するとともに、契約栽培等の推進に

より、収益性の高い野菜農家の育成を図ってま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひこのモデル圃場事業をえ

びのに一年でも早くつくっていただくように、

再度、要望しておきたいと思います。

次に、国県道の整備であります。きのうも質

問が出ましたけれども、国道221号都城―人吉間

でありますが、この道路は交通量が大変多く

て、特に夜も大型、中型の貨物車が大変行き来

いたしております。その分だけ、歩行者の安全

という面が大変心配されているわけですが、え

びの市内のこの道路で、数年、全く改良が進ん

でおりません。大河平、杉水流、原田、坂元、

大明司の区内において、両方歩道がないとこ

ろ、片側しかないところがあるわけですが、歩

道整備というのは計画的・継続的にすべきだと

思いますが、県土整備部長、どうでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 歩道整備につ

きましては、安全で安心な道路空間を確保する

とともに、高齢者や通学児童など、いわゆる交

通弱者対策からも重要な課題であると認識して

おります。そのため、歩行者や交通量の多い通

学路を中心に、緊急性や地元の要望などを総合

的に判断して整備を進めているところでござい

ます。ただいま議員から、何カ所か具体的な場

所の例示がございましたけれども、国道221号の

えびの市区間の歩道につきましては、ほぼ片側



- 247 -

平成19年12月13日(木)

の設置が終了しているところでございますが、

地元えびの市から要望の強い大明司地区につき

ましては、歩道の連続性を確保する観点から、

早期の事業着手を検討したいと考えておりま

す。また、大平地区におきましては、路肩が３
おおでら

メートルと広いことから、路肩の有効利用を

図った歩道整備が可能な区間でございますの

で、整備手法について地元調整が必要だと考え

られますが、今後、県全体の整備状況を勘案し

ながら検討してまいりたいと考えております。

また、隣の小林市の西ノ原交差点からえびの市

の茶屋平までの交差点の区間につきましては、
ちゃんひら

車での走行上の見通しが悪いことから、歩道の

設置とあわせて、道路走行環境の改善を必要と

いたします。県全体の整備状況を勘案しなが

ら、今後検討してまいりたいと存じておりま

す。

○中野一則議員 ぜひそういう取り組みをよろ

しくお願いいたします。

次に、県道でありますけれども、毎回質問し

て恐縮でありますが、県道404号石阿弥陀五日市

線―昨日も質問がありました―この中の杉

水流地区は、平成９年に供用開始と同時に要望

が毎年来ているわけですが、質問するたびに、

「整備の必要性は認識するが、早期の着手は困

難」という答弁の繰り返しであります。10年待

ちましたが、あと何年待てばいいのかお尋ねい

たします。

○県土整備部長（野口宏一君） 五日市地区の

既に供用されている区間の道路整備につきまし

ては、今、議員からお話ございましたように、

毎年御要望をいただいているということで、整

備の必要性は認識しているところでございま

す。他の事業箇所の進捗状況等を勘案いたしま

すと、当面の早期の着手は困難ではないかと考

えておりますけれども、現下の県の厳しい財政

状況、あるいは国におきましても、道路特定財

源の一般財源化や暫定税率の延長ができないと

いうような議論もされておりますので、全体の

予算確保にしっかり努めていきたいと考えてお

ります。

○中野一則議員 この路線については、鍋倉地

区もあります。これは大変危険な箇所でもあり

ますから、早期の整備を要望しておきたいと思

います。

それから、県道30号えびの高原小田線です

が、この中の白鳥地区の一部と栗下地区の一部

が未改良のまま10年以上放置されております。

私も２年前にもこの質問をしました。その後の

取り組み状況はどうなっているんでしょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 今、議員が御

指摘のように２カ所におきまして、権利者が特

定できないなどの問題により、用地取得が進展

していない箇所がございます。このため、県と

いたしましては、用地問題の解決に向け、引き

続き関係者、関係機関と協議を進めるととも

に、この問題が解決しました後には、当区間の

整備を図ってまいりたいと考えております。

○中野一則議員 県道53号京町小林線ですが、

中浦地区の現道での改良を再三再四要望してき

ました。本年度の予算に、道路、橋梁の調査と

いうことで県単事業がありましたが、この調査

結果あるいは現道での改良の見通しはどうで

しょうか。

○県土整備部長（野口宏一君） 過去に中浦橋

の橋梁の検討をさせていただきました。この中

浦橋を含めまして、国道268号までの間につきま

しては、京町の中心市街地を通るということ、

またＪＲ吉都線とも交差しているということ

で、まちづくりの観点から、都市計画道路も含
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めた地区全体の道路網のあり方について検討す

る必要があると考えております。このため、県

におきましては、昨年度から、学識者、地元住

民、えびの市、県を委員とする道路懇談会を設

立し、検討を進めております。また、本年度か

らは、えびの市が京町のまちづくりを議論する

ため、京町まちづくり懇談会を設立したところ

でありまして、中浦地区の道路整備につきまし

ては、これらの会の意見を踏まえて検討してま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 県道403号えびの高原京町線で

すが、ここの岡元東工区については、自衛隊の

施設整備事業で本年度から取り組まれておりま

す。地元への説明会があったようであります

が、地元の了解は得られたのか、改めてまた地

元からの要望はなかったかをお尋ねいたしま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 県道えびの高

原京町線、県道403号でございますけれども、自

衛隊の演習訓練等の際に、部隊の重車両等が霧

島演習場に至る経路として使用されております

が、道路幅が狭いため、一般車両の通行に支障

を来している状況でございます。このため、県

といたしましては、本年度より防衛省の補助事

業を活用し、ただいま議員のお話にございまし

た岡元東工区として道路改良事業に着手し、９

月に地元に対しまして事業説明を行ったところ

でございます。現在、まだ地元の理解は得られ

ておりません。地元では、道路に歩道をつけて

いただきたいというような要望が上がっている

ところでございます。これにつきましては、現

在のところ、この県道において、歩行者、自転

車の交通量が非常に少ないこと、並行する市道

が通学路となっていることから、歩道の設置に

ついては予定していないところでございます。

今後、えびの市の協力も得ながら、地元の理解

を得ていきたいと考えております。

○中野一則議員 この区間は、もともと桜並木

の大変美しいところでありますし―小学校の

話がありましたが―近くに小学校もありま

す。歩道は必要な箇所だと私は認識いたしてお

ります。防衛省の予算が足りなければ、県道で

すから県の予算を追加して、歩道をつけた改良

がされるように強く御要望を申し上げまして、

質問のすべてを終わります。（拍手）

○県土整備部長（野口宏一君） 先ほど、中野

議員から御質問がございましてお答えできませ

んでした建設業の廃業の状況ですけれども、今

年度、平成19年度11月末までの数は88件でござ

います。また、倒産した企業に従事していた者

は、同じく11月末までで568人となっておりま

す。以上でございます。

○中村幸一副議長 次は、21番十屋幸平議員。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） きょうは、

傍聴の方もたくさんおいでいただいておりまし

て、一生懸命質問させていただきたいと思って

おります。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いいたし

ます。

東国原知事が「宮崎をどげんかせんといか

ん」という強い意志と行動力で知事に就任され

て、間もなく１年を迎えようとしています。先

日の議会で、寝る間を惜しんで全身全霊で公

務、政務に取り組んできたと言われておりま

す。そして、宮崎を大きく変貌させた功績は評

価したいと思っております。また、「どげんか

せんといかん」の方言が流行語大賞を受賞され

たことに、お祝いを申し上げたいと思います。

反面、官製談合や裏金問題の発覚などで、県民

の県政への信頼を大きく失墜いたしました。県
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民は、一陽来復を願って、東国原知事に大きな

期待を寄せておられます。そこで、知事にお伺

いをいたします。毎日忙しい中で約１年間、知

事の職責を担われての感想はどのようにお持ち

でしょうか。

次に、特別支援教育の計画策定と進捗状況に

ついてお伺いします。

平成19年度版教育長マニフェストを読ませて

いただきました。その中で、平成20年度から、

高千穂高校に延岡南養護学校の高等部の分校が

開校される予定であります。また、きょうは、

タイミングよく延岡南養護学校のスクールバス

が運行される記念日でもあります。保護者の負

担の軽減に大きく役立つものと思っておりま

す。県教委としてのこれまで数年にわたる県内

の障がいのある子供たちへの積極的な施策の取

り組みに、改めて感謝したいと思っておりま

す。さらに、「障がいのある子どもの教育の推

進」の取り組みについて、平成20年度をめどに

特別支援学校の整備計画を策定するとありま

す。そこで、宮崎県特別支援学校総合整備計画

について、計画策定の内容と進捗状況はどう

なっているのか、教育長にお伺いをいたしま

す。

以上、壇上からの質問を終わり、再質問は自

席からさせていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

顧みますと、官製談合事件後、高病原性鳥イ

ンフルエンザが相次ぎ発生するという大変厳し

い状況の中で県政運営がスタートし、見るもの

聞くものが新しいものばかりの未経験の世界

で、全身全霊を傾け、必死の思いで取り組んで

きた月日であったように思います。具体的な取

り組みとしては、入札・契約制度改革を初めと

する県政改革の推進や、本県の将来を描く総合

計画の策定等に努めるとともに、本県を県内外

に積極的にＰＲしてまいりました。おかげをも

ちまして、いろいろな県産品が人気を呼び、県

庁舎には県内外から連日大勢の方が来訪され、

加えて「どげんかせんといかん」という本県の

方言が流行語大賞を受賞するなど、県産品の売

り上げや観光客の増加、宮崎の知名度の向上に

ついては、一定の成果を上げることができたと

考えております。しかしながら、建設産業を初

め厳しい状況下にある諸産業の活性化や雇用の

促進、高速道路など交通網の整備、さらには医

療、福祉や教育といった暮らしの充実など、ま

だまだ解決していかなければならない課題が山

積しております。また、今の宮崎ブームが未来

永劫続くわけではございません。今後とも、議

会の皆様を初め、県民の皆様の御理解と御支援

をいただきながら、県民総力戦で宮崎の高次安

定に努め、「ブームから定番へ」をモットー

に、新しい宮崎の実現に向けて、初心を忘れ

ず、精いっぱい努力してまいりたいと考えてお

ります。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

宮崎県特別支援学校総合整備計画の策定に当

たりましては、学識経験者、障がい者団体代

表、保護者代表など21名から成ります策定委員

会を設置いたしまして、今後の特別支援学校の

あり方について、広く意見を聴取しているとこ

ろでございます。現在、今年度予定しておりま

す７回の策定委員会のうち、６回の協議を終え

たところであります。今後は、最終報告を今年

度中にまとめていただきまして、来年度早い時

期に整備計画を策定したいと考えております。

県教育委員会といたしましては、計画策定の中
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で、障がいのある子供たちの将来の自立と社会

参加を図ることにより、毎日の生活が豊かで充

実したものとなるよう、これからの特別支援学

校のあり方を検討してまいりたいと考えており

ます。以上でございます。〔降壇〕

○十屋幸平議員 知事に、先ほど壇上で、「一

陽来復を願って」という言葉を使わせていただ

きました。これは簡単に言いますと、悪いこと

が続いた後にようやくよい方向に向かうという

ことでございます。県民はそれを願っておりま

す。ですから、昨日からの裏金の問題に関する

答弁で、一応のけりをつけるということでござ

いますので、しっかりと県政のかじを取ってい

ただきたいと思っております。これは本当に要

望として受けとめていただきたいと思います。

それを踏まえて、平成17・18年度の決算の２

年連続の不認定、これは知事以下幹部職員の皆

さん、職員の皆さん、いろいろと責任をとられ

て処分も受けられております。片や、政治的な

問題とか道義的な責任の問題が残るかと思いま

すが、知事の率直な考えをお聞かせいただきた

いと思います。

○知事（東国原英夫君） 昨年度は官製談合事

件が発生し、また、今年度は不適正な事務処理

が判明するという、県政史上例のない事態に陥

り、県政の信用を大きく失墜いたしましたこと

を、県議会並びに県民の皆様に改めて深くおわ

び申し上げたいと思います。また、この結果、

平成17年度決算が不認定となり、18年度決算も

普通会計決算特別委員会で不認定とされました

ことは、大変不名誉で恥ずべきことであり、知

事としてまことに申しわけなく、大きな責任を

感じている次第でございます。今後は、入札・

契約制度改革や不適正な事務処理の再発防止に

職員が一体となって取り組み、県政に対する信

頼の一日も早い回復に努めてまいりたいと考え

ております。

○十屋幸平議員 次に、来年度の予算編成方針

についてお伺いしたいのですけれども、いろい

ろと質問が出てきましたので、私は知事が言わ

れる20年度の重点施策の３項目についてお聞き

したいのですけれども……。実際、事業化して

予算措置をきちんとしていくのかどうか、厳し

い財政状況の中で、そのあたりをどういうふう

にされるのか、その１点をお伺いしたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 来年度予算編成につ

きましては、厳しい本県の財政状況を踏まえま

すと、まずは行財政改革大綱2007の財政改革プ

ログラムに基づき、持続可能な財政構造への転

換に向けた取り組みを着実に推進することが最

重要課題だと考えております。一方で、本県が

抱える諸課題に的確に対応するため、20年度に

おきましては、地域活力の低下等に対応する

「中山間地域・植栽未済地対策」、少子化や医

師不足等に対応する「子育て・医療対策」、建

設投資の大幅な減少等により厳しい経営環境に

ある「建設産業対策」、その３つを特に重点的

に取り組む施策としたところでございます。し

たがいまして、私にとって初めての本格的な予

算編成となる20年度当初予算につきましては、

財政改革を着実に推進するとともに、選択と集

中の理念のもと、３つの重点施策を初め、優先

度の高い施策や事業に積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○十屋幸平議員 優先度の高い、プライオリ

ティーの高いところに積極的に取り組むという

ことは、とりもなおさず財政の裏づけがなけれ

ばできませんので、それは予算措置するという

ふうに理解したいと思います。
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そこで、３番目の建設産業に関するところで

―知事、きのうからずっと聞かれていて耳に

たこでしょうけれども―この３項目の重点施

策は、解決の糸口が目に見える形で県民に示し

ていきたい、そして今おっしゃったように重点

的にしたい、取り組みたいと。建設産業に対し

ては、予算措置をするということは公共投資を

するということとイコールだと思うところと、

執行部が考えていらっしゃるソフト事業を中心

に、経営、金融とか、そういう面の異業種転換

とか、そういうことをされるんだと私は思うん

です。しかし、きのうもありましたように、我

々自民党県議団としても、知事に対する要望書

として、前にありました生活関連枠とか防災に

対する予算枠という意味で別枠を設けていただ

きたいということを出しておりますよね。それ

に対する知事の見解を再度ここでお伺いしたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 本県の財政状況を考

えますと、その生活関連枠というのは非常に厳

しいかなということでございます。建設産業の

対策というのは、おっしゃったようにソフトの

部分、あるいは異業種に転職する場合、あるい

は相談窓口といったものの重点施策という意味

を含んでおります。

○十屋幸平議員 ですから、後ほど中小企業の

振興策にも触れますが、中小企業の中にも建設

産業はあるわけですね。そういうことからし

て、知事は先ほど中野議員の質問に対する答弁

の中で、企業誘致において一番社会インフラで

問題になっているのが交通網だと。いわゆる道

路ですよね。これは高速道路だけではなくて、

主要幹線道路、地域高規格道路、いろいろある

と思うんですが、その整備をすることも産業の

活性化につながる、とりもなおさず建設産業の

支援にもつながるというふうな考え方はできな

いでしょうか。知事にお伺いしたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） おっしゃるとおり、

交通インフラの問題というのは、産業、観光あ

るいは救急医療あるいは災害時等々で、命のラ

イフラインと私は言わせてもらっています。そ

のために建設促進大会を開いたり、あるいは国

にも強く要望をしております。おっしゃるよう

に、道路特定財源と暫定税率の延長・維持がな

されなければ、この宮崎県あるいは地方の道路

というのは整備が不可能ということでございま

すので、この確保については、今後とも国に強

く要望してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 きょう来るときに車の中で、

地方交付税の額、財務省が15兆円、総務省が16

兆2,000億円、そして１兆2,000億円の差が出る

と。そして、この前から言われております法人

二税3,000億円が回ってきたとしても、宮崎県に

どれほどのものが来るのかなというふうに心配

いたしております。そこで、知事に別な角度で

お尋ねしたいのですが、知事はブログも書かれ

ておりまして、講演会等でも100億円欲しいとよ

く言われるんですね。我々も伺っておりまし

て、どういう意味なのかなというふうに、

ちょっと理解できないところもありますので

―理解というか、わからないところがありま

すので―その意味を知事にお伺いしたいと思

います。

○知事（東国原英夫君） 本県の平成19年度６

月補正後の予算額は5,648億円余でありますが、

義務的経費などのように法令等により支出を義

務づけられている経費や、既定事業の実施のた

めの経費が大半であり、新規事業等の財源は一

般財源ベースでわずか18億円程度でございま
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す。私が申し上げている100億円というのは一つ

の例示ではありますが、知事就任以来、さまざ

まな方から地域の実情等をお伺いし、もう少し

財源があれば皆様の要望にこたえることができ

るのにと感じたことを、率直に申し上げた感想

でございます。また、100億円の財源が捻出でき

ないぐらい地方財政は追い込まれて疲弊してい

ることを訴えたい気持ちでもありました。この

ためにも、地方交付税を初めとした一般財源の

確保が何よりも重要かと考えています。去る11

月22日に、県内地方六団体の代表によります宮

崎県自治体代表者会議を開催しまして、地方交

付税の復元及び税財源の拡充強化を求める決議

を行いましたが、今後も全国知事会や九州地方

知事会等を通じて、国に強く要望してまいりた

いと考えております。

○十屋幸平議員 まさに地方交付税について

は、私も全く知事と同じでありまして、ぜひい

ろんな場で頑張っていただきたいと思います。

知事が言われる100億円には足りないかもしれま

せんが、一つ提案させていただきたいと思いま

す。県もいろんな意味で小さなお金をずっと積

み上げて、何千億というお金になるんですけれ

ども……。総務部長にお伺いしたいのですが、

宮崎県庁で使っている一般封筒と特殊封筒とい

うのがございますね。例えば一般封筒、これが

年間どの程度使用されているか、総務部長にお

伺いいたします。

○総務部長（渡辺義人君） 県で使用している

封筒につきましては、一般封筒と、今お話のあ

りましたように専用の封筒の２種類ございま

す。御質問の一般封筒につきましては、本庁で

平成18年度に購入した数―これは県庁の本庁

各課で共通して使用するという意味でありま

す。そういった意味での一般的な封筒でありま

すが、約54万8,000枚でございます。

○十屋幸平議員 54万8,000枚、これは印刷する

ときに単価契約とかを結ばれてやるんですが、

単価契約が5.8円ということで、これを掛け算し

ますと、６円としたときに320～330万円になる

と思うんですね。私はきのう、たまたま家に帰

りましたら、この封筒が届いておりました。こ

れが県が使っている封筒だと思います。以前の

ものに比べますと、本当に簡素に質素になった

と私も思っております。ですから、ここに各企

業の広告を入れてはどうかと。広告収入をいた

だいて封筒代を捻出するとか財源を確保する、

または財源を節約するという意味での提案をさ

せていただきたいと思いますが、知事、どうで

しょうか。

○知事（東国原英夫君） 広告収入というの

は、県のホームページのバナー広告とか県立芸

術劇場のネーミングライツといった新しい広告

の導入に取り組んでいるわけでございます。御

指摘の封筒というのは、その封筒の値段と新し

く印刷する値段―印刷代が高くなると思うん

ですが―その費用対効果といったものを勘案

し、他府県の取り組み等々も勘案して、ちょっ

と勉強させていただきたいと思います。

○十屋幸平議員 熊本では既に取り組んでいる

ところもありまして、少しではありますけど収

益を上げていっていると。これは収益を上げる

のが目的ではなくて、出すほうを抑えるという

ことで、印刷にかかった分だけ広告代をいろん

なところからいただいて、その分で封筒を印刷

すればいいではないかという考え方もございま

す。ですから、また一度勉強していただき、検

討していただきたいというふうに思います。こ

れは終わりたいと思います。

次に、産業の振興についてお伺いしたいと思
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います。

11月の倒産件数が14件あった、そして建設業

が多かったということは御案内のとおりであり

ます。有効求人倍率も全国では1.02、本県で

は0.65倍と、非常に厳しい状況が続いておりま

して、本県の経済は生産活動全体が弱い動きだ

というふうに言われております。このように、

都市と地方の格差は大きな隔たりがありまし

て、本当に我々も含めて、景気回復の実感がつ

かめていないのは県民等しいところじゃないか

なと思います。そして、知事の言われる「どげ

んかせんといかん」というのは、地方の悲鳴だ

と私は思うんですね。これは宮崎の方言だけで

はなくて、地方と都市の格差であって、悲鳴の

一つだと思っております。そこで、県内企業

の99.9％が中小企業である宮崎においては、地

元の中小企業の経営安定と活力の回復を図るこ

とが、経済の活性化と地域づくりに大いに役立

つものと考えております。宮崎ならではの個性

を目指して、大企業にはまねのできない技術と

か機動性を生かして地元中小企業の振興を図る

ことが、本県経済の発展と県民生活の向上につ

ながると思っております。そこで、中小企業振

興基本条例を制定すべきだと考えております

が、商工観光労働部長に見解をお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県内企業

の大部分を占める中小企業といいますのは、本

県経済の発展でありますとか雇用の確保に大き

な役割を果たしておりますので、その振興を図

ることは大変重要であるというふうに認識いた

しております。このため、県におきましては、

低利融資による金融支援を初め、新商品・新技

術の開発、取引拡大や商店街活性化のための支

援など、中小企業の振興に積極的に取り組んで

いるところでございます。御提案のありました

中小企業振興基本条例につきましては、既に他

県で制定されているものもございますので、そ

の状況等を今調査しているところであります

が、今後、その条例制定の効果等について、さ

らに研究を深めてまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 微妙なニュアンスで、調査、

そして研究する。調査しているけど研究する。

検討にはまだ至っていないのかなと思っており

ます。

そこでお伺いしますが、18年度と19年度の中

小企業振興策のために使った、当初予算に計上

された額は幾らになるのか、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 中小企業

関係の予算ということでございますけれども、

商工観光労働部の予算のうち、商工関係の４つ

の課の当初予算額でありますが、一般会計と特

別会計を合わせまして、18年度は425億1,263万

円余、平成19年度は、６月補正後になりますけ

れども、403億4,593万円余でありまして、その

大部分が中小企業の振興に関連するものでござ

います。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。それ

を踏まえて再度質問しますが、平成18年度決算

の主要施策の成果の評価ですけれども、それに

関するものが「順調」「概ね順調」と評価され

ております。しかしながら、これが本当に中小

企業振興に直接的に役に立ったのかというと、

私はちょっと疑問を持っております。先日の議

会でもありましたが、中小企業が元気になると

いうことは、県税の伸びとか県民所得がふえる

ことだというふうに思うんですね。政策評価

は、あくまで県がつくった政策に対する評価で
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あって、中小企業が元気になったということと

直結しているのかどうかというのが見えてこな

いというふうに思っております。そういう意味

でも、先ほどの条例の制定というのは、県が中

小企業に対して、これほどしっかり頑張ろうと

しているんだという公の立場で、中小企業の皆

さん、そして県民の皆さんを励ましたりする意

味を持って制定してはどうかという御提案であ

りましたので、再度、商工観光労働部長にお伺

いをいたしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 先ほども

お答えいたしましたけれども、現在、他県の条

例の内容等について部内で勉強を進めていると

ころでありますが、今後さらに、条例制定の効

果等について研究を重ねてまいりたいと考えて

おります。

○十屋幸平議員 次に、工業統計調査の活用で

すけれども、県内の有効求人倍率、先ほども申

しました0.65倍、延岡、日向が約0.4倍で推移し

ています。この分析と対策について、商工観光

労働部長にお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ハローワ

ーク延岡、日向管内におきましては、18年度ま

では有効求人倍率が低いながらも上昇傾向で推

移していたのでありますけれども、19年度に入

りましてからは、建設業の大型倒産等もあり、

離職者が増加するとともに求人が減少するな

ど、大変厳しい情勢となっております。このた

め、地域雇用開発促進法に基づき、新たな雇用

機会の開発や職業能力開発の促進等を内容とす

る県北地域雇用開発計画を10月に策定いたしま

して、事業主に対する支援の強化を図っておる

ところでございます。また、11月には、県や宮

崎労働局など関係機関による県北地域雇用対策

連絡会議を設置いたしまして、雇用対策の総合

的な連絡調整及び新たな雇用の創出に向けた施

策の検討を行っているところでございます。

○十屋幸平議員 次に、ことしの３月に高校を

卒業された生徒さんの就職決定状況ですけれど

も、県内が58％、県外が42％。こういう人材が

県外へ流出するということは、産業の振興にお

いても大きなマイナスだと考えます。この点

で、地場企業の活性化を図らなければならない

と思っておりますが、商工観光労働部長の見解

をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県民の働

く場を確保するためには、雇用創出効果の高い

企業誘致とあわせまして、本県産業の基盤を担

う地場企業の振興を図ることが大変重要である

というふうに認識いたしております。このた

め、県におきましては、これまでも工業技術セ

ンター等による技術指導でありますとか、もの

づくりの現場を支える人材の育成に努めるとと

もに、取引あっせん等による受注機会の拡大あ

るいは金融支援などを通じ、中小企業の経営基

盤の強化を図っております。加えまして、産学

官連携によります新商品・新技術の研究開発や

専門家派遣による県産品の開発強化、あわせま

して北部九州で展開されております自動車関連

産業への参入・取引拡大に向けた取り組みな

ど、次代を担う企業の育成に努めているところ

でございます。今後とも、関係機関との連携を

一層強化しながら、地場企業の育成支援策を積

極的に展開してまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 次に移りたいと思います。議

会配付資料、お手元に配られていると思いま

す。宮崎県の製造品出荷額等の順位は、１位が

食料品、２位が電子、３位が化学となっていま

す。また、県内の地域ごとの業種別製造出荷額

等構成比では、西都児湯地域、西諸県地域、都
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城北諸県地域が食料品の比率が高くなっており

ます。そして、電子は宮崎東諸県地域、化学は

県北地域が高くなっております。こういうふう

に地域特性がはっきりとあらわれておりまし

て、大きな企業がその地域の経済を牽引してい

るのではないかということがおわかりいただけ

ると思います。つまり、そういう企業のある中

で、そういう力強い部分をさらに強化していく

ことが、産業の振興に結びつくのではないかと

思っております。商工観光労働部長の見解をお

伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 県内の各

地域の産業構造の特性につきましては、議員も

おっしゃいましたように、誘致企業であります

とか大企業の立地が大変大きな影響を与えてお

ります。このため、県におきましては、これら

の企業と地場の中小企業との取引拡大を目指し

た取り組みへの支援などに力を入れているとこ

ろであります。また、本県の豊かな農林水産資

源を生かしまして、産学官連携によります研究

開発を積極的に推進しており、例えば県央部に

おける地域結集型共同研究事業や県北部の都市

エリア産学官連携促進事業など、バイオ分野で

の大型研究プロジェクトを展開いたしておりま

す。さらに、地域資源を活用した商品開発の支

援など、国において新たに始められた事業も積

極的に活用しながら、地域の特性、強みを生か

した効果的な地場産業の振興策を進めてまいり

たいと考えております。

○十屋幸平議員 ３枚目をちょっと見ていただ

きたいのですが、製造品出荷額等約１兆3,000

億、全国で44位と、かなりまだ低うございます

ので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

その頑張るためにも、18年の工業統計調査の結

果をどのように分析して今後の施策に生かして

いくか、今後の取り組みについて商工観光労働

部長にお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 18年の工

業統計の結果によりますと、全国的な傾向でも

ありますけれども、事業所数が減少する一方

で、１事業所当たりの従業者数は増加する傾向

にございます。しかしながら、製造品出荷額

等、付加価値額は、18年は若干増加しておりま

すものの、全国と比べると低い水準でございま

すので、企業誘致の推進はもとより、地場企業

の新分野への進出、あるいは技術高度化を支援

するなど、今後とも本県工業の振興に積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 それでは、次に移りたいと思

います。中国木材の関係についてお尋ねをした

いと思います。

新みやざき創造戦略の中でも、「大口需要者

の国産材への回帰現象に対応するため、県産材

を安定的に供給する体制整備をモデル的に構築

し、大口需要者へ販路拡大するとともに、山元

の収益の向上を図る」と明記されています。こ

れまで県として、中国木材と何回ぐらい―あ

いさつもあったでしょうし、会合もあったで

しょう―会われたのか、そしてどのような話

をされたのか、環境森林部長にお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 本年１月末の

県に対する中国木材株式会社の日向市進出計画

の概要説明の後、これまで県と会社は12回の会

合等を持っております。この中で、会社から

は、日向市進出の計画概要や会社の概要、ある

いは説明会開催に向けた地元業界との協議状況

などについて説明をいただいているところであ

ります。また、県からは、原木調達等の具体的

な計画を、地元業界に対しまして早期に説明す
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るよう要請しているところであります。

○十屋幸平議員 ちょっと角度をまた変えま

す。今月、副知事は―広島県呉市出身という

ことで、中国木材も呉ですよね―社長とお会

いになられたということですが、それが表敬訪

問だったのか、具体的内容があったのか、どの

ような話をされたのか、お伺いしたいと思いま

す。

○副知事（河野俊嗣君） ただいま御指摘のよ

うに、12月５日に中国木材の堀川社長の訪問を

受けてお会いしたところであります。堀川社長

としては、私が呉出身ということを聞かれて、

あいさつに行ってみようかということだったと

思います。私といたしましても、出身地にこの

ような企業があるということを実は認識してお

りませんで、改めてそのような企業があったん

だというような話を申し上げたんですが……。

この日向市進出に関しましては、社長から、急

がず地元とじっくり話し合っていくということ

でございますとか、物流コストを削減するとい

う観点からは港というものが非常に重要なんだ

というようなお話を伺ったところでございま

す。

○十屋幸平議員 副知事もお会いになって、す

ばらしい企業ということでございますし、地元

との協議をじっくりしたいという話をされたと

いうことでございます。

次に、我々が議会とかでいろんな説明を受け

ますが、先ほど部長が12回会って概要とかの説

明を受けたと言うんですけれども、これは宮崎

県の林業・木材産業の活性化の好機だと思うん

です。ですから、先ほど事業計画の資料提出を

求めているということでございましたが、県と

して、もう少し積極的に、地元との調整役にな

るべきではないかなと思ったりもしているので

すが、環境森林部長、そのあたりの見解をお伺

いしたいと思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 中国木材の進

出につきましては、安定的な木材需要や新たな

雇用が生まれるなど、林業・木材産業の活性化

につながるものと期待いたしております。進出

計画に対する賛否両論がある中で、９月には

「耳川流域の林業・木材産業の健全な発展を考

える会議」が、地元の森林所有者や製材業者な

どで設置されたところであります。この会議の

テーマの一つとして、中国木材の進出問題も取

り上げられており、議論が始まっておりますこ

とから、県もこの会議に参加して、本県林業の

発展に向けて適切な助言などを行っているとこ

ろであります。一方、会社としましても、地元

業界と十分話し合いをして、理解を求めていき

たいという意向でありますので、県としまして

は、地元業界と会社が共存共栄できる着地点を

探る中で、状況に応じて適切に対応してまいり

たいと考えております。また、会社に対しまし

ては、早期に具体的な事業計画等の資料を作成

の上、業界に対して説明を行うとともに、あわ

せて県にも説明をいただくように求めておると

ころでございます。

○十屋幸平議員 この前のいろんな説明とか話

を聞いたときよりも一歩進んだような、今の御

答弁でございましたので、よりしっかりとやっ

ていただきたいと思います。

北部広域行政事務組合からの要望とか、南郷

区の皆さん904名の署名をつけた日向市への要望

とかが出されております。そして、山のほうは

じりじりと待っているんですね。材価も現実に

厳しくなってきているようでありますので、企

業の経営ではありますけれども、本当に県も市

も両方手を携えてやってほしいと思うんです。
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企業誘致・立地、どちらにしても、環境森林部

長、商工観光労働部長も当然そうなってきます

と関係しますので、積極的な調整とかも含めて

どういうふうなお考えか、見解を求めたいと思

います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 中国木材

の進出におきましては、先ほど環境森林部長が

共存共栄とかいう表現を使いましたけれども、

まず同社と地元業界で十分に話し合っていただ

く必要がございます。また、そのための協議の

場も既に始まっているということでございま

す。商工観光労働部といたしましては、環境森

林部と情報を共有しながら、両者間の話し合い

の推移を見守ってまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 今、両部長といろいろ議論さ

せていただきましたが、それについて知事の御

見解があればお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 中国木材の進出につ

きましては、私といたしましては、新たな雇用

の創出とか安定的な木材需要が生まれるなど、

地域経済の活性化につながるものと考えており

ます。現段階では、会社がみずから、まず地元

業界と十分話し合いをし、理解を求めていきた

いと言っておられます。また、地元におきまし

ても、森林所有者や製材業者等による協議の場

が設置され、議論が始まったと聞いております

ので、この議論の内容等々を積極的に見守って

いきたいと思っております。

○十屋幸平議員 微妙な―積極的に見守ると

いうのが、表現としてはどっちに判断していい

のかなと。積極的に見守る―非常に難しい判

断ですが、知事に期待しておきたいと思いま

す。

中国木材に関して、先ほど副知事のほうから

もありました港の話を１点だけさせていただき

たいと思います。細島港自体は、入港する総ト

ン数が平成元年は1,100万トンあったものが、平

成元年を境に平成17年、400万トン台まで減少し

ております。コンテナの取扱数も年間２万2,000

個台で推移しておりまして、志布志とか大分と

か伊万里とか、そういう着実に伸ばしている港

と差がついてきております。そういう港の伸び

てきた主な要因としては、コンテナ取り扱いへ

の補助とか船荷証券への助成など、そういうイ

ンセンティブを図っております。宮崎県として

は、この状況をどうとらえているのか、また、

このような制度の導入に取り組む考えはない

か、県土整備部長にお願いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 細島港は、本

県の国際コンテナ貨物の拠点港でございまし

て、これまでも利用促進に向けて、日向市とか

関係団体等と連携した積極的なポートセールス

を実施するとともに、港湾利用者の負担軽減の

ためにガントリークレーンなどの使用料減免を

行っております。その結果、ことしの11月から

釜山への航路が１便ふえ、コンテナ航路が週７

便になるなど、利便性の向上が図られたところ

でございまして、今後ともコンテナ取扱量の増

加に向け、より一層ポートセールスを強化して

まいりたいと考えております。コンテナ取り扱

いへの助成につきましては、他県の実施状況と

か関係団体等の意見も聞きながら、その必要性

について研究してまいりたいと考えておりま

す。

○十屋幸平議員 この件につきましては、また

別な機会に議論したいと思います。

社会インフラの整備について御質問させてい

ただきます。

この道路整備は、先ほども県道、国道いろい
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ろ議論がありまして、宮崎県は全国と比べて国

道で44位、県道で37位、国県道で38位、九州で

最下位と。県道の中でも、地域の産業経済の基

盤を結ぶ主要地方道と言われるもの48路線、こ

の改良率が73.3％、そして一方、日常生活に直

結して利用されている一般県道147路線の改良率

が46.7％と、これまた最悪なんです。このよう

な道路状況の中で、自動車保有台数、運転免許

取得率は九州で一番であります。一番道路を

使って道路特定財源に貢献している宮崎県民の

道路が一番悪いとは、本当に皮肉なことです。

知事もこの点、十分御理解いただいていると思

うんです。そこで、県内１時間構想があると思

うんですけれども、その具現化と進捗状況、ど

の程度進捗しているのか。

そしてまた、県内各地域から出ている国県道

路整備の要望箇所数は幾つあるのか、県土整備

部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 県におきまし

ては、県内１時間構想の早期実現に向け、高速

道路を初め県内道路網の整備に鋭意取り組んで

いるところでございます。特に、構想の骨格を

なす高速道路の整備促進が重要課題でございま

して、東九州自動車道門川―西都間について

は、平成22年度から26年度までの順次開通予定

であることが西日本高速道路株式会社から示さ

れ、宮崎市から延岡市間の拠点都市間１時間ア

クセスの達成にめどが立ったところでございま

す。さらに、隣接市町村間の１時間アクセス率

という指標で御説明いたしますと、現状が87.5

％になっておりますが、平成26年度には93.3％

へと改善を見込んでおります。また、第３次救

急医療施設への60分カバー人口の割合は、現状

では83％でございますけれども、26年度には91

％へと改善を見込んでおります。これらによ

り、生活圏、経済圏の拡大によります利便性の

向上や産業活動の活性化の促進に大きく寄与す

るものと考えております。県といたしまして

は、今後とも、高速道路はもちろんのこと、そ

れを補完いたします国道、そして生活を支える

県道の整備促進に全力で取り組んでまいりたい

と考えております。

次に、県内各地から出されている国県道の整

備要望の箇所はどのくらいあるのかという御質

問でございます。現在、事業化に至っていなく

て、いろいろ御要望いただいている箇所数でご

ざいますけれども、今年度、各地域から出され

ております御要望につきましては、国道で19カ

所、県道で94カ所となっております。

○十屋幸平議員 ありがとうございます。それ

こそ１時間構想でまだまだあと７年かかります

ので、100％になるのはなかなか難しいのでしょ

うけれども、できるだけ早く整備をお願いした

いと思います。今、要望箇所が合計すると113カ

所あります。これほど道路整備がおくれた理由

と今後の取り組みについて、再度、県土整備部

長にお伺いいたします。

○県土整備部長（野口宏一君） 本県は、人口

が全国の約１％でありますが、県土は２％と広

大な面積を持っており、その約８割を山間部が

占めております。また、大淀川とか五ヶ瀬川で

ございますとか、大きな河川によりまして地域

が分断されており、全国的に見ましても厳しい

地形条件にあるなど、さまざまな要因が重なり

まして、道路整備がおくれたものと考えており

ます。国県道の整備につきましては、東九州自

動車道へのアクセス道路、地域高規格道路、都

市部及びその周辺部での渋滞対策のための道

路、災害時の孤立化解消を図り救急医療施設へ

つながる生命線道路などを重点項目といたしま
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して、整備を進めているところでございます。

財政状況が大変厳しい中ではございますが、今

後とも、引き続き計画的な用地取得やコスト縮

減を図りながら、効率的・効果的な道路整備に

努めてまいりたいと考えております。

○十屋幸平議員 同じ宮崎に住んでいて、困っ

ているところとか便利になったところ、いろい

ろとあると思うんですが、財政的にも、平成７

年度、８年度は、約800億円と796億円を道路橋

梁費として使っております。平成19年度は395億

円、約半分ですね。財政状況をいろいろ考える

と、しようがないと一言で片づくのかもしれま

せんけれども、この一般県道の46％の改良率を

どうするのか。生活道路です。そういうところ

を、先ほど知事、生活関連枠ということで申し

上げたのですが、そういう意味もあるというこ

とを御理解いただきたいと思うんです。そうい

うところの改良率をどういうふうに上げていく

のか、県土整備部長にお伺いしたいと思いま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 本県におきま

しては、現在、広範囲な交流・連携を支援し、

より多くの県民の皆様にとって利便性の高い県

内道路網の骨格となります国道や主要地方道の

重点整備に取り組んでいる状況でございます。

さらに、一般県道につきましても、急カーブや

離合困難箇所の局部的な整備や、歩行者、自動

車の多い通学路の歩道整備など、県民の生活に

密着した箇所について、緊急度の高いところか

ら順次整備を進めている状況でございます。今

後とも、体系的な道路交通網の整備を計画的に

進めていきたいと考えております。

○十屋幸平議員 緊急度・必要度の高いとこ

ろ、いわゆる選択と集中、プライオリティー、

ＢバイＣ、いろいろな言葉が出てきますが、国

の言葉じゃないんですけれども、「真に必要な

道路」、本当に必要な道路とは宮崎では何なの

か、宮崎ではどのように考え、何を基準とする

のか、再度、県土整備部長にお願いしたいと思

います。

○県土整備部長（野口宏一君） 本県におきま

しては、地域間格差の拡大、人口減少・高齢社

会の到来など、経済社会情勢が大きく変化する

中、地域間の競争力、成長力の確保ですとか地

域の活性化のために、必要な道路整備を計画的

に進めることが重要であると考えております。

このような中、本県での真に必要な道路整備と

いたしましては、広域的な交流・連携を促進す

る高速道路の早期整備を初めといたしまして、

インターチェンジへのアクセス道路及び地域高

規格道路の整備、災害時の孤立化解消を図り、

救急医療施設へつながる生命線道路の整備、都

市圏の渋滞対策のための道路整備、買い物、通

勤、通学、通院など日常生活に密着した道路整

備、さらに橋梁など道路構造物の維持修繕など

による既存ストックの有効活用が重要であると

考えております。本県の真に必要な道路につき

ましては、県民の皆様の御意見を十分踏まえな

がら、着実に整備を進めてまいりたいと考えて

おります。

○十屋幸平議員 日向のことをちょっと要望し

たいと思うんですが、県道高鍋美々津線、これ

は災害のときに10号線の迂回路として大変重要

な県道だと思います。それで、県道高鍋美々津

線の整備について、県土整備部長にお伺いした

いと思います。

○県土整備部長（野口宏一君） 県道高鍋美々

津線でございますけれども、国道10号のバイパ

ス的機能も有していることから、現在、川南町

の通山工区、都農町の岩山工区で整備を進める
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とともに、都農町―日向市間につきましては、

日向市と連携しながら、整備着手に向けまして

道路整備計画のルート等について調査を進めて

いる状況でございます。残る国道10号西側の区

間につきましては、現在のところ整備計画はご

ざいませんけれども、他の事業中箇所の進捗等

を勘案しながら検討してまいりたいと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 いろんな道路で113カ所もあれ

ばなかなか難しいと思うんですが、ぜひお願い

したいと思います。

それから、先ほども言いましたが、財政が厳

しい中で約半分になったと。それで、橋梁、ト

ンネル等の維持補修についてお伺いしますが、

先日、日向市では東郷橋が一部崩落しまして、

今、通行どめになっております。アメリカでも

同様に橋が壊れて犠牲者が出たりしております

が、決して他人事ではないと思うんです。そこ

で、県内に橋が約2,000本あると言われておりま

すけれども、その対策として、国のほうから長

寿命化修繕計画策定事業が出されております

が、これについて県はどのように取り組むの

か、そしてまた、トンネルとかのり面、そうい

うことも含めて御答弁をお願いしたいと思いま

す。県土整備部長にお願いします。

○県土整備部長（野口宏一君） 長寿命化修繕

計画策定事業は、従来の対症療法的な修繕から

予防保全的な施設管理へと転換し、修繕、かけ

かえに係る費用の最小化・平準化を図りつつ、

橋梁の安全性・信頼性を確保することを目的と

するものでございまして、今年度から国庫補助

事業として創設されたものでございます。本事

業の対象となる橋長15メートル以上の県管理の

橋梁は934橋ございまして、今後、耐用年数を超

える橋梁が増加することから、近い将来、多額

のかけかえ費用が必要となってまいる状況にご

ざいます。こうしたことから、県といたしまし

ては、平成16、17年度に調査した点検データを

もとに、橋梁ごとに長寿命化修繕計画を今年度

から３カ年かけて策定することとしておりま

す。今後は、この計画に基づき、点検、補修等

を実施してまいります。また、15メートル未満

の橋梁ですとかトンネル、のり面などにつきま

しても、今後、同様の手法により検討してまい

りたいと考えております。

○十屋幸平議員 ですから、今言われたとお

り、非常に財政が厳しい中で、社会資本のス

トックを、よく言われるアセットマネジメント

（資金管理運用）をちゃんとしないと、金がな

い中でこれをやっていかなきゃいけない時代が

来るわけですね。ですから、しっかりと計画を

立てていただいて、それに合わせて―我々も

地区住民から、県道を整備してくれとか、あれ

をしてくれとか、いろんなことを言われますの

で―そのあたりをしっかりとやっていただき

たいと思っております。

次に、特別支援教育についてお伺いしたいと

思います。先ほど壇上で申しましたように、教

育長には、これまでもいろんなことをやってい

ただきました。しかし、まだまだ要望も多数あ

ると思います。特に、高等部の未整備は私の今

期の大きなテーマでありますので、一生懸命取

り組みたいと思っております。県内には宮崎

南、日向、児湯、小林地区、こういう養護学校

の保護者から高等部の設置要望が上がっている

んです。今後の取り組みについて、教育長の見

解を求めたいと思います。

○教育長（高山耕吉君） 高等部の設置につき

ましては、これまで全県的・総合的な視野に立

ちまして、計画的に整備を進めてきたところで
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ございます。今後につきましては、現在策定を

進めております宮崎県特別支援学校総合整備計

画の中で、十分検討してまいりたいと考えてお

ります。

○十屋幸平議員 本当に十分検討すると言われ

ます。先ほど壇上からの質問のときに、７回の

計画で６回策定委員会を開かれて、今年度末に

その答申を出されて、来年度中に計画を策定す

ると。ということは、平成20年度に計画をつく

るということだと思うんですね。そうすると、

今、要望を出されている保護者の方々は待ち切

れない、活動をずっと何年も何年もやってきて

まだ計画か、そういう強い要望があると思うん

ですね。それで、中間報告を読ませていただい

たら、こういう文言がありました。高等部設置

についてですけれども、「地域就学の観点か

ら、すべての高等部未設置校で高等学校等の余

裕教室等を有効活用した高等部設置について検

討すべきである」と。結果、最終報告が出るん

ですが、現在こういう要望が出ている地区に高

等部を―中間報告ではありますけれども、

「検討すべきである」という文言をとらえて

―つくると、つくりなさいというふうに私は

読めるんですよ。勝手に読んではおりますけれ

ども……。そのあたりをつくるというふうに理

解していいのか、教育長に再度お願いしたいと

思います。

○教育長（高山耕吉君） 要望の出ております

４地区の高等部の設置についてでありますけれ

ども、ただいまお答えいたしましたとおり、宮

崎県特別支援学校総合整備計画を策定中でござ

いますので、今後、十分検討してまいりたいと

考えております。御理解いただきたいと思って

います。

○十屋幸平議員 知事も私も同席したことがあ

りますが、先週ですか、児湯養護の方も要望さ

れたと思うんですけれども、障がい児を持たれ

る保護者の方々は、高等部設置をなぜこれだけ

要望するかということなんですね。これはあく

までも、学校に行って、最終的には、障がいを

持っている子供たちが学校を卒業した後に、そ

の地域で働きながら、その地域で暮らしたいと

いうことの一つの方法なんですよ。ですから、

こういうところをしっかりと受けとめていただ

いて―これは当然財政的なものが出てくるか

と思います―そういうところをちゃんと、教

育委員会のほうも20年度―私にすれば20年度

じゃなくてもっと早く―の早い時期にそうい

う計画をつくって、計画のもとにどんどん進め

てほしいという思いがあります。それには、

はっきり申し上げまして、計画をつくっても財

政的な措置がなければ、知事の決断がなければ

できません。ですから、そういうことを踏まえ

て、障がいを持っている子供たちがその地域の

中でしっかりと生活できるということを踏まえ

て、知事にも教育長にも強く要望して終わりた

いと思います。（拍手）

○中村幸一副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、８番山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） ６月議会に

続きます２回目の登壇であります。きょうは、

私のふるさと中郷からたくさんの方においでい

ただきました。中郷は、知事の出身地でありま

平成19年12月13日(木)
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す―お生まれは末吉町なんですが―その隣

でありまして、きょうは、知事も一方ならぬ親

しみを持って御出会をいただいております。市

議会時代から何回か、こういう壇上に立たせて

いただきましたが、私の家族、後援会の皆さん

方に来ていただきましたのは初めてでありま

す。

それでは、通告に従いまして、農政問題、環

境問題と新エネルギー対策、一般廃棄物最終処

分場跡地問題の３点について、知事、企業局

長、所管部長にお伺いしてまいります。

質問に入ります前に、先月22日にお亡くなり

になりました江藤隆美元衆議院議員に、心から

哀悼の意を表したいと存じます。10月６日、２

年に一度の宮崎県の畜産共進会が児湯家畜市場

にて盛大に行われました。私は、ちょうど江藤

隆美元衆議院議員の隣の席におりまして、長い

時間、話をする機会があり、畜産に対する思

い、また酪農の置かれている厳しい状況等、実

に熟知されておりまして、私にも励ましをいた

だいたところでありました。まだまだ御指導い

ただきたいことがたくさんあっただけに、まこ

とに残念でなりません。心より御冥福をお祈り

いたします。

さて、宮崎牛が日本一。５年に一度の和牛オ

リンピックと称される第９回全国和牛能力共進

会が、去る10月11日から14日まで鳥取県で行わ

れ、本県の28頭の出場を含む38道府県から494頭

の和牛が参加し、それぞれ競われました。そし

て、本県代表が９部門中７部門で首席を獲得

し、また首席の中から特にすぐれた種牛と肉牛

に贈られる最高賞の内閣総理大臣賞を独占し、

さらに新設の出品対策技術表彰においても首席

に輝き、文字どおり日本一の栄冠をかち取りま

した。この快挙は、子牛繁殖から肥育まで、生

産農家が緑豊かな宮崎の大地で丹精込めて育て

た情熱のあかしであります。また、日本有数の

和牛生産地であります本県が世界に誇る、宮崎

牛ブランドの実力の高さを証明するものであり

まして、畜産関係者のみならず、県民115万人の

大きな喜びと自信になるものであります。そこ

で、知事に、今回の和牛能力共進会における結

果をどのように評価されているのか、お伺いを

いたします。

次に、環境問題と新エネルギー対策について

お伺いをいたします。

まず、環境問題でありますが、中でも、緊急

の課題とされております地球温暖化対策につい

てであります。昨今、熱帯地方のスコールも、

想像を絶するほどの集中豪雨の情報や、日本で

は夏の気温が40度を超えることも珍しくなくな

りました。北海道では毎年、水稲の冷害で悩ま

されておりましたが、今では日本一うまいとさ

れる米地帯になっているなど、昔では到底考え

られない現象が起こるようになりました。本県

でも、防災営農で取り組んだ早期水稲が、７月

上旬の台風上陸により多大な被害を受けたばか

りであります。

地球温暖化対策といたしましては、平成９

年12月に開催されました地球温暖化防止京都会

議におきまして、環境問題に先進的なヨーロッ

パの国々のリードで京都議定書が締結され、平

成16年のロシアの参加で55カ国を超えたことに

より、平成17年２月16日に発効し、国際的にも

その対策が急務とされております。議定書で

は、日本は平成20年から24年の５年間で、この

期間におけるＣＯ２等の温室効果ガスの年平均排

出量を、基準年の1990年比で６％削減すること

になっております。しかしながら、我が国で

は、環境省の発表によりますと、平成17年度



- 263 -

平成19年12月13日(木)

は1990年比プラス7.7％ということで、ドイツの

マイナス18.4％に見られますように、押しなべ

てマイナスを達成しているヨーロッパの国々と

取り組みに差が見られます。国は平成10年に、

京都議定書の削減目標を達成するために地球温

暖化対策大綱を定め、国の責任と同時に、地方

にも一定の役割を期待しております。公共の交

通機関の利用や節電・節水、マイバッグ持参な

ど、既に取り組んでいらっしゃることと思いま

すが、さらに全県的に新たな発想の県民運動的

な取り組みを行うべき時期にあるのではないで

しょうか。この点につきまして、知事の見解を

求めます。

次に、新エネルギー対策についてお伺いいた

します。地球温暖化対策の有効な取り組みの一

つとして、自然エネルギーの活用があります。

国が進めております新エネルギーの定義に当て

はまるものでありますが、その中でも本県は、

水資源を活用した水力発電、森林資源・農業資

源を活用したバイオマス発電、快晴日数が全国

トップクラスという恵まれた日照条件を生かし

た太陽光発電など、大変有望な分野がありま

す。県におかれましては、国の「新エネルギー

利用等の促進に関する特別措置法」の施行を受

けまして、平成16年に「宮崎県新エネルギービ

ジョン」を策定され、以後、県レベルでの新エ

ネルギー導入の促進を推進されているところで

あります。これは、化石燃料の有限性、地球温

暖化対策からも大切な施策であると同時に、石

油価格の高騰を見ますときに、コスト意識のみ

での判断が排除されるべき情勢の変化と相まっ

て、積極的な展開が期待されるところでありま

す。そこで、地域生活部長にお伺いいたしま

す。「宮崎県新エネルギービジョン」策定後の

県の新エネルギー導入に対する取り組み状況と

今後の展開について、お伺いをいたします。

次に、一般廃棄物最終処分場跡地問題につい

て、環境森林部長にお伺いをいたします。

日本は、戦後の復興期から飛躍的な発展を遂

げてまいりました。戦後、食糧難の時代から飽

食の時代へ、消費は美徳と言われ使い捨ての時

代となりまして、今や、世界に肩を並べる経済

発展を遂げてまいりました。その一方で、昭

和40年代から多量のごみが発生するようになっ

てまいりました。当時、不用なものが不法投棄

された結果、社会問題となり、その対策とし

て、各行政の取り組みの一つに、一般廃棄物最

終処分場としての埋め立てが始まりました。こ

の処分場に埋め立てられた廃棄物は、ガラス、

陶器類、金属類、瓦れき及びプラスチック類な

ど不燃物主体でありますが、有害ガス、地下水

の汚染、ダイオキシン等の有害物質の発生等が

懸念され、法改正により、遮水工等の整備がな

されていない施設は使えなくなってまいりまし

た。これらの処分場は適正な改善をしないと廃

止できないとのことで、大変大きな問題となっ

ております。このような問題を抱えている行政

が、全国及び本県で何カ所ほどあるのか、お伺

いをいたします。

以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えする

前に、御認識をいただきたいと思いますが、

私、生まれも育ちも都城でございまして、末吉

というのは今、両親が住んでいるところでござ

います。御認識いただければと思います。

お答えいたします。

第９回全国和牛能力共進会の評価についてで

ございますが、本県の出品牛は、９部門のうち

７部門で農林水産大臣賞を受賞し、さらに、種
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牛、肉牛の両部門において内閣総理大臣賞を独

占するなど、日本一の栄誉に輝いたところであ

ります。また、出品牛28頭すべてが優等３席以

内に入賞しており、改めて本県和牛の質の高さ

と層の厚さを全国に発信できたと感じておりま

す。これは、「太り易く、飼い易く、肉質の良

い宮崎牛」という改良方針に沿って、肉用牛農

家や畜産関係団体が長年にわたり取り組んでき

た成果が高く評価されたものと考えておりま

す。今回受賞されました肉用牛農家を初め、畜

産関係者のたゆまない努力に対して、心から敬

意を表する次第でございます。

続きまして、地球温暖化対策についてであり

ます。地球温暖化は、人類や生態系に影響を及

ぼす大変重要な問題であり、本県においても積

極的にその対策に取り組んでいかなければなら

ないと考えております。このため県では、「新

みやざき創造計画」におきまして、地球温暖化

防止に貢献する社会づくりを推進していくこと

にしております。

具体的には、平成18年３月に策定した「宮崎

県環境基本総合計画」に基づき、県民一人一人

による二酸化炭素削減のための実践活動の促進

や、二酸化炭素の吸収源となる健全で多様な森

林づくりを推進いたします。さらに、本県の自

然特性を生かした太陽光エネルギー、バイオマ

スエネルギーなどの新エネルギーの導入促進な

ど、地球温暖化対策を総合的に展開していくこ

ととしております。今後とも、地球温暖化防止

に向けて、県民、団体、事業者、行政が一体と

なって、まさに県民総力戦で臨んでいきたいと

思っております。〔降壇〕

○地域生活部長（丸山文民君）〔登壇〕 新エ

ネルギー導入に対する取り組み状況についてで

あります。新エネルギーにつきましては、環境

へ与える負荷が小さいという特性を有するとと

もに、そのほとんどが地産地消型であり、国際

情勢の変動や災害等の影響を受けにくいことか

ら、エネルギーの安定供給の確保に、地域レベ

ルで貢献できるという特性があります。このよ

うなことを踏まえ、県では、平成16年３月に策

定した「宮崎県新エネルギービジョン」に基づ

きまして、本県の恵まれた日照条件を利用した

太陽光発電や、全国有数の畜産県、林業県であ

ることを生かしたバイオマス発電など、宮崎な

らではの新エネルギーの導入促進に取り組んで

おります。

具体的には、県有施設への太陽光発電の率先

導入や、一般県民を対象としたセミナー等の開

催による普及啓発、民間におけるバイオマス発

電への取り組み支援などを行っているところで

あります。今後とも、県といたしましては、県

民、事業者、市町村等と連携しながら、本県の

地域特性や資源を生かした新エネルギーの導入

促進に、積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。以上です。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

一般廃棄物の不適正最終処分場の箇所数につ

いてであります。不適正最終処分場は、その埋

立地からの浸出水による河川や地下水などへの

汚染を防止するための設備が整備されていない

処分場でありますが、平成10年３月の旧厚生省

の公表によりますと、全国では、最終処分

場1,901施設のうち538施設、本県では、37施設

のうち28施設となっております。以上でありま

す。〔降壇〕

○山下博三議員 それぞれ答弁ありがとうござ

いました。

知事に、またお伺いしたいと思いますが、12
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月４日、今回の和牛能力共進会の宮崎牛日本一

達成記念パーティーがありました。私も出会さ

せていただいたんですが、そのときの知事のあ

いさつの中で、皆様の長年の御苦労に感謝しな

がら、せっかく宮崎の農産物をＰＲしているん

だが、いわゆる偽装事件、ウナギがあったり、

地鶏が出ましたり、そのことに対しての残念無

念という思いだっただろうと思うんですが、知

事は言葉を詰まらせられました。本当に涙を出

さんばかりの知事の姿というのを、私はそのと

きに初めて拝見させていただきました。きの

う、清水寺で行われました揮毫で、ことしの日

本を象徴する言葉、これがくしくも偽装事件の

「偽」、にせという言葉を貫主が書かれまし

た。まさしくこういうことが象徴された１年で

あったなという思いで、きのうもテレビのニュ

ースを見せていただいたんです。そのときに、

農家は食の安全・安心に努力し、それを知事が

トップになって売っていただこう、これを我々

も原点に返り努力していかないといかんなとい

う思いになったところであります。

全国共進会で宮崎の日本一が決まりましたと

きに、知事はマスコミの取材の中で、「今回お

墨つきがついて売りやすくなった」と、ダブル

受賞を歓迎され、さらに、「松阪・神戸・米沢

・佐賀牛との対決図式で売ると、ブランド力が

上がるのではないか。メディアで企画できたら

おもしろい」と話しておられます。このことは

広く県民が願っておるところでありますが、年

末年始に向けて、知事のＰＲのお考えがあれば

お示しいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 今回の宮崎牛の内閣

総理大臣賞受賞というのは、私も個人的に大変

うれしく思いました。そして、誇りに思いまし

た。皆さんに感謝申し上げたいと思います。宮

崎牛は名実ともに日本一であるというブランド

を確立するために、今後とも精力的にテレビ・

ラジオ、新聞、雑誌等を含めてメディアで一生

懸命ＰＲしていきたいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。この

前のお祝いの席上では、年始に審査員で出られ

る番組で、牛の面をかぶるか、鶏の面をかぶる

か、そういう形で出たいということも言ってお

られましたし、皆さん本当に期待をされており

ますから、ぜひ頑張っていただくとありがたい

と思っております。

農政水産部長にお伺いをしたいと思います

が、今回いかに全国共進会の成績が優秀であっ

たか、このことについてちょっと触れてみたい

と思うんですが、実は調べてみましたら、10年

前の全国共進会が―５年に一回行われますか

ら―平成９年、岩手県で行われております。

このときは、隣の鹿児島、宮崎がそれぞれ３部

門で首席をとっておるんです。そして、５年

前、この全国共進会、岐阜県で平成14年に行わ

れているんですが、このときに鹿児島県は６部

門で首席をとっています。宮崎は首席は１頭も

いなかったんです。それから、この５年間、農

家、各団体、ＪＡを初め、本当に努力をされて

まいりました。この前、和牛農家の人と一緒に

なりましたら、全国共進会の予選会が平成19年

８月７日に行われております。そのときのブッ

クをお預かりしたんですが、すべては日本一の

ためなり、こういうふうに書いたブックがある

んです。やはり農家、そういう人たちが本当に

このことを目標にしてチャレンジしたのが、今

回の結果でありました。５年後、長崎県で開催

されます。次に向けての宮崎牛の産地づくり、

ブランド化、さらにどう取り組まれるのか、お

伺いをしたいと思います。次回は、鹿児島、そ
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してほかの県から追われる立場になるだろうと

思っています。「勝ってかぶとの緒を締めよ」

という言葉がありますが、このことを踏まえて

部長の答弁をお願いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 今回の共進会

において日本一に輝きましたことにつきまして

は、その間の生産者の皆様の御努力、畜産関係

団体の御尽力等が大きく実を結んだものである

と、その重みを重く受けとめております。この

ため、５年後に長崎県で開催されます次回の全

国共進会に向けまして、来年３月には、知事を

名誉会長とする推進協議会を設置いたしまし

て、本格的に出品対策に取り組むことといたし

ております。今回の全国共進会での成果を十分

に生かしながら、今後とも関係機関一丸となり

まして、優秀な雌牛の保留対策や、生産基盤の

強化による良質な宮崎牛の生産を推進しまし

て、今回を上回る成績を目指してまいりたいと

考えております。以上です。

○山下博三議員 ぜひ５年後もこれ以上の成績

がとれますように、御努力をよろしくお願いし

たいと思います。

同じく、農政水産部長にお伺いいたします

が、今回、家畜改良事業団、登録協会等の努力

がありまして、一つは、「安平」という育種

価、この種雄牛づくりに成功をおさめたのが今

回の結果であったな、そういう思いでありま

す。また、県内の素牛市場におきましては、

「安平」が全国的に大変な知名度があり、肉質

もいいということで、今回、畜産関係は、収益

が20億ほど伸びているんです。これも大きな要

因であったな、そういう思いであります。もう

「安平」の精液もなくなりまして、また後、ど

ういう種雄牛づくりを進めていくか、これがま

た５年後の全国共進会の大きなきっかけになる

だろうと思うんです。これを超える育種価とい

うのを考えなければならないと思っております

が、取り組みについてお伺いいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） １頭の種雄牛

を造成するには、約６年かかる計画的な取り組

みが必要でございます。このため県では、県内

の繁殖雌牛10万頭から、能力の極めてすぐれ

た350頭を選抜しまして、種雄牛造成を行ってい

るところでございます。このような取り組みを

通じ、今お話がございました「安平」の後継牛

としましては、今回の共進会で本県の遺伝資源

の優秀さを証明した「福之国」や「日向国」を

初め、新たに、肉質・肉量ともに全国トップレ

ベルの「忠富士」や「勝平正」など、次代を担

う種雄牛を作出しております。今後とも、宮崎

牛のブランド確立のため、ＤＮＡ選抜など新技

術を活用しながら、優秀種雄牛の造成に努めて

まいりたいと思います。

○山下博三議員 増頭対策について、また同じ

ように伺っていきます。本県の肉用牛飼養農家

年齢構成というのが､60歳代が28.5％、70歳代

が34.0％、合計62.5％の人たちが60歳以上であ

るんです。この人たちが今、和牛を守り、生産

基盤を守っていただいているのが現状でありま

す。戸数が約9,600戸でありますから、これを考

えていただくと、60歳以下の人たちは37.5％し

かいらっしゃらないということですから、この

増頭対策をどう進めていくのか、お伺いしたい

と思うんです。私も数字を見ましてびっくりし

たんですが、１戸当たりの飼養規模を調べてみ

ましたら、１頭から９頭までの方が72.5％、

約7,000戸おられます。そして、９頭から19頭

が14.9％、約1,400戸。20頭以下というのが87.4

％を占めているんです。そして、この人たちは

専業じゃなくて、やはりお米をつくったり、芋
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をつくったり、野菜をつくったりしている、い

わゆる兼業農家の人たちが和牛生産にいそしん

でいただいている、この状況だろうと思いま

す。本当に専業で飯を食っていこうとすれ

ば、30頭以上の規模に持っていかないと、和牛

の今の生産は守れない。これは高齢化を抱えて

いるわけですから。そして、今、30頭以上の人

たちがどれほどおられるかというと、約５

％、400戸ほどしかおられません。そして、牛と

いうのは更新が３年ぐらいかかっていきますか

ら、非常に生産というのが、コストが長年かか

る。それで生産規模拡大というのは非常に難し

い点があるんですが、本県の和牛生産基盤を守

るため、具体的な対策があればお伺いしたいと

思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 平成19年２月

１日現在、本県の繁殖雌牛は10万2,900頭と、昨

年よりも4,100頭増加しており、増頭数は日本一

となっております。一方、ただいま御指摘もご

ざいましたように、農家戸数の減少が進む中

で、担い手の確保による生産基盤の強化及び高

齢者対策が重要な課題となっております。この

ため、県におきましては、簡易牛舎などの施設

整備や優良繁殖雌牛の導入助成などにより、地

域の核となる担い手の育成を図っております。

また、高齢者対策として、粗飼料の供給を行い

ますコントラクター組織や、労力の負担軽減を

図るためのヘルパー組合の充実、さらにはキャ

トルセンターの整備など、増頭に向けた地域で

の取り組みを支援しております。今後とも、国

の各種事業を積極的に活用しつつ、関係機関・

団体一体となって肉用牛増頭を図ってまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございました。

次に、ＢＳＥの全頭検査に関することについ

て質問させていただきます。今まではずっと20

カ月齢以下・以上、国の補助のもとにＢＳＥ検

査をやっておりましたが、今回、来年の７月で

国がこの補助を打ち切るという方針が出まし

た。実は北海道では、いち早くこのことが議会

で検討されまして、11月30日に生後20カ月齢以

下は独自に検査をやっていく、そのことが報道

されました。本県は大の畜産基地でありますか

ら、そのことの対応を、本県として来年７月以

降どう取り組まれるのか、お伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ＢＳＥに対す

る安全確保につきましては、危険性の高い脳・

脊髄などの特定危険部位の除去、ワイヤーを

使って脳・脊髄を破壊するピッシングの廃止、

ＢＳＥスクリーニング検査が重要であるとされ

ております。本県では、これらのすべてを実施

しており、本県産牛肉の安全確保に万全を尽く

しているところであります。ＢＳＥの全頭検査

につきましては、お話のように、国において

は、来年７月末で20カ月齢以下の検査について

の国庫補助を廃止することとされております。

しかしながら、畜産県であります本県としまし

ては、全国の状況等を踏まえながら、引き続

き、消費者の安心が確保されるまで、ＢＳＥの

全頭検査を実施してまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 よろしくお願いいたします。

続きまして、知事にお伺いしたいと思いま

す。今、御存じのとおり、配合飼料、原油の高

騰等で畜産農家も大変な状況にあるんです。特

に鶏、豚、牛、すべて穀物を食わせていますか

ら、世界に、外国に穀物を頼っている中で、

今、宮崎県の畜産が危機的状況に陥っているん

です。安定基金というのがありまして、今まで
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は、えさが上がってきますと―我々も基金を

掛けていたんですが―国がその基金発動の中

で手だてをしてまいりました。来年、恐らく基

金が枯渇するであろうということを大変畜産農

家が心配されておるんです。配合飼料も１

万4,000～１万5,000円ほど上がってきているん

です。基金発動が１万円ぐらいありまして、農

家負担は4,000円ぐらいで済んでいるんですが、

何とかことしいっぱい対応はできるだろうと思

うんです。そのことでいろいろ聞いてみました

ら、全国の知事会、九州知事会の中でもこのテ

ーマが議題となっておるようでありますが、こ

のことを踏まえまして、ぜひ宮崎の畜産を守る

ために、知事が知事会の中で率先して、国に対

して安定基金の新たな取り組みについて要望し

ていっていただきたい、そういう思いがありま

す。その決意をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 本県では、年間約180

万トンと、全国で３位の配合飼料の利用があり

ます。今回の価格上昇分を全額農家が負担する

ことになりますと、約200億円ぐらいの生産コス

トの上昇につながり、畜産農家はもとより、関

連産業や消費者にも大きな影響を与えると認識

しております。このため、関係機関一体となり

まして、飼料作物の増産体制の整備や、焼酎か

す等の未利用資源の飼料化を図るなど、自給飼

料の確保に取り組んでいるところでございま

す。今後とも、御指摘のとおり、自給飼料確保

対策を推進するとともに、知事会を初め、あら

ゆる機会を通じて、配合飼料価格安定制度や関

連施策の一層の充実を、引き続き国へも要望し

てまいりたいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。この

前、11月30日にいただいた資料なんですが、宮

崎県の農業産出額が今までは６位であったんで

すが、これが５位に上がってきたと。これは畜

産が頑張っているから、５億ほど上がって愛知

県を抜いて５位に上がってきております。3,211

億円ということで、本当にすばらしい農家の努

力があるな、そういう思いで感謝いたしており

ますから、ぜひともそのことも国に向かって要

望していただきますようにお願い申し上げたい

と存じます。

続きまして、環境問題関係に入ってまいりま

すが、企業局長にお伺いをいたします。

企業局では、風力を初め中小河川での小規模

発電など、企業局の将来事業として調査・研究

を過去に進められたと伺っておりますが、県内

での事業化の可能性についてどのようにお考え

か、お伺いいたします。

○企業局長（日髙幸平君） 企業局における新

エネルギーへの取り組みでございます。企業局

といたしましては、これまでいろいろな事業化

の可能性調査を行ってきたところでございま

す。風力発電につきましては、県内全域を対象

にいたしまして、風況調査を実施してきたとこ

ろでございますが、なかなか風況の条件のよい

ところがなく、比較的良好なところは交通不便

な山岳部ということで、建設コストが高くなる

といった採算性での問題がございます。また、

水力発電につきましては、条件のいいところは

既に開発をいたしているようなこともありまし

て、開発地点が奥地化し、かつ小規模化してい

るという状況でございます。

このように、現段階においては、採算性の面

で事業化が厳しい状況にございますが、企業局

といたしましても、新エネルギーへの取り組み

は非常に重要なことというふうに考えておりま

すので、今後とも開発可能性について調査を続

けてまいりたいと考えております。
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なお、農業用水などを利用した、出力がおお

むね100キロワット程度の小水力発電につきまし

ては、地域の水資源を有効に利用した、施設経

費の負担軽減を図るという観点から、例えば都

城市の関之尾などの県内の有望な地点の調査を

行い、市町村あるいは土地改良区へ開発や技術

の提案を行っておるところでございます。以上

でございます。

○山下博三議員 ありがとうございます。時間

がありませんので、かいつまんで申し上げてい

きたいと思うんですが、私は、今回の環境問

題、新エネルギーについて、各担当部署とのヒ

アリングをしてまいりました。私は、温暖化と

いう中で、この宮崎の自然エネルギーが大変有

望である、そのことについて何とか有効利用が

できないか、そのことも議論をいたしてまいり

ました。宮崎県内の消費電力量が90万4,800キロ

ワットアワー、そして宮崎県が水力で賄ってお

る電力量―九州電力、宮崎県企業局が持って

いる発電所、これが県内39カ所ありまして、発

電量が21万6,400キロワットアワーでありますか

ら、宮崎県が消費する電力の水力での賄いは24

％、計算してみましたら24％が水力の電力源で

あるという数字を、私も勉強させていただきま

した。このことに対しまして、企業局もいろい

ろ検討されておりますから、本県の資源を有効

利用できるように、ますますの御努力をお願い

したいと思います。また前回、６月議会におき

まして、ＮＥＤＯに関する予算を我々も可決し

ましたが、９月、ＮＥＤＯにおいて不採択に

なったと。このこともあるようでありますが、

また今後、大きな課題として、自然エネルギー

については御尽力をよろしくお願いしたいと思

います。

続きまして、地域生活部長に１点だけお伺い

したいと思うんですが、実は私も今回、栃木県

の那須野ヶ原土地改良区連合を視察に行ってま

いりました。ここは一歩も二歩も自然エネルギ

ーという分野が進んでおりまして、その中で

今、太陽光から、電気分解を行い水素をエネル

ギーとして取り出しまして、自動車などの燃料

にするという構想が検討されて、もう実験プラ

ントがスタートしているんです。この件につい

て、本県における研究の余地がないのかどう

か、その辺の見解についてお伺いをいたしま

す。

○地域生活部長（丸山文民君） 水素エネルギ

ーの活用についてのお話だと思います。水素エ

ネルギーは、地球温暖化の原因となります二酸

化炭素を排出しないクリーンなエネルギーとし

て、また石油代替エネルギーとして、その活用

に関し、現在、国や民間事業者等によりまし

て、実用化に向けた実証実験等が行われている

ところであります。県におきましては、太陽光

発電等の新エネルギーの導入を推進していると

ころでありますが、お尋ねの水素エネルギーを

活用したシステムにつきましては、技術開発の

動向や国の施策等さまざまな状況を見ながら、

今後研究してまいりたいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございました。参

考のために申し上げておきたいと思うんです

が、九州電力は2009年―再来年ですが―九

州管内の消費電力1,000億キロワットアワーとい

う数字を出しております。私は、この内容、実

態を調べてみましたら、電力源、本当にこれほ

ど化石燃料が使われているということにびっく

りしたんですが、原子力が37％、石炭が29％、

ガスが17％、石油８％、水力はわずか７％、地

熱で２％。９％しか自然エネルギーというのは

使われていないんです。この数字を見まして、
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そのことにびっくりしたんです。実は、このこ

とを踏まえて、いろいろ質問もつくっておった

んですが、もう時間がありませんので、今後、

私も新エネルギー問題についてはいろいろ検討

してまいりたい、そのように思っておりますか

ら、よろしくお願い申し上げます。

次に、商工観光労働部長にお伺いをいたしま

す。森林資源活用型の例で、門川町に誘致企業

として進出いたしました株式会社「フォレスト

エナジー門川」、木質ペレット製造企業につい

てお伺いをいたします。

本県の間伐材を初め経済価値の少ない木材、

木くずの活用という観点から、大いに期待をい

たしておりますが、原料の調達、製品の活用と

いう２つの側面からお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ただいま

御質問の企業の原料ということでありますが、

まず、原料につきましては、県北部地域の林業

関係者等と連携し、杉、ヒノキの樹皮や、通常

活用されない間伐材、流木などの未利用資源を

調達する予定と伺っております。また、製品に

つきましては、民間企業の発電用ボイラーの燃

料として予定しておりますほか、中小工場、農

業用ハウスのボイラー用燃料としての活用も検

討されているというふうに伺っております。

○山下博三議員 第１期として来年が１万ト

ン、第２期として再来年が１万8,000トンの生産

が計画されております。宮崎県のハウス農家の

人たちが、大変な原油高騰の中で苦しんでおら

れます。ゆうべも電話がありました。ハウスミ

カンを栽培されている人たちが、今から温度を

加えて、早く実をつけさせ、ミカンを栽培され

るんですが、今から火を入れないといけないん

ですけれども、この原油高騰の中ではとても採

算に合わない、そのことで取りやめるという人

たちがたくさん出ているという話が、ゆうべ来

ました。そして、ピーマン農家、キュウリ農

家、そういう人たちが、来年これだけの燃料高

騰の中では―ピーマンも、過去日本一を誇っ

たピーマンの生産地でもあり、キュウリも大変

な数の人たちがつくっておられます。その人た

ちがもうつくれない、それぐらいきわまった中

で今、相談がたくさん来ておるんですが、門川

で出るこの木質ペレットを非常に期待されてい

るんです。これを何とか応用できないかという

ことで、今、相談があるんですが、そのことに

対する費用対効果、そして今持っている機械の

更新が必要なのか、それとも附属部品で充当で

きるのか、このことについてお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 木質ペレット

加温機の問題点とコストの比較についてであり

ます。農業用の木質ペレット加温機は、木くず

等の木材をペレット状に固めたものを燃料とし

て使用する機械であり、重油価格高騰、地球温

暖化問題がある中で、非常に期待されておりま

す。この加温機の問題点といたしましては、ま

ず、燃焼バーナーや熱交換器など専用のシステ

ムが開発され、重油加温機の更新が必要である

ことがございます。また、本体価格が、開発段

階で量産されていないこともございまして、重

油加温機の約３倍程度の高い価格になっており

ます。また、重油とのコスト比較につきまして

は、現状の重油価格から熱量換算すると、木質

ペレットがキログラム当たり20円台で供給され

れば、実用的なエネルギー源になるものと考え

ております。県といたしましては、昨年度のキ

ュウリ、本年度のピーマンの実証試験結果も踏

まえ、有望な新エネルギーの一つとして、木質

ペレット加温機の実用化について検討を進めて
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まいりたいと考えております。

○山下博三議員 知事、これは予告していな

かったんですが、本当に園芸農家は今、深刻な

んです。船舶もそうでしょうけれども、重油も

４～５日前に80円だったのが、86円まで一挙に

６円上がるんです。１円のことでみんな苦労し

ているのに、一挙に６円上がってきたというこ

とで、エネルギーの問題はさらに深刻さを増し

ておりますが、農業県である宮崎県としてのそ

のことの思いを、知事の意見を賜りたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 原油価格の高騰とい

うのは、農業だけじゃなくてすべての産業に、

石油製品も含めて、すべてに影響を与えている

と思います。特に、本県は農林水産業が基幹産

業でございますから、そういった意味では、温

室等々の施設園芸等には多大なる影響を与えて

いると思います。今後この動向をどう受けてい

くか、国にどう要望していくかというのは、十

分検討させていただきまして、しかるべき対処

をとっていきたいと思っております。

○山下博三議員 ありがとうございます。よろ

しくお願いいたします。

もう時間がなくなりました。最後に、一般廃

棄物最終処分場跡地問題なんですが、私も、い

ろいろ県のほうとも調べてみましたが、都城は

特異な条件があるんです。というのは、市街地

から1.5キロしか離れていない。そして、近くに

医師会病院がありまして、私は市議会時代に、

７年後に養生期間が済めば開発ができるという

ような話を聞いていたんです。それは総合運動

公園でしか使えなかったんですが、そのこと

が、県のほうでだめだと、国の法律の新しい改

定のもとにだめだったということで、大変都城

市は苦慮しているんです。そのことに対しまし

て、私も県当局とヒアリングをしたら、だめで

すと、そのことしか返ってこないんです。これ

をもう一回掘り起こして、下のほうに遮断工を

つくって埋め戻しをしますといいですよという

ことなんですが、これをやりますと50億以上の

予算が要る。とても一市町でできることではな

い。この財政支援までひっくるめて、県の見解

をお願いしたいと思います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今、議員が

おっしゃられたところは、都城市の大岩田最終

処分場かと思いますが、これは、先ほど申し上

げましたように、平成10年３月に旧厚生省から

公表されました、県内にある28の不適正最終処

分場の一つでございます。この処分場は、平

成11年３月に埋め立てを終了して以来、設置者

である都城市が水質検査などを続けており、今

後ともこのような管理が必要な最終処分場であ

ります。今、特殊な事情があるというお話でご

ざいましたが、市町村の設置する一般廃棄物最

終処分場の適正化に要する費用につきまして

は、設置者である市町村が負担すべきものであ

りますので、県がその費用を負担するというの

は困難であるというふうに考えております。以

上でございます。

○山下博三議員 もう時間が来てしまいまし

た。質問が飛んだところや、いろいろありまし

て、執行部の皆さん方には迷惑をかけたと思う

んですが、それぞれ提案しました質問事項につ

きましては、今後、私も研究課題として、いろ

いろまた勉強していきたいと思っておりますか

ら、御指導方よろしくお願い申し上げまして、

一般質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○坂口博美議長 次は、52番福田作弥議員。

○福田作弥議員〔登壇〕（拍手） まず最初
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に、知事の政治姿勢についてお尋ねいたしま

す。

絶対的な権限を持った知事初め執行部が、議

会から監視されることを期待するなど、通常で

は考えにくいのであります。しかし、本県の場

合、官製談合事件という県政の不祥事の後、就

任された東国原知事は、あえてそれを議会に求

められました。

さて、私は先般、都道府県議会議員研究交流

大会で議会の監視機能の強化について勉強する

機会を得ました。第29次地方制度調査会専門小

委員会委員長の関西学院大学の林教授がコー

ディネーターとして意見開陳され、その取り組

み事例として、三重県の県議会議長、鹿児島県

の県議会議長、お二人から発表がありました。

特に三重県については、かなり先進的な取り組

みがなされているので、議会の監視機能の強化

は何がきっかけであったのか、また知事・執行

部との関係はどうであったのか、質疑応答の中

で一番最初にお聞きいたしました。きっかけ

は、本県にも起こりました裏金問題でありま

す。監視機能の強化については、知事・執行部

としては何か疑われているようで、内心穏やか

でないと思うのでありますが、その点について

は、当時の北川知事が県議会の出身であり、そ

の必要性を十分に認識され、協力的であったこ

と、裏金問題が発覚した直後ということでもあ

り、県民世論の後押しも大きく、思い切って監

視機能の強化を伴った議会改革への取り組みが

始められたとのことであります。

今後、本県において二度と不祥事を起こさな

いためには、知事も議会も、県民の目線に立つ

改革の方向に向かわざるを得ないと考えます。

先発の三重県議会を見ますと、県政の課題につ

いて、学識経験を有する者で構成する調査機関

の設置や、専門的な知識経験を有する者を任期

を定めて議会事務局職員として採用することな

ど、知事部局の理解なしでは到底できない、監

視機能強化のための事務局体制が着々と整備さ

れているようであります。そこで、北川元三重

県知事を師と仰がれる東国原知事は、この先進

事例をどのようにお考えか、また本県で同様の

取り組みをする場合は御理解をいただけるもの

かどうか、あわせてお尋ねをいたします。

以上で壇上からの質問を終わりまして、後は

質問者席からいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

県議会が監視機能を果たすための体制づくり

ということでございます。県政のあらゆる分野

におきまして、県民本位の公正で効率的な政策

推進が求められている中、県民の代表である県

議会の役割は大変重要であると認識しておりま

す。このため、県議会との交流人事につきまし

ては、県議会の御意見をお聞きしながら、適材

適所の人事配置に心がけているところでありま

す。財政状況が厳しい中で、職員数の削減等に

も取り組んでいるところですが、今後とも、知

事として対応できるものには適切に対応してま

いりたいと考えております。以上です。〔降

壇〕

○福田作弥議員 12月２日、日向学院のドン・

ボスコ記念館におきまして、知事のマニフェス

トの概要説明、パネルディスカッションがある

ことを新聞で見ましたので、のぞいてみまし

た。知事人気、依然衰えずで、中学生から高齢

者まで、700～800人ぐらいでしたでしょうか、

来場者があったと思います。その内容は、県議

会やマスコミ等でお話しになっている内容でご

ざいました。唯一印象に残ったことは、私ども
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の県議会が大きく変わりつつあり、特に一問一

答の質問方式の導入、政務調査費の透明化、海

外視察の取りやめなどなど、そして議会中、居

眠りをする議員がいなくなったことを挙げられ

たのであります。今の状況からしますと、県庁

も県議会も、さらに県民の意識も変化し、まさ

に県民総力戦で県政の改革ができると自信のほ

どを示されました。

当日は、マニフェストの生みの親であります

元三重県知事の北川教授も参加されておりまし

て、マニフェスト選挙を基軸として地方政治が

大きく変わることを熱く説かれ、東国原知事の

誕生の原動力はマニフェスト選挙であったと断

言までされました。一方、私ども地方議会には

現状のままでは存在価値もないとまで言われ、

議会の末席を汚す者として、じくじたる思いで

ありました。

そこで、今回の決算について御所見を求めた

いと思います。私どもの決算分科会では今回、

問題の預け、裏金に対する調査確認で一番重要

な資金の流れ、すなわち公金を離れた後の受け

手側の預金通帳の提示を求めたのであります

が、諸般の事情により実現しませんでした。書

類上は完備された支出伺に基づいて、相手側の

口座に振り込まれ、この時点で公金を離れるわ

けでありますが、この後の過程で預け、裏金の

コントロールがされたと考えられるのでありま

すが、残念ながら、この肝心な調査ができな

かったのであります。そこで、全容を確認でき

る立場の知事は、この件に関してどのように認

識されたのか、また今回の決算審査に対する執

行部の受検姿勢は十分であったのかどうか、あ

わせてお尋ねをいたしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） お答えする前に、御

指摘の、議会で居眠りをする人がいなくなった

というのは、少々言い過ぎでございました。お

わび申し上げます。

今回の調査に当たりましては、該当所属のみ

ならず、各部局の連絡調整課や庁内調査委員会

の作業チームが出向いて、取引業者の帳簿や納

品書等の証拠書類の徹底した調査や事情聴取を

行いました。その内容は外部調査委員に詳細に

報告し、専門的な立場からの厳格な指導、助

言、検証を受けるなど、二重三重のチェック体

制で行っており、私としても、できる限りの調

査は行ったものと考えております。その上で、

今回の決算審査においても、調査で把握した内

容については、各部局とも可能な限り詳細に御

説明申し上げたと考えておりますが、納得のい

く説明が得られなかったという御指摘があった

ことは真摯に受けとめたいと思います。今後、

不適正な事務処理が二度と起きないよう、再発

防止に全力を尽くしてまいりたいと考えており

ます。

○福田作弥議員 知事のほうから率直にお話を

されましたので、あえてこの問題については

―もう一つ、この決算の不認定に対すること

でお聞きをしておきたいと思います。県民の声

やマスコミの論調では、今回、何回もこの議会

で出ておりますが―十分でない裏金の調査、

あるいはペナルティーがないため、形式的な手

続、儀式にすぎないのではないか、こういう疑

問の声が寄せられております。知事は今回、裏

金の問題に精力的に取り組まれ、うみを出し切

るような決意で臨まれていると思います。そこ

で、法律上、決算の不認定に対する行政当局へ

の制裁はないのでありますが、道義的責任論だ

けで終始するようでは、今後の防止対策はなか

なか難しいと考えるのであります。今、知事

は、全国でも脚光を浴びている、改革意欲に燃
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えた方であります。ぜひ決算の不認定の場合の

ペナルティー等の制度を法制化するよう―自

分を罰する法律をつくることになりますが―

求められる考えはないか、お尋ねをしておきた

いと思います。

○知事（東国原英夫君） 決算が不認定とされ

た場合でも、それによって、既に執行された支

出の効力が法律上影響を受けるものではないと

解されておりますが、地方公共団体の長の政治

的、道義的責任は残るものと考えております。

決算につきましては、議会の議決結果とあわせ

て、国に報告するとともに県民に公表すること

となっており、県議会の皆様を初め県民の方々

からいただく御批判、御意見等を真摯に受けと

めながら、今後対処してまいりたいと考えてお

ります。

○福田作弥議員 それでは、次に移ります。

大消費地への物流体制の整備についてであり

ます。

私は、昭和54年の初当選以来、ずっとこの問

題を本会議で提言、質問をいたしてまいりまし

た。最近では年を追うごとに、この問題が強化

どころか弱体化の一途をたどっておりまして、

大変心配いたしております。責任は、県当局は

もちろん私ども議会にもあると、関係される皆

さん方に申しわけなく思っておるわけでありま

す。

本県の農畜産物などの大消費地への輸送はト

ラック、カーフェリー、鉄道の３本立てで行わ

れておりました。昭和50年代には既に輸送の円

滑化を欠く状態になっております。昭和54年12

月の県議会で、当時の松形知事が、あるいは農

水省から出向されておりました白井農政水産部

長でしたか、その件を率直に認められておりま

して、京浜等の大消費地への農畜産物専用船開

発構想に着手したことを本会議場で明らかにさ

れました。その内容を紹介しますと、「チャー

ター船によるテスト輸送の実施、専用船の規

模、あるいは荷役施設等のあるべき姿について

の研究を日通総研に委託して調査を実施し、庁

内に専用船開発研究委員会を組織し、さらに調

査研究を続けて、安定かつ効率的な輸送手段と

して、農畜産物専用船の開発を進めてまいりた

い」となっております。その後は、余り進展し

ていないんです。

特に今、反省するに、国のバラ色の施策に振

り回されまして、新幹線の誘致運動、それ以前

には一生懸命やっていた日豊線の複線化の運動

は、いつの間にか立ち消えになりまして、実は

県議会の議会棟の入り口には促進期成同盟会の

看板もあったんですが、それもいつの間にかな

くなっておりました。海上交通では、官民挙げ

てテクノスーパーライナーの誘致合戦に参画し

たんです。バブルの崩壊で、これも撃沈しまし

た。高速道路の建設のみが今残っておるんです

が、高速道路を除き、いずれも徒労に終わった

のであります。私は、東国原県政の誕生を機

に、もう一回、県政の最重要事項として、この

物流の再構築をやってみたいと考えておるので

あります。よく関係者から、「県当局は最初の

入り口まではあおり立てが上手だが、後はしり

切れトンボで終わり、民間はたび重なる大会参

加あるいは陳情で経費負担を強いられ被害者

だ」と、恨みにもとれる苦言を聞かされるので

あります。

そこでお尋ねでありますが、八方ふさがりの

大消費地への物流対策として、環境面からも、

鉄道貨物、ＪＲコンテナを再検討する価値があ

ると考えますが、知事の所見を求めます。第２

点、中期的な観点から、巨費1,400億円が投じら
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れております宮崎港の有効利用の面で、物流コ

ストが最も安く、大量輸送できる海上輸送の再

構築をすべきだと思うのでありますが、どのよ

うにお考えか。第３点、その場合、フェリーは

貨物に特化したローロー船とし、運航コストを

大幅に引き下げなければならないと考えます。

また、野菜等の生鮮を主力貨物とした場合、デ

イリー運航が必要であります。その場合、新規

に貨物の運航会社を探さなくてはなりません。

もう一つ、第４点であります。大消費地、東京

市場を考えた場合、以前使用していた川崎港よ

りももっと利便性の高い有明埠頭等を利用でき

る航路設定をする必要があると思うのでありま

すが、あわせて御所見をお尋ねする次第であり

ます。

○知事（東国原英夫君） まず、ＪＲ貨物につ

いてであります。県央地域からのＪＲ貨物輸送

につきましては、佐土原駅での貨物取扱量の減

少から、平成10年に貨物列車の発着が廃止さ

れ、現在は、佐土原駅のコンテナ基地から延岡

駅へのトラック代行輸送で対応されておりま

す。ＪＲ貨物としては、現在の県内の利用状況

では、多額の投資を必要とする新たなコンテナ

基地の整備は難しいとの認識を持っておりま

す。しかしながら、鉄道貨物輸送は、低コス

ト、大量輸送が可能で、二酸化炭素排出量も少

なく、海上輸送と同様に、今後の物流効率化を

図る上で大変重要な輸送手段であると認識して

おります。このため、県といたしましては、県

内の産業界の皆様方の御意見も伺いながら、Ｊ

Ｒ貨物に対しまして、輸送力の維持・充実を要

望してまいりたいと考えております。

続きまして、船便の御質問でございましたけ

れども、県におきましては、京浜航路の休止直

後から、関東向け航路の再開に向けて複数の大

手船会社への働きかけを行いましたが、カー

フェリーでの航路開設に対する船会社の反応

は、採算がとれないとの理由から極めて厳しい

ものがありました。このため、油津港に就航し

ていたローロー船「南王丸」に対し、県央や県

北地域の貨物輸送を担えるよう、細島港寄港の

働きかけを行い、ことし１月から週２便の寄港

が開始されたところであります。しかしなが

ら、この「南王丸」は便数が少ないことなどか

ら、農産物を初めとした毎日出荷される県産品

の輸送には、なかなか対応が困難な状況でござ

います。県としましては、「南王丸」の早期の

増便等を図るため、利用促進事業の実施や農産

物輸送の実証試験を実施しているところであ

り、こうした取り組みを進めますとともに、私

のトップセールスも含め、運航会社である川崎

近海汽船に対する働きかけを積極的に行ってま

いりたいと考えております。

最後の川崎港についてでございますが、重複

しますけれども、荷物の増加等々が著しい伸び

を示していないゆえに、今後また改めて勉強さ

せていただきたいと考えております。

○福田作弥議員 前回の質問への答弁の域を出

ていないわけであります。今回は、私は通告の

詳しい内容を提出したつもりでございます。実

は、宮崎県の物流効率化に対しましては、平

成13年、日本財団の助成を受けられまして、宮

崎県下の物流効率化に対応した拠点整備構想と

いう調査研究書、大きいやつが出ています。内

容は、全部、海上輸送によるものが想定されて

おりまして、北海道の苫小牧と東京間の海上輸

送が参考にされているようであります。よく考

えてみますと、日本の中で、食料基地で海上輸

送にどうしても頼らざるを得ないのは、北海道

と南九州しかないそうでありまして、そういう
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面では、この10年間、テクノスーパーライナー

で放置をされておりましたから、私は、もう一

回、海上輸送の問題について取り組みをお願い

したいと思います。要望でございます。

それから、ＪＲのコンテナ基地であります

が、これも以前の答弁の域を出ていないわけで

あります。実は、これはいろいろ問題があるん

です。日豊線の宮崎高架をやる段階で、本格的

なコンテナ基地を芳士地区に―住吉と蓮ヶ池

の隣接地でありますが―つくる計画がなされ

ておった。その後、ＪＲの民営化によりまして

頓挫し、申しわけ程度に、先ほど出ました佐土

原駅、あれは日豊線と廃止された妻線の分岐点

でございましたが、そこにコンテナ基地が置か

れた。しかし、市街地に置くわけですから、い

ろんな苦情が出まして、あるいはまだ日豊線

と10号線の立体交差ができておりませんでした

から、あかずの踏切が誕生しまして、延岡に移

転せざるを得なかった。もちろん、そういう環

境下でありましたから、荷物もふえませんでし

た。しかし、京浜航路がなくなり、またその代

替の京浜航路でございました大分県の大在港―

横須賀航路もなくなりましたから、もう頼るの

がＪＲしかないんです、お金を余りかけなく

て。もちろんＪＲは言っていますよ、「投資余

力はありません。皆さん方がおやりになるん

だったら協力しましょう」と。私も調べまし

た。そこで、県当局もお金がないないという、

きょうはこのないない尽くしの本県議会でござ

いますが、私もわかっています、それは。

そこで、本当にＪＲ貨物を必要とする県内の

実需者―貨物の発生者の企業や団体を束ねて

建設資金等を調達し、民活方式も考えられま

す。それでもやろうかという方がいらっしゃる

んですから、ぜひ束ね役をやって、コンテナの

中央部での設置をお願いしたい。宮崎県の荷物

の７割が中央部で発生しますから、今の延岡で

は横持ちに２時間とか３時間かかりますから、

利便性に欠けるんです。ぜひその取り組みをお

願いしておきたいと思います。これは、引き続

き知事でございますね。

○坂口博美議長 質問ですね。

○知事（東国原英夫君） 答えは重複すると思

いますが、新たなコンテナ基地の整備には、Ｊ

Ｒ貨物の意向や建設費の問題のほか、線路等を

所有するＪＲ九州との調整や用地の確保、投資

に見合う利用が見込めるかなど、大きな課題が

あると考えます。しかし、産業界が整備の意向

を持っておられるということであれば、詳しく

お話を聞かせていただいて、対応しなければな

らないと考えております。

○福田作弥議員 ありがとうございました。

続きまして、宮崎港における石油荷役の合理

化についてお尋ねをいたしたいと思います。

私は、石油基地については、それこそ昭和54

年からずっとやってまいりましたが、平成16年

に宮崎港に大きな石油基地が誕生しまして、

今、宮崎県の使用量の３分の１、40万キロリッ

トルを扱う施設として高度利用されているよう

であります。石油価格が高騰する中で、本県の

営農用の重油やガソリン等の安定供給に一定の

役割を果たしていると思われます。非常に喜ば

しい限りであります。

そこで、石油荷役であります。今、知事もご

らんいただいておりますが、この荷役作業が新

しい港にもかかわらず、不思議なことに手作業

になっているんです。ホース等を人力でつない

でおる。ほかの港では、ほとんどローディング

アームという―テレビ等でよくインド洋での

洋上給油が出ますが、洋上給油の写真を思い浮
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かべてもらえればいいかと思います―あの自

動化システムであります。ぜひ宮崎港において

もこの自動化システムをお願いしたい。公共岸

壁でありますから、固定式は問題だということ

を前回言われましたが、幸い、移動式のような

施設がほかの県で稼働しているようであります

から―これも今、お手元に写真として配付を

いたしております―ぜひ宮崎港の石油荷役の

合理化のために、このローディングアームの設

置をお願いしたいのであります。県土整備部長

の所見を求めます。

○県土整備部長（野口宏一君） 全国の状況等

を調査させていただきました。移動式ローディ

ングアームが設置されている岸壁のほとんど

は、民間が所有する専用岸壁でありましたが、

秋田県では、他の利用上支障がないということ

で、民間事業者が港湾管理者の許可を受けて、

公共岸壁で移動式ローディングアームを使用し

ている例がございます。公共岸壁に固定式施設

を設置することにつきましては、特定の事業者

がエプロン上を長期的に占用することになりま

す。許可は困難ではありますが、移動式施設に

つきましては、安全性が確認でき、かつ他の船

舶の荷役に支障を及ぼすような設備を設けない

こと等の条件が満たされれば、可能ではないか

と考えております。

○福田作弥議員 ありがとうございました。県

としては、財政出動を伴わない決定であります

から、ぜひ実現をしてほしいと思います。

続きまして、農林水産物等の海外輸出の取り

組みをお願いしたいと思います。

我が国は貿易立国でありますから、輸出と言

えば、自動車を初め工業製品の数々を即座に思

い浮かべるんです。農畜産物の輸出などという

ことは、本県は農業県でもありますし、考えた

こともなかったのであります。特に輸出という

言葉は、農業ではアレルギーさえあるわけでご

ざいまして、話題も余りありませんでした。し

かしながら、最近、国のほうで農家の士気を鼓

舞するため、攻めの農政と申しまして、農林水

産物の輸出の旗振り役を始めたのであります。

農林水産省が2007年１月から９月までの輸出

実績を発表しておりますが、3,061億円、たばこ

とアルコールと真珠は除いてあります。前年同

期に比べて19％ふえているようであります。農

林水産物の輸出が伸びた理由は、リンゴやナシ

などの果物が台湾や香港などで人気を博してお

ると。また、アジア地域の経済発展が非常に著

しくて、鉢物や盆栽、植木の輸出もできるよう

になった、こういうことであります。政府

は、2013年に１兆円規模の輸出を目標に掲げて

おりますが、大変順調な滑り出しという自画自

賛をしているようであります。

本県においても過去、牛肉、漬物、いろんな

農産物があったと思いますが、ロサンゼルス、

シンガポール、香港、上海等に試験的に輸出を

されております。この輸出の取り組みでありま

すが、全く輸出に関係ない皆さん方がおやりに

なるわけでありますから、そう簡単に貿易実務

はできないのです。私は、その貿易実務を何と

か簡素化できないものかと考えまして、今の県

の外郭であります―ジェトロの関係もござい

ますが―貿易振興会を活用してほしいな、こ

のように考えているところでありますが、お尋

ねをいたしたいと思います。これは商工観光労

働部のほうでしょうか。お願い申し上げます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ただいま

のは、社団法人宮崎県産業貿易振興協会のこと

だと思いますけれども、これは、本県産業の国

際化とか貿易振興を図るために設置された県内
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で唯一の公益団体でございまして、海外経済情

報の収集・提供や、各種のセミナー、貿易相談

会、商談会などを通じ、県内企業の海外取引に

関する側面的な支援というものを行っておりま

す。協会が、貿易の手続を一括して代行するよ

うな、いわば商社的な役割を担うというような

ことの御提案だと思うんですけれども、これ

は、例えば受注・契約交渉、船舶等の輸送の手

配、通関、決済、金融などの面で公益団体とし

ての制約がありますこと、それから、より専門

的なノウハウが必要なこと、事務局の体制な

ど、さまざまな課題があり、難しい部分がある

んじゃないかと考えております。

○福田作弥議員 予想した答弁でありますが、

そこを組織の再編をし、民間の資金や人材を投

入して、業務の拡大充実を図る、そういうよう

な工夫がこれからの行政の仕事には必要ではな

いかと考える次第であります。いかがでござい

ましょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ただいま

申し上げましたけれども、貿易をやる場合の県

内企業のニーズでありますとか、事業採算性、

専門的な知識を持った職員を新たに採用しなけ

ればいけない、確保しなければいけないという

ことがございますので、今の時点では非常に難

しいんじゃないかと考えております。

○福田作弥議員 次に進みたいと思います。

国道10号住吉―佐土原間のバイパスについて

であります。

５年前に、ちょうど12月９日になりますが、

同じような質問をいたしております。大体宮崎

市中央部は、南のほうはほとんど、天満橋ある

いは加納バイパス等の順調な工事で交通渋滞が

かなり解消されてまいりましたが、北部のほう

がまだ渋滞がひどいようでございまして、宮崎

北バイパスの延伸をぜひお願いしたいという地

元当局や市行政の要望が強いようであります。

この前も、県土整備部長のほうに市あるいは地

元から要望があったようでございます。当初こ

の問題が出ましてもう６年ぐらい経過している

んですが、現況をお尋ねしてみたいと思いま

す。

○県土整備部長（野口宏一君） 国道10号の住

吉道路でございますが、この道路につきまして

は、県道の宮崎西環状線と一体となって、宮崎

広域都市圏の渋滞緩和を図る重要な道路と認識

しております。このため、国土交通省におきま

して、平成15年度から16年度にかけて、道路計

画の段階から住民の意見を聞きますパブリック

インボルブメント、いわゆるＰＩ手法を導入

し、地元住民等への説明会やアンケートが実施

されてきたという状況にございます。県といた

しましては、国道10号の佐土原バイパスから北

バイパス間においては、朝夕の交通渋滞が著し

いこと、また騒音などによります沿道の生活環

境への影響も懸念されることから、国道10号住

吉道路の早期整備について、国に対して要望し

てきたところでございます。

○福田作弥議員 国の直轄事業でありますか

ら、議会の合間を縫って、外山三博議員、横田

照夫議員、私、３人で福岡の整備局に要望に参

りました。いろんなことを聞きました。今、県

土整備部長がおっしゃったとおり、前向きには

考えておる、しかし、道路は何といっても地元

の協力体制が大事だ、その中には県も市も入る

んだよということをしっかりと言われました。

特に私がその時点でお聞きして大事だなと思っ

たことは、地元の受け入れ体制は、かなりしっ

かりしていると思いますが、県と市、特に５キ

ロを超す４車線は、路線が決定しますと環境ア
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セスが必要だということを聞きました。この辺

の代行等もやるような腹構えが欲しいというお

話でございましたから、ぜひ県のほうとしても

考えていただきたい。最後に考えたことは、地

元の受け入れ体制も万全、これは県も市も、そ

して道路が通過する地域、あとは、県当局の国

への強力な働きかけがあれば、早期着工の可能

性が十分あると考えましたが、どうでしょう

か。

○県土整備部長（野口宏一君） 県といたしま

しては、国土交通省、そして地元の宮崎市と十

分連携をとり、早期事業化、事業着手につきま

して、引き続き努力していきたいと思っており

ます。

○福田作弥議員 次に移りたいと思います。

環境配慮型の食と農についてお尋ねしたいと

思います。

食べ物がＣＯ２の排出源―一瞬何のことかと

思うのでありますが、よく考えますと、我が国

は世界じゅうから食料を買いあさっている。輸

入ですね。それには、船の燃料や、その後、陸

揚げした後の生鮮食料品の製造、冷蔵・冷凍コ

ンテナ、ショーケース、家庭の消費での冷凍冷

蔵庫と、切れ間なく続くコールドチェーンの流

通システムは莫大なエネルギーを消費している

と指摘をされるのであります。なるほどと思わ

ざるを得ません。

一方、農業の現場でも、加温によるハウスを

宮崎は一生懸命やっていますし、莫大な燃料を

使っています。また、穀類の乾燥、トラクタ

ー、農作業も大量の化石燃料を使うんです。家

庭のＣＯ２の排出量が13.2％。そこで、本県とし

てこれからの課題は、やはり農業県であります

から、環境配慮型の農業と食を考え、実践する

ことが必要だと思います。そこで、農の分野は

農政水産部長に、また食という視点では学校給

食を担当されます教育長に、どのように考え実

践されるのか、お聞きをしたいと思います。

○教育長（高山耕吉君） 学校給食における食

材につきましては何点かございまして、安心・

安全で良質であること、また安定供給ができる

こと、さらには、保護者の負担とならないよう

安価であることなどを基本といたしまして、地

場産物の活用も十分考慮しながら確保に努めて

いただくよう、市町村教育委員会に対しまして

お願いしているところでございます。県教育委

員会といたしましては、地場産物を活用した地

産地消給食の日や学校給食献立コンクール等を

実施いたしまして、子供たちに喜んで食べても

らえるような魅力ある献立づくりの支援を行う

ことで、食べ残しをなくすなど、環境負荷の軽

減に努めているところでございます。環境問題

につきましては、大変重要なことであり、今

後、社会のあらゆる分野におきまして考慮して

いく必要があろうかと考えております。以上で

ございます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業におきま

しても、環境と調和した農業というのは非常に

大きなテーマでございます。したがいまして、

今後、環境に調和した農業を進めていく、これ

を現在、長期計画の大きなテーマの一つに持っ

ておりまして、その方針にのっとって今後、農

業を展開していきたいと思います。具体的に

は、ＣＯ２の関係でありますれば、ハウス等に係

る重油等を使います大きなＣＯ２発生の部分につ

いて、いろいろな取り組みを進めなければなら

ないと思っております。したがいまして、私ど

もは現在、木質ペレットの加温機等の検証もい

たしておりまして、こういった観点から、環境

に優しい農業を進めることを目指してまいりた
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いというふうに思います。

○福田作弥議員 今、農政水産部長は、本県の

代表的なハウス園芸の燃料のＣＯ２対策で、木質

ペレット代替をお話しになりました。先ほど山

下議員もお話しになっていましたが、今、12万

キロリットルぐらいを本県では使っておると。

農業関連の本県の排出量の3.2ぐらいとお聞きし

ました。大変な量ですね。それを考えますと、

木質ペレットは非常に大事な代替燃料と考える

んですが、どうも規模を聞きますと、門川規模

の工場が11ぐらい要るということでありますか

ら、可能かなと考えているんですが、どれぐら

い代替できるものでありましょうか。

○坂口博美議長 今のは企業の数ですか。環境

森林部長―農政水産部長ですか。

○福田作弥議員 木質ペレット代替をお話しに

なりましたから、それで本県で使用されている

ハウス燃料をカウントした場合、門川につくる

工場が11要るんですよと。しかし、それはとて

も無理ですから、どれぐらいが代替として可能

なのかということをお聞きしたいんです。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 木質ペレット

ということで、今、門川のお話が出ましたが、

本県では、年間約91万トンの木質バイオマス資

源が発生していると推計いたしております。そ

の有効活用を図る、これは大変重要なことであ

るというふうに考えております。このうち約３

割が利用されておりまして、特に製材工場など

で発生する端材やおがくず等は、製紙用チップ

あるいは畜産用の敷料―敷きわらの代用品と

して使っております―さらには、木材乾燥用

の熱源などとして利用が進んでおります。残り

の利用されていない約７割は、林内、山林内に

残された間伐材等でございますので、資源量と

しては十分ございますが、その利用に当たりま

しては、収集あるいは運搬のコスト面などでの

課題があるというふうに考えております。以上

でございます。

○福田作弥議員 行政が試験研究、開発をやり

ますと、大いに期待するんですね。現実は、ペ

レットの製造あるいは石油価格が安定期に入っ

た場合のコストを比較した場合、その優位性が

ずっと保てるかどうか、その辺まで検討しない

と、機械まで入れかえるんですから、大変なこ

とになると考えるわけでありますが、そのあた

りを念頭に置いて農政水産部長、試験研究はさ

れておるんでしょうね。

○農政水産部長（後藤仁俊君） そういったこ

とを想定しながら、試験研究としては実証試験

を含めて進めております。ちなみに、ハウス暖

房用の木質系燃料につきましては、やはりエネ

ルギー密度が高く、発熱量が安定して、燃焼効

率が最も高いことが求められると思っておりま

す。また、ハウスがいろいろ点在している本県

の状況下では、貯留、それから供給、輸送、こ

ういった取り扱いが容易であることが望まし

く、現時点では、性能面においては木質ペレッ

トが最も有望であるというふうに考えておりま

す。

○福田作弥議員 最後に、特別委員会で、県南

調査でございましたが、南那珂のあの自己完結

型の集成材工場を見せてもらいました。乾燥や

自家発電をされておりまして、非常に効率的な

運営でございました。そこで感じたのでありま

すが、ペレットは、加工にある一定のコストが

かかるんです。でありますから、その事前の段

階で、南那珂の工場はボイラー燃料として使用

されておりました。これは有効だなと思ったん

です。貯留タンク等の問題やボイラーの問題等

もありますが、やはりできるだけ安い、ローコ
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ストの木質燃料を確保するためには、もう一段

の工夫が要求されると考えておりますので、今

の木質ペレットにこだわることなく、さらにロ

ーコストの木質系燃料の開発をお願いしたいと

思います。以上でございます。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

明日は午前10時開会、本日に引き続き一般質

問であります。

きょうは、これにて散会いたします。

午後２時35分散会



12月14日（金）
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一般質問◎

ただいまの出席議員45名。定○坂口博美議長

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問の通告がありますので、これを順次許し

ます。まず、26番田口雄二議員。

〔登壇〕（拍手） 民主党の田○田口雄二議員

口雄二です。４月の初当選以来、２度目の一般

質問をさせていただきます。本日は12月14日、

赤穂浪士討ち入りの日です。今まさに吉良邸に

乗り込むような気持ちで、この壇上に立ってお

ります。赤穂浪士が吉良上野介を取ることは、

私にとりましては、県当局よりいい答弁をいた

だくことと同じです。私が討ち死にすることの

ないよう、前向きの答弁をよろしくお願い申し

上げます。

さて、いよいよ本日が一般質問最終日となり

ました。今回の一般質問は21名の質問ですが、

そのうち延岡市選出の５人全員を含む県北の８

人が質問しています。それだけ県北の抱える問

題や課題が大きいと御理解いただきたいと思い

ます。

そのような中、このたび、西都―高鍋間の東

九州自動車道建設予定地にある補償金目的の過

密植栽が強制収用の方向に進んでおり、係る経

費が今議会に追加補正として提案されました。

一日も早い完成を待ちわびている県北の人々に

は、延岡―宮崎間の平成26年度内の全線開通に

向けて、まことにありがたい朗報となりまし

た。残された34カ所の解決に向けても、大きく

前進したものと思っております。関係各位の御

労苦に心からお礼を申し上げ、今後もなお一層

の御尽力を賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。

では、通告に従い質問をいたします。

まず初めに、知事の政治姿勢についてお伺い

いたします。

ことしは東国原旋風が吹き荒れた１年でし

た。昨年の今ごろは、官製談合による知事の逮

捕で、県民は惨めで悔しい思いをいたしており

ました。東京にいる私の大学生の息子は、宮崎

県出身と言うのが恥ずかしいとも言っておりま

したが、東国原知事誕生以来、そんなことは既

に遠い昔のように思えるほどです。芸能界にい

たころよりはるかに知事のネームバリューが上

がり、県庁が観光地になるなど想像もしなかっ

たことが起こり、宮崎県のイメージが大きく

アップいたしました。知事に就任して間もなく

１年が経過しようといたしておりますが、民間

出身の知事御自身が知事になる前に持っていた

知事のイメージと、実際になられてからの印象

はどのように違うのか。

また、この１年間で県内をくまなく回られま

した。改めて宮崎県のいいところ、あるいは改

善点などがよく見えるようになったものと思い

ますが、どのような所見をお持ちか、また今後

の政策にどう生かしていくのか、知事にお伺い

いたします。

次に、知事の多選禁止条例についてお伺いい

たします。神奈川県議会は10月の本会議で、松

澤知事が提案した知事の任期を連続３期12年ま

でに制限する多選禁止条例案を可決させまし

た。施行時期は、地方自治法などが改正され、

条例による多選制限が認められた後になるよう

です。知事の多選自粛を求める条例は埼玉県な

どで制定していますが、禁止する条例は初めて

平成19年12月14日(金)
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のようです。賛同する知事もいれば、否定的な

知事もおり、各地方自治体の首長の今後の対応

に波紋を投げかけています。知事御自身は御自

分のマニフェストに多選自粛をうたっておられ

ましたが、神奈川県知事の多選禁止条例につい

て、知事のお考えをお伺いいたします。

次に、福祉行政についてお伺いいたします。

今回実施された厚生労働省の調査では、2006

年度の認可保育園の保育料滞納が、全国で89

億7 , 0 0 0万円、本県は保護者の８％に当た

る1,059人が１億1,000万円を滞納しています。

不名誉なデータではいつも上位を占めているこ

との多い本県が、滞納者率で全国ワーストであ

ることが明らかになりました。今回のような調

査は初めてのようですので、全国的な推移は不

明ではありますが、県当局の自治体への調査で

は、５年前と比較して滞納額が増加しているよ

うです。給食費などと同様に、払える経済力が

あるのに払わない、モラルが低く義務を果たさ

ないケースがかなりあるようです。公立保育園

においては、滞納分を財政の厳しい市町村が税

金で穴埋めをしている状態です。しっかりと義

務と責任を果たしている者が損をするのでは、

公平公正が原則である社会がおかしくなってし

まいます。今回の不名誉な結果についての所見

と、今後この状況の改善にどのような対策をお

考えか、福祉保健部長にお伺いいたします。

次に、ＤＶ（ドメスティック・バイオレン

ス）についてお伺いいたします。ＤＶは犯罪と

なる行為をも含む重大な人権侵害です。政府の

調査によれば、20人に１人の女性が生命に危険

を感じるほどの暴力を受けていたことがある、

また離婚調停の約３割が離婚理由としてＤＶを

挙げているとも報告されています。外部からの

発見が困難な家庭内において行われるため、潜

在化しやすく、しかも加害者に罪の意識が薄い

という傾向があります。周囲が気づかず、暴力

がエスカレートし、深刻な被害になりやすく、

また直接の被害者のみならず、子供へも精神的

な影響を与え、また親の心理的な不安定によ

り、養育にも影響が出ます。ＤＶの防止及び被

害者の保護、そして自立支援を総合的に進めて

いかなければなりません。そこで、本県のＤＶ

の現状と対応状況について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

次に、観光対策についてお伺いします。

このたび宮崎―ソウル間のアシアナ航空が、

期間限定とはいえ１便増となりました。また今

回、新たに宮崎―台北間の定期便が開設される

ことになりました。大変喜ばしいことで、

チャーター便などの利用者増の実績により、今

回の増便、開設につながったものと思います。

平成18年度の海外からの本県への観光客の推

移、特に韓国、台湾の動向について、また、韓

国、台湾への誘客の取り組み状況を、あわせて

商工観光労働部長にお伺いいたします。

今回新たに開設される台北線は、九州南部で

は本県だけのようですが、増便となったソウル

線ともども維持・充実させる取り組みを、地域

生活部長にお伺いいたします。

交通網の整備に関して、ＪＲ日豊本線の新車

両の導入についてお伺いいたします。

平成８年に空港連絡線が開通し、ダイヤの見

直し等で、宮崎―延岡間は利便性が格段に向上

いたしました。県北部の人たちは、宮崎市に来

るときはＪＲを利用することが非常に多く、特

に宮崎空港の利用者はかなりの比率だと思いま

す。そして、一時は最新鋭の特急「つばめ」の

車両が「にちりんシーガイア」としてさっそう

と走っていたものですが、残念ながら現在は、
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使い古しの老朽化した車両を化粧直しの上、特

急として使用されている状況です。携帯電話は

車内ではマナーとして使用できませんが、連結

機のところではうるさくて使い物になりませ

ん。おまけに車内でのお茶や弁当などの販売も

なく、時間帯によっては３両編成の特急もあ

り、宮崎駅を立つときは通路に立っている人が

たくさんいる情けない状況です。同額の特急券

と乗車券を購入しているのですから、最新型と

は言わなくても、もう少し利用者が快適に乗車

できる車両にすることができないか、取り組み

について地域生活部長にお伺いいたします。

次に、日豊本線の高速化についてお伺いいた

します。現在、九州では高速交通体系の東西格

差が拡大の一途です。３年半後に九州新幹線が

全線開通すると、鹿児島と大阪間が約４時間で

結ばれます。平成５年に日豊本線の宮崎―延岡

間が時速110キロメートルで走行できるように改

良されましたが、それでも宮崎―小倉間が約４

時間半かかる状態で、宮崎駅を出発したにちり

んが福岡県に入ろうとするころに鹿児島を出発

した新幹線は大阪に着くという、情けなくなる

ほどの格差です。日豊本線の宮崎―大分間の高

速化の現状と今後の取り組みについて、地域生

活部長にお伺いいたします。

次に、鉄道高架についてお伺いいたします。

全国的な傾向とはいえ、中心市街地の寂れ方は

ひどく、延岡駅前も例外ではありません。原因

の一つに、鉄道による商店街の分断と国道10号

線からのアクセスの悪さが挙げられます。県内

の鉄道高架は、都城市が昭和56年に県内で最初

に完成し、次いで宮崎市が平成５年に、そして

昨年12月に日向市駅が高架にされ、駅前が新し

い街の顔として再開発が行われており、大きく

変貌しています。鉄道高架事業は、国、県、地

元自治体とＪＲの協力で行われると理解してお

りますが、実現の可能性について県土整備部長

にお伺いいたします。

次に、防災対策についてお伺いいたします。

平成17年の台風14号で、延岡市は未曾有の大

被害を受け、212億円の激特事業による河川改修

や排水ポンプの設置が決まり、防災に向けて大

きく前進することになりました。その中で、こ

れまで何度も祝子川支流の蛇谷川の水害に泣か

されてきた桜ヶ丘、夏田町は平成17年に、家屋

と事業所を合わせると約400世帯が床上浸水に遭

い、県事業で排水ポンプの設置が決まり、日々

土木工事が進められていました。そんな中、排

水ポンプの土木工事を請け負っていた建設業者

が８月に倒産し、再度入札が実施され、工事が

再開されました。しかし、この間の空白は非常

に大きく、来年の台風に間に合うのかと、地元

の皆さんは気が気でないという状況です。蛇谷

川の排水ポンプの完成予定時期について、県土

整備部長にお伺いいたします。

次に、本県は、有数の竜巻常襲地帯で、全国

４位の発生件数です。記憶に新しいところで

は、昨年、列車を脱線転覆させるほどのパワー

を持った竜巻が市内中心部を南北に縦断し、多

くの死傷者とインフラや家屋に甚大な被害を出

した延岡市を初め、日向市や日南市でも大きな

被害が発生いたしました。延岡の歴史を見てみ

ますと、同規模の竜巻は過去に何度も発生し、

これまで大きな被害を与えてきたようです。長

い海岸線を持つ本県は、沿岸域ではどこに竜巻

が発生してもおかしくない状況です。そのよう

な中、気象庁は、竜巻をもたらす局地的な低気

圧などを観測できるドップラーレーダーを全国

に配備中です。積乱雲の動きをとらえ、竜巻や

落雷の発生のおそれがある地域に細かい情報提
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供をし、予防策を講じることができます。竜巻

常襲地帯へのドップラーレーダーの配備状況

を、総務部長にお伺いいたします。

次に、教育行政について、全国学力テストの

取り扱いについてお伺いいたします。43年ぶり

に実施された全国の小学６年生と中学３年生

の225万人が参加した学力テストは賛否両論あり

ましたが、子供たちの学力や学習状況に関する

貴重なデータを手に入れたことになります。本

県はほとんどの教科で正答率が全国平均を上

回っていたようですが、今回の結果の公表を受

けて、教育長はどのような感想をお持ちか伺い

ます。そして、この手に入れたデータをどのよ

うに活用するのか、学力向上と教育環境の改善

にどう生かしていくのか、教育長にお伺いいた

します。

次に、県立普通科高校の通学区域撤廃につい

てお伺いいたします。もう既に何人かの議員か

ら質問が出ていますが、県北の状況から見ると

納得いかないところがありますので、あえて質

問いたします。来年度から県立高校普通科の入

試制度が変わり、通学区域が撤廃され、どの高

校でも受験できるようになります。これまでも

区域撤廃をする前から、県北や県内各地から宮

崎市の県立高校や私立高校に優秀な学生が入学

してきました。この入学制度改革は、教育レベ

ルの県央一極集中を助長するのではないかと懸

念されます。なぜ通学区域を撤廃しなければな

らないのか、その必要性は何なのか。また、高

校間の格差が拡大し、定員割れも出る可能性が

あると思いますが、教育長の所見をお伺いいた

します。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

知事像ということでございます。まず知事職

は想像以上の激務であります。対外的には、国

等への政策提案や要望活動を初め、トップセー

ルス活動、行事やイベント等への出席、県内各

地域の実情把握などの業務に追われ、県庁内で

は各部局との施策や課題の協議・検討等がメジ

ロ押しのスケジュールをこなすなど、席を暖め

る暇もないほどであります。また、県政の置か

れている現状をつぶさに把握した上で、改め

て、県財政の厳しい状況や、山積する課題解決

の困難さ等を痛感させられております。変革の

時代にあって、既存の制度や仕組みを変えてい

く能力や情報発信能力など、知事に対し期待さ

れる資質や能力が従来とはさま変わりする中

で、県民の期待、時代の要請にこたえられる知

事を目指し、オンリーワンの宮崎を築いてまい

りたいと考えております。

続きまして、本県の実情についての認識と政

策への反映についてであります。本県には豊か

な自然、温暖な気候、豊富で新鮮な食材、神話

や伝説、そして何よりも温かな県民性と、どれ

をとっても全国に誇るべき魅力が数多くあると

確信しております。しかしながら一方で、県内

各地を回る中で、社会インフラ整備のおくれを

痛感するとともに、これらのすぐれたポテン

シャルや魅力が十分に生かされていないのでは

ないかとの思いを強くいたしております。この

ため、知事就任後、私みずからが先頭に立ち、

さまざまなメディアを活用しながら、県産品、

観光、移住促進、企業誘致などのセールスに努

めてきたところであります。私がこれほど宮崎

をメディアに乗せた理由というのは、ＰＲもさ

ることながら、宮崎県民の皆様の意識を変える

ことにありました。つまり、郷土宮崎に自信や
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誇りを持っていただきたいと考えたのでありま

す。ことしの全国和牛能力共進会で宮崎牛が日

本一になりました。まさに宮崎の高いポテン

シャルが引き出された例であります。宮崎の潜

在能力を信じて、今までとは異なる切り口、新

たな発想で、宮崎の持つ本来の魅力、可能性を

引き出す努力が必要ではないかと考えておる次

第でございます。これからは、これまで以上に

県内をくまなく回りながら、県民の方々とじっ

くり話し合うことで、本県の現状をしっかりと

把握して課題を抽出し、政策立案に生かしてま

いる所存でございます。

続きまして、神奈川県の多選禁止条例につい

てであります。私は、同一人物が、権限が集中

する知事の職に長く在任することによって、権

力の腐敗化や県政の独善化、あるいは行政のマ

ンネリなどの弊害が起こりがちであると考えて

おります。このようなことから、私は、知事の

職に長くとどまるべきではないと判断して、マ

ニフェストにおいても多選自粛を掲げていたと

ころでございます。ただ、多選制限の制度化に

つきましては、国の立法政策上の問題があり、

神奈川県の条例についても、実際に施行される

のは、地方自治法等の関係法令が整備された後

と伺っており、今後の国の動きに注目していき

たいと考えております。以上です。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えい○総務部長（渡辺義人君）

たします。

竜巻に関してであります。昨年の本県や北海

道などにおける甚大な竜巻被害を受けまして、

気象庁では、全国で、竜巻をもたらす局地的な

低気圧等が観測できるよう、新たに７カ所で気

象ドップラーレーダーの整備を進めるととも

に、「突風等短時間予測情報利活用検討会」に

おきまして、竜巻に関する新たな情報の提供に

ついて検討を進めているところであります。こ

のうち、本県全域を観測できるレーダーにつき

ましては、福岡と種子島の２カ所であります

が、福岡につきましては、今年の11月15日に完

成いたしております。種子島につきましても、

来年の２月には完成する予定と伺っておりま

す。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○地域生活部長（丸山文民君）

えします。

宮崎空港の国際線についてであります。ま

ず、宮崎―ソウル線につきましては、先月22日

から週４往復へ増便になったところでありま

す。増便によって、韓国はより便利になります

ので、早速、県内の関係団体や企業を訪問し、

利用促進をお願いするとともに、増便記念搭乗

キャンペーンやメディアを活用したＰＲを実施

しているところであります。次に、宮崎―台北

線につきましては、去る11月１日に路線の開設

が決定し、現在、台湾当局において航空会社の

選定が進められているところであります。台湾

との国際定期便は、九州では現在、福岡―台北

線だけでありますので、宮崎―台北線の開設に

当たっては、県民の皆様はもとより、お隣の鹿

児島県や熊本県の方々に対しましても、より身

近になる台湾のＰＲや広域的に路線を活用して

いただく方策を検討しているところでありま

す。ソウル線及び台北線は、本県が目指してい

る東アジアとの経済・交流拡大を図っていくた

めの基盤となるものであり、県民の皆様には、

多様な分野で幅広く活用していただきたいと考

えております。県といたしましても、全庁を挙

げまして、国際定期便を活用した東アジアとの

経済・交流拡大に取り組んでまいる所存であり

ます。

次に、日豊本線への新型車両の導入について



- 291 -

であります。現在、日豊本線を走行しておりま

す特急列車は、「にちりん」「きりしま」及び

「ひゅうが」でありますが、いずれの車両も昭

和の時代に製造されたものであります。ＪＲ九

州としましては、車両の更新には多額の費用を

要する一方で、特に宮崎―大分間の利用者数が

減少傾向にあることから、更新が進まないとの

ことであります。そうは申しましても、日豊本

線の利用促進のためには、快適な車両の導入が

不可欠でありますので、県といたしましては、

宮崎県鉄道整備促進期成同盟会などとも連携し

ながら、引き続き、ＪＲ九州本社や宮崎総合鉄

道事業部に対しまして、早期の車両更新を強く

働きかけてまいりたいと考えております。

次に、日豊本線の高速化についてでありま

す。日豊本線宮崎―延岡間につきましては、平

成３年度から平成５年度にかけて高速化事業を

実施し、最高速度が時速110キロメートルに改良

されております。また、延岡―佐伯間も110キロ
※

メートルに改良されておりますが、県境をまた

ぐ佐伯―延岡間につきましては、高速化事業が

実施されておらず、最高速度は85キロメートル

にとどまっております。このため県では、ＪＲ

九州に対しまして再三にわたり要望を行ってき

たところでありますが、宗太郎峠の地形が非常

に急峻なことなどから、この区間の高速化には

莫大な費用を要するということで、事業化には

至っていない状況にあります。しかしながら、

日豊本線は、東九州を縦貫する唯一の幹線鉄道

であり、本県産業の振興や地域の活性化はもち

ろん、九州が一体となった発展を図る上でも、

大変重要な交通基盤であります。県といたしま

しては、今後とも、国及びＪＲ九州に対して高

速化の必要性を強く訴えてまいりますととも

に、地元やＪＲ九州の費用負担を軽減する支援

制度の拡充を、国に対して要望してまいりたい

と考えております。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○福祉保健部長（宮本 尊君）

えいたします。

まず、保育料の徴収状況についてでありま

す。今回公表されました調査結果によります

と、宮崎市を除く県内市町村における平成18年

度中の保育料の滞納額は約１億1,000万円で、保

護者全体に占める滞納者の割合は、全国で最も

高いという残念な結果となっております。滞納

の原因につきましては、県内外を問わず、保護

者の社会的責任感や規範意識の問題が最も多く

指摘されております。保育料の滞納は、保育料

を納めている保護者との公平性を欠くととも

に、市町村の財政を圧迫するなど、極めて重大

な問題であります。このため県としましては、

市町村に対し、保護者への一層の働きかけや滞

納処分を含めた積極的取り組みを、８月に文書

で依頼したところであります。今後とも、行政

指導監査等の機会を通じて、助言等を行ってま

いりたいと考えております。

次に、ＤＶ（配偶者暴力）の現状と対応状況

についてであります。県では、女性相談所が配

偶者暴力相談支援センターの役割を担っており

ますが、平成18年度に受け付けたＤＶ相談の件

数は702件で、平成17年度と比較すると130件増

加しており、ＤＶ防止法が施行された平成14年

度と比較すると、約２倍となっております。相

談の内容としては、身体的な暴力だけでなく、

身体や生命の危険を感じるような脅迫を受けた

ものや、配偶者からの暴力から逃れるために一

時保護を求めるといったようなさまざまな相談

があります。女性相談所では、ＤＶ被害者の抱

えるさまざまな相談への対応やカウンセリング

を行うほか、被害者の一時保護並びに自立支援

※ 297ページに訂正発言あり

平成19年12月14日(金)
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に向けたサポートを行っているところでありま

す。また、警察、市町村、民間団体等で構成す

る「ＤＶ被害者保護支援ネットワーク会議」を

開催し、ＤＶに関する情報交換など、関係機関

との連携強化に努めているところであります。

以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

海外からの観光客についてであります。平

成18年の海外からの観光客は、外国人宿泊者数

で見ますと、６万9,570人となっておりまして、

前年と比較して約9,000人増加しております。こ
※

のうち韓国につきましては、アシアナ航空定期

便を利用したゴルフ客を中心に、３万3,851人と

なっておりまして、前年と比べて約9,000人増加

いたしております。また、台湾につきまして

も、チャーター便による団体ツアーが好調で、

１万9,400人、前年比約2,300人の増加となって

おります。

次に、台湾と韓国からの観光客誘致について

であります。まず、台湾につきましては、新規

就航により、本県は南九州で唯一定期路線を有

することとなりますので、鹿児島県等と連携し

た南九州周遊ルートの開発や、修学旅行、個人

客の誘致にも力を入れてまいりたいと考えてお

ります。また、韓国につきましては、定期便の

増便により、多様な旅行日程を組むことができ

るようになりますので、従来から人気のあるゴ

ルフツアーに加えて、温泉やマリンスポーツ、

トレッキングなど、地域資源を生かした体験メ

ニューや、神話・伝説を取り入れた新たな観光

ルートの提案を行うなど、さらなる誘客を図っ

てまいりたいと考えております。今後、航空路

線増強による利便性の向上や、本県観光の魅力

について情報発信を強化しますとともに、南九

州各県や九州観光推進機構との広域連携を図り

ながら、積極的に観光客誘致に取り組んでまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○県土整備部長（野口宏一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

ＪＲ日豊本線延岡駅周辺の連続立体交差事業

実現の可能性についてでございます。この事業

の可能性につきましては、延岡市が平成17年度

に、五ヶ瀬川から祝子川の間で「延岡駅周辺鉄

道高架等可能性調査」を実施しております。こ

の調査によりますと、踏切部の交通遮断量が国

庫補助採択基準に達しないことなどから、現時

点での事業採択は厳しい状況であると考えてお

ります。県といたしましては、中心市街地の活

性化や安全で円滑な交通確保の観点から、引き

続き延岡市と一緒に研究してまいりたいと考え

ております。

次に、蛇谷川排水ポンプ場整備工事の完成時

期についてでございます。県では、来年６月か

らの排水ポンプの運転開始を目指し、ことし３

月末に土木工事に着手したところであります

が、工事を受注した建設業者の倒産により、工

程に大幅なおくれが生じている状況となってお

ります。このおくれを取り戻すため、作業時間

の延長や工事用道路の追加などにより、工事の

進捗に努めているところではございますが、排

水ポンプの運転が可能となるのは、現在のとこ

ろ来年９月末の見込みとなっております。以上

でございます。〔降壇〕

○教育長（高山耕吉君）〔登壇〕 お答えいた

します。

全国学力・学習状況調査の結果につきまして

は、これまで県及び市町村教育委員会が取り組

んできましたさまざまな学力向上の施策や、各

※ 300ページに訂正発言あり

平成19年12月14日(金)
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学校の熱心な学習指導の成果であると考えてお

ります。調査結果のデータにつきましては、詳

細な分析を行い、各学校で作成しております学

力向上のための改善計画書の見直しや、教員の

指導力を高める授業研究会などの施策の検証を

行うとともに、指導方法の改善等について具体

的な提案を行うなど、市町村教育委員会と連携

しながら、一人一人の子供たちの学力向上に努

めてまいりたいと考えております。

次に、通学区域の撤廃についてであります。

専門高校や私立高校は、県内どこでも受験でき

るのに対しまして、普通科の志願者だけが、行

きたい学校を自由に選べない状況があり、撤廃

を望む声がありました。このため、普通科高校

についても、中学生が行ける学校から行きたい

学校を選択できるようにすることが、通学区域

撤廃の大きなねらいであり、このことによりま

して、中学生の進路意識や学習意欲が高まるこ

とが期待されます。また、生徒や保護者から選

ばれる学校となるために、各高校の魅力や特色

づくりが一層進むこともねらいといたしており

ます。このようなことから、平成17年度に、20

年度からの撤廃を発表し、これまで新聞広告や

全中学生へのリーフレット配付など、鋭意周知

を図ってきたところでございます。

また、本県の普通科高校は、これまで進学や

就職、部活動などで着実な実績を上げまして、

それぞれの地域にしっかりと根づいておりま

す。さらに、県教育委員会といたしましても、

ハイスクール学力アップ総合推進事業や、中・

高連携推進モデル事業等を推進いたしまして、

普通科高校の特色づくりの支援に積極的に努め

ているところでございます。通学区域が撤廃さ

れましても、生徒は、各学校の特色を十分理解

した上で、通学距離等の条件も考慮しながら、

個性や能力、適性に応じた学校を適切に選択す

るものと考えており、多少の移動はありますも

のの、志願者の大きな変動は生じないものと考

えております。この制度の変更により、本県教

育の一層の充実が図られることを期待いたして

おります。以上でございます。〔降壇〕

それぞれ御丁寧な答弁ありが○田口雄二議員

とうございました。理解を深めるために何点か

質問をさせていただきます。

まず初めに、知事にお伺いいたします。

知事の多選禁止条例に関しまして、先ほどい

ろいろ御答弁いただきました。長くなると、さ

まざまな弊害が出る可能性があるということで

ございます。確かにアメリカの大統領も２期８

年以上できないようになっております。限られ

た時間の中で実績を残さなければなりません

が、そのかわり、思いどおりに仕事ができるよ

うに、絶大な権限が与えられています。それ

は、県民に直接選挙で選ばれる知事も、まさし

く同様の大きな権限を有しております。決めら

れた期限の中で最大限の力を発揮して県政を大

きく発展させていただきたい、そのように感じ

ます。しかし、先日の中村幸一議員の、「知事

は国政にくらがえするのではないか、腰を据え

てやる気はあるのか」との質問に、「宮崎に骨

を埋める覚悟で立候補した」と答えられました

が、知事の多選自粛のコメントとは矛盾してい

ないのでしょうか。知事の言う「骨を埋める覚

悟」とはどういう意味かお伺いいたします。

骨を埋める覚悟とい○知事（東国原英夫君）

うのは、別に長きにわたって権力の座に踏みと

どまろうという意味とは限らないと思うので

す。骨を埋めるということは、宮崎のために貢

献する、宮崎のために何とか地域貢献できない

かということをずっと模索しながら生きていく
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というような意味でございますので、それと多

選とは別問題だと考えております。

ただ、私たちが知事の将来を○田口雄二議員

あれこれと言っても、束縛する権利も何もあり

ませんので……。ただ知事は、「宮崎をどげん

かせんといかん」と言って立候補し、当選され

たわけですから、宮崎をしっかりとどげんかし

た後に次のステップを考えていただきたいと

思っております。

知事の注目度はいまだに高くて、発言や行動

がマスコミをよくにぎわわせています。例の物

議を醸した徴兵制発言を聞いて、私が昔読んだ

ビートたけしさんの本のくだりを思い出しまし

た。たしか「だから私は嫌われる」という題名

の本だったと思いますが、今回の知事の発言の

内容と表現がほとんど同じでした。さすがに師

弟関係、感化されたのかなと勝手に思っており

ます。しかし、ビートたけしさんが発言するの

と、公職である知事が発言するのは全く重みが

違います。115万県民の代表としての自覚を持っ

ていただきたいと思っております。

そんな中、知事の発言で、何を言っているん

だと思った記事を見つけました。残念ながら私

は出席できませんでしたが、12月２日に前三重

県知事の北川さんをお招きして、知事のマニ

フェストをテーマにした討論会が宮崎で実施さ

れております。そして、「４年を１年と書いた

ミスで観光客５％増は無理です。謝罪します」

と、まだ１年もたたないのに早々にギブアップ

の発言をしております。北川さんも、「４年と

１年を間違えたら偽装じゃないか」と発言した

と聞いております。私は６月議会の質問で、

「マニフェストの達成率が60％で成功」と知事

が発言したことで、県民の約束をほごにしたの

ではないかという質問をさせていただきました

が、今回の発言も全く同じだと思っておりま

す。マニフェストの否定にもつながります。

今、国会でも、消えた年金の名寄せの件で、舛

添厚生労働大臣の公約が大きな問題になってお

ります。ただ疑問なのは、知事は、この間違い

にいつ気づかれたのでしょうか。選挙のとき、

知事のマニフェストは本県どころか全国的にも

かなり話題になりました。選挙のときには気づ

かなかったのでしょうか。気づいていたのに訂

正もせず、スタッフも気づかないとは信じがた

いのです。選挙を戦い、選挙後に間違っていた

のに気づいたというのは、どう考えても問題で

すが、知事の見解を伺います。

「そのまんまマニ○知事（東国原英夫君）

フェスト」というのを冊子でつくったときに

は、観光の問題の数値目標は出していないんで

す。その後に各報道機関から、具体的な数字を

挙げてくださいというリクエストがあったんで

す。そのときに書いた数値の中に、「４年間で

５％増」というところを、４を書き忘れまして

年間５％と書いてマスコミに提出したんです。

そして、マスコミがそれを報道したんです。新

聞、テレビ等、雑誌もそうでした。そのときに

はもう訂正する余地がなかった。時間もなかっ

た。そうであるならば、年間５％を目指そう

じゃないかと、自分の中で思ったんです。これ

は非常に難しい。御案内のように、この10年ぐ

らい、県外からの入り込み客というのは年々

減っております。減っている中で持続、つまり

安定に持っていくのも大変なんですけれども、

それを上昇させていくことはもっと大変なこと

だというのは、私認識しておりました。だか

ら、４年間で５％という数値目標を出したんで

すけれども、それは年間５％、だったら、もし

間違って提出しているんだったら、目標は高い
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ほうがいいだろうということで、訂正をさせて

もらわなかったんです。では年間５％でそれに

チャレンジしていこうじゃないかという意思

で、そのままにしておりました。実際就任し

て、観光誘致とかを一生懸命ＰＲさせていただ

いたんですけれども、この年間５％というのが

非常に重い大変な数字だということを、大体１

年たって認識してきつつあるんです。ですか

ら、もしかしたらこれは達成できないかもしれ

ないということで、そういった発言をさせてい

ただきました。

マニフェストを前面に押し出○田口雄二議員

して選挙を戦ったわけですので、知事には、マ

ニフェストの実現に向けて全力で頑張っていた

だきたいと思います。そして、マニフェストの

評価というのは、任期が終わるころに評価され

ればいいのであって、今のうちからもう無理だ

とか、できないから謝罪するというのは非常に

おかしいですね。余りに早く、できないなどの

評価を下すと、厳しいけれども知事のマニフェ

ストのために全力で頑張っている職員のモラル

が低下してしまいます。例えば観光に限って言

えば、商工観光労働部長や観光リゾート課が、

観光客の増加対策に対して一気に気が抜けてし

まったのではないかと思っておりますが、それ

も非常に心配しております。知事の所見を伺い

ます。

マニフェストという○知事（東国原英夫君）

のは、僕は生き物だと思うのです。時代とか社

会性が刻一刻と変化している中で、１年前に書

いたマニフェスト、２年前に書いたマニフェス

ト、それは遂行するのが義務でございますが、

日々変わっていくんですね。変わっていく修正

もしていかなきゃいけないというところもあ

る。例えば、新たなマニフェストの目標が出て

きたり、そういったものも、私は修正していっ

ていいと思うのです。ただ、最初に書いたマニ

フェストというのは、これを達成するために全

力は尽くす、これはもう県民の皆さんとお約束

していますから、それは全力を尽くしたいと

思っております。ただ、生き物だと思っていま

す。

なかなか納得いかない答弁○田口雄二議員

で、生き物であると、絶えず変わるというので

あれば、それはそうかもしれませんが、先ほど

知事も御自身でおっしゃいましたように、この

４年間に向けて、最初のマニフェスト達成に向

けて全力で頑張っていただきたい。そして、ぜ

ひ職員のモラルがアップするような発言もして

いただきたい、そのように考えております。

次に、防災対策について、再度、県土整備部

長に伺います。蛇谷川排水ポンプの完成時期で

すが、大幅におくれて来年の９月ですと言われ

ましても、私は、はいそうですかと簡単には引

き下がれません。県土整備部長がもしここに住

んでいたら、とてもそんなふうには答えられな

いと思います。９月末というのは、台風がほと

んど終わっている時期です。この地区は相次ぐ

水害で、排水ポンプの設置が長年の悲願でし

た。それが、先ほど申しましたように平成17年

の約400軒に及ぶ大水害の甚大な被害で、この多

くの被災者の犠牲によるとはいえ、ようやく設

置が決まって喜んでいるんですね。この団地

は、建設以来40年を超えておりまして、非常に

高齢化が進んでいます。ひとり暮らしが多く、

ポンプに対する期待は、皆さんが思う以上に大

きいものがあります。実はことし７月と８月に

台風が来ましたが、あわやのところまで水位が

上がりました。しかし、それでも３軒の家屋が

２度とも床下浸水しております。平成17年の台
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風時に比べると、大幅に宅地造成も進んでお

り、遊水地が激減しております。今までと同じ

ような雨量でも、かなり違う被害が出るのでは

ないかと思っております。もっと早く、台風時

期に間に合うように完成時期を早めることがで

きないのか、再度お伺いいたします。

県といたしま○県土整備部長（野口宏一君）

しては、夜間工事における振動や騒音など周辺

住宅への影響ですとか、作業の安全確保など、

いろいろな問題・課題がございますけれども、

これらを解決しながら、今後さらに作業の効率

化や工程調整に努めまして、一日も早い排水ポ

ンプの運転開始を目指してまいりたいと存じて

おります。よろしくお願いいたします。

その９月末完成というのは、○田口雄二議員

例えば、その前に台風が何度か来た場合には、

当然工事がストップすることもあると思います

が、それも見込んで９月末なんでしょうか。そ

れとも、順調に何もなしにいって９月末という

時期なんでしょうか。それを教えてください。

気象状況でご○県土整備部長（野口宏一君）

ざいますので、毎年状況変化しますから、こう

いう仮定をしましたというようなお話はできま

せんけれども、通例の工程等を考えて、９月末

ということで先ほど答弁させていただいたわけ

でございます。これから周辺との課題がいろい

ろあるわけでございますけれども、県土整備部

あるいは地元の事務所のほうでその辺しっかり

対応させていただきまして、気持ちとして、本

当に一日も早いポンプの完成を目指させていた

だきたいと思っております。

ポンプの設置が決まったとき○田口雄二議員

には、地域の区長や関係者を集めて説明会がご

ざいましたが、今回このような事態になって、

区長や地域の皆さんへの報告はどのように考え

ているのか、教えてください。

地元説明会で○県土整備部長（野口宏一君）

ございますが、土木工事着手直前の平成19年、

ことしの３月に実施したところでございますけ

れども、工程のおくれに伴う説明会につきまし

ては、まだ実施しておりませんので、できるだ

け早期にさせていただきたいと思います。

一日も早くできるように、ぜ○田口雄二議員

ひ進めていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

それからもう一つ、防災対策ですが、ドップ

ラーレーダーが来年２月には種子島にも配備さ

れて、宮崎県がそのエリアに入るということ

で、安心いたしました。ただ、気象庁から連絡

が来た場合、そういう危険性があるよといった

場合に、市町村への連絡あるいは情報が出た場

合のマニュアルというのはできているんでしょ

うか、教えてください。

気象庁では、ドッ○総務部長（渡辺義人君）

プラーレーダーを活用して、平成19年度末か

ら、竜巻など激しい突風発生のおそれが高まっ

た際に、竜巻に関する気象情報を新たに発表す

る予定というふうに伺っております。なお、こ

の情報につきましては、まだ注意報とか警報と

いったレベルではなくて、注意を促す情報のレ

ベルというふうに伺っております。いずれにし

ても有益な情報でございますので、この情報が

発表された場合には、市町村に伝達しますとと

もに、報道機関等にも御協力をお願いして、県

民の皆様に情報提供を行ってまいりたいと考え

ております。

それから、マニュアルということであります

けれども、気象庁では来年度に、具体的な利用

とか伝達の方法、利用上の注意等に係るガイド

ラインの作成を検討する予定と伺っております
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ので、県といたしましても、そのガイドライン

を踏まえながら、御意見にありましたマニュア

ルについて対応を検討してまいりたいと考えて

おります。以上であります。

次に、ＪＲ延岡駅周辺の高架○田口雄二議員

について、再度、県土整備部長に伺います。踏

切の交通遮断量が国庫補助採択基準に厳しい状

況であると御報告いただきましたが、採択基準

に対してどれほど足りないのか、もう少し詳し

く御報告いただきたいと思います。

お答えさせて○県土整備部長（野口宏一君）

いただきます。

採択には、事業計画区間のうち、あらゆる１

キロ区間内で、踏切交通遮断量が１日当たり２

万台時以上必要でございます。延岡市が実施し

た可能性調査では、矢六川ガードから三軒屋踏

切の算定区間で１万2,309台時、岡富踏切から岡

富ガードの算定区間で１万7,888台時などとなっ

ております。そのような状況でございます。

鉄道高架に関してですが、非○田口雄二議員

常に難しいのは、大型ショッピングセンターが

違う場所にできたことによりまして、人の流れ

が変わり、さらに中心市街地が寂れる。よっ

て、駅の近くの通行量が減り、さらに採択基準

に届かないという悪循環になっております。ま

た、高千穂に向かう国道218号はＪＲの下を通っ

ており、大雨になるとすぐに冠水してしまい、

すぐ不通になってしまいます。高架になればそ

れも解決いたしますので、中心市街地の活性化

とあわせて、延岡市と、実現の可能性に向けて

調査研究をよろしくお願い申し上げます。

続きまして、日豊本線の新車両の乗り入れと

高速化について、地域生活部長にお伺いいたし

ます。宮崎の特急はいずれも昭和の時代につく

られたものとのことでしたが、昭和でも後半で

はないように思います。九州では、熊本・鹿児

島の「つばめ」、佐賀・長崎の「かもめ」、大

分の「ソニック」とディーゼル車の「ゆふいん

の森号」など、全国的に人気列車が走っており

ますが、宮崎だけは古ぼけた列車が走っており

ます。実に笑えない話なんですが、宮崎の人が

「にちりん」に乗って小倉に向かい、大分で最

新式の振り子式列車の「ソニック」に乗りかえ

ると、乗り心地のよさになれていないからか、

乗り物酔いをする人がたくさんいるのです。す

ぐに新車両といっても難しいでしょうから、今

大分まで来ている「ソニック」の宮崎までの乗

り入れを、ＪＲ九州にぜひともお願いできない

か。あわせて、現在の特急に少なくとも自動販

売機ぐらいは設置できないか、お伺いいたしま

す。

答弁させてい○地域生活部長（丸山文民君）

ただきます前に、先ほどの高速化の答弁につい

て訂正をさせていただきたいと思います。「延

岡―佐伯間も110キロメートルに改良されており

ますが」と答弁したと思うのですけれども、

「大分―佐伯間も110キロメートルに改良されて

おりますが」の誤りでありました。訂正させて

いただきます。

今の「ソニック」の御質問でありますけれど

も、御指摘のとおり、博多―大分間には新型車

両の特急「ソニック」が運行されております。

たしか「白いソニック」で、博多―佐伯間で柳

ヶ浦・大分行きとありますけれども、大体31往

復ぐらい走っていると思います。仮にこの「ソ

ニック」を宮崎まで延伸する場合は、現行の博

多―大分間の列車本数を維持するために、ＪＲ

九州としては、また新たな車両の導入が必要に

なるということであります。いずれにしまして

も、御質問にありましたように、ＪＲ九州に対
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要望してまいりたいと考えております。

それから、自動販売機の御質問だったと思う

のですが、ＪＲ九州によりますと、採算性の問

題等から、県内発着の特急列車の車内販売は

今、廃止をされている現状であります。ただ、

飲み物の自動販売機につきましては、５両編成

の全便に設置されておりまして、３両編成の列

車についても、一部を除いてほとんどの列車に

設置されております。この設置されていない列

車につきましても、すべて設置されるように、

ＪＲ九州に要望を続けてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。

○田口雄二議員 次に、ＤＶについて福祉保健

部長にお伺いいたします。相談件数は、ＤＶ防

止法が施行された平成14年度の２倍になってい

ると伺いました。人知れず悩み苦しんでいる女

性や子供がたくさんいると思うと、本当に胸が

痛くなる思いがいたします。そんな中、県にお

いては、ＤＶ被害者支援マニュアルを作成され

ると聞いておりますが、その進捗状況をお伺い

いたします。また、被害者の安全確保と負担軽

減のため、相談や手続等を１カ所に定めるワン

ストップ制度の実施等の配慮が、そのマニュア

ルの中になされているのか、再度お伺いさせて

いただきます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ＤＶ被害者の

相談や支援に当たりましては、県の女性相談所

はもとより、身近な相談窓口であり、住所の移

転や子弟の編入学などの諸手続の窓口でもある

市町村を初め、さまざまな機関が関係してまい

ります。したがいまして、これらの関係機関の

職員が相談対応や支援を行う際には、ＤＶの特

性や対応方法を理解するとともに、被害者の個

人情報の保護や関係機関相互の連携に留意しな

がら、さまざまな不安を抱えておられる被害者

が安心して相談できるよう配慮することが求め

られます。このため県では、関係機関の職員向

けにＤＶ被害者相談対応マニュアルを作成する

こととしておりまして、現在、準備を行ってい

るところであります。マニュアルの作成に当た

りましては、被害者の安全確保や負担軽減を図

るため、相談・支援にかかわる関係機関相互の

役割や連携のあり方についても、検討してまい

りたいと考えております。

○坂口博美議長 執行部はちょっと答弁を急い

でください。時間がおくれております。

○田口雄二議員 本年の５月に佐土原町で、Ｄ

Ｖによる痛ましい殺人事件が発生しておりま

す。聞きましたら、亡くなった女性は２人目の

奥様で、最初の奥様もひどいＤＶの被害に遭っ

ていたようですが、幸いにも支援されて助かっ

たようです。二度とこのような被害者が出ない

ことを祈りつつ、早急に支援マニュアルを作成

されますよう、よろしくお願い申し上げます。

次に、全国学力テストについて教育長にお伺

いいたします。今回の学力テストでは、子供た

ちの学力や学習環境に関する貴重なデータを手

に入れました。このデータは各市町村の教育委

員会に伝わっているのか。また、その先の学校

関係者は、データの取り扱いをどうされている

のかお伺いいたします。

○教育長（高山耕吉君） 全国学力・学習状況

調査のデータにつきましては、文部科学省が各

市町村教育委員会へ直接送付いたしておりま

す。県教育委員会といたしましても、今後と

も、市町村教育委員会と連携を図りながら、児

童生徒の学力向上に努めてまいりたいと思いま

す。また、学校につきましても、直接、市町村

教育委員会から伝達されているというふうに考

平成19年12月14日(金)
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えておりまして、学力向上につきましても、一

緒にあわせてやっていきたいと考えておりま

す。以上でございます。

今回の学力テストでは、県全○田口雄二議員

体はよかったというふうに言われております

が、それは、郡部や都市部あるいは大規模校、

小規模校、そういうところでの差は出ていな

かったのか、それも教えていただきたいと思い

ます。

県内での地域差でご○教育長（高山耕吉君）

ざいますけれども、教育事務所ごとの結果を見

てみますと、いずれの教科におきましても、県

との平均正答率につきましては差が少なく、学

力に大きな差は生じていない状況でございま

す。今後の対応につきましても、詳細な分析を

もとに、各学校におきまして、子供一人一人に

目を向けました学力向上に取り組んでいきたい

考えております。以上でございます。

今回の学力テストでは、秋田○田口雄二議員

・福井・富山県が目立って好成績を上げており

ます。その中でも秋田県が、43年前のテストを

はるかに上回る実績を上げています。県教委

は、全国に先駆けて2001年度から、小学１年、

２年、中学１年の３学年で少人数学級を始

め、2005年度からは地域住民も自由に学校訪問

できる「みんなの登校日」を実施するなどの取

り組みを進めてきた結果だと評価されておりま

す。非行や暴力事件で教員の時間が割かれるこ

とがないとの分析もあります。秋田県は、教育

条件の改善、地域との連携、教員が授業に専念

できる環境を整え、実績を上げています。ぜひ

とも、今回の実績に満足することなく、秋田方

式などを参考にしながら、次世代を担う子供た

ちの育成のため、さらに高い目標に向かって改

革に努めていただきたい、そのように考えてお

ります。

次に、通学区域の撤廃について伺います。教

育長は、「志願者の大きな変動は生じないと

思っている」と答弁されましたが、いささか腑

に落ちないところがあります。生徒や親が普通

科高校に求めているのは、幾ら建前で学校の特

色や環境を述べても、卒業生が有名大学に何人

入ったかであり、それが評価の対象になりま

す。それが現実です。私どもがＪＲで延岡に夜

遅く帰るとき、それからまた土日の夕方の列車

には、小中学生がよく乗ってまいります。乗る

とすぐに、弁当箱を取り出して食事をしており

ます。宿題なのか、食事の後に問題集に取り組

む子供がたくさんおります。そして、延岡に着

くまでに順次おりていくわけですが、子供たち

に聞いてみると、塾の帰りだと言っておりま

す。宮崎まで塾に通う、そういう現実が実際あ

るんですね。この子たちは間違いなく、中学生

や高校生になるときには宮崎市の高校や中学校

に進むものと思われます。松形元知事が当時の

文部省と何度もやりとりして心血を注いで実現

した五ヶ瀬中高一貫校もありますが、今回、宮

崎西高に新たに中高一貫校を開設したことによ

り、五ヶ瀬中高一貫校が定員割れするんじゃな

いかという心配もしております。県施設の宮崎

市一極集中の是正を訴えてきた宮崎市以外の住

民には全くわからない、施設以外の人材までと

られるような事態が発生するんじゃないかと心

配しております。教育長の所見をお伺いいたし

ます。

本県の普通科高校に○教育長（高山耕吉君）

つきましては、これまで進学や就職、部活動な

どでも着実な実績を上げまして、しっかりと地

域に根づいているというふうに理解をいたして

おります。今回の撤廃につきまして、生徒は、
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各学校の特色を十分理解した上で、通学距離等

の条件も考慮しながら、個性や能力、適性に応

じた学校を適切に選択するものと考えておりま

して、通学区域撤廃後も志願者の大きな変動は

ないと考えております。

学校につきましては、どういう学校がいいの

かということでございますけれども、進学実績

だけではなく、学校のよさとは、入学してきた

生徒に対しまして、個に応じた指導を行い、そ

の個性や能力をどこまで伸ばすかということだ

というふうに考えております。各学校も、そう

いった学校を目指して、特色ある学校づくりを

していっていただきたい。私は、これからもそ

ういった方向で支援をしていきたいと考えてお

ります。以上です。

ありがとうございます。○田口雄二議員

次に、保育料の滞納の件です。全国最悪とい

うのは大変恥ずかしい限りです。宮崎県のモラ

ルが問われるものと思います。しっかりと対策

を立てて、滞納の状況を改善していただきたい

と存じます。というのも、払える経済力がある

のに払わない、この事態が改善されない限り、

引き続き給食費などの滞納につながりかねない

からです。どうかよろしくお願い申し上げま

す。

最後になります。実は先日、韓国最大の旅行

会社のハナツアーというところの、旅行者を日

本へ送り出す日本事業部の担当者とお話をさせ

ていただきました。韓国の方々は日本に何を求

めているのかと聞きますと、やはりゴルフと温

泉に人気があるとのことでした。韓国は火山が

なく、温泉が非常に少ない。また、女子プロゴ

ルファーは世界トップレベルにもかかわらず、

ゴルフコースは少ない上に大変高額でプレー費

が４～５万円ほどもすると聞いております。ま

た、冬場は寒くてできないとのことでした。そ

こで早速、今日本で人気のある宮崎県の宣伝も

させていただきましたが、残念なことに、日本

では話題の知事も、さすがに韓国では余り名前

が売れていなかったようでございました。た

だ、暖かい宮崎のゴルフ場は、タイガー・ウッ

ズの影響などもあり、非常に関心が高いようで

した。先ほど部長から、宮崎県の温泉もという

お話がありましたが、宮崎県の温泉の話をした

ところ、全然それが頭の中に入っておりません

でした。認識されておりません。

それと、体験型の旅行ということで、私ども

もサーフィンの話などもしたんですが、向こう

の方に言わせますと、韓国はまだそこまで旅行

が成熟していないと。体験型のような、日本で

やっているようなものはまだはやりません、ま

だ韓国の人は受け入れがたいということでござ

いました。今後、観光開発におきましては、

もっと温泉を前面に出したり、あるいは体験型

も、もちろんそれはいいかもしれませんが、余

り受け入れてくれないような状況でございまし

たので、その辺のことを考慮しながら、今後の

開発にも頑張っていただきたいと思います。以

上でございます。ありがとうございました。

（拍手）

先ほど、○商工観光労働部長（高山幹男君）

海外からの観光客数についての御質問におきま

して、たしか外国人宿泊者全体を前年と比較し

て約9,000人と申し上げたと思いますが、これは

約7,000人の間違いでございました。おわびして

訂正させていただきたいと存じます。よろしく

お願いします。

次は、10番松村悟郎議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） 自由民主○松村悟郎議員

党、松村悟郎でございます。今回は４つの点に
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ついて質問をさせていただきます。

さて、11月22日、ミシュランガイド東京編が

出版され話題になりました。レストランやホテ

ルの格付をするガイドブックです。アジアで初

めて、世界で22番目とのことでありました。

ヨーロッパでは100年の歴史があり、三つ星レス

トランでは１年先まで予約がとれないと聞いて

おります。今回の日本版には191軒が選ばれ、本

場フランスよりも多かったそうです。日本の食

文化の高さが評価されたと、私もうれしく思い

ました。ただ、１人３万円以上もする高級店で

ございます。それでもお店の予約がなかなかと

れない、そんな華やかな東京の経済力に改めて

驚かされました。

実は、私も20数年前、このミシュランに在職

しておりました。10年ほど前、宮崎に工場進出

の計画があったことを思い出しまして、今後の

足がかりになればと、私も10月に日本ミシュラ

ン東京本社に企業誘致の話を聞きに行ったとこ

ろでありました。そのときに、宮崎からの転勤

で、東京事務所で働く３人の子供を持つ方と話

をする機会がありました。「東京の暮らしは大

変でしょう。早く宮崎に帰りたいでしょう」と

お尋ねをしたところ、「私が住む千代田区は、

子供が高校生になるまで医療費が無料です。家

族も帰りたがらないんです」、そのように言わ

れました。このように、経済格差ばかりではな

く、行政格差もこれだけあるのだと改めて驚い

たところです。国の行き過ぎた改革が地方の疲

弊を生み、都市と地方の大きな格差をもたらし

ているのではないでしょうか。昨日の中野議員

は えびのの中野議員でございます 東京― ―

一極集中、宮崎県においても宮崎市に集中して

いると、地域格差に憂える発言をしておられま

した。私も、格差社会の拡大をどげんかせんと

いかんという思いで質問をさせていただきま

す。

まず初めに、出先機関の再編についてであり

ます。

「宮崎県行財政改革大綱2007」が報告された

のは、６月定例議会であります。出先機関の組

織体制の整備を図るため、土木事務所の統合再

編について明記してありました。その後、該当

する市町村からの存続を求める要望活動が始ま

りました。９月中旬、土木事務所再編案が総務

部行政経営課から総務政策常任委員会に説明さ

れようとしましたが、一たん中止をされまし

た。しかし、テレビで内容が報道され、市町村

からの再度の要望活動が始まったわけでありま

す。「新みやざき創造計画」では、計画推進の

あり方として、県の政策や課題等について積極

的な情報提供・情報公開の推進と、市町村との

連携による計画推進が明記されているにもかか

わらず、それぞれの市町村には説明・協議もな

いまま、わずか３カ月で素案が提出されたこと

に怒りを感じていらっしゃったのでしょう。私

も、行政改革は当然必要だと考えております。

今回の行政改革は、まず地方の出先機関を減ら

すことに主眼を置いております。出先機関は、

県が行う業務のうち現場性が高く、直接県民

サービス向上につながるものであります。知事

は、日ごろから地方に配慮した改革を強く国に

要望しておられます。しかし、今回は、宮崎の

中での地方を切り捨てる改革をしようとしてい

るのではないでしょうか。出先機関の再編に当

たっては、まず本庁をスリム化して、市町村と

の連携のもと、直接県民サービスを担う出先機

関のマンパワーを充実させる行政改革を進める

ことが重要ではないでしょうか、知事の所感を

お伺いいたします。
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次に、特別支援学校の整備計画についてであ

ります。

先日、児湯養護学校の保護者の皆さんの陳情

に、私も同席させていただきました。児湯養護

学校は、情緒面に障がいのある病弱児を教育す

る西都児湯唯一の特別支援学校です。70名の児

童生徒のうち、ほとんどが発達障がいのある子

供たちです。この分野におけるこの学校の指導

力は、保護者や地域から高い評価を得ていると

伺っております。陳情の折、保護者の一人が、

「この学校に入れていただいてありがとうござ

います」と、涙を流しながら教育長にお礼を言

われておりました。子供たちの可能性は教育で

大きく変わります。コミュニケーションづくり

が苦手で環境の変化に敏感な子供たちを、生ま

れ育った地域で学ばせることは、将来必ず、子

供たちの社会的自立の手助けになると思いま

す。特別支援学校高等部の設置について、先日

の陳情で聞かれた保護者の願いをどう受けとめ

られ、未設置校への高等部設置にどう取り組ま

れるか、教育長にお伺いいたします。

後は自席にて行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 出先機関の○知事（東国原英夫君）

再編についてであります。地方分権や市町村合

併の進展などにより、市町村の規模・能力が拡

大する中で、地域住民に身近な行政はできるだ

け市町村が担うことを基本に、県は、市町村へ

の権限移譲を一層進めるとともに、広域的な総

合調整機能等の役割を果たしていくことが求め

られております。また、本県財政の危機的な状

況を踏まえ、分権社会にふさわしい持続的・自

立的な行財政システムを確立するためには、徹

底した事務事業の見直しはもとより、職員数の

削減や、より簡素で効率的な組織体制の整備な

ど、やれることはすべてやらざるを得ない状況

でございます。

このような中、組織につきましては、本庁

は、主に政策立案業務など全県的・専門的視野

に立った業務を担い、出先機関は、現地・現場

性の高い業務等を担うという役割分担のもと、

簡素効率化を進めておりますが、知事部局等の

総職員数のおおむね６割を配置している出先機

関につきましては、近年ほとんど見直しを行っ

ていない状況にあります。このようなことか

ら、先般お示しさせていただきました出先機関

の再編案におきまして、総務、福祉、商工、農

政、県土整備など、ほとんどの部門について組

織体制の見直しを行い、現場に必要なマンパ

ワーの確保、部門内の関係機関相互の一層の連

携強化等を図ることとしたものであります。今

後とも、本庁を含め、限られた人材を有効に活

用できる少数精鋭の組織への転換を進めてまい

りたいと考えております。以上です。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

特別支援学校の高等部設置についてでありま

す。障がいのある生徒の社会参加、自立に対す

る保護者の方々の切実な思いにつきましては、

私自身、大変重く受けとめております。高等部

につきましては、これまで「宮崎県立盲・聾・

養護学校再編整備計画」に基づきまして、平

成16年度に日南養護学校、平成18年度に清武養

護学校に設置し、また来年４月に高千穂高等学

校内に延岡養護学校高千穂分校の設置を予定す

るなど、計画的に、着実に整備を進めていると

ころでございます。今後の高等部の設置につき

ましては、来年度策定を予定しております「宮

崎県特別支援学校総合整備計画」の中で検討し

てまいりたいと考えております。以上でござい

ます。〔降壇〕
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ありがとうございました。出○松村悟郎議員

先機関の再編について質問させていただきま

す。さきに述べましたように、東児湯５町を初

めそれぞれの地域から、存続を求める要望・陳

情がございました。地域の実情、思いを知事に

ぶつけられたと思いますけれども、どう受けと

められたのかお伺いいたします。

土木事務所の再編に○知事（東国原英夫君）

関しましては、関係する地元の皆様から直接、

私などに対し存続要望等がなされたところでご

ざいます。これらを通じまして、土木事務所の

役割に寄せる期待や統合再編に対する不安な

ど、いろいろな御意見や御要望をお聞かせいた

だき、改めて土木事務所が地域で果たしている

役割の大きさを認識したところでございます。

厳しい財政状況の中では、限られた人材を有効

に活用できる組織への転換を進めざるを得ない

ところでありますが、地元の皆様方のお気持ち

を十分踏まえ、再編後におきましても、引き続

きしっかりした体制を確保してまいりたいと考

えております。

次に、農林振興局を主管とし○松村悟郎議員

て、地域内の出先機関を構成メンバーとする地

方連絡協議会というのが、それぞれの地域にご

ざいます。地域内の市町村との定期的な協議も

行われているようでございます。その協議会や

関係出先機関に対して、今回の再編に対する説

明や意見を聞くような取り組みはなされたの

か、総務部長にお伺いいたします。

出先機関の見直し○総務部長（渡辺義人君）

につきましては、平成18年２月に策定いたしま

した行政改革大綱2006や、その後、本年６月に

策定いたしました行財政改革大綱2007に盛り込

んだ内容について、それぞれ出先機関を対象と

した説明会や各ブロックの地方連絡協議会を通

じて、説明を行ってきたところでございます。

また、それぞれの関係部局におきましては、再

編の対象となっている出先機関に対しまして、

必要な説明や協議等を行ってきたところでござ

います。

私は今、地方連絡協議会では○松村悟郎議員

地域内の市町村との定期的な協議も行われてお

りますというふうに御質問させていただきまし

た。私も出たことがございますけれども、地域

の首長さんあるいは関係の職員の皆さんと、児

湯農林振興局を主管とした地域でのさまざまな

問題を協議されております。これも年に２回と

か、不定期かもしれませんけれども、あってい

るようでございます。この地域出先機関再編

は、地域にとっては大変重要なことだと思いま

す。このことについて、地域の市町村を含めた

協議会に意見を求められたかという問いでござ

います。総務部長にお伺いいたします。

出先機関の見直し○総務部長（渡辺義人君）

につきましては、先ほど申し上げましたよう

に、本年６月に策定いたしました行財政改革大

綱2007については、パブリックコメント等を通

じ、広く関係機関や県民の皆様等からの御意見

等をお伺いいたしますとともに、関係部局にお

いては、それぞれ本庁から地元の市町村に対し

まして、必要な説明等を行ったというふうに

伺っております。今お話にありました 不定―

―期ということもお話がありましたけれども

それぞれの地方連絡協議会が独自に地元の首長

さん方とお話をする、そういった会合というの

はございますけれども、そういった場におきま

しては、主に県が所管している事業について説

明し、フリーに意見交換するというパターンが

通例であろうと思います。私も、そのメンバー

にかつて加わっておったことがあるわけであり
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ますが、そういった中で、その出先機関の再編

関係について話題に上がっておれば御議論が

あったんじゃないかなと思います。個々の地方

連絡協議会レベルでどういう議論が交わされた

かということについては、そこまで私は、詳細

には把握いたしておりません。

ありがとうございます。私の○松村悟郎議員

知るところでは、６月以降、９月に６月の行政

改革大綱が報告される以前には、特に児湯地区

ですけれども、一切そういう話は聞いていな

い、意見も問い合わせもない、一切地元へのお

話はなかったということを聞いております。

次に、出先機関の再編に当たっては、部局横

断的な対応にも考慮し、事務処理を一元的に行

う総合事務所化を進める考え方も必要だと思い

ます。あるいは、市町村合併や道州制移行への

対応とか、これから特に予想される国からの権

限移譲に対応できるような組織としての位置づ

けが考慮されたのか、総務部長にお伺いしま

す。

いわゆる総合事務○総務部長（渡辺義人君）

所につきましては、本県においては、いろんな

課題があろうかと思います。１つには、組織が

大規模化することに伴って組織管理上の問題が

あるということ。２つには、各部門によりまし

て所管区域が大きく異なっており、すべて総合

事務所にした場合に、その事務所に同様な機能

が与えられないということ。３つ目には、ほか

の県の事例をお聞きしますと、総合事務所長

仮にそういう名称を使いますと の指揮― ―

命令系統とは別に、各部門の内部組織が本庁の

各部と直結しまして、指揮命令系統が二元化す

る、そういった傾向が見られること。そういっ

た課題等がございますので、現時点では考えて

いないところでございます。このため、今回の

出先機関の再編におきましては、各出先機関に

共通する総務事務等の集約化や、各部門ごとの

組織体制の見直しを行うこととしており、今後

とも、地方分権の進展等も踏まえ、行政組織の

不断の見直しに努めてまいりたいと考えており

ます。以上であります。

今後の国の権限移譲等にも十○松村悟郎議員

分配慮していただきたいと思います。

行政改革大綱2007を所管する総務部から県土

整備部に対して土木事務所の再編案を出させる

に当たり、どのような方針で指示をされたの

か、総務部長にお伺いします。

出先機関の再編に○総務部長（渡辺義人君）

当たりましては、それぞれの組織が担うべき役

割を十分に踏まえながら、簡素効率化や必要な

マンパワーの確保などを図っていく必要がある

と考えております。県土整備部に対しまして

も、このような観点から検討をお願いしたとこ

ろでございます。

それでは、県土整備部では、○松村悟郎議員

土木事務所の再編案の策定に当たり、どのよう

な視点で取り組まれたのか、県土整備部長にお

伺いしたいと思います。

土木事務所○県土整備部長（野口宏一君）

は、道路、河川等の社会資本の整備や、災害に

強い県土づくりなど、県民生活に直結した重要

な役割を担っていると考えております。このた

め、土木事務所の再編案の策定に当たりまして

は、事務所統合による人員体制の充実等を生か

し、平常時の土木施設等の維持管理や緊急時の

機動力の増強など、現場の体制強化を目指して

検討してきたところでございます。また、再編

後の土木事務所の設置場所につきましては、所

管することとなる区域全体の土木施設の基盤整

備や維持管理の状況、さらには緊急時……。
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質問されたことで答弁を終○坂口博美議長

わってください。

それでは、お配りした資料を○松村悟郎議員

見ていただきたいと思います。高鍋土木事務所

と西都土木事務所を比較した表でございます。

東児湯地区と西都地区を比較して県民サービス

を考えた場合の再編場所、そういう案が出され

たわけでございますけれども、その考え方につ

いて、県土整備部長にお伺いをいたしたいと思

います。

設置場所の再○県土整備部長（野口宏一君）

編案の考え方ということでございますけれど

も、所管することとなります区域全体の土木施

設の基盤整備や維持管理の状況、さらには緊急

時などにおける効率的・機動的な対応などの観

点から選定してきたところでございます。

皆さんに提示した表を見てい○松村悟郎議員

ただきたいと思います。提案された再編案は、

高鍋土木事務所と西都本所、それと西米良駐在

所をそれぞれ置いて、３年後に、高鍋土木事務

所については再度考えるという素案が出された

わけでございます。西米良駐在所は、今もあり

ますけれども、今後も存続していくということ

でございます。西米良駐在所は国道219号線の改

良を計画的にこれまでも、これからも整備して

いくのが主な事業だと思います。この表の中

で、19年４月１日現在のものもございますけれ

ども、大体18年度ということで数字をあらわさ

せていただいております。県が直接関係ない市

町村道と、国管轄の河川あるいは国道も書いて

ございます。西都本所、高鍋土木事務所、それ

ぞれの比較がされております。高鍋土木事務所

につきましては、出先機関の県税事務所、福祉

事務所、保健所、農林振興局等も一体となって

いるところでございます。この表を見て私は、

こちらがどうだと言うつもりはございません

が、このことも参考にして十分な御検討をいた

だきたいということと、先ほども申しましたけ

れども、地域格差に、これから宮崎県もしっか

り取り組んでいかないといけないと思います。

出先機関は、本当に地域の活力、市町村との協

調で地域を活性化させる大事なポジションだと

思います。今後とも十分、御検討いただきたい

と思います。

それでは、次に行きたいと思います。特別支

援学校整備計画についてであります。中間報告

では、すべての高等部未設置校で、高等学校等

の余裕教室を有効活用した高等部設置について

検討すべきであると報告されております。正式

には、今年度中に決まるものだと思います。開

校までにどれぐらいの期間がかかるのでしょう

か。来年の３月にならないと、方向は決まらな

いとは思いますけれども、来年４月に開校され

る予定の高千穂分校の開校までの経緯と期間

を、教育長にお伺いしたいと思います。

延岡養護学校高千穂○教育長（高山耕吉君）

分校についてでございますが、平成15年度に策

定いたしました中期実施計画に基づき、平成18

年度に高等部設置の検討を行いまして、高千穂

高等学校内に設置することといたしました。今

年度、来年４月の開校に向けて改修工事に着手

したところでございまして、現在、鋭意準備を

進めているという状況でございます。以上で

す。

高千穂分校開校というのは、○松村悟郎議員

本当に地域の皆さんも大変長く待たれたんじゃ

ないかと思います。開校までの期間を考えます

と、５年ぐらいかかっているんじゃないかと思

います。これから、今答申されている養護学校

の高等部設置を考えますと、５年、何年になる



- 306 -

平成19年12月14日(金)

かわかりませんけれども、子供たちは一年一年

育っております。一年でも早い設置を、ぜひと

もよろしくお願い申し上げます。

さて、高等部設置に向けて、障がいのある子

供の教育には、より専門性の高い教員が求めら

れます。その人材育成にはどのように取り組ま

れるのか、教育長にお伺いいたします。

確かに専門性の高い○教育長（高山耕吉君）

人材の育成が必要でございます。障がいのある

子供の教育につきましては、障がいの特性に応

じた指導法が必要でございますから、専門的な

指導技術を身につけるためのさまざまな研修を

実施いたしております。特に、今年度につきま

しては、すべての特別支援学校において、発達

障がい児の具体的な支援策等をテーマとして、

県外の専門家等を講師に迎え、専門的な指導力

向上の研修を実施したところでございます。こ

れに加えまして、この研修会に近隣の幼稚園、

小学校、中学校、高等学校の教員の方も参加し

ていただき、その人材の育成に努めているとこ

ろでございます。以上でございます。

国立病院機構宮崎病院に入院○松村悟郎議員

中の学齢超過者の方は、就学時に重い障がいが

あり、そのときに就学が認められなかった就学

免除を申請された方々です。20名近くいらっ

しゃるのじゃないかと思いますけれども、平

成16年度に就学が認められて、現在、中等教育

を受けられていると思います。このことに関し

ては、県の温かい政策を本当に喜ばれていると

思います。保護者のお話ですけれども、「子供

は、学校に行くようになってからは、動きも非

常に多くなり、興味や関心を何でも持てるよう

になった。生き生きとしています」と、感謝の

言葉がありました。この方々は、引き続き高等

部訪問教育を希望されていると思います。どの

ような対応をされるのか、教育長にお伺いしま

す。

学齢超過者の高等部○教育長（高山耕吉君）

の訪問教育についてでございますけれども、昭

和54年に養護学校が義務制となりましたが、そ

れ以前に学齢期を超過された方々に対して、県

教育委員会といたしましては、教育の機会均等

を保障するという観点から、16年度から訪問教

育を実施いたしております。特別支援学校の高

等部入学希望者につきましても、「平成20年度

特別支援学校高等部募集要綱」に基づき、受け

入れることとしております。お尋ねのありまし

た高等部訪問教育を希望される学齢超過者につ

きましても、この要綱に基づき、的確に対応し

てまいりたいと考えております。以上です。

ありがとうございます。よろ○松村悟郎議員

しくお願い申し上げます。

それでは次に、一ツ瀬川土地改良区における

帳簿外現金と目的外水利利用についてお伺いい

たします。

一ツ瀬川南岸の西都原、そして一ツ瀬川と小

丸川に挟まれた茶臼原台地は、以前から水不足

に悩まされておりました。カンショとか飼料作

物とか、非常に収益性の低い農作物で営農をさ

れておりました。ところが、昭和47年に国営の

かんがい排水事業が着手されました。このこと

により、安定的な水の供給ができるわけでござ

います。豊かな農地として施設園芸など、より

高品質で多様性のある農業が営まれるように

なったわけでございます。最近では、県内だけ

ではなく全国的にも有数の農業地帯となってお

ります。このような中で、突然テレビ報道等

で、畑地かんがい施設の維持管理を行っている

一ツ瀬川土地改良区が不適切な処理を行ってい

るということで、関係の農家、組合員たちは本
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当に不安な毎日を送っているようでございま

す。今回の報道によると、問題点の一つは、決

算書に載せていない帳簿外の現金が、平成12年

度から17年度までの６年間で5,000万円以上ある

というものであります。土地改良区は、水と農

地を守り育てる農業者の組織であります。そし

てまた、農業生産のみならず地域の自然環境の

保全にも大きな役割を持っております。非常に

公共性の高い団体でもあります。その土地改良

区にこのような帳簿外の現金があるということ

に対して、農政水産部長の見解をお伺いし、今

後どのような対処をしていくのかお尋ねしたい

と思います。

一ツ瀬川土地○農政水産部長（後藤仁俊君）

改良区における帳簿外現金につきましては、現

在、事実確認の調査を行っているところでござ

います。その存在につきましては、確認をいた

しております。土地改良区の収支予算・決算

は、土地改良法に基づき、総代会の議決を経る

ことになっておりますので、その議決を経てい

ない収支があることは、土地改良区の運営上不

適切であるというふうに考えております。この

ため、今後、九州農政局と協議しつつ、土地改

良法に基づく検査を行うなどの措置を講じ、そ

の結果を踏まえて適切に指導してまいりたいと

存じます。以上です。

２つ目の問題点は、かんがい○松村悟郎議員

用水を畜舎や鶏舎などの目的外に利用し、その

水利費が今回の裏金の原資に充てられていたと

報じられているところであります。農家経営が

複合化するとともに耕畜連携が進む中、畜産農

家としては、農地へのかんがい同様に、畜産へ

の利用はごく自然な要望であります。畜産農家

が、昨今の産地間競争の激化や輸入飼料の高騰

など経営環境の悪化が著しい状況の中で、現在

の水利用が不可能になると、経営コストが大幅

に上がるなど畜産業に大変な痛手であります。

ひいては、農業全般に与える影響は非常に大き

なものがあると思います。そこで、今後、一ツ

瀬川地区において、かんがい用水の畜産などへ

の水利用について、今後どのように対応されて

いくのか、農政水産部長にお尋ねいたします。

かんがい用水○農政水産部長（後藤仁俊君）

の畜産等への水利用につきましては、さまざま

な利用形態があると認識しております。県とい

たしましては、現在、九州農政局と一体となっ

て、一ツ瀬川地区における利用の実態調査を

行っていることは、先ほど申し上げたとおりで

ございます。今後、調査の結果や地域経済に与

える影響を踏まえた上で慎重に検討を行い、関

係機関とも協議・調整を図りながら対応してま

いりたいと存じます。以上です。

まだまだ調査中ということで○松村悟郎議員

ございます。3,500名以上の農家の皆さんたちが

いらっしゃいます。この方々は、今、畑作だけ

で営農されている方はほとんどいらっしゃいま

せん。あの地域も、養鶏や畜産といった複合的

な農業をされております。これからの農業、さ

らに多面性は広がっていくと思います。一番の

心配事は、これから水をどうやって確保するの

か、この問題はどうなっていくんだろうという

ことで、本当に心配をされております。どう

ぞ、国、県、そして地元の市町村と十分な協議

をしながら、いい解決をしていただきたいと思

います。

次に、県庁ツアーの効果と課題についてであ

ります。

知事就任１年目に、これほどまでに宮崎県を

アピールしていただけるとは、今までの行政ス

タイルでは考えられない驚きであります。子供
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からお年寄りまで知らない人はなく、さすが47

都道府県で最も有名な、人気のある知事ならで

はだと思います。就任早々、知事みずからが提

案されて、県庁自体を観光資源にして、観光ツ

アーも連日、全国から大勢のお客様にお越しい

ただいております。知事の影響と効果が最も大

きくあらわれた事業の一つではないかと思いま

す。県庁見学ツアーの成果と波及効果につい

て、知事の所感をお伺いいたします。

県庁には４月以降、○知事（東国原英夫君）

県内外から25万人を超える方々にお越しいただ

いております。目指せ高千穂、目指せ綾町でご

ざいます。県庁見学の実施により、県民の皆様

にとって、県庁がより身近な存在になりますと

ともに、職員にとっても、みずからがおもてな

しの実践者であるという自覚が高まるなど、意

識改革につながっていると思っております。ま

た、県内各地を訪れていただけるよう、来庁さ

れた方々に対し、観光情報の提供に努めており

ますが、日南市や高千穂町などの主要観光施設

において、前年に比べて入り込み客が増加して

いると伺っており、主要ホテル・旅館の宿泊者

数も増加するなど、県庁見学を契機とした県内

周遊が促進されているものと考えております。

これほどたくさんのお客様が○松村悟郎議員

お見えでございます。この方々に、商店街や県

内観光地へどのように足を延ばしていただくの

かが大事だと思います。県庁見学をきっかけと

した観光客の県内周遊対策について、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

県庁を訪○商工観光労働部長（高山幹男君）

れた観光客の方々に県内各地を周遊していただ

くということは、県全体の観光活性化を図る上

で大変重要であるというふうに思っておりま

す。このため、来庁された方々に対して、県内

各地の観光情報を提供しておりますほか、県外

団体ツアー客に対する県庁案内につきまして

は、多くの観光地に足を延ばしていただけるよ

うに、県内に１泊以上することを条件といたし

ております。また、市町村や民間と連携しまし

て、県内各地の魅力を生かした体験メニューや

特典を盛り込んだ「ぽかぽか！宮崎キャンペー

ン」を実施するなど、より一層の観光客誘致と

県内各地への周遊の促進に努めていきたいと考

えております。

次に、職員による観光案内に○松村悟郎議員

ついてお伺いいたします。職員の皆さんが一丸

となって取り組んだ、おもてなし日本一の県庁

ツアーは、お役所仕事と言われた言葉をかき消

すような、スピード感のある取り組みであった

と思います。ただ、このような職員による案内

体制は、初期の役割として十分果たされたと思

います。私もよく知らなかったんですけれど

も、職員による案内体制は、県外ツアーについ

ては商工観光労働部、県内からの団体客につい

ては総合政策本部が対応されているということ

でございます。実は、私の地元の高齢者クラブ

の方が、案内を申し込んだけれども、「１カ月

先も予約でいっぱいと断られました」と。そう

いう声も何件か聞きました。私のほうに振られ

ましたので、これはありがたいことだ、私もお

もてなしの一翼を担えるんじゃないかと思っ

て、県庁案内ツアーの案内を買って出たわけで

ございます。本当にたくさんの皆さんがお見え

でございますけれども、それぞれに不満のある

方もいらっしゃるということでございます。知

事も日ごろから、「民間でできることは民間

で」と言われております。県庁見学案内体制

も、そろそろ観光ボランティアやより専門性の

高い観光業者など民間にゆだねる必要があるの
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ではないかと思われます。そこで、商工観光労

働部長にお尋ねいたします。

御質問に○商工観光労働部長（高山幹男君）

もございましたように、県庁ツアーは、「おも

てなし日本一の宮崎」づくりの県庁版として取

り組んでいるものでありますが、先ほど知事が

申し上げましたとおり、職員の意識改革にもつ

ながっているというふうに考えております。現

在、県庁見学につきましては、非常勤職員を中

心に案内しているところでありますが、その対

応が困難な場合には、正規の職員が交代で御案

内しているという状況でございます。今後と

も、職員の通常業務に支障が生じることのない

よう、適切な対応に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、安全対策についてであ○松村悟郎議員

りますが、県庁前庭にも何台もの大型バスが出

入りしております。そして、何台も駐車されて

おります。決して広いとは言えない前庭に、あ

ふれるほど大勢の観光客の皆様です。交通事故

が本当に心配です。また、せっかくのサボテン

や花々など、県庁前の景観にも大変影響してお

ります。近辺での駐車場確保はできないもの

か、総務部長にお伺いいたします。

県庁前庭は、多数○総務部長（渡辺義人君）

のバスの駐車を想定して整備されてきておりま

せんので、景観や安全等の確保の観点から、県

庁周辺に収容力のあるバスの駐車場を確保でき

ないか調査を行いましたけれども、現段階では

適当な場所が見つかっていないところでござい

ます。このため、見学バスの駐車につきまして

は、代替措置として、事前に予約を受け付けて

調整を行った上で、県庁前庭ともう一カ所、県

の住宅供給公社ビル前の外来者用の第２駐車場

で対応しているところでございます。なお、前

庭での事故等への安全対策の強化のため、11

月19日から、交通誘導のための警備員２名を新

たに配置して対応させていただいているところ

でございます。

駐車場対策等についても、積○松村悟郎議員

極的に考えていただきたいと思います。宮崎県

の顔である大淀河畔にはホテル街がございま

す。こちらも、県庁にたくさんお見えの方が流

れてくれば、大変喜ばれると思います。昼間

は、バスの駐車場もあいているんじゃないかと

思います。もしかして、バスで見えた方がホテ

ル街で昼食をとっていただけるかもしれない。

新しいビジネスチャンスがふえてくるのではな

いかと思います。どうぞ、ホテル街の観光施設

等も十分検討していただいて、大型バスの駐車

場確保に努めていただきたい。そして、たくさ

んの皆様に交通事故のないよう、十分配慮して

対策をとっていただきたいと思います。

これで４問の質問を終わりますが、最後に、

地方格差、これはますます広がるような心配が

ございます。すべての案件に対して、元気みや

ざきづくり、県民総参加ということでございま

すので、どうぞ宮崎の地方にも目を向けて、県

政改革を推進していただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○坂口博美議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時46分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○坂口博美議長

ます。

次は、34番丸山裕次郎議員。

平成19年12月14日(金)



- 310 -

〔登壇〕（拍手） 自由民主○丸山裕次郎議員

党の丸山裕次郎でございます。朝の一般質問の

中で田口議員から、きょうが赤穂浪士の討ち入

りの日ということでありましたが、私も少しだ

け引用させていただきたいと思います。赤穂浪

士が決意を込めて死ぬ覚悟で討ち入りに入った

んですが、その前に詠んだ歌に、こういう歌が

あります。「かくすればかくなるものと知りな

がら やむにやまれぬ大和魂」、この気持ちを

もって知事にお伺いしたいと思います。といい

ますのは、知事に質問しますと、「反発する

な、知事の足を引っ張るな」というようなこと

をよく言われます。そうではなくて、知事と

しっかりと向き合うために、大和魂をもってや

りたいという気持ちで質問させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

それでは、通告に従い一般質問を行います。

まず、平成20年度当初予算についてお伺いい

たします。

本県は、自主財源が乏しい上に、三位一体改

革により、大きな財源になっていた地方交付税

等が削減される厳しい予算編成になるというこ

とで、平成16年から財政改革に取り組みまし

た。平成16年12月に県当局から説明のあった財

政中期見通しでは、平成16年度当初予算額6,200

億円程度を保った場合、収支不足を補う基金の

取り崩し額が毎年250億円程度になり、平成18年

度には基金が枯渇し、予算編成が困難になって

しまうという当局の説明を受け、議論を重ね、

最終的には当局が示された内容の、投資的経費

を中心に毎年200億円程度削減する財政改革がス

タートいたしました。三位一体改革等の影響

で、地方交付税、臨時特例債などが、平成16年

度から平成18年度までの３カ年で350億円を超え

る歳入減になり、厳しい予算編成を組まなけれ

ばならない状況にあることは、ある程度理解し

ております。しかし、県には、市町村、団体等

から多くの要望が上がってくると思われます。

しかしながら、財政のことを重視する余り、特

に県単予算が削減されておりますので、県民等

のニーズにこたえられない状況になるのではな

いかと感じております。

宮崎に来ていただいている観光客に対しいや

しを与えている、国道、県道で四季折々に宮崎

の風景を演出している沿道修景が、近年十分に

行われているのか。また、道路の舗装補修、河

川の草刈り、堆積土砂除去などの維持費が十分

なのか。また、補助公共になかなか採択されな

い小さな工事、本当にこれは生活に密着したも

のでありますが、それにも十分に対応できてい

ないと感じております。

私の地元では圃場整備に取り組んでおりま

す。隣接して、県が管理する河川があるのです

が、本来であれば、河川工事が並行して行われ

れば、県民の負担は軽くなるはずなのに、財政

が厳しいということで河川工事は行われず、土

地改良区が河川の護岸をつくるということにな

り、不満が高まっております。また、西諸地域

の命を守る小林市市民病院の改築における要望

に対しても、財政が厳しいという回答が返って

きております。それに反し、県病院には毎年40

億円を超える繰入金をしている状況から、これ

もまた不満が高まっております。恐らく県内各

地で、「県に頼んでも金がないからという理由

で何もしてくれない」という、県に対する不満

が高まっているのではないかと思っておりま

す。県と同様に市町村も厳しい財政状況にあり

ます。三位一体という名のもとに県財政を苦し

くしているのと同じように、県と市町村の間で

も起きているのではないでしょうか。県の財政

平成19年12月14日(金)
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はよくなったが、県民、県経済、市町村が疲弊

したのでは、何のための財政改革なのかと思っ

てしまいます。そこで、財政改革に対する所見

を、知事にお伺いいたします。

平成19年度から新たな財政改革が始まってお

りますが、県財政状況等を私なりに編集した資

料を皆様方に配付しておりますので、それを参

考にして見ていただきたいのであります。一番

左端に１～18という欄があると思いますけれど

も、まず10と書かれた欄を見ていただきたいの

ですが、これは平成19年度から取り組んだ財政

改革の中期見通しのことを書いており、これに

よりますと、毎年200億円以上の基金の取り崩し

が必要になり、平成22年度には基金が枯渇する

となっております。しかしながら、財政改革の

効果かもしれませんが、実際の基金取り崩し額

は、平成16年が144億、平成17年が78億、平成18

年は52億となっており、中期見通しでは平成18

年度には基金が枯渇するという危機があったの

でありますが、基金は667億円になっておりま

す。平成19年度から改めて行われている財政改

革の中期見通しでも、平成22年度には基金が枯

渇するという試算が出ておりますが、この見通

しは、県民、また我々県議に、余りにも危機感

をあおっているのではないかと感じておりま

す。そこで、知事に中期見通しの所見をお伺い

いたします。

財政改革の中で切りやすい投資的経費につい

てでありますが、平成16年度から始まりました

財政改革において、県単事業を毎年30％削減、

補助公共事業を毎年10％削減という厳しい財政

改革でありましたが、公共三部の最終額は、台

風災害復旧事業等により、平成16年度は平成15

年度よりも87億円多い1,609億円、また平成17年

度は1,750億円余、平成18年度が実に1,107億円

となっております。平成18年度までは17年度ま

での繰越金がありますので、ある程度公共工事

は確保できたのではないかと思っております。

しかし、平成19年度の公共三部の当初予算

は1,089億円程度であり、また、ことしは特に災

害が少なかったので、最終予算はさらに少なく

なると思われます。さらに、一般競争入札制度

の拡大により、厳しい経営状況に置かれている

のではないかと思っております。

その数値として、建設業の倒産件数等を見て

みますと、平成18年は１年間で17件だったの

が、平成19年は10月末、10カ月でありますけれ

ども、50件であります。約３倍になっておりま

す。また、建設業から離職した方は、宮崎労働

局のデータによりますと、平成18年４月から７

月、３カ月でありますが、ここで離職された方

が2,500名となっております。また、ことしの同

月、平成19年４月から７月までは、昨年を1,300

人上回る3,800人を超える方が離職している数字

から見ても、非常に厳しいのが理解できるので

はないかと思っております。

平成20年度の重点施策に建設産業対策を掲げ

ているのであれば、現在の建設産業の置かれて

いる環境を考え、建設会社、従業員、日々雇用

で仕事をしている農家の方々も含め、多くの県

民がソフトランディングするための予算拡充、

特別枠の予算が必要だと思います。恐らく知事

は、財源はどこにあるのかというふうに思われ

ると思います。決算ベースの基金残高を見てい

ただくと、667億円になっておりますが、財政改

革の基金残高の予定では608億円ということで、

この差が約59億円あります。また、平成18年度

の決算によりますと､19億円の収支残が残ってお

りますので、これを合わせると約80億円の財源

が確保できると思われ、これを仮に３年間で

平成19年12月14日(金)
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割ったとすれば、最低でも30億円程度は可能に

なるのではないかと思っております。ぜひ知事

の英断で、国の議論の中での国の埋蔵金問題で

はありませんが、県にある基金を有効に活用

し、本県経済を疲弊させないための特別枠創設

を期待しておりますが、知事の見解をお伺いい

たします。

平成20年度もさまざまな政策を予算化される

わけでありますが、その予算を執行する県職員

一人一人が予算の意義を理解し、さらに組織が

有効に活用されないと、絵にかいたもちになる

と考えております。しかし、財政が厳しいとい

うことで、いいアイデアが出ても予算化されな

いため、発想力が停滞し、さらには今回の不適

正な事務処理による返還金が、幹部職員を中心

に返還されることになり、県職員としての意識

の低下が懸念されますが、意識向上にどう取り

組まれるのか総務部長にお伺いいたします。

次に、原油高騰による本県産業への影響につ

いてお伺いいたします。

原油高騰により、私たちが自動車を運転する

のに必要なガソリン価格は150円台に入り、また

冬場に入り、灯油を使う時期になってきたので

ありますが、18リットル1,700円を超す状況と

なっております。すべての石油製品の価格が上

がってきており、第３次石油危機と言えるので

はないかと思っております。本県の産業に多大

なる影響が出ていると思われますが、本県の基

幹産業である農業で見てみますと、原油高騰に

より重油の高騰のみならず、石油製品、ビニー

ル製品等も値上がりしており、生産コストが上

昇し、園芸農家は悲鳴を上げております。ま

た、原油高騰に伴い、バイオエタノールの原料

としてトウモロコシが使用され、そのため飼料

高騰が起きており、畜産農家の生産コストは上

昇し、こちらも悲鳴を上げております。国にお

いても、原油高騰により、中小企業や個別の問

題を抱える建設業、農林水産業、運輸業や低所

得者に灯油の代金を補助する寒冷地の自治体に

対し、緊急対策を講じる方針が出されておりま

す。そこで、本県の中小企業、農林水産業、運

輸業、建設業を初め、多くの産業に影響が生じ

ている状況を、県としてどのように分析し、ど

のように対応されるのか、総合政策本部長にお

伺いいたします。

次に、食育・地産地消についてお伺いいたし

ます。

先ほど述べましたように、原油高騰により農

家の生産コストが上がった分、農家の手取りが

上がればいいのですが、農家の手取りはなかな

か上がらないのに、店頭価格は、入荷価格の増

加分だけでなく、輸送コストや光熱水費など増

加分を加えた販売価格となっております。消費

者にとっては、所得が上がらない景気状況なの

に、原油高騰で生活費、いわゆる電気、ガス、

ガソリン等が値上がりし、生活に余裕がなくな

り、国産品が高く感じるようになり、これまで

の安全・安心な国産品を買うというのではな

く、ひょっとしたら安い輸入品を買うようなこ

とになるのではないかと懸念しております。

そこで、食育・地産地消の取り組みが重要に

なってくると思っております。地産地消は、宮

崎でつくったものを宮崎ですべて消費するとい

うことでなく、国内のリレー販売等を促進し、

国産品を食べるといったことも重要であり、ひ

いては食料自給率の向上にもつながり、農家所

得の安定にもつながると考えております。ま

た、食育については、これまで「みやざきの食

と農を考える県民会議」の中で、さまざまな取

り組みが行われ、さまざまな関係者の協力をい
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ただきながら、単年度ごとにはそれぞれ効果を

上げていると思っておりますが、その後のフォ

ローが重要だと考えております。そこで、原油

高騰を踏まえ、食育・地産地消の取り組みにつ

いて農政水産部長にお伺いいたします。

また、食育が学校給食で大きな位置づけにな

る議論がされており、学校という教育の場で正

式に継続的に行われることを期待しておりま

す。我が県は食料供給基地として、率先して食

育に取り組むことが重要と考えております。そ

こで、食育の取り組みについて教育長にお伺い

いたします。

次に、医師、看護師、介護職の確保について

お伺いいたします。

平成16年度から始まった新医師臨床研修制度

で、医局、医大に医師が少なくなり、これまで

の派遣制度が崩れ、特に産科・小児科の医師

や、地域医療を担う医師の確保は大きな問題に

なってきており、県として、医学生に対する修

学資金、ドクターバンク制度、医師派遣システ

ムなどに取り組んでおり、ある程度は評価でき

るのではないかと思っております。私も地域医

療対策特別委員会に所属させていただいてお

り、その調査の中で、西郷病院の院長から、

「前期研修、また後期研修を終える平成21年度

までに、医師が宮崎県に来たいという環境づく

り、宮崎モデルを構築することが重要である」

ということを言われ、非常に心に残っておりま

す。西郷病院では、宮崎大学医学部生を研修で

１～２週間受け入れ、地域の中で生活すること

により地域の住民の生活を理解した上で医療に

取り組むということで、医師と患者の信頼関係

が生まれ、信頼から感動が生まれ、医師として

の原点が生まれるということを聞くことができ

ました。そこで、すべての宮崎大学医学部生及

び宮崎出身の医大生が、宮崎の地域の病院で研

修できるシステムができないか、考えておりま

す。

また、医師の仕事は人間の命を預かるという

重大な責任があり、長時間従事しなければなら

ず、休みでも患者に何かがあればすぐに駆けつ

けなければいけないという状況であり、極めて

厳しい労働環境にあります。心身ともに大手を

振って休養できるのは、学会に参加したときだ

けのようであります。しかしながら、実際には

なかなか学会に参加することはできず、かなり

のストレスが蓄積されているのが現状だと思っ

ております。そこで、学会に参加しやすい環境

づくりとして、学会参加時を補う医師派遣シス

テムができないか、考えております。

また、新医師臨床研修制度により、大学医局

が進路を決める時代が終わり、みずから進路を

選ぶようになった若手医師は、各学会の専門医

資格の取得を望んでおります。そこで、専門医

資格が取得できるシステムができないかと考え

ております。

これまで述べてきました医学生の研修システ

ム、学会参加システム、専門医資格取得システ

ムといった宮崎ならではの医師確保対策に取り

組むことにより、医師が宮崎で仕事をしたいと

いうような宮崎モデルができないか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

次に、看護師の確保についてですが、７対１

看護体制の影響で、都市部、大規模病院に集ま

る傾向が出てきており、特に中山間地域では看

護師の確保が難しくなってきております。ま

た、各医師会が行っている看護師養成所は、中

山間地域での看護師確保に大きく貢献していま

したが、経営は非常に厳しい状況にあります。

今後、看護師不足が想定されますが、県とし
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て、看護師対策はどのように考えているのか、

お伺いいたします。

次に、介護職についてであります。今後、高

齢化がさらに進展し、介護のニーズが拡大して

いくことが想定されますが、介護職は重労働の

割に、介護報酬の改定により賃金体系は抑えら

れており、仕事をやめてしまう方がふえ、別の

職についている人がふえてきております。県と

して、介護職人材確保についてどのように考え

ているのか、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

最後に、健康増進についてお伺いいたしま

す。

これまで、医療保険各法に基づき医療保険者

が行う一般健診や、労働安全衛生法に基づき事

業者が行う健診、老人保健法に基づき市町村が

行う健診が実施されてきております。「健康日

本21」の中間評価における暫定直近実績値か

ら、糖尿病や糖尿病予備群の増加、また肥満者

の増加、野菜摂取量の不足、日常生活における

歩数の減少のように、健康状態及び生活習慣の

改善が見られない、もしくは悪化している現況

を踏まえ、生活習慣病予防の徹底を図るため、

来年４月から「高齢者の医療の確保に関する法

律」により、医療保険者に対し、糖尿病などの

生活習慣病に関する健康診査、特定健診、及び

特定健診の結果により健康の保持に努める必要

がある者に対する保健指導、特定保健指導の実

施が義務づけされております。特定健診等を実

施することにより、平成27年度には、平成20年

度と比較し、糖尿病等の生活習慣病及び予備群

を25％削減させることとしております。目標を

達成するには、医療保険者が特定健診をただ実

施するだけでなく、受診後の生活習慣を改善す

るための保健指導の徹底が重要であり、被保険

者、県民が率先して特定健診を受診することが

不可欠であります。そこで、来年度から実施さ

れる特定健診・特定保健指導に対しどのように

取り組んでいくのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。また、特定健診を義務化させる医療

保険者は県内にどれくらいいるのか、特定健診

等の財源はどのようになるのか、あわせてお伺

いいたします。

健康増進、健康診査にいち早く取り組んでき

たのは長野県佐久市であり、地域住民に健康診

断の重要性をわかってもらうため、健康診断を

する医師が劇団をつくり、住民にわかりやすく

説明したことにより、健康診断を受ける住民が

ふえたと聞いており、その後、長野県全域に健

康に対する意識が高まり、結果的には現在、全

国一老人医療費が低い状況になっております。

財政的に見ても大きな差が生じているのではな

いかと思います。ちなみに、本県が長野県と同

等の老人医療費であるなら、どの程度財政削減

につながるのか、福祉保健部長にお伺いし、壇

上からの質問を終わります。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

財政改革についてであります。第１期財政改

革推進計画に基づきまして、３年間にわたる緊

急財政改革に取り組んできた結果、基金が枯渇

し直ちに予算編成が困難になるという危機的状

況は、当面回避することができました。しかし

ながら、この間、三位一体の改革により、本県

最大の歳入財源である地方交付税等が大幅に削

減されるとともに、社会保障関係費の増大等に

より、本県財政は一段と厳しさを増しておりま

す。地方にとって諸悪の根元というのは、この

地方交付税の削減ではないかと考えておりま

す。地方交付税が復元、確保されれば、さまざ
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まな要望に対応できるのではないかと考えてお

ります。これまでのさまざまな取り組みによ

り、財源調整のための基金については一定額を

確保できましたが、今後も、毎年度200億円を超

える収支不足が見込まれており、財政改革に取

り組まなければ財政が破綻し、県民生活に極め

て甚大な影響が生じるという事態も危惧される

ところであります。したがいまして、将来に禍

根を残さないためにも、財政改革を着実に実行

し、持続可能な財政構造への転換を図っていく

ことが必要不可欠であると考えております。

続きまして、財政の中期見通しについてであ

ります。第２期財政改革推進計画における財政

の中期見通しは、三位一体改革の影響を加味し

た上で、地方財政計画上の地方交付税等が削減

されず、投資的経費を平成18年度額で据え置く

など、一定の条件のもとに試算したものであり

ます。この中期見通しによりますと、新たな財

政改革に取り組まなければ、平成19年度から22

年度までの４年間で収支不足が1,000億円を超

え、平成22年度末には基金が枯渇し、予算編成

が困難になることが見込まれるところでありま

す。このため、平成19年度から第２期財政改革

推進計画に取り組むこととしたものであり、人

件費の削減、投資的経費の縮減・重点化、事務

事業の徹底した見直し、積極的な歳入確保等、

計画を着実に推進することにより、収支不足を

約680億円圧縮し、平成22年度末の基金残高

を200億円程度確保したいと考えております。し

かしながら、既に平成19年度の地方財政対策等

の影響がマイナス95億円に上り、また地方交付

税の原資となる国税が今年度予算を下回る見込

みとなるなど、本県財政を取り巻く環境は厳し

さを増しているため、さらに気を引き締めて、

今後の財政運営に当たってまいりたいと考えて

おります。

続きまして、公共事業の特別枠の措置につい

てであります。平成19年度予算の編成におきま

しては、地方財政対策の影響等により、収支不

足額が財政の中期見通しの238億円から354億円

に拡大いたしましたが、さらなる事務事業の見

直し等を行うことによりまして、何とか256億円

まで圧縮したところでございます。今後も多額

の収支不足が見込まれる上、本県最大の歳入財

源である地方交付税の動向も全く予断を許さな

いなど、本県財政を取り巻く状況は厳しさを増

しており、特別枠を措置することは困難である

と考えております。しかしながら、建設産業の

厳しい状況は認識しておりますので、建設産業

対策を平成20年度重点施策の一つとして位置づ

け、予算編成において重点的措置を図ることと

したところであります。〔降壇〕

〔登壇〕 お○総合政策本部長（村社秀継君）

答えいたします。

原油価格高騰による県内産業への影響につい

てであります。最近の原油価格の高騰により、

施設園芸や漁船で使用する燃油価格が上昇し、

本県農業や水産業の経営を圧迫いたしておりま

す。また、本県と大消費地を結ぶ物流において

も、輸送コストが大幅に上昇するなど、県内産

業に与える影響は非常に大きいものとなってお

ります。これらを受けて、このたび政府におい

て、原油高の影響が大きい中小企業や、個別の

問題を抱える農林漁業、あるいは運送業などの

経営、さらには離島航路、地方バス路線の維持

など、地方の生活に目配りした原油価格高騰に

関する緊急対策が取りまとめられたところであ

ります。原油価格は今後も高水準で推移すると

見込まれることから、今後とも、県としてどの

ような対応が可能なのか、国において講じられ
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る緊急対策も踏まえつつ、関係部局と十分連携

しながら、検討してまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○総務部長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えい

たします。

職員の意欲や士気への影響についてでありま

す。特に今回の不適正な事務処理は、組織風土

に根差した全庁的な問題として、職員による返

還や処分については、担当職員の責任よりも管

理監督責任に重点を置いて対応したところでご

ざいます。職員にとって大変厳しい状況とは思

いますが、県政に対する信頼を回復し、新たな

気持ちで職務に邁進していくための一つの区切

りとして、職員全体で真摯に受けとめ、反省の

気持ちを共有できたのではないかと考えており

ます。今後は、これを新たなスタートラインと

して、職員一人一人が公務員としての使命を再

認識し、また新たな発想や創意工夫の努力も重

ねながら、意欲と気概を持って職務に取り組ん

でまいりたいと存じます。以上であります。

〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

初めに、医師の確保についてであります。医

師を本県に呼び込むためには、すぐれた指導医

のもとで診療ができることや、認定医などの資

格を取れるように研修・研究体制が整っている

こと、また医師住宅等の生活環境が充実してい

ることなどが求められます。このため県では、

指導医養成講座の開催や医師派遣システム、学

会等に参加する場合の代診医派遣制度等を実施

しているほか、市町村においては、医師住宅の

整備など受け入れ環境の充実に取り組んでいる

ところであります。また、医師確保対策推進協

議会のホームページ等で、自治体病院等の求人

情報はもとより、これらの受け入れ環境を広く

全国に発信することとしております。さらに、

医療関係者や地元住民代表等で構成する県地域

医療対策協議会において、研修環境の整備や地

域住民の協力体制等について協議するなど、医

師の受け入れ環境の充実に努めてまいりたいと

考えております。

続いて、看護職員の確保対策についてであり

ます。本県の看護職員の需給状況を見ますと、

平成18年度末の充足率は96.1％となっており、

若干不足している状況にあります。また、７対

１看護基準の影響で、県外からの求人数が増加

しておりますが、県内15カ所の看護師等養成所

の昨年度の卒業生の就職状況を見ますと、前年

度とほぼ同じ約６割が県内に就職している状況

であります。しかし、今後、在宅医療を初め福

祉分野等への看護職員の活動領域拡大により、

需要も増大していくものと考えております。こ

のため、県としましては、修学資金の貸し付け

や養成所の運営費補助を行うことにより、看護

職員の養成に努めるほか、未就業者の再就業を

促進するなど、今後とも看護職員の確保に努め

てまいりたいと考えております。

それから、介護の人材確保についてでありま

す。質の高い介護サービスを提供するために

は、何よりも人材の養成、確保が重要であると

認識しております。このため、県におきまして

は、社会福祉研修センター等において、専門的

な研修等を行い介護人材の資質の向上を図ると

ともに、福祉人材センターにおいて、就職説明

会や無料職業紹介など就業支援に取り組んでい

るところであります。現在のところ、本県にお

きましては、介護人材が逼迫する状況にはござ

いませんが、全国的な課題として、給与水準等

から離職率が高いなどの指摘もあり、また今
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後、高齢化が進行する中、介護需要が増大し、

人材の確保が困難になることが懸念されるとこ

ろであります。このため国においては、ことし

８月、「社会福祉事業に従事する者の確保に関

する指針」を定め、必要な福祉・介護サービス

が提供されるよう、人材確保の観点から、介護

報酬等の設定など、福祉・介護制度の見直し等

を検討することとしております。県といたしま

しては、その推移を見守るとともに、研修等の

事業の充実を図り、人材の安定的な確保に努め

てまいりたいと考えております。

続いて、特定健康診査に係る一連の御質問で

あります。特定健康診査の来年４月からの実施

に向けて、国民健康保険の保険者である市町村

におきましては、事業の基本指針となる「特定

健康診査等実施計画」の策定を進めながら、体

制の整備や健診対象者の確認など、具体的な準

備作業を行っております。県としましては、市

町村国保におけるスムーズなスタートができる

ように必要な助言を行うとともに、国保以外の

医療保険者につきましても、各保険者で構成す

る宮崎県保険者協議会を通じて、円滑かつ適正

な実施が図られるよう、支援してまいることと

しております。

次に、医療保険の保険者数についてでありま

す。県内の保険者数は、国民健康保険が32、健

康保険が８、船員保険が２、さらに、国・地方

公務員等の各種共済が23の、合わせて65の保険

者となっております。

次に、特定健康診査の財源についてでありま

す。市町村国保が実施する特定健康診査等に要

する経費については、政令により国及び県が、

それぞれ３分の１ずつを負担することとされて

おりますが、そのほかは市町村の国保事業で賄

うこととなります。なお、国では、市町村国保

への財政支援策として、保健師配置等に対する

地方交付税措置等も検討されているようであり

ます。

最後に、長野県の取り組みについてでありま

す。仮に長野県と同じような取り組みをしたと

して、どの程度の財政削減につながるかという

ことでありますが、厚生労働省の平成17年度の

老人医療事業年報によりますと、１人当たり老

人医療費の額は、本県が80万823円で、長野県

が67万2,853円と、その差は12万7,970円となっ

ております。どの程度の財政削減につながるか

ということになりますと、長野県のこれまでの

保健・在宅医療体制の整備に要した経費等を考

慮すれば、１人当たり老人医療費だけで単純に

比較することは十分とは言えませんが、仮に長

野県と同水準だとしますと、本県の平成17年度

県費負担額82億円余の16％、約13億円の県費が

削減できるということになります。このよう

に、県としましても、老人医療費の抑制に努め

ることにより、県財政の歳出削減にもつながる

ことから、今後とも引き続き、市町村や関係機

関等と連携して、高齢者への必要な医療を確保

しながら、老人医療費の適正化に努めてまいり

たいと考えております。以上です。〔降壇〕

〔登壇〕 お答○農政水産部長（後藤仁俊君）

えいたします。

食育・地産地消の取り組みについてでありま

す。健全な食生活の推進や地域農業に対する理

解促進を図る食育や地産地消の取り組みは、国

産農産物の消費拡大を推進する上でも有効であ

ると認識いたしております。県といたしまして

も、引き続き、県産農産物の安心・安全・新鮮

などのメリットを十分にＰＲすることや、県内

の生産者と消費者の一層の交流を図るととも

に、学校教育との連携による地域の食文化を学
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ぶ機会の提供などによりまして、食育・地産地

消の取り組みを推進してまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○教育長（高山耕吉君）

します。

食育についてであります。食は、生きる上で

の基本でありまして、知育、徳育、体育の基礎

となるもので、生涯にわたって豊かな人間性を

はぐくんでいくために極めて重要なものである

と考えております。現在、学校におきまして

は、給食の時間はもとより、各教科等の時間に

おいて、食べ物を大切にする心や生産者への感

謝の心など、豊かな心の育成に努めますととも

に、バランスのよい食事のとり方や生活習慣病

の予防などにつきまして指導をいたしておりま

す。特に、地場産物を使用した学校給食を生き

た教材として活用するために、地産地消給食の

日や学校給食献立コンクールを実施いたします

とともに、平成18年度からは新たに栄養教諭を

配置するなどして、食に関する指導の充実を

図っているところであります。今後とも、全庁

挙げて取り組んでおります「宮崎県食育推進計

画」に基づきまして、家庭や地域との連携をさ

らに図りながら、学校教育活動全体を通して、

食育の推進を図っていきたいと思います。以上

でございます。〔降壇〕

それぞれ答弁ありがとうご○丸山裕次郎議員

ざいました。

多少時間がありますので、再質問させていた

だきます。先ほど福祉保健部長から、仮に長野

県と同等程度の老人医療費であれば、13億円と

いう多額の県費が削減できるのではないかとい

う試算も出されました。これは老人医療費だけ

でありますので、ひょっとしたら、介護保険な

りを含めると、非常に大きな額が出るのではな

いかと思っています。先ほど長野県の事例を言

いましたけれども、長野県では、わかりやすく

説明するために、医者がみずから劇団をつくっ

て、住民の方に説明したわけであります。知事

は、こういった芸能活動には非常に専門的であ

りますし、また、わかりやすい言葉で住民に説

明する能力が十分にあるというふうに思ってお

ります。新聞報道では、欽ちゃん球団に続く

「そのまんま球団」をつくろうとか、そういう

話もあるんですが、そうじゃなくて、そのまん

ま劇団みたいな形で……。地域住民が健康に留

意していただけば、県、また市町村保険者、そ

れぞれ財政的にも寄与するんだという意識改革

まで含めて、そういった取り組みをやることが

重要だというふうに思っております。県民の健

康に対する意識改革について、私は非常に重要

なポイントになるんではないかと思っておりま

すので、それに関しての所見をお伺いしたいと

思います。

長野県の場合は、地○知事（東国原英夫君）

域柄、塩分のとり過ぎで、それを半減させると

いう活動を、多くの保健師さんたちの尽力によ

りまして それにも非常にコストがかかって―

いるんです。13億円節約なさっているんですけ

れども、かなりのコストがかかったということ

は聞いております。

「そのまんま劇団」については、今後検討し

てみたいと思います。わかりやすい言葉で説明

する能力があるとおっしゃいましたが、私は失

言も多いですから、その辺は気をつけていきた

いと思います。

県民の健康に対する意識の改革でございます

が、県政を推進するに当たっては、県民の皆さ

んが健康であることが、何より大事であると考

えております。本年６月に策定した「新みやざ
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き創造計画」の中でも、生き生きとした健康・

福祉社会づくりを掲げて、県民の健康づくりを

積極的に推進してまいることとしたところでご

ざいます。このような中で、今般、国が進めて

おります医療制度改革においては、これまでの

治療重点の医療から疾病の予防重視へと転換が

図られ、中でも、特に生活習慣病の予防に重点

が置かれております。この生活習慣病対策とし

て、先ほど来、御指摘のありました特定健診・

特定保健指導を実施するとともに、県民みずか

らが実践的に健康づくりに取り組むための環境

を整備するなど、県民の皆さんの健康への意識

改革を進めていきたいと考えております。

県民ひとしく健康に関して○丸山裕次郎議員

は思っているのになかなかできないのが、それ

であろうと思うんです。病気にならないと、な

かなかそういった思いにならないと思いますの

で、なる前に健診だけしっかり受けようという

ことを知事が大きくＰＲしていただければ、あ

りがたいと思っております。

次に、原油高騰関連でありますけれども、非

常に県民生活に大きな影響を与えているという

ふうに認識しております。今、農業、運輸、そ

れぞれの産業、中小企業まで含めて言っていた

だいたんですが、特効薬というのは、県として

はなかなかすぐに見つけられないのではないか

なと思っております。その中で一つだけ、特効

薬としてすぐできることは 建設産業の価格―

決定を握っているのは県でありますので、よ

く、スピード感を持ってとか、ワンデーレスポ

ンスとかいう言葉を使っているのであれば、単

価を年間に数回しか改定をしていないというこ

とでありますが、速やかに単価のスライドをで

きるような形とか、単価変更できる体制ができ

ないのか、県土整備部長にお伺いいたします。

各種建設資材○県土整備部長（野口宏一君）

の単価につきましては、需給の状況ですとか、

取引の実態等の調査をもとに、単価を決定して

いるところでございます。具体的には、毎年４

月に単価を設定し、その後、四半期ごとに調査

を実施し、資材ごとに基準を超える価格変動が

見られる場合に改定を行いまして、予定価格の

積算に反映させているところでございます。な

お、国におきましては、燃料等の主要資材につ

いて毎月改定しておりますが、九州各県におい

ては、おおむね本県と同様の取り扱いとなって

おります。しかし、最近の原油価格の高騰を考

慮いたしまして、対応について早急に検討させ

ていただきたいと考えております。

本当にぜひ早く取り組んで○丸山裕次郎議員

いただきたいと思います。現状は、仕事をすれ

ばするほど赤字ということになっておりまし

て、赤字が続いていくと倒産して、また地域住

民がさらに迷惑をこうむるということも考えら

れますので、早急にお願いしたいと思っており

ます。

また、特別枠のことなんですが、知事から

は、なかなか財政が厳しいということで困難と

いう答弁がこれまで続いているんです。私がつ

くりました資料を見ていただきたいんですけれ

ども、平成16年から財政改革が始まったんです

が、壇上から言いましたとおり、1,600億円の予

算、また1,700億円というふうに、この辺までよ

かったんですけれども、急激に18年、19年、下

がってきております。知事のこれまでの答弁に

よりますと、16年からの削減は30％なり10％

で、厳しかったから設けたのだということであ

りますが、実態は今が一番厳しいと思っており

ます。ソフトランディングするための予算がぜ

ひ必要だと思っておりますが、基金等含めてど
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ういう所感があるのか、お伺いしたいと思いま

す。

建設産業の厳しい状○知事（東国原英夫君）

況は十分認識しております。しかし、本県財政

を取り巻く状況というのは、それよりも一段と

厳しいということでございます。特別枠を設け

るというのは非常に厳しい状況かなと思ってお

ります。御理解いただければと思います。

厳しいんだけれども、県の○丸山裕次郎議員

財政がよくなっても、県民が疲弊すれば意味が

ありませんので、ぜひこれはしっかりとした対

応をしていただくようにお願いさせていただこ

うと思います。

そしてまた、当初予算の中の公共工事の維持

管理で、所要額ということが書いてあるんです

が、所要額というのはどういう意味なのかを総

務部長にお伺いします。

今、議員のおっ○総務部長（渡辺義人君）

しゃったのは、公共事業関係で県は、特に道路

等、相当の施設を持っておりますので、その維

持管理経費が相当かかるということで、これま

でシーリング対象にもしておりましたけれど

も、これについてはその必要な額を措置すると

いうことでございます。

必要な額を措置するという○丸山裕次郎議員

ことであれば、本当に精査していただいて、所

要額は真剣に取り組めるような形をお願いした

いと思っています。本当に厳しい中であります

けれども、県の財政がよくなっただけでなく

て、県民に本当に喜ばれる予算組みになるよう

にお願い申し上げまして、質問を終わります。

（拍手）

次は、27番河野哲也議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） 公明党県議○河野哲也議員

団の河野哲也でございます。いよいよトリでご

ざいます。ここまで来ると、ほとんどの質問が

鳥がらの状態ですが、よいだしをとらせていた

だきます。よろしくお願い申し上げます。

「電車の中にいるとき、横浜駅で人込みの中

を歩いているとき、自分が違った世界から来た

宇宙人のように感じてしまうんです。つらいん

です」。「よこはま若者サポートステーショ

ン」の事務局長との意見交換の中で、ある利用

者の声を聞かせていただきました。「いわゆる

世間で言われるニート像からおよそかけ離れて

いることがよくわかる。社会にうまくなじめな

かった、または学校を卒業してすぐに就職でき

なかっただけで、ここまで精神的に彼らを追い

詰めていることを多くの人は気づいていない」

と、話を続けられました。確かに、生き抜くた

めに、若いときに鍛えなければいけないことが

あります。自力で切り開かなければいけないこ

ともあります。しかし、それだけでは解決でき

ない状況に今、若者が置かれております。ま

だ40代の私ですが、今の若者がわからなくなっ

ています。そこで改めて、知事の若者観と、今

まで出会った宮崎の若者をどう思われるのか伺

いまして、壇上からの質問といたします。後は

自席から質問させていただきます。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいた○知事（東国原英夫君）

します。

若者は、宮崎の将来を担っていく宝でござい

ます。私は、この若者が、夢や希望の実現に向

けて、何事にも憶することなく積極的に挑戦し

ていく気概や社会人としての自覚、そして他人

に対する思いやりを持っている、そういう若者

に育ってほしいと思っております。私は、これ

までいろいろな機会に、宮崎の若者と話をして

まいりました。一部には、県民性から、恥ずか
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しがり屋であったり、消極的であったりする若

者も見受けられますが、大半の若者は未来に希

望を持ち、仕事や社会参加活動に生き生きと取

り組んでおります。宮崎の若者に託して、宮崎

の未来は明るいと確信しております。私の唱え

る県民総力戦による新しい県づくりのために

は、若者の力が必要であり、その一翼を担って

くれるものと、心より期待しております。以上

です。〔降壇〕

厚生労働省は、「若年者雇用○河野哲也議員

の現状と対策」の中で、「若者は、将来の我が

国社会のあり方を左右する存在であり、その進

路選択等をしっかりと支援していくことは、再

チャレンジ支援全体の中でも特に重要」とし、

地域における若者支援の拡充を打ち出しており

ます。また、すべての若者に対応する、一人の

人があらゆる悩みに答える、アウトリーチ（訪

問支援）を行う、ネットワークを構築する、早

期の対応すると、地域における若者支援５原則

も示しております。そこで、宮崎県のあすを支

える若者への総合的支援として、具体的に考え

ていることはございますか、知事にお伺いいた

します。

再チャレンジにつき○知事（東国原英夫君）

ましては、私自身が、その難しさ、そして達成

の喜びというのを非常によくわかっているつも

りでございます。社会的な自立のおくれや障が

いなどがある若者が、その能力や持ち味を十分

発揮でき、努力が報われるように支援していく

ことは重要であると考えております。県内で

も、ニートやひきこもりなど、地域において支

援を必要とする若者が存在していることは認識

しております。そこで、保健所等でのひきこも

りなどについての相談の受け付けや、「ヤング

ＪＯＢサポートみやざき」で就労を希望する若

者への支援を行っているほか、生徒の職場体験

など、各学校段階に応じた系統的なキャリア教

育を行っているところでございます。宮崎の次

代を担う若者が、その能力に応じて社会の一員

として自立することは、県勢発展のためにも重

要なことでありますので、今後とも、若者への

支援については積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

ありがとうございます。若年○河野哲也議員

者就労支援の役割を担う「ヤングＪＯＢサポー

トみやざき」は、若者にとっては大切な拠点で

す。サテライトもぜひ充実させていただきたい

と考えます。

冒頭で紹介いたしましたが、先日、私たち会

派で、横浜市の「よこはま若者サポートステー

ション」の取り組みを調査してまいりました。

前回、我が会派の新見幹事長が、ニートやひき

こもりなどの若者の自立・就労を支援する地域

若者サポートステーションの設置についてただ

しましたが、宮崎にとって必要性の高いもので

あるかどうか、現場を調査し、意見を聞かせて

いただきました。

同サポートステーションは、ＮＰＯ法人

「ユースポート横濱」と横浜市が協働で運営さ

れております。約10名体制のスタッフで、若者

や保護者への総合相談のほか、臨床心理士によ

るメンタル相談、精神疾患に効果のあるスト

レッチ体操や芸術療法、学び直しなどのプログ

ラムを準備し、個別のパーソナルプランで実践

しておりました。利用者は１日平均32名、ひき

こもり状態の人が連携団体でのボランティア活

動やジョブトレーニングに参加して就労に至る

ケース、県の若者就職支援センターやハロー

ワーク等の就労支援施設に移行できたなど、市

内の各施設のネットワークを生かしての成果を
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上げておりました。事務局長のお話では、「来

所者の半数は、精神疾患や発達障がいなどで社

会生活や一般就労が困難な若者。学校や職場の

いじめで対人恐怖症となった若者も多い。ま

た、この要因とあわせて、厳しい家庭環境から

生活保護を受給している利用者、また貧困状態

にある利用者も少なくない」と、来所者の個別

の状況に応じた支援の重要性を強調されていま

した。地域ネットワークの効用につきまして

は、「福祉の知識が乏しかったが、横浜市や連

携団体がカバーしてくれ、助かっている」とも

述べられておりました。今、全国50カ所となり

ました若者サポートステーション設置への見解

を、商工観光労働部長にお伺いいたします。

地域若者○商工観光労働部長（高山幹男君）

サポートステーションにつきましては、国が公

募により選定した民間団体等に事業を委託し、

ニート等の若者の職業的な自立支援を総合的に

行うものであります。県といたしましても、若

者の就労支援は大変重要であると認識してお

り、既に設置されております他県の状況等につ

いて、調査や情報収集を行っているところであ

ります。今後、県におきましては、国の公募に

合わせて広く広報を行いまして、教育とか福祉

部門などの関係機関とも連携を図りながら、事

業の実施主体となるＮＰＯ法人等を掘り起こ

し、国へ推薦していきたいと考えております。

その他の全国のサポートス○河野哲也議員

テーションを調査してみました。東京都足立

区、佐賀県、岡山県にあるサポートステーショ

ンは、訪問対話を行って、見つけ出すという作

業を行っています。そういうふうに、各地の若

者サポートステーションの内容を確認しても、

細やかな若者への支援が位置づけられていま

す。どうか県内ＮＰＯとの連携で、設置の推進

をお願いしたいと思います。

次に、地域の中小企業の支援の充実について

お伺いいたします。

県内、特に県北の景気は、少子高齢化の進展

や雇用の冷え込みにより、県外に人が流出し、

購買力の低下、個人消費の伸び悩みなど、依然

として低迷しております。地域のしにせである

店舗や地元デパート、スーパーの倒産・撤退、

地場中小企業の衰退などが実態としてあり、ま

た最近では、地元建設業者の連鎖倒産による失

業者の増大など悪循環が生まれていることか

ら、地場中小企業の経営健全化に向けて、金融

支援も含め対応策を再構築する必要があると考

えます。そこで、県北の中小企業の現状、実態

についてどのように認識しているのか、商工観

光労働部長にお伺いいたします。

ただいま○商工観光労働部長（高山幹男君）

御質問の中にもありましたけれども、県北地域

におきましては、全国的な動向でもあります

が、中小商工業者数が減少傾向にあり、商店街

の空き店舗率が高い水準にあるなど、依然とし

て厳しい状況にあるというふうに考えておりま

す。また、雇用情勢でも、県北地域における10

月末の有効求人倍率が、ハローワーク延岡管内

が0.45倍、日向管内が0.48倍と、県内でも特に

厳しい状況となっております。このような中

で、例えば、延岡市の山下新天街のアーケード

整備事業とか、日向市駅周辺の商業集積整備事

業、そういった商店街活性化のための取り組

み、あるいは延岡市におきまして工業振興ビ

ジョンをつくり、新たな振興策の推進をされた

ことなど、中小企業振興に向けた取り組みも進

められているというふうに思っております。

先ほども、若者支援について○河野哲也議員

ただしましたが、行政主導の就労支援施設等、
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また施策等を充実したとしても、出口となる雇

用先が確保されなければなかなか難しい、そう

いう現状が、県北の問題として考えられると思

います。

資金確保の円滑化という視点からお伺いいた

します。20年度予算編成方針の貸付金の項で、

「県の資金管理に及ぼす影響が大きいので、そ

の目的、効果、資金需要、金融情勢を考慮し、

貸付対象、貸し付け方法、貸し付け条件、金融

機関の協調等についても検討を加え、真にやむ

を得ないものに限定すると共に、その規模につ

いても過去の実績にこだわることなく、必要最

小限にとどめるものとする」とあり、県は、既

存の融資制度の見直しを図ろうとしています

が、中小企業における各貸付事業はどのように

見直すのか、商工観光労働部長にお伺いいたし

ます。

県の中小○商工観光労働部長（高山幹男君）

企業融資制度についてお答えいたします。この

制度は、中小企業の金融の円滑化を図ることを

目的としております。またあわせまして、環境

対策でありますとか子育て支援など、県の施策

推進としての役割も担っているところでござい

ます。現在、21種類の貸し付けがありまして、

多様な資金ニーズにこたえているところであり

ますけれども、一方で利用者からは、種類が多

くてわかりにくいといった意見も出てきており

ます。このようなことから、制度の目的や役割

を維持しつつ、さらに、利用者に役立ち、かつ

利用しやすい制度となるよう、現在、制度の抜

本的な見直しに取り組んでいるところでござい

ます。なお、融資枠につきましては、今後とも

必要な額の確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございます。道路○河野哲也議員

特定財源ではありませんが、予算編成方針の中

の「真に」という言葉、妙にひっかかったもの

ですから、どうか融資枠を確実に確保していた

だきたいと思います。

事業承継の円滑化という視点からお伺いいた

します。全国では今、中小企業の４社に１社し

か後継者がいない。このままでいくと、年間７

万社が廃業に追い込まれるとの推計があり、今

後10年間で失われる雇用吸収力は、350万人にも

上ると言われております。自営業の方々に話を

聞くと、農林漁業の後継者不足と同様に、後継

についての不安を語られます。今、国会におい

ても議論されておりますが、事業承継優遇税制

の抜本的拡充が重要であり、予算、制度面を含

め、事業承継の円滑化のための手だてを考える

必要があると思います。まず、そういう不安を

取り除く、中小企業経営者・後継者向けのセミ

ナー等の支援の状況をお聞かせください。

中小企業○商工観光労働部長（高山幹男君）

の事業承継の円滑化を図りますために、現在、

国のほうの独立行政法人中小企業基盤整備機構

におきまして、全国を10のブロックに分け、事

業承継のシンポジウムでありますとか、税理士

等の実務家を対象としたセミナーなどを開催し

ているところでございます。また、来年度は、

これに加えまして、中小企業経営者向けのセミ

ナー等も全国各地で開催されるという形で支援

されていると聞いております。

経済産業省の概算要求に、中○河野哲也議員

小企業の事業承継円滑化に向けた総合的支援の

窓口として、後継者不足を理由に廃業を考える

経営者と、開業を希望する若手らとのマッチン

グを取り持つ事業承継支援センターを、来年度

から全国約100カ所に設置する方針が盛り込まれ

ております。これは、公明党のかねてからの主
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張が反映されたものであります。事業承継支援

センターは、地域企業の巡回やアンケート調査

を実施する中で、廃業の危機にある中小企業と

開業希望者を掘り起こし、交流会開催などで両

者を引き合わせ、意向が一致し事業引き継ぎへ

進んだ場合は、株式の譲渡など専門知識が要求

されるため、弁護士、税理士、公認会計士等の

専門家を派遣するという流れで支援を進めま

す。中小企業の事業承継円滑化に向けた総合的

支援体制の充実を図るため、その窓口的な存在

となる事業承継支援センターの設置を推進して

いただきたいと考えます。商工観光労働部長に

見解を伺います。

国におき○商工観光労働部長（高山幹男君）

ましては、事業承継のニーズに対応したワンス

トップサービスを行うために、ただいま質問に

もございましたような事業を行う事業承継支援

センターを各県に設置する方向で検討されてお

ります。本県におきましても、円滑な事業承継

は、中小企業の振興を図るために大変重要であ

ると考えておりますので、当センターが県内に

設置され、十分にその役割が発揮できるよう、

関係機関とも連携を図ってまいりたいと思って

おります。

ありがとうございます。重ね○河野哲也議員

て伺いたいと思います。この事業のモデルに

なっているのが、長野商工会議所が平成14年度

に設置した長野事業承継支援センターでありま

す。18年度までの５年間で計92件の仲介に成功

したという報告がなされております。飲食店、

美容院など既存設備がそのまま使える業種を中

心に後継者が見つかり、商店街の空き店舗発生

防止につながると報告されております。事業承

継支援センターは、都道府県に約２カ所程度、

県庁所在地の商工会議所を中心に、地域の商工

会に設置する方向であります。ぜひ県北への設

置を推進していただきたいと考えますが、いか

がでしょうか。

事業承継○商工観光労働部長（高山幹男君）

支援センターにつきましては、国が指定して、

そこに事業を委託するという方向で検討されて

いると伺っておりますけれども、どういう形で

指定されるか、まだ詳細はわかっておりませ

ん。いずれにしても、県といたしましては、そ

ういった指定が行われ、全県的な支援体制がで

きるように努めてまいりたいと考えておりま

す。

どうか県北、よろしくお願い○河野哲也議員

します。

次に、保育行政について伺います。

我が会派の長友代表は、本年２月議会の代表

質問の中で、保育料の負担軽減をただされまし

た。保育所関係者、保護者の話を聞くにつけ、

この課題をどうにか解決できないか、また、さ

まざまな形態での格差解消を模索しているとこ

ろでございます。そこでまず、保育所の待機児

童数について、福祉保健部長に伺います。本県

の待機児童数はどのようになっているのか、お

示しください。

保育所入所待○福祉保健部長（宮本 尊君）

機児童につきましては、国の定義によります

と、保護者から保育所入所申し込みが提出され

ており、入所要件に該当しているにもかかわら

ず、定員等の関係で入所していない児童を言い

まして、毎年度、市町村を通じて調査を実施し

ております。本県におきましては、平成12年度

以降、今年４月１日現在まで、待機児童はゼロ

となっております。

ということは、他県で課題と○河野哲也議員

なっている待機児童をゼロにするための保育施
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設の拡充については、クリアしているというこ

とになります。しかし、認可外保育施設が存在

しなければいけないということは、認可保育所

だけでは利用者のニーズにこたえられない状況

というのが、本県にもあるということになりま

す。そこで、認可保育所、認可外保育施設別の

運営補助の状況をお伺いいたします。

認可保育所に○福祉保健部長（宮本 尊君）

つきましては、児童福祉施設最低基準を満たし

た上で、保育の実施基準に該当する児童を入所

させなければならないことから、利用者からの

保育料を除いた費用を国、県、市町村で負担を

しております。このほか、多様な保育ニーズに

対応した一時・特定保育や休日保育等の特別保

育事業については、実施している認可保育所に

対しまして、国庫補助事業として助成を行って

おります。認可外保育施設に対しましては、運

営費等の公費負担はございませんが、入所児童

の健康管理を図る観点から、県単独事業として

入所児童の健康診断費の助成を行っているほ

か、職員の健康診断費につきましても、国庫補

助事業として助成を行っております。

認可保育所の運営費県負担金○河野哲也議員

は４分の１です。18年度見込みで25億7,000万

円。先ほどありました一時保育または休日保育

等の特別保育事業が県負担３分の１、１億4,000

万円。認可外保育の助成については健康診断の

みということになって、児童への感染症の予防

の観点から、県は、従業員の健康診断費用を助

成する市町村に対して国庫補助事業を行い、園

児については県単事業で行っております。そこ

で、市町村の健康診断の取り組み状況について

お尋ねいたします。

認可外の保育○福祉保健部長（宮本 尊君）

施設においての健康診断の実施状況でございま

すが、児童に対する健康診断、平成18年度で12

市町村の29施設で実施し、助成しております。

また、職員に対しては、３市町村の５施設で実

施しており、これにも助成しているところであ

ります。

保育行政のあり方を根本的に○河野哲也議員

見直すことはできないかということで 現在―

の保育行政の主役というのは施設に置かれてい

るというふうに思います。利用料も、認可外保

育所と認可保育所を比較すると いろいろな―

条件がございますが 下手をすると４倍から―

５倍という状況も見られます。また、調べたと

ころによりますと、田口議員の質問にもありま

したけれども、18年度の本県の認可保育所の保

育料滞納 私の場合、調べたのは宮崎市も―

入っていますが １億6,000万円であります。―

負担感が解消され、安心して利用者が施設を選

ぶことができるようにすれば、施設側が利用者

のニーズに合ったサービスを行うことができる

のではと考えます。

今、内閣の機関である教育再生会議で、教育

バウチャー制度の導入が検討されています。バ

ウチャー制度というのは、子供を持つ家庭にバ

ウチャーという一種の現金引きかえ券を交付し

た上で、保護者や子供が自由に学校を選択し、

学校は、集まったバウチャーの数に応じて行政

から学校運営費を受け取るという仕組みです。

アメリカでは、複数の州で導入されています

が、いずれも低所得層や極端に教育環境が悪い

学校に通う子供などを対象にしたもので、一種

の社会格差是正策として導入されております。

今、検討されている教育バウチャー制度とい

うのは、所得に関係なく、一律に子供を持つ家

庭にバウチャーを配付することを前提としてい

るようであります。教育バウチャーの利点とし

平成19年12月14日(金)



- 326 -

ては、国公私立学校を問わず適用することで、

家庭の授業料負担などの公私格差が解消され

る、国公私立を問わずに自由に保護者や子供が

学校を選択することができる、集まったバウ

チャーの数に応じて学校運営費が交付されるな

ど、学校は、より多くの子供を集める努力を

し、教育の質が上がるなどが挙げられます。し

かし、なかなか学校への導入が難しい。であれ

ば、保育行政にこの教育バウチャー制度の考え

を取り入れることはできないか。保育料の負担

等課題の解決になるかと考えますが、知事の見

解をお伺いいたします。

バウチャー制度を導○知事（東国原英夫君）

入することによりまして、保育所利用者が施設

を自由に選択でき、結果としてはサービスの水

準が向上するという御指摘もありますが、保育

所へのバウチャー制度の導入については、保育

の必要性の高い母子家庭などの優先入所や、保

育所の適正な職員配置が困難になるなど、さま

ざまな課題があると聞いております。いずれに

しましても、保育所利用者へのバウチャー制度

を含む直接補助方式の導入につきましては、国

において検討する課題となっておりますので、

その動向を見守っていきたいと考えておりま

す。

保育施設側、運営者側のいろ○河野哲也議員

んな意見、それと利用者側のいろんな意見、本

当に悩んでいるというか、母親が生活のために

働こうとしているのに、我が子を保育所に預け

ることによって、保育料を支払うために働いて

いる状態になっているというこの事実、そこは

本当に理解していただきたいなと述べるにとど

めたいと思います。

教育再生と本県教育についてでございます。

基礎的な知識はあるが、実生活での活用は苦

手である。10月24日に公表された全国学力テス

トの結果では、子供たちのこうした傾向が浮か

び上がりました。今回のテストに参加したの

は、国公私立小学６年生と中学３年生で、全員

対象のテストは、中学生が43年ぶり、小学生は

初めてとなりました。国語と算数・数学の２教

科で、基礎力を問うＡ問題と応用力を見るＢ問

題を課し、国公立と私立の６割に当たる約220万

人が参加、全国平均の正答率は、Ａ問題、小学

校国語・算数と中学校国語がいずれも82％、中

学数学は73％、Ｂ問題は、中学国語の72％を除

き、すべて60％台前半。テストとあわせて実施

した生活習慣や学習環境などの質問調査では、

家庭での学習時間や読書時間の増加が見られ、

また、朝御飯を食べる子供がふえたことも示さ

れました。全体的に地域差は過去に比べて縮小

したものの、一部で地域の教育格差や家庭の経

済力が子供に与える影響を示唆する結果も示さ

れています。今後は、調査結果を踏まえ、子供

たちの実情に即した適切な施策を展開すること

が課題となると考えます。全国学力・学習状況

調査の結果を、知事としてどう評価しますか、

お伺いいたします。

このことにつきまし○知事（東国原英夫君）

ては、「新みやざき創造戦略基本指標」に、全

国平均以上の学力を目標に掲げましたが、今回

の調査で、その目標を達成することができ、本

県の子供たちは確かな学力を身につけているこ

とがわかりました。また、自宅での学習時間や

朝食をとる割合も全国平均より多いなど、しっ

かりとした生活習慣が身についていることもわ

かり、大変うれしく思いました。これは、子供

たちの頑張りはもとより、学校の先生や保護

者、地域の方々など、子供たちの教育にかかわ

るすべての皆様の長年にわたる熱心で真摯な取
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り組みが実を結んだものと考えております。ま

た、こういうものに新たな数値目標などを加え

ていくのかということも午前中申し上げました

が、マニフェストとしての社会状況の変化とい

う意味を、ここに含んでいるわけでございま

す。人づくりが、これからの県づくりの基本と

なりますので、今後とも県民総力戦で、教育の

充実に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

実は、教育長にも、結果をど○河野哲也議員

う受けとめ学力向上対策にどう取り組んでいた

だくかお伺いしようと思いましたが、複数の議

員がこの質問をしていますので、重複した答弁

になると思いますから、より具体的にお伺いし

ます。

全国平均をクリアしたとの分析ですが、小学

校６年国語Ｂの問題の正答率で、国公私立別で

見ますと、国立は正解率80％です。私立78％、

公立62％、厳然と差が生じています。ちなみに

宮崎県は60％です。また、都道府県レベルで見

ると、プラスマイナス５％の範囲にあり、ばら

つきが小さいと答弁でもありましたけれども、

各学校の状況は、Ｂのほうがばらつきが大きく

なっていると分析されています。

そこで、文部科学省からの「全国学力・学習

状況調査の活用について」という通知文を見る

と、３番目に、教育委員会における改善に向け

た取り組みの推進として、「特に課題が見られ

る学校における意欲的な改善の取り組みを」と

通知されていますが、これは例えば、学校訪問

をするとか、指導主事のモデル授業を提供する

とか、積極的にかかわるということでしょう

か。また、教職員の配置も考慮しろということ

でしょうか。あわせて教育長にお伺いいたしま

す。

本県の全国学力・学○教育長（高山耕吉君）

習状況調査につきましては、教育事務所ごとの

状況を見ましても、そんなに大差はございませ

んし、県の平均正答率との大差もございませ

ん。一定の数値に達しているというふうに考え

ております。今後の対応につきましては、文科

省からもそういった通知が来ておりますけれど

も、現在、県、市町村あるいはまた学校等で結

果の分析を詳細に行っておりまして、その調査

結果に基づきまして、県と市町村あるいは学校

と情報交換等をしながら、学力向上に向けて一

生懸命取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

この文科省の分析の報告とい○河野哲也議員

うのは予定より２カ月おくれているんです。本

当はもうちょっと前にこの分析結果が出れば、

学校や教育委員会に対応する時間に、もっと余

裕があったんですけれども、それがおくれたと

いうことで、非常に教育委員会、学校も苦慮さ

れていると思います。せっかく懸命にこの学力

テストを受けた子供たちに、返す時間がなくな

るということにもなります。よく知事が言われ

ます、スピード感を持って取り組んでもらいた

いということで、具体的に質問してみました。

調査の背景には、ゆとり教育の見直しを求め

る声が一因とされております。ゆとり教育の導

入以来、学力や学習意欲の低下を指摘する声は

絶えず、ともすれば、ゆとりがたるみにつなが

り、運用面で課題を抱えているということは否

定できません。弱点としてあらわれた知識の実

生活での活用は、本来、総合的学習等のゆとり

教育でこそはぐくまれるべきだと考えます。

私は先日、福島県で開かれた日本教育技術学

会というのに参加させていただきました。今回

の調査の目的というのは、全国学力テストの調
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査背景である 先日もありましたけれども―

ＰＩＳＡ型読解力向上の提案がされたとい―

うこと、今後、伝承すべき教育システムという

のは何かということでありました。今回の提案

の中で注目したのは、観光立国を授業化した現

職教員の提案でありました。例えば、昨年制定

された観光立国推進基本法を受けて、観光資源

の調査をし、魅力ある観光地の定義を見つけ、

観光プランニング、観光ガイド作成まで、社会

科と総合的な学習の時間を駆使して組み立てて

ありました。ＰＩＳＡ型読解力向上が意識して

ありました。ＰＩＳＡ型読解力で日本の子供た

ちが低下していたのは、非連続テキストの読解

力、つまり、物語とか説明文の読解ではなく

て、ガイドブックとかチラシ等の情報伝達の能

力、こういうことを学会では提案していまし

た。この学会の特徴というのは、不易と流行

流行部分で今、日本の教育に足りないもの―

は何かというのを受けて提案するということで

す。大変有意義な提案だと考えました。

知事は、県民総力戦で観光宮崎の再生を提唱

しております。児童生徒の観光に関する企画力

の可能性も大変大事な財産です。児童生徒が観

光マップ等をつくるような学習は、ＰＩＳＡ型

読解力等を育成する上からも大変意義があると

考えますが、本県においてそのような学習を取

り入れている例はあるのか。またこのような取

り組みに対する教育長の見解をお願いします。

観光マップ等をつく○教育長（高山耕吉君）

るような学習につきましては、グラフや図表な

どの資料を読み取る力、今おっしゃいましたそ

ういった考えを的確にまとめる力、さらには、

多くの人に伝える力などを培うことができまし

て、ＰＩＳＡ調査で求められている読解力の育

成にもつながる大変意義あるものと考えており

ます。本県におきましては、生徒が作成した観

光パンフレットを修学旅行先で、一緒に作成し

ました地元の商工会議所の職員の方と配布した

り、あるいはまた、天然記念物でございます動

物等の保護活動に自治体と取り組むなど、地域

おこしにつなげている例もございます。以上で

す。

ただいま報告がありました実○河野哲也議員

践校の国語Ｂの分析を、ぜひ行ってみてくださ

い。効果の確認もぜひお願いしたいと思いま

す。

それぞれの学校、教育委員会で、学力テスト

の分析が行われ、対策が打たれると思います。

今回講師を務められた政策研究大学院大学教授

岡本薫氏は、「あらゆる政策は、何らかの目標

のために行われる。教育の目標は、卒業後の子

供たちをある状態にすることであり、それを特

定しなければ建設的な議論はできない」と述べ

られていました。学力であれ、いじめであれ、

教育問題を論じるとき、常に最優先すべきは、

子供の幸せ、子供たちの幸せになる力を引き出

すことが重要だと考えます。

いよいよ最後の質問です。教職大学院につい

てお伺いいたします。

実は、今回の学力テストの件で、私も井本議

員に負けないぐらい、フィンランドの教育につ

いて調査しました。ただ私は、フィンランドの

湖を見たことがありませんので、多くを語りま

せん。調べた中で注目したのが、フィンランド

の教師の学歴は、皆、大学院の修士修了である

ということです。

戦後の日本の教員養成は、大学などの教員養

成機関を中心に行われてきました。文部科学省

の中央教育審議会は、教員に対するより高い専

門性を求める社会的な要求にこたえるため、教
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員養成を大学院に移行することに関する審議を

行ってきました。教員免許状制度とは直接の関

係を有しないものの、教職大学院は来年４月１

日から開設と決定いたしました。今般、全国

で19の大学が教職大学院の設置を承認されまし

たが、12月３日付で宮崎大学も入ることになり

ました。標準修業年限は２年、教職大学院が定

める在学期間を在学し、教職大学院が定める45

単位以上を修得することで修了すると、教職修

士の学位が授与されることになります。宮崎大

学教職大学院では、学校・学級経営コース、生

徒指導・教育相談コース、教科領域教育実践開

発コース、教育課程・学習開発コースの４コー

スを設けます。確かな教育理論とすぐれた実践

力、応用力を備えたスクールリーダーや、教職

としての高度な実践力、応用力を備えた新人教

員を養成するとされております。また、現職教

員もレベルアップが望めます。宮崎の教育の向

上に絶好のチャンスです。宮崎大学の教職大学

院を県はどのように活用したいと考えておられ

ますか、教育長にお伺いいたします。

県教育委員会といた○教育長（高山耕吉君）

しましては、この教職大学院を中堅教員を育成

する場、あるいはまた、広く本県教職員の専門

的研修の場として、積極的に活用してまいりた

いと考えております。また、この大学院と連携

いたしまして教育課題の解決に取り組むなど、

本県教育水準の向上に努めてまいりたいと考え

ております。以上でございます。

また、知事も社会人として大○河野哲也議員

学院を経験されております。設置に対してどの

ように期待されていますか、お伺いいたしま

す。

教育というのは、社○知事（東国原英夫君）

会を維持発展させていく原動力であり、私のマ

ニフェストを踏まえて策定した「新みやざき創

造戦略」においても、郷土の宝「宮崎人」づく

りを戦略の一つに掲げたところでございます。

このようなことから、今回、高度な専門性や実

践力を持った教員の養成を目指す教職大学院が

宮崎大学に設置されることを、大変歓迎してお

ります。宮崎大学におかれましては、今後と

も、地域に根差した研究・教育活動を展開して

いただき、本県の教育水準の向上に大きく寄与

していただくことを期待しております。

どうも答弁ありがとうござい○河野哲也議員

ました。

以上をもちまして、すべての質問を終わりま

す。皆さんの前に登壇するのはきょうが最後だ

と思いますので、どうか皆様、よいお年を。

（拍手）

以上で一般質問は終了いたし○坂口博美議長

ました。

議案第17号から第20号まで採決◎

ここで、さきに提案のありま○坂口博美議長

した収用委員会委員及び収用委員会予備委員の

任命の同意についての議案第17号から第20号ま

での各号議案を議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○坂口博美議長

ように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第17号から第20号までの各号議案につい

て、一括お諮りいたします。
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各号議案については同意することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○坂口博美議長

て、各号議案は同意することに決定をいたしま

した。

議案第１号から第６号まで、第８号から◎

第16号まで及び第21号並びに

請願委員会付託

次に、今回提案されました議○坂口博美議長

案第１号から第６号まで、第８号から第16号ま

で及び第21号の各号議案について、質疑の通告

はありません。

当該議案及び今期定例会において本日までに

受理した請願は、お手元に配付の付託表のとお

り、それぞれ関係の委員会に付託いたします。

あしたからの日程をお知らせします。

明日15日から20日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、12月21日午前10時開会、常任

委員長及び普通会計決算特別委員長の審査結果

報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時33分散会
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◎ 常任委員長及び普通会計決算特別委員長

審査結果報告

○坂口博美議長 ただいまの出席議員45名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、常任委員長及び普通会計決算

特別委員長の審査結果報告から採決までであり

ます。

議案第１号から第16号まで、第21号の各号議

案及び継続審査中の９月定例会提案の議案第14

号並びに請願第４号から第５号まで及び継続審

査中の請願を一括議題といたします。

ただいまから、常任委員長及び普通会計決算

特別委員長の審査結果報告を求めます。まず、

総務政策常任委員会、19番中野 明委員長。

○中野 明議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外６件及び新規請願１件の計８件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、「平成19年度宮崎県一般会計補正予

算」についてであります。

このうち議案第１号に係る補正は、公共事業

費の国庫補助の決定に伴うもの、その他必要と

する経費について措置するものであり、11

億5,700万円余の増額補正となっております。こ

の補正予算に要する歳入財源につきましては、

国庫支出金の５億8, 1 0 0万円余、県債の３

億6,000万円余などとなっております。

このうち、総務部所管の予算につきまして

は、6,100万円余の増額補正であり、これは県債

管理基金等の利子の増額による財産運用収入

で、補正後の予算額は903億2,800万円余となり

ます。

次に、議案第16号に係る補正は、東九州自動

車道の用地対策に要する経費について措置する

ものであり、1,000万円の増額補正となっており

ます。この補正予算に要する歳入財源につきま

しては、財政調整積立金からの繰入金が62万円

余、諸収入が937万円余となっております。これ

らの結果、補正後の一般会計の予算の規模

は、5,682億3,600万円余となります。

このうち、東九州自動車道の用地対策で、移

転義務者より徴収する行政代執行の費用につい

て、当局より、「移転義務者に請求し、仮に年

度内に支払われなければ収入未済額となるが、

その後も引き続き、ありとあらゆる手段をとっ

て可能な限り徴収したいと考えている」との説

明があり、委員より、「徴収に際しては困難な

場面も想定されるが、県内の他の補償金目的の

植栽行為事例への影響も考慮して、断固たる姿

勢で臨んでほしい」との要望がありました。

次に、議案第４号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」に

ついてであります。

これは、知事の権限に属する事務の一部を、

取り扱いを希望する市町村へ移譲するため、所

要の改正を行うものであります。このうち、総

務部の所管につきましては、「液化石油ガスの

保安の確保及び取引の適正化に関する法律」

と、「火薬類取締法」のそれぞれに基づく事務

の一部が対象となっております。

このことに関連して当局より、「今回の条例

改正に伴い、県全体で32法令、381事務が取り扱

いを希望する28市町村へ移譲される予定であ
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る。これにより、県から移譲される事務の総数

については、平成20年４月時点で876事務とな

り、「権限移譲推進方針」を策定する前の平

成17年４月と比べ、480事務の増加となってい

る」との報告がありました。

次に、議案第12号「職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例」であります。

これは、平成19年の人事委員会勧告等に基づ

き、職員の給与について改定するため、職員の

給与に関する条例について所要の改正を行うも

のであります。

次に、議案第14号「職員の自己啓発等休業に

関する条例」であります。

これは、地方公務員法の一部改正により、職

員が大学等課程の履修または国際貢献活動のた

めに休業することが可能となったことから、当

該休業制度の導入を図るため、必要事項を定め

る条例を制定するものであります。

次に、議案第15号「職員の育児休業等に関す

る条例等の一部を改正する条例」であります。

これは、地方公務員の育児休業等に関する法

律の一部改正により、育児を行う職員について

短時間勤務が可能となったことから、当該制度

の導入を図るため、関係条例について所要の改

正を行うものであります。

次に、総合政策本部の役割についてでありま

す。

当局より、「総合政策本部は、平成16年度の

組織改正において設置され、今年度で４年目を

迎えているが、各部局にまたがる新たな政策や

行政課題について、どう連携・調整を図ってい

くか、また、限られた財源の中で、総合計画や

それに基づく各種施策をどう展開していくかな

ど、さまざまな課題にも直面している」との説

明がありました。

このことについて、複数の委員より、「発足

当初は、総合政策本部のリーダーシップのも

と、県政運営が行われるものと期待していた

が、財政的な裏づけがない現状では、「政策調

整機能」「政策立案機能の強化」等、本来の役

割を十分果たしていないのではないか」との質

疑があり、当局より、「予算編成とのかかわり

については、施策との連動を図るべく、平成16

年から予算編成方針に合わせて「重点施策の推

進方針」を策定し、さらに今年度からは重点施

策について1.5倍の予算要求枠が認められるな

ど、精いっぱいの取り組みを行ってきた。また

今後、地方分権が進展する中で、市町村との連

携を強化する必要があることから、地域が抱え

る横断的な課題等に対処するための組織・機能

のあり方についても、現在、関係部局と議論を

行っているところである」との答弁がありまし

た。

当委員会といたしましては、総合政策本部が

県政の総合的な推進役としての機能を発揮する

ことを期待するものでありますので、今後の部

の再編等に際しても、このことに十分配慮して

いただくよう要望いたします。

次に、宮崎県事業仕分け委員会についてであ

ります。

当局より、「事業仕分け委員会は、学識経験

者や県民公募等の外部委員24名で構成され、県

の裁量の余地が大きい県単事業など、198事業に

ついて、「本来どうあるべきか」という視点

と、現実的な問題点等も考慮した「現実的な対

応」という２つの視点から議論していただい

た。事業仕分け委員会の提言内容や検討の過程

でいただいたさまざまな意見や評価等は、今後

の予算編成や県政運営の参考とする」との説明

がありました。
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このことについて委員より、「１事業に係る

審査時間が絶対的に不足しており、各事業の背

景にある制度及び法改正の概要、社会事情等に

至るまで、徹底した議論が行われたかどうかは

疑問である」との意見がありました。

さらに、関連して別の委員より、「県議会に

おいても、事業仕分け委員会と同様の議論を行

うなどして、行財政改革に向けて徹底的に取り

組んでいく必要がある」との意見がありまし

た。

次に、知事イラストの使用・管理についてで

あります。

このことについて、委員より、現時点での当

局の対応方針等について質疑があり、当局よ

り、「イラストは、知事自身の一身専属の肖像

権に関連するものであり、知事や県が推奨して

いるものではないが、現在、イラストの使用に

ついて、知事において検討されている」との答

弁がありました。

当委員会といたしましては、この問題が県や

県産品のイメージにかかわる非常に重要な問題

であると認識しております。知事におかれて

は、イラストの適正な使用・管理のあり方につ

いて、県の関与の適否も含めた検討を進め、早

期に結論を出していただくよう要望いたしま

す。

次に、請願第４号「高鍋土木事務所存続に関

する請願」の審査経過についてであります。

この請願については、他の地域の土木事務所

にも影響を与える非常に微妙な案件であるた

め、当委員会においては、引き続き慎重に審査

を行う必要があるとの意見が大勢を占め、継続

審査とすることに決定したものであります。

このことに関連して委員より、「土木事務所

の再編については、地域住民等から何度も同様

の陳情・要望活動が行われていることにかんが

み、委員会に対して、より詳細な説明を行って

ほしい」との要望がありました。

最後に、当委員会で継続審査と決定した案件

の外「総合政策及び行財政対策に関する調査」

につきましては、地方自治法第109条第６項の規

定により、閉会中の継続審査といたしたいの

で、議長においてその取り扱いをよろしくお願

いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

次は、生活福祉常任委員○坂口博美議長

会、21番十屋幸平委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告い○十屋幸平議員

たします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外２件及び新規請願１件の計４件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の議案１件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり決定をいた

しました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第５号「宮崎県心身障害者扶養共

済制度条例の一部を改正する条例」についてで

あります。

「心身障害者扶養共済制度」は、障がいのあ

る方を扶養している保護者が生存中に毎月一定

の掛金を納めることにより、将来、保護者の死

亡など万一の場合に、障がいのある方に終身一

定の年金を支給する制度であります。現在、こ

の共済制度は、運用利回りの低下や障がい者の

受給期間の長期化等により、深刻な財源不足に

陥っていることから、国が掛金月額等の引き上

げを決定したため、所要の改定を行うものであ
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ります。

当委員会といたしましては、掛金引き上げに

より加入者が減少することが懸念されることか

ら、加入者等に対し、今回の改定の背景や共済

制度の必要性について十分な周知をしていただ

くよう要望いたします。

次に、集落の現状に関する調査結果について

であります。

このことについて、当局より、「この調査結

果をもとに、高齢化率が高いなど特徴的な集落

を抽出し、区長への聞き取りや当該集落の住民

へのアンケートを実施する予定である。これに

より課題を明らかにし、今後の集落整備のあり

方について対処していきたい」との説明があ

り、委員より、「山間部の一部には、活気があ

り、高齢化が余り進んでいない集落も存在す

る。今後の対策を考える上で、そのような地域

についても十分調査をお願いしたい」との要望

がありました。

当委員会といたしましては、中山間地域の振

興対策については、さまざまな分野の対策を必

要とするものであるため、今回の調査結果を踏

まえ、各部が横断的に連携しながら、組織的に

かつ一体的に取り組んでいただくことを強く要

望いたします。

次に、「障がい者雇用促進のための取組指

針」についてであります。

これは、昨年４月に障害者自立支援法が施行

されたことを機に、障がい者の地域における自

立した生活を確保するため、障がい者の就労支

援強化について、関係機関が取り組む内容や連

携方法について共通の指針を定めたものであり

ます。

当委員会といたしましては、平成19年６月１

日現在の障がい者雇用率が、県2.11％、県教育

委員会1.37％、市町村2.28％という状況である

ことから、民間企業に対する模範となるよう、

行政機関として率先して障がい者の雇用促進に

取り組んでいただくよう、強く要望いたしま

す。

次に、さきの９月定例会において付託を受

け、閉会中の継続審査となっておりました議案

第14号「平成18年度公営企業会計決算の認定に

ついて」報告をいたします。

本決算につきましては、各病院ごとに現地の

調査を行うなど、慎重に審査を行ったところで

あります。

以下、審査の概要について申し上げます。

県立病院事業は、昨年４月に地方公営企業法

の規定の全部を適用し、病院事業管理者の設置

を初めとした新しい経営体制を導入し、同年８

月には、平成22年度までの５年間で全病院の黒

字化を目指す中期経営計画を策定し、経営改善

に取り組んでいるところであります。

その計画の初年度となる平成18年度の収支状

況は、総収益が256億500万円余、総費用が273

億1,700万円余で、差し引き17億1,100万円余の

純損失となり、前年度に比べ損失が13億8,700万

円余減少しております。これは、現業業務の委

託化や医薬品等の共同購入、さらには日南病院

及び富養園での病棟削減などの経営の効率化に

より、費用の削減が図られたことによるもので

あります。一方、収益については、医師不足や

地域連携を進めたことにより、入院収益、外来

収益ともに減少しており、厳しい状況でありま

す。

当委員会といたしましては、平成18年度の県

立病院事業については、中期経営計画を上回る

収支改善がなされており、評価するところであ

りますが、今後、さらに費用の大幅な削減を行
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うには限界があることから、診療報酬上の各種

加算の積極的な取得など収益の確保に努めると

ともに、中期経営計画が着実に実行されるよう

引き続き努力していただくよう、要望いたしま

す。

なお、県立病院においても、一連の不適正な

事務処理に関する不適正な現金が保管されてい

る状況がありました。これは、平成17年度まで

の間、臨床検査科において、派遣元からの謝金

を直接、科の通帳で管理し使用していたもので

あり、平成18年度においては、その残金1,241円

が保管されていたものであります。平成18年度

中の新たな現金の入金や使用はありませんが、

残金が残っていたという事実は、公金意識の欠

如という面からは看過できるものではないこと

から、議案第14号につきましては、経営改善へ

の努力は是としながらも、認定しないものとし

たところであります。

当委員会といたしましては、今後このような

ことがないように、職員のコンプライアンス意

識の徹底など、信頼回復に全力で取り組むこと

を強く要望いたします。

最後に、当委員会で継続審査と決定した案件

の外「地域生活行政及び福祉保健行政の推進に

関する調査」につきましては、地方自治法第109

条第６項の規定により、閉会中の継続審査とい

たしたいので、議長においてその取り扱いをよ

ろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員○坂口博美議長

会、20番横田照夫委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告い○横田照夫議員

たします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外５件の計６件であります。慎重に

審査をいたしました結果、継続審査中の請願１

件を含め、お手元に配付の議案・請願委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第１号及び議案第16号宮崎県一般

会計補正予算についてであります。

今回の補正のうち、議案第１号については、

県土整備部所管の予算について６億7,000万円余

の増額補正であり、これは国庫補助決定に伴う

もの、災害関連事業に要する経費の増加に伴う

もの等であります。

また、議案第16号については、同じく県土整

備部所管の予算について1,000万円の増額補正で

あり、これは東九州自動車道高鍋―西都間の補

償金目的植栽行為箇所に対する行政代執行の実

施に伴うものであります。

これらの補正により、県土整備部の補正後の

予算は915億800万円余となります。

この補正予算に関連して委員より、「建設業

を初め、県民生活はいまだ厳しい状況にある。

新年度の予算については、県民の活力につなが

るものとなるよう努めてほしい」との要望があ

りました。

また、公共工事の請負企業倒産に伴う契約解

除の影響について、委員より質疑があり、当局

より、「工事のおくれ等で県民への不利益が生

じないよう、早急な対応を心がけていきたい」

との答弁がありました。

公共工事は、県民の安全・安心な生活を確保

する上で欠くことのできない要素であります。

しかし、建設業を取り巻く環境が厳しさを増す

現在、倒産を理由とする契約解除件数は急増し
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ており、今後も厳しい状況が続くことが予想さ

れることから、当委員会といたしましては、公

共工事の請負企業倒産により県民生活に不利益

の生じることがないよう、工事の円滑な実施を

要望するものであります。また、あわせて、予

定価格の事後公表の早期導入等を含む入札制度

の見直し、建設産業の育成など、総合的な検討

・対策を要望するものであります。

次に、議案第４号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」に

ついてであります。

これは、知事の権限に属する事務の一部を、

取り扱いを希望する市町村へ移譲するため、所

要の改正を行うものであります。このうち、商

工観光労働部所管については、「採石法」「砂

利採取法」「国際観光ホテル整備法」及び「工

場立地法」等に係る事務が、県土整備部所管に

ついては、「土地区画整理法」「バリアフリー

新法」に係る事務が対象となっております。

このことについて委員より、「移譲先の市町

村職員に過度の事務負担を強いることで、県民

への行政サービスに影響が出ることのないよ

う、権限移譲に当たっては、この点についても

対象市町村と十分に協議してほしい」との要望

がありました。

当委員会といたしましても、県民への行政サ

ービスの質と利便性の向上のため、関係市町村

と十分に協議を行い、円滑な権限移譲が図られ

るよう、連携した取り組みを要望するものであ

ります。

次に、議案第11号「県道の路線認定につい

て」であります。

これは、現在整備中の東九州自動車道北浦―

北川間に設置される須美江インターチェンジと

国道388号を結ぶ路線について、県道として路線

認定をするため、議会の議決を求めるものであ

ります。

次に、知事の似顔絵イラストの使用について

であります。

今定例会の一般質問において、知事より、

「似顔絵使用の問題は、複雑な問題を含んでお

り、年内の対応は困難」との答弁があったとこ

ろであります。しかし、この問題は、「宮崎県

産」というブランドにとって、大きな不安要素

の一つであると考えます。当委員会といたしま

しては、この問題に対し、早急な対策の検討を

改めて強く要望いたします。

次に、「トンネルじん肺根絶の抜本的な対策

を求める意見書」についてであります。これ

は、当委員会に付託を受けた請願第２号に基づ

くものであります。

じん肺は、最古にして現在もなお最大の被災

者を出し続けている不治の職業病と言われ、特

にトンネル建設工事業においては、いまだに社

会問題になっている状況にあります。ことし７

月に、全国トンネルじん肺根絶訴訟原告団と国

とは、すべての係争中であった訴訟において和

解したところでありますが、トンネルじん肺

は、そのほとんどが公共工事によって発生した

職業病であること等から、早急に解決を図るべ

き重要な問題であります。そのため、国に対

し、和解内容の誠実な履行と、公共工事によっ

て発生するトンネルじん肺被害者を救済するた

めの制度充実を要望するものであります。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第６項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま
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す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、環境農林水産常任委員

会、22番押川修一郎委員長。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告い

たします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号、第４号及び第21号の計３件であり

ます。慎重に審査をいたしました結果、お手元

に配付の議案・請願委員会審査結果表のとお

り、いずれも全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第１号宮崎県一般会計補正予算に

ついてであります。

今回の補正は、環境森林部所管で、一般会計

が３億6,866万円余の増額補正であり、その主な

内容は、台風災害等により発生した民有林内の

山地災害のうち、緊急性の高い治山事業におけ

る増額補正に伴うもので、補正後の一般会計予

算額は243億327万円余となっております。

また、農政水産部所管では5,677万円余の増額

補正であり、その主な内容は、早期水稲被害緊

急対策事業の実施に伴うもので、補正後の一般

会計予算額は468億6,291万円余となっておりま

す。

この中でまず、平成19年産早期水稲被害対策

についてであります。

このことについて、委員より、「来年以降の

早期水稲について、総合的に見直すべき時期に

来ているのではないか」との意見があり、当局

より、「地域で定着している作業体系、作付体

系への影響を見ながら、早期水稲のあり方につ

いて来年度中には検討したい」との答弁があり

ました。

次に、セーフティネット技術実証事業につい

て、当局より、「施肥や深耕等について、地域

ごとに普及センター、ＪＡなどとも協議をしな

がら対策を講じていきたい」との説明があり、

委員より、「地域任せではなく、合理的な理由

や目標を設定した上で実証圃を設置したほう

が、成果が期待できるのではないか」との意見

がありました。

次に、議案第４号「宮崎県における事務処理

の特例に関する条例の一部を改正する条例」に

ついてであります。

このうち、環境森林部所管では「騒音規制

法」に係る事務など８件、農政水産部所管では

「土地改良法」に係る事務など２件について、

知事の権限に属する事務の一部を移譲するた

め、所要の改正を行うものであります。

このことについて、委員より、「身近な行政

サービスは、できる限り住民に身近な市町村で

スピーディーに行うことが望ましい。権限移譲

は市町村の希望ではあるが、隣接市町村との横

並びから、移譲が進んでいない市町村も見受け

られることから、県から指導、推進してほし

い」、また、ほかの委員より、「各部、さらに

は県全体として、権限移譲の進捗状況を把握

し、より効果を発揮できるよう検証を進めなが

ら行うべきである」との要望がありました。

次に、議案第21号宮崎県拡大造林事業特別会

計補正予算についてであります。

今回の補正は、環境森林部所管で７億5,900万

円の増額補正であり、その主な内容は、低利資

金への借りかえに伴う元金利子の繰り上げ償還

に係る経費で、補正後の特別会計予算額は14

億945万円となります。

次に、平成19年台風第４号、第５号による山

地災害の調査結果についてであります。

このことについて、委員より、「数字で見る

平成19年12月21日(金)
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限りは、広葉樹林の被害面積は針葉樹林の10分

の１以下であり、災害防止や県の造林計画策定

の観点からも大変貴重な調査であるので、現場

においてさらに踏み込んだ調査・分析を行って

ほしい」との要望があり、当局より、「今回の

調査は、被害地の樹種や樹齢を調査したもので

あり、災害原因等の判断は困難なことから、最

終的には専門家を交えた分析が必要である。今

後、引き続き検討していきたい」との答弁があ

りました。

次に、一ツ瀬川土地改良区における帳簿外現

金の存在及び目的外水利用についてでありま

す。

このことについて、当局から、「農地かんが

いという事業目的はあるが、畜産等への水利用

については、さまざまな利用形態があるので、

農政局を中心に慎重に利用実態を調査してい

る」との説明がありました。

これについて、複数の委員より、「利用目的

を狭く解釈するのではなく、厳しい経営状況に

置かれている畜産農家の意見も取り入れなが

ら、状況が改善されるよう実情をしっかり国に

も訴えてほしい」との要望があり、当局より、

「本県の実情を踏まえながら、国とも慎重に協

議をして対応を検討していきたい」との答弁が

ありました。

次に、農水産業における燃油高騰対策につい

てであります。

このことについて、委員より、「施設園芸に

ついては、品種改良など、従来の発想にとらわ

れない取り組みも検討すべきではないか」との

意見があり、当局より、「昨今の課題を踏ま

え、必要な対策には積極的に取り組んでいきた

い」との答弁がありました。

次に、「旅館業に対するほう素及びふっ素に

係る水質汚濁防止法に基づく排水基準の適用に

関する意見書」についてであります。

平成13年に、硼素、弗素等に係る排水基準が

水質汚濁防止法に基づき設定され、旅館業も排

水に対する基準の適用を受けることになりまし

た。温泉水を含む排出水から硼素、弗素を取り

除く技術については、現在も、処理過程で大量

に発生する廃棄物の削減、省スペース化、低コ

スト化といった課題があり、その解決に向けた

技術開発を行わなければならない状況にありま

す。硼素、弗素等に係る排水基準は、こうした

技術的課題があるため、平成13年以降、暫定基

準が設けられ、平成19年に再度延長されたとこ

ろであります。

温泉はもともと自然由来のものであり、旅館

業が手を加えて利用するものではありません。

製造業であれば、その製造過程を見直すことに

より、排水基準を達成することはできますが、

旅館業にとっては、今後、処理技術の開発が進

み、中小零細の旅館業にとって無理なく処理設

備を導入できる状況にならない限り、一律に排

水基準を適用することは困難であります。この

ようなことから、国に対して、簡易かつ安価な

排水処理技術が開発・実用化されるまで、暫定

的な排水基準を継続し、基準の強化等を行わな

いこと等について、特段の措置を講じられるよ

う強く要望するものであります。

当委員会といたしましては、この意見書の提

出を全会一致で決定したところでありますの

で、議長においてよろしくお取り計らいいただ

きますようお願いいたします。

最後に、「環境対策及び農林漁業振興対策に

関する調査」につきましては、地方自治法第109

条第６項の規定により、閉会中の継続審査とい

たしたいので、議長においてその取り扱いをよ
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ろしくお願いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

次は、文教警察企業常任委員○坂口博美議長

会、15番太田清海委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○太田清海議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第２号外３件であります。慎重に審査をい

たしました結果、継続審査中の議案１件を含

め、お手元に配付の議案・請願委員会審査結果

表のとおり決定いたしました。なお、このうち

議案第３号については賛成多数により、その他

の議案については全会一致により決定しており

ます。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第３号「教育関係の公の施設に関

する条例の一部を改正する条例」についてであ

ります。

これは、学校教育法の改正に伴い、県内の特

別支援学校の名称変更等を行うものであります

が、このことについて、委員より、「学校の新

たな名称について、一部の保護者等が署名活動

などにより反対している状況にあると聞いてい

るが、十分に協議をされた上での決定なのか」

との質疑があり、当局より、「平成18年度は、

校長会を初め、学校全体に校名変更の趣旨を周

知徹底した。また、今年度に入り、８月末から

９月初めに、県庁のホームページや新聞、テレ

ビ、ラジオを通じて、学校名の一般公募を行う

とともに、９月中旬には、保護者や各学校の希

望等について調査を実施しており、必要と思わ

れる段階を踏んで慎重に校名変更を進めてきた

ところである。なお、校名変更に反対する一部

の保護者等に対しては、直接その趣旨を説明

し、大部分の方々に理解していただいたと考え

ている」との答弁がありました。

これに対して、委員より、「反対されている

保護者等の心情に配慮し、性急に校名変更を行

わず、協議を継続してはどうか」との質疑があ

り、当局より、「変更する校名については、数

多くの手続を踏んだ上で、保護者や各学校の集

約された意見を尊重して決定したものである。

また、変更時期については、盲・聾・養護学校

を特別支援学校に名称変更した学校教育法の趣

旨を十分に踏まえ、この機会に校名変更するの

が一番よいと判断したところである」との答弁

がありました。

次に、猟銃等の所持許可及びその保管管理に

ついてであります。

長崎県佐世保市のスポーツクラブで発生した

散弾銃乱射事件は、すべての国民を震撼させる

事件であり、改めて銃に対する恐怖を認識させ

られたところであります。

この事件に関連して、委員より、猟銃等の所

持許可の状況や使用されていない猟銃等の把握

等について質疑があり、当局より、「本県の平

成18年度末現在の許可状況は、ライフル、散弾

銃等の合計で7,386丁、対象者が5,014人となっ

ている。許可に当たっては、申請時に欠格条件

の調査や面接等を行って、猟銃等を所持する資

格があるか厳しく審査している。また、自宅で

の銃砲及び弾の保管管理は、別々にして厳重に

行うこととされており、その使用実績について

も提出することとなっている。なお、年１回、

県下一斉に、各警察署において銃砲検査や立入

検査を実施し、銃砲及び弾の保管管理・使用状

況を確認しているところである」との答弁があ

りました。
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当委員会といたしましては、この事件を受

け、多くの県民が少なからず不安を覚え、ま

た、政府が銃規制強化の必要性について検討を

行うとの動きもあることから、当局におかれま

しても、猟銃等の所持許可に当たっては、これ

まで以上に慎重に審査を行うとともに、銃砲及

び弾の保管管理については、厳しく指導を行う

ことを要望いたします。

次に、さきの９月定例会において付託を受

け、閉会中の継続審査となっておりました議案

第14号「平成18年度公営企業会計決算の認定に

ついて」、御報告をいたします。

本決算につきましては、現地調査を行うなど

慎重に審査を行ったところであります。

以下、審査の概要について申し上げます。

まず、電気事業についてであります。平成18

年度の事業収益は51億1,100万円余、事業費用

は42億5, 4 0 0万円余で、当年度純利益は８

億5,600万円余であります。供給電力量の目標達

成率は、年間の降雨量が平年に比べ少なかった

ことから、96.8％でありましたが、電力料金収

入は、平成18年３月に改定した九州電力との料

金契約が見込み額を上回ったこと等から、100.9

％の目標達成率となっております。

次に、工業用水道事業についてであります。

平成18年度の事業収益は４億円余、事業費用は

２億7,000万円余で、当年度純利益は１億3,000

万円余であります。なお、給水量の目標達成率

は99.7％となっております。

次に、地域振興事業についてであります。平

成18年度の事業収益は3,700万円余、事業費用

は2,900万円余で、当年度純利益は700万円余で

あります。一ツ瀬川県民スポーツレクリエー

ション施設については、平成18年度から指定管

理者制度が導入されておりますが、第１・第３

土曜日に特別料金を設定しての誘客対策や、台

風災害がなかったことなどから、年間利用者数

が一昨年度と比べて2,500人ほど増加し、３

万8,520人となっております。

審査の中で委員より、「民間企業であれば、

手元流動性が豊富な場合、積極的に借入金の繰

り上げ償還を行うが、企業局としてはどのよう

に考えているのか」との質疑があり、当局よ

り、「工業用水道事業については、繰り上げ償

還により多少のメリットが生じるとの試算を

行っているが、電気事業会計については、公営

企業金融公庫等に対して繰り上げ償還を行う場

合、そのことにより生じる損失額に相当する補

償金を支払うこととなるため、現時点ではメ

リットが少ないと判断している」との答弁があ

りました。

当委員会といたしましては、電力の自由化等

の影響により経営環境が一層厳しくなる中、企

業局が中長期的視点に立って、効率的な設備投

資や企業債残高の削減等による経営基盤の強化

に全力で取り組まれるとともに、緑のダム造成

事業に代表される公益的事業についても、引き

続き積極的に推進されるよう、強く要望するも

のであります。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第６項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、普通会計決算特別委員○坂口博美議長

会、53番中村幸一委員長。

〔登壇〕（拍手） 当普通会計○中村幸一議員

決算特別委員会に付託されました議案第７号
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「平成18年度決算の認定について」、各分科会

を中心に審査を行ってきたところであります

が、その審査の経過並びに結果の御報告を申し

上げます。

まず、平成18年度決算の概要についてであり

ます。

一般会計の決算額は、歳入6,004億1,527

万6,000円、歳出5,944億7,208万3,000円となっ

ており、その差額の形式収支59億4,319万3,000

円から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引い

た実質収支で19億2,560万9,000円となっており

ます。

また、小規模企業者等設備導入資金など13の

特別会計の決算状況は、総額で歳入が11 7

億9,624万5,000円、歳出が80億5,920万7,000円

で、差し引き残額は37億3,703万8,000円となっ

ております。

次に、審査の経過についてであります。

今般、本県においては、不適正な事務処理

が、長年にわたり組織的、慣行的に行われてお

り、いわゆる裏金が存在していたことが県民の

前に明らかになるという、極めて重大な問題が

発生しました。この結果、知事はもとより、職

員499名が処分を受けるとともに、県に与えた損

害を関係者が連帯して返還するという事態に

至ったことは、御案内のとおりであります。

県議会としては、これまでも、このような事

態を招いた原因と責任を厳しく追及してきたと

ころでありますが、18年度決算に不適正な事務

処理による歳出が含まれておりますことから、

このたびの決算特別委員会におきましては、日

程を延長して審査を行ったところであります。

各分科会では、これまでに執行部から示され

た各種資料や報告に加えて、関与した事業者名

の開示や職員の処分状況を把握するため、秘密

会を開催して、詳細に執行部からの説明を受け

ました。さらに、異例の現地調査を実施して、

現場における不適正な事務処理の実態の聴取や

備品等の現物確認を行い、全容の解明に努めた

ところです。しかしながら、強制的な捜査権を

持たない議会にとって、これ以上の調査には限

界があるのも事実であり、私的流用があったの

ではないかとの県民の疑問を完全に払拭するに

至らなかったことは、大変残念であります。

なお、審査の過程では、残された県民の疑問

にこたえる真摯な努力を執行部に強く求める声

や、執行部の行った調査について「外部調査委

員の果たした役割が不十分ではないか」という

疑問の声があったことを申し添えるものであり

ます。

各分科会において、以上のように厳正かつ慎

重に審査を進めた結果、不適正な事務処理及び

官製談合事件の結果が含まれる18年度決算は、

公明性、的確性に欠けたものであり、到底認定

できるものではないとの結論に、すべての分科

会で達したところであります。このため、決算

特別委員会として、平成18年度決算は認定しな

いことに決定いたしました。

続いて、当委員会における指摘要望事項につ

いて申し上げます。

まず、総括的事項のうち、不適正な事務処理

に関連するものについてであります。

不適正な事務処理については、原因の分析や

財務会計システムの見直し、必要な物品等につ

いて予算が確保される予算要求システムの構築

などを行うとともに、監査のあり方についての

検討やコンプライアンス意識の徹底を初め、再

発防止策を確実に実施し、県民の県政への信頼

を一日も早く回復すべく、全力を挙げて取り組

むことを要望いたします。
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また、今回の調査で明らかになった物品購入

手続の不備について、今後、取扱品目や納入基

準の遵守を徹底するとともに、不適正な事務処

理に係る消耗品や備品等の発注が特定の業者へ

集中しているという状況に至った経緯や対象業

者数等について明らかにし、確認が困難であっ

た消耗品の適正額の検証や、部局を超えた肩が

わりなどにおける不明額の縮小に向けて、監査

委員や専門調査機関等による徹底した調査を行

い、報告することを求めます。

さらに、すべての県職員が、この問題をみず

からのこととして重くとらえ、県民の信頼回

復、県議会との新たな信頼構築のため、県民本

意、法令遵守という公務員の原点に立ち返り、

誠心誠意、職務に専念することを強く要望する

ものであります。

次に、不適正な事務処理以外の総括的要望事

項であります。

まず、県財政は厳しい状況にあるものの、県

民に対する行政サービスの確保に留意しなが

ら、景気回復の実感に乏しい地域の現状にも十

分配慮することを求めます。

また、各種委託契約で一般競争入札を実施す

る場合には、品質の確保が十分担保できるよ

う、最低制限価格の設定を検討することを求め

ます。

さらに、出先機関においては、国の事業に伴

う事務費と県の事務費が明確に区分されずに管

理されており、今後、事務費の管理のあり方を

十分に検討し、報告することを求めます。

なお、決算審査をより効果的に実施するため

にも、継続・休止等、各事業の今年度の状況を

資料に明記するなどして、よりわかりやすい報

告にするとともに、すべての課の事業の決算審

査が行えるよう資料の充実に努めることを要望

いたします。

次に、個別的事項として、以下の諸点につい

て、県当局の今後一層の取り組みや検討、改善

を求めるものであります。

１つ、県税の収入未済額の縮減及び効果的な

滞納整理について、他県の先進事例も参考にし

ながら、なお一層努力すること。

１つ、元気みやざき県民運動で集めたサポー

ターの方々については、行政の継続性という観

点からも、今後有効に、一過性のものとならな

いように活用すること。

１つ、中山間地域等における情報通信格差の

是正について、国へ強く要望するとともに、県

としてもさらに主体的に取り組むこと。

１つ、県立看護大学学部卒業生の県内就職率

の向上に努めること。

１つ、県民に対する医療費増大についての理

解や医療費抑制につながる予防医療についての

県民意識の啓発に努めること。

１つ、郵便切手等についても公金と同様の適

正管理意識を持つとともに、適正管理が確保し

やすい後納郵便の活用等を積極的に導入してい

くこと。

１つ、県職員の人事交流に伴う市町村学校へ

の預けの配分が発生した事案について、管理職

である学校長等の所属する市町村教育委員会に

対して、再発防止の徹底を図るための申し入れ

を行うこと。

１つ、森林計画の策定については、木材需要

等を勘案し、長期的な視点から取り組むこと。

１つ、学校給食への地元水産物の提供につい

て、学校給食関係者等からニーズを把握する取

り組みを行うこと。

１つ、高齢者、歩行者等の交通安全教育につ

いて、今後とも、免許を保有していない高齢者
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等に対する交通安全教育に力を入れること。

１つ、サイバー犯罪対策の推進について、県

下の担当警察官に対して有効な研修を継続的に

行うとともに、専門捜査官の増員について検討

を行うこと。

１つ、学社連携の推進について、学校、地域

社会、家庭が連携したさまざまなモデル事業に

取り組んでいるが、特定の市町村に限定した事

業としてだけではなく、県下全域に広がるよう

普及に努めること。以上であります。

なお、各分科会の報告の取り扱いについて

は、会議録への登載を議長によろしくお願いい

たします。

平成18年度決算が、官製談合事件に伴って不

認定となった平成17年度決算に引き続き不認定

となったことは、県政史上に残る重大な汚点で

あり、まことに遺憾であります。

県当局におかれては、不認定に伴う道義的・

政治的責任を深く受けとめて、二度とこのよう

なことが起こることのないよう全力で取り組ま

れることを強く要望いたしまして、決算特別委

員長の報告といたします。（拍手）〔降壇〕

以上で、各常任委員長及び普○坂口博美議長

通会計決算特別委員長の審査結果報告は終わり

ました。

質疑の通告はありません。

討 論◎

これより討論に入ります。○坂口博美議長

討論についての発言時間は、１人10分以内と

いたします。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。13番前屋敷恵美議員。

〔登壇〕 日本共産党の前屋○前屋敷恵美議員

敷恵美でございます。

今定例議会に提案されました議案についての

討論を行います。

まず、議案第５号、第10号について、反対の

立場から討論いたします。

議案第５号「宮崎県心身障害者扶養共済制度

条例の一部を改正する条例」についてです。

同制度は、障がいのある方を扶養する保護者

が生存中に毎月掛金を納めることにより、保護

者が亡くなられるなど万一のことがあったとき

に、障がいのある方に月２万円の年金を支給す

るという制度です。今回の条例改正は、この共

済制度加入者の掛金の引き上げを行うというも

のです。

財源不足を理由に、国が引き上げを決めたこ

とによるものですが、その引き上げ幅が非常に

高いことが問題です。例えば、加入時の年齢

が35歳未満の方で、月掛金が現行の1.6倍、新規

加入者は2.65倍にも引き上げられます。現在の

厳しい社会経済状況のもとで、必要な制度であ

るものの、継続できなかったり加入できなかっ

たりすることなどが懸念され、制度そのものの

目的を逸脱することにもなりかねません。国が

応分の負担をするなどして制度を支えることが

必要であり、掛金の引き上げは認められませ

ん。

次に、議案第10号「土木事業執行に伴う市町

村負担金徴収について」です。

本来、国や県の直轄事業については、それぞ

れが責任を持って事業を執行することが当然で

あって、市町村の財政を圧迫させないために

も、負担金の徴収はすべきでないと考えます。

次に、継続審査となりました請願第５号「後

期高齢者医療制度充実を求める請願」について

です。

同請願は新規請願ではありますけれども、こ
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の後期高齢者医療制度が75歳以上を対象とした

新たな医療制度として、すべての高齢者に保険

料支払いが義務づけられ、高齢化とともに医

療、介護を合わせた高齢者の負担がますます高

くなることが予想されることから、国に、保険

料が過度な負担とならず、高齢者のだれもが安

心して医療が受けられるようにすることなどの

措置を図ることを求めているものです。同制度

は、来年４月から実施が図られようとしている

だけに、速やかな対応が必要であると思いま

す。医療制度の充実を求める請願者の意思を十

分受けとめ、採択を求めるものです。

以上で討論を終わります。〔降壇〕

以上で討論は終わりました。○坂口博美議長

議案第14号（９月定例会上程）採決◎

これより採決に入ります。○坂口博美議長

まず、９月定例会提案の議案第14号「平成18

年度公営企業会計決算の認定について」、お諮

りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は、生活

福祉常任委員会は不認定、文教警察企業常任委

員会は認定でありますので、原案について採決

いたします。

本案は原案どおり認定することに賛成の議員

の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立少数。よって、本案は不○坂口博美議長

認定とされました。

議案第３号採決◎

次に、議案第３号についてお○坂口博美議長

諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本案は委○坂口博美議長

員長の報告のとおり可決されました。

議案第５号及び第10号採決◎

次に、議案第５号及び第10号○坂口博美議長

について、一括お諮りいたします。

両案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、両案は委○坂口博美議長

員長の報告のとおり可決されました。

議案第１号、第２号、第４号、第６号、◎

第８号、第９号、第11号から第16号まで

及び第21号採決

次に、議案第１号、第２号、○坂口博美議長

第４号、第６号、第８号、第９号、第11号から

第16号まで及び第21号について、一括お諮りい

たします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○坂口博美議長

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

議案第７号採決◎

次に、議案第７号についてお○坂口博美議長

諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は不認定

であります。委員長の報告のとおり決すること
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に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○坂口博美議長

て、本案は委員長の報告のとおり不認定とされ

ました。

請願１件採決◎

次に、請願第２号についてお○坂口博美議長

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○坂口博美議長

て、本請願は委員長の報告のとおり採択するこ

とに決定いたしました。

閉会中の継続審査及び継続調査案件採決◎

次に、お手元に配付のとお○坂口博美議長

り、各常任委員長及び議会運営委員長より、閉

会中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第５号についてお諮りいたしま

す。

本請願については、委員長の申し出のとお

り、閉会中の継続審査とすることに賛成の議員

の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本請願○坂口博美議長

は、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審

査とすることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りいたしました請願を除

き、閉会中の継続審査及び調査については、各

委員長の申し出のとおり決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○坂口博美議長

て、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

審査及び調査とすることに決定いたしました。

議員発議案送付の通知◎

次に、お手元に配付のとお○坂口博美議長

り、委員会より議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読いたさせます。

〔事務局長朗読〕

平成19年12月21日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 議会運営委員長 濵砂 守

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第２号

宮崎県政務調査費の交付に関する条例の一

部を改正する条例

議員発議案第３号

地方交付税の確保及び地方税財源の充実強

化を求める意見書

議員発議案第４号

都道府県議会制度の充実強化を求める意見

書

議員発議案第５号

ＪＲ不採用問題の早期解決を求める意見書

議員発議案第６号

米国の「北朝鮮に対するテロ支援国家指定

解除」の動きに反対する決議

議員発議案第７号

第４回九州各県議会議員研究交流大会への

議員の派遣
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平成19年12月21日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 商工建設常任委員長 横田 照夫

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第８号

トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求め

る意見書

平成19年12月21日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者

環境農林水産常任委員長 押川 修一郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第９号

旅館業に対するほう素及びふっ素に係る水

質汚濁防止法に基づく排水基準の適用に関

する意見書

議員発議案第２号から第９号まで◎

追加上程

ただいま朗読いたしました議○坂口博美議長

員発議案第２号から第９号までを日程に追加

し、議題とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○坂口博美議長

ように決定いたしました。

各号議案については、会議規則第39条第２項

及び第３項の規定により、説明、質疑及び委員

会の付託を省略して直ちに審議することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○坂口博美議長

ように決定いたしました。

討 論◎

これより討論に入ります。○坂口博美議長

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、13番前屋敷恵美議員。

〔登壇〕 議員発議案に対す○前屋敷恵美議員

る討論を行います。

まず、議員発議案第３号「地方交付税の確保

及び地方税財源の充実強化を求める意見書

（案）」についてです。

本意見書案については賛成の立場であります

が、ただ、地方税源の充実強化を図るという点

で、地方消費税の充実をうたっておりますが、

このことが単に税源配分問題にとどまらず、消

費税増税論議につながることのないよう配慮さ

れることを求めるものです。

次に、議員発議案第６号「米国の「北朝鮮に

対するテロ支援国家指定解除」の動きに反対す

る決議（案）」について、反対の立場から討論

いたします。

米国による北朝鮮に対するテロ支援国家指定

解除の問題は、６カ国協議の合意に基づいて、

北朝鮮が進める非核化のための一連の措置への

対応措置として検討されているものであって、

それに日本政府がブレーキをかけることは適切

ではありません。核問題が道理ある形で解決が

図られれば、拉致問題の解決に向けた進展の道

が開かれてくると思います。拉致問題の解決の

ためにも、核問題の解決のためにも、他国が

行っている交渉の手足を縛ることをすべきでは
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ありません。

今必要なことは、日朝平壌宣言や６カ国協議

に基づいて、核問題、拉致問題、過去の清算の

問題などを包括的に解決するために、日本政府

としての主体的な外交戦略を持つことが重要で

あり、この方向が強く求められているのではな

いでしょうか。拉致問題の解決も、何より拉致

被害者や御家族の方々の立場に立った真の問題

解決を図るために、他国任せではなく、解決の

ための主体的な戦略を持って当たることが必要

であることを強調したいと思います。

以上申し述べ、本決議案に反対であることを

表明して討論といたします。〔降壇〕

次は、34番丸山裕次郎議員。○坂口博美議長

〔登壇〕（拍手） 議員発議○丸山裕次郎議員

案第６号に賛成の立場から、自由民主党を代表

して討論いたします。

北朝鮮による拉致は、幸せに暮らしていた被

害者はもとより、家族、関係者を一瞬にして悲

劇に陥れる残酷かつ卑劣きわまりない国家的犯

罪であるのは周知の事実であります。

平成14年９月、北朝鮮が初めて日本人拉致の

事実を認め、被害者５名の帰国が実現して以

降、６カ国協議を含め、「拉致問題は解決済

み」と主張し、いまだこの問題に対して誠実な

対応を見せておらず、一方で核問題を交渉材料

として、我が国を欺く態度に終始していると言

わざるを得ないところであります。

本県においても、過去に日向灘沖で工作船と

思われる不審船事件が発生し、現に拉致被害者

１名が青島海岸から拉致され、また、拉致被害

の疑われる特定失踪者が３名存在するなど、ま

さに他人事では済まされないものであります。

このようなことから、我々県議会議員も何ら

かの行動を起こさなければならないとの思いか

ら、平成18年４月に、38名の県議会議員が参加

して、「宮崎県議会北朝鮮拉致問題解決促進議

員連盟」を結成いたしました。議員連盟では、

北朝鮮による拉致問題の全容解明と一刻も早い

拉致被害者の帰国実現など、早期全面解決を促

進することを目的として活動しておりますが、

昨年10月には、家族会の増元事務局長、救う会

の西岡常任副会長を招いて「県民のつどい」を

開催し、県民一人一人がこの問題の深刻さを理

解し、その解決に向けて一丸となって取り組む

ことの大切さを訴えました。

平成19年４月の改選後、先般再び、自由民主

党を初めとする社会民主党、愛みやざき、公明

党、民主党、共産党、無所属の会の県議会議

員34名の賛同をいただき、「宮崎県議会北朝鮮

拉致問題解決促進議員連盟」を設立し、先日も

「めぐみちゃんと家族のメッセージ 横田滋写

真展」へ協力するなど、県民への啓発活動に積

極的に取り組むこととしております。

このような経緯を踏まえながら、本県議会に

おいては、米国が北朝鮮に対するテロ支援国家

の指定解除を行わない方針を堅持することを強

く求めるとともに、日本政府がすべての拉致被

害者の一刻も早い救出を実現するため、この問

題に対するかなめであるアメリカに対して、最

大限の外交努力を尽くすことを求めるものであ

ります。

議員各位におかれましては、以上の趣旨を十

分理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上

げます。私の賛成討論を終わります。ありがと

うございました。（拍手）〔降壇〕

以上で討論は終わりました。○坂口博美議長

議員発議案第６号採決◎

これより採決に入ります。○坂口博美議長
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まず、議員発議案第６号についてお諮りいた

します。

本案は原案どおり可決することに賛成の議員

の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本案は原○坂口博美議長

案のとおり可決されました。

議員発議案第２号、第３号、第５号◎

及び第７号から第９号まで採決

次に、議員発議案第２号、第○坂口博美議長

３号、第５号及び第７号から第９号までについ

て、一括お諮りいたします。

各号議案は原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○坂口博美議長

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

議員発議案第４号採決◎

次に、議員発議案第４号につ○坂口博美議長

いてお諮りいたします。

本案は原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○坂口博美議長

て、本案は原案のとおり可決されました。

知事発言◎

ここで、知事より発言の申し○坂口博美議長

出がありますので、これを許します。

〔登壇〕 貴重な時間○知事（東国原英夫君）

をいただきまして、県議会を初め県民の皆様に

おわびを申し上げたいと存じます。

先ほどの採決におきまして、平成18年度一般

会計及び公営企業会計の決算について、公明

性、的確性を欠くとのことから不認定となりま

した。このことに関しましては、県政をあずか

る者として責任を痛感しており、まことに申し

わけなく、心から深くおわびを申し上げたいと

思います。

今後は、預け等の不適正な事務処理が二度と

起こることのないように、コンプライアンス意

識の徹底を初め再発防止策を確実に実施し、一

日も早く県民の皆様の信頼を得られるよう、私

を先頭に職員一丸となって全力で取り組んでま

いりますので、県議会を初め県民の皆様の御理

解と御協力を、何とぞよろしくお願い申し上げ

る次第でございます。以上です。〔降壇〕

閉 会◎

以上で、今期定例会の議事は○坂口博美議長

すべて終了いたしました。

ここで、閉会に当たり、一言申し上げます。

本年５月に明らかになりました不適正な事務

処理問題は、県政に対する県民の信頼を著しく

失墜させる極めて憂慮すべき事態でありまし

た。そこで、今定例会におきましては、委員の

皆様には、決算審査日程を例年より延長し、そ

の全容解明と万全なる再発防止策の構築を期す

べく、徹底審査を行っていただきました。

これに関し、ただいま知事より発言がなされ

たところでありますが、あえて議会からも申し

上げておきます。当局におかれては、かかる事

態を真摯に受けとめるとともに、２年連続して

普通会計決算が不認定となったことの重みを十

分に認識され、公僕としての自覚を今後は一層

新たにされ行政の推進に当たるなど、失われた

信頼の回復に全力を尽くされることの肝要さを

申し上げておきます。議会といたしましては、
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再びこのような不祥事が起こることのないよう

に、県行政の適正な執行のチェックと県政の信

頼回復に引き続き全力で取り組んでまいりたい

と存じます。

さて、本年もあと10日を残すのみとなりまし

た。当局並びに議員各位におかれては、一層御

自愛の上、新たな年を御健勝で迎えられますよ

う、心から御祈念申し上げます。

以上をもちまして、平成19年11月定例県議会

を閉会いたします。

午前11時21分閉会



資 料
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平成１９年１１月定例県議会日程
３１日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

議会運営委員会 9:30開会
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告

１１．２１ 水 本会議
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

総括質疑通告締切 12:00２２ 木 休 会 （ 議 案 調 査 ）

２３ 金 （ 閉 庁 日 ） 勤労感謝の日

２４ 土
（ 閉 庁 日 ）

２５ 日

（ 議 案 調 査 ）２６ 月 休 会

議会運営委員会 9:30総括質疑
議員発議案上程、採決

２７ 本会議火 本会議終了後、(普通会計決算特別委員会設置）
普通会計決算特別委員会議案委員会付託（決算認定）

２８ 水

普 通 会 計 決 算 特 別 委 員 会２９ 木 休 会

３０ 金

１２． １ 土
（ 閉 庁 日 ）

２ 日

３ 月
普 通 会 計 決 算 特 別 委 員 会

４ 火

（ 議 案 調 査 ・ 議 事 整 理 ）５ 水 休 会

一般質問通告締切 12:00６ 木 普 通 会 計 決 算 特 別 委 員 会

（ 議 案 調 査 ）７ 金

８ 土
（ 閉 庁 日 ）

９ 日

１０ 議会運営委員会 9:30月

請願締切 12:00１１ 火

一 般 質 問１２ 水
本会議

議員発議案締切 17:00
１３ 木 （会派提出）

議会運営委員会 9:30１４ 金
一 般 質 問
議 案 ・ 請 願 委 員 会 付 託

１５ 土
（ 閉 庁 日 ）

１６ 日

１７ 月

常 任 委 員 会 議員発議案締切 17:00
１８ 火 （会派提出を除く）

休 会
１９ 水 議会運営委員会特 別 委 員 会

特 別 委 員 会
２０ 木 （ 議 事 整 理 ）

議会運営委員会 9:30常任委員長、決算特別委員長審査結果
報告、質疑

２１ 金
討論、採決

本会議

閉会
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総 括 質 疑 時 間 割

１１月２７日（火）

順序 会 派 質 疑 者 時 間 備考

１ １０：００～１２：００ 休憩自 由 民 主 党 黒木 覚市

２ １３：００～１３：４０社 会 民 主 党 満行 潤一

３ １３：４０～１４：２０愛 み や ざ き 図師 博規

４ １４：２０～１５：００ 休憩公 明 党 長友 安弘

５ １５：１０～１５：５０民 主 党 井上紀代子

６ １５：５０～１６：１０日 本 共 産 党 前屋敷恵美

７ １６：１０～１６：３０無 所 属 の 会 川添 博

※ 会派別の質疑時間

自 由 民 主 党 ６０分以内

社 会 民 主 党 ２０分以内

愛 み や ざ き ２０分以内

公 明 党 ２０分以内

民 主 党 ２０分以内

その他の会派 各１０分以内
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一 般 質 問 時 間 割
１２月１０日（月）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１ 日 本 共 産 党 １０：００～１１：００前屋敷恵美

２ 自 由 民 主 党 １１：００～１２：００ 休憩中村 幸一

３ 社 会 民 主 党 １３：００～１４：００太田 清海

４ 社 会 民 主 党 １４：００～１５：００ 休憩鳥飼 謙二

５ 自 由 民 主 党 １５：１０～１６：１０米良 政美

１２月１１日（火）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

６ 自 由 民 主 党 １０：００～１１：００押川修一郎

７ 自 由 民 主 党 １１：００～１２：００ 休憩黒木 正一

８ 愛 み や ざ き １３：００～１４：００松田 勝則

９ 愛 み や ざ き １４：００～１５：００武井 俊輔

１２月１２日（水）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１０ 社 会 民 主 党 １０：００～１１：００髙橋 透

１１ 公 明 党 １１：００～１２：００ 休憩新見 昌安

１２ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００水間 篤典

１３ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００井本 英雄

１２月１３日（木）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１４ 自 由 民 主 党 １０：００～１１：００中野 一則

１５ 自 由 民 主 党 １１：００～１２：００ 休憩十屋 幸平

１６ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００山下 博三

１７ 自 由 民 主 党 １４：００～１５：００福田 作弥

１２月１４日（金）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１８ 民 主 党 １０：００～１１：００田口 雄二

１９ 自 由 民 主 党 １１：００～１２：００ 休憩松村 悟郎

２０ 自 由 民 主 党 １３：００～１４：００丸山裕次郎

２１ 公 明 党 １４：００～１５：００河野 哲也

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内



平成１９年１１月定例会
　

［議　案］

総務
政策

生活
福祉

商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１号 平成19年度宮崎県一般会計補正予算（第3号） 可決 可決 可決 可決 　

第２号
平成19年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補
正予算（第2号）

　 可決

第３号
教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正
する条例

　 可決

第４号
宮崎県における事務処理の特例に関する条例の
一部を改正する条例

可決 可決 可決 可決

第５号
宮崎県心身障害者扶養共済制度条例の一部を
改正する条例

　 可決

第６号
都市的施設その他の都市としての要件に関する
条例等の一部を改正する条例

　 可決

第８号 工事請負契約の締結について 可決 　

第９号 当せん金付証票の発売について 可決

第１０号 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収について 　 可決

第１１号 県道の路線認定について 　 可決

第１２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 可決 　

第１３号
市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部
を改正する条例

　 可決

第１４号 職員の自己啓発等休業に関する条例 可決 　 　

第１５号
職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正
する条例

可決 　

第１６号 平成19年度宮崎県一般会計補正予算（第4号） 可決 可決

第２１号
平成19年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正
予算（第2号）

　 可決

　

第７号 平成１8年度決算の認定について

［継続議案（平成１９年９月定例会提案）］

総務
政策

生活
福祉

商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１４号 平成18年度公営企業会計決算の認定について
不認
定

　 認定

［請　願］

総務
政策

生活
福祉

商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第２号
トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見
書の提出についての請願

　 採択

第４号 高鍋土木事務所存続に関する請願 継続

第５号 後期高齢者医療制度の充実を求める請願 継続

　
議 案  、 請 願 委 員 会 審 査 結 果 表

番　　号 件　　　　　　　　　名

常 任 委 員 会

番　　号 件　　　　　　　　　名 普通会計決算特別委員会

不認定

番　　号 件　　　　　　　　　名

常 任 委 員 会

常 任 委 員 会

番　　号 件　　　　　　　　　名
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成１９年１１月定例会

委 員 会 名 事 件 理 由

請願第４号 高鍋土木事務所存続に関する請願

慎重な審査

総合政策及び行財政対策に関する調査 ・調査を要総務政策常任委員会

するため

請願第５号 後期高齢者医療制度の充実を求める

請願 慎重な審査

・調査を要生活福祉常任委員会

地域生活行政及び福祉保健行政の推進に関する調査 するため

商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査 調査を要す商工建設常任委員会

るため

環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査 調査を要す環 境 農 林 水 産

るため常 任 委 員 会

教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に関 調査を要す文 教 警 察 企 業

する調査 るため常 任 委 員 会

円滑な議会

次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る議 会 運 営 委 員 会

ため



決算特別委員会各分科会主査報告



- 365 -

その１ 総務政策分科会関係 366

その２ 生活福祉分科会関係 367

その３ 商工建設分科会関係 368

その４ 環境農林水産分科会関係 370

その５ 文教警察企業分科会関係 371
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総務政策分科会関係その１

御報告いたします。

当分科会所管の平成18年度一般会計及び特別会計の決算認定につきましては、不適正な事務処理によ

り取得した備品等の現物を確認するなどして、慎重かつ厳正なる審査を行ってまいりました。

その結果、本案を認定することに賛成はなく、認定しないものとすることに決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げます。

まず、決算の概要についてであります。

平成18年度の一般会計の決算規模は、歳入が6,004億1,500万円余、歳出が5,944億7,200万円余で、前

年度決算額と比べ、それぞれ歳入が4.0％、歳出が4.1％の減となっております。

この結果、歳入から歳出を差し引いた形式収支は、59億4,300万円余であり、このうち翌年度に繰り

越すべき財源を除いた実質収支は19億2,500万円余の黒字となっております。

本県は、県税等の自主財源の占める割合が３割程度しかないなど、財政基盤が脆弱な上に、経常収支

比率は年々悪化してきており、引き続き財政運営の硬直性が高い状況にありますが、当局におかれては、

県民に対する行政サービスの確保に留意しながら、景気回復の実感に乏しい地域の現状にも十分配慮し

ていただくよう、要望いたします。

次に、県税の収入未済額の縮減についてであります。

平成18年度の県税の収入未済額は、個人県民税や自動車税を中心に21億9,400万円余であり、依然と

して多額の未済額が発生しております。

このことについて、当局より「徴収対策会議や徴収実務の研修など、従来の取組に加え、今年度は新

たに税務職員の併任人事交流制度を創設し、県税職員の市町村派遣など、市町村と一体となった徴収対

策を実施している」との答弁がありました。

当局におかれては、他県の先進事例も参考にしながら、収入未済額の縮減及び効果的な滞納整理につ

いて、なお一層の取組を要望するものであります。

次に、元気みやざき県民運動についてであります。

このことについて、当局より「各種広報活動等に取り組むことにより、サポーター数が１万3,000人

を超えるなど、一定の成果を得ることができた」との説明があり、委員より「この事業は平成18年度で

終了したとのことであるが、約1,000万円の予算をかけて集めたサポーターの方々は、行政の継続性と

いう観点からも、今後有効に活用してもらいたい」との要望がありました。

次に、各種委託契約についてであります。

このことについて、委員より、「各種委託契約において一般競争入札を実施する場合には、品質の確

保が十分担保できるよう、最低制限価格を設けることも今後十分検討して欲しい」との要望がありまし

た。

次に、今回の決算審査に関連して、委員より、「決算審査をより効果的に実施するためにも、継続・

休止等、各事業の今年度の状況を資料に明記し、時系列の繋がりを明らかにするなどして、より分かり

やすい報告に努めてもらいたい」との要望がありました。
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最後に、不適正な事務処理についてであります。

当分科会では、不適正な現金や書き換え等の事例について、通帳の写しや現物等を確認するなどして、

不適正な事務処理の実態確認に努めたところであります。

また、監査体制の充実・強化策も含めた再発防止策の取り組み状況について重点的に審査を行ってま

いりました。

当分科会といたしましては、二度とこのような不祥事を起こさないためにも、物品調達におけるチェ

ック体制の強化や、予算執行面の見直し等、再発防止策を徹底させることが肝要であると考えます。

今後とも、これらの再発防止策を確実に実施し、県民の皆様の県政への信頼を一日も早く回復すべく、

全力をあげて取り組んでいただくよう、強く要望いたします。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で当分科会の報告を終わります。

その２ 生活福祉分科会関係

御報告いたします。

当分科会の平成18年度一般会計及び特別会計の決算認定につきましては、十分な審査を行うため各課

ごとに質疑を行うなど、慎重に審査をいたしました。

また、不適正な事務処理については、当分科会所管であります福祉保健部の都城食肉衛生検査所にお

いて不適正な事務処理で取得した備品を確認するなど現地において審査を行いました。

この結果、本案を認定することに賛成はなく、認定しないものとすることに決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘又は要望のありました主な点につきまして申し上げます。

まず、情報通信格差の是正についてであります。

このことについて、当局より「ケーブルテレビ事業者が行うサービスエリアの拡大に対する補助や採

算性の問題から携帯電話等のサービスが見込めない地域において移動通信サービス提供施設を整備する

市町村に対する補助など、情報通信格差の是正に取り組んだ」との説明がありました。

しかしながら、中山間地域等においては、依然として携帯電話の繋がらない地域があるなど、情報通

信格差の解消が望まれるところであります。

当分科会といたしましては、地域間格差により中山間地域を取り巻く環境は非常に厳しい状況であり、

その上、情報においても格差が存在することは、若者の定着や企業の進出などにも影響が懸念されるこ

とから、情報通信格差の是正に関して国へ強く要望すると共に県としてもさらに主体的に取り組むよう

要望いたします。

次に、県立看護大学学部卒業生の県内就職についてであります。

当局より「県内就職者の率を高める取組として、入試における県内出身者枠の設定や県内出身者に対

する入学料の減額など、入学者に占める県内出身者の割合を高めることを通じて取り組んでいるところ

である。個々の学生の考え方など難しい面もあるが創意工夫していきたい」との説明がありました。

当分科会といたしましては、県内看護師の資質向上は、県立看護大学の設立目的でもあることから、
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様々な場面において学部卒業生の県内就職率向上に努めていただくよう要望いたします。

次に、予防医療の推進についてであります。

委員より「老人医療の伸びの適正化を図るためにどのようなことに取り組んでいるか」との質疑があ

り、当局より「市町村への直接の助言指導や研修会などにより、医療費の抑制適正化について助言指導

を行っている。」との答弁がありました。

当分科会といたしましては、高齢化により今後ますます老人医療費の増加が懸念されることから、県

民に対し、医療費の財政的な負担状況を認識してもらうなど、予防医療についての県民意識の啓発に努

めていただくよう要望いたします。

なお、決算審査における主要資料である「主要施策の成果」に事業の記載が無いことから、事業の成

果について説明を行わない課が見受けられました。

全ての課において、予算を計上し執行していることから、今後、決算審査で使用する資料については

十分な審査ができるよう資料の充実を要望いたします。

最後に不適正な事務処理についてであります。

当分科会といたしましては、平成18年度決算に占める各出先機関毎の預けをはじめとした不適正な事

務処理の金額内訳の提出を求め審査を行ったところであります。

この中で、知事が裏金の有無の問いかけを行った後に預け金額を無理矢理ゼロにしていると思われる

ような支出などコンプライアンス意識の低さが見うけられました。

また、現地調査を行った都城食肉衛生検査所においては、特定の業者一社に預けが行われており、そ

の使途は高額な検査機器をはじめ、その業者の専門外である掃除機や看板などの物品までも納品してい

る現状があるなど、預けにより取得した物品について適正な価格が確保されていたかどうかについては

非常に疑問が残るところであります。

なお、預けにより取得していた備品のほとんどは、検査に必要な備品であり、当然、予算措置される

べき性格のものであります。

一方、都城食肉衛生検査所のように「かい」で無い出先機関については本課において帳簿等の監査が

行われているため、現場での現物確認が行われていないことも不適正な事務処理が見過ごされてきた原

因の一つであると考えられます。

当分科会といたしましては、今回発覚した不適正な事務処理については、県の信用を著しく失墜させ

るものであり、再発防止のためのコンプライアンス意識の徹底をはじめ、必要な物品等について予算が

確保される予算要求システムの構築など、信頼回復に全力で取り組むことを強く要望いたします。

また、監査のあり方についても十分検討されるよう要望いたします。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で、当分科会の報告を終わります。

その３ 商工建設分科会関係

御報告いたします。
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当分科会所管の平成18年度一般会計及び特別会計の決算認定につきましては、今般の「不適正な事務

処理」に関する事項の調査を含め、慎重かつ厳正な審査をいたしました。

その結果、本案を認定することに賛成はなく、これを認定しないものと決定いたしました。

なお、継続審査の動議がありましたが、賛成少数により否決されたところであります。

以下、審査の概要および改善のための要望事項について申し上げます。

まず、「官製談合事件に係る事業」についてであります。

今回の決算審査の対象には、宮崎市高岡町内の橋梁設計に係る官製談合事件の事業が含まれていると

ころであります。現在、この事件は司法の場において、その全容が究明されているところではあります

が、その内容は明らかに、著しく適正を欠くものと言わざるを得ません。

当局においては、現在、公平公正な入札制度の確立に鋭意取り組んでいるところでありますが、当分

科会といたしましては、この事件を風化させることなく、職員の不正防止意識の向上に努めることを強

く要望いたします。

次に、「郵便切手等の適正管理について」であります。

今回の監査委員の要望事項の中にあった郵便切手等の適正管理について委員より質疑があり、当局よ

り「新たな購入の際には保有枚数の確認を行い、適正な管理を行うとともに、後納郵便等の活用拡大に

ついても検討していきたい」との答弁がありました。

当分科会といたしましては、郵便切手等についても公金と同様の適正管理意識を持つとともに、適正

管理が確保しやすい後納郵便の活用等を積極的に導入していくよう要望するものであります。

次に、「不適正な事務処理」についてであります。

この問題については、当局に対し、新たな資料の提出と説明を求めるとともに、油津港湾事務所にお

いて現地調査を行うなど、慎重かつ積極的に審査を行ったところであります

この審査の中で明らかとなった、不適正な事務処理に係る消耗品や備品等の発注が、特定の業者へ集

中しているという状況について委員より「決算特別委員会において、このような状況に至った経緯や対

象業者数等について明らかにし、委員長報告の内容に盛り込んで欲しい」との要望がありました。

また、県職員の人事交流に伴う市町村学校への預けの配分が発生した事案について委員より「管理職

である学校長等の所属する市町村教育委員会に対して、再発防止の徹底を図るための申し入れを行って

欲しい」との要望がありました

なお、今回の「不適正な事務処理」の発覚により、県は多くの県民の信頼を失い、県議会との信頼関

係も崩壊せしめたと言っても過言ではありません。

当分科会といたしましては、不適正な事務処理が発生した原因の分析と、再発防止を徹底されるよう

要望するとともに、すべての県職員が、この問題を自らのこととして重くとらえ、県民の信頼回復、県

議会との新たな信頼構築のため、法令遵守という公務員の原点に立ち返り、誠心誠意、職務に専念され

ることを、強く要望するものであります。

当分科会といたしましては、以上の点について改善のために要望をするものであります。

以上で、当分科会の報告を終わります。
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その４ 環境農林水産分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成18年度一般会計及び特別会計の決算認定につきましては、今般の「不適正な事務

処理」に関する事項の調査を含め、慎重かつ厳正な審査をいたしました。

その結果、本案を認定することに賛成はなく、認定しないものと決定いたしました。

以下、審査の過程で指摘又は要望のありました主な点について申し上げます。

まず、「不適正な事務処理」についてであります。

この問題については、事実関係を明らかにすることが、再発防止につながるという強い気持ちで、当

局に対し、新たな資料の提出と説明を求めるとともに、農政水産部所管の南那珂農林振興局における不

適正な事務処理について現地調査を実施し、予算執行の管理状況や預け等が行われた経緯について、聴

き取りや関係書類の確認を行い、慎重かつ積極的な審査を行ったところであります。

南那珂農林振興局では、まず、野球ユニホームやデジカメ等の備品等の現物確認を行った後、審査

を行いました。当振興局では、一業者と競争原理が働かない不適正な価格で、極めて多額な取引を行い、

通常取り扱われない品目まで納品が行われる等、内部処理が簡易で便利だからという安易な認識だった

とはいえ、不適正の程度が著しい事務処理といわざるを得ません。

預け総額約4,060万の内、備品が約700万、残りは消耗品等であるが、消耗品は確認できないことや南

那珂農林振興局から県立日南病院へは部を超えた肩代わりが行われるなど、所管を超えた審査が必要で

あるので、監査委員及び専門調査機関等の徹底した調査を要望いたします。

さらに、出先機関では、国、県の事業費が事業ごとではなく、費目ごとに管理されているので 事業

費の管理のあり方についても今後検討していただくことを要望いたします。

これまで、われわれの分科会では秘密会で様々な議論を行ってきましたが、満足できる説明、答弁が

なく非常に不満が残るものでありました。

また、今回の全庁調査報告書は、外部調査委員会の指導助言を受けながら、庁内調査委員会が主体と

なって取りまとめられたものですが、外部調査委員会も現地調査は行っているものの、直接、業者から

聴き取りは行っていない等、調査報告には不十分な点があるといわざるを得ない。

当分科会も与えられた検査権の中で、最善を尽くし、できるかぎりの審査を行ってきたところですが、

未解明な部分も見受けられ、まことに口惜しい限りであります。

なお、委員より「これだけの不適正な事務処理が含まれた決算が提出され、不認定にしても政治的、

道義的な責任しか問われない現状について、大いに疑問を感じるところである」との意見がありました。

当局におかれましては、再発防止策を着実に実行され、県民本意を基本に適正な業務執行にまい進し

ていただきますよう、強く要望いたします。

次に、「森林計画の策定」についてであります。

このことについて委員より、「森林計画の策定は、世界的な木材需要等を勘案し、長期的な視点から

しっかり取り組んでほしい」との要望があり、当局から「森林は公益的な機能の発揮と林産物の供給と

いう両面があり、山村にとっては貴重な資源でもあるので、長期的な視点から考えていきたい」との答



- 371 -

弁がありました。

次に、「学校給食への地元水産物の提供」についてであります。

このことについて委員より、「さかなの消費拡大のためには、学校給食でいかに利用してもらうかを

考えるべきで、学校給食関係者等からニーズを把握する取り組みをしないといけない」との要望があり、

当局から「学校給食における本県産のさかなの利用については、コスト等の問題もあるが、地域や家庭

全体の消費拡大につながることから引き続き取り組んでいきたい」との答弁がありました。

以上、当分科会の報告を終わります。

その５ 文教警察企業分科会関係

御報告いたします。

当分科会所管の平成18年度一般会計及び特別会計の決算認定につきましては、本県において極めて重

大な問題である不適正な事務処理に関して、教育委員会所管の西臼杵教育事務所において審査を行うな

ど慎重に審査いたしました結果、本案を認定することに賛成はなく、認定しないものとすることに決定

いたしました。

なお、所管外ということで十分な調査ができないなどの理由で継続審査の動議がありましたが、賛成

少数により否決されたところであります。

以下、審査の過程で指摘又は要望のありました主な点について申し上げます。

まず、「高齢歩行者等の交通安全教育」についてであります。

委員より「歩行中の高齢者の交通死亡事故の中には、交通安全教育等を受講していれば、死亡事故を

回避できたケースもあると思われるが、高齢者の交通事故死者に対する追跡調査等を実施しているの

か」との質疑があり、当局より「ご遺族に対して、聞き取り調査を行っているが、その結果、多くの交

通事故死者が運転免許を保有していないこと、また、交通安全教育を受けていないことが判明している。

このことから、このような運転免許を持たない方々に対して、高齢者クラブを通じて、交通安全教室等

への参加を呼びかけるとともに、独居高齢者に対しては、交通安全指導員による個別訪問指導を行うな

ど、積極的な対応を行っている」との答弁がありました。このことについて委員より「今後とも、免許

を保有していない高齢者等に対する交通安全教育に力を入れてほしい」との要望がありました。

次に、「サイバー犯罪対策の推進」についてであります。

委員より「サイバー犯罪対策を積極的に推進するため、今後、専門捜査官の増員や研修の充実を図る

必要があるのではないか」との質疑があり、当局より「サイバー犯罪の捜査には、高度な専門知識が要

求され、捜査員が技術的・能力的に対応できないケースもあることから、技能指導官を設置して体制を

強化したところである。また、専門家を招いての研修等を定期的に実施し、県下の担当警察官の能力向

上を図っているところである。今後とも、捜査員の能力向上については、最大限努力していきたい」と

の答弁がありました。このことについて委員より「今後、予測できない犯罪が増加していく可能性もあ

ることから、サイバー犯罪に対して有効な研修を継続的に行うとともに、専門捜査官の増員についても

検討してほしい」との要望がありました。
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次に、「学社連携の推進」についてであります。

学校教育と社会教育との連携、いわゆる学社連携について委員より「教育委員会として、学校、地域

社会、家庭が連携した様々なモデル事業に取り組んでいるが、特定の市町村に限定した事業としてだけ

ではなく、県下全域に広がるよう普及に努めてほしい」との要望があり、当局より「モデル事業と県下

全域を対象にした事業については、両方とも必要であると考えている。例えば、登下校を中心に、子ど

も達の安全を確保する「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」においては、約２万人もの方々がス

クールガードとしてボランティア登録をしていただいた。このように学校が積極的に地域社会との協働

を呼びかけることで、県下全域に学社連携の取り組みが広がるものと考えている。一方、モデル事業に

ついても、モデルケースとして取り組みの内容を深めるという観点から積極的に推進していきたい」と

の答弁がありました。

最後に「不適正な事務処理」についてであります。

このことについて、当分科会におきましては、教育委員会所管の西臼杵教育事務所及び五ヶ瀬中等教

育学校における不適正な事務処理の状況について現地調査を実施し、「預け」を作り出した手法等につ

いての聞き取りや関係書類の確認等を行いました。その結果、特定の業者に対する「預け」の実態や、

想定を超える大量の消耗品の購入など、安易に不適正な事務処理が行われていた実態が明らかとなりま

した。なお今回、分科会の所管外ということで、西臼杵支庁からの「預け」の流れについては、調査を

行うことができませんでしたが、「うみを出し切る」との決意の下で行われた全庁調査において、本当

に全容解明がなされているのか疑念を払拭できない状況でありました。

当分科会といたしましては、当局に対して、所管する平成18年度決算を認定しないことの重みを十分

に認識していただき、今後、コンプライアンス意識の徹底や財務会計システムの見直し等、再発防止に

全力で取り組んでいただくよう強く要望するものであります。

当分科会といたしましては、以上の点について要望するものであります。

以上で、当分科会の報告を終わります。



議 案 議 決 件 名 一 覧 表



- 375 -

議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成19年度宮崎県一般会計補正予算（第３号） 12月21日・可 決

〃 第２号 平成19年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予 〃

算（第２号）

〃 第３号 教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第４号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第５号 宮崎県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正す 〃

る条例

〃 第６号 都市的施設その他の都市としての要件に関する条例 〃

等の一部を改正する条例

〃 第７号 平成18年度決算の認定について 12月21日・不 認 定

〃 第８号 工事請負契約の締結について 12月21日・可 決

〃 第９号 当せん金付証票の発売について 〃

〃 第10号 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収について 〃

〃 第11号 県道の路線認定について 〃

〃 第12号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 〃

〃 第13号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改 〃

正する条例

〃 第14号 職員の自己啓発等休業に関する条例 〃

〃 第15号 職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する 〃

条例

〃 第16号 平成19年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） 〃

〃 第17号 収用委員会委員の任命の同意について 12月14日・同 意

〃 第18号 収用委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第19号 収用委員会予備委員の任命の同意について 〃

〃 第20号 収用委員会予備委員の任命の同意について 〃

〃 第21号 平成19年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算 12月21日・可 決

（第２号）

知事提出議案第14号 平成18年度公営企業会計決算の認定について 12月21日・不 認 定

（９月定例会上程）
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

議員発議案 第１号 普通会計決算特別委員会の設置について 11月27日・可 決

〃 第２号 宮崎県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正 12月21日・可 決

する条例

〃 第３号 地方交付税の確保及び地方税財源の充実強化を求め 〃

る意見書

〃 第４号 都道府県議会制度の充実強化を求める意見書 〃

〃 第５号 ＪＲ不採用問題の早期解決を求める意見書 〃

〃 第６号 米国の「北朝鮮に対するテロ支援国家指定解除」の 〃

動きに反対する決議

〃 第７号 第４回九州各県議会議員研究交流大会への議員の派 〃

遣

〃 第８号 トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書 〃

〃 第９号 旅館業に対するほう素及びふっ素に係る水質汚濁防 〃

止法に基づく排水基準の適用に関する意見書



議員発議条例、意見書、決議文、その他



普通会計決算特別委員会の設置について

１ 名 称 普通会計決算特別委員会

２ 目 的 議案第７号「平成１８年度決算の認定について」の審査

３ 権 限 地方自治法第９８条の議会の権限を委任する。

４ 定 数 議長及び監査委員の任にある３名を除く議員全員
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宮 崎 県 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

宮 崎 県 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 宮 崎 県 条 例 第 二 十 九 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 会 派 」 の 下 に 「 及 び 議 員 」 を 加 え る 。

第 二 条 中 「 含 む 」 の 下 に 「 及 び 議 員 の 職 に あ る 者 」 を 加 え る 。。 ）

第 三 条 の 見 出 し を 「 会 派 に 係 る 政 務 調 査 費 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 三（ ）

十 万 円 」 を 「 十 万 円 」 に 改 め る 。

第 十 三 条 を 第 十 四 条 と す る 。

第 十 二 条 の 見 出 し 中 「 収 支 報 告 書 」 を 「 収 支 報 告 書 等 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項

中 「 第 九 条 」 を 「 第 十 条 」 に 改 め 「 収 支 報 告 書 」 の 下 に 「 及 び 証 拠 書 類 （ 以、

下 「 収 支 報 告 書 等 」 と い う 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 次 の 各 号 に 規 定 す る。 ）

者 は 」 を 「 何 人 も 」 に 「 前 項 の 収 支 報 告 書 」 を 「 収 支 報 告 書 等 」 に 改 め 、 同、

項 各 号 を 削 り 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え 、 同 条 を 第 十 三 条 と す る 。

３ 議 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は 、 収 支 報 告 書 等 に 記 載 さ れ

て い る 情 報 の う ち 、 宮 崎 県 議 会 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 十 四 年 宮 崎 県 条 例 第 二 十

七 号 ） 第 七 条 の 不 開 示 情 報 を 除 き 、 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。

「 」 「 」 、 「 」 「 」 、第 十 一 条 中 会 派 の 下 に 又 は 議 員 を 加 え 第 八 条 を 第 九 条 に

「 こ と が で き る 」 を 「 も の と す る 」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 二 条 と す る 。

第 十 条 を 第 十 一 条 と す る 。

第 九 条 の 見 出 し を 「 収 支 報 告 書 等 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 代 表 者 」 の（ ）

下 に 「 及 び 議 員 」 を 加 え 「 別 記 様 式 」 を 「 会 派 に あ っ て は 別 記 様 式 第 一 号 に、

よ り 、 議 員 に あ っ て は 別 記 様 式 第 二 号 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 代 表 者 は 」 の

下 に 「 、 年 度 の 途 中 に お い て 」 を 加 え 「 別 記 様 式 」 を 「 別 記 様 式 第 一 号 」 に、

改 め 、 同 条 に 次 の 二 項 を 加 え 、 同 条 を 第 十 条 と す る 。

３ 議 員 が 、 年 度 の 途 中 に お い て 、 任 期 満 了 、 辞 職 、 失 職 、 死 亡 若 し く は 除 名

又 は 議 会 の 解 散 に よ り 議 員 で な く な っ た 場 合 に は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 当 該 議 員 で あ っ た 者 （ 死 亡 に よ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 相 続 人 ） は 、 議

員 で な く な っ た 日 の 属 す る 月 ま で の 収 支 報 告 書 を 、 別 記 様 式 第 二 号 に よ り 議
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員 で な く な っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 三 十 日 以 内 に 議 長 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。

４ 前 三 項 の 収 支 報 告 書 に は 、 政 務 調 査 費 に よ る 支 出 に 係 る 領 収 書 そ の 他 の 証

拠 書 類 の 写 し （ 以 下 「 証 拠 書 類 」 と い う ） を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。。

第 八 条 中 「 会 派 」 の 下 に 「 及 び 議 員 」 を 加 え 、 同 条 を 第 九 条 と す る 。

第 七 条 第 一 項 中 「 代 表 者 」 の 下 に 「 及 び 議 員 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 中 「 結 成

」 「 」 、 「 」さ れ た と き の 下 に 又 は 議 員 と な っ た 者 が あ っ た と き を 提 出 さ れ た 日

の 下 に 「 又 は 任 期 開 始 の 日 」 を 「 当 該 会 派 」 の 下 に 「 又 は 議 員 」 を 加 え 、 同、

条 に 次 の 一 項 を 加 え 、 同 条 を 第 八 条 と す る 。

６ 一 四 半 期 の 途 中 に お い て 、 辞 職 、 失 職 、 死 亡 若 し く は 除 名 又 は 議 会 の 解 散

に よ り 議 員 で な く な っ た と き は 、 当 該 議 員 で あ っ た 者 （ 死 亡 に よ る 場 合 に あ

っ て は 、 そ の 相 続 人 ） は 、 議 員 で な く な っ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が

月 の 初 日 の 場 合 は 当 月 ） 分 以 降 の 政 務 調 査 費 を 速 や か に 返 還 し な け れ ば な ら

な い 。

「 」 「 」 、 「 」 「 」第 六 条 中 係 る 会 派 の 下 に 及 び 議 員 を 代 表 者 の 下 に 及 び 議 員

を 加 え 、 同 条 を 第 七 条 と す る 。

「 」 「 」 、 「 」第 五 条 の 見 出 し 中 会 派 を 会 派 等 に 改 め 同 条 第 一 項 中 あ っ た 会 派

の 下 に 「 及 び 政 務 調 査 費 の 交 付 を 受 け る 議 員 」 を 加 え 、 同 条 を 第 六 条 と す る 。

第 四 条 を 第 五 条 と し 、 第 三 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 議 員 に 係 る 政 務 調 査 費 ）

第 四 条 議 員 に 係 る 政 務 調 査 費 は 、 月 額 二 十 万 円 を 月 の 初 日 に 在 職 す る 議 員 に

対 し 交 付 す る 。

２ 月 の 途 中 に お い て 、 議 員 の 任 期 満 了 、 辞 職 、 失 職 、 死 亡 若 し く は 除 名 又 は

議 会 の 解 散 が あ っ た 場 合 に お け る こ れ ら の 事 由 が 生 じ た 日 の 属 す る 月 の 政 務

調 査 費 の 交 付 に つ い て は 、 こ れ ら の 事 由 が 生 じ な か っ た も の と み な す 。

第９条関係 第条関係 第９条第１項第別 記 様 式 中 を 10 に を「 （ ） 」 「 （ ） 」 、 「 」 「

10 」 に 改 め 、 同 様 式 を 別 記 様 式 第 一 号 と し 、 同 様 式 の 次 に 次 の 一 様 式条第１項

を 加 え る 。
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附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 宮 崎 県 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、

こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う ） 以 後 に 交 付 す る 政 務 調 査 費。

に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 交 付 し た 政 務 調 査 費 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例

に よ る 。
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地方交付税の確保及び地方税財源の充実強化を求める意見書

、 、本県を始めとする 財政力が弱く地方交付税への依存度が高い地方自治体ほど
徹底した行財政改革に取り組んでいるものの、三位一体の改革による５．１兆円
もの地方交付税等の大幅な削減により、財政力の弱い地方は、極めて厳しい財政
運営を強いられている。
また、都市部の税収の大幅な伸びを背景にする、地方交付税の総額の削減が継

続しているため、税収に乏しく財政力が弱い地方においては財政危機が一層深刻
化してきている。
地方においては、人口減少や少子高齢化、産業・雇用などの数々の地域課題へ

の対応が求められているが、今後も地方交付税総額の削減が続けば、課題対応の
困難はもとより、財政力の脆弱な自治体及び地域経済が崩壊しかねない。
よって、国においては、地方交付税の確保及び地方税財源の充実強化を図るた

め、次の措置を講じられるよう強く要望する。

１ 地方交付税について、地方自治体間の財政面での格差を是正する本来の役割
である財源調整・財源保障機能を堅持し、地方財政計画に地方の財政需要を適
切に反映した上で必要な総額を確保すること。

２ 国と地方の最終支出と租税収入の比率において生じている乖離を縮小し、国
と地方の税源配分をまずは５：５とし、地方税源の充実強化を図ること。
なお、税源配分に当たっては、都市と地方との財政面での格差が拡大してい

る実情等に鑑み、地方消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収の安定
性を備えた地方税体系を構築し、地方公共団体の自主的な財政運営を可能とす
ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成１９年１２月２１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
内 閣 総 理 大 臣 福 田 康 夫 様
内閣府特命担当大臣
（経済財政政策担当） 大 田 弘 子 様
総 務 大 臣 増 田 寛 也 様
財 務 大 臣 額 賀 福志郎 様
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都道府県議会制度の充実強化を求める意見書

地方自治体の議員と長の双方が民意をそれぞれ代表するという二元代表制の
下、地方分権の進展により、執行機関を監視し政策を提案する地方議会の役割と
責任は格段に増大しており、住民の代表機関としての役割を十分に果たしていく
ためには、議会の諸機能をさらに充実させ強化していくことが必要である。
本県議会を始めとする各都道府県議会及び全国都道府県議長会においては、平

成１７年に「都道府県議会制度の充実強化に関する要望」を国に対して行ったと
ころである。
しかし、昨年５月の地方自治法改正には、議長に臨時議会の招集請求権を付与

することなどが施行されたものの、地方議会議員、特に都道府県議会議員におい
ては、その活動が広範に渡り専業化しているため、法的に実態にふさわしい位置
付けを明確化すべきであるが、何ら見直しがなされていない。
よって、国においては、下記の事項をはじめ、全国都道府県議長会による「都

道府県議会制度の充実強化に関する要望」を再度検討し、関係法令を早急に改正
することを強く要望する。

記

１ 議会の自主性・自立性確保と権限強化
（１）議会の招集権を議長に付与すること
（２）議会の内部機関の設置を自由化すること
（３）議決権を拡大すること

２ 議会と首長との関係
（１）専決処分不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること
（２）予算修正権の制約を緩和するとともに、予算の議決科目を拡大すること
（３）決算不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること

３ 議員の位置付け
地方議会議員の職責又は職務を法律上明確に定義するとともに、地方自治法

第２０３条から議会の議員に関する規定を他の非常勤職と分離し、別途「公選
職」という新たな分類項目に位置付け、職務遂行の対価についても、広範な職
務遂行に対する補償をあらわす名称とするため 「報酬」を「歳費」に改める、
こと。

平成１９年１２月２１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
内閣総理大臣 福 田 康 夫 様
総 務 大 臣 増 田 寛 也 様
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ＪＲ不採用問題の早期解決を求める意見書

１９８７年（昭和６２年）４月１日、国鉄が分割・民営化され、ＪＲ各

社が発足した。その際に発生した職員の不採用問題が未解決のまま既に２

０年が経過した。

この間、平成元年５月２４日の宮崎県地方労働委員会を含め、各地方労

働委員会、中央労働委員会が不当労働行為と認定し 「その責任はＪＲが、

負う｣という救済命令を発したが 平成１５年１２月２２日に最高裁は ｢Ｊ、 、

Ｒに不当労働行為の責任はない｣として労働委員会の命令を取り消した。

しかし一方で｢不当労働行為を行った場合には、国鉄（現鉄道建設・運輸

施設整備支援機構）は、使用者責任を免れない｣との判断を示した。

また、平成１７年９月１５日に東京地裁は、鉄道建設公団（現鉄道建設

・運輸施設整備支援機構）訴訟で、｢ＪＲの採用候補者名簿の作成に当た

って不法行為があった｣ことを認め、慰謝料の支払いを命じた。

さらに、ＩＬＯ(国際労働機関)も日本政府に対し、｢公正な解決を見出

すよう関係者との話し合いを推進するよう｣と７回の勧告を出している。

問題発生から２０年間が経過し、不採用になった当事者も平均年齢５３

歳と高齢化し、解決を見ることなく他界した者も４４名を数えています。

また多くの傷病者もおり、家族も含め厳しい生活を余儀なくされている状

況を見たとき、人道的見地からもこれ以上の長期化は避けなければならな

いと考える。

よって、国においては、この問題の早期全面解決に向け、一層の努力を

されるよう強く要請する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成１９年１２月２１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河野 洋平 様

参 議 院 議 長 江田 五月 様

内閣総理大臣 福田 康夫 様

厚生労働大臣 舛添 要一 様
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米国の「北朝鮮に対するテロ支援国家指定解除」の動きに反対する決議

北朝鮮による拉致は、それまで何の落ち度もなく幸せに生活していた被害者本

人、そして御家族・関係者を一瞬にして悲劇に陥れる残酷で卑劣極まりない国家

的犯罪である。

平成１４年９月、北朝鮮が初めて日本人拉致の事実を認め、拉致被害者５名の

帰国が実現して以降、北朝鮮は、６カ国協議を含め 「拉致問題は解決済み」と主、

張し、いまだにこの問題に対して誠実な対応を見せておらず、一方で国際社会の

批判が強い「核」問題を交渉材料とするなど我が国を欺く態度に終始していると

言わざるを得ない。

この問題は、本県においても、過去に日向灘沖で工作船と思われる不審船事件

が発生し、現に拉致被害者１名が宮崎市の青島海岸から拉致され、また、県内に

拉致被害の疑われる特定失踪者が３名存在するなど、正に他人事ではなく、県民

ひいては国民の安全・安心に影を落とす深刻かつ重大な問題として、日本政府は

もとより、国際社会が一致団結して、全力で全容解明と早期解決に取り組むべき

ものである。

このような中、米国は北朝鮮の一部核施設の無力化を条件として、テロ支援国

家の指定を解除するとの観測が伝えられているが、このことは、拉致問題に対す

、 、る国際連携を弱めるばかりでなく 拉致問題の解決を遅らせることになりかねず

この問題の早期解決を願う本県議会にとって誠に憂慮すべき事態である。

よって本県議会は、米国が、北朝鮮に対するテロ支援国家の指定解除を行わな

い方針を堅持することを強く求めると同時に、日本政府が、すべての拉致被害者

の一刻も早い救出を実現するため、この問題に対する国際連携の要である米国に

対して、同指定の解除を行わないよう、最大限の外交努力を尽くすことを求める

ものである。

以上決議する。

平成１９年１２月２１日

宮 崎 県 議 会
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議員の派遣

第４回九州各県議会議員研究交流大会への議員の派遣

１ 目 的 九州各県議会間の連携を一層強化するとともに、九州が一体

となった活力に満ちた地域づくりの実現をめざしての意見交換

２ 派遣場所 熊本市

３ 派遣月日 平成２０年１月２８日（月）

平成２０年１月２９日（火）

４ 派遣議員 議会運営委員会において決定する１２名以内



トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書

じん肺は、最古にして現在もなお最大の被災者を出し続けている不治の

職業病といわれ、炭坑や金属鉱山、造船等の職場にて多発し、特にトンネ

ル建設工事業においては、未だに社会問題になっている状況にある。

今年７月に、全国トンネルじん肺根絶訴訟原告団と国とは、すべての係

争中であった訴訟において和解を行ったところである。

しかし、トンネルじん肺は、そのほとんどが公共工事によって発生した

職業病であること等から、早急に解決を図るべき重要な問題である。

よって、国においては、発注者および施工者に対する適切な指導を行い、

和解内容を誠実に履行するとともに、公共工事によって発生するトンネル

じん肺被害者を救済するための制度充実を図ることを早急に講じられるよ

う強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成１９年１２月２１日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内閣総理大臣 福 田 康 夫 様

総 務 大 臣 増 田 寛 也 様

厚生労働大臣 舛 添 要 一 様

農林水産大臣 若 林 正 俊 様

経済産業大臣 甘 利 明 様

国土交通大臣 冬 柴 鐵 三 様
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旅館業に対するほう素及びふっ素に係る水質汚濁防止法に

基づく排水基準の適用に関する意見書

平成１３年にほう素、ふっ素等に係る排水基準が水質汚濁防止法に基づ

き設定され、旅館業も排水に対する基準の適用を受けることとなった。

温泉水を含む排出水からほう素、ふっ素を取り除く技術については、国

としても技術開発に取り組んでこられたが、現在も、処理過程で大量に発

生する廃棄物の削減、省スペース化、低コスト化といった課題があり、そ

の解決に向けた技術開発を行わなければならない状況にある。

ほう素、ふっ素等に係る排水基準は、こうした技術的課題があるため、平

成１３年以降暫定基準が設けられ、平成１９年に再度延長されたところで

ある。

温泉はもともと自然由来のものであり、旅館業が手を加えて利用するも

のではない。製造業であれば、その製造過程を見直すことにより、排水基

準を達成することはできるであろうが、旅館業にとっては今後処理技術の

開発が進み、中小零細の旅館業にとって無理なく処理設備を導入できる状

況にならない限り、一律に排水基準を適用することは困難である。

よって、国におかれては、下記の事項について適切な措置を講じられる

よう強く要望する。

記

１ 簡易かつ安価な排水処理技術が開発・実用化されるまで、暫定的な排

水基準を継続し、基準の強化等を行わないこと。

２ 国が主体となり、中小零細の事業者が導入可能な安価で実用的な排水

処理技術の開発を推進すること。

３ 事業者が排水処理施設を導入する場合、必要な助言や情報提供を行う

とともに、税制優遇や低利融資といった財政援助措置を講ずること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成１９年１２月２１日

宮 崎 県 議 会

内閣総理大臣 福 田 康 夫 様

財 務 大 臣 額 賀 福志郎 様

厚生労働大臣 舛 添 要 一 様

経済産業大臣 甘 利 明 様

国土交通大臣 冬 柴 鐵 三 様

環 境 大 臣 鴨 下 一 郎 様
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議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（松村、井上両議員）

11月21日 水 本 会 議 議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第15号上程

知事提案理由説明

11月22日 木 休 会 （議案調査）

11月23日 金

11月24日 土

11月25日 日

11月26日 月 休 会 （議案調査）

総括質疑（自由民主党・黒木覚市議員、

社会民主党宮崎県議団・満行潤一議員、

愛みやざき・図師博規議員、

公明党宮崎県議団・長友安弘議員、

11月27日 火 本 会 議
民主党宮崎県議団・井上紀代子議員、

日本共産党宮崎県議会議員団・前屋敷恵美議員、

無所属の会・川添博議員）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号上程、採決（可決）

議案第７号普通会計決算特別委員会付託

11月28日 水

11月29日 木 休 会 普通会計決算特別委員会（分科会）

11月30日 金

12月１日 土

12月２日 日

12月３日 月
普通会計決算特別委員会（分科会）

12月４日 火

12月５日 水 休 会 （議案調査・議事整理）

12月６日 木 普通会計決算特別委員会（主査報告）

12月７日 金 （議案調査）

12月８日 土
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

12月９日 日

議長の報告（普通会計決算特別委員会正副委員長互選結果）

12月10日 月
議案第16号～第21号追加上程

知事提案理由説明

一般質問（前屋敷、中村、太田、鳥飼、米良各議員）

12月11日 火
本 会 議

一般質問（押川、黒木正一、松田、武井各議員）

12月12日 水 一般質問（髙橋、新見、水間、井本各議員）

12月13日 木 一般質問（中野一則、十屋、山下、福田各議員）

一般質問（田口、松村、丸山、河野哲也各議員）

12月14日 金 議案第17号～第20号採決（同意）

議案・請願委員会付託

12月15日 土

12月16日 日

12月17日 月

12月18日 火
常任委員会

12月19日 水 休 会 特別委員会

特別委員会
12月20日 木

（議事整理）

常任委員長及び普通会計決算特別委員長審査結果報告

討論（前屋敷議員）（議案第５号、第10号に反対、請願第５

号についての委員長報告に反対）

採決（９月定例会上程議案第14号）（不認定）

採決（議案第３号）（可決）

採決（議案第５号、第10号）（可決）

12月21日 金 本 会 議
採決（議案第１号、第２号、第４号、第６号、第８号、第９

号、第11号～第16号及び第21号）（可決）

採決（議案第７号）（不認定）

採決（請願１件）（採択）

採決（継続審査・調査案件）（委員長の申し出のとおり決

定）

議員発議案送付の通知

議員発議案第２号～第９号追加上程
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

討論（前屋敷議員）（議員発議案第３号に賛成、第６号に反

対）

討論（丸山議員）（議員発議案第６号に賛成）

12月21日 金 本 会 議
採決（議員発議案第６号）（可決）

採決（議員発議案第２号、第３号、第５号及び第７号～第９

号）（可決）

採決（議員発議案第４号）（可決）

知事発言

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 坂 口 博 美

宮 崎 県 議 会 副 議 長 中 村 幸 一

宮 崎 県 議 会 議 員 松 村 悟 郎

宮 崎 県 議 会 議 員 井 上 紀代子


